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（2009年11月４日（日本時間）現在における株式会社三菱東

京UFJ銀行発表の対顧客電信直物売買相場の仲値）による。）
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(注)

1.　本書において、別段の記載がある場合を除き、下記の用語は下記の意味を有するものとする。
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「当行」、「発行会社」または

「HSBCバンク・ピーエルシー」とは、 エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーをいう。

「当行グループ」とは、 エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーおよびその子会社

企業をいう。

「HSBCグループ」とは、 エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー（以下

「HSBCホールディングス・ピーエルシー」ということがあ

る。）およびその子会社をいう。

「英国」または「連合王国」とは、 グレート・ブリテンおよび北部アイルランド連合王国をいう。

2.　別段の記載のない限り、本書中の「ポンド」は英国スターリングポンドを、「円」は日本円を、「AUD」はオー

ストラリアドルを指す。2009年11月４日（日本時間）現在における株式会社三菱東京UFJ銀行発表の対顧客

電信直物売買相場の（ⅰ）ポンドの日本円に対する仲値は、1ポンド＝147.89円、（ⅱ）AUDの日本円に対す

る仲値は、１AUD＝80.95円であった。本書において記載されているポンドおよびAUDの日本円への換算はか

かる換算率によって便宜上なされているもので、将来の換算率を表するものではない。

3.　本書の表の計数が四捨五入されている場合、合計は必ずしも計数の総和と一致しない。

4.　本書には、当行の財務状態、業績および事業に関する将来の見通しが記載されている。

歴史的事実ではない記述（当行の意見および見込みに関する記載を含む。）は、あくまで将来予測情報であ

る。「期待している」、「予期している」、「意図している」、「予定している」、「考えている」、「目指し

ている」、「見積もっている」、「潜在的」、「合理的に可能」といった用語やこれらの用語の変化形やこ

れらに類似した表現は、将来予測情報を表現することを意図している。これらの記述は、現在の計画、見積り

および予測に基づくものであり、したがって、これらに過度に依拠すべきではない。将来予測情報はそれら

が発せられた日のみにおけるものであり、これらが新たな情報や今後の事象を勘案して改訂または更新さ

れたと推測すべきものではない。

将来予測情報は、固有のリスクや不確実性を伴っている。読者においては、いくつかの要因によって、実際

上、将来予測情報において予想または示唆されていた結果とは異なる結果が生じる場合がある（大きく異

なる場合も考えられる。）ことに注意が必要である。

5.　当行は、本書において、課税、法令および規制についていかなる助言もするものではない。
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第一部【証券情報】

第１【募集要項】

該当事項なし。
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第２【売出要項】

1【売出有価証券】

【売出社債（売出短期社債を除く。）】

銘　柄 エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー

2013年12月20日満期100％元本確保型4年オーストラリアドル建てHSCEIリン

クスパークリング仕組社債

(以下「本社債」という。)

売出券面額の総額または

売出振替社債の総額
3,500,000オーストラリアドル（283,325,000円）(予定)(注１)

売出価額の総額 3,500,000オーストラリアドル（283,325,000円）(予定)(注１)

売出しに係る社債の所有

者の住所および氏名また

は名称

HSBC証券会社東京支店

東京都中央区日本橋三丁目11番1号

(以下「売出人」という。)

記名・無記名の別 無記名式

各社債の金額 10,000オーストラリアドル（以下「額面金額」という。）

利　　率 1.25％（年率）

したがって、１額面金額に対して、

（ⅰ）初回の利払日（以下に定義される。）においては、

　　　124.31オーストラリアドル

（ⅱ）その他の利払日においては、

　　　それぞれ125.00オーストラリアドル

が支払われる。

償還期限 2013年12月20日(ロンドン時間)

摘　　要 (1) 本社債につき、個別の格付は取得していない。ただし、発行会社の長

期非劣後無担保上位債務は、ムーディーズ・インベスターズ・サー

ビス・インクからAa2の格付を、またスタンダード・アンド・プアー

ズ・レーティングズ・サービシズからAAの格付を各々取得してい

る。本社債は発行会社の長期非劣後無担保上位債務である。

(2) 本社債のその他の主要な事項については、下記「売出社債のその他

の主要な事項」を参照のこと。

（注１） 本社債は、ユーロ市場で発行され、日本で売り出される。本社債のユーロ市場における発行券面総額は3,500,000オー

ストラリアドル（283,325,000円）の予定であるが、需要状況を勘案した上で増減することがあり、2009年12月11日ま

でに決定される。

2【売出しの条件】

売出価格 額面金額の100%

申込期間 2009年12月15日から2009年12月21日まで

申込単位 額面金額10,000オーストラリアドル

申込証拠金 なし
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申込受付場所 売出人および登録金融機関の日本における支店(注１)

売出しの委託を受けた者の住

所および氏名または名称
該当事項なし

売出しの委託契約の内容 該当事項なし

摘　　要 受渡しは2009年12月22日(日本時間)に行う。

（注１） 売出人は、以下の金融商品仲介を行う登録金融機関（以下「登録金融機関」という。）に、本社債の売出しの取扱い

の一部を委託している。

登録金融機関

　名称：香港上海銀行東京支店

　住所：東京都中央区日本橋三丁目11番1号

　ただし、登録金融機関は、かかる売出しの取扱いを、個人金融サービス本部にて行う。

本社債の申込み、購入および払込みは、各申込人と売出人との間に適用される外国証券取引口座約款に従ってなさ

れる。各申込人は売出人から直接または登録金融機関を通じてあらかじめ同約款の交付を受け、同約款に基づき外

国証券取引口座の設定を申し込む旨記載した申込書を売出人に提出しなければならない。

外国証券取引口座を通じて本社債を取得する場合、同口座約款の規定に従い本社債の券面の交付は行わない。

券面に関する事項については、下記「売出社債のその他の主要な事項、11. その他、(1) 本社債の様式」を参照のこ

と。

（注２） 本社債は、1933年米国証券法（その後の改正を含み、以下「米国証券法」という。）、米国のいずれかの州の証券法

またはその他の法域の証券法に基づき登録されておらず、今後登録される予定もない。また、そのように登録される

場合を除き、米国内において、または米国人に対し、米国人の計算で、もしくは米国人のために、本社債の勧誘または

売り付けを行ってはならない。ただし、ルール144Aに従ってレギュレーションSに依拠する国外取引で非米国人に対

する場合、または米国証券法の登録義務の免除もしくは当該登録義務に服さない取引に従う場合で、かつ、その他の

適用ある証券法を遵守する場合はこの限りではない。本項において使用される用語は、米国証券法に基づくレギュ

レーションSにより定義された意味を有する。

（注３） 本社債は、発行会社の社債およびワラント発行プログラム（以下「プログラム」という。）に基づき、2009年12月21

日（ロンドン時間）（以下「発行日」という。）に発行会社により発行され、かつ、2009年7月30日付約束証書によ

り構成され、その利益を享受する。本社債に適用ある条項は、2009年7月30日付基本目論見書（以下「基本目論見

書」という。）および本社債にかかる2009年12月21日に署名予定の最終条件書（以下「最終条件書」という。）に

記載されている。本社債は、いずれの取引所にも上場されない予定である。

売出社債のその他の主要な事項

1.　利息支払の方法

(1)　本社債は、2009年12月22日（当日を含む。）から年率1.25％で利息が付され、下記「3. 支払」の規定に従っ

て、各利払日に後払いされる。

　各社債に関し、初回の利払日（2010年12月20日）において支払われる利息は、１額面金額に対して124.31

オーストラリアドルであり、その他の利払日において支払われる利息は、１額面金額に対して125.00オース

トラリアドルである。

　　「利払日」とは、毎年12月20日をいい、2010年12月20日（当日を含む。）から始まり、満期日（当日を含む。）に

終了する。ただし、利払日が営業日（以下に定義される。）に当たらない場合には、翌営業日（かかる翌営業

日が翌月に属する場合には、直前の営業日）を利払日とする。なお、かかる利払日の調整によっては、支払わ

れるべき金額の調整は一切なされない。

　　「営業日」とは、ロンドン、東京およびシドニーにおいて商業銀行および外国為替市場が支払いの決済を行っ

ている日をいう。

(2)　各本社債は、その満期日以降は利息を付さない。ただし、適法な呈示がなされたにもかかわらず、期限前償還

金額（下記「2. 償還および買入、(2) 税制上の理由による期限前償還」に定義される。）または満期償還金

額（下記「2. 償還および買入、(1) 満期における償還」に定義される。）の支払いが不当に留保または拒絶
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された場合は、各本社債に対し、（ⅰ）当該本社債に関してその日までに支払期日が到来している全額が関

連ある本社債の所持人（以下「本社債権者」という。）によりもしくはそのために受領された日、または

（ⅱ）計算代理人が本社債権者に対して、計算代理人が本社債に関して通知から７日目の日までに支払期日

が到来する全額を受領したことを通知した日から７日後の日（ただし、その後の支払いに不履行があった場

合を除く。）のいずれか早い方の日まで（判断の前だけでなくその後も含めて）、本「1. 利息支払の方法」

に従って、継続して利息が付される。

「計算代理人」とは、エイチエスビーシー・フランスをいう。

2.　償還および買入

(1)　満期における償還

　償還期限前に償還または買入消却されない限り、かつ、本書に別途規定される条項に従い、発行会社は、満期

日において、各社債につきオーストラリアドル建てで、計算代理人により決定される金額（以下「満期償還

金額」という。）を支払って償還する。満期償還金額は、各社債につき、額面金額に対し、(a)100%と(b)各評価

日（以下に定義される。）におけるパフォーマンス（以下に定義される。）の総和を16で除したもの（ただ

し、０以下になる場合は０）との和を乗じたパーセンテージとする。パーセンテージは、小数点第四位を四捨

五入し、小数点第三位までとする。

　本書において、以下の用語は以下の意味を有する。

　「インデックスパフォーマンス」とは、それぞれの評価日において、評価日インデックス値（以下に定義さ

れる。）を分子とし、基準価格（以下に定義される。）を分母として算出される分数で、パーセンテージで表

記される。

　「評価時刻」とは、HSCEI（以下に定義される。）の値が決定されることとなっているいずれかの日の香港

証券取引所（The Stock Exchange of Hong Kong Limited）の予定終了時刻（以下に定義される。）をいう。

香港証券取引所が予定終了時刻より早く終了する場合には、評価時刻は、実際に終了する時刻とする。

　「評価日」とは、2010年３月16日、2010年６月11日、2010年９月14日、2010年12月13日、2011年３月15日、2011

年６月13日、2011年９月12日、2011年12月13日、2012年３月14日、2012年６月12日、2012年９月13日、2012年12

月13日、2013年３月14日、2013年６月12日、2013年９月13日および2013年12月13日をいう。ただし、これらの日

が、予定取引日（以下に定義される。）に該当しない場合は翌予定取引日に延長される。これらの日が、以下

に記載する「障害日の影響」に従い、限定評価日（以下に定義される。）に延期され、かつ、その日が予定取

引日でないか障害日（以下に定義される。）である場合、これらの日は評価日とみなされ、各HSCEIの値は計

算代理人がその裁量で決定する値となる。

　「評価日インデックス値」とは、それぞれの評価日における評価時刻のHSCEIの終値の公表値をいう。

　「基準価格」とは、基準日（以下に定義される。）におけるHSCEIの終値の公表値をいう。

　「基準日」とは、2009年12月22日をいう。

　「限定評価日」とは、本社債の評価日が障害日である場合において、市場障害事由（以下に定義される。）

にかかわらず、かかる評価日から８営業日目の日をいう。ただし、

(ⅰ)上記の結果として、評価日が満期日、関連する利払日または本社債に関し他に支払いを要する期限の到

来している債務の支払いの行われる日の５営業日前以内となる場合には、限定評価日は、かかる日の５

営業日前の日（予定取引日に該当しない場合には翌予定取引日）とする。

(ⅱ)予定評価日（以下に定義される。）が、満期日、関連する利払日または本社債に関し他に支払いを要する

期限の到来している債務の支払いの行われる日の５営業日前以内である場合には、限定評価日は当該予

定評価日となる。

いずれも、評価日が障害日となる理由にかかわらない。

　「市場障害事由」とは、計算代理人が重大であると判断する、評価時刻までの1時間の間に、発生もしくは存

在している（ⅰ）取引障害事由（以下に定義される。）もしくは（ⅱ）取引所障害事由（以下に定義され

る。）、または（ⅲ）取引早期終了事由（以下に定義される。）をいう。ただし、いずれかの時点でHSCEIに関

する市場障害事由が生じているか否かを決定するためには、市場障害事由がHSCEIに含まれている株式銘柄

に関して生じている場合、HSCEIの水準に対するかかる株式銘柄の関連寄与率は、（x）かかる株式銘柄に対
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して帰せられるHSCEIの水準の割合と（y）包括的なHSCEIの水準の比較に基づく。かかる比較すべき水準は、

いずれも、かかる市場障害事由の発生直前の水準とする。

　「障害日」とは、予定取引日において、香港証券取引所が通常取引セッションにおいて取引を行うことがで

きない日、または市場障害事由が発生している日をいう。

　「取引所営業日」とは、香港証券取引所の取引が予定終了時刻よりも前に終了するかを問わず、香港証券取

引所が通常取引セッションにおいて取引を行っている予定取引日をいう。

　「取引障害事由」とは、（ⅰ）HSCEIの値の20%以上を構成する株式銘柄に関し、香港証券取引所において、

または（ⅱ）香港証券取引所におけるHSCEIに関する先物もしくはオプション契約に関して、香港証券取引

所その他が許容する制限を超える株価変動を理由とするか否かを問わず、香港証券取引所その他により課せ

られた取引の停止または制限をいう。

　「取引所障害事由」とは、市場参加者が全般的に（ⅰ）HSCEIの値の20％以上を構成する株式銘柄の取引を

香港証券取引所において実行し、もしくはその時価を取得する、または（ⅱ）香港証券取引所において、

HSCEIに関する先物もしくはオプション契約の取引を実行し、もしくはその時価を取得する機能を失い、また

は毀損する（と計算代理人により決定される）事由（取引早期終了事由を除く。）をいう。

　「取引早期終了事由」とは、HSCEIの値の20%以上を構成する株式銘柄に関係する香港証券取引所が取引所

営業日において予定終了時刻より前に取引を終了することをいう。ただし、かかる早期終了時刻について、

（ⅰ）当該取引所営業日の香港証券取引所における通常取引セッションの実際の終了時刻と（ⅱ）当該取

引所営業日の評価時刻における執行のために香港証券取引所システムに入れられる注文の提出締切時刻の

いずれか早い方から少なくとも1時間前までに香港証券取引所が発表している場合を除く。

　「パフォーマンス」とは、それぞれの評価日において、(i)インデックスパフォーマンスがバリアー（以下

に定義される。）と等しいかそれよりも小さい場合には、インデックスパフォーマンスから100%を引いたも

の（ただし０以下になる場合は０）、(ii)インデックスパフォーマンスがバリアーよりも大きい場合には、

15%とする。

　「バリアー」は、140%から170%を仮条件とする。最終的に決定されるバリアーは、この仮条件と相違する可

能性がある。バリアーは、かかる仮条件により需要状況を勘案した上で2009年12月中旬に決定される。

　「予定評価日」とは、障害日を引き起こす事由の発生がなければ、評価日として当初予定された日をいう。

　「予定終了時刻」とは、香港証券取引所および予定取引日につき、予定取引日における香港証券取引所の平

日の予定された終了時刻をいい、時間外または通常取引セッション外の他の取引は考慮しない。

　「予定取引日」とは、香港証券取引所が通常取引セッションでの取引を行う予定の日をいう。

　「HSCEI」とは、ハンセン中国企業指数をいう。詳細については、下記「HSCEIに関する情報」を参照のこと。

障害日の影響

　評価日が障害日である場合、評価日は障害日でない翌予定取引日とする。ただし、かかる翌予定取引日から

限定評価日（当日を含む。）までのいずれかの日が障害日である場合にはこの限りではない。かかる場合、計

算代理人は、その完全なる裁量により下記のいずれかに決定する。

(ⅰ)　かかる日がHSCEIにつき障害日となった理由にかかわらず、限定評価日を評価日とみなす。

(ⅱ)　HSCEIにつき障害日とならない翌取引所営業日を評価日とする。

　上記の(i)の場合、計算代理人は、最初の障害日の発生の直前に効力を有していたHSCEIの計算式および計算

方法に従って、限定評価日の評価時刻現在のHSCEIを構成する各株式銘柄の香港証券取引所の取引価格（ま

たは、関連ある株式銘柄について、限定評価日に障害日を引き起こす事由が発生した場合には、限定評価日の

評価時刻現在における関連株式銘柄の誠実に見積もられた価値）を用いて、限定評価日における評価時刻の

HSCEI値を決定するものとする。

HSCEIの調整

(ⅰ)　承継HSCEI

　（A）HSCEIスポンサーがHSCEIを計算、公表しない場合で計算代理人の承認するスポンサーの承継者

がHSCEIを計算し、公表した場合、または（B）HSCEIが、HSCEIの計算で用いられる計算式および方法と

同様もしくは実質的に同様と計算代理人が判断した計算式または方法を使って算出される後継の指数
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により代替される場合には、いずれの場面においても、かかる承継指数（以下「承継HSCEI」という。）

がHSCEIとみなされる。

　「HSCEIスポンサー」とは、エイチエスアイ・サービシズ・リミテッド（HIS Services Limited）を

いう。

(ⅱ)　HSCEI調整事由

　（A）評価日以前に、関連あるHSCEIスポンサーが、HSCEIを計算するための計算式もしくは方法の著し

い変更、もしくはその他の方法でHSCEIを著しく変更する（以下「HSCEIの修正」という。構成株式や資

本構成の変更ならびに他の慣例的事由が生じた場合にHSCEIを維持するために行う計算式もしくは方

法における所定の修正を除く。）、もしくはHSCEIが永久的に廃止される（以下「HSCEIの算定中止」と

いう。）場合、または（B）いずれかの評価日において、HSCEIスポンサーが関連あるHSCEIを計算、公表

しない（以下「HSCEIの中断」といい、HSCEIの修正およびHSCEIの算定中止と併せて、以下それぞれを

「HSCEI調整事由」という。）場合、計算代理人は、その単独かつ完全なる裁量により、HSCEIの公表水準

の代わりに、修正、廃止または障害の直前に有効だったHSCEIを算出するための計算式および方法に従

いかかるHSCEI調整事由の直前のHSCEIを構成した株式銘柄のみを使って計算代理人がその単独かつ完

全なる裁量により決定する評価日におけるHSCEIの水準を用いて、調整価格を決定する。

(ⅲ)　HSCEI値の訂正

　いずれかの時点でHSCEIスポンサーにより公表され、本社債に基づく計算または決定のために計算代

理人により使用されたまたは使用される予定のHSCEIの水準がその後訂正され、かかる訂正が当初の公

表後1決済期間（以下に定義される。）以内にHSCEIスポンサーにより公表された場合、計算代理人は、

その単独かつ完全なる裁量により、当該訂正を反映するために本社債の支払条件に対して適切である

と判断した調整（もしあれば）を行う。ただし、当該訂正を反映した場合に支払われたであろう金額を

超える金額が既に支払われている場合、本社債に関して超過分と同額以上の追加支払いがなされない

場合、および計算代理人がかかる訂正を完全に反映する当該調整を実行できないと判断した場合、発行

会社は、関連ある超過分の支払い（または（場合により）計算代理人が行った調整により影響を受け

なかったその一部）につき、当初の支払いが行われた日（当日を含む。）から本社債権者による払戻日

（当日を含まない。）までの期間の当該金額に対する利息とともに、関連ある本社債権者から払い戻し

を受ける権利を有する（すべて計算代理人の単独かつ完全なる裁量により計算される。）。かかる払い

戻しは発行会社が決定する方法により行われる。

　「決済期間」とは、HSCEIにつき、HSCEIの基礎となる株式銘柄の取引後で、香港証券取引所の規程に

従って習慣的に決済が行われている振替機関営業日（以下に定義される。）の期間をいう。

　「振替機関営業日」とは、振替機関（下記「(5) 違法」に定義される。）につき、当該振替機関が決済

指示の受諾および実行を行うために営業している（または決済障害事由（以下に定義する。）が発生

しなければ営業していたであろう）日をいう。

　「決済障害事由」とは、各本社債につき、発行会社または関連ある債務者の制御範囲を超えており、か

つ、関連ある振替機関が当該本社債の移転決済を実行できなくなる事由であると計算代理人がその単

独かつ完全なる裁量により決定する事由を意味する。

HSCEIにおける免責

　ハンセン中国企業指数（HSCEI）は、ハンセン・データ・サービシズ・リミテッド（Hang Seng Data

Services Limited）の許可に基づきエイチエスアイ・サービシズ・リミテッド（HSI Services Limited）

により公表かつ編纂されている。「ハンセン中国企業指数」および「HSCEI」のマークおよび名称は、ハンセ

ン・データ・サービシズ・リミテッドが所有している。

エイチエスアイ・サービシズ・リミテッドおよびハンセン・データ・サービシズ・リミテッドは、本社債に

関して発行会社がHSCEIを利用しかつ参照することに合意しているが、エイチエスアイ・サービシズ・リミ

テッドおよびハンセン・データ・サービシズ・リミテッドのいずれも、本社債のブローカーもしくは所持人

またはその他いかなる者に対しても（ⅰ）HSCEIの正確性または完全性およびその計算またはこれに関係す

る情報、（ⅱ）HSCEIまたはこれに含まれる要素もしくはデータの目的適合性、または（ⅲ）目的を問わず、

EDINET提出書類

エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー(E22630)

有価証券届出書（通常方式）

  8/794



HSCEIまたはこれに含まれる要素もしくはデータの使用による結果について、いかなる保証も表明も行わず、

またHSCEIに関して、いかなる種類の保証も表明も行われず、その示唆もなされない。HSCEIの計算および編纂

の手順および根拠ならびに関連する算式、指数構成銘柄および要素はいずれも、通知なしにエイチエスアイ

・サービシズ・リミテッドにより随時変更または修正されることがある。適用ある法律により認められる範

囲で、エイチエスアイ・サービシズ・リミテッドまたはハンセン・データ・サービシズ・リミテッドは、

（ⅰ）本社債に関する発行会社によるHSCEIの利用および／または参照について、（ⅱ）HSCEIの計算におけ

るエイチエスアイ・サービシズ・リミテッドによる誤り、脱漏、間違いもしくは過失について、（ⅲ）HSCEI

の計算に関連して用いた、他の者により提供された情報の誤り、脱漏、間違い、過失もしくは不完全性につい

て、または（ⅳ）上記の結果として、本社債のブローカーもしくは所持人または本社債を取り扱う他の者が

直接的もしくは間接的に被った経済的損失その他の損失について、いかなる責任も義務も負わず、またブ

ローカー、所持人もしくは本社債を取り扱う他の者はいかなる方法においても、本社債に関して、エイチエス

アイ・サービシズ・リミテッドおよび／またはハンセン・データ・サービシズ・リミテッドに対していか

なる請求、訴訟または法的手続も行うことができない。したがって、ブローカー、所持人または本社債を取り

扱う他の者は、本免責事項を完全に理解して本社債を取り扱うものとし、エイチエスアイ・サービシズ・リ

ミテッドおよびハンセン・データ・サービシズ・リミテッドに対していかなる依拠もすることができない。

疑義を避けるために付言すると、本免責事項は、ブローカー、所持人またはその他の者とエイチエスアイ・

サービシズ・リミテッドおよび／またはハンセン・データ・サービシズ・リミテッドとの間にいかなる契

約関係またはそれに準じた関係も生じさせるものではなく、またかかる関係を生じさせるものとして解釈さ

れてはならない。

（出典：エイチエスアイ・サービシズ・リミテッド）

HSCEIに関する情報

　HSCEIは、香港証券取引所に最初の中国大陸企業（香港証券取引所に上場している中国大陸企業を以下「ハ

ンセン中国企業」という。）が上場した１年後の1994年８月８日に開始された。香港の株式市場におけるハ

ンセン中国企業の株式の時価総額および取引高はいずれも近年著しく増加しているため、HSCEIは主要な市

場指標となった。

■ 選定基準

　HSCEIは、ハンセン総合指数に含まれる最大級の市場価値を有するハンセン中国企業の銘柄のみで構成され

る。ハンセン総合指数に追加またはハンセン総合指数から除外されるハンセン中国企業は、自動的にHSCEIに

追加またはHSCEIから除外される。

HSCEIの説明のために以下記載する。

ハンセン総合指数は、香港の株式市場に上場する上位200 社の銘柄から構成される。これらは、香港証

券取引所のメインボードに上場されている全銘柄の時価総額合計の約90％を占める。

－　　　適格銘柄リストに追加されるには、過去に上場している必要はない。IPO 後に株式が以下の取引

高審査の要件を満たしている場合、適格銘柄リストに追加され、次回の見直しの対象となる。

－　　　銘柄につき、過去12 ヶ月間おいて取引高のない日（当該銘柄の取引が停止されている日

を除く。）が20 取引日を超えてはならない。

－　　　上場歴が１年未満の銘柄については、按分で計算される。

半年毎に行われる見直しにおいて、以下のいずれかに該当する場合、ハンセン総合指数の指数構成銘柄

から除外される。

－　　　取引高審査の要件を満たさない場合。

－　　　12 ヶ月間の時価総額平均の順位が240 位を下回る場合。

以下のいずれにも該当する場合、ハンセン総合指数の指数構成銘柄に追加される。

－　　　取引高審査に合格した場合。

－　　　12 ヶ月間の時価総額平均の順位が160 位を上回る場合。

■ 計算方法
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　HSCEIの計算方法として、浮動株調整後時価総額加重平均方式を採用しており、指数に組入れる各ハンセン

中国企業株式の割合はそれぞれ15％を上限とする。

　浮動株調整後時価総額加重平均方式では、市場においてすぐに取引される予定のない長期的かつ戦略的な

保有株式を考慮する。浮動株調整後時価総額加重平均方式を採用する指数は、投資適格性に必要な流動性を

確保している。

　以下は、浮動株調整後時価総額加重平均方式による指数の計算式である。

現在の
指数

=

指数構成銘柄の
現在における浮動株調整後時価総額

× 前日の指数終値
指数構成銘柄の

前日における浮動株調整後時価総額

=
Σ（Pt×IS×FAF×CF）

× 前日の指数終値
Σ（Pt-1×IS×FAF×CF）

「Pt」とは、t 日における現行価格をいう。

「Pt-1」とは、（t－1）日における終値をいう。

「IS」とは、発行済株式をいう（H 株の指数構成銘柄については、H 株の割合のみを計算上考慮

する。）。

「FAF」とは、浮動株調整後の係数をいい、０から１の数値とする。

「CF」とは、上限係数をいい、０から１の数値とする。

浮動株の調整

　下記の保有株式は、性質上戦略的とみなされ、指数の計算において除外される。

a）　戦略的保有株式－持株比率30％超につき単独または共同で支配権を有する戦略的株主が保有する株式。

b）　取締役の保有株式－持株比率5％超につき単独で支配権を有する取締役が保有する株式。

c）　持合い株式－持株比率5％超につき支配権を有する香港または中国本土の上場企業が投資として保有す

る株式。

d）　ロックアップ株式－単独または共同で会社の持株比率5％超に相当する株主が保有する株式で、ロック

アップ契約が一般に開示されているもの。

　浮動株の調整に使用される情報は、公開情報（年次報告書および香港証券取引所および振替機関からの有

価証券通知経緯報告書を含む。）から取得する。

　発行済株式または発行済ハンセン中国企業株式の割合として浮動株の扱いを受ける株式の割合を示すFAF

は、指数の計算上、５％の倍数に該当するパーセンテージに切り上げられ、半年ごとに再計算される。

CF

上限係数（CF）は、いかなる指数構成銘柄も加重平均が15％を超えないよう、半年毎に定期的に実施され

る指数構成銘柄の入替え時に計算される。

■ 基礎指数

　HSCEIの基礎指数は、その開始時である1994 年８月８日には1,000 であった。2001 年10 月３日にハンセン

総合指数が開始したことにより、ハンセン総合指数に合わせて、HSCEIは2000 年１月３日現在の基礎指数を

2,000 とした。過去の指数値の換算には、換算係数4.34235 が用いられた。

（出典：ハンセン・インデックス・カンパニー・リミテッド）

その他の障害事由

　法の変更（以下に定義される。）、ヘッジ障害（以下に定義される。）またはヘッジ費用の増加（以下に定

義される。）の発生後、計算代理人は、その完全なる単独の裁量の下、本社債を存続させるか否か、存続させる

場合何らかの調整を行うか、調整を行う場合、どのようなものが適切であるか（満期償還金額の計算式その

EDINET提出書類

エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー(E22630)

有価証券届出書（通常方式）

 10/794



他本社債の決済や支払いに関する変更可能なものの調整か、いつ調整するか）について決定することができ

る。

「法の変更」とは、　　本社債の発行日以降、(A)適用される法律もしくは規則（税法を含むがこれに限らない。）の採択

もしくは変更により、または(B)正当な管轄権を有する裁判所、法廷もしくは規制当局による適

用される法律もしくは規則の解釈の公表もしくは変更（税務当局が講じたあらゆる措置を含

む。）により、発行会社が、その完全なる単独の裁量にて、 (x) 発行会社がヘッジ目的（単独ま

たはポートフォリオ構成のためを問わない）で保有する(i)本社債に関する有価証券、オプショ

ン、先物、デリバティブもしくは外国為替に関するポジションまたは契約、(ii)本社債に関する

ストック・ローン契約または(iii)他の金融商品（名称のいかんを問わない）を保有、取得、購

入、譲渡もしくは維持することが違法となったか、または (y) 発行会社が本社債に基づく自身

の義務を履行する上で負担する費用が著しく増加することになる（租税債務の増加、税制上の

優遇措置の減少、その他の発行会社の課税状況に対する不利な影響による場合を含むがこれら

に限らない。）と判断した場合をいう。

「ヘッジ障害」とは、　発行会社が、商業的に合理的な努力を尽くした上で、(A)本社債に関する発行および自身の債務の

履行に係る価格リスクをヘッジするために発行会社が必要と判断する取引もしくは資産の取

得、設定、再設定、代替、維持、解約もしくは処分を行うことができない場合、または(B)かかる取

引もしくは資産による利益を換価、回収もしくは送金することができない事態をいう。

「ヘッジ費用の増加」とは、発行会社が(A)本社債に関する発行および自身の債務の履行に係る価格リスクをヘッジす

るために発行会社が必要と判断する取引もしくは資産の取得、設定、再設定、代替、維持、解約も

しくは処分を行うため、または(B)かかる取引もしくは資産による利益を換価、回収もしくは送

金するために負担する税金、課徴金、費用または料金（委託売買手数料を除く。）の金額が（本

社債の発行日において存在する状況と比較して）著しく増加することになる場合をいう。ただ

し、発行会社の信用力の悪化のみを原因として生じた著しい費用の増加は、ヘッジ費用の増加と

はみなされない。

その他の調整

　計算代理人（その裁量によるが合理的な行為が求められる。）が本社債の価値に潜在的に影響を及ぼしう

ると判断する事由が生じた場合には、計算代理人（その裁量によるが合理的な行為が求められる。）は、

HSCEIについて追加的調整を設けることができ、本社債に基づき支払われる現金の額など本社債に関する支

払事項について調整することができ、かかる調整がいつから行われるか決定することができる。

(2)　税制上の理由による期限前償還

　発行会社が、本社債について、以下の通知を行う直前に主支払代理人（下記「4. 支払代理人 (a)」に定義

される。）に対して、

(ⅰ)　本社債の利息支払いの翌日に、発行会社が下記「8. 課税上の取扱い」の規定に従って追加額の支払

いを要求されること、または

(ⅱ)　発行会社が当該本社債の償還を要求しようとする場合に（かかる目的において、発行会社がその他

の方法で当該本社債を償還する権利を有するか否かについて考慮する必要はない。）、（主支払代理

人がその単独かつ完全なる裁量により合理的であると判断する努力を発行会社が行ったか否かに関

係なく）発行会社が下記「8. 課税上の取扱い」の規定に従って追加額の支払いを要求されること、

を了解させた場合、発行会社は、本社債につき、30日以上45日以下の事前の通知を本社債権者に行った後、当

該本社債のすべて（一部は不可。）を、償還日までの未払利息を付して期限前償還金額（以下に定義する。）

で償還するものとする。ただし、かかる償還の通知は、本社債に関する支払期限が到来している場合に発行会

社が追加額の支払いを義務付けられた最も早い日より90日以上前にはなされないものとする。

　「期限前償還金額」とは、各本社債につき、計算代理人がその単独かつ完全なる裁量により、期限前償還日

の直前の各本社債の公正な市場価値から、基礎となるおよび/または関連あるヘッジおよび/または調達の取

決めを解約するのに発行会社および/またはその関連会社が負担した合理的な費用を控除して決定するオー

ストラリアドル額をいう。

　上記努力を行う発行会社の義務のみを条件として、主支払代理人が満足する独立した法律顧問または会計

士による証明書で、（ⅰ）当該状況が現在において存在する旨、または（ⅱ）当該証明書の日付現在におい
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て提案され、かつ、当該法律顧問または会計士の意見によれば、本社債に関する元利金の関連ある支払いがそ

の他の方法でなされる日以前に有効となると合理的に予想される連合王国の法律（当該法律に従う規則を

含む。）の変更もしくは改正またはその解釈もしくは適用の変更が、その通りに有効となった場合に、それら

の状況が存在するであろう旨を記載した証明書を、発行会社が主支払代理人に対して交付することにより、

本「(2) 税制上の理由による期限前償還」に従って証明を要求される状況が十分に証明されるものとする。

(3)　買入れ

　発行会社および発行会社と直接的または間接的に関係を有するいずれかの者の各々は、公開市場その他に

おいて、随時いかなる価格でも本社債を買入れることができる。かかる本社債は、保有、再発行、再販売、また

は発行会社の選択により消却されうる。

(4)　消　却

　確定社債券（下記「11. その他、(1) 本社債の様式」に定義される。）の場合には、当該確定社債券に添付

された期限未到来のすべての利札が付されているか、または共に提出されたことを条件として、本「2. 償還

および買入」の「(1) 満期における償還」または「(2) 税制上の理由による期限前償還」に従って償還さ

れた本社債はすべて直ちに消却されるものとし、本「2. 償還および買入」の「(3) 買入れ」に従って買入

れられた本社債はすべて、発行会社の選択により直ちに消却されうる。上記の通り償還または買入消却され

た本社債はすべて再発行または再販売することはできない。

(5)　違　法

(ⅰ)　計算代理人が、特に適用ある現在もしくは将来の法律、規程、規則、判決、命令もしくは指令、または政

府、行政、立法もしくは司法の当局もしくは権限の要件もしくは要求の遵守を理由として、本社債に基

づく義務の履行がその一部またはすべてにおいて不法または実行不可能となったと、その完全なる裁

量により決定した場合、発行会社は、当該義務を終了する権利を有する。かかる状況において、本社債

は下記(ⅱ)の規定に従って発行会社の選択により償還される。

(ⅱ)　発行会社は、下記「10. 通知」に従って本社債権者に対して5日以上30日以内の事前の通知を送付す

ることにより（かかる通知は取消不能とする。）、その日に未償還の本社債のすべてまたは一部のみ

を期限前償還金額にて、かかる償還日までの未払利息を付していつでも償還することができる。

　本(ⅱ)に従って本社債（仮大券（以下「仮大券」という。）または恒久大券（以下「恒久大券」と

いう。）である本社債を除く。）がいずれかの日にその一部のみが償還される場合、償還される本社債

は、主支払代理人が指定するヨーロッパの都市において抽選により決定されるか、または主支払代理

人が承認し、かつ、適切および公正とみなすその他の方法もしくは場所において確認されるものとす

る。ただし、ユーロクリア・システム（以下「ユーロクリア」という。）および/またはクリアスト

リーム・バンキング・ソシエテ・アノニム・ルクセンブルク（以下「クリアストリーム・ルクセン

ブルク」という。）（併せて、以下「振替機関」という。）の規程および手続きに服し（かかる償還

は、ユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルクの帳簿において、その裁量により、プール

・ファクターまたは額面金額の減少のいずれかとして記載される。）、かつ、常に適用ある法律を遵守

することを条件とする。

(6)　その他の障害事由

　法の変更、ヘッジ障害またはヘッジ費用の増加の発生後、計算代理人が、その完全なる単独の裁量により、本

社債を終了すると判断した場合、本社債は、計算代理人がその完全なる裁量の下で決定した日において償還

され、満期償還金額を受領する本社債権者の権利は終了し、発行会社の本社債に基づく債務は、計算代理人の

意見の下（かかる意見は計算代理人の完全なる単独の裁量による）、本社債の終了に対する補償としてその

状況の下では公正であると判断する金額を支払うことによって消滅する。

3.　支　払

(1)　本社債に関する元金および利息は、（以下の規定に服することを条件として）関連ある本社債の呈示およ

び引渡により支払われ、また、利息の支払いについては、（次段落を条件として）米国外に所在する支払代理

人の指定事務所において関連ある利札の引渡により支払われる。本社債の支払いは、米国内の住所への郵送

または米国内で所持人が維持する口座への振り込みによりなされるものではない。
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　本社債の利息について支払われるべき金額の支払いは、米国またはその属領（米国歳入法およびそれに基

づく規則に定義される。）内に所在する支払代理人の指定事務所でなされることはない。ただし、(a) 米国外

に所在する支払代理人のすべての指定事務所における、支払期限の到来した当該本社債の利息につき支払わ

れるべき金額の全額の支払いが違法であるか、または為替管理もしくはその他同様の制限により妨げられる

場合、および (b) 当該支払が、適用ある米国法により許可される場合を除く。かかる場合には、発行会社は、

ニューヨーク市に指定事務所を有する追加の支払代理人を直ちに任命するものとする。

　本社債について支払われるべき金額の支払期日が、関連金融センター日（以下に定義する。）に当たらない

場合、当該本社債権者は、かかる日の翌日までその支払いを受ける権利を有さず、かかる繰延により利息その

他のための追加支払いはなされない。ただし、本書に従ってその後の支払いが懈怠された場合にはこの限り

ではない。かかる場合には、利息は上記「1. 利息支払の方法」の規定の通りに継続して付される。

　本書において、「関連金融センター日」とは、商業銀行および外国為替市場が、ロンドン、東京およびシド

ニーにおいて支払いの決済を行い、かつ、通常業務（外国為替および外貨預金の取引を含む。）を行うために

営業している日をいう。

　確定社債券の償還日後は、当該確定社債券にかかる期限未到来の利札（添付されているか否かを問わず）

は無効となり、当該確定社債券に関する支払いは一切なされない。

　上記にかかわらず、満期日および利率が設定された確定社債券が発行され、当該確定社債券に付されたまた

は当該確定社債券と共に引き渡された期限未到来の利札を伴わずに当該確定社債券が支払いのために呈示

された際に差し引かれるべき金額が、支払われるべき金額を上回る場合、償還日に当該期限未到来の利札

（添付されているか否かを問わない。）は要求に応じて無効となり（かつ、それに関する支払いはなされな

い。）、差し引かれるべき金額は支払われるべき金額を上回らないものとする。前文の適用により、確定社債

券に関する期限未到来の利札の一部（全部ではない。）が無効となる場合、関連ある支払代理人は、その単独

かつ完全なる裁量により、いずれの期限未到来の利札が無効となるかを決定し、また、かかる目的上、その単

独かつ完全なる裁量により、期限到来までの期間が短い利札よりも期間が長い利札を選択するものとする。

　（上記の適用以外の理由により）本社債のいずれかの償還日が、当該本社債に付された利札の支払期日に

当たらない場合、利札の直前の支払期日（または場合により2009年12月22日）（当日を含む。）から当該本

社債につき発生した利息は、当該本社債および当該本社債に付された期限未到来のすべての利札の提出と引

換えによってのみ支払いがなされる。

　大券の様式による本社債（以下「大券」という。）の場合、その元利金の支払いは、ユーロクリアおよび/ま

たはクリアストリーム・ルクセンブルクの勘定で保有される当該大券の関連ある部分についてユーロクリ

アおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルクに対してなされる（仮大券の場合には、それに規定さ

れた証明を条件とする。）。かかる状況において、ユーロクリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセン

ブルクは、当該大券に関する元金または（場合により）利息を、当該大券の持分がその帳簿の貸方に記入さ

れている者の貸方に記入する。

(2)　以下の規定が本社債に適用される。本社債に関して支払われるべき金額（元金、利息またはその他）の支払

いは、小切手により、または受取人の選択により、（本社債に関する支払いについて）受取人が指定した米国

外に所在するオーストラリアドル建の口座への送金により、オーストラリアドルでなされる。

　支払いは、いかなる場合においても、下記「8. 課税上の取扱い」の規定を侵害することなく、支払場所にお

いて適用ある財務その他の法令に従う。

　上記の一般性を害することなく、発行会社は、発行会社、発行会社の親会社もしくは持株会社または当該親

会社もしくは持株会社の子会社が、米国連邦所得税法または発行会社、かかるその親会社、その持株会社もし

くはその子会社が遵守すべきその他の法律の要件を遵守するために必要な証明または情報を支払代理人に

提供するように、本社債または利札に関する元金または（場合により）利息の支払いを受ける者に対して要

求する権利を留保する。

　本社債に関して支払うべき金額は、１オーストラリアセント未満を四捨五入するものとする。

4.　支払代理人

(a)　当初の主支払代理人の名称および指定事務所は、以下のとおりである。

主支払代理人兼発行代理人
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名　称：　エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー　(HSBC Bank plc)

住　所：　連合王国E14 5HQロンドン市カナダ・スクエア8

(8 Canada Square, London E14 5HQ, U.K.)

　発行会社は、いずれかの支払代理人または計算代理人の任命を変更または終了し、および/またはいずれか

の支払代理人または計算代理人が行為する指定事務所の変更を承認する権利を有する。ただし、

(ⅰ)　本社債が未償還である限り、2000年11月26日から同年11月27日に開催された経済相・蔵相理事会会

議の決定を実施する欧州理事会指令（European Council Directive）2003/48/ECその他の指令を実

施する法律に従って、税金を源泉徴収または控除する義務を負わない欧州連合加盟国内に支払代理人

を常に維持する。

(ⅱ)　本社債が未償還である限り、主支払代理人を常に維持するものとする。

(b)　さらに、発行会社は、上記「3. 支払 (1)」の第2段落に記載された状況においては、ニューヨーク市に指定

事務所を有する支払代理人を直ちに任命するものとする。変更、終了または任命は、下記「10. 通知」に従っ

て、本社債権者に通知がなされた後にのみ（ただし、支払不能の場合を除く。かかる場合には即時に）効力を

生じるものとする。

5.　本社債の地位

　本社債は、発行会社の直接、非劣後かつ無担保債務であり、その間に優先関係はなく、その発行日において、

（法律により優先されるべき一定の債務を除き）発行会社のその他のすべての未履行の無担保かつ非劣後

の債務と同順位である。

6.　債務不履行事由

　本社債に関して、以下の事由（以下「債務不履行事由」という。）のいずれか１つ以上が発生し、継続した

場合、本社債権者は、発行会社が受領した日に発効する発行会社への書面による通知により、所持人が保有す

る本社債の期限の利益が喪失した旨を宣言することができ、これによって当該本社債は、呈示、請求、異議申

し立てまたはその他いかなる種類の通知もなく、期限前償還金額で直ちに支払期限が到来するものとする。

(a) 　本社債もしくはそのいずれかにつき支払期限の到来した元金、または本社債もしくはそのいずれか

につき支払期限の到来した利息に関する支払いが14日以上懈怠した場合。ただし、(1)かかる支払に適

用ある財務またはその他の法令を遵守するため、またはかかる支払に適用ある管轄権を有する法域の

裁判所命令に従うため、または(2)かかる法令または命令の有効性または適用可能性に疑義が存在す

る場合において、主支払代理人が満足できる独立した法律顧問により、かかる有効性または適用可能

性について上記14日間になされた助言に従って、かかる支払いを差し控えるかまたは拒絶する場合に

は、かかる債務不履行を構成しない。

(b) 　英国における発行会社の清算について命令がなされ、有効な決議が可決した場合（関連ある本社債

権者の特別決議（下記「7. 社債権者集会、修正および代替」に定義される。）により、組織再編また

は合併の仕組みに関する条件が事前に書面により承認されている場合を除く。）。

7.　社債権者集会、修正および代替

　プログラムに関連する1999年２月24日付社債発行基本契約（2009年７月30日に直近の修正および再述がな

さている。）（以下「社債発行基本契約」という。）には、本社債または社債発行基本契約のいずれかの規定

の修正に関する特別決議による承認を含む、当該本社債権者の利益に影響を及ぼす事項を検討するために本

社債の社債権者集会を招集することに関する規定が含まれている。かかる集会は、発行会社またはその時点

で未償還の本社債の額面金額の5%以上を保有する本社債権者により招集されうる。当該集会において特別決

議を可決する定足数は、その時点で未償還の本社債の額面金額の50%以上を保有または代理する１名以上の

者とし、延会においては、保有または代理する本社債の額面金額にかかわらず、１名以上の本社債権者本人ま

たは代理人とする。ただし、当該集会の議事に本社債の一定の規定（本社債の満期日の変更、本社債に関して

支払われるべき金額の減額もしくは消却、または本社債の支払通貨の変更を含む。）の修正が含まれる集会

においては、定足数は、その時点で未償還の本社債の額面金額の75%以上を保有または代理する１名以上の者

とし、その延会においては、その時点で未償還の本社債の額面金額の絶対過半数を保有または代理する１名
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以上の者とする。本社債の社債権者集会で可決した特別決議は、当該本社債権者が集会に参加したか否かを

問わず、本社債権者のすべてを拘束するものとする。

　発行代理人および発行会社は、本社債権者の同意なく、以下に同意することができる。

(a) 　本社債権者全体の利益に重大な損害を及ぼさない社債発行基本契約または本社債の要項（以下「本

社債の要項」という。）の修正、

(b) 　本社債または社債発行基本契約の形式的、微細または技術的な修正、または明白な誤りを修正するた

めもしくは発行会社が設立された法域における強制的法律の規定を遵守するためになされる修正、

(c) 　本社債の最終の発行要項（関連ある最終条件書によって修正または補足される本社債の要項を構成

する。）と本社債の関連あるターム・シートとの間の矛盾を修正するためになされる本社債の修正。

　かかる修正は、本社債権者を拘束するものとし、当該修正後、下記「10. 通知」に従って実行可能な限り速

やかに本社債権者に通知するものとする。

　また、発行代理人および発行会社は、本社債権者の同意なく、本社債およびそれに付された利札に基づく主

債務者である発行会社に代わり、発行会社の子会社もしくは持株会社または当該持株会社の子会社（以下

「新発行会社」という。）による代替に同意することができる。ただし、当該本社債およびそれに付された利

札は、発行会社により取消不能の形で保証される。かかる代替がなされる場合、本書における発行会社は、新

発行会社と解釈される。かかる代替は、下記「10. 通知」に従って、関連ある本社債権者に速やかに通知され

る。代替のかかる権利について、発行会社は、何らかの目的で特定の領域に居所を有するかもしくは特定の領

域の居住者であるか、またはその他特定の領域と関係を持っているかもしくは特定の領域の管轄に服してい

ることに起因する本社債権者個人の当該権利の行使による結果を考慮する義務はないものとし、本社債権者

は、当該本社債権者に対するかかる代替の租税上の公課について、補償または支払いを発行会社に請求する

権利を有さない。

　以下は社債発行基本契約別紙２の社債権者集会に関する規定である。

1)　　以下の用語は、文脈上その他の解釈を要する場合を除き、以下の意味を有する。

(ⅰ)　「議決権証書」とは、発行会社が発行する英文による証書で、日付が付され、以下の事項が記載

されているものを意味する。

(a)　当該日現在、一定の券面番号を有する本社債（当該議決権証書で指定された集会およびその

延会に関して議決権一括行使指図書が発行されており、また、これが撤回されていない本社

債を除く。）が発行会社に預託されており、または（発行会社の満足するように）発行会社

の指図に従ってもしくは発行会社の管理下で保有されており、次のいずれかの事由が生じる

ときまで、当該本社債のかかる預託または保有が停止されないこと。

(1)　当該証書で指定された集会または（適用ある場合には）その延会の終了、および

(2)　当該証書を発行した発行会社に対する当該証書の引渡し。

(b)　当該証書の持参人が、当該証書により表章される本社債に関する集会およびその延会に出席

し、議決権を行使することができること。

(ⅱ)　「議決権一括行使指図書」とは、発行会社が発行する英文による文書で、日付が付され、以下の

要件を満たしているものを意味する。

(a)　本社債（当該議決権一括行使指図書で指定された集会およびその延会に関して議決権証書

が発行されており、また、これが撤回されていない本社債を除く。）が発行会社に預託されて

おり、または（発行会社の満足するように）発行会社の指図に従ってもしくは発行会社の管

理下で保有されており、次のいずれかの事由が生じるときまで、当該本社債のかかる預託ま

たは保有が停止されないことが証明されていること。

(1)　当該文書で指定された集会または（適用ある場合には）その延会の終了、および

(2)　返還される予定のかかる預託された各本社債につき発行会社から発行される受領書、ま

たは（必要な場合には）発行会社の指図に従ったもしくは発行会社の管理下での保有

を発行会社の同意を得て停止される一または複数の本社債が、当該集会またはその延
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会の招集時刻の48時間前までに発行会社に対して引渡されること。

(b)　当該本社債の各所持人が、発行会社に対して、当該集会またはその延会に上程される決議に

関し、上記の通り預託または保有された一または複数の本社債に帰属する議決権を特定の方

法により行使すべき旨を指図していること、およびすべての当該指図が当該集会またはその

延会の招集時間の48時間前からその終了またはその延期までの間、取消も変更もできないこ

とが証明されていること。

(c)　上記の通り預託または保有された本社債の総数および券面番号が、当該本社債に帰属する議

決権につき、上記に従って賛成投票の指図がなされた決議事項と反対投票の指図がなされた

決議事項とに明確に区分して列記されていること。

(d)　かかる文書に記名された1名以上の者（各々を以下「議決権行使代理人」という。）が、当該

文書に記載されたとおり上記(c)に定める指図に従い列記された本社債に帰属する議決権を

行使することを、発行会社により授権かつ指図されていること。

議決権証書の所持人または議決権一括行使指図書に記名された議決権行使代理人は、本社債の

関連ある社債権者集会またはその延会に関連する一切の目的において、当該議決権証書または議

決権一括行使指図書に関連する本社債権者とみなされるものとし、また、当該本社債が預託され

ている発行会社または発行会社の指図に従いもしくは発行会社の管理下で当該本社債を保有し

ている者は、上記の目的において当該本社債権者とはみなされないものとする。

(ⅲ)　本項において「本社債」とは、関連ある集会が招集される本社債を意味するものとする。

2)　　発行会社は、本社債の社債権者集会を随時招集することができ、また、本社債の残存元金額の5%以上を

有する本社債権者の書面による要求があった場合には、本社債の社債権者集会を招集しなければなら

ない。なお、発行会社が当該集会の招集を7日間怠った場合には、本社債の社債権者集会はその請求者

により招集されうる。発行会社が当該集会を招集しようとする場合、その日時、場所および処理すべき

議事の内容を書面により直ちに発行代理人に通知しなければならない。各当該集会は発行代理人が承

認する時刻および場所にて開催されるものとする。

3)　　集会の場所および日時を記載した少なくとも21日（通知のなされた日および集会開催日を含まな

い。）前の通知が、本社債権者に対して本項「7. 社債権者集会、修正および代替」に規定された方法

により、本社債の社債権者集会に先立ってなされなければならない。当該通知には、通常、招集される

集会で処理すべき議事の内容が記載されるが、（特別決議を除き）提案された決議について当該通知

に明記する必要はない。当該通知には、集会の所定開始時刻の24時間前までに、議決権証書の取得また

は議決権行使代理人の任命を目的として、本社債を発行会社に預託することができる旨、または法人

の場合には、取締役または他の運営組織の決議により、代表者を任命することができる旨が記載され

る。発行会社が集会を招集する場合を除き、招集通知の写しが、発行会社に郵送されるものとする。

4)　　発行会社が書面により指名した者（本社債権者であってもよいが、必ずしもその必要はない。）は、各

当該集会において議長に就任する権限を有する。ただし、かかる指名が行われない場合、または指名さ

れた者が集会の開催指定時刻から15分以内に当該集会に出席しない場合、出席している本社債権者

は、その中から1名を議長に選出するものとする。

5)　　かかる集会において、本社債もしくは議決権証書を保有しているか、または議決権行使代理人であり、

かつ、本社債の残存元金額の20%以上を保有または代表する1名以上の者の出席をもって、議事の処理

のため（特別決議の可決を目的とする場合を除く。）の定足数を構成するものとし、議事の開始時に

おいて必要な定足数が出席していない限り、いかなる議事（議長の選出を除く。）も処理されないも

のとする。特別決議を可決するための当該集会の定足数は、（以下の規定に従うことを条件として）

本社債もしくは議決権証書を保有しているか、または議決権行使代理人であり、かつ、本社債の残存元

金額の50%以上を保有または代表する1名以上の者の出席をもって構成されるものとする。ただし、集

会における議事は以下の事項のいずれかを含むものとする（各事項とも、特別決議の承認後にのみ実

行することができる。）。すなわち、

(ⅰ)　本社債の満期日の変更、または満期に支払われる額面金額の減額もしくは消却、

(ⅱ)　本社債において支払いがなされる通貨の変更、
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(ⅲ)　特別決議を可決するために必要な多数の変更、

(ⅳ)　下記18)(F)に記載されているスキームまたは提案の承認、または

(ⅴ)　本但書きまたは下記6)の但書きの修正

定足数は、本社債もしくは議決権証書を保有しているか、または議決権行使代理人であり、かつ、本

社債の残存元金額の75%以上を保有または代表する1名以上の者の出席をもって構成されるものとす

る。本社債の社債権者集会において可決した特別決議は、本社債権者本人による集会への出席・欠席

を問わず、すべての本社債権者を拘束する。

6)　　集会の指定時刻から15分以内に定足数が出席していない場合、当該集会は、本社債権者の要求により

招集された場合には、散会となる。その他の場合には、翌週の同曜日（または該当日が祝日の場合は翌

営業日）に延期され、同時刻に同じ場所で開催されるものとする（ただし、特別決議が提案される集

会の場合を除く。特別決議が提案される集会の場合は、議長が指定し、発行代理人が承認する場所にお

いて、また、議長が指定し、発行代理人が承認する14日以上42日以内の期間につき延期される。）。かか

る延会では、本社債もしくは議決権証書を保有しているか、または議決権行使代理人（保有または代

表する本社債の元金額を問わない。）である1名以上の者の出席をもって（以下の規定に従うことを

条件として）定足数を構成するものとし、当該出席者は、（以下の規定に従うことを条件として）特

別決議またはその他の決議を可決し、また、当初の集会において必要な定足数の出席があれば適切に

処理することが可能であった一切の事項を決定する権限を有する。ただし、延会の議事が上記5)但書

きに定める事項のいずれかを含む場合には、その定足数は、本社債もしくは議決権証書を保有してい

るか、または議決権行使代理人であり、かつ、本社債の残存元金額の過半数以上を保有または代表する

1名以上の者の出席をもって構成されるものとする。

7)　　特別決議が提出される延会に関する招集通知は、当初の集会と同一の方法でなされるものとし（ただ

し、上記3)に記載の「21日」を「10日」と読み替えることとする。）、かかる通知には、（関連ある定

足数を当該通知に記載している場合に上記6)の但書きが適用される場合を除き）本社債もしくは議

決権証書を保有しているか、または延会における議決権行使代理人（保有または代表する本社債の元

金額を問わない。）である1名以上の者の出席をもって定足数を構成する旨が記載される。上記に従う

ことを条件として、延会の通知を行う必要がないものとする。

8)　　集会に提出された各議案は、先ず挙手により決定されるものとし、可否同数の場合には、議長が挙手お

よび投票の双方において、本社債権者、議決権証書の所持人または議決権行使代理人として有する議

決権（もしあれば）に加えて、決定票を有する。

9)　　集会において、（挙手の結果を宣言する以前に）議長、発行会社、または本社債もしくは議決権証書を

保有しているか、もしくは議決権行使代理人である1名以上の出席者（保有する本社債の元金額を問

わない。）により投票の要求がない限り、ある決議が可決されもしくは一定の多数により可決され、ま

たは否決されもしくは一定の多数により可決されなかったとの議長による宣言は、当該決議の賛成票

または反対票の数または比率を記録した証拠を要することなく、当該事実の確定的な証拠となるもの

とする。

10) 　下記12)を条件として、当該集会において投票が上記のとおり要求された場合、当該投票は、議長が指

示する方法により以下の規定に従って直ちにまたは延期後に行われるものとし、かかる投票の結果

は、投票が要求された集会における、投票がなされた日付の決議とみなされるものとする。投票の要求

は、当該集会において、投票が要求された議案以外の議事の処理の続行を妨げるものではない。

11) 　議長は、集会の同意があれば、随時いかなる場所でも当該集会を延期することができる（また、当該

集会により指示された場合には、随時いかなる場所でも当該集会を延期するものとする）。ただし、延

会においては、当初の集会で（必要定足数の不足がなければ）適法に処理されたであろう議事を除

き、いかなる議事も処理されないものとする。

12) 　議長の選任または延期に係る議案に関して当該集会で要求された投票は、延期されることなく、当該

集会で行われるものとする。

13) 　発行会社の取締役または役員およびその弁護士は、社債権者集会に出席して発言することができる。

上記を除き（ただし、プログラムに関連する発行および支払代理契約の第1.2条に記載されている

「残存」の定義の条件を侵害することなく）、保有している本社債もしくは議決権証書を呈示するか
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または議決権行使代理人でない限り、いずれの者も本社債の社債権者集会に出席し発言することはで

きず、またいずれの者も当該集会で議決権を行使することまたは当該集会の招集を要求するに当たり

第三者と共同することができない。発行会社またはその各子会社のいずれも当該会社の利益のために

保有している本社債に関するいかなる集会においても議決権を有さず、その他いかなる者も当該会社

の利益のために保有している本社債に関する集会において議決権を有さない。本別紙に含まれるいか

なる規定も、議決権一括行使指図書に記名された議決権行使代理人が、発行会社の取締役、役員もしく

は代表者または発行会社と関係を有するその他であることを妨げない。

14) 　上記13)の規定に従うことを条件として、いかなる集会にも以下の規定が適用される。

(A)　挙手に際しては、本人であり、かつ、本社債もしくは議決権証書を呈示した者、または議決権行使

代理人である者は、各々1個の議決権を有するものとする。

(B)　投票に際しては、各出席者が以下の場合において1個の議決権を有するものとする。

(ⅰ)　本社債のすべてが単一通貨建ての本社債の社債権者集会の場合は、当該通貨の最小単位毎、

および

(ⅱ)　複数通貨建ての本社債の社債権者集会の場合は、1.00米ドル毎、または米ドル以外の通貨建

ての本社債の場合は、当該集会（もしくは延期された当該集会の当初の集会）の通知の公布

日の午前11時頃（ロンドン時間）における発行代理人の当該通貨の対米ドル直物買相場に

よる1.00米ドル相当額毎、

または上記の通り呈示された本社債の額面金額、上記の通り呈示された議決権証書により表章さ

れた本社債の額面金額、または各出席者が議決権行使代理人である本社債の額面金額において発

行会社がその完全なる裁量により取り決めるその他の金額。

　議決権一括行使指図書に記名された議決権行使代理人の義務を害することなく、2個以上の議決権を

有する者はすべての議決権を行使することを要せず、また、すべての議決権を同一の方法で投票する

ことも要しない。

15) 　議決権一括行使指図書に記名された議決権行使代理人は、本社債権者であることを要しない。

16) 　各議決権一括行使指図書は、議決権一括行使指図書に記名された議決権行使代理人が議決権の行使

を予定している集会または延会の開催指定時刻の24時間前までに、発行会社が承認する場所に預託さ

れるものとし、かかる預託がなされない場合、当該集会または延会の議事が行われる前に集会の議長

が別段の決定を行わない限り、議決権一括行使指図書は有効なものとして扱われないものとする。各

議決権一括行使指図書の認証された写しは、集会または延会が開始される前に発行代理人に預託され

なければならない。ただし、発行代理人はこれにより、議決権一括行使指図書に記名された議決権行使

代理人の効力または権限に関して、調査または配慮する義務を負うものではない。

17) 　議決権一括行使指図書の条件に従い行使された議決権は、議決権一括行使指図書またはそのもとと

なった本社債権者の指図に係る事前の取消または変更にかかわらず、効力を有する。ただし、かかる取

消または変更に係る書面の通知が、登録事務所（またはかかる目的上発行会社により承認されたその

他の場所）において議決権一括行使指図書が使用される集会または延会の開催指定時刻の24時間前

までに発行会社により受領されていないことを条件とする。

18) 　本社債の社債権者集会は、以上の規定により付与される権限に加えて、特別決議（上記5)および6)に

記載されている定足数に関連する規定に従う。）により行使可能な以下の権限のみを有する。

(A)　発行会社および本社債権者または本社債権者のいずれかとの間で提案される和解または調整を

承認する権限。

(B)　発行会社または発行会社の財産のいずれかに対する本社債権者の権利に関して、かかる権利が本

社債発行基本契約、本社債またはその他に基づき生じるかを問わず、廃止、変更、和解または調整

を承認する権限。

(C)　本社債発行基本契約、本社債の要項または本社債に記載されている規定に関して、発行会社が提

案する変更に同意する権限。

(D)　本社債発行基本契約または本社債の規定に基づき特別決議により付与されることが要求される

権能または承認を付与する権限。

(E)　本社債権者の利益を代表する義務遂行受任者として、いずれかの者（本社債権者か否かを問わな
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い。）を任命し、本社債権者が特別決議により自ら行使することができる権限または裁量権を当

該義務遂行受任者に付与する権限。

(F)　発行会社または設立済もしくは設立予定のその他の会社の株式、ノート、ボンド、ディベン

チャー、ディベンチャー・ストックおよび/もしくはその他の債務および/もしくは有価証券（以

下「有価証券等」と総称する。）と本社債との交換、有価証券等を対価とした本社債の売却、本社

債の有価証券等への転換、もしくは有価証券等を対価とした本社債の消却、または現金と本社債

との交換、現金を対価とした本社債の売却、本社債の現金への転換、もしくは現金を対価とした本

社債の消却、または有価証券等の一部および現金の一部と本社債との交換、有価証券等の一部お

よび現金の一部を対価とした本社債の売却、本社債の有価証券等の一部および現金の一部への転

換、もしくは有価証券等の一部および現金の一部を対価とした本社債の消却に関するスキームま

たは提案を承認する権限。

(G)　本社債の主たる債務者である発行会社（または前代替者）を代替する法人を承認する権限。

19) 　本項の規定に従い適法に招集および開催された本社債の社債権者集会で可決されたあらゆる決議

は、当該集会への出席の有無を問わず、また議決権行使の有無を問わず、すべての本社債権者を拘束

し、各本社債権者は、これに従って当該決議を発効させる義務を負い、また、当該決議の可決は、当該決

議がなされた状況がその可決の正当性を根拠付ける確定的な証拠となるものとする。本社債権者が適

法に検討した決議に対する投票の結果の通知は、当該結果が明らかとなった日から14日以内に発行会

社によって下記「10. 通知」に従い公表される。ただし、当該通知の非公表は当該決議を無効にする

ものではない。

20) 　本社債発行基本契約または本社債の要項で使用されている「特別決議」という用語は、本項の規定

に従い適法に招集および開催された本社債の社債権者集会において、挙手により議決権を行使した者

の75%以上の多数により可決された決議を、または投票が適法に要求された場合は、当該投票により行

使された議決権の75%以上の多数により可決された決議を意味する。

21) 　上記の各集会におけるすべての決議および議事手続に関して議事録が作成されるものとし、発行会

社が当該目的のために随時提供する記録簿に適法に記入される。かかる議事録は、当該決議が可決さ

れ、または議事手続が実施された集会の議長が署名することにより、それに記入された事項に関する

確定的な証拠となるものとし、反対の事実が証明されない限り、議事手続に関して議事録が作成され

た各集会は、適法に招集および開催されたものとみなされ、可決された一切の決議または実施された

議事手続は適法に可決または実施されたものとみなされる。

22) 　発行会社は、本項に記載されたその他すべての規定に従い、本社債権者の同意なしに、本社債の社債

権者集会の要求および/または開催、ならびに本社債の社債権者集会への出席および議決権行使に関

する追加規則について、発行会社がその単独の裁量により適当であると考えるとおりに規定すること

ができる。

8.　課税上の取扱い

連合王国の租税

　本書に別途記載される場合を除き、本社債に関する元利金の発行会社による支払いはすべて、連合王国によ

りまたはそのために賦課される現在または将来の一切の種類の税金、賦課金その他の公租公課を源泉徴収ま

たは控除することなく行われる。ただし、法律により、かかる税金、賦課金その他の公租公課の源泉徴収また

は控除が要求される場合はこの限りではない。

　発行会社が法律により上記の源泉徴収または控除を要求される場合、かかる源泉徴収または控除の後に本

社債権者または（場合により）利札の所持人が受領する純額が、かかる源泉徴収または控除がなければ本社

債および/または（場合により）利札に関して受領するするはずであった元金および利息の額と等しくなる

ように、それぞれ必要な追加額を支払う。ただし、以下の場合においては、本社債または利札に関してかかる

追加額は支払われない。

(a) 　本社債または利札の所持以外に連合王国またはその他の関連法域と関係を有することを理由とし

て、本社債または利札に関する税金、賦課金その他の公租公課が課される本社債または利札の所持人

または当該所持人に代わる第三者に対する場合。
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(b) 　本社債または利札を呈示する主支払代理人が満足する程度に、所持人が制定法上の要件を満たすこ

とにより、非居住者である旨の宣言もしくはその他類似の免除請求を関連課税当局に行うことによ

り、元金もしくは利息の当該支払いを課税当局に通知（および/もしくは当該課税当局に当該通知の

証拠を提示）することにより、またはその他の支払代理人の指定事務所において関連ある本社債もし

くは利札を呈示することにより、かかる源泉徴収または控除を回避することが不可能であることが証

明されない場合。

(c) 　関連日（以下に定義する。）後30日を超える期間を経過した場合。ただし、その所持人がかかる30日

間の最終日に支払いのために呈示していたならば受領する権利を有していた追加額を除く。

(d) 　かかる源泉徴収または控除が個人への支払に対して課されたものであり、また貯蓄収入に関する

2000年11月26日から同年11月27日に開催された経済相・蔵相理事会会議の決定を実施する欧州理事

会指令（European Council Directive）2003/48/ECもしくはいずれかの指令、かかる指令を実施もし

くは遵守する法律、またはかかる指令を遵守するために制定される法律に従って、かかる源泉徴収ま

たは控除がなされるよう要求される場合。

(e) 　本社債もしくは利札またはいずれかの一部の唯一の実質所有者でないまたは受託者もしくはパート

ナーシップ（ただし、受託者に関する受益者もしくは設定者、実質所有者またはパートナーシップの

一員が、享受可能なまたは分配される支払いを直接受ける場合には、当該受益者、設定者、実質所有者

または一員が追加額の支払いを受ける権利を有していない範囲を限度とする。）である所持人または

当該所持人に代わる第三者に対する場合。

　本書における「関連日」とは、かかる支払いに関して支払期日が最初に到来する日、ただし主支払代理人が

かかる支払期日以前に支払われるべき金額の全額を受領しなかった場合は、下記「10. 通知」に従いかかる

金額の全額が受領された旨の通知が関連ある所持人に対してなされた日、をいう。

　本書において、関連ある本社債の元金、利息または元利金とは、適宜以下を含むものとみなされる。

(ⅰ)　本「8. 課税上の取扱い」に基づいて支払われるべき追加額、

(ⅱ)　関連ある本社債について満期日に支払われるべき額面金額、

(ⅲ)　関連ある本社債について満期日より前に償還により支払われるべき額面金額、および

(ⅳ)　関連ある本社債に基づいてまたはそれに関連して支払われ得る額面超過金またはその他の金額。

日本国の租税

　以下は主に本社債に関する日本国の租税上の取扱いの概略を述べたにすぎず、本社債に投資しようとする

投資家は、各投資家の状況に応じて、本社債に投資することによるリスクや本社債に投資することが適当か

否かについて各自の会計・税務顧問に相談することが望ましい。

　本社債に投資した場合の日本国における課税上の取扱いは現在以下のとおりである。

将来、日本の税務当局が支払が不確定である社債に関する取扱いを新たに取り決めたり、あるいは日本の税

務当局が日本の税法について異なる解釈をしたりした場合、本社債に対して投資した者の課税上の取扱い

が、本書に述べるものと著しく異なる可能性がある。

本社債の利息は、一般的に利息として取扱われるものと考えられる。日本国の居住者および内国法人が支払

を受ける本社債の利息は、それが租税特別措置法第３条の３第１項に定める国内における支払の取扱者を通

じて支払われる場合には、日本の税法上20％（国税と地方税の合計）の源泉税を課される。居住者において

は、当該源泉税の徴収により課税関係は終了する。内国法人においては、当該利息は課税所得に含められ、日

本国の所得に関する租税の課税対象となる。ただし、当該法人は当該源泉税額を、一定の制限の下で、日本国

の所得に関する租税から控除することができる。

　本社債の償還により支払を受ける金額が本社債の取得価額を超える場合のその差額は、全く疑義無しとは

しないが、償還差益として取り扱われるものと思われる。償還差益として取り扱われ、かつ、所得が日本国の

居住者たる個人に帰属する場合は雑所得として取り扱われ、総合課税の対象となる。当該償還差益が日本国

の内国法人に帰属する場合は、原則として、償還差益は課税所得に含められ、日本国の所得に関する租税の課

税対象となる。

　日本国の居住者である個人投資家が本社債を譲渡することにより生じた譲渡益については課税の対象とし

ないと考えられる。内国法人が本社債を譲渡することにより生じた所得は、課税所得に含められ日本国の所

得に関する租税の課税対象となる。
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9.　準拠法

(a)　準拠法

　本社債および本社債から生じるもしくは本社債に関連するすべての事項は、英国法に準拠し、それに従って

解釈される。

(b)　英国の裁判所

　英国の裁判所が本社債から生じるまたは本社債に関連する紛争を解決するための専属的管轄権を有する。

10.　通　知

(a)　本社債権者に対する通知

　本社債または本社債に付された利札の所持人に対する通知はすべて、ロンドンで頒布されている主要日刊

新聞1紙（フィナンシャル・タイムズを予定）、またはかかる公告が実行不可能な場合にはヨーロッパで一

般に頒布されている英文の主要日刊新聞に公告された場合、有効となる。かかる通知は、当該通知は、当該公

告の日、または２紙以上で公告された場合には最初の公告の日（2紙以上での公告が要求される場合には、要

求されたすべての紙上において公告がなされた最初の日）になされたものとみなされる。

　大券の様式による本社債の場合、本社債または本社債に付された利札の所持人に対する通知はすべて、ユー

ロクリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルクに対して、その各々の帳簿に持分を有している

と記されている者に通信を行うために交付された場合に有効となる。

　本社債に付された利札の所持人は、あらゆる目的において、本書に従って当該本社債権者に対してなされた

通知の内容を通知されたものとみなされる。

(b)　本社債権者からの通知

　本社債権者からの通知は書面によるものとし、当該通知は、主支払代理人の指定事務所に関連ある本社債と

共に提出されることにより行われるものとする。

11.　その他

(1)　本社債の様式

(a) 　本社債は無記名式で発行される（以下「無記名式社債」という。）。本社債は、恒久大券に交換され

る仮大券により表章され、恒久大券は、恒久大券に規定された限られた状況下でのみ確定社債券（以

下「確定社債券」という。）に交換される。確定社債券には連続番号が付される。

　確定社債券は、当初の交付時において利札が付され、一定の状況下における利払いにおいて、その呈

示が前提要件となる。

(b) 　権　利

　本社債または利札の「所持人」という記載には、当該本社債または利札の持参人を含む。

　以下を条件として、本社債の権利は交付により移転する。法律により許可される範囲に限り、発行会

社および主支払代理人は、いずれかの本社債または利札の所持人を、そのために支払いを受ける目的

その他あらゆる目的のために、（支払期限が経過したか否かを問わず、また、所有に関する通知もしく

は所有に係る書面による通知、またはその過去の紛失もしくは盗失の通知に関係なく）その完全な所

有者とみなし、そのように取り扱うことができる。

　本社債（またはその一部）が大券により表章されている限り、ユーロクリアおよび/またはクリアス

トリーム・ルクセンブルクの帳簿において自身の証券口座の貸方に記入された本社債の特定の元金

額をその時点で有する者は、発行および支払代理契約の条項（「本社債権者」および本社債の「所持

人」という表現ならびに関連表現はこれに従って解釈される。）に従い、かつ、これに服して、関連あ

る大券の持参人にのみ（発行会社に対する）その権利が付与される当該本社債の元利金の支払い以

外のすべての目的において、本社債の当該元金額に関して本社債権者として取り扱われるものとす

る。大券により表章された本社債は、ユーロクリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルク

（場合による。）のその時点における規程および手続きにのみ従って譲渡可能となる。本社債におけ

る本社債権者の持分を反映した関連ある振替機関の帳簿は、大券により表章された本社債の額面金額

の確定証拠となる。
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(c) 　TEFRA Dに従って発行される無記名式社債

　TEFRA Dに従って発行される無記名式社債およびその利札には、以下が記載される。

「本社債を保有する米国人は、米国所得税法に基づく制限（内国歳入法第165条(j)および第1287条

(a)に規定された制限を含む。）に服する。

(2)　時　効

　本社債および利札は、本社債についてはその関連日から10年以内、利札についてはその関連日から５年以内

に支払いのために呈示されない場合には、無効となる。本社債または利札に関して元金または利息の支払い

のために発行会社から主支払代理人に対して支払われ、かつ、当該本社債または利札が無効となった時点で

未請求の金員は、発行会社に返還され、それに関する主支払代理人の債務はそれにより終了する。

(3)　本社債の代替社債券

　本社債または利札を紛失、盗失、汚損、毀損または滅失した場合、請求者が再発行に関して発生する費用を支

払い、かつ、発行会社が要求する証拠および補償を満たした場合に、発行代理人の指定事務所において、かか

る本社債または利札は再発行されうる。汚損または毀損した本社債または利札は、再発行される前に提出さ

れなければならない。

(4)　追加発行

　発行会社は、随時その自由裁量で、本社債権者または当該本社債に付される利札の同意なく、本社債とすべ

ての点において（または関連ある最終条件書に記載された事項を除くすべての点において）同順位の社債

を追加で起債・発行し、かかる社債をその時点で未償還の本社債と併せて単一のシリーズを構成する。

(5)　第三者の権利

　いかなる者も、1999年（第三者の権利に関する）契約法に基づき本社債の条項を強制する権利を有さない。

12.　 売出有価証券に関するリスク要因およびその他の留意点

投資家は、とりわけ、以下を参照されたい。

一般

　本社債への投資は、投機的行為であり、必然的に重大なリスクを伴う。本社債の価値は、実勢金利、類似証券

の市場、一般的な経済状況および発行会社の財政状態により左右され、上下動する。本社債は、それに含まれ

るリスクを理解するために必要な経験と知識を有する投資家のみに投資されることを意図している。本社債

を取得しようと検討している投資家は、本社債にかかる取引に関するリスクを理解し、かつ、各自個別の状況

（自身の財政状態と投資目的を含むがこれらに限らない。）ならびに本書に記載された情報を鑑みて本社債

が適切であるかを自身の財務、法律、規制、税務、会計その他の顧問と十分検討した上で投資判断を下すべき

である。

　本社債の購入者が本社債を理解し、かつ、本社債の投資に関して独自の決断を下すことができるか否かに関

係なく、本社債を購入することにより、当該購入者は、発行会社およびディーラーとしてのエイチエスビー

シー・バンク・ピーエルシー（以下「ディーラー」という。）に対して、発行会社およびディーラーが本社

債固有の複雑性およびリスクが購入者の目的および財政状態ならびに（適用ある場合には）その事業の規

模、性質および状況（かかる情報が発行会社またはディーラーに開示されているかを問わない。）に適した

ものである旨を黙示的に表明および保証するものとし、また、発行会社およびディーラーはその旨を当然と

して前提とすることができる。

情報

　本社債の発行に関連して、HSCEIの公表者またはHSCEIの構成銘柄の発行者の財政状態または信用力につい

てはいかなる調査も行っていない。本社債に投資しようとする者は、HSCEIに関連して上記情報を取得し、評

価しなければならない。さらに、投資を予定する者は、HSCEIの過去の推移が将来の変動を示唆すると考えて

はならないことを理解すべきである。

本社債の価値に影響を及ぼす要因

　満期前の本社債の価値は、当該時点までのHSCEIの実績、金利、予想変動率および満期までの残存期間等の

様々な要因により左右されるものと考えられる。本社債権者が満期前に本社債を売却できる価格は、下記の

要因の一つまたは複数による影響により、元本割れ（大幅に下回る可能性がある。）をする可能性がある。本

社債の取引価値に影響を与える要因は、互いに複雑に影響しあっている（例えば、ある要因により上昇した
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本社債の取引価値が別の要因により相殺される可能性がある。）。本社債の価値に影響を及ぼすと考えられ

うる要因には、その他の要因が一定であると仮定した場合、以下が含まれる。

HSCEIの水準：　本社債の償還金額の決定においてはHSCEIの水準を用いるため、本社債の価値はHSCEIの

水準に大きく依存することとなる。HSCEIの水準の変動は、満期日または本社債の償還の基準を決定する

ための価格や水準を決定する満期日前のいずれか日までの残存期間における水準の変動を予測させる

ことにより、本社債の価値に影響を及ぼしうる。HSCEIに影響を及ぼす政治的、経済的およびその他の発

展も、HSCEIの水準に影響を及ぼす可能性がある。

金利：　本社債の価値は金利の変動に影響される可能性がある。金利の上昇は本社債の価値を低下させ

る可能性があり、逆に金利の下落は本社債の価値を上昇させる可能性がある。金利の変動は、HSCEI構成

銘柄が取引されている国の経済にも影響を及ぼす可能性があり、したがって本社債の価値に影響が及ぶ

ことが予想される。

HSCEIの予想変動率：　HSCEIの市場水準の変動の幅および頻度に増減がある場合、本社債の取引価値は

重大な影響を受ける可能性がある。

満期までの残存期間：　本社債は、金利やHSCEIの水準により、予想した金額よりも高い価値で取引され

る可能性がある。この差額は、本社債の満期前の期間中のHSCEIに関する期待から生じる「タイム・プレ

ミアム」を反映する。本社債の満期が近づくにつれて、かかるタイム・プレミアムは減少し、本社債の価

値に重大な影響を及ぼす可能性がある。

配当利回りと保有コスト：　一般的に、HSCEIの構成銘柄の配当利回りの上昇、あるいはHSCEIならびに

HSCEI先物の保有コストの下落は、本社債の価格を下落させる方向に作用し、逆にHSCEIの構成銘柄の配

当利回りの下落、あるいはHSCEIならびにHSCEI先物の保有コストの上昇は本社債の価格を上昇させる方

向に作用すると予想される。

発行会社の格付け：　一般的に発行会社の格付けが上昇すると本社債の価格は上昇し、格付けが下落す

ると本社債の価格は下落すると予想される。

ヘッジ

　有価証券または指数への投資に関連する市場リスクをヘッジするために本社債を取得しようと考えている

投資家は、かかる種類の未上場の本社債の複雑性を認識すべきである。例えば、本社債の需給が増減すると、

本社債の価値がHSCEIの水準の変動と連動するという保証はない。

非保有

　本社債への投資は、HSCEI構成銘柄への投資とは異なり、HSCEI構成銘柄の利益、議決権、配当受領権その他

HSCEI構成銘柄の保有者であれば有する権利を法的にも実質的にも与えられるものではない。本社債は発行

会社の非劣後かつ非担保の債務を構成する。

HSCEIのスポンサーの作為・不作為

　一定の状況下において、本社債が関連するHSCEIのスポンサーによる作為・不作為（発行会社は関与できな

い。）が、本社債権者の権利および/または本社債の価値に重大な影響を与える可能性がある（これには、本

社債の調整または早期償還を発生させる可能性のある行為を含む。）。

発行会社およびその関連会社によるヘッジ活動

　発行会社またはその関連会社は、本社債に関連するヘッジ活動（HSCEIの構成銘柄の購入を含む。）を行う

ことができるが、かかる活動を行う義務を負ってはいない。また、発行会社の関連会社の一部は、その通常の

証券業務の一環としてHSCEIの構成銘柄の売買を行うことができる。かかる活動の一部がHSCEIの水準、ひい

ては本社債の価値に潜在的に影響を及ぼす可能性がある。

税制上の理由による償還

　発行会社は、本社債につき一定の税額相当分の加算額の支払いを要求される場合には、本社債をすべて償還

することができる。かかる償還において発行会社が支払う金額は、計算代理人がその単独かつ完全なる裁量

により決定する金額とし、本社債の投資金額を下回る可能性がある。本社債権者は、かかる償還後に生じた

HSCEIの上昇から利益を得ることはない。

本社債に関し活発な取引市場や流通市場による流動性が存しない可能性がある

　本社債は新しく発行されており、広く分売されない可能性があるため、活発な取引市場がない。本社債が当

初の発行後に売却される場合、特に実勢金利、類似証券の市場、一般的な経済状況、発行会社が支払った手数
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料および発行会社の財政状態によっては、当初の募集価格よりも低い価格で取引される可能性がある。

　本社債の取引市場が発達するか、発達した場合の流通市場における本社債の価格、かかる市場が流動性を有

するか否かについては、予測することができない。本社債は上場されていないため、本社債の価格に関する情

報を取得するのは困難であり、本社債の流動性は悪影響を受ける。さらに、本社債が償還、買入れまたは消却

された場合、未償還の本社債の数は減少し、本社債の流動性の減少の原因となる。本社債の流動性の減少は、

本社債の価格の変動率の上昇を生じさせる可能性がある。本社債の流動的な流通市場がない場合、投資家は、

その投資価値を現実化するためには、本社債の償還時まで待たなければならない可能性がある。

　発行会社および発行会社と直接的または間接的に関係を有するいずれかの者の各々は、公開市場その他に

おいて、随時いかなる価格でも本社債を買入れることができる。かかる本社債は、保有、再発行、再販売、また

は発行会社の選択により消却されうる。

市場リスク

　政治および経済環境、業務状況、投資家の心理および確信等を含む複数の要因が本社債の価格に影響をあた

える。

インフレ・リスク

　インフレの影響により、本社債の実際の収益が減少する可能性がある。

潜在的な利益相反

　発行会社または発行会社の関連会社は、HSCEIの構成銘柄にかかる発行者または債務者が行う取引につき、

当該者に随時助言を行い、または自己勘定および当該者の管理下にあるその他の勘定でHSCEIもしくはHSCEI

の構成銘柄にかかる取引を随時行うことができる。かかる取引はHSCEIの水準、ひいては本社債の価値にプラ

スまたはマイナスの影響を及ぼす可能性がある。また、発行会社の関連会社の一部は、本社債に基づく発行会

社の債務のヘッジの相手方となる場合がある。エイチエスビーシー・フランスは、計算代理人としての権能

において、本社債に関する決定および計算を行う責任を負う。したがって、発行会社とかかる関連会社間で、

および発行会社とかかる関連会社の利益と本社債権者の利益との間で一定の利益相反が生じる可能性があ

る。

信用リスク

　本社債の購入を予定している者または本社債に投資を予定している者は、発行会社にかかるリスクを引き

受ける。発行会社の格付けは、関連ある格付機関の独立した意見を反映しているが、発行会社の信用度を保証

するものではない。

障害事由

　計算代理人が支払いができない旨または市場障害事由の発生を決定した場合、その後の評価の遅滞または

代替の評価方法が本社債の価値に重大な影響を及ぼす可能性がある。

構成銘柄の価値

　本社債の関するHSCEIの構成銘柄全体の価値は、構成銘柄の個数によって影響を受ける。一般的に、インデッ

クスを構成する会社、債務者その他構成銘柄の数が多い場合、または、構成銘柄がそれぞれインデックスに対

し均等な影響を与える場合には、構成銘柄の数が少ない場合、または、ある構成銘柄が他よりも大きい影響を

インデックスに対し与える場合と比較して、ある構成銘柄の価値の変動によって、構成銘柄全体の価値の変

動が小さい。さらに、構成銘柄が特定の業界に属しまたは関連する場合には、構成銘柄が様々な経済的事由、

金融的事由その他の事由の影響を受ける様々な業界またはかかる事由が様々に影響する業界に関連する場

合と比較して、構成銘柄全体の価値は、その業界に影響を与える経済的事由、金融的事由その他の事由の影響

を受けやすい。

関連水準の変動

　HSCEIの水準またはHSCEIの構成銘柄の株価の変動は本社債の価値に影響を及ぼす。

本社債の元本リスク

　本書に別途記載される場合を除き、本社債の投資金額の払戻金および投資収益は変動し、保証はされていな

い。投資の成果は本社債の期間中のHSCEIの水準に左右される。HSCEIの水準は、HSCEIの構成銘柄のパフォー

マンスおよびその他の市況を反映するため、激しく変動する場合がある。

　本社債については、満期償還金額がHSCEIに連動する。満期償還時の元本は全額保証されているが、早期償還

における払戻金額は当初の投資額を下回る可能性がある。
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早期償還リスク

　本社債は、本書に記載された要項に従い、早期償還される可能性がある。その際に早期償還された償還金額

を再投資した場合に、早期償還されない場合に得られる本社債の利金と同等の利回りが得られない可能性

（再投資リスク）がある。

配　　　当

　HSCEIの水準は構成銘柄の価格のみから計算されるため、各構成銘柄に支払われる配当金およびその再投資

は反映されない。

為替変動リスク

本社債の円貨建ての価値は、為替相場（円貨とオーストラリアドルの交換比率）の変化の影響を受ける。す

なわち、為替相場が円高の状況で本社債を円貨換算した価値は下落し、逆に円安の状況では本社債を円貨換

算した価値は上昇する。したがって、売却時あるいは償還時の為替相場の状況によっては、円貨ベースで投資

元本を下回るおそれがある。

税務上の取扱い

　本社債にかかる取引には、本社債の購入を予定する者において、当該購入予定者の状況と譲渡税や登録税に

関する法律から特に影響を受ける租税効果が生じる可能性がある。発行会社およびディーラーは、本社債の

取得、保有もしくは処分または本社債にかかるその他の取引による、いずれかの者の租税効果について、なん

ら表明を行うものではない。かかる事項または本社債にかかるその他の租税問題について確信を持てない購

入予定者は、各自の税務顧問に相談し、依拠すべきである。

　日本の税務当局は本社債についての日本の課税上の取扱いについて明確にしていない。上記「8. 課税上の

取扱い、日本国の租税」の項を参照のこと。なお、将来、日本の税務当局が現状の取扱いとは異なる新たな取

扱いを決めたり、異なる解釈を行う可能性がある。本社債に投資しようとする投資家は、各投資家の状況に応

じて、本社債に投資することによるリスクや本社債に投資することが適当か否かについて各自の会計・税務

顧問に相談することが望ましい。

振替システム

　仮大券または恒久大券が、ユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルグによってまたはそれに

代理して保有されるため、投資家は譲渡、支払いおよび本社債における支払いを受けるための発行会社との

情報のやりとりに関し、ユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルグの手続きに依拠しなければ

ならない。

　本プログラムによって発行された無記名式社債は、仮大券または恒久大券によって表章され得る。かかる大

券は、ユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルグを代理して共通預託銀行に預託される。大券

に記載された状況を除き、投資家は確定社債券を保有することができない。ユーロクリアおよびクリアスト

リーム・ルクセンブルグは、大券の持ち分についての記録を行う。本社債が大券によって表章されている間

は、投資家は、その大券に対する持ち分をユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルグを通して

のみ取引することができる。

　本社債が大券によって表章されている間は、発行会社は、本社債に係る支払義務については、(i) ユーロク

リアおよびクリアストリーム・ルクセンブルグの代理人として行為する共通サービス提供者または(ii) 

ユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルグの共通預託銀行に対して、支払いを行うことによっ

て履行される。

　発行会社は、大券の持ち分に関する記録やそれに対する支払いの記録を行う責任や義務を負わない。本社債

権者は、本社債に関し直接の議決権を有せず、代わりに、ユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブ

ルグによって許される範囲で適切な代理人を任命することができる。

修正、権利放棄および承継

　本社債は、社債権者の利益全般に影響を与える項目について検討するために社債権者集会を招集するため

の要項を含む。かかる要項は、多数決によりすべての社債権者を、その者が社債権者集会に欠席した場合また

は多数票とは逆の投票をした場合であっても、拘束することを認めている。

　さらに、本社債の要項の修正は、発行会社が本社債権者の利益の重要な毀損とはならないと判断する場合お

よび要項が関連するタームシートと整合しない場合には、本社債権者の同意なく行われ得る。

　本社債は、発行会社の保証を条件として、発行会社の関連会社に発行会者がその主債務者としての地位を承
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継させることを認めている。

法の変更

　本社債の要項は、基本目論見書の作成日における英国法に基づいている。基本目論見書の作成日以後の司法

判断または英国法もしくは行政手続きの変更については何らの保証もない。
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第３【その他の記載事項】

　発行会社のロゴ、本社債、売出人および登録金融機関の名称が、本社債の売出しに関する届出目論見書の表

紙に記載される。

以下の文言が、目論見書の表紙裏に記載される。

「エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーの原文（英文）の年次財務書類は、本社債売出届出目論見書

には記載されておりませんが、有価証券届出書には記載されております。

　本社債の満期償還金額は、ハンセン中国企業指数の水準の変動により影響を受けることがあります。詳細に

つきましては、本書「第一部　証券情報　第２　売出要項」をご参照下さい。

　本社債への投資は、香港証券取引所の株式市場の動向により直接的に影響を受けます。株式投資にかかるリ

スクに耐え得る投資家のみが本社債への投資を行って下さい。

　本社債はオーストラリアドル建てであり、元利金の支払いはオーストラリアドルによって行われますので、

円貨換算された本社債の価値、受取金額等は、外国為替の変動により影響を受けます。」
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第二部【企業情報】

第１【本国における法制等の概要】

１【会社制度等の概要】

（１）【提出会社の属する国・州等における会社制度】

①会社制度

本書の提出日現在、当行を規制する主たる法律的枠組みは、2006年会社法（以下「会社法」という。）で

ある。2006年会社法は、2006年11月８日に女王から裁可され、段階的に施行された。会社法は、2009年10月１

日に完全に（ただし、いくつかの限定的な対象外箇所がある。）最終施行された。

会社法により、1989年会社法の規定により修正および補足された1985年会社法（これまで連合王国で設

立された会社を規制する主たる法律的枠組みであった。以下「1985年法」という。）は、廃止され、書き換

えられた。会社法の2009年10月１日最終施行によって、当行を含む会社の根幹を統制する法的枠組みにつ

き多くの点が変更された。

以下は、当行を含む会社に適用される会社法の主要規定を要約したものである。

会社の設立手続には、発起人による基本定款への署名、および通常の場合通常定款への署名が含まれる。

登記官が設立証書を交付する前に、署名済の基本定款および通常定款を会社登記機関に登録しなければな

らない。当行は、様々な会社法の制定に先立って、1836年８月15日付の会社設立証書により設立された。そ

の後、1862年会社法に基づいて、当行は有限責任制を採用しない形で1873年に登記された。1880年に、1862

年から1879年の会社法に基づいて株式有限責任会社として再登記された。1891年、1890年会社（基本定

款）法の規定に従い、当行は設立証書に代えて基本定款および通常定款を採択した。

会社法の下では、基本定款の機能は減少し、ただ、発起人が会社を設立しようとしていること、会社の株

主となり最低１人１株は保有することに同意していることを示すものでしかない。1985年法により基本定

款に記載することが求められた事項（会社の目的、会社の株式資本の額面金額、会社の商号および有限責

任公開会社（public limited company）か有限責任非公開会社（private limited company）か否かの確

認記載）は、基本定款に記載することができない。さらに、会社法は、2009年10月１日より前に設立された

会社の基本定款に記載された事項は、通常定款が（当行のように）それに応じて変更されていない限り、

通常定款に記載されたものとみなす旨規定している。

通常定款には、会社の内部的経営および管理に関する規則が記載される。通常定款には、法律に反しない

限り、会社の事業、業務、権利および権限ならびに株主、取締役、その他の役員および従業員の権利および権

限に関する規定を設けることができる。通常定款は、特別決議によってのみ変更することができる（ただ

し、会社法に定める要件に従う。）。

通常定款には通常の場合、例えば、以下の事項に関する規定が含まれる。

(a)　会社の株式に付随する権利および義務（株式の割当、登録および名義書換ならびに株式資本の増加

および変更に関する事項を含む。）

(b)　株主総会の議決および運営

(c)　取締役（取締役の員数、借入権限を含む権限および義務、報酬、費用および利益、利益相反の宣言お

よび承認にかかる手続、その選任および解任の手続ならびに議事手続に関する事項を含む。)

(d)　会社の秘書役の選任および社印の使用

(e)　配当の宣言および支払

(f)　財務書類の作成および株主総会への提出ならびに株主への通知手続
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会社は、会社の取引を表示および説明するのに足りる会計記録を保管することを会社法によって義務づ

けられている。会計記録は、会社の取引を表示かつ説明し、当該時点の会社の財務状態をいかなる時にも合

理的な正確性をもって表示し、かつ取締役が会社の貸借対照表および損益計算書上に会社の状況および損

益の状態が真実かつ公正に表示されていることを確認するのに足りるものでなければならない。取締役

は、各事業年度ごとに、会社法の要件に従った貸借対照表、損益計算書および注記からなる財務書類を作成

しなければならない。これらの財務書類は会計士（以下「会計監査人」という。）による会計士の専門家

団体が定めた手続および基準に従った監査を受けなければならない。会計監査人は、法律により、会計監査

人の判断において、貸借対照表および損益計算書が会社法および関連ある財務報告制度に従って適正に作

成されているかどうか、特に当該貸借対照表が会社（またはグループ）のその事業年度末における財務状

況および当該事業年度中の損益について真実かつ公正に表示したものであるかどうかを記載した報告書

を作成して会社に提出しなければならない。また、会計監査人は事業年度についての取締役の報告書が当

該事業年度の財務書類に合致しているか否かを検討し、合致していないと判断する場合には、その事実を

報告書に記載しなくてはならない。中小規模企業の要件を満たす会社は、一般的な会計および監査要件の

一定の免除を受けることを選択することができるが、当行はこの要件を満たしていない。

年次財務書類は、会社の事業に関する公正な検討を含む事業の検討を記載した取締役の報告書、会社が

直面する主要なリスクおよび不確定要素に関する記載（関連ある事業年度中の会社の事業および当該事

業年度末の事業状況の推移と実績に関する分析を含む。）、取締役の報酬報告書（上場会社の場合）およ

びかかる年次財務書類に関する会計監査人の報告書と共に株主総会に提出されなければならず、当該財務

書類が提出される株主総会の21日以上前に会社の株主名簿に登録された会社の全株主に送付されなけれ

ばならない。公開会社（当行を含む。）の場合には、財務書類が株主総会に提出され、かつ、関連ある事業年

度末から６か月以内に会社登録機関に提出されなければならない。ロンドン証券取引所の主要市場に上場

されている会社の場合、財務書類は、関連ある事業年度末から４か月以内に公開しなければならない。ビジ

ネス・革新・技術大臣が定める一定の場合には、株主に対して要約財務書類のみを送付することができ

る。取締役の報告書には、特に会社法に定める一定の事項（会社が宣言する配当に関する取締役の勧告を

含む。）を記載しなければならない。通常定款には、期末配当の支払については株主総会の承認を受けなけ

ればならない旨、株主総会は取締役がその報告書の中で勧告した金額を超えて配当を支払うことを決議で

きない旨、および取締役が株主の承認なく中間配当を支払うことができる旨を規定するのが通常である。

会社法は、配当は、その配当支払いのための十分な配当可能利益（会社法に定める方法で計算する。）（概

ね会社の累積実現利益から累積実現損失を控除した額）がある場合にのみ支払うことができる旨を定め

ている。さらに、当行のような公開会社は、純資産が払込済資本金総額と配当不能な準備金の合計額を下回

る場合、または、配当支払により、そのおそれがある場合には、配当を実施することを禁止されている。

②株主

公開会社（当行を含む。）は、株主総会を少なくとも毎暦年に１回開催しなければならず、かかる株主総

会を年次株主総会という。慣例上、年次株主総会の開催の主な目的は、年次報告書および財務書類の受領に

加えて、取締役の選任または再任、配当の支払いの承認、会計監査人の選任ならびにその報酬額について決

定することにある。また、通常定款の定めによっては、会社の取締役は年次株主総会以外の株主総会（単な

る株主総会）を招集することができ、一定割合の株式を保有する株主は、取締役に対してかかる株主総会

の招集を請求することができる。

会社の株式に付随する議決権および株主総会におけるその行使方法については、通常、会社の通常定款

に規定されている。

株主総会に出席し議決権を行使することのできる株主は、総会に出席し、発言および議決権を行使する

権利のすべてまたは一部を行使するために、代理人を総会に出席させることができる。代理人は会社の株

主でなくてもよい。通常定款において、定足数および総会の議長の選任など株主総会に関するその他の事
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項が定められる。

株主総会の決議の多くは、通常、普通決議すなわち本人または代理人により議決権を行使した株主の単

純過半数の挙手により、または投票の場合、行使された議決権の単純過半数により採択される。ただし、会

社法または通常定款に定めのある場合は、通常定款の修正その他の一定の事項については、議決権の４分

の３以上の多数の特別決議によらなくてはならない。

③経営および運営

公開会社には、２人以上の取締役（いずれか１名は自然人でなければならない。）および１人以上の秘

書役を置かなければならないが、法律上それ以外の特定の役員を選任することは要求されていない。秘書

役は、会社法上特定の義務および責任を負い、会社法に定める資格を満たさなくてはならない。

通常定款は会社の業務が取締役会により運営されると定めている。取締役は、通常の場合、取締役会とし

て行動し、会議により、または通常定款にその旨の定めがあるときは、会議を招集せずに決議する。通常の

場合、取締役は、通常定款に基づき取締役により構成される委員会または業務執行取締役に対して特定の

権限を付与することができる。

通常の場合、通常定款の規定により、取締役会は包括的にまたは特定の事項に関して、会社を代表する権

限をいかなる者（会社の従業員を含む。）に対しても付与することができる。

株主は、いつでも普通決議（単純多数決）により取締役の一部または全部を解任する権限を有する。

④新株引受権および株式の発行

会社法によれば、株式の割当てまたは新株引受権もしくは株式への転換権付有価証券の授与を行うため

には、取締役は、通常定款の定めまたは株主総会の普通決議による授権が必要とされる。取締役は、通常定

款の定めまたは株主総会の普通決議による授権いずれの場合、その授権の下で割り当てることのできる株

式の上限額を定め、授権が失効する日（授権の有効期間は、設立時の定款の定めによる授権の場合は設立

日から、その他のすべての場合は授権決議の日から５年を超えることができない。）を明示して授権を得

る必要がある。

会社法の規定により、株主は全額現金で払い込まれるエクイティー証券（会社法に定義されている。）

の割当てに関して優先的引受権を有する。ただし、かかる規定は株主による特別決議、または通常定款によ

り適用されないまたは修正される可能性がある。会社法上、かかる特別決議による授権は５年間に限り有

効である。

⑤株式に関する利害関係の調査

会社法は、公開会社に対して、議決権付株式につき利害関係を有すると当該会社が知っている者または

利害関係を現に有しているもしくは過去３年以内に権利を有していたと信じるに足る合理的な理由があ

る者に対して、当該利害関係に関する事項の開示を要求する権利を付与している。要求された情報を提供

しない場合、裁判所の決定発令後、当該株式に関する権利の剥奪、その譲渡および当該株式に関する配当そ

の他の支払いならびに当該株式に関する追加株式の発行の禁止を招来することがある。会社はまた、通常

定款により（当行の通常定款も当該条項を有する。）、会社法に基づく当該開示義務の不履行があった場

合に、かかる不履行があった株主に対し取締役会による制裁措置を課すことができる。

（２）【提出会社の定款等に規定する制度】

当行は、英国法に基づいて設立されており、当行の通常定款の規定に準拠する。以下は、通常定款の重要な

規定の抜粋に過ぎず、通常定款のすべての規定を完全に理解するためには、通常定款を全体として参照する

必要がある。

2009年10月１日、当行は通常定款を株主総会の特別決議により改正し、(i)会社法第28条により、2009年10

月１日より当行の通常定款の規定として扱われる当行の基本定款の規定を削除し、(ii)2008年９月24日に当
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行が採択した通常定款の代替となり、それを廃止する、新しい通常定款の採択を行った。これは、当行の経営

や管理の規則が、定款変更の特別決議前のように基本定款ではなく、通常定款にて規定されることを意味す

る。

①　株式

(ⅰ) 資本

会社法は、1985年法による授権株式の設定義務を廃止した。したがって、2009年10月１日、当行は通常

定款を変更し、授権株式に関する記載を削除した。

当行の発行済株式はすべてエイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー（HSBC Holdings

plc）またはその名義人が保有している。したがって、当行株式は、いかなる証券取引所においても上場

または取引されていない。会社法および上は、当行は「上場会社」に分類されない。

(ⅱ) 特別の権利

その時点で発行されている株式または種類株式の保有者に対して既に付与されている特別の権利

（これらの権利は下記「(ⅳ) 権利の変更」に定める方法で変更または廃止することができる。）を損

なうことなく、当行の株式は、当行が通常決議により随時決定し、またはかかる決議が可決されておらず

もしくは当該決議で明確な規定がなされない場合は取締役（*１）が決定する通り、優先権、劣後権もし

くはその他の特別の権利または制限（配当、議決権、資本返還またはその他のいずれに関するものかを

問わない。）を付して発行することができる。

(ⅲ) 特別の権利の付与に係る制限

ある種類株式に配当または資本返還に関する優先権が付されている場合、優先度において当該種類株

式より先順位またはそれと同順位の他の株式に配当または資本返還のいずれかに関する権利が付与さ

れたことにより、（当該種類株式の発行条件または通常定款に別段の明示的な定めがない限り）当該種

類株式の保有者の権利は変更されたものとみなす。

(ⅳ) 権利の変更

(1)　株主総会に関する通常定款の全ての規定は、株主総会が株主の請求により招集される場合（この

場合、かかる招集請求によって表明されている議事または取締役会が提案する議事を除き、あら

ゆる議事は進行されてはならない。）を除き、あらゆる種類株式の保有者の全ての株主総会に準

用されるものとする。かかる全ての株主総会の定足数は、当該種類の発行済株式に係る払込済額

面金額の３分の１以上を保有しまたは委任状により代理する２名の者とする。本人または代理

人が出席している種類株式の各保有者は、投票による採決を請求することができる。かかる各保

有者は、投票に際し（本(ⅳ)第(2)項および第(3)項に定める議決に関する規定に従い）、その保

有する種類株式１株につき１議決権を有するものとする。延期されたかかる保有者の株主総会

において上記の定足数を満たさなかった場合は、本人または代理人が出席している当該種類株

式の保有者１名をもって定足数とする。

(2)　特定の発行済みポンド建て優先株式に付された権利が、その他一切の発行済みのポンド建て優先

株式に付された権利と異なる場合において、

(a)　それら全てのポンド建て優先株式に付された権利が変更または廃止される何らかの事由が

発生し、かつ、

(b)　それら全てのポンド建て優先株式にかかる変更または廃止が与える影響が取締役の判断に

おいて実質的に同等である場合、
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それら全てのポンド建て優先株式に付された権利は、額面価額にして当該全てのポンド建て優

先株式の４分の３の保有者の書面による同意または当該全てのポンド建て優先株式の保有者の

個別の株主総会の特別決議による承認を得て変更または廃止することができる。本項によりか

かる全てのポンド建て優先株式の保有者の個別の株主総会が開催される場合は、それら全ての

ポンド建て優先株式が統一された一種類の株式を構成するものとみなし、本(ⅳ)第(1)項の第二

文が当該株主総会に適用されるものとする（ただし、当該ポンド建て優先株式の額面価額が異

なる場合、各保有者は投票に際し、その保有するポンド建て優先株式資本の額面金額１ポンドに

つき１議決権を有するものとする。）。

(3)　特定の発行済ドル建て優先株式、第二ドル建て優先株式または第三ドル建て優先株式に付された

権利が、その他の発行済みのドル建て優先株式に付された権利と異なる場合において、

(a)　それら全てのドル建て優先株式に付された権利が変更または廃止される何らかの事由が発

生し、かつ、

(b)　それら全てのドル建て優先株式にかかる変更または廃止が与える影響が取締役の判断にお

いて実質的に同等である場合、

それら全てのドル建て優先株式に付された権利は、額面価額にして当該全てのドル建て優先株

式の４分の３の保有者の書面による同意または当該全てのドル建て優先株式の保有者の個別の

株主総会の決議による承認を得て変更または廃止することができる。本項によりかかる全ての

ドル建て優先株式の保有者の個別の株主総会が開催される場合は、それら全てのドル建て優先

株式が統一された一種類の株式を構成するものとみなし、本(ⅳ)第(1)項の第二文が当該株主総

会に適用されるものとする（ただし、当該ドル建て優先株式の額面価額が異なる場合、各保有者

は投票に際し、その保有するドル建て優先株式の額面金額0.01ドルにつき１議決権を有するも

のとする。）。

(ⅴ) 取締役の裁量に一任される株式

会社法および株主総会において当行から付与された関連する権限に従い、取締役会(*２)は、当行の未

発行株式、株式を引受ける権利または有価証券を株式に転換する権利を取締役会が決定する者に対し、

当行の通常定款の採択から５年目の応答日またはかかる権利を改めるそれより早い時期の決議の日ま

での間、額面総額353,030,892ポンドもしくはドルまたはかかる権利を改める決議において定められる

額を上限として、その決定する時期に、その決定する条件により割り当て、これらにかかるオプションを

付与し、またはその他の方法でこれらを処分する一般的かつ無条件の権限を有する（ただし、いかなる

株式も割引価格にて発行することはできない。）。

(ⅵ) 株券保有の権利を有する株主(*３)

株券の保有者となった者（当行が法律によりその者に対する株券の発行を義務付けられない者を除

く。）は、割当または譲渡証書の提出後２か月以内に、（当該株式の発行条件において別段の定めがない

限り、）その名義で登録されている各種類の株券の全部について株券１枚を無償で受け取る権利を有す

るものとする。かかる株券にはその発行に関する株式の数、種類および識別番号（もしあれば）ならび

に払込済金額または各金額を明記するものとする。

(ⅶ) 残余株の株券

株主が株券に含まれる株式の一部のみを譲渡した場合は、かかる株式の残余部分に対して株券１枚を

無償で受け取る権利を有するものとする。

(ⅷ) 株式の譲渡

各株主は、一般的な書式または取締役会が承認する書式に従って作成された書面による譲渡証書を

もって、その株式の全部または一部を譲渡することができる。かかる証書は譲渡人またはその代理人、お

よび（全額払込済みでない株式の譲渡にあっては）譲受人またはその代理人が作成するものとする。
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②　株主総会

(ⅰ) 年次株主総会

当行は、会社法に従い、会社法第336条の要請に則り１回の株主総会を年次株主総会として開催するも

のとする。かかる年次株主総会は、取締役会が決定する時期および場所にて開催されるものとする。

(ⅱ) 株主総会の招集

取締役会は、適切と判断するときはいつでも株主総会（すなわち年次株主総会ではない株主総会）を

招集することができる。株主総会はまた、株主による招集請求に基づき招集され、［かかる招集が行われ

なかった場合には］会社法に定める招集請求権者がこれを招集することができる。かかる招集請求に基

づきまたはかかる招集請求権者により招集された株主総会においては、当該招集請求により定められた

議事または取締役会が提案した議事を除き、いかなる議事も行わないものとする。

(ⅲ) 日時および場所

株主総会の開催日および開催場所は、株主総会の通知に記載されるとおり、株主総会の招集者が決定

するものとする。

年次株主総会は、21日以上前の書面による事前の通知をもって招集するものとする。その他全ての株

主総会は、14日以上の期間または法律が随時義務付けるこれより長い期間をおいた書面による事前の通

知をもって招集するものとする。

株主総会は、会社法の規定に従っていれば、前項に定めるより短い期間をもって招集された場合でも、

以下の者が同意した場合は、適正に招集されたとみなされる。

(1) 年次株主総会の場合には、当該株主総会に出席し議決する権利のある全ての株主。

(2) その他の株主総会の場合には、当該株主総会に出席し議決する権利のある株主の過半数の者で

あって、合計で当該権利を付与する株式の額面価額の95パーセント以上を保有する過半数の者。

(ⅳ) 特別議事および通常議事

株主総会において処理する議事は、年次株主総会において処理する以下の議事を除き、全て特別議事

とみなされる。

(1) 年次財務書類、当該財務書類に関する取締役報告書および監査報告書の受領および審議。

(2) 交代により退任しまたはその他の理由で辞任する取締役およびその他の役員に代わる取締役お

よびその他の役員の任命または再任命。

(3) 配当の宣言。

(4) 退任する会計監査人（当行により株主総会によらずにその直近の任命がなされた場合を除く。）

の再任命および会計監査人の報酬またはかかる報酬の決定方法の決定。

(ⅴ) 定足数

(1)　会社法に従い、株主総会の定足数は、出席し議決権を有する株主（本項においては、代理人および

法人代表者を含む。）２名とする。株主総会において議事を進行する時点で定足数が充足されて

いない限り、いかなる議事も処理してはならない。通常定款に基づく議長の選任は、株主総会の

議事の一部として取り扱われるものではなく、定足数の不充足によって妨げられない。

(2)　株主総会の開催予定時刻から30分（または議長が待機時間と決定したこれより長い時間）以内

に定足数が充足されず、または当該株主総会の途中で定足数が充足されなくなった場合、当該株

主総会は、株主またはその招集請求により招集されたものである場合には解散となる。それ以外

の場合については、株主総会の議長が決定する通り、次週の同じ曜日、時刻および場所まで延期

される。延会の定足数は、出席し議決権を有する株主（本項においては、代理人および法人代表

者を含む。）１名とする。延会において開催予定時刻から５分以内に定足数が充足されない場

合、当該延会は解散するものとする。

③　株主の議決
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(ⅰ) 議決権

会社法の規定および株式の発行またはその時点における保有に係る議決に関する特別な条件ならび

に通常定款に基づく議決権の停止または廃止に従うことを条件とすれば、議決権については以下のとお

りである。すなわち、挙手による採決の場合出席しており（代理人による場合は含まない）決議に係る

議決をする資格のある株主は、１議決権を有するものとし、出席している代理人の場合は、決議に係る議

決をする資格のある株主から適法に任命されている限り、１議決権を有する。ただし、決議に係る議決を

する資格のある複数の株主から任命された代理人で、１人以上の株主から議決について裁量を与えられ

たか、相反する議決を指示された場合には、当該代理人は賛成の１議決権と反対の１議決権を有する。ま

た、投票の場合は、出席しており決議に係る議決をする資格を有する各株主が、その者が保有する１株式

について１議決権を有するものとする。ただし常に、いかなる株主も、譲渡により取得した株式について

は、当該株主総会の通知日にその保有者として登録されていない限り、株主総会またはその延会におけ

る議決権を有しないものとする。

(ⅱ) 議決をする権利

取締役会が別段の決定をしない限り、いかなる株主も、その保有する株式について全ての払込請求額

またはその時点で当行に支払うべきその他の金額が支払われていない限り、本人または代理人を問わ

ず、株主総会またはあらゆる種類の株式の個別株主総会において決議に参加し、または株主としての権

利を行使する権利を有しないものとする。

④　取締役

(ⅰ) 員数

当行が通常決議により別段の決定をしない限り、取締役の員数は２名以上とし、上限を設けない。

(ⅱ) 報酬

取締役は、当行が株主総会において随時決定する報酬を受け取る権利を有するものとし、かかる報酬

は、株主総会において当行の特別の指図があった場合はこの指図に従うことを条件として、取締役会決

議により決定する方法で、またはかかる決定なき場合は均等に、取締役間で分配するものとする。ただ

し、後者の場合において、在職期間が１年に満たない取締役はその年に在職した期間に応じてのみ分配

を受けられるものとする。

(ⅲ) 取締役の一般的権能

会社法および通常定款の規定ならびに当行の特別決議による指図に従い、当行の業務は、取締役会が

運営し、取締役会は、業務の運営に関係するか否かを問わず、当行の権限を全て行使することができる。

(ⅳ) 取締役の借入れの権能

取締役会は、金銭を借り入れ、当行の事業、財産および資産（現在または将来におけるもの）ならびに

払込未請求資本の全部または一部に譲渡抵当権または担保権を設定し、無条件であるか当行または第三

者の負債、債務もしくは義務の担保であるかを問わず、会社法の規定に従い、ディベンチャーその他の有

価証券を発行する当行の権限を全て行使することができる。

(ⅴ) 取締役の選任および退任

毎年の年次株主総会において、交替による退任の対象である取締役の３分の１、または取締役の員数

が３名または３の倍数でない場合は、３分の１に最も近く３分の１を超えない数の取締役がその職を退

く。

交替により退任しなければならない取締役とは別に、次の取締役も交替により退任しなければならな

い。

(1)　当行の年次株主総会において、その前２回の各年次株主総会においても取締役であった取締役、

そのいずれかの総会において選出または再選されなかった取締役、その他の方法（辞任、退任、
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解任その他）により取締役でなくなっておらず、そのいずれかの年次株主総会において、または

それ以降、当行の株主総会により再選されていない取締役、

(2)　年次株主総会日現在において、連続する９年以上、従業員または業務執行職を除き、役職にある取

締役。

会社法および通常定款の規定に従い、各年次株主総会で交替により退任する取締役は、必要数を満た

すために必要である限りにおいて、第一に、退任を希望し、自ら再選を申し出ていない取締役、第二に、最

後の選任または再任から最も長くその職にある取締役を含む。同期間その職に就いている２名以上の取

締役の間では、当事者間で合意のない限り、くじ引きにより退任する者を決定する。

年次株主総会で（交替その他により）退任する取締役は、取締役を務める意思がある場合には、再選

される可能性がある。当該取締役が再選されず、または再任されたものとみなされない場合、当該取締役

は、株主総会が後任でその職に就く者を選任するまで、または株主総会の終結時までその職に留まる。

前述の制限に従い、当行は、通常決議により、空席を補充するために、または既存の取締役会への追加

として、取締役を務める意思のある者を取締役に選任することができるが、取締役の総数は、通常定款に

従い設定される上限数（もしあれば）を超えることはできない。

通常定款に従い、いずれかの者を取締役に選任する当行の権能を損なうことなく、取締役会は、いつで

も、空席を補充するために、または既存の取締役会への追加として、取締役を務める意思のある者を選任

する権能を有するが、取締役の総数は、通常定款に従い設定される上限数（もしあれば）を超えてはな

らない。そのように選任された取締役は、その選任後の次の年次株主総会で退任するものとし、その総会

で再任される資格を有するが、交替により退任する取締役の人数決定にあたり考慮されることはない。

（交替その他により）退任する取締役を除き、いかなる者も、取締役会により推薦されていない限り、

株主総会において取締役に選任または再任されないものとする。取締役は、当行の株式を保有すること

を要求されないものとする。

１回の決議により取締役として２名以上の者を選任する決議は、無効とする。ただし、そのように選任

する通常決議案が反対投票なしにその総会で最初に承認されている場合はこの限りではない。

(ⅵ) 取締役の利害

取締役会は、通常定款に従い取締役に提案された事項であって、承認されなければ会社法第175条にお

ける利益相反を回避する取締役の義務の違反となる事項を承認することができる。かかる事項には、取

締役が当行の利益と相反し、または相反する可能性のある利害を有し、または有する可能性のある状況

（当行が活用できるか否かを問わず、財産、情報または機会の利用を含むが、利益相反を生じさせる可能

性が高いと合理的に判断することができない状況を除く。）に関する事項を含むが、これに限定されな

い。この規定は、当行との取引または取り決めに関連して生じる利益相反には適用されない。

上記の規定に基づく承認は、次の場合に限り効力を有する。

(1) 当該取締役または利害関係を有する他の取締役が定足数に数えられることなく、当該事項が審議

される会議における定足数が充足されている場合。

(2) 当該事項が、当該取締役または利害関係を有する他の取締役が票を投じることなく承認された

か、それらの者が投じた票が数えられなかったとしても承認されていた場合。

取締役会は、（承認時であるかそれ以後であるかを問わず、）取締役会が明示的に課す制限または条

件を付してかかる承認を行うことができるが、かかる承認は、かかる制限または条件を除いては最大限

の効力を有する。取締役会は、いつでもかかる承認を変更しまたは終了することができる。

提案されている当行との取引または取り決めについて直接的または間接的に何らかの利害を有する

取締役は、当行が当該取引または取り決めを締結する前に他の取締役に対して利害の性質および範囲を

申告するものとする。

当行が締結した取引または取り決めについて直接的または間接的に何らかの利害を有する取締役は、
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前項に基づき当該利害が既に申告されていない限り、合理的に実行可能な限り速やかに、他の取締役に

対して利害の性質および範囲を申告するものとする。

会社法の規定に従うことを条件として、かつ、通常定款を遵守する場合には、取締役は、その役職にか

かわらず、以下を行うことができる。

(1) 当該取締役の役職もしくは有給職の任期に関し、またはベンダー、買主もしくはその他として、当

行との契約、取り決め、取引もしくは提案もしくは当行が別段の利害を有する契約、取り決め、取

引もしくは提案を締結し、またはこれらにおいて利害を有すること。

(2) 通常定款の他の規定に定める報酬に加えて、またはそれに代えて取締役会が取り決める報酬その

他に関する条件にて、取締役職と同時に当行の他の役職または有給職（会計監査人(*４)または

当行の子会社の会計監査人職を除く。）を兼務すること、および本人または企業をして当行のた

めに専門的資格において行為すること。

(3) 当行が発起設立した会社、当行がその他の方法により権益を有する会社または当行が任命権を有

する会社の取締役またはその他の役員に在任するか、かかる会社により雇用されるか、かかる会

社との取引もしくは取り決めの当事者となるか、またはその他の方法でこれらについて権益を

有すること。

取締役は、その役職によらず、地位、職、取引もしくは配属から生じた、または何らかの法人（それへの

在職の受諾、入社、在任が通常定款に基づき取締役会で授権されたか（ただし授権された条件に従

う。）、通常定款によりそれを有することや入社することが許されているもの）について権益を有する

ことにより得られる報酬その他の利益について当行に対する説明責任を負うものではなく、これらの報

酬その他の利益を受けることは、会社法第176条の違反を構成するものではない。通常定款により授権さ

れ若しくは許可された取引または配属を理由に、報酬その他の利益が無効とされることはない。

⑤　配当

(i) 配当の宣言

会社法第829条から第853条までの規定および通常定款に従い、当行は通常決議により、当行の利益に

対するそれぞれの権利および持分に基づき株主に対して支払われるべき配当を宣言することができる。

ただし、いかなる配当も取締役会から推奨された金額を超えないものとする。

(ii) 中間配当

会社法の規定に従い、取締役会は、当行の分配可能な利益から取締役会が正当とみなす中間配当（定

率で支払われる一切の配当金を含む。）を宣言し、支払うことができる。当行の株式資本が異なる種類に

分割されている場合はいつでも、取締役会は、当該時点において未払いの優先配当金が存在しない限り、

かかる中間配当を配当に関する優先権が付与された株式に劣後する株式に対しても、優先株式と同様に

支払うことができる。取締役会が誠実に行為することを条件として、取締役会は、優先株式に劣後する株

式に対する適法な中間配当の支払いにより優先株主が被った損失については、何ら責任を負わないもの

とする。

(iii) 配当を受ける権利

(1) 株式の発行条件または株式に付随する権利に別段の規定がない限り、全ての配当は、配当が支払

われる株式に対する払込金額（払込請求前の払込みを除く。）に基づき、宣言され、支払われる

ものとする。上記に従い、全ての配当は、配当が支払われる対象期間中いずれかの時期に払い込

まれた額面金額（普通株式の場合は、全ての全額払込済普通株式に対する払込みとして認識さ

れる金額がこの金額として扱われる。）の割合に比例して配分され、支払われる。ただし、株式が

特定日以降の配当につき同順位とする条件に基づき発行された場合、当該株式は、配当について

しかるべく同順位となる。
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(2) 株式に付随する権利に別段の規定がない限り、配当はあらゆる通貨建てで宣言され、または支払

うことができる。取締役会は、いかなる株主との間においても、かかる株主の株式について随時

または適宜、ある通貨建てで宣言され、または支払われるべきとされた配当が、異なる通貨建て

で支払われ、または履行されることに合意することができ、かかる配当に適用される通貨換算基

準、ならびに異なる通貨建てで支払われるべき金額の計算および支払いの時期および方法につ

き、当行または上記に伴う費用を負担すべきその他一切の者のために合意することができる。

(iv) 基準日

通常定款の他の規定にかかわらず、ただし、会社法および株式に付随する権利に従い、当行または取締

役会は、配当、分配、割当または発行の基準日として任意の日を設定することができる。基準日は、配当、

分配、割当または発行が宣言され、行われ、もしくは支払われる当日またはその前後のいつでもよい。

本「(2)　提出会社の定款等に規定する制度」において、下記の用語は、以下の意味を有する。

*１　「取締役」とは、当行のその時点における機関としての取締役、または取締役会に出席している取締

役の定足数を意味する。

*２　「取締役会」とは、当行の取締役会を意味する。

*３　「株主」とは、当行の株主を意味する。

*４　「会計監査人」とは、当行の会計監査人を意味する。

２【外国為替管理制度】

現在、国際連合、欧州連合、連合王国の金融制裁に関する法令、規則その他の命令により禁じられている支払

いまたは取引に関する規制を除き、連合王国非居住者による当行普通株式または社債の取得ならびに連合王国

非居住者に対する(1)普通株式の配当その他の分配金、(2)普通株式の売却手取金または(3)社債の元利金の送

金について、連合王国の外国為替管理規制は存在しない。

３【課税上の取扱い】

連合王国における課税

以下の記述は、本社債に関する元利金の支払いに関連する、本書提出日現在の連合王国における源泉徴収

課税の取扱いについて要約したものである。本要約は、現行法および連合王国歳入税関庁（以下「歳入税関

庁」という。）の実務に依拠しているが、これらは将来、時には遡及的に、変更されることがある。以下の記述

は、本社債の取得、保有および処分に関する連合王国のその他の課税上の取扱いについて記述したものでは

ない。以下の記述は、もっぱら本社債の完全な実質保有者である者の地位に関連するものである。将来におい

て本社債権者となる者は、本社債の任意のシリーズに関する特定の発行条件が、当該シリーズおよび本社債

のその他のシリーズにおける課税上の取扱いに影響を及ぼす可能性があることに留意すべきである。以下の

記述は情報の提供を目的とする一般的な指針であり、十分な注意をもって取り扱われるべきである。以下の

記述は税務上の助言として意図したものではなく、本社債の購入希望者に関連する可能性がある全ての税務

上の検討事項について記述することを目指したものでもない。本社債権者は、自らの税務上の地位について

何らかの疑いがある場合は、専門家に助言を求めるべきである。本社債権者が本社債の取得、保有または処分

について連合王国以外の管轄地で納税義務を負う可能性がある場合は、かかる納税義務の有無（および納税

義務がある場合はいずれの管轄地の法律に基づいてかかる納税義務を負うか）について、専門家の助言を求

めることが特に望ましい。なぜなら、以下の記述は、本社債に関する支払いについて、もっぱら連合王国にお

ける課税上の一定の側面を述べたものに過ぎないからである。本社債権者は特に、本社債に関する支払いに

ついては、たとえかかる支払いが連合王国の法律に基づく課税上の（またはこれを理由とする）源泉徴収ま

たは控除なしに行われる場合であっても、他の管轄地の法律に基づく納税義務を負う可能性があることに留
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意すべきである。

(A) 連合王国の源泉徴収税

1.　確定利付債および（連合王国における源泉徴収税の利息として扱われる範囲において）本社債の買

い戻しに係る元本額を超えて発行会社が行った支払い（以下「プレミアム」という。）は、発行会

社が2007年所得税法第878条の目的における「銀行」であり、かつ、かかる支払いが発行会社により

その通常の業務過程でなされる場合に限り、連合王国の所得税上の（またはこれを理由とする）源

泉徴収または控除なしに行うことができる。歳入税関庁が公表している実務に従い、かかる支払い

は、以下のいずれかに該当する場合を除き、発行会社によりその通常の業務過程でなされたものと

認められる。

(a) 対象となっている借入れが、金融サービス機構（以下「FSA」という。）が採用するTier 1、2ま

たは3資本の定義のいずれかに合致する場合（当該借入れが規制の目的上、実際にTier 1、2ま

たは3資本に算入されるか否かを問わない。）、または

(b) 利息を生じさせる取引の性質が、主として連合王国での課税を回避する目的に起因するもので

ある場合。

2.　以下の場合および以下の範囲において、下記の支払いは、いずれの場合においても、基本税率（現行

では20％）により連合王国の所得税を控除してなされるものに該当する可能性がある。ただし、適

用ある二重課税防止条約の規定または適用される可能性のあるその他の免除規定に基づいて利用

できる免除方法がある場合にはこれに従う。

(a) プレミアムが（i）連合王国の源泉徴収目的で「年払い」として扱われ（プレミアムはそのよ

うに扱われにくいと考えられている）または（ii）連合王国の源泉徴収目的に対する利息と

なる場合（利息となる場合において、上記(A)第１項に記載する免除規定該当しなかったと

き）、または

(b) 確定利付債に関する支払いが上記(A)第１項に記載する免除規定該当しなかった場合。

(B)情報の提供

1.　本社債権者は、本社債の利息が、発行会社または連合王国における発行会社の代理人（以下「支払代

理人」という。）によって当該本社債権者に支払われる場合、または連合王国における当該本社債

権者の代理人（以下「受領代理人」という。）によって受領される場合（小切手の決済または決済

の取決めのみを行う場合を除く。）には、発行会社、支払代理人または受領代理人（場合による。）

は、一定の場合において、歳入税関庁に対し、支払いの詳細および本社債権者に関する一定の詳細

（本社債権者の名称および所在地を含む。）の提供を要求される可能性があることに留意すべきで

ある。これらの規定は、利息の支払いが連合王国の所得税上の（またはこれを理由とする）源泉徴

収または控除を受けて行われたか否か、および本社債権者が連合王国の課税目的上、連合王国居住

者であるか否かにかかわらず、適用される。一定の状況下では、歳入税関庁に提供された詳細が、同

庁から、一定のその他の管轄地の課税当局に渡される可能性がある。

2.　貯蓄収入の課税に関するEC理事会命令（2003/48/EC）に基づき、各加盟国は、他の加盟国における

個々の居住者または同加盟国に設立された事業体（一定の限られた種類）のために、該当者がその

管轄下において支払ったかまたは他の加盟国における個々の居住者または同加盟国に設立された

事業体（一定の限られた種類）から徴収した利息の支払いもしくはその他の類似の収入の詳細に

ついて、該当する他の加盟国の税務当局へこれを提供しなければならない。ただし、移行期間中は、

オーストリア、ベルギーおよびルクセンブルクはかかる支払いに関する源泉徴収システムを適用す

る代わりに、35％を超えた税金を控除することができる。移行期間は、一定の非EU加盟国がかかる支

払いに関する情報交換について合意を行った後の１回目の事業年度の最終日に終了する予定であ

る。ベルギーは、源泉徴収税を2010年１月１日から居住加盟国と情報交換を行う体制へ変更した。
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非EU加盟国の多くおよび加盟国の特定の属領または関係地域も、他の加盟国における個々の居住者

または同加盟国に設立された事業体（一定の限られた種類）のために、該当者がその管轄下におい

て支払ったかまたは他の加盟国における個々の居住者または同加盟国に設立された事業体（一定

の限られた種類）から徴収した利息の支払いに関して、同様の基準を採用している。また、加盟国

は、当該関係地域における個々の居住者または同地域に設立された事業体（一定の限られた種類）

に対して加盟国における個人が支払ったかまたは当該居住者もしくは事業体のために徴収した支

払に関し、一定の属領または関係地域との情報提供または暫定的な源泉徴収を開始した。

2008年11月13日、ECは、当該命令に対する修正案を発表した。この発表には、数々の修正案について

これらが実施された場合、上記に示された要件の範囲が広がることになる旨が含まれている。欧州

議会は、2009年4月24日に当該修正案の改訂版を承認した。自身の状態に不明確な投資家は、各々の

専門家に相談すべきである。

(C) 連合王国の源泉徴収税に関するその他の規則

1.　利息の支払いが、連合王国の所得税上の控除を受けて行われた場合、連合王国に居住していない本社

債権者は、適用ある二重課税防止条約に適切な規定があり、または現地の税法が許容するときには、

控除された税額の全部または一部を回復できる可能性がある。

2.　上記にいう「利息」とは、連合王国の税法上解釈される「利息」を意味する。上記においては、「利

息」または「元本」について、他の法律に基づいて有効である可能性があり、または本社債の諸要

項もしくは関連する書類によって設定される可能性がある、いかなる異なる定義も考慮に入れてい

ない。本社債権者は、本社債に係る支払いであって、「利息」または「元本」（これらの用語は連合

王国の税法上解釈される。）を構成しないものに関する源泉徴収税上の取扱いについて、各自専門

家の助言を求めるべきである。

3.　「連合王国における課税」と題する上記の概要は、本社債の条項に基づいて発行会社の代替がない

ことを前提とするものであり、かかる代替があった場合の税務上の影響については考慮していな

い。

４【法律意見】

当行の法律顧問であるクリフォードチャンス・エルエルピーは、次の趣旨の法律意見書を提出している。

(1)　当行は、英国法に基づいて有限責任会社として適法に設立されている。

(2)　本書で企図された本社債の日本国における売出しは、英国法に違反しない。

(3)　本書の「第二部　企業情報－第１　本国における法制等の概要」における記載は、当該記載が英国法（ま

たは租税に関しては、連合王国の租税法）に基づく記載である限り、あらゆる重要な点において真実か

つ正確である。
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第２【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

財務ハイライト

(単位：百万ポンド)

2008年 2007年

(修正再表示)
4

2006年 2005年 2004年

年間
1

税引前経常利益 4,366 4,063 3,796 3,731 2,953

親会社株主に帰属する利益 3,441 3,209 2,722 2,842 2,057

期末

親会社の株主資本 19,923 24,42320,39919,09116,828

資本の源泉
2

27,098 24,23121,36019,67716,424

顧客からの預金および銀行からの

　預金 431,311 317,055265,863239,673193,664

資産合計 924,231 622,280440,760386,422292,481

比率(%)

親会社の平均株主資本収益率 14.5 14.5 13.6 16.4 12.7

資本比率

－総資本
2

10.5 10.8 11.2 10.8 10.5

－Tier1資本
2

6.8 7.5 7.5 6.9 7.4

費用効果比率
3

56.6 60.5 58.9 58.8 64.2

1 財務ハイライトは欧州連合(EU)が是認した国際財務報告基準（以下「IFRS」という。）に従って作成されている。2004年の財務

ハイライトについては、国際会計基準（以下「IAS」という。）第32号、IAS第39号およびIFRS第4号は含まれていない。

2 2007年の資本残高および資本比率はBasel Ⅰを基準として記載されており、Basel Ⅱに基づいて計算された2007年12月31日現在

のプロフォーマ数値は、資本の源泉：22,514ポンド、総資本比率：10.6%、Tier1資本比率：7.6%である。

3 費用効果比率は、営業費用合計を正味営業収益（貸倒損失およびその他の信用リスク引当金控除前）で除したものと定義され

る。

4 修正再表示された数値は、国際財務報告解釈指針第11号の採用を反映している。

財務ハイライトは、５年間における当行グループ組織の変化による影響を受けている。

２【沿革】

HSBCバンク・ピーエルシーは、登録番号：第14259号としてイングランドおよびウェールズで登録された有

限責任公開会社であり、社員は有限責任とされる。HSBCバンク・ピーエルシーの登記上の営業所および本店は、

E14 5HQロンドン市カナダ・スクエア８に所在し、電話番号は、+44 20 7991 8888である。当行は、1836年８月15

日付の会社設立証書により設立され、1862年会社法に基づいて1873年に無限責任会社として登録された。当行
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は、1862年から1879年の会社法に基づいて1880年７月１日に法人化された。当行は、1923年11月27日に「ミッド

ランド・バンク・リミテッド」の名称を採用し、かかる名称は、1948年から1980年の会社法に基づいて有限責

任公開会社として再登録され、「ミッドランド・バンク・ピーエルシー」に名称変更された1982年２月１日ま

で用いられた。1992年12月31日に終了した年度において、ミッドランド・バンク・ピーエルシーは、HSBCホール

ディングス・ピーエルシーの完全子会社となり、また、1999年９月27日の特別決議により、その名称を「ミッド

ランド・バンク・ピーエルシー」から、「エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー」に変更した。広告に

おいては、当行の略称である「HSBC」を使用している。

３【事業の内容】

当行グループは、銀行業務および関連金融サービスを幅広く提供している。当行グループの業務は、連合王

国、ヨーロッパ大陸およびその他の地域を地理別セグメントとして分類しており、また、当行グループの業務

は、事業別セグメントとして、UK個人向け金融サービス、UKコマーシャル・バンキング、UKグローバル・バンキ

ング・アンド・マーケッツ、インターナショナル・バンキング、HSBCフランス、プライベート・バンキングおよ

びHSBCトリンカウス・アンド・ブルクハルトに分類される。

2008年12月31日現在、当行は連合王国に1,430支店を、またマン島およびチャネル諸島に14支店を有してい

る。

連合王国外では、当行はベルギー、チェコ共和国、フランス、ギリシャ、香港特別行政区、アイルランド、イスラ

エル、イタリア、オランダ、スロバキアおよびスペインに支店を、また、ウクライナおよびベネズエラに駐在員事

務所を有し、当行子会社は、アルメニア、チャネル諸島、チェコ共和国、フランス、グルジア、ドイツ、ギリシャ、香

港特別行政区、ハンガリー、アイルランド、カザフスタン、ルクセンブルク、マルタ、ポーランド、ロシア、南アフ

リカ、スロバキア、スイスおよびトルコに支店および事務所を有している。

2009年６月30日現在、当行グループの資産合計は774,811百万ポンド、顧客に対する貸付金は279,509百万ポ

ンド、銀行に対する貸付金は49,694百万ポンド、顧客からの預金は351,387百万ポンド、銀行からの預金は

56,634百万ポンド、ならびに資本合計は23,651百万ポンドであった。2009年６月30日に終了した６か月間にお

いて、当行グループの営業利益は2,344百万ポンドであり、営業収益合計は9,778百万ポンドであった。

UK個人向け金融サービス

UK個人向け金融サービスでは、当座預金、貯蓄、個人向けローン、住宅ローン、カード、財務計画ならびに生命

保険および損害保険を、様々なHSBCブランドによる販売チャネルを通じて連合王国の個人顧客に提供してい

る。これらには、ファースト・ダイレクト(first direct)、マークス・アンド・スペンサー・マネー(Marks &

Spencer Money)およびパートナーシップ・カード(partnership card
TM
)が含まれる。

UKコマーシャル・バンキング

UKコマーシャル・バンキングは、個人事業主から上場会社までを含む営利団体に幅広い商品とサービスを提

供している。かかる商品やサービスには、当座預金、貯蓄預金、支払い、電子銀行取引、貿易金融、貸付、当座貸越、

アセット・ファイナンス、外国為替商品その他のトレジャリーおよびキャピタルマーケット商品、ウェルス・

マネジメントならびに損害保険が含まれる。

UKグローバル・バンキング・アンド・マーケッツ

グローバル・バンキング・アンド・マーケッツは、顧客である世界中の主要政府、企業および機関投資家に

対して個々の状況に応じた金融ソリューションを提供している。当該事業は、４つの主要な事業部門　－　グ

ローバル・マーケッツ、グローバル・バンキング、プリンシパル・インベストメントおよびHSBCグローバル・

アセット・マネジメント　－　として管理されている。この構造のおかげで、HSBCグループはHSBCグループの過

去の実績に最も適した関係と部門に集中的に取り組むことができ、また、HSBCグループの商品とサービスを切

れ目無く顧客に提供できている。

その他
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「その他」で報告される主要な項目には、自己負債および保証資本勘定の公正価値の変動ならびにHSBCグ

ループのロンドン本店の買い戻しに係る利益が含まれる。また、2007年において、「その他」には、当行グルー

プのために行われた資産担保付融資に関連してグローバル・バンキング・アンド・マーケッツに支払われた

手数料、ITサービスの請求額を超える/下回る純回収額および米ドル建て優先株式の為替変動が含まれていた。

インターナショナル・バンキング

インターナショナル・バンキング事業セグメントは、主にヨーロッパでの銀行業務（HSBCフランス、HSBCト

リンカウス・アンド・ブルクハルトおよびプライベート・バンキングによるものを除く。）に相当するセグメ

ントである。インターナショナル・バンキングは、さまざまなリテール金融サービスを国内外の個人・法人顧

客に対して提供し、またグローバル・バンキング・アンド・マーケッツの業務を法人・機関投資家顧客に対し

て提供している。

HSBCフランス

HSBCフランスは、フランス国内において、個人、企業、法人および機関投資家顧客に対し、リテール、商業、保

険、プライベート・バンキング、アセット・マネジメント、グローバル・マーケッツおよびグローバル・バンキ

ングなどの幅広い商品を提供している。

プライベート・バンキング

プライベート・バンキングは、HSBCプライベート・バンキング・ホールディングス（スイス）エスエーおよ

びその子会社の業務を反映している。フランスおよびドイツにおけるプライベート・バンキング事業ならびに

インターナショナル・バンキングについては、各事業セグメントに記載されている。

プライベート・バンキングは、富裕層の顧客を対象に、アドバイザリー・ポートフォリオ運用、投資一任運

用、税務・信託・相続計画、ミューチュアル・ファンド、および通貨・証券取引を含む幅広い顧客サービスを提

供している。

HSBCトリンカウス・アンド・ブルクハルト

ドイツ、デュッセルドルフに本店を置くHSBCトリンカウス・アンド・ブルクハルトは、富裕層の個人顧客、大

企業、機関投資家顧客、公営企業および金融機関に対して、総合的なサービスを提供している。

上記の記述は、2008年12月31日における当行グループのセグメントに基づく。当行グループは、2009年１月１

日にIFRS第８号を採用し、それ以降当行グループのセグメントは、英国リテール、欧州大陸リテール、グローバ

ル・バンキング・アンド・マーケッツ、プライベート・バンキングおよびその他の５つのセグメントで組織さ

れることとなった。

概略を述べると、これまで「UK個人向け金融サービス」および「UKコマーシャル・バンキング」の下で行わ

れてきた事業が「英国リテール」として、これまで「インターナショナル・バンキング」および「HSBCフラン

ス」の下で行われてきた個人向け事業が「欧州大陸リテール」として、これまで「UKグローバル・バンキング

・アンド・マーケッツ」、「インターナショナル・バンキング」、「HSBCフランス」および「HSBCトリンカウ

ス・アンド・ブルクハルト」の下で行われてきたグローバル・バンキング・アンド・マーケッツ事業が「グ

ローバル・バンキング・アンド・マーケッツ」として、これまで「プライベート・バンキング」、「HSBCフラ

ンス」および「HSBCトリンカウス・アンド・ブルクハルト」の下で行われてきたプライベート・バンキング

事業が「プライベート・バンキング」として、上記に含まれない事業が「その他」として編成された。

HSBCバンク・ピーエルシーの主要な子会社　　

2009年６月30日現在

設立または登録国

株主資本における
HSBCバンク・ピー
エルシーの持分

(%)

HSBCフランス フランス 99.99
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HSBCアセット・ファイナンス（UK）リミテッド 英国 100.00

HSBCバンク・エーエス トルコ 100.00

HSBCバンク・インターナショナル・リミテッド ジャージー島 99.84

HSBCバンク・マルタ・ピーエルシー マルタ 68.25

HSBCインボイス・ファイナンス（UK）リミテッド 英国 100.00

HSBCライフ（UK）リミテッド 英国 100.00

HSBCレイル（UK）リミテッド 英国 100.00

HSBCプライベート・バンク（C.I.）リミテッド ガーンジー島 99.87

HSBCプライベート・バンク（スイス）エスエー スイス 99.87

HSBCプライベート・バンク（UK）リミテッド 英国 99.87

HSBCトリンカウス・アンド・ブルクハルト・アーゲー ドイツ 78.60

HSBCトラスト・カンパニー（UK）リミテッド 英国 100.00

マークス・アンド・スペンサー・リテール・フィナン
シャル・サービシズ・ホールディングス・リミテッド

英国 100.00

チャート

HSBCバンク・ピーエルシー

100% 100%

HSBCジャーマニー

・ホールディング

ス・ゲーエムベー

ハー

99.99% HSBCフランス HSBCヨーロッパ・

ビーブイ

78.6%

HSBCトリンカウス

・アンド・ブルク

ハルト・アーゲー

100%HSBCバンク・エーエス

100%HSBCアセット・ファイ

ナンス（UK）リミテッ

ド

68.25%HSBCバンク・マル

タ・ピーエルシー

100%HSBCライフ（UK）リミ

テッド

99.84%HSBCバンク・イン

ターナショナル・

リミテッド

100%

100%マークス・アンド・ス

ペンサー・リテール・

フィナンシャル・サー

ビシズ・ホールディン

グス・リミテッド

HSBCプライベート

・バンキング・

ホールディングス

（スイス）エス

エー

100% HSBCインボイス・ファ

イナンス（UK）リミ

テッド

100%HSBCレイル（UK）リミ

テッド
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100%
HSBCトラスト・カンパ

ニー（UK）リミテッド

99.87% 99.87% 99.87%

HSBCプライベート・

バンク（スイス）エ

スエー

HSBCプライベート・バ

ンク（UK）リミテッド

HSBCプライベート

・バンク（C.I.）

リミテッド

重要な事象

2008年６月30日、当行グループは、店頭でのカード決済事業に関する資産および負債を、新規に設立された法

人であるHSBCマーチャント・サービシズ・エルエルピーに譲渡した。同時に、当行グループは、この新設法人の

51%の持分をグローバル・ペイメンツ・インクに売却し、合弁会社を設立した。当行のカード処理スタッフは、

新設法人の従業員となっている。当行グループは、当初の対価として225百万ポンドを受領しており、215百万ポ

ンドの利益が連結損益計算書の「その他営業収益」に含まれている。HSBCマーチャント・サービシズ・エルエ

ルピーの持分の残余は、2009年６月30日に終了した６か月の間に処分した。

2008年７月２日、HSBCフランスは、フランス地方銀行子会社７行をバンク・フェデラーレ・デ・バンク・ポ

ピュレール（以下「BFBP」という。）に21億ユーロ（17億ポンド）で売却した。当行グループの税引前売却益

は644百万ポンドであった。2008年６月30日現在、当該フランス地方銀行子会社に帰属する資産総額は58億ポン

ドであり、2008年６月30日に終了した６か月間において48百万ポンドの税引後純利益をもたらした。2008年７

月２日、当行グループは、移行のための役務提供に関する契約を地方銀行子会社７行およびBFBPと締結した。

2008年12月４日、期日物資金調達の実施に影響を与えた深刻な市場混乱により、カナダ・スクエア８に所在

する当行グループの本店の売却にかかる資金調達のためにメトロバセサ・エスエー（Metrovacesa, S.A.）に

提供されたつなぎ融資の組成が実行不可能となり、つなぎ融資は更新されなかった。当事者はセール・アンド

・リースバック契約の解除に同意し、当該不動産がHSBCグループに返還され、つなぎ融資は消滅した。当該同意

は、メトロバセサからカナダ・スクエア８を主たる資産とする子会社を買収することにより実施された。当該

取引によって、2008年の「その他営業収益」に265百万ポンドの利益が計上された。当該取引の詳細は、下記

「第６ 経理の状況　－　１ 財務書類　－　（１）年次財務書類　－　A.2008年12月31日終了事業年度　－　財務諸

表注記」の注記22「有形固定資産」に記載される。

４【関係会社の状況】

(1) 親会社の状況

当行グループの親会社は英国で設立されたHSBCホールディングス・ピーエルシーであり、当行の普通株式

の100%を実質的に保有している。

当行グループの関連当事者には、親会社、兄弟会社、関連会社、合弁事業、HSBCグループの従業員のための退

職後給付制度、主な経営陣、主な経営陣の近親者および主な経営陣またはその近親者によって支配、共同支配

または重要な影響を受けている会社が含まれる。

(2) 子会社の状況

当行の主要な子会社に関する情報は、下記「第６ 経理の状況　－　１ 財務書類　－　（１）年次財務書類　

－　A.2008年12月31日終了事業年度　－　財務諸表注記」の注記23「投資」を参照のこと。

ただし、2009年４月１日、HSBCグエルツェラー・バンク・アーゲーは解散された。

(3) 当行の主要な関連会社および合弁事業の持分に関する情報については、下記「第６ 経理の状況　－　１ 財

務書類　－　（１）年次財務書類　－　A.2008年12月31日終了事業年度　－　財務諸表注記」の注記20「関連会

社および合弁事業における持分」を参照のこと。
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５【従業員の状況】

2007年度および2008年度における当行グループの平均雇用人数は、以下のとおりである。

2008年 2007年

UK個人向け金融サービス（UK PFS）、UKコマーシャル・バンキン
グ、UKグローバル・バンキング・アンド・マーケッツおよびUKそ
の他 51,788 51,050

インターナショナル・バンキング 15,395 12,671

HSBCフランス 13,215 14,905

プライベート・バンキング 4,842 4,486

HSBCトリンカウス・アンド・ブルクハルト 2,252 1,817

合計 87,492 84,929

2009年上半期における当行グループの平均雇用人数は、集計されていない。
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第３【事業の状況】

１【業績等の概要】

（１）2008年度

環境

連合王国の国内総生産 (GDP) 成長率は、2007年の3.0%から2008年には0.7%と大きく落ち込んだ。2008年の下

半期には、２四半期連続でのGDP工業生産の落ち込みが確認された。経済の各分野にわたって脆弱性が広がりを

見せており、労働市場の状況も急速に悪化し、2008年11月には、過去９年間で最も高い失業率（6.1%）を記録し

た。消費者物価指数の増加率は、2008年９月には過去10年間で最も高い5.2%を記録し、年末までには3.1%に低下

したものの、イングランド銀行が掲げた目標値である2.0%を上回った。名目上の住宅価格は年間を通じてほと

んどの指標で低下を続け、住宅建設数も大幅に減少した。経済の減速という最悪の影響を最小限に押さえよう

という政策責任者の意図のもと、イングランド銀行は、2008年に金利を350ベーシスポイント下げ、最終的には

2.0%とした。

ユーロ圏経済の拡大は、2008年に急激に減速し、GDP成長率も2007年には2.6%だったものが2008年には0.7%と

落ち込んだ。連合王国では年の経過とともに状況が著しく悪化し、2008年にはGDPの３四半期連続での減少を記

録し、経済は景気後退（リセッション）の局面に入ったことが確認された。2008年上半期には、石油価格の急激

な値上がりのために個人消費の伸びが抑えられ、年末にかけて失業率が大幅に上昇した。インフレ率は2008年

のほとんどの期間、上昇基調にあり、７月には最高4.0%を記録したが、12月にはこれが1.6%に急速に減少した。

欧州中央銀行は、当初７月に25ベーシスポイントの利上げを行ったが、短期間のうちに175ベーシスポイント利

下げし、結局2.5%で年末を迎えた。

トルコでは、経済成長率は穏やかに推移し、2008年第１四半期から第３四半期の間のGDP成長率は、2007年の

同期間に比べ、3.0%増加した。主にエネルギーや食品の価格の高騰により、インフレ圧力は2008年を通して高い

レベルにあり、またその一方で2008年1月から10月までの平均失業率は10.2%であった（2007年の同時期は

9.7%）。2008年末の数ヶ月間に石油価格が大幅に下がり、経常収支の赤字の大幅な改善の一助となった。ただ

し、引き続き民間企業における大幅な外貨建のエクスポージャーに関する懸念が残っており、国際通貨基金に

よる援助プログラムに関する交渉が現在行われている。

戦略

HSBCグループの戦略は、「The world’s local bank」の姿勢を反映したものであり、HSBCグループの伝統、

技術および投資に基づく優れた成長と収益を長期にわたり提供することに主眼を置いている。

特に、当行グループは、HSBCブランドとネットワークを強化して新規顧客を獲得し、既存の顧客にはより良い

サービスを提供し、地方、地域および世界規模で経済性を利用することで最大限に効率化し、かつ、目標と報奨

を緊密に連携させて職員を確保することを目標としている。

HSBCグループの戦略は、当行が実施する方法と同じく、「Best Place to Bank」および「Best Place to

Work」戦略を展開することである。

「Best Place to Bank」は、FSAの消費者アウトカムを踏まえたものであり、また、「９の短い単語（Nine

Little Words）」、つまり、「Make Better Products」、「Sell Them Properly」および「Keep Them Sold」

（「より良い商品を生み出すこと」、「それらの商品を適切に販売すること」および「商品を販売し続けるこ

と」）に置き換えられる。

「Best Place to Work」は、パフォーマンス管理、報酬、事業戦略と業務計画に沿った自己啓発、パフォーマ

ンスを促進する風土、および帰属意識が高い従業員に重点を置いている。
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戦略に対するパフォーマンスを査定する際に利用する基準は、下記「重要業績評価指標」に記載される。

重要業績評価指標（以下「KPI」という。）

取締役会は、当行グループの戦略的目標における進捗度合いを定期的にモニターしている。パフォーマンス

は、戦略、業務計画の目標、財務数値や非財務数値を用いた過去の実績を基準に査定される。

財務KPI

当行グループの戦略を支え、当行グループのパフォーマンスを確実にモニターするために、経営陣は財務KPI

を数多く使用している。

以下の表および関連する注記は、基礎的数値で2007年から2008年の数値を表示している。事業レベルでは、

KPIは、計画プロセスおよび業績検討に関係する様々な基準値で補完される。

2008年 2007年

収益成長率
1
(%).........................7.2 7.0

収益内訳
2
(%)

正味受取利息........................41.9 29.3

正味受取手数料......................29.7 32.5

その他の収益........................28.4 38.1

費用効果
3
(%).............................60.6 60.5

平均株主資本利益率
4
(%)...................7.8 12.9

注1 前年の対象期間と比較した正味営業収益（貸倒損失およびその他の信用リスク引当金控除前）の増加率。

注2 正味営業収益（貸倒損失およびその他の信用リスク引当金控除前）の割合。

注3 正味営業収益（保険金請求後かつ貸倒損失およびその他の信用リスク引当金控除前）で除した営業費用合計。

注4 平均投下資本で除した普通株主に帰属する利益。

収益成長率は、当行グループがおこす事業を成功に導く重要な指標である。2008年の収益は、7.2%増加した。

2008年の増加は、ブランド認知の拡大と、顧客ニーズに合致する精妙な部門分けを反映しており、それらが貸借

対照表と取引の拡大を可能にした。また、2008年の収益成長率に寄与したのは、主に公正価値評価の指定を受け

た銀行債務における公正価値利益であり、契約上の満期到来前に返済される場合を除き、債務の存続期間にわ

たって戻し入れられることが予想される。

収益内訳は、正味受取利息、正味受取手数料およびその他の収益間の収益源の相対的な割合を表している。こ

れは、経済的要素の変化が当行グループにどのような影響を与えたかを理解し、所得創出において貸借対照表

の利用に依拠していることを強調し、ローン融資枠を利用した顧客向けの有料サービスのクロスセリングの成

功を表示するために、使用される。かかる理解は、経営陣が企業投資に係る決定を行う際の一助となる。正味受

取利息に帰属する収益の割合は、金利の下落を活かす有利なポジショニングによるバランスシート・マネジメ

ントでの好調な業績を主因として、2007年の29.3%から2008年には41.9%に増加した。2008年の正味受取手数料

は、2007年の32.5%から29.7%に減少したが、これは市況悪化によりグローバル・バンキング・アンド・マー

ケッツの受取手数料が減少したことが一因であった。その他営業収益は、2007年は38.1%であったが、マドフ・

インベストメント・セキュリティーズ・エルエルシー(Madoff Investment Securities LLC)の詐欺容疑を一
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因として2008年には28.4%となった。

費用効果は、収益の創出に対する資源コストの消費量を示す相対的基準である。経営陣はこれを、技術利用の

成功に加え、より広範には当行グループの販売基盤と販売員の生産性の評価に利用している。費用効果は、2007

年からほぼ横ばいの60.6%であった。しかし、金融サービス補償制度（以下「FSCS」という。）の徴収額を除け

ば、費用効果は60ベーシス・ポイント改善した。

平均投下資本利益率は、事業への資本投資から利益率を測定しており、経営陣がHSBCグループを競合会社の

基準に照らして評価することができる。2008年における7.8%の比率は、厳しい経済環境を反映して、2007年に計

上された比率よりも低い数値であった。

非財務KPI

当行グループは、財務KPIの利用に加えて、戦略的目的に対するパフォーマンスを評価するために、様々な非

財務数値を採用している。

従業員エンゲージメント

従業員エンゲージメントは、従業員のHSBCグループに対する感情的および理性的な忠誠の基準であり、従業

員をHSBCグループに引き留める要因となり、従業員とHSBCグループの成功とを全面的に一致させる。2008年、

HSBCグループのヨーロッパにおける個人向け事業において、年間のグローバル・ピープル・サーベイ（Global

People Survey）への回答率が84%となり、これは59,000人の回答者に相当する。厳しい外部環境にもかかわら

ず、従業員エンゲージメントにおける数値は前年比で増加しており、全体では58%であった。焦点と目標を絞っ

た行動を通じて、当該地域におけるリーダーと従業員は、2012年までに「そのクラスで最高の（best in

class）」水準を実現するために、エンゲージメントを前進させる責任がある。

ブランドの認知

独立した認可済の第三者機関が行った調査によるデータに基づいて、ブランドの健全性に関する得点が設定

される。加重得点カードは、100ポイント満点で全ての得点を提示するために使用され、かかる数値はHSBCグ

ループの主要な競合会社の基準に照らして評価される。

2008年のUK業績

2007年に設定された個人向け金融サービスおよびコマーシャル・バンキングの基準ブランド得点は、競合会

社の平均と比較してそれぞれ５ポイントおよび７ポイント上回っていた。2008年の成果は、個人向け金融サー

ビスがプラス６ポイント（目標はプラス８ポイント）およびコマーシャル・バンキングがプラス７ポイント

（目標はプラス７ポイント）を記録し、好調な成長を見せている。

顧客満足度

HSBCグループは、長年にわたって主要市場における顧客満足度に関する調査を定期的に行ってきた。現在、

HSBCグループは、HSBCグループの個人向け金融サービスおよびコマーシャル・バンキングが提供するサービス

に対する顧客満足度を測定するために、一貫した顧客推薦基準を用いている。また、かかる調査は、独立した認

可済の第三者機関が行っており、推薦得点の結果は競合会社の基準に照らして評価される。

2008年のUK業績

2007年に設定された個人向け金融サービスおよびコマーシャル・バンキングの基準推薦得点は、競合会社の

平均と比較して100ポイント満点でそれぞれ１ポイントおよび３ポイント上回っていた。2008年の成果は、個人
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向け金融サービスがプラス１ポイント（目標はプラス３ポイント）およびコマーシャル・バンキングがプラ

ス５ポイント（目標はプラス４ポイント）を記録し、好調な成績を見せている。

2009年のUK目標

2009年の目標設定のために、当行は、当行が対象とする消費者をより適切に反映する消費者サンプルを用い

て得点を再評価した。その結果、当行は、個人向け金融サービスについては2008年の得点から２ポイント上回る

プラス４ポイントを2009年の目標とし、コマーシャル・バンキングについては５ポイント上回るプラス５ポイ

ントを目標としている。

ITパフォーマンスとシステムの信頼性

HSBCグループは、ITパフォーマンスの指標として主要な２つの基準　－　つまり、顧客取引の処理件数および

サービス可用性目標に関して測定された当行グループのシステムの信頼性と回復力　－　を採用している。

顧客取引の処理件数

顧客取引の総処理件数は、顧客へのサービス提供に使用されるデリバリーチャネルにおけるIT利用の影響を

受けている。かかるIT利用は、顧客取引コストの増加率を効果的に管理し、顧客数の増加に容易に対応できるこ

とを目的としている。顧客取引は、労働集約型（支店およびコールセンター）から自動化型（クレジットカー

ド、インターネットおよびセルフサービス）チャネルへの移行を継続している。以下の図は、2007年および2008

年のデリバリーチャネル毎の取引高を示しており、労働集約型の支店およびコールセンターによる取引総数が

９%減少し、自動化型インターネット取引が17%増加している。

目標以上の達成がなされたITサービスの割合

HSBCグループのIT機能は、エンドユーザーとの間で、99.9%の確率でシステムが稼働していることやクレジッ

トカードの承認処理が２秒以内といったシステムパフォーマンスに関する合意済のサービス水準を設定して

おり、合意済の数値に対してこれら各々の達成をモニターしている。以下の図は、合意済のサービス目標以上の

達成がなされたITサービスの割合である。2008年は、全ての基準において過去の実績を上回った。同時に、提供

中のサービス数は20%を超える増加があり、ヨーロッパ全域の当行グループの顧客に対して健全でパフォーマ

ンスの高いサービスを提供している。
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パフォーマンス

税引前経常利益

(単位：百万ポンド)

2008年 2007年

UK個人向け金融サービス 918 740

UKコマーシャル・バンキング 1,221 1,004

UKグローバル・バンキング・アンド・マーケッツ (188) 468

その他 227 137

インターナショナル・バンキング 165 397

HSBCフランス 1,297 526

プライベート・バンキング 627 643

HSBCトリンカウス・アンド・ブルクハルト 99 148

4,366 4,063

業績の報告

当行は、税引前利益4,366百万ポンドを報告したが、これは2007年の4,063百万ポンドから７%の増加となっ

た。

かかる業績には、2008年７月にフランスで地方銀行７行を処分したことによる処分益644百万ポンド、および

2008年６月に連合王国でグローバル・ペイメンツ・インクとの合弁事業にカード取得事業を売却したことに

よる売却益215百万ポンドが含まれている。また、かかる業績には、2007年３月に取得手続きが完了したが、いま

だ所有に至っていないフランスのHSBCアシュアランシズ・ヴィーアイイー（フランス）（HSBC Assurances

VIE (France)、以下「HSBCアシュアランシズ」という。）のHSBCグループによる残り50%の持分の取得が反映さ

れている。
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上記の取得、処分および自己負債にかかる実質的な公正価値利益を除くと、基礎的税引前利益は23%減少し

た。これは、金融市場の悪化、アセット・バック証券市場で続く流動性の欠如（これにより、さらに評価減が生

じた。）、およびマドフ・セキュリティーズの詐欺容疑による株式事業における585百万ポンドの費用を主たる

要因として、グローバル・バンキング・アンド・マーケッツの連合王国およびフランスでの収益が著しく減少

したことから主に影響を受けた。基礎的収益の増加は、フランスの個人向け金融サービスを除く、ヨーロッパ全

域の当行グループのプライベート・バンキング、コマーシャル・バンキングおよび個人向け金融サービス事業

で生じた。

「基礎的数値」という場合、取得および処分の影響調整後の数値をいう。2008年の主な処分としては、2008年

７月に完了した地方銀行７行の売却と、グローバル・ペイメンツ・インクとの合弁事業への連合王国のカード

取得事業の売却があげられる。当行グループによるフランスのHSBCアシュアランシズの残り50%の持分の取得

は、2007年３月に完了した。

以下の記載は、基礎的数値によるものである。

正味受取利息は53%増加した。バランスシート・マネジメント収入は、中央銀行による金利引き下げを見込ん

だ有利な金利リスクのポジショニングを反映して大幅に増加した。また、正味受取利息は、一般的な信用収縮に

より選択的に増額される貸付ならびに連合王国、フランスおよびドイツでのグローバル・バンキングでのスプ

レッドの拡大によりプラスの影響を受けた。

当行グループでは顧客数が著しく増加したが、これと同時に、市場の混乱が激化するにつれてすべての事業

にわたって負債残高が増加した。連合王国での基準金利の引き下げによる預金利ざやの縮小と、主にフランス

でのトレーディング活動に関する資金調達コストの増加により、大幅な利益の一部が相殺された。トルコの中

小市場の顧客部門でのクレジットカードによる貸付の拡大と商業融資ポートフォリオの増加を原因とした正

味受取利息の増加は、中央銀行がクレジットカードの金利上限を引き下げたことによるスプレッドの縮小によ

り一部相殺された。

正味受取手数料は、案件組成および実行が困難だったことからM&Aおよびエクイティ・キャピタル・マー

ケットからの手数料が減少したことと、フランスでのトレーディング活動の増加により売買委託手数料が増加

したために、２%減少した。連合王国およびフランスでの実績報酬は、世界の株式市場の下落の影響で管理して

いるファンドの価値が下落したために、減少した。顧客獲得数の増加により、フランスではパッケージ口座およ

び取引手数料が増加し、また、トルコではクレジットカード手数料が増加したため、かかる減少の一部は相殺さ

れた。

トレーディング収益は、連合王国およびフランスのグローバル・バンキング・アンド・マーケッツで著しく

減少したために、2007年より15%減少した。これは、金融市場で続く混乱によりもたらされたクレジット、ストラ

クチャード・クレジット・デリバティブおよびレバレッジド・アンド・アクイジション・ファイナンスでの

不良エクスポージャーにかかる評価損が原因であった。また、マドフ・セキュリティーズの詐欺容疑による、

585百万ポンドの評価損が株式事業で計上された。

トレーディング目的保有の金融資産は、かかる資産の値洗いによる取引損失をこれ以上増加させないため

に、改正後のIFRS規則に基づいて、60億ポンドが貸出金および受取債権に、また16億ポンドが売却可能にそれぞ

れ組み替えられた。かかる組替の影響の詳細については、下記「第６ 経理の状況　－　１ 財務書類　－　（１）

年次財務書類　－　A.2008年12月31日終了事業年度　－　財務諸表注記」の注記14「金融資産の組替」を参照の

こと。

連合王国とフランスでの不良エクスポージャーにかかる評価損、および連合王国のグローバル・バンキング

・アンド・マーケッツでのマドフ・セキュリティーズにかかる費用を除くと、トレーディング収益は20%増加

した。かかる増加は、市場の不安定さがさらに拡大したことを背景に外国為替収益が著しく増加したことと、有

利なポジショニングで金利の下落を活かした手数料ビジネスの増収によるものであった。特に2008年下半期の

信用スプレッドの拡大は、仕組み債務、およびクレジット・デフォルト・スワップの形態による信用保護にか
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かる公正価値利益を生み出した。

公正価値評価の指定を受けた金融商品の純利益は、ユニット連動型保険事業に基づく債務の履行を目的とし

て保有する商品の価値が減少したことを主たる理由として、922百万ポンド減少し、797百万ポンドの純損失と

なった。これは、一定の固定金利長期負債における信用スプレッド拡大の影響による公正価値利益により一部

が相殺された。ユニット連動型保険契約に基づく債務の履行を目的として保有する資産の公正価値の減少は、

「正味保険金および責任準備金」の対応する減少により相殺された。HSBCグループの自己負債の公正価値利益

は、当該負債の存続期間にわたって完全に戻し入れられることが予想される。

金融投資による純収益は84百万ポンドであり、2007年より452百万ポンド減少した。これは、2008年に処分機

会が減少したことと、2007年の連合王国とフランスでのプライベート・エクイティの大幅な現金化が今回は発

生しなかったためであった。2008年の収益は、マスターカード・インコーポレーテッド（MasterCard

Incorporated）株式と、フランスの一部のミューチュアル・ファンドの売却を大きく反映している。

116億ポンドの金融投資にかかる正味未実現損失が資本に直接計上された。このうち109億ポンドが、2008年

のアセット・バック証券の価値の下落により大きく影響を受けた負債証券に関するものであった。かかる未実

現損失は、当該投資が満期まで維持された場合には、当該有価証券の存続期間にわたって戻し入れられると予

想される。負債証券にかかる正味未実現損失は、FSA規則上は資本の源泉から除外される。

正味保険料収入は、2007年６月にローンチした収益保証型債券の増加と連合王国における一部の年金商品に

対する死亡給付金の増額開始を主因として31%増加した。フランスでは、様々な保証料率商品の導入により、不

況市場においてHSBCアシュアランシズの業績が好調であった。しかし、正味保険料収入は、2008年上半期の大規

模な再保険取引後に減少した。

その他営業収益は、383百万ポンド増加した。これは主に、ロンドン市カナダ・スクエア８にかかる財産およ

び長期賃借土地を所有するメトロバセサの子会社の買収にかかる利益の計上によるものであった。また、収益

の増加は、保険負債の計算を規定する規則の改正後、有効な長期保険業務の現在価値（PVIF）事業で2007年に

生じた価値の減少が今回は生じなかったことも影響している。さらに、HSBCグループが2008年上半期に既存の

商業年金商品の給付金増額を導入した後、潜在価値にプラスの調整がなされた。これらの利益は、グローバル・

アセット・マネジメント事業のマネー・マーケット・ファンドを支援するための費用により一部相殺された。

正味発生保険金および責任準備金の変動は、収益保証型債券の販売増加による負債の増加から５%増加した。

この項目は、戻し入れの要件を緩和する2007年のFSA規則改正の施行により増加した。市場連動型ファンドの価

値が下落したために保険負債の変動が減少したことで、この一部が相殺された。

貸倒損失およびその他の信用リスク引当金は、主にUKグローバル・バンキング・アンド・マーケッツおよび

インターナショナル・バンキングにおいて81%増加して1,857百万ポンドとなった。信用環境の悪化により貸倒

損失が増加した。これらは主に、ヨーロッパの不動産会社１社のエクスポージャーと、HSBCグループが管理する

特定目的会社のソリティア・ファンディング・リミテッド（Solitaire Funding Limited）（以下「ソリティ

ア」という。）を主とした当行グループの売却可能ポートフォリオ内の負債証券にかかる信用リスク引当金の

大幅な増加を反映している。

信用状況は、コマーシャル・バンキングで悪化し、2008年下半期には、信用環境の悪化により、連合王国、イン

ターナショナルおよびフランスで特定の貸倒損失が増加した。トルコでは、クレジットカードと個人向けロー

ンの滞納率が大幅に増加したことを受けて、2008年においては、引受基準の厳格化、与信限度の引き下げ、およ

び口座管理方針の改訂を実施した。

営業費は、７%増加して8,072百万ポンドとなった。連合王国での費用は2007年からおおよそ横ばいであった。

かかる費用には、過去の当座貸越手数料に関して費用計上された任意支払いと、昔からの遺言信託およびその

他の関連サービスにかかる一定費用の返済の引当金が含まれた。これらの項目を除くと、FSCSの賦課金および

再編費用の増加と、支店不動産のセール・アンド・リースバック取引による賃借料の引き上げにより、費用は

増加した。これは、能力給の減少と保険数理上の仮定を変更したことによる確定給付年金制度の費用の減少に
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より、一部が相殺された。

フランスでの営業費は、奨励金の減少と、任意退職制度費の増加により相殺された第三者への一定債務の譲

渡による年金および退職医療制度費の減少により、2007年からおおよそ横ばいであった。

トルコ、ロシアおよび中央・東ヨーロッパでの事業拡大をサポートするために、不動産および新規スタッフ

への投資がなされた。2008年、新支店112店舗が営業を開始し、スタッフ数はこれらの市場で30%増加した。

関連会社および合弁事業における利益持分は、現在は完全子会社となったHSBCアシュアランシズの潜在価値

の調整による恩恵を受けた2007年と比較して、９百万ポンドに減少した。かかる利益の喪失は、連合王国での

カード取得事業の売却による合弁事業利益の増加により、一部が相殺された。

セグメント別の情報については、下記「第６ 経理の状況　－　１ 財務書類　－　（１）年次財務書類　－　

A.2008年12月31日終了事業年度　－　財務諸表注記」の注記12「セグメント別分析」を参照のこと。

（２）2009年度上半期

経済

連合王国の経済は、2009年上半期において、急激な収縮を被った（しかし、かかる経済収縮は同年の早い時期

に集中しており、第２四半期は経済状況の安定化の徴候を示していた。）。第１四半期のGDPは、2008年同期比で

4.9%減少し、記録上最も大きな下げ幅となった。労働市場の状況は、悪化し続け、2009年５月には、失業率が12年

間ぶりの高水準である7.6%まで上昇した。住宅市場における指標では、2009年第２四半期に月次で住宅価格が

いくらか上昇したが、非常に沈滞した状態から極わずかに改善したに過ぎない。2009年３月、利率をわずか0.5%

まで引き下げたのち、イングランド銀行は、経済全般にわたる信用循環を改善し、将来の経済活動の見込みを援

助することを企図して、「資産購入ファシリティー」（Asset Purchase Facility）を立ち上げた。消費者物価

指数（CPI）の上昇は2009年上半期を通じて沈静化し、2009年１月の3.0%から６月の1.8%へと下落し、イングラ

ンド銀行がターゲットとする２%を下回った。

ユーロ圏の経済は、2009年上半期において、不振であった。第１四半期のGDPは、連合王国で第２四半期に幅広

い経済データが経済状況の安定化を示したにも関わらず、2008年同期比で4.9%減少した。投資支出は極めて弱

く、失業率が2008年12月の8.2%から2009年５月の9.5%まで上昇したため、消費者支出も減退し続けた。消費者物

価の年間上昇率は、同期間を通じて大幅に下落し、2008年12月の1.6%から2009年６月のマイナス0.1%へと変動

した。これは、大半はエネルギー価格の当初の上昇と以後の下落を反映したものであったが、ユーロ圏創設以来

最初の否定的な指標であった。欧州中央銀行は、2009年上半期において、150ベーシスポイント利率を引き下げ、

2009年６月にはリファイナンスレートを記録的な低水準である１%とした。

ハイライト

・　営業収益合計は26%上昇し、9,778百万ポンドとなった（2008年上半期は7,755百万ポンドであった。）。

・　貸倒損失控除前の正味営業収益は、1,147百万ポンド、すなわち16%上昇し、8,198百万ポンドとなった

（2008年上半期は7,051百万ポンドであった。）。

・　ヨーロッパ経済の減退により、あらゆる顧客グループにおいて信用状態が悪化したため、貸倒損失は、

1,223百万ポンド増え、1,795百万ポンドとなった。

・　税引前利益は、９%減少し、2,358百万ポンドとなった（2008年上半期は2,598百万ポンドであった）。

・　資本基盤の強化を維持するため、2,777百万ポンドの追加資本を調達した。

事業の評価

・　報告されている税引前利益は2,358百万ポンドであり、2008年の2,598百万ポンドと比較して、９%減少し

た。2009年上半期には、金融市場が安定化し、信用スプレッドが縮小したため、これらの数値には、公正
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価値で保有している自己負債における128百万ポンドの負の公正価値の変動が含まれていた。

・　グローバル・バンキング・アンド・マーケッツの税引前利益は、166%増加し、1,595百万ポンドとなった

（2008年上半期は599百万ポンドであった。）。これは、一部は経済状況の悪化に伴う貸倒損失費用の増

加と売却可能ポートフォリオにおける資産の減損によって相殺されたものの、信用関連の評価損の多

大な減少とあいまって、バランスシート管理および手数料における記録的な収入によってもたらされ

た。

・　英国リテールの税引前利益は、54%減少し、666百万ポンドとなった（2008年上半期は1,452百万ポンドで

あった。）。貸付および預金の平均残高は、いずれも2008年の同時期より高い水準にあるが、利下げによ

りコマーシャル・バンキングおよび個人向け金融サービスのいずれにおいても負債のスプレッドは悪

い影響を受けた。2009年の上半期は、いずれのビジネスにおいても、高水準の貸倒損失によりやはり影

響を受けた。

・　欧州大陸リテールの税引前利益は、36%減少し、142百万ポンドとなった（2008年上半期は221百万ポンド

であった。）。2008年７月におけるフランスの地方銀行７行の売却の影響を除けば、税引前利益は2008

年と同水準であった。

・　プライベート・バンキングの税引前利益は、10%上昇し、401百万ポンドであった（2008年上半期は365百

万ポンドであった。）。しかし、顧客資産の価値の減少および顧客のリスク嫌気と不安定な株式市場の

結果としての取引量の低下により、恒常通貨ベースでは、税引前利益は、12%減少した。さらに、2008年上

半期は、ハーミテッジ・ファンドにおける当社グループの残余持分の売却によってもたらされた一時

的利益が計上されていた。

2009年度上半期の業績に影響を与えた重要な非経常的事象としては以下のものがある。

・　当行のUKカードの取得事業の持分の残分を処分したことにより、180百万ポンドの利益があったが、2008

年におけるこれに関連する利益である215百万ポンドを下回った。

・　勤務中の死亡に対する手当および病気手当の支払方法の変更に伴い、会計上の便益を享受したため、英

国における年金費用が322百万ポンド減少した。

2009年６月30日に終了した上半期のセグメント別の情報については、下記「第６ 経理の状況　－　１ 財務書

類　－　（２）中間財務書類　－　財務諸表注記」の注記９「セグメント別分析」を参照のこと。

２【生産、受注及び販売の状況】

上記「１ 業績等の概要」を参照のこと。

３【対処すべき課題】

（１）競争および規制

グローバリゼーションによってHSBCグループが資本市場や金融サービスの世界において、グローバルに、そ

して各地域において、競争にさらされている中で、金融サービス産業における統合は、さまざまな金融商品を競

争的な価格で提供することのできる企業の活動に集中するようになっている。

また、技術的進歩、e-コマース、規制上の進展、公的部門による参加・保証により、非預金受入機関が従来は銀

行の領域であった商品やサービスを提供できるようになった。近年、資金調達の代替策としてのソブリン・

ウェルス・ファンド、プライベート・エクイティやヘッジ・ファンドの台頭により、従来の金融機関をめぐる

競争が激化していたが、投資家がより安全な、従来型の代替策を求めたため、そのような状況も緩和されるもの
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と考えられる。

金融サービス会社の統合が続き、また現在の市場状況に呼応して一部国有化または完全国有化される金融

サービス会社も現れ、競争はますます激化し、競争の図式も変わることが予想される。HSBCグループの事業成長

力や収益増大力はこういった競争圧力による影響を免れず、能力のある、献身的な従業員をいかに惹きつけ、つ

なぎ留めることができるかにかかっている。

連合王国

ある金融機関の一部国有化の後、市場に変化が見られ、規制環境との政治的な相互作用がより頻発している。

現在の経済状況、そして規制が強化された状況に鑑み、2009年銀行法において、金融サービス機構、イングラ

ンド銀行および財務省の三者からなる当局の今後の対応に関する詳細なガイドラインが規定されている。それ

には、銀行が困難に陥った場合、債務不履行となった場合やそのおそれがある場合に、とられるべき手続に加

え、銀行が充足すべき最低条件、預金者に与えられる追加保護策が規定されている。これによって連合王国の銀

行や海外の銀行の現地法人や子会社はそのシステムの変更を余儀なくされる可能性がある。

英国公正取引庁と連合王国の複数の金融機関（HSBCグループを含む。）との間における、未承認の当座貸越

に関する特定の手数料の法律上の扱いと法的強制力に関する訴訟は、引き続き係属中である。金融サービス機

構は、かかる手続の結審を待つ一方で、金融機関に対して当座貸越の手数料に関する請求の申立てを保留する

ことができるように免責を与えた。現在の免責は2010年１月26日まで有効である。

フランス

フランス政府は、金融危機の影響を限定的なものとするため、フランス経済の安定化を目的とするさまざま

な方策を実施した。「Plan de relance」と呼ばれる260億ユーロに及ぶ、主に建設業界や中小企業への投資に

重点を置いた景気刺激策が実施された。今回の主な目的は、中小企業の流動性を改善することであり、政府は付

保のない商業債務の保証を行っている。

さらに、銀行業界の支援のため、国家資本参加会社 (Société de Prises de Participation de l'Etat)を

通じて劣後債の引受による資金の投入が行われ、また国が34%を出資し、フランス経済融資機関 (Société de

Financements de l'Economie Française) という特別ビークルを設立した。その代わり、銀行は2009年から貸

付残高を３%から４%増加させることを約束した。

2008年１月には単一欧州支払地域（Single European Payment Area）（以下「SEPA」という。）の導入とと

もに、SEPA口座振込が始まった。SEPA口座引き落としについては、フランスの銀行とヨーロッパの機関がいまだ

に協議を続けている。

2009年には、フランスのすべての銀行は、非課税の貯蓄預金であるLivret Aを取り扱うことが可能である。同

預金は以前、郵便貯金銀行と貯蓄銀行でのみ取扱可能だったものである。

消費者ローン（ローン保護保険を含む。）に関するヨーロッパの規制は現在整備中である。これにより、不動

産関連のローンの借主は、貸主である銀行からの保険に加入する義務がなくなり、ローンの保険者を選択する

ことができるようになる。

トルコ

トルコの銀行業界では、大手国内銀行、国営銀行そして世界規模の銀行が数多く入り乱れている。国営銀行は

27%、外国銀行（一部株式保有しているものを含む。）は25%のシェアを有している。残りは民間の国内銀行が占

めている。国内銀行５行が、46行の存在する市場を支配しており、銀行業界の資産の約62パーセントを占めてい

る。

世界的金融危機によって流動性にブレーキがかかり、トルコの銀行が海外で資金調達をすることが困難に
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なっている。特に預金市場において理不尽な価格決定が行われるなどして競争が激化している。

世界規模の銀行数行の失敗によって、外国資本の銀行の評判は下がり、消費者マインドにも悪影響が出てお

り、国内銀行や国営銀行への預金の流出につながっている。

銀行の1,000を超える支店ネットワークの拡大により、すべての分野において多くの顧客獲得につながり、

2008年の預金ベースの増加が加速した。

中央銀行による上限利率の管理によるクレジットカード市場の規制は、2008年の業界の収益性に引き続き悪

影響を及ぼしている。

（２）訴訟

下記「第６ 経理の状況　－　１ 財務書類　－　（２）中間財務書類　－　財務諸表注記」の注記12「訴訟」を

参照のこと。

４【事業等のリスク】

当行の実際の業績を、予想された業績と（場合により、著しく）異なるものとしうる要因は多数存在する。以

下に記載する要因は、当行の事業が直面する潜在的リスクおよび不確実性の全てを完全かつ包括的に記載した

ものとみなされるべきではない。本項に含まれる将来の見通しに関する記述は、本書提出日現在における当行

の意見、見通し、目標、見積りおよび予測に基づく。

現在の経済状況および市況が当行の業績に悪影響を及ぼす可能性がある。

当行の収益は、全世界および現地の経済状況および市況から影響を受ける。世界経済はここ80年間において

最も厳しい景気後退に入り、金融サービス業は異常な混乱に直面した。このような状況の悪化は、困難な市況の

影響を悪化させ、当行の経営成績に悪影響を及ぼす可能性がある。当行は、全事業においてこのような状況に置

かれており、また、各地域の状況は、以下を含むその分野特有の課題を当行に投げかけている。

- 景気後退の継続または悪化および不安定な雇用、

- 米ドル、ユーロおよび英国スターリングポンド間の外国為替レートの変動、

- 金利のボラティリティ、

- 株式市場のボラティリティ、

- 連合王国およびユーロ圏不動産市場（特に、消費者が所有する不動産の市場）における非流動性および

価格の下落圧力、

- 現在の市場の混乱の継続期間と深刻度、

- 民間企業および政府の確定給付型年金基金に対する、予想を下回る投資収益による影響、

- 民間企業および政府の確定給付型年金基金に影響を与えうる、寿命に関する年金数理上の仮定における

予期せぬ変動の影響、ならびに、

- 信用供与の継続および当行が業務を行っている市場区分での価格競争に関する消費者の認識。

当行事業に内在する流動性および資金調達に係るリスクが現在の世界市況により著しく増加した。

当行の事業モデルは、債務の履行が必要な場合には、資金が調達できるか否かにより左右される。また、当行

の流動性は、様々な予測不能な市場事由を理由として債券発行市場を利用できないことで阻害されうる。信用

格付けの格下げは、当行の資金調達コストを増加させるであろう。当行の収益は、金融商品を適切に評価できる

か否かによって影響を受ける。流動性の低い市場では、金融商品の価値決定が困難となる可能性があり、資金調

達において不確定要素が増加する。当行がエクスポージャーを持つ金融商品の格付機関による格下げ等は、こ

れら金融商品の流動性および評価を低減する可能性もある。

当行は取引先リスクに著しくさらされている。

事業への資金供給とリスク管理を行うために通常の取引に従事する当行の能力は、その他の金融サービス機
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関の活動や商取引上の健全性により悪影響を受ける可能性がある。当行の取引先のうち１者による不履行が、

当行の業績に悪影響を及ぼす可能性がある。

当行は厳しい競争環境で営業を行っており、現在の世界市況の今後の状況によっては競争が激化する可能性が

ある。

当行は、金融サービス業での統合、技術的進歩、eコマースの成長、規制拡大、および公共部門の参加または保

証を原因として激化する競争圧力を受けている。当行が自身の事業と収益を伸ばすことができるか否かは、有

能かつ忠誠心のある従業員を獲得し、維持できるかにもかかっている。

当行は、営業を行っている国で政治的リスクおよび経済的リスクを受ける場合がある。

当行は、子会社および関連会社の国際ネットワークを通じて営業を行っており、不利な政治的展開、通貨変

動、社会不安、および以下を含む政府の方針の変更により損失を被るリスクがある。

- 連合王国金融サービス機構、イングランド銀行、欧州中央銀行ならびに当行が営業するその他の主要な

経済圏および市場の中央銀行を含む、中央銀行およびその他の監督機関の貨幣、金利およびその他の政

策、

- 収用、国有化、資産の没収および外国資本に関する法律の変更、

- 消費者市場で業務を行っている金融機関の慣行、条件設定または責任を改める、地域、州および国の監督

機関または立法機関のイニシアチブ、

- 当行が営業している主要な市場における破産に関する法律の変更およびその影響、

- 当行が営業している特定の市場における投資判断に重大な影響を与えうる政府の政策の一般的な変更、

- 現在の市場の混乱による政府の特別措置、

- コンプライアンスの追加要請を含む、規制上の審査、措置または訴訟の費用、影響および結果、ならびに、

- ノンバンク金融サービス会社からの競争激化を含む、当行が営業している市場における競争の影響。

金融サービス業への規制強化

当行は、営業を行っている様々な国々において、広範囲に強化されている規制、会計基準、その解釈および法

律に服している。世界の経済状況に反応して最近政府が行った介入の結果、所要自己資本の増加や特定の仕組

み取引への制限を含む金融サービス業への政府による規制と管理が大幅に強化されることが大いに予想され

る。連合王国において、最新の2009年銀行法は、連合王国の銀行とその親会社に関する幅広い権限を、かかる連

合王国の銀行が財政難に直面したか、または直面する可能性がある状況において、連合王国財務省、FSAおよび

イングランド銀行に付与する「特別解決制度」を規定している。

かかる権限には、(a)連合王国の銀行が発行した有価証券の全てまたは一部、連合王国の銀行の財産、権利お

よび負債の全てまたは一部を、商取引上の購入者に、有価証券については財務省もしくは財務省が指名した者

に、または財産、権利もしくは負債についてはイングランド銀行の法人に譲渡する権限、(b)債務不履行規定、契

約、または当事者による契約の終了もしくは支払債務の期限の利益の喪失を可能にする規定を含むその他の合

意を無効にする権限、および(c)連合王国の銀行に関する一定の新しい支払不能手続きを開始する権限が含ま

れる。また、当該法では、特別解決制度の権限を有効に利用できるように、命令により法律を改正する権限を財

務省に付与し、これは遡及的に適用される可能性がある。

当行の事業は営業リスクを含んでいる。

当行は、詐欺行為その他の刑事事件、処理または手続中の故障、システム障害または不具合、当行が制御でき

ないその他の事由により生じた事業の混乱等、多種多様な営業リスクにさらされている。

当行は、当行に悪影響を及ぼす可能性のある法的リスクを受ける場合がある。

法的リスクは様々な原因により生じ、かかるリスクから、当行は潜在的な利益相反、法律上および規制上の要

件、倫理的問題、反マネーロンダリング法または規制、プライバシー法、情報セキュリティ方針、売買慣行、およ

び当行と関連ある会社の経営を適切に取り扱う必要がある。これらの問題を適切に取り扱わない場合には、訴
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訟請求数、主張された損害額、または規制当局による強制執行、罰金もしくは刑罰を潜在的に増加させる可能性

がある。

当行は、営業を行っている国で租税関係リスクを受ける場合があり、かかる場合には経営成績に悪影響が及ぶ

可能性がある。

当行は、営業を行っているすべての国において租税法の実体および解釈に服し、租税法またはその解釈の変

更に関連するリスク、および課税当局が要求する手続きの遵守を怠った結果生じるリスクを受ける場合があ

る。

当行に特有の要因

当行が、貸倒れまたは支払遅滞の発生等の当行が直面するリスクの適切な特定およびかかるリスクの（会計

管理、ヘッジおよびその他の方法による）管理に成功すること。特に、有効なリスク管理は、当行が使用する統

計モデルでとらえることのできない事由に備えるための負荷テストおよびその他の方法を用いた当行の能力

に左右される。

当行が営業上、法律上、規制上および訴訟上の課題への取り組みに成功すること。

５【経営上の重要な契約等】

該当事項なし

６【研究開発活動】

当行グループは、銀行業務および関連金融サービスを幅広く提供している。当行グループは、サービス提供を

向上させるべく商品開発活動に投資を続けており、また、商品やサービスをサポートし、内部および外部の報告

システムを強化するためのソフトウェアを継続的に開発している。

７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

本項に含まれる将来の見通しに関する記述は、本書提出日現在における当行の意見、見通し、目標、見積りおよ

び予測に基づく。

（１）2008年度

財務実績の概要

(単位：百万ポンド)

2008年 2007年

（修正再表示）

正味受取利息 5,697 3,854

正味受取手数料 3,957 4,184

その他の収益 4,686 4,762

正味営業収益（貸倒損失およびその他の信用リスク引当金

控除前）
14,340 12,800

貸倒損失およびその他の信用リスク引当金 (1,861) (1,043)

正味営業収益 12,479 11,757

営業費用合計 (8,122) (7,741)

営業利益 4,357 4,016
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関連会社および合弁事業における利益持分 9 47

税引前経常利益 4,366 4,063

経常利益にかかる税金 (843) (767)

税引後経常利益 3,523 3,296

親会社株主に帰属する部分 3,441 3,209

「基礎的数値」という場合、取得および処分の影響調整後の数値をいう。2008年の主な処分としては、2008年

７月に完了した地方銀行７行の売却と、グローバル・ペイメンツ・インクとの合弁事業への連合王国のカード

取得事業の売却があげられる。当行グループによるフランスのHSBCアシュアランシズの残り50%の持分の取得

は、2007年３月に完了した。

以下の記載は、基礎的数値によるものである。

正味受取利息は、バランスシート・マネジメントの収入増と、連合王国、フランス、インターナショナルおよ

びドイツでのグローバル・バンキングのスプレッドの改善を主因として、1,935百万ポンド（53%）増加した。

正味受取手数料は、87百万ポンド（２%）減少したが、その殆どがUKリテールおよびUKグローバル・バンキン

グ・アンド・マーケッツでの減少であった。これは、主に取引の減少と、貸付、保護および投資商品の新規取引

の減少によるものであった。

その他の収益は、前年比で955百万ポンド（20%）減少した。主たる原因は、信用取引、レバレッジド・アンド

・アクイジション・ファイナンスおよびモノライン信用エクスポージャーにおける不良ポジションの評価損

であった。さらに、12月のマドフ・インベストメント・セキュリティーズ・エルエルシー（Madoff Investment

Securities LLC）の詐欺容疑により、当行グループは、関連ファンドのユニットの価値を引き下げ、585百万ポ

ンドの費用を計上した。

貸倒損失およびその他の信用リスク引当金は、主に信用環境の悪化と当行グループの売却可能ポートフォリ

オの減損費用により、831百万ポンド（81%）増加した。さらに、厳しい取引状況から一部の大口顧客が影響を受

けて、UKコマーシャル・バンキングでの貸付金の減損が増加した。

営業費用は555百万ポンド（７%）増加した。費用の増加は主に、連合王国におけるFSCSの課税、トルコでの拡

張費用およびプライベート・バンキング事業の展開が原因であった。

当行の関連会社および合弁事業における利益持分は、2007年３月のHSBCアシュアランシズの統合前の高い利

益が得られなかったことを主因として、31百万ポンド減少した。

実効税率は19.3%（2007年は18.9%）であった。かかる税率は、両年ともに非課税利益の恩恵を受けて、連合王

国の混合税率28.5%（2007年は30.0%）より低くなっている。2008年の最も重要な非課税利益は、フランスの地

方銀行７行と連合王国のカード取得事業の処分に関するものであった。

株式資本

2008年５月、HSBCホールディングス・ピーエルシーは、当行の全額払込済普通株式資本として、額面１ポンド

普通株式１株を1,000百万ポンドで引き受けた。HSBCホールディングス・ピーエルシーはさらに、2008年10月、

当行の全額払込済普通株式資本として、額面１ポンド普通株式１株を750百万ポンドで引き受けた。

2009年１月、HSBCホールディングス・ピーエルシーは、当行の額面１ポンド普通株式１株と引換えに、当行に

527百万ポンド支払った。この対価は、当行の全額払込済普通株式資本および資本剰余金に組み入れられた。

2009年３月、HSBCホールディングス・ピーエルシーは、当行の額面１ポンド普通株式１株と引換えに、当行に

500百万ポンド支払った。この対価は、当行の全額払込済普通株式資本および資本剰余金に組み入れられた。

2009年５月、HSBCホールディングス・ピーエルシーは、当行の額面１ポンド普通株式１株と引換えに、当行に

1,750百万ポンド支払った。この対価は、当行の全額払込済普通株式資本および資本剰余金に組み入れられた。
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資本管理

2006年６月、バーゼル銀行監督委員会は、Basel Ⅱとして知られている「自己資本の測定と基準に関する国

際的統一化」の最終的な包括版を公表した。Basel Ⅱは、最低所要自己資本、監督上の検証および市場規律の３

つの「柱」により構成されている。資本要求指令（以下「CRD」という。）は、欧州連合（EU）でBasel Ⅱを充

足しており、FSAは、自身の規則集にCRDの要件を記載することでCRDを実行する。2008年、当行グループはBasel 

Ⅱに基づいて運営を行っている。

FSAは当行および当行グループの監督機関であり、その資格によって当行および当行グループの適正資本に

関する情報を取得し、最低所要自己資本を設定している。当行の子会社銀行はそれぞれ直接、適切な現地の銀行

監督機関の管理を受け、当該機関が銀行子会社の自己資本比率基準を設定、監視している。

当行グループの資本は２つに分かれている。Tier1資本は、中核的株式Tier1資本、非革新的優先株式と革新的

Tier1証券である。中核的株式Tier1資本はさらに、株主資本とTier1資本中の少数株主持分（株主資本のうち、

適正資本の目的上取扱いが異なる項目を反映した調整後）とで構成されている。中核的株式Tier1資本の算出

に際しては、のれんと無形資産の帳簿価額は控除される。Tier2資本は、適格劣後ローン資本、算入可能な集合的

な減損に対する引当金、Tier2資本中の少数その他株主持分、および売却可能持分商品の公正価値評価による生

じる未実現利益で構成されている。また、Tier2資本には、不動産再評価により生じた準備金も含まれている。

様々な制限が資本基盤の要素に適用される。革新的Tier1証券の額は、Tier1資本総額の15%を超えることはで

きず、適格Tier2資本はTier1資本の額を超えることはできず、また適格期限付劣後ローン資本はTier1資本の

50%を超えてはならない。Tier2資本金に算入可能な集合的な減損に対する引当金の額にも制限が設けられてい

る。規制上、銀行関連会社は、財務報告に用いられている持分法会計ではなく、比例連結されている。

一定の制限を超える銀行資本への投資の帳簿価格および減損に対する引当金を上回る損失見積額の超過分

は、公表された開示書類においてTier1資本およびTier2資本の各々から50%が控除される。また、これは保険子

会社および関連会社への投資の控除にも適用されるが、FSAは2012年12月31日までを期限とする経過規定を設

けた。かかる経過規定に基づき、2006年７月20日までに取得した保険投資は、上記に代わって、Tier1資本および

Tier2資本の合計から控除される可能性がある。当行グループは、かかる経過規定の適用を選択した。

2008年１月１日から資本計算における基準が変更となった。Tier1資本および総資本にかかる影響について

は、下記「12月31日現在の資本構造　－　Basel Ⅱ」の表に示されている。当行グループの資本基盤は、損失見積

額が内部格付けに基づく（以下「IRB」という。）ポートフォリオの個別および集合的な減損に対する引当金

の総額を上回る超過分を限度として、Basel Ⅰと比較して減少した。かかる集合的な減損に対する引当金は、も

はやTier2資本への組入に適さない。

開示の目的上、IRBポートフォリオの減損に対する引当金の総額を上回る損失見積額のかかる超過分は、中核

的株式Tier1資本から50%およびTier2資本から50%を控除する。さらに、税効果がリスクまたは損失をカバーす

るためにTier1資本の有効性に影響を与える限り、税効果への反映を目的としてTier1資本に対して税額控除の

調整がなされる。

Basel Ⅱ規則に基づいて発生した損失見積額は、過去12か月間の厳しい景気下降を前提に予想した損失を表

している。この定義は、減損引当金とは異なる。減損引当金とは、貸借対照表日の貸付ポートフォリオ内で発生

した損失のみをいい、景気下降の前提を反映することにより規制上の基準が必要とする保守的な上乗せ水準を

計上することは許可されていない。したがって、目まぐるしく入れ替わるクレジットカード等の消費者信用

ポートフォリオについては、減損に対する引当金は今後12か月で予想される損失見積額の一部のみを含んでい

る。かかるポートフォリオは、１年に３から４回回転するため、損失見積額の殆どが測定日に実行されていない

信用供与に関連している。
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損失見積額と減損に対する引当金の総額との差額を控除することで、資本における影響総額と損失見積額の

規制上の定義とを等しくしている。損失見積額は長期予測に基づいており、また、TTC（through-the-cycle）を

考慮にいれているため、実際の損失よりも変動が少ないことが見込まれる。しかし、かかる控除の影響は、減損

の会計基準が損失見積額の規制上の基準に近づいたり遠ざかったりと変化するために、その時々に応じて変化

する可能性がある。

FSA規則は、外部監査人がFSAのジェネラル・プルデンシャル・ソースブック（General Prudential

Sourcebook）に従って証明した限度において、Tier1資本に利益を組み入れることを認めている。2008年12月31

日に終了する年度の利益の証明手続きは外部監査人によって2009年２月28日に完了し、かかる利益は当行グ

ループのTier1資本に含まれている。厳密には、2008年１月１日以降、FSAの規制上の報告様式は、外部監査人の

手続きが完了するまでは、かかる利益をTier1資本に計上する方法とは異なっている。

Basel Ⅱでは、第一の柱である信用リスクに対する所要自己資本の計算について更に複雑化した３つの手法

が提供されている。最も基本となる標準手法では、銀行に対して格付けされた取引相手に適用されるリスク・

ウエートを決定するために外部の信用格付けを利用するように求め、その他の取引相手を広いカテゴリーに分

類し、これらのカテゴリーに標準リスク・ウエートを適用する。次のステップとして、IRB手法では、取引相手が

債務不履行をおこす可能性（デフォルト率：以下「PD」という。）の内部評価を基に、信用リスクに対する規

制上の所要自己資本を銀行が計算できるようにする。ただし、デフォルト時エクスポージャー（以下「EAD」と

いう。）およびデフォルト時損失率見積(以下「LGD」という。)の定量化が、標準的な監督上の制限に服するも

のとする。最後に、先進的IRB手法は、PDだけでなく、EADおよびLGDの定量化の内部評価を銀行に利用させること

ができる。損失見積額は、EADにPDおよびLGDを乗じることにより計算される。IRB手法に基づく所要自己資本は、

想定外の損失を補填することを予定しており、これらの要因と、償還および相関関係等のその他の変数を含む

規制上の規則に記載された算式から算出される。

信用リスクについて、FSAの承認により、当行グループは、2008年１月１日から事業の大部分においてBasel 

Ⅱに先進的IRB手法を採用し、残りの部分にはIRBまたは標準化された手法が採用された。今後数年間にわたり、

現地および連結グループの報告について、先進的手法の適用範囲を広げるために展開計画を実施するが、標準

化された手法での少量のエクスポージャーが残される。

市場リスクは、価値、収益、利息および外国為替の変動から生じるトレーディング・ブック上の資産の変動か

ら発生し、FSAの許可を得てVARモデルを用いるか、またはFSAが規定した基準規則を用いることにより測定され

る。トレーディング・ブックおよび非トレーディング・ブック上の取引相手の信用リスクは、ある取引におけ

る取引相手が当該取引につき十分な決済を完了する前に債務不履行になる可能性があるリスクをいう。取引相

手の信用リスクの計算手法としては、標準化方法、値洗い方法および内部モデル方法の３つがあり、エクスポー

ジャーの価値を決定するためにBasel Ⅱで定義されている。かかるエクスポージャーの価値は、信用リスク手

法である、標準化方法、IRB手法および先進的IRB手法のうちの１つを用いてリスク加重資産(RWAs)を決定する

ために使用される。当行グループは、市場リスクについてはVAR手法および基準規則手法の両方を、また、取引相

手の信用リスクについては値洗いおよび内部モデル方法を用いる。当行グループは、市場リスクについてはよ

り多くのポジションを基準規則からVARに移行させ、取引相手の信用リスクについては値洗いから内部モデル

方法に移行させることを長期的目標としている。

また、Basel Ⅱは、営業リスクのための所要自己資本を導入し、これにも三段階の整備された方法がある。基

礎的指標手法に基づいて要求される資本は、総収入の単純なパーセンテージとされ、標準化手法では、８つに分

類された事業ラインの各々に割り当てられた総収入の３つの異なるパーセンテージの１つとされる。最終的に

は、先進的な測定手法は、銀行自身の統計分析および営業リスク・データのモデリングを用いて所要自己資本

を決定する。当行グループは、標準化手法を採用した。
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Basel Ⅱの第二の柱（監督上の検証および評価過程）には、会社および監督機関の両方による、第一の柱で

カバーされていないリスクについて会社が追加資本を保有すべきか否かの検討が含まれている。第二の柱の過

程の一部には、第一の柱では把握されないリスクを会社が自己評価する自己資本充実度に関する評価プロセス

（ICAAP）がある。FSAが個別資本ガイダンス（以下「ICG」という。）を会社に供与することにより、第二の柱

の過程は終了する。ICGは、トリガー率を置き換え、第一の柱に基づき要求されるよりも高い資本金要件として、

通常は特定のパーセンテージで設定される。

Basel Ⅱの第三の柱は市場規律に関連するものであり、会社に対してそのリスク、資本およびリスク管理の

詳細の公表を要求することにより、会社の透明性を確保することを目的としている。

2007年中に、HSBCグループはBasel Ⅰに基づいて管理された。Basel Ⅰに基づいて、銀行業務の運営は、ト

レーディング・ブックまたはバンキング・ブックのいずれかに分類され、リスク加重資産はそれに従って決定

された。バンキング・ブック上のリスク加重資産は、適格な担保と保証を考慮した後、各資産と取引相手の内容

に従って分類されたリスク・ウエートの階層を用いて測定されている。信用リスク、外国為替リスクまたは金

利リスクを引き起こすバンキング・ブック上のオフバランス・シート項目には、適格な担保と保証を考慮した

後、取引相手の分類に適したウエートが割り当てられる。トレーディング・ブック上のリスク加重資産は、外国

為替リスク、金利リスクおよびエクイティ・ポジション・リスク等の市場関連リスクならびに取引先リスクを

考慮して決定される。

12月31日現在の資本構造　－　Basel Ⅱ

(単位：百万ポンド)

2008年

Basel Ⅱ

実現

（監査済）

2007年

Basel Ⅱ

見積
(1)

（未監査）

2007年

Basel Ⅰ

実現

（監査済）

規制上の自己資本の構成

Tier1資本：

株主資本 27,951 24,150 23,574

少数株主持分および優先株式 － － 1,007

控除：

のれん（資産計上されたもの）および無形資産 (11,239) (9,458) (9,458)

マテリアル・ホールディングス (451) (161) －

資本から控除された証券化ポジション (318) (63) －

減損に対する引当金を上回る損失見積額の超過分 (640) (422) －

中核的株式Tier1資本 15,303 14,046 15,123

永久非累積優先株式 431 431 －

革新的Tier1証券 1,789 1,636 1,636

その他のTier1資本 2,220 2,067 1,636

Tier1資本合計 17,523 16,113 16,759

Tier2資本：
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不動産再評価により生じた準備金および売却可能持分の

未実現利益 342 402 402

永久劣後負債 3,451 1,843 1,843

定期劣後負債 7,649 6,057 5,323

集合的な減損に対する引当金 － － 873

Tier2資本中の少数その他株主持分 － － 734

控除前適格Tier2資本合計 11,442 8,302 9,175

Tier1資本以外からの控除

マテリアル・ホールディングス (899) (1,103) －

減損に対する引当金を上回る損失見積額の超過分 (640) (422) －

資本から控除された証券化ポジション (318) (63) －

その他の控除 (10) (313) (152)

非連結投資 － － (1,551)

Tier1資本以外からの控除合計 (1,867) (1,901) (1,703)

規制上の自己資本の合計 27,098 22,514 24,231

リスク加重資産（未監査）

信用リスク 211,206 181,329 －

市場リスク 25,311 12,531 －

営業リスク 21,366 18,521 －

バンキング・ブック － － 196,561

トレーディング・ブック － － 27,310

合計 257,883 212,381 223,871

資本比率（未監査）： (%) (%) (%)

中核的株式Tier1資本比率 5.9 6.6 該当なし

Tier1資本比率 6.8 7.6 7.5

総資本比率 10.5 10.6 10.8

(1)　2007年Basel Ⅱ見積は、証券化ポジションと永久非累積優先株式による影響を「その他のTier1資本」に個別に表示するために修

正再表示された。

財政状態

主に顧客に対する貸付金およびデリバティブ取引の増加により、2008年12月31日現在の資産合計は、前年比

で、301,951百万ポンド（49%）増加し、924,231百万ポンドとなった。

主に顧客からの預金およびデリバティブ取引の増加により、2008年12月31日現在の負債合計は、前年比で、

306,289百万ポンド（51%）増加し、903,570百万ポンドとなった。

2008年12月31日現在の資本合計は、前年比で4,338百万ポンド（17%）減少し、20,661百万ポンドとなった。資

本剰余金勘定は、当行普通株式をHSBCホールディングス・ピーエルシーが引き受けたことにより増加したが、

売却可能準備金の減少を主な原因としたその他準備金の減少により減少した。

キャッシュ・フローの状況
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2008年12月31日に終了した年度において、営業資産及び営業負債の変動により生じた純資金の増加によって

相殺されているものの、主に為替変動により、営業活動から生じた純資金は、4,767百万ポンド（16%）減少し、

25,927百万ポンドとなった。

主に金融投資商品の購入及び売却に使われた純資金の増加により、投資活動に使用した純資金は、2008年12

月31日に終了した年度において、1,276百万ポンド（４%）増加し、29,982百万ポンドとなった。

2007年12月31日に終了した年度の財務活動に使用した純資金は134百万ポンドであったが、2008年12月31日

に終了した年度の財務活動から生じた純資金は、株主への配当支払いにより一定の範囲で相殺されたものの、

主に当行の普通株式の発行および劣後ローンの実行により、464百万ポンドとなった。

結果として、2008年12月31日に終了した年度において、現金および現金同等物の正味減少は、3,591百万ポン

ドとなり、2008年12月31日現在の現金および現金同等物の残高は60,855百万ポンドとなった。

（２）2009年度上半期

経営成績

　営業収益合計は、26%増加して、9,778百万ポンドとなった（2008年上半期は7,755百万ポンドであった。）。

2009年上半期の正味受取利息は、2008年同期比で、1,777百万ポンド（75%）増加し、4,149百万ポンドとなった。

しかし、他方で、2009年上半期の正味受取手数料は、2008年同期比で、69百万ポンド（３%）減少し、2,040百万ポ

ンドとなった。

正味営業収益（貸倒損失控除前）は、1,147百万ポンド（16%）増加し、8,198百万ポンドとなった（2008年上

半期は7,051百万ポンドであった。）。ヨーロッパ経済の減退により、あらゆる顧客グループにおいて信用状態

が悪化したため、貸倒損失は1,223百万ポンド増加し、1,795百万ポンドとなった。結果として、2009年上半期の

正味営業収益は、2008年同期比で、76百万ポンド（１%）減少し、6,403百万ポンドとなった。

2009年上半期の営業費用合計は、主に一般管理費の増加を反映して、2008年同期比で、178百万ポンド（５%）

増加し、4,059百万ポンドとなった。結果として、税引前利益は、９%減少し、2,358百万ポンドとなった（2008年

上半期は2,598百万ポンドであった。）。

財政状態

主にデリバティブの減少を受けて、2009年６月30日現在の資産合計は、2008年12月31日現在と比較して、

149,420百万ポンド（16%）減少し、774,811百万ポンドとなった。

主にデリバティブの減少を受けて、2009年６月30日現在の負債合計は、2008年12月31日現在と比較して、

152,410百万ポンド（17%）減少し、751,160百万ポンドとなった。

2009年６月30日現在の資本合計は、2008年12月31日現在と比較して、2,990百万ポンド（14%）増加し、23,651

百万ポンドとなった。資本基盤の強化を継続するため、2009年上半期中に2,777百万ポンドの追加資本を調達し

た。

キャッシュ・フローの状況

主に為替差額の消却（これは営業資産および営業負債の変動により使用された資金の増加により一定程度

相殺されているが）により、2009年上半期の営業活動に使用した純資金は、2008年同期比で、8,817百万ポンド

（90%）減少し、940百万ポンドとなった。

2008年上半期の投資活動に使用した純資金が961百万ポンドとなったことと比較して、主に金融投資商品の

購入および売却によって生じた純資金を反映して、2009年上半期の投資活動から生じた純資金は2,590百万ポ

ンドとなった。

主に2009年上半期中の株式資本の発行を反映して、2009年上半期の財務活動から生じた純資金は、2008年同
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期比で、1,550百万ポンド（147%）増加し、2,601百万となった。

結果として、2009年上半期は、2008年上半期の現金および現金同等物の9,667百万ポンドの減少と比較して、

現金および現金同等物の正味増加は4,251百万ポンドとなった。
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第４【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

2008年12月31日現在、連合王国内における当行の支店は1,430店舗であり、その他多数の国々に支店を有して

いた。上記「第２ 企業の概況　－　３ 事業の内容」を参照のこと。

無形資産

2009年６月30日現在で当行グループが認識したのれんおよびその他の無形資産の総額は、10,808百万ポンド

（2008年12月31日現在は11,780百万ポンド）であった。

（内部での作成または購入により）2008年に当行グループが追加したソフトウェアは、168百万ポンド

（2007年は118百万ポンド）であった。

有形資産

2009年６月30日現在で当行グループが認識した有形固定資産の総額は、4,541百万ポンド（2008年12月31日

現在は4,697百万ポンド）であった。

2008年に当行グループが拡張した自己保有の土地および建物は87百万ポンド（2007年は104百万ポンド）に

のぼった。当行グループが拡張した長期賃借土地および建物は81百万ポンド（2007年は87百万ポンド）となっ

た。

2008年に当行グループが拡張した設備は614百万ポンド（2007年は387百万ポンド）であった。

その他の資産

さらに、当行グループは、2008年12月31日現在において、売却予定の有形固定資産を62百万ポンド（2007年は

586百万ポンド）保有していた。

売却目的に分類された有形固定資産には、顧客によって担保に供されていた担保権実行済み不動産が含まれ

る。これらの担保権実行済み資産は取得より12か月以内に処分される予定である。

下記「第６ 経理の状況　－　１ 財務書類　－　（１）年次財務書類　－　A.2008年12月31日終了事業年度　－　

財務諸表注記」の注記22「有形固定資産」に記載されているとおり、カナダ・スクエア８は「売却目的資産」

から組み替えられている。

２【主要な設備の状況】

上記「１ 設備投資等の概要」を参照のこと。

３【設備の新設、除却等の計画】

上記「１ 設備投資等の概要」を参照のこと。

のれんの減損に関する検討の情報については、下記「第６ 経理の状況　－　１ 財務書類　－　（１）年次財務

書類　－　A.2008年12月31日終了事業年度　－　財務諸表注記」の注記21「のれんおよび無形資産」を参照のこ

と。

2009年度においては、当行の通常の業務において行われるものを除き、設備投資は予定されていない。

2009年11月13日、当行は、ロンドン市カナリー・ワーフ所在の当行本社ビルを772.5百万ポンドで売却するこ

とに合意した。この取引が完了した結果、当行の損益計算書には、約350百万ポンドの利益が計上される予定で

ある。韓国ナショナル・ペンション・サービス（以下「NPS」という。）の完全子会社および当行は、この取引

に関連する契約を締結し、当行が、20年のリース・バック期間のうち残存する17.5年につき、現行の年額46百万
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ポンドの賃料で完全な占有権を保持するものとし、NPSが998年のリースを得るものとした。当行本社ビルの売

却は、2009年12月31日までに完了する予定である。
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第５【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

　（１）【株式の総数等】

　　①【株式の総数】

ポンド

2009年８月５日現在

授権株数(株) 発行済株式総数(株) 未発行株式数(株)

額面１ポンド普通株式
― 796,969,107 203,030,892

額面１ポンド優先普通株式
― 1 0

額面１ポンド優先株式
― 0 150,000,000

米ドル

授権株数(株) 発行済株式総数(株) 未発行株式数(株)

額面0.01米ドル非累積型ドル

建て優先株式 ― 0 200,000,000

額面0.01米ドル非累積型第二

ドル建て優先株式 ― 0 4,000,000

額面0.01米ドル非累積型第三

ドル建て優先株式 ― 35,000,000 5,000,000

　　②【発行済株式】

ポンド

2009年８月５日現在

記名・無記名の別および

額面・無額面の別
種　類 発行数(株)

上場金融商品取引所名

または登録認可金融商

品取引業協会名

内容

記名式額面株式

１株当たりの額面金額１ポンド
普通株式 796,969,107該当なし

記名式額面株式

１株当たりの額面金額１ポンド
優先普通株式 1 該当なし （注２）

計 ― 796,969,108―

（注１）　各種類株式１株につき１議決権を有する。
（注２）　(1)　優先普通株式は、あらゆる点において普通株式と同順位とし、その他優先普通株式と同順位である旨表示されている一切の株

式と同順位とする。優先普通株式は、普通株式と同等の権利を伴い、同等の制限を付されるものとするが、これらに加え、優先
普通株式は以下を有するものとする。
(ⅰ)　当行があらゆる種類の株式（普通株式を除く。）に関して行う利益分配に際し、その都度、分配金額の最初の100ポン

ドを他の株式に先立ち受け取る権利。
(ⅱ)　当行の清算時（株式資本の償還、減資または買い入れ時を除く。）の分配に際し、当行の配当可能な資産の中から優先

普通株式の額面金額およびその発行時に支払われたプレミアムに相当する金額を他の株式に先立ち受け取る権利。
(2)　上記(1)(ⅰ)または(ⅱ)において言及されている権利に先立ち、当行の利益または資産の分配を受ける権利を有する当行の
株式資本が創出または発行されたときは、優先普通株式の権利の変更を構成するものとみなす。
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米ドル

記名・無記名の別および

額面・無額面の別
種　類 発行数(株)

上場金融商品取引所名

または登録認可金融商

品取引業協会名

内容

記名式額面株式

１株当たりの額面金額0.01米ドル

第三ドル建て

優先株式
35,000,000該当なし （注２）

計 ― 35,000,000 ―

（注１）　各種類株式１株につき１議決権を有する。

（注２）　第三ドル建て優先株式は、第三ドル建て優先株式の相互間で同順位とし、その他第三ドル建て優先株式と同順位である旨表示され

ている一切の株式と同順位とする。これらの株式は、通常定款に定める権利を有し、通常定款に定める制限を付されるものとする。

また、これらの株式は取締役会が当該株式の割当前に付したその他の（通常定款に定める権利と矛盾しない）権利を有するものと

する。通常定款に基づき取締役会が第三ドル建て優先株式に付する権利を決定する権能を有している場合、取締役会が決定する権

利は、その時点で割当または発行されている第三ドル建て優先株式に付されている権利と同等であることを要しない。第三ドル建

て優先株式は、一または複数の個別シリーズとして発行することができ、その場合、各シリーズの分類・識別は取締役会が決定する

方法で行うものとし、かかる決定または分類・識別を行うために通常定款を変更することは要しない。

　（２）【発行済株式総数及び資本金の推移】

額面１ポンド普通株式

年月日
発行済株式総数

増減数(株)

発行済株式総数

残高(株)

資本金増減額

(ポンド)

資本金残高

(ポンド)

2005年８月31日 1 796,969,097500,000,000.0013,680,181,209.23

2005年12月16日 1 796,969,098300,000,000.0013,980,181,209.23

2005年12月21日 1 796,969,099700,000,000.0014,680,181,209.23

2006年３月29日 1 796,969,100400,000,000.0015,080,181,209.23

2006年５月４日 1 796,969,101275,000,000.0015,355,181,209.23

2007年３月９日 1 796,969,102510,000,000.0015,865,181,209.23

2008年５月９日 1 796,969,1031,000,000,000.0016,865,181,209.23

2008年10月９日 1 796,969,104750,000,000.0017,615,181,209.23

2009年１月30日 1 796,969,105526,592,943.6618,141,774,152.89

2009年３月26日 1 796,969,106500,000,000.0018,641,774,152.89

2009年５月１日 1 796,969,1071,750,000,000.0020,391,774,152.89

（注1）　上記に示す発行済株式総数の増加は、当行の更なる資本増強のためのHSBCホールディングス・ピーエルシーへの当行の株式発行に

よる。

（注2）　最近５年間においては、額面１ポンド優先株式、額面１ポンド優先普通株式、額面0.01米ドル非累積型ドル建て優先株式、額面0.01

米ドル非累積型第二ドル建て優先株式および額面0.01米ドル非累積型第三ドル建て優先株式には増減はなかった。

　（３）【所有者別状況】

当行の発行済普通・優先株式資本は、HSBCホールディングス・ピーエルシーが100％保有している。
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　（４）【大株主の状況】

2009年８月５日現在

氏名または名称 住所
所有株式数

(株)

発行済株式総数に対する

所有株式数の割合(％)

HSBCホールディングス・

ピーエルシー

連合王国E14 5HQロンドン市

カナダ・スクエア８

額面１ポンド普通株式

796,969,107
100.00

２【配当政策】

HSBCバンク・ピーエルシーの普通株式はすべて、HSBCホールディングス・ピーエルシーが保有しており、か

かる株式に対する配当は、当行およびHSBCホールディングス・ピーエルシーの資本状況および資金需要を考慮

に入れて取締役会により決定される。

2008年12月31日に終了した年度中に、当行は、HSBCホールディングス・ピーエルシーに対して2,974百万ポン

ド（2007年は1,706百万ポンド）の配当金を支払った。

2009年度上半期については、下記「第６ 経理の状況　－　１　財務書類　－　（２）中間財務書類　－　財務諸表

注記」の注記３「配当金」を参照のこと。

2009年８月４日、当行はHSBCホールディングス・ピーエルシーに対して440.7百万ポンドの配当金を支払っ

た。

３【株価の推移】

該当事項なし

４【役員の状況】

(1) 取締役およびシニア・エグゼクティブの主要略歴、ならびにその各々による当行株式の保有数

本書提出日において、当行の取締役（各々の勤務地は、E14 5HQロンドン市カナダ・スクエア８）、各々の

HSBCグループに関連する職務、およびHSBCグループにとって重要性をもつ各々の主要な外部活動（もしあれ

ば）は以下のとおりである。

氏名 役職名 生年月日 主要略歴 任期

所有株式

の種類

および数

S・K・グリーン 会長
1948年

11月７日

2005年会長就任。1995年より取締役。2003年か

ら2004年12月まで副会長。2006年よりHSBC

ホールディングス・ピーエルシーのグループ

会長。2003年から2006年までHSBCホールディ

ングス・ピーエルシーのグループ・チーフ・

エグゼクティブ。1982年HSBCグループ入社。

HSBCプライベート・バンキング・ホールディ

ングス（スイス）エスエーの会長。HSBCフラ

ンス、HSBCノース・アメリカ・ホールディン

グス・インクおよび香港上海銀行の取締役。

英国銀行協会の会長および2009年４月30日よ

りバスフ・エスイーの非常勤役員。

該当なし 0
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M・F・ゲーガン

・CBE
副会長

1953年

10月４日

2006年副会長就任。2004年より取締役。2004年

から2006年までチーフ・エグゼクティブ。

2006年よりHSBCホールディングス・ピーエル

シーのグループ・チーフ・エグゼクティブ。

1973年HSBCグループ入社。グループ・マネジ

メント・ボードの会長。HSBCバンク・カナダ

およびHSBCラテン・アメリカ・ホールディン

グス（UK）リミテッドの会長。香港上海銀行

およびHSBCノース・アメリカ・ホールディン

グス・インクの取締役。2009年５月７日まで

HSBCバンク・ユーエスエイ・エヌ・エイおよ

びHSBCユーエスエイ・インクの会長および取

締役。2000年から2003年まで、南アメリカにお

けるHSBCの営業の責任者。1997年から2003年

までHSBCバンク・ブラジル・エスエー‐バン

コ・ムルティプロのプレジデント。

該当なし 0

P・A・

サーストン

チーフ・エグ

ゼクティブ

1953年

８月31日

2008年から2009年４月１日までUKバンキング

のマネージング・ディレクター。2009年４月

１日よりチーフ・エグゼクティブ。グルーポ

・フィナンシエーロHSBCエスエー・デ・シー

ヴィーの前会長およびHSBCメキシコ・エス

エー、インスティトゥーション・デ・バンカ

・ムルティプロ・グルーポ・フィナンシエー

ロHSBCの前チーフ・エグゼクティブ・オフィ

サー。

該当なし 0

S・P・

オサリバン

チーフ・テク

ノロジー・ア

ンド・サービ

シズ・オフィ

サー

1956年

２月16日

2007年８月取締役就任。2007年８月から2008

年９月30日までチーフ・オペレーティング・

オフィサー。2008年10月１日からチーフ・テ

クノロジー・アンド・サービシズ・オフィ

サー。1980年HSBCグループ入社。HSBCトラスト

・カンパニー（UK）リミテッドの会長。HFCバ

ンク・リミテッドおよびマークス・アンド・

スペンサー・ファイナンシャル・サービシズ

・ピーエルシーの取締役。

該当なし 0

D・C・バッド* 取締役
1953年

12月15日

2005年より取締役。2008年６月よりHFCバンク

・リミテッドの会長。2005年よりグループ・

ゼネラル・マネージャー。1972年HSBCグルー

プ入社。HSBCバンク・ポルスカ・エスエーお

よびHSBCバンク(アールアール)エルエルシー

の会長。

該当なし 0
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S・T・ガリバー 取締役
1959年

３月９日

2006年取締役就任。グローバル・バンキング

・アンド・マーケッツ部門およびHSBCグロー

バル・アセット・マネジメント部門のチーフ

・エグゼクティブ。2008年５月よりHSBCホー

ルディングス・ピ―エルシ―のエグゼクティ

ブ・ディレクター。2004年よりグループ・マ

ネージング・ディレクター。1980年HSBCグ

ループ入社。2009年１月１日よりHSBCフラン

ス会長。HSBCプライベート・バンキング・

ホールディングス（スイス）エスエーおよび

香港上海銀行の取締役。HSBCトリンカウス・

アンド・ブルクハルト・アーゲーの副会長お

よびスーパーバイザリー・ボードのメン

バー。2009年５月７月まで、HSBCノース・アメ

リカ・ホールディングス・インクの取締役。

2003年から2006年までグローバル・バンキン

グおよびマーケッツ部門の共同部門長。2002

年から2003年まで、グローバル・マーケッツ

部門長。1996年から2002年まで、アジア太平洋

における財務およびキャピタル・マーケッツ

部門長。

該当なし 0

デイム・M・

マーシュ**
取締役

1946年

８月17日

2009年１月１日取締役就任。クロア・ソー

シャル・リーダーシップ・プログラムの制作

責任者、ナショナル・カウンシル・オブ・ザ

・ラーニング・アンド・スキルズ・カウンシ

ルのメンバー、およびヤング・エンタープラ

イズの理事。国家児童虐待防止協会(NSPCC)の

元チーフ・エグゼクティブ。

3年 0

R・E・S・

マーティン**
取締役

1960年

５月12日

2005年取締役就任。プラクティカル・ロー・

カンパニー・リミテッドのチーフ・エグゼク

ティブ。

3年 0

A・R・D・モン

ロー・デイヴィ

ス**

取締役
1940年

９月７日

2004年取締役就任。フィッチ・レーティング

スの元CEO。
3年 0

P・M・

シャウヤー**
取締役

1950年

９月11日

2004年取締役就任。デロイトの元マネージン

グ・パートナー。
3年 0

J・F・

トゥルーマン**
取締役

1943年

２月14日

2004年取締役就任。元SGウォーバーグ・アン

ド・コの副会長。
3年 0

ジョン・H・

マッケンジー
会社秘書役

1954年

２月３日
会社秘書役。1987年HSBCグループ入社。 該当なし 0

* 非執行取締役

** 独立非執行取締役

シニア・エグゼクティブ

　UKバンキング・マネジメント委員会およびヨーロピアン・マネジメント委員会における当行のシニア

・エグゼクティブのメンバー（各々の勤務地は、E14 5HQロンドン市カナダ・スクエア8）は、定期的に会

合を開き、役員会の直接の権限の下で全体管理委員会として機能する。UKバンキング・マネジメント委員

会およびヨーロピアン・マネジメント委員会のメンバー、各々のHSBCグループに関連する職務、および

HSBCグループにとって重要性をもつ各々の主要な外部活動（もしあれば）は以下のとおりである。
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UKバンキング・マネジメント委員会

氏名 役職名 生年月日 主要略歴 任期

所有株式

の種類

および数

P・A・

サーストン

チーフ・エグゼクティブ

（議長）

1953年

８月31日
上記参照。 該当なし 0

S・P・

オサリバン

UKバンキングのチーフ・テ

クノロジー・アンド・サー

ビシズ・オフィサー（副議

長）

1956年

２月16日
上記参照。 該当なし 0

B・A・フレッ

チャー

UKバンキングのチーフ・リ

スク・オフィサー

1960年

６月27日
2005年HSBCグループ入社。該当なし 0

J・D・ガーナー UKバンキングのPFS部門長
1969年

６月23日
2004年HSBCグループ入社。該当なし 0

R・A・ラング

UKバンキングのインシュラ

ンス部門長およびHSBCライ

フ（UK）リミテッドのチー

フ・エグゼクティブ・オ

フィサー

1973年

２月25日
2006年HSBCグループ入社。該当なし 0

R・W・R・リンゼ

イ

メディア・リレーションズ

の部門長

J・S・ルエリン

・ジョーンズ

UKバンキングのチーフ・

フィナンシャル・オフィ

サー

1967年

5月21日
2008年HSBCグループ入社。該当なし 0

N・P・クィン UKバンキングのCMB部門長1962年

１月13日

1987年にHSBCグループ入社該当なし 0

P・K・スワード ストラテジー・インプリメ

ンテーションの部門長

1956年

２月10日

1985年にHSBCグループ入社該当なし 0

M・シェリダン UKバンキングの人事部長
1957年

９月25日
2009年HSBCグループ入社。該当なし 0

ヨーロピアン・マネジメント委員会

氏名 役職名 生年月日 主要略歴 任期

所有株式

の種類

および数

P・A・

サーストン

チーフ・エグゼクティブ

（議長）

1953年

８月31日
上記参照。 該当なし 0

Z・J・カマ

GMOインターナショナルの

ゼネラル・マネージャー

（副議長）

1947年

５月26日

グループ・ゼネラル・マネー

ジャー、インターナショナルおよ

び大陸ヨーロッパ、HSBCホール

ディングスヨーロッパ、HSBCホー

ルディングス・ピーエルシー。

1968年にHSBCグループ入社。2001

年にグループ・ゼネラル・マ

ネージャーに指名される。

該当なし 0

P・Y・

アンティカ

HSBCバンク・エーエス・ト

ルコのチーフ・エグゼク

ティブ・オフィサー

1960年

７月17日
1990年HSBCグループ入社。 該当なし 0
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P・W・ボイルズ
HSBCフランスのチーフ・エ

グゼクティブ・オフィサー

1955年

11月30日
1975年HSBCグループ入社。 該当なし 0

A・J・J・

シュミッツ

HSBCトリンカウス・アンド

・ブルクハルトのチーフ・

エグゼクティブ・オフィ

サー

1960年

２月23日
1989年HSBCグループ入社。 該当なし 0

D・K・シーハン

HSBCプライベート・バンク

UKのチーフ・エグゼクティ

ブ・オフィサー

1962年

２月17日
2006年HSBCグループ入社。 該当なし 0

A・M・

マホーニー
インターナショナル部門長

1962年

５月20日
1983年HSBCグループ入社。 該当なし 0

A・M・キア
コマーシャル・バンキング

の地域部門長

1958年

10月16日
1981年HSBCグループ入社。 該当なし 0

C・E・ワンダレ

イ
PFS地域部門長

1965年

12月10日
1999年HSBCグループ入社。 該当なし 0

B・A・ハウ

HSBCインシュランスのチー

フ・エグゼクティブ・オ

フィサー

1955年

11月10日
2004年HSBCグループ入社。 該当なし 0

P・M・ノーラン

ヨーロッパ、中東およびア

フリカ、グローバル・バン

キングのカバレージ部門長

1965年

10月24日
1987年HSBCグループ入社。 該当なし 0

J・M・フリント
グローバル・マーケッツ

EMEA部門長

1968年

６月28日
1989年HSBCグループ入社。 該当なし 0

I・S・

ジェンキンズ

チーフ・フィナンシャル・

オフィサーおよびファイナ

ンス地域部門長

1963年

12月19日
2006年HSBCグループ入社。 該当なし 0

S・アンダーソン

チーフ・リスク・オフィ

サーおよびリスク地域部門

長

1957年

９月4日

1981年７月１日HSBCグループ入

社。
該当なし 0

J・P・アームス

トロング

ヨーロッパのチーフ・テク

ノロジー・アンド・サービ

シズ・オフィサー

1959年

６月22日
1982年HSBCグループ入社。 該当なし 0

S・ジェフォード 人事地域部長
1963年

２月18日
2000年HSBCグループ入社。 該当なし 0

(2) 取締役の報酬

下記「第６ 経理の状況　－　１ 財務書類　－　（１）年次財務書類　－　A.2008年12月31日終了事業年度　－

　財務諸表注記」の注記７「従業員報酬および給付」で開示されている通り、2008年12月31日に終了した年

度において、1985年会社法第６章１部に準拠して算定された当行取締役の2008年の報酬総額は、以下のとお

りである。

千ポンド

手当 452

給与およびその他の報酬 2,706

賞与
(1) 3,430

合計 6,588

株式オプションの行使による利益 13

制限付株式制度報奨の権利確定分 1,621

(1) 2008年には、業績条件は付されていないが、期間制限が設定されているHSBCホールディングス・ピーエルシーの株式への繰延

額2,357,019ポンド（2007年は4,274,098ポンド）が含まれている。
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５【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

　取締役会

当行内における、取締役会が率い、会長が主導する経営組織の目的は、株主に持続可能な価値を付与すること

にある。取締役会が設定した戦略の実行は、副会長とチーフ・エグゼクティブの監督のもと、当行のヨーロピア

ン・マネジメント委員会に委任され、そしてチーフ・エグゼクティブの監督のもと、UKバンキング・マネジメ

ント委員会に委任される。

取締役会は定期的に開催され、取締役は会議の合間に委員会の活動や当行の事業の進展に関する情報を受領

する。全取締役は該当する情報すべてへの完全かつ適時のアクセス権を有しており、必要に応じて個別に独立

した専門家の助言を受けることもある。

本書提出日現在在任している取締役の氏名および主な略歴は上記「４．役員の状況」に記載されている。

独立非執行取締役は、３年の任期で選任される（その後に開催される年次株主総会での株主による再任を条

件とする）。独立非執行取締役との間には、役務契約は存在しない。

　取締役会による委員会

取締役会は、特定の取締役やシニア・エグゼクティブから構成されるいくつかの委員会を設置した。

2008年10月に、取締役会は、改革された企業統治組織を導入し、新たなヨーロピアン・リージョナル・ストラ

クチャーを創設し、連合王国内における特定の主要な役割を再編成した。この改革された組織のもとでは、以前

のエグゼクティブ委員会に代わり、ヨーロピアン・マネジメント委員会とUKバンキング・マネジメント委員会

が設置された。

本書提出日において、主要な委員会は以下のとおりである。

　① 監査委員会

監査委員会は、当行の財務報告、監査レビューの性質・範囲や内部管理とコンプライアンスのシステムの有

効性について検討すべく、当行の上級財務・内部監査・コンプライアンス担当の経営陣や外部の監査人と定期

的に会合を開く。

監査委員会のメンバーは、A・R・D・モンロー・デイヴィス（委員長）、P・M・シャウヤー、そしてJ・F・

トゥルーマンである。2008年中に監査委員会のメンバーを務めた者は、全員、独立非執行取締役である。

　② ヨーロピアン・マネジメント委員会

ヨーロピアン・マネジメント委員会は、定期的に会合を開き、取締役会の直接の権限のもと、全体経営委員会

として機能している。ヨーロピアン・マネジメント委員会は、副会長とチーフ・エグゼクティブの監督のもと、

当行のヨーロッパにおける事業の管理を行う役割を担っている。委員会では、当行の主要なヨーロッパでの事

業（連合王国、フランス、トルコ、ドイツ）のチーフ・エグゼクティブ、国際事業の統括者、コマーシャル・バン

キング、個人金融サービス、保険、グローバル・バンキング・アンド・マーケッツの各地域統括者、そしてUKプ

ライベート・バンキングのチーフ・エグゼクティブとが一同に会する。

　③ UKバンキング・マネジメント委員会

UKバンキング・マネジメント委員会は、定期的に会合を開き、取締役会の直接の権限のもと、全体経営委員会

として機能している。UKバンキング・マネジメント委員会は、チーフ・エグゼクティブの監督のもと、当行の連

合王国における事業の管理を行う役割を担っている。

　④ 報酬委員会

報酬委員会の機能は、当行の親会社であるHSBCホールディングス・ピーエルシーの取締役会による報酬委員

会において充足されている。
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　内部統制

取締役は、当行グループの内部統制およびその有効性の検証に責任を負う。その手続きは、無許可での使用ま

たは処分からの資産の保護、適切な会計記録の維持および事業内部におけるまたは一般公開された財務情報の

信頼性を確保するために設計されている。当該手続きは、事業目的を達成できないリスクを除去するのではな

く、むしろこれを管理するために設計されており、重大な虚偽表示、誤り、損失または詐欺に対して、合理的な保

証のみを与えるもので絶対的な保証を与えるものではない。また、当該手続きにより、当行は、当行の主要な監

督機関である金融サービス機構が発行する「規則およびガイダンス・ハンドブック」（the Handbook of

Rules and Guidance）に基づく義務の履行が可能となる。

取締役が設定した主な手続きは、当行グループ内部において有効な内部統制を提供し、かつ、財務報告審議会

が発行した「内部統制：統合規範に関する取締役のためのガイダンス改訂版」（the Internal Control:

Revised Guidance for Directors on the Combined Code）に合致するよう設計されている。当行グループが

直面する重大なリスクの特定、評価および管理を行うための当該手続きは、2008年度を通じ、また2008年度年次

報告書が承認された日である2009年３月２日まで実施されてきた。2008年度中に買収された会社の場合、実施

されていた内部統制を当行グループの基準に比較して審査し、当行グループのシステムに統合している。

当行グループの主な内部統制手続きには以下が含まれる。

・　当行を経営する権限は、適切なシステムおよび統制の設置および維持を監督する責任を負い、かつ、適切

とみなす義務および責任を取締役および上級管理職に委任する権限を有するチーフ・エグゼクティブ

に付与される。エグゼクティブを当行グループ内における最上級職に任命するためには取締役会の承認

が必要とされる。

・　職務報告、営業報告、財務報告および一部の管理報告の基準は、HSBCグループ全体への適用を目的として、

HSBCホールディングス・ピーエルシーの経営陣により設定されている。これらは必要に応じて、当行の

経営陣の設定する営業基準により補足されている。

・　当行グループにおいて、信用、金融商品の市場価格の変動、流動性、営業上の誤り、法令違反、承認されてい

ない行為および詐欺を含む主要なリスクを特定、統制および報告するためのシステムおよび手続きが実

施されている。これらのリスクに対するエクスポージャーは、当行または主要な子会社の執行委員会、リ

スク管理委員会ならびに資産および負債管理委員会がモニターしている。

・　当行グループを損失または風評被害の高度なリスクにさらしうる市場の慣行または顧客の行動の変化に

よる新たなリスクを特定するためのプロセスが実施されている。

・　主な事業イニシアチブおよびかかるイニシアチブの予想される財務的影響を明記した包括的年次財務計

画が取締役会により作成、審査および承認される。業績は定期的にモニターされ、関連する計画と比較し

た経過報告が毎月作成される。

・　リスク分析モデルが確実に目的に合致し、それに従って利用され、また、過酷だが妥当と思われる事象お

よび定量モデルでは完全に把握できないその他の特殊な状況の影響を評価するモデル固有のかつ企業

規模の様々なストレステストにより補完されるように、統制および監視の準備を整える。

・　機能統制の集中化は、全てのコンピューターシステムの開発および稼働に対して実行される。類似の事業

プロセスが可能な場合、共通システムが使用される。信用および市場リスクは、当行および主要な子会社

において測定および報告され、HSBCグループ全体でリスクの集中を調査するために集積される。

・　計画に対する財務成績、設備投資、信用エクスポージャーおよび市場リスク・エクスポージャーに関する

責任は、ラインマネジメントに対して、制限付きで委任される。さらに、HSBCホールディングス・ピーエ

ルシーにおける職務管理は、信用リスク、市場リスク、流動性リスク、営業リスク、ITリスク、保険リスク、

会計リスク、税務リスク、法務および規制コンプライアンス・リスク、人材リスク、風評リスクおよび購
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買リスク、ならびに一定の国際的製品ラインにかかるリスクのリスク領域における政策、手続きおよび

基準を設定する責任を負う。

・　当行、子会社および全てのレベルの経営陣が、業務上、社会、倫理もしくは環境問題から発生しうるまたは

営業リスク事由の結果生じうる風評リスクを避けるための指針とする政策および手続きが定められて

いる。銀行グループとしてHSBCグループの高い評判は、その事業の運営方法に左右されるが、HSBCグルー

プが金融サービスを提供するクライアントの事業の運営方法にも影響をうけうる。

・　適切な内部統制システムの設置と維持は本来、業務管理の責任である。中央で統制される内部監査機能

は、政策および基準の遵守、ならびに当行グループ全体の内部監査構造の有効性をモニターする。内部監

査機能の業務は、リスク管理アプローチにより判断された当行グループの最大のリスク領域に集中す

る。

・　経営陣は、内部監査機能による勧告を適切かつ合意されたスケジュールで確実に実施する責任を負う。そ

の旨の確認が、内部監査に提供されなければならない。経営陣はまた、その統制下にある職務が、マネジ

メントレターに記載される外部監査人によるまたは監督機関の調査後の監督機関による全ての重要な

勧告に対処するため適切な措置を講じていたか、その過程にあることを年に１回確認しなければならな

い。

監査委員会は、内部統制システムの有効性に対して継続的に調査を行い、取締役会に定期的に報告した。当該

委員会が調査を行うために使用した主なプロセスには、主なリスク対応部門の代表者からの定期的な報告、財

務および非財務の全ての内部統制におよぶ当行グループの基準に照らして測定された主な統制の概要作成お

よび定期的な更新、内部統制の脆弱性を原因とする重大な損失、偶発債務および不確定債務が存在しなかった

旨のシニア・エグゼクティブによる年１回の確認、内部監査報告、外部監査報告、良識的な調査、ならびに監督

機関の報告が含まれる。監査委員会は、当行グループに影響を与える主要分野の現状の「リスクマップ」を見

直し、リスク軽減方策の実施を検討した。さらに、監査委員会は、予想外の損失が発生し、管理の枠組みやHSBCグ

ループの方針遵守で欠陥を示す事象が発生した際には、特別報告書を精査した。かかる特別報告書は、経営陣の

要請により作成され、問題の原因、習得した教訓、および問題に取り組むために経営陣から提案された方策を分

析するものである。

取締役は、監査委員会を通じて、財務、営業およびコンプライアンス統制ならびにリスク管理システムを含む

全ての重要な統制におよぶ内部統制に関する当行グループのシステムの有効性を毎年調査してきた。監査委員

会は、経営陣が、当行グループの統制体制の実施を通じて特定された弱点および脆弱性を改善するために必要

な行動をとっていたもしくはとっている旨の確認を受領している。

（２）【監査報酬の内容等】

下記「第６ 経理の状況　－　１ 財務書類　－　（１）年次財務書類　－　A.2008年12月31日終了事業年度　－　

財務諸表注記」の注記８「一般管理費」を参照のこと。
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第６【経理の状況】

a.　 本書記載のエイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー（以下「当行」という。）およびその子会社（以

下合わせて「グループ」という。）の邦文の財務書類（以下「邦文の財務書類」という。）は、本書記載の

2008年及び2007年12月31日に終了した事業年度の原文の財務書類（以下「原文の財務書類」という。）を翻

訳したものである。本書記載の原文の財務書類は、当行グループの連結財務書類および当行の財務書類であ

り、当行グループは、これらを国際会計基準審議会（以下「IASB」という。）が公表し、欧州連合（以下

「EU」という。）が承認している国際財務報告基準（以下「IFRS」という。）に準拠して作成している。当行

グループへの適用に関してEU承認のIFRSとIASB公表のIFRSとの間に差異はなく、当行グループの財務書類

は、IASB公表のIFRSに従って作成されている。当行グループの財務書類と共に当行の財務書類を公表するに

当たり、当行グループは1985年会社法第230条の免除規定を利用し、承認された財務諸表の一部を形成する個

別の損益計算書および関連する注記を表示していない。当行グループの財務書類の日本における開示につい

ては、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）第127条第１項の

規定が適用されている。

　なお、英国と日本との会計処理の原則および手続ならびに表示方法の相違点については、「４ 英国(IFRS)

と日本との会計原則の相違」に記載されている。

b.　 原文の財務書類は、英国における独立監査人であるケーピーエムジー オーディット・ピーエルシーの監査

を受けており、2008年３月３日付及び2009年３月２日付の監査報告書の原文および訳文は本書に掲載されて

いる。

　なお、当行グループの財務書類には、金融商品取引法施行令（昭和40年政令第321号）第35条の規定に基づ

く「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」（昭和32年大蔵省令第12号）第１条の３の規定により、金融

商品取引法第193条の２の規定に基づく日本の公認会計士又は監査法人による監査は必要とされていない。

c.　 2009年６月30日に終了した６ヶ月間の当行グループの邦文の財務書類もまた、本書に記載されている。原文

の財務書類はEU承認のIFRSに準拠して作成された。中間財務書類の開示は、「中間財務諸表等の用語、様式及

び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）第74条第１項の規定に基づくものである。中間財務

書類は、独立監査人による監査を受けていない。

d.　 邦文の財務書類には、原文の財務書類中のポンド表示の金額のうち主要なものについて円換算額が併記さ

れている。日本円への換算には、2009年11月４日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信直物売買相場

の仲値、１ポンド＝147.89円の為替レートが使用されている。

e.　 日本円への換算および「２ 主な資産・負債及び収支の内容」から「４ 英国（IFRS）と日本との会計原則

の相違」までの事項は原文の財務書類には記載されておらず、当該事項における原文の財務書類への参照事

項を除き、上記b.の監査の対象になっていない。
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１【財務書類】

(1) 年次財務書類

A.2008年12月31日終了事業年度

① 連結損益計算書

12月31日に終了した事業年度

注記 2008年
2007年

(修正再表示)
1

百万ポンド 百万円 百万ポンド 百万円

受取利息 18,998 2,809,614 16,4392,431,164 

支払利息 (13,301)(1,967,085)(12,585)(1,861,196)

正味受取利息 5,697 842,529 3,854 569,968 

受取手数料 5,453 806,444 5,442 804,817 

支払手数料 (1,496) (221,243)(1,258)(186,046)

正味受取手数料 3,957 585,201 4,184 618,772 

トレーディング収益（正味受取利息を除

く）
1,165 172,292 1,698 251,117 

トレーディング活動による正味受取利息 1,802 266,498 1,789 264,575 

トレーディング純収益 2,967 438,790 3,487 515,692 

公正価値評価の指定を受けた金融商品か

らの純（費用）/収益
(1,097) (162,235) 126 18,634 

金融投資による純収益 82 12,127 552 81,635 

配当金 85 12,571 43 6,359 

正味保険料収入 4 2,891 427,550 1,921 284,097 

その他営業収益 1,593 235,589 307 45,402 

営業収益合計 16,175 2,392,121 14,4742,140,560 

正味発生保険金および保険契約準備金の

変動
5 (1,835) (271,378)(1,674)(247,568)

正味営業収益（貸倒損失およびその他の

信用リスク引当金控除前）
14,340 2,120,743 12,8001,892,992 

貸倒損失およびその他の信用リスク引当

金
(1,861) (275,223)(1,043)(154,249)

正味営業収益 6 12,479 1,845,519 11,7571,738,743 

従業員報酬および給付
1 7 (4,498) (665,209)(4,305)(636,666)

一般管理費 8 (3,049) (450,917)(2,872)(424,740)

有形固定資産の減価償却および減損 22 (466) (68,917) (422) (62,410)

無形資産の償却および減損 21 (109) (16,120) (142) (21,000)

営業費用合計 (8,122)(1,201,163)(7,741)(1,144,816)

営業利益 4,357 644,357 4,016 593,926 
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関連会社および合弁事業における利益持

分
9 1,331 47 6,951 

税引前当期純利益 4,366 645,688 4,063 600,877 

法人所得税費用 10 (843) (124,671) (767) (113,432)

当期純利益 3,523 521,016 3,296 487,445 

親会社株主に帰属する利益 3,441 508,889 3,209 474,579 

少数株主に帰属する利益 82 12,127 87 12,866 

1. 2008年１月１日、グループはIFRIC第11号を適用した。これに伴って、比較情報は修正再表示されている。注記１(a)を参照

のこと。

② 連結貸借対照表

12月31日現在

注記 2008年 2007年

百万ポンド 百万円 百万ポンド 百万円

資産

現金および中央銀行預け金 9,470 1,400,518 7,146 1,056,822 

他行から回収中の項目 1,917 283,505 2,434 359,964 

トレーディング資産 15 172,02625,440,925 153,20622,657,635 

公正価値評価の指定を受けた金融資産 16 13,895 2,054,932 14,9692,213,765 

デリバティブ 17 243,08435,949,693 60,4708,942,908 

銀行に対する貸付金 31 50,719 7,500,833 60,7648,986,388 

顧客に対する貸付金 31 298,30444,116,179 227,68733,672,630 

金融投資 18 103,51115,308,242 69,52810,282,496 

関連会社および合弁事業における持分 20 73 10,796 118 17,451 

のれんおよび無形資産 21 11,780 1,742,144 9,877 1,460,710 

有形固定資産 22 4,697 694,639 4,119 609,159 

その他資産 24 8,802 1,301,728 5,869 867,966 

当期税金資産 215 31,796 67 9,909 

繰延税金資産 10 113 16,712 50 7,395 

前払金および未収収益 5,625 831,881 5,976 883,791 

資産合計 924,231136,684,523 622,28092,028,989 

負債および資本

負債

銀行からの預金 31 61,431 9,085,031 48,7867,214,962 

顧客からの預金 31 369,88054,701,553 268,26939,674,302 

他行へ送金中の項目 1,802 266,498 1,975 292,083 

トレーディング負債 25 124,45018,404,911 117,45417,370,272 

公正価値評価の指定を受けた金融負債 26 15,184 2,245,562 15,6592,315,810 

デリバティブ 17 241,03135,646,075 61,5399,101,003 

発行済負債証券 31 52,308 7,735,830 50,9217,530,707 

退職給付債務 7 664 98,199 674 99,678 
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その他負債
1 27 6,897 1,019,997 6,843 1,012,011 

当期未払税金 197 29,134 467 69,065 

保険契約に基づく負債 28 16,132 2,385,761 12,2511,811,800 

未払費用および繰延収益 5,464 808,071 6,509 962,616 

引当金 29 428 63,297 427 63,149 

繰延税金負債 10 443 65,515 302 44,663 

劣後債務 30 7,259 1,073,534 5,205 769,767 

負債合計 903,570133,628,967 597,28188,331,887 

資本

払込済株式資本 35 797 117,868 797 117,868 

資本剰余金勘定 36 17,249 2,550,955 15,4992,292,147 

その他持分商品 36 1,750 258,808 1,000 147,890 

その他準備金 36 (7,842)(1,159,753)(460) (68,029)

利益剰余金 36 7,969 1,178,535 7,587 1,122,041 

親会社株主に帰属する資本合計 19,923 2,946,412 24,4233,611,917 

少数株主持分 36 738 109,143 576 85,185 

資本合計 20,661 3,055,555 24,9993,697,102 

資本および負債合計 924,231136,684,523 622,28092,028,989 

SK グリーン、取締役会会長 

2009年３月２日

③ 連結認識収益費用計算書

12月31日に終了した事業年度

2008年
2007年

(修正再表示)
1

百万ポンド 百万円 百万ポンド 百万円

売却可能投資：

－資本に計上された公正価値に係る損失 (11,551)(1,708,277)(964) (142,566)

－処分により損益計算書へ振替えられた公正価

値に係る利益
(330) (48,804) (517) (76,459)

－減損に関する損益計算書への振替額 429 63,445 16 2,366 

キャッシュ・フロー・ヘッジ：

－資本に計上された公正価値に係る利益/（損

失）
545 80,600 (71) (10,500)

－損益計算書へ振替えられた公正価値に係る

（利益）/損失
(8) (1,183) 33 4,880 

換算準備金：

－処分に係る損益計算書への振替額 (136) (20,113) － －
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－資本に計上された換算差額 3,357 496,467 1,109 164,010 

関連会社および合弁事業における持分の変動 － － 101 14,937 

確定給付制度に係る数理上の（損失）/利益 (129) (19,078) 1,267 187,377 

(7,823)(1,156,943) 974 144,045 

資本に直接計上された項目に係る税金 438 64,776 (311) (45,994)

資本に計上された当期収益費用合計 (7,385)(1,092,168) 663 98,051 

当期純利益 3,523 521,016 3,296 487,445 

当期認識収益費用合計 (3,862) (571,151) 3,959 585,497 

以下に帰属する当期認識収益費用合計：

－親会社株主 (4,062) (600,729) 3,857 570,412 

－少数株主 200 29,578 102 15,085 

1. 2008年１月１日、グループはIFRIC第11号を適用した。これに伴って、比較情報は修正再表示されている。注記１(a)を参照

のこと。

④ 連結キャッシュ・フロー計算書

12月31日に終了した事業年度

注記 2008年
2007年

(修正再表示)
1

百万ポンド 百万円 百万ポンド 百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益 4,366 645,688 4,063 600,877 

調整：

－税引前利益に含まれる非現金項目 37 2,733 404,183 2,205 326,097 

－営業資産の変動 37 (72,242)(10,683,869)(56,617)(8,373,088)

－営業負債の変動 37 118,19417,479,711 83,38712,332,103 

－換算差額の消去
2 (24,765)(3,662,496)(332) (49,099)

－投資活動による純利益 (1,284) (189,891) (552) (81,635)

－関連会社および合弁事業における利益

持分
(9) (1,331) (47) (6,951)

－関連会社からの分配金 2 296 7 1,035 

－確定給付制度に対する拠出額 (273) (40,374) (548) (81,044)

－法人所得税支払額 (795) (117,573) (872) (128,960)

営業活動から生じた純資金 25,927 3,834,344 30,6944,539,336 

投資活動によるキャッシュ・フロー

金融投資の購入 (102,333)(15,134,027)(71,980)(10,645,122)

金融投資の売却による収入 71,62610,592,769 43,2176,391,362 

有形固定資産の購入 (782) (115,650) (578) (85,480)

有形固定資産の売却による収入 281 41,557 67 9,909 

のれんおよび無形資産の購入 (182) (26,916) (123) (18,190)
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のれんおよび無形資産の売却による収入 18 2,662 － －

子会社の買収および持分の増加による純資

金（支出）/収入
(28) (4,141) 9 1,331 

関連会社の買収および持分の増加による純

資金支出
(1) (148) (118) (17,451)

子会社の処分による収入 1,554 229,821 － －

関連会社の処分による収入 62 9,169 982 145,228 

株式報酬取引に備えるためのエイチエスビ

シー・ホールディングス・ピーエルシーの

株式の購入

(197) (29,134) (182) (26,916)

投資活動に使用した純資金 (29,982)(4,434,038)(28,706)(4,245,330)

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式資本の発行 1,750 258,808 510 75,424 

資本証券の発行 750 110,918 1,000 147,890 

劣後ローン実行額 1,014 149,960 59 8,726 

劣後ローン返済額 (51) (7,542) 10 1,479 

株主への配当金支払額 (2,974) (439,825)(1,706)(252,300)

少数株主への配当金支払額 (25) (3,697) (7) (1,035)

財務活動から生じた/（に使用した）純資

金
464 68,621 (134) (19,817)

現金および現金同等物の正味（減少）/

増加
(3,591) (531,073)1,854 274,188 

現金および現金同等物―１月１日現在 51,235 7,577,144 46,7216,909,569 

現金および現金同等物に係る為替レート変

動の影響
13,211 1,953,775 2,660 393,387 

現金および現金同等物―12月31日現在 37 60,855 8,999,846 51,2357,577,144 

1. 2008年１月１日、グループはIFRIC第11号を適用した。これに伴って、比較情報は修正再表示されている。注記１(a)を参照

のこと。

2. 期首残高と期末残高との為替変動を消去して平均レートにするための調整。非合理的費用なしでは詳細を特定できないた

め、調整は項目ごとに行われるものではない。

⑤ 当行貸借対照表

12月31日現在

注記 2008年 2007年

百万ポンド 百万円 百万ポンド 百万円

資産

現金および中央銀行預け金 6,779 1,002,546 3,677 543,792 

他行から回収中の項目 692 102,340 1,377 203,645 

トレーディング資産 15 130,20519,256,017 149,10222,050,695 

公正価値評価の指定を受けた金融資産 16 4,592 679,111 3,439 508,594 

デリバティブ 17 197,12829,153,260 46,3256,851,004 
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銀行に対する貸付金 31 18,295 2,705,648 32,0284,736,621 

顧客に対する貸付金 31 217,30932,137,828 150,64922,279,481 

金融投資 18 46,608 6,892,857 13,8212,043,988 

関連会社および合弁事業における持分 20 53 7,838 46 6,803 

子会社への投資 23 15,236 2,253,252 15,7542,329,859 

のれんおよび無形資産 21 598 88,438 540 79,861 

有形固定資産 22 1,515 224,053 1,078 159,425 

その他資産 24 3,637 537,876 2,076 307,020 

当期税金資産 291 43,036 1 148 

繰延税金資産 10 138 20,409 515 76,163 

前払金および未収収益 2,705 400,042 3,601 532,552 

資産合計 645,78195,504,552 424,02962,709,649 

負債および資本

負債

銀行からの預金 31 54,986 8,131,880 41,0616,072,511 

顧客からの預金 31 240,39735,552,312 184,89927,344,713 

他行へ送金中の項目 772 114,171 1,056 156,172 

トレーディング負債 25 98,389 14,550,749 99,75514,752,767 

公正価値評価の指定を受けた金融負債 26 9,429 1,394,455 8,082 1,195,247 

デリバティブ 17 197,24729,170,859 47,5367,030,099 

発行済負債証券 31 8,670 1,282,206 8,117 1,200,423 

退職給付債務 7 414 61,226 551 81,487 

その他負債
1 27 3,163 467,776 2,874 425,036 

当期未払税金 4 592 198 29,282 

未払費用および繰延収益 2,585 382,296 4,214 623,208 

引当金 29 158 23,367 163 24,106 

繰延税金負債 10 2 296 2 296 

劣後債務 30 7,310 1,081,076 4,744 701,590 

負債合計 623,52692,213,260 403,25259,636,938 

資本

払込済株式資本 35 797 117,868 797 117,868 

資本剰余金勘定 36 17,249 2,550,955 15,4992,292,147 

その他持分商品 36 1,750 258,808 1,000 147,890 

その他準備金 36 (622) (91,988) 180 26,620 

利益剰余金 36 3,081 455,649 3,301 488,185 

資本合計 22,255 3,291,292 20,7773,072,711 

資本および負債合計 645,78195,504,552 424,02962,709,649 

SK グリーン、取締役会会長 

2009年３月２日
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⑥ 当行認識収益費用計算書

12月31日に終了した事業年度

2008年
2007年

(修正再表示)
1

百万ポンド 百万円 百万ポンド 百万円

売却可能投資：

－資本に計上された公正価値に係る（損失）/利益 (1,533)(226,715) 238 35,198 

－処分により損益計算書へ振替えられた公正価値

に

係る利益

(164) (24,254) (167) (24,698)

－減損に関する損益計算書への振替額 103 15,233 － －

キャッシュ・フロー・ヘッジ：

－資本に計上された公正価値に係る利益 563 83,262 10 1,479 

－損益計算書へ振替えられた公正価値に係る

（利益）/損失
(16) (2,366) 19 2,810 

換算差額 (34) (5,028) (10) (1,479)

確定給付制度に係る数理上の利益 33 4,880 1,231 182,053 

(1,048)(154,989) 1,321 195,363 

資本に直接計上された項目に係る税金 281 41,557 (364) (53,832)

資本に計上された当期収益費用合計 (767) (113,432) 957 141,531 

当期純利益 2,681 396,493 2,336 345,471 

当期認識収益費用合計 1,914 283,061 3,293 487,002 

1. 2008年１月１日、グループはIFRIC第11号を適用した。これに伴って、比較情報は修正再表示されている。注記１(a)を参照

のこと。

⑦ 当行キャッシュ・フロー計算書

12月31日に終了した事業年度

注記 2008年
2007年

(修正再表示)
1

百万ポンド 百万円 百万ポンド 百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益 3,235 478,424 2,844 420,599 

調整：

－純利益に含まれる非現金項目 37 1,448 214,145 1,719 254,223 

－営業資産の変動 37 (39,012)(5,769,485)(44,754)(6,618,669)

－営業負債の変動 37 70,36410,406,132 39,2665,807,049 

－換算差額の消去
2 (7,301)(1,079,745)(924) (136,650)

－投資活動による純利益 (733) (108,403) (167) (24,698)

－確定給付年金制度に対する拠出額 (252) (37,268) (535) (79,121)

－法人所得税支払額 (365) (53,980) (428) (63,297)
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営業活動から生じた/（に使用した）純資金 27,384 4,049,820 (2,979)(440,564)

投資活動によるキャッシュ・フロー

金融投資の購入 (77,011)(11,389,157)(20,361)(3,011,188)

金融投資の売却による収入 48,606 7,188,341 19,0272,813,903 

有形固定資産の購入 (393) (58,121) (307) (45,402)

有形固定資産の売却による収入 67 9,909 59 8,726 

のれんおよび無形資産の購入 (132) (19,521) (97) (14,345)

のれんおよび無形資産の売却による収入 16 2,366 － －

子会社の買収および持分の増加による純資

金支出
(28) (4,141) － －

関連会社の買収および持分の増加による純

資金支出
(7) (1,035) (61) (9,021)

子会社の資本払い戻しによる純資金収入 1,116 165,045 － －

子会社の処分による収入 224 33,127 － －

関連会社の処分による収入 － － 298 44,071 

株式報酬取引に備えるためのエイチエス

ビーシー・ホールディングス・ピーエル

シーの株式の購入

(99) (14,641) (26) (3,845)

投資活動に使用した純資金 (27,641)(4,087,827)(1,468)(217,103)

財務活動によるキャッシュ・フロー

普通株式の発行 1,750 258,808 510 75,424 

資本証券の発行 750 110,918 1,000 147,890 

劣後ローン実行額 1,612 238,399 － －

劣後ローン返済額 － － 22 3,254 

配当金支払額 (2,974) (439,825)(1,706)(252,300)

財務活動から生じた/（に使用した）純資金 1,138 168,299 (174) (25,733)

現金および現金同等物の正味増加/

（減少）
881 130,291 (4,621)(683,400)

現金および現金同等物―1月1日現在 22,5923,341,131 26,4853,916,867 

現金および現金同等物に係る為替レート変

動の影響
4,318 638,589 728 107,664 

現金および現金同等物―12月31日現在 37 27,7914,110,011 22,5923,341,131 

1. 2008年１月１日、グループはIFRIC第11号を適用した。これに伴って、比較情報は修正再表示されている。注記１(a)を参照

のこと。

2. 期首残高と期末残高との為替変動を消去して平均レートにするための調整。非合理的費用なしでは詳細を特定できないた

め、調整は項目ごとに行われるものではない。

次へ 
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財務諸表注記

1 表示の基礎

(a) 国際財務報告基準の準拠

グループの連結財務諸表およびエイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーの個別財務諸表は、国際会

計基準審議会（「IASB」）が公表し、EUが承認している国際財務報告基準（「IFRS」）に準拠して作成さ

れている。EU承認のIFRSは、ある時点で新規または改訂版IFRSをEUが承認しない限り、IASBが公表している

IFRSとは異なる可能性がある。2008年12月31日現在、2008年12月31日に終了した事業年度に有効となる連結

財務諸表および個別財務諸表に影響を及ぼす未承認の基準はなく、グループへの適用に関してEU承認の

IFRSとIASB公表のIFRSとの間に差異はない。よって、2008年12月31日に終了した事業年度のグループの財務

諸表は、IASB公表のIFRSに従って作成されている。

IFRSは、IASBおよびその前身団体が公表している会計基準と国際財務報告基準解釈指針委員会

（「IFRIC」）およびその前身団体が公表している解釈指針を含んでいる。

2008年度中に、グループは以下の基準の改訂および解釈指針を適用した。

・　IFRIC第14号「IAS第19号－確定給付資産の制限、最低積立要件およびそれらの相互関係」はグループ

の連結財務諸表またはエイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーの個別財務諸表に重要な影響を

及ぼさなかった。

・　IAS第39号「金融商品：認識および測定」（「IAS第39号」）およびIFRS第７号「金融商品：開示」

（「IFRS第７号」）」の改訂－「金融資産の組替」（「組替に関する改訂」）。注記14「金融資産

の組替」を参照のこと。

・　IFRIC第11号「グループおよび自己株式取引」（「IFRIC第11号」）。当該解釈指針の適用により、グ

ループはすべての株式報酬取引を持分決済型取引として取り扱うこととなった。

この会計方針の変更は、IFRIC第11号の移行規定に従って行われた。IFRIC第11号の移行規定は、IFRS第２

号「株式報酬」の移行規定に基づき、IAS第８号「会計方針、会計上の見積りの変更および誤謬」に従って、

当該解釈指針を遡及的に適用することを求めている。IFRIC第11号の適用により、グループの「従業員報酬

および給付」は2007年から18百万ポンド（当行については15百万ポンド）増加した。

(b) 情報の表示

グループの財務諸表と共に親会社の財務諸表を公表するに当たり、グループは1985年会社法第230条の免

除規定を利用し、承認された財務諸表の一部を形成する個別の損益計算書および関連する注記を表示して

いない。

グループは1993年パートナーシップおよび無限責任会社(勘定)規定、レギュレーション７に基づいて、グ

ループが連結している一部のパートナーシップについて、IFRSに準拠した個別財務諸表の表示を免除され

ている。

IAS第１号「財務諸表の表示」に基づく資本に関する開示は、取締役報告書の14ページから17ページ（訳

注：原文のページ数である）の監査済みセクションに記載されている。

当行の機能通貨は、グループの連結財務諸表の機能通貨と同様の英国ポンドである。
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(c) 連結

グループの連結財務諸表は、12月31日までのエイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーおよびその子

会社の財務諸表を含んでいる。子会社は、グループが支配権を獲得した日から連結対象となる。グループに

よる子会社の取得は、パーチェス法を用いて会計処理されている。取得原価は、取引日における対価の公正

価値で測定され、当該取得に直接関連する費用が加算される。取得された識別可能資産、負債および偶発債

務は、取得日の公正価値で測定される。取得原価が取得された識別可能資産、負債および偶発債務における

グループの持分の公正価値を超過する場合、当該超過分はのれんとして計上される。取得原価が、取得事業

の識別可能資産、負債および偶発債務におけるグループの持分の公正価値を下回る場合、その差額が損益計

算書に直ちに認識される。

グループが支配している事業体は、支配が停止される日まで連結対象である。

特別目的会社（「SPE」）については、以下のような場合にグループが実質的な支配権を有していると見

なされ、連結される。

・　SPEの活動が個別の事業のニーズに合わせてグループのため行われており、当該SPEの事業活動によっ

てグループが利益を得ている。

・　グループがSPEの活動による利益の大部分を得るための意思決定権を有しているか、自動操縦型の経

営管理により、そのような意思決定権を委任している。

・　グループがSPEの利益の大部分を得る権利を有しており、その結果、SPEの活動に伴うリスクに晒され

る可能性がある。

・　グループがSPEもしくはその資産に関連する残余リスクまたは所有リスクの大部分を、SPEの活動から

利益を得るために保有している。

グループは、グループとSPEの関係の実体に変更があった場合に必ず、連結の再評価を行っている。グルー

プ間取引はすべて、連結時に消去される。

グループの連結財務諸表は、合弁事業および関連会社の損益および剰余金に対するグループの持分も含

んでいる。グループの財務諸表は12月31日より前の３ヶ月以内の財務諸表に基づいており、同日からグルー

プの報告日までに発生した重要な取引または事象の影響が反映されている。

(d) 今後適用される基準

IASBが公表し、EUが承認した基準および解釈指針

IAS第14号「セグメント報告」（IAS第14号）と差し換えられるIFRS第８号「事業セグメント」（IFRS第

８号）は、2006年11月30日に公表され、2009年１月１日以降開始される事業年度から適用となる。この基準

は、事業体がセグメントに関する情報をどのように開示すべきかについて規定しており、これにより財務諸

表利用者は、当該事業体の事業活動および経営環境の本質ならびに財務的影響について評価を行うことが

可能となる。グループは、IFRS第８号を2009年１月１日から適用し、これに応じて、セグメントの財務情報を

表示する。これらのセグメントは、その事業活動が、資源の配分および業績評価の判断を行うために、最高意

思決定者によって定期的に見直されているものである。グループは現在、IAS第14号に従って、２つのセグメ

ント情報（地域別セグメントおよび顧客グループに基づくセグメント）を表示している。

IAS第１号（改訂版）は2007年９月６日に公表され、2009年１月１日以降開始される事業年度に適用され

る。この基準の改訂は、財務諸表利用者の財務諸表に表示された情報を分析し比較する能力を向上させるこ
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とを目的としている。IAS第１号（改訂版）の適用が、グループの連結財務諸表または当行の個別財務諸表

に報告される業績に影響を及ぼすことはないが、グループの主要財務諸表の表示はこれに伴って一部変更

される。

2008年１月17日に、IASBはIFRS第２号「株式報酬」の改訂-「権利確定条件および権利喪失」を公表し

た。当該改訂は2009年１月１日以降開始される事業年度に適用され、権利確定条件が勤務条件と業績条件の

みから構成されていることを明確化している。また、権利確定条件以外の条件を満たせない場合の会計処理

についても規定している。グループは、当該改訂の適用がグループの連結財務諸表または当行の個別財務諸

表に重要な影響を及ぼすことはないと考えている。

2007年３月29日に、IASBはIAS第23号（改訂版）「借入費用」を公表した。この基準は2009年１月１日以

降開始される事業年度に適用される。この基準の改訂は、借入費用が適格資産の取得、建設または製造を直

接の発生原因とする範囲で、当該借入費用を費用として即時認識するという選択肢を削除している。グルー

プは、IAS第23号（改訂版）の適用が連結財務諸表または当行の個別財務諸表に重要な影響を及ぼすことは

ないと考えている。

IFRIC第13号「カスタマー・ロイヤルティー・プログラム」（「IFRIC第13号」）は2007年６月28日に公

表され、2008年７月１日以降開始される事業年度に適用される。IFRIC第13号は、顧客が商品またはサービス

を購入した際に、当該顧客に賞品クレジット（「ポイント」と呼ばれることが多い）を付与する会社が、顧

客のポイントと引き換えに無料あるいは割引価格で商品またはサービスを提供する義務をどのように会計

処理すべきかについて取り扱っている。IFRIC第13号は、会社が当初販売の受取額の一部を賞品クレジット

に割り当てた上で、商品またはサービスを提供する義務を履行した場合にのみ、これらの受取額を収益とし

て認識するよう要求している。グループは、当該解釈指針の適用が連結財務諸表または当行の個別財務諸表

に重要な影響を及ぼすことはないと考えている。

IASBが公表した基準および解釈指針のうち、EUが承認していないもの

2008年12月31日現在、連結財務諸表に適用されている、IASBが公表した基準の改訂および解釈指針のう

ち、EUが承認していないものは以下の通りである。

・　IAS第39号およびIFRS第７号の改訂－「金融資産の組替-適用日および移行措置」は2008年11月27日

に公表された。当該改訂は組替に関する改訂の適用日を明確化しており、グループの連結財務諸表ま

たは当行の個別財務諸表に対する影響はない。

・　IFRIC第12号「サービス譲与契約」は2006年11月30日に公表され、2008年１月１日以降開始される事

業年度に適用される。当該解釈指針の適用がグループの連結財務諸表および当行の個別財務諸表に

重要な影響を及ぼすことはないとみられる。

IFRS第３号（改訂版）「企業結合」およびIAS第27号（改訂版）「連結および個別財務諸表」は、2008年

１月10日に公表された。これらの基準の改訂は、取得日が2009年７月１日以降開始される最初の年次財務報

告期間の期首以降である企業結合に対して、将来に向けて適用される。当該基準における主な変更点は以下

のとおりである。

・　取得関連費用は、発生年度の損益計算書上で費用として認識される。

・　支配を取得する以前に保有していた株式持分は、支配を取得した時点で公正価値により再測定され、

利益または損失は損益計算書に認識される。
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・　子会社に対する親会社の所有持分の変動によって支配の変更が生じることがない場合、当該取引は株

主間取引として処理され、資本に計上される。

・　取得した事業体の非支配持分（以前は少数株主持分と称していた）を測定する際に、取引ごとに、公

正価値あるいは取得した事業体の正味識別可能資産に対する非支配持分割合相当額のいずれかを選

択することができる。

当該変更がグループの連結財務諸表および当行の個別財務諸表に及ぼす影響は、2010年１月１日以降の

企業結合の発生頻度および時期によって決まる。

2008年２月14日に、IASBはIAS第32号「金融商品：表示」およびIAS第１号の改訂－「プット可能な金融

商品および清算時に生じる債務」を公表した。当該改訂は、2009年１月１日以降開始される事業年度に適用

される。グループは、当該改訂の適用がグループの連結財務諸表または当行の個別財務諸表に重要な影響を

及ぼすことはないと考えている。

2008年５月22日に、IASBは「IFRSの改善」を公表した。当該改善は、必要ではあるが緊急ではない一連の

IFRSの改定を含んでいる。これらの改訂は、主に2009年１月１日以降開始される事業年度に適用となるが、

早期適用も容認されている。グループは、当該改訂の適用が連結財務諸表または当行の個別財務諸表に重要

な影響を及ぼすことはないと考えている。

2008年５月22日に、IASBはIFRS第１号「国際財務報告基準の初度適用」およびIAS第27号の改訂－「個別

財務諸表における投資原価の決定」を公表した。当該改訂は、2009年１月１日以降開始される事業年度に適

用される。当該改訂が当行の個別財務諸表に重要な影響を及ぼすことはないとみられ、連結財務諸表に影響

を及ぼすことはない。

2008年７月31日に、IASBはIAS第39号の改訂－「適格なヘッジ対象」を公表した。当該改訂は2009年７月

１日以降開始される事業年度に適用される。当該改訂はヘッジ会計の基礎となる既存の会計原則をどのよ

うに適用すべきかについて明確化している。この改訂が連結財務諸表または当行の個別財務諸表に影響を

及ぼすことはない。

IFRIC第15号「不動産の建設に関する契約」（IFRIC第15号）は2008年７月３日に公表され、2009年１月

１日以降開始される事業年度に適用される。IFRIC第15号は、ユニットを販売する場合の不動産開発業者の

収益認識についてガイダンスを提供している。グループは、IFRIC第15号の適用がグループの連結財務諸表

に重要な影響を及ぼすことはないと考えている。また、当該解釈指針が当行の個別財務諸表に影響を及ぼす

ことはない。

IFRIC第16号「在外営業活動体に対する純投資のヘッジ」（IFRIC第16号）は2008年７月３日に公表さ

れ、2008年10月１日以降開始される事業年度に適用される。IFRIC第16号は、在外営業活動体に対する純投資

のヘッジの連結財務諸表における会計処理についてガイダンスを提供している。IFRIC第16号による主な変

更は、在外営業活動体の機能通貨と親会社連結財務諸表の表示通貨が異なることから生じる為替差額を

ヘッジする際に、ヘッジ会計が適用できなくなったことである。IFRIC第16号の適用がグループの連結財務

諸表に影響を及ぼすことはない。

IFRIC第17号「非現金資産の株主への分配」（IFRIC第17号）は2008年11月27日に公表され、2009年７月

１日以降開始される事業年度に適用される。IFRIC第17号は、現金以外の資産を配当として株主に分配する

場合の会計処理についてガイダンスを提供している。グループは、IFRIC第17号の適用がグループの連結財

務諸表または当行の個別財務諸表に重要な影響を及ぼすことはないと考えている。
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IFRIC第18号「顧客からの資産の移転」（IFRIC第18号）は2009年１月29日に公表され、2009年７月１日

以降の顧客からの資産の移転に対して非遡及的に適用することが要求されている。IFRIC第18号は、企業が

顧客をネットワークに接続するため、もしくは顧客に財貨またはサービスの供給（電気、ガス、水道の供給

等）への継続的なアクセスを提供するために使用しなければならないこととなる有形固定資産の一項目を

顧客から受領する契約についてのIFRSの要件を明確化している。グループは、IFRIC第18号の適用がグルー

プの連結財務諸表または当行の個別財務諸表に影響を及ぼすことはないと考えている。

2 重要な会計方針

(a) 受取利息および支払利息

トレーディング目的保有に分類された金融商品、または公正価値評価の指定を受けた金融商品（グルー

プが発行した負債証券およびそれらの発行済負債証券とともに管理されているデリバティブは除く）を除

くすべての金融商品の受取利息および支払利息は、実効金利法を用いて、損益計算書上の「受取利息」また

は「支払利息」に認識される。実効金利法は、金融資産または金融負債（金融資産グループまたは金融負債

グループ）の償却原価を計算し、受取利息または支払利息を関連期間に配分する方法である。

実効金利は、金融商品の予想有効期間、もしくはより短い期間にわたる見積現金受取額または支払額を金

融資産または金融負債の正味帳簿価額に割り引いた利率である。実効金利を計算する際に、グループは金融

商品に関するすべての契約条件（将来の貸し倒れは含まない）を考慮に入れたキャッシュ・フローを見積

もっている。この計算には、取引費用およびその他のプレミアムおよびディスカウントを含む金融商品の実

効金利の重要な一部であるグループのすべての支払額または受取額が考慮されている。

減損金融資産に対する利息は、減損引当金控除後の当該金融資産の帳簿価額に当初の実効金利（または

組替時に計算された実効金利）を適用することにより計算されている。

(b) 非利息収益

受取手数料は、顧客に様々なサービスを提供することにより、グループが受け取る手数料である。受取手

数料は以下のとおり、会計処理される。

－重要な業務の実行により稼得した収益は、当該業務の完了時に収益認識される。（例：株式またはそ

の他有価証券の取得に関する契約等、第三者のための取引交渉手数料または交渉参加手数料）

－サービスの提供により稼得した収益は、サービス提供時に収益認識される。（例：資産管理、ポート

フォリオおよびその他の管理に関するアドバイザリーおよびサービス手数料）

－金融商品の実効金利の重要な一部を形成する収益は実効金利の調整として認識され、（例：特定の貸

出契約手数料）「受取利息」に計上される。（注記2(a)）

トレーディング純収益は、トレーディング目的で保有されている金融資産および金融負債の公正価値の

変動によるすべての損益、ならびに関連する受取利息、支払利息、配当金を含んでいる。

公正価値評価の指定を受けた金融商品からの純（費用）収益には、損益を通じて公正価値評価すること

を指定されている金融資産および金融負債の公正価値の変動によるすべての損益が含まれている。「公正

価値評価の指定を受けた金融商品からの純収益」は、これらの金融商品から生じる受取利息、支払利息なら

びに配当金を含む。ただし、発行済負債証券および発行済負債証券とともに管理されているデリバティブは

「支払利息」として認識される。
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配当金は、配当を受け取る権利が確定した際に認識される。持分証券については、配当落日に権利確定す

る。

(c) セグメント報告

グループは、英国、欧州大陸、その他諸国の３つの地理的地域に分類され、以下７つの事業セグメントを通

じて事業を管理している。７つの事業部門とは、英国個人向け金融サービス、英国コマーシャル・バンキン

グ、英国グローバル・バンキング・アンド・マーケット、インターナショナル・バンキング、フランス、プラ

イベート・バンキング、HSBCトリンカウス・アンド・ブルクハルトである。「その他」セグメントは、その

他の事業セグメントのいずれにも割り当てられない活動、事業ならびに収益および費用の発生源で構成さ

れている。「その他」セグメントは、グループが発行し公正価値評価の指定を受けた負債証券の公正価値の

変動およびグループが発行した外貨建て持分金融商品の為替変動を含んでいる。セグメント収益および費

用は、地域間の振替および事業セグメント間の振替を含んでいる。これらの振替は、独立企業間原則に従っ

て実施されている。

(d) 公正価値の決定

すべての金融商品は当初は公正価値で認識される。通常の業務過程において、当初認識時の公正価値は取

引価格（すなわち、支払対価または受取対価の公正価値）である。しかし、特定の状況においては、当初の公

正価値は、同様の商品（修正またはリパッケージ商品を除く）のその他の観測可能な現行市場取引、もしく

は金利イールド・カーブ、オプションのボラティリティおよび為替レートといった観測可能な市場から得

られるデータのみを変数として用いる評価手法に基づく。これらの証拠が存在する場合、グループは、金融

商品の取引開始時にトレーディング損益を認識する。観測不可能な市場データが金融商品の評価に重要な

影響を及ぼす場合、取引価格と当該評価モデルによって示される公正価値の当初の差額のすべては、損益計

算書に直ちに認識されるのではなく、取引期間にわたり適切な基準に基づいて認識されるか、データが観測

可能となった時点、または当該取引が満期を迎えるか、グループが相殺取引を行う場合は終了する時点で損

益計算書に認識される。

当初認識後、公正価値で測定される活発な市場で取引されている金融商品の公正価値は、資産については

買値で、発行済負債については売値で算定される。独立の価格が入手不可能な場合には、観測可能な市場

データを参照する評価手法を用いて公正価値が決定される。このような評価手法には、市場の観測可能な価

格が存在する類似商品との比較、割引キャッシュ・フロー分析、オプション価格モデルおよび市場参加者が

一般的に利用するその他の評価モデルが含まれる。現在の価格または観測可能な市場データが入手できな

い場合、金融商品の公正価値は現行の市場取引あるいは観測可能な市場データからの価格以外の仮定に基

づく評価手法用いることにより、その全体または一部が決定されている。

評価手法を用いて公正価値を算定する場合、ビッド/オファー・スプレッド、信用プロファイルおよび評

価モデルの不確実性等の要因を状況に応じて考慮している。評価手法は、評価においてその他の市場参加者

が利用する仮定（金利イールド・カーブ、為替レート、ボラティリティ、期前返済率および債務不履行率に

関する仮定を含む）を取り入れている。金融商品のポートフォリオに活発な市場における市場価格が存在

する場合、当該金融商品の公正価値はユニット数と市場価格の積として表され、大量保有による割引は適用

されない。

公正価値で測定される金融資産の公正価値が負の値となれば、正の値になるまで金融負債が計上され、そ

の時点で金融資産として計上される。
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金融負債の公正価値は、市場価格（入手可能な場合）または評価手法を用いて測定される。これらの公正

価値は、グループの負債に適用される適切な信用スプレッドについての市場参加者の評価を含んでいる。信

用スプレッドの変動に起因する金融負債および貸付金の公正価値の期中および累積変動額は、市場リスク

を発生させる市況の変化に起因しない公正価値の変動額として算定される。

(e) 金融資産の組替

非デリバティブ金融資産（当初認識時に損益を通じた公正価値評価に指定されたもの以外）は、下記の

特定の状況で、損益を通じた公正価値評価の分類から組み替えられることがある。

・　当初認識時に貸出金および受取債権の定義を満たす金融資産（トレーディング目的保有への分類が

要求されている金融資産は除く）は、当該金融資産を予測可能な将来または満期まで保有する意図

と能力がある場合に、損益を通じた公正価値評価の分類から組み替えられることがある。

・　金融資産（貸出金および受取債権の定義を満たす金融資産を除く）は、限られた状況において、損益

を通じた公正価値評価の分類から他の分類に組み替えられることがある。

上記のような状況のもとでの金融資産の組替は、組替日の公正価値によって行われる。損益計算書に既に

認識されている損益が戻し入れられることはない。組替日の金融資産の公正価値が新たな原価もしくは償

却原価となる。

(f) 銀行および顧客に対する貸付金

銀行および顧客に対する貸付金は、売買目的に分類されておらず、公正価値評価の指定も受けていないグ

ループの貸付金を含んでいる。貸付金は借り手に現金が引き渡された時点で認識される。貸付金は借り手が

債務を返済した場合や貸付金が売却または償却された場合、あるいは所有に伴うリスクおよび便益の大半

が移転した場合に認識が中止される。貸付金は公正価値に直接帰属する取引費用を加算した金額で当初は

認識され、その後、減損控除後の実効金利法を用いた償却原価で測定される。公正価値ヘッジとして指定さ

れ、適格であると判断されたデリバティブによって貸付金がヘッジされている場合、ヘッジされた貸付金の

帳簿価額は、ヘッジ対象リスクのみに関する公正価値調整額を含んでいる。

特定のレバレッジ・ファイナンスおよびシンジケート・ローン貸出業務について、グループは特定期間

の固定の契約条件により貸付金を引き受ける契約を締結する場合がある。このような場合、貸付金の実行

は、グループによる管理の範囲外である一定の将来の事象の発生を条件とする。貸出契約から生じる貸付金

がトレーディング目的保有であることが予想される場合、当該貸出契約はトレーディング・デリバティブ

として計上され、損益を通じて公正価値で測定される。貸付金が実行された場合は、トレーディング目的保

有に分類され、損益を通じて公正価値で測定される。グループに貸付金を売買する意図がない場合は、グ

ループが損失を被る恐れがある場合に限り、貸出契約に対する引当金が計上される。例えば、元本に損失が

生じる可能性がある場合や貸出金利が調達費用を下回る場合に、引当金が計上される。ローン開始時に、保

有部分が公正価値で計上され、その後に実効金利法を用いて償却原価で測定される。（例えば、貸出金利が

市場金利を下回ることにより）、当初の公正価値が現金による貸出額を下回る場合、評価損が損益計算書に

計上される。評価損は、貸付金が減損している場合を除いて、貸付金の期間にわたり、実効金利法を用いて受

取利息を認識することにより回収される。評価損は、その他営業収益の減少として計上される。

損益を通じた公正価値評価の分類から貸出金および受取債権の分類に組み替えられた金融資産は、当初

は組替日の公正価値で計上される。組み替えられた資産は、その後、組替日の実効金利を用いて償却原価で
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測定される。

(g) 貸付金の減損

貸付金または貸付金ポートフォリオが減損しているという客観的な証拠がある場合、減損損失が直ちに

認識される。減損損失は、個別貸付金および集合的に評価される貸付金グループについて算定されている。

減損損失は、損益計算書に費用として計上される。貸借対照表上の減損貸付金の帳簿価額は、減損引当金の

計上によって減額される。将来の事象から予想される損失は、認識されない。

個別に評価される貸付金

個別に重要とみなされるすべての貸付金について、グループは、貸付金が減損しているという客観的証拠

の有無について各貸借対照表日に個別の評価を行っている。貸付金に減損の客観的証拠が存在する場合は、

以下の要因を考慮して減損損失が決定される。

－顧客に対するグループのエクスポージャー総額

－顧客のビジネス・モデルの実行可能性、財政困難な状況下で取引を成功させる能力、債務を弁済する

ための充分なキャッシュ・フローの有無

－予測される受取および回収の金額および時期

－清算または破産時の分配金の予測受取可能額

－優先順位がグループより上位またはグループと同位のその他の債権者のコミットメントの範囲、およ

びその他の債権者が会社を継続的に支援する可能性

－債権者の請求総額および優先順位を決定する際の複雑性、ならびに法的事項および保険に関する不確

実性が明確になっている範囲

－担保(またはその他の信用補完)の実現可能価額および担保権実行の成功の可能性

－回収費用による貸付金残高の予測減少額

－現地通貨建てでない場合、貸付金の通貨で調達し、支払を行う借り手の能力

－入手可能であれば、負債の流通市場価格

減損損失は、貸付金の当初の実効利率で割り引かれた予想将来キャッシュ・フローの現在価値を現在の

帳簿価額と比較することにより計算される。

集合的に評価される貸付金

減損の集合的評価は以下の２つの状況下で行われる。

－個別評価の対象となる貸付金において、発生しているが未だ特定されていない損失を補償する場合

－個別に重要とみなされない同種の貸付金グループの場合

発生しているが未だ特定されていない減損
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個別評価の結果、損失の証拠が明確に特定されなかった貸付金は、集合的な損失を計算する目的で、信用

リスク特性に従ってグループ化される。これは、個別には特定できないが、貸借対照表日より前に生じた事

象の結果グループが被り、かつ信頼性を持って見積ることが可能な減損損失である。これらの損失は、将来

においてのみ個別に特定される。グループ内の個別の貸付金に関して損失を特定する情報が入手された場

合は、それらの貸付金は直ちに当該グループから取り除かれ、個別に減損を評価される。

集合的な減損に対する引当金は以下を考慮して決定される。

－同様の信用リスク特性(産業部門、貸付金の格付け、商品ごとの信用リスク特性等)を有するポート

フォリオの過去の損失実績

－減損の発生からその損失が特定され個別の貸付金に対して適切な引当金が設定されるまでの見積期

間

－現在の経済および信用状況によって示される、貸借対照表日の実際の固有の損失が過去の実績に基づ

く損失を上回る、あるいは下回る可能性についての経営陣の経験に基づく判断。

損失の発生から特定までの見積期間は、特定されたポートフォリオごとに地域の経営陣が決定する。

同種の貸付金グループ

個別に重要とみなされない同種の貸付金グループの集合的な減損損失を決定する際は、個別の評価は非

現実的であることから、統計に基づく手法が用いられる。同種の貸付金グループの損失は、個別貸付金が償

却された場合に個別に計上され、その時点でグループから除外される。集合的な減損に対する引当金の計算

には、以下の２つの方法が用いられる。

－適切かつ経験に基づく情報が入手可能な場合、グループはロール・レート法を用いている。この手法

は、延滞および債務不履行に関する過去のデータと実績の統計分析を取り入れており、グループが個

別に特定することはできないが、確実に見積もることが可能な貸借対照表日より前に生じた事象の結

果最終的に償却される貸付金の金額を見積もっている。この手法のもとでは、貸付金は延滞日数に基

づいて期間別に分類され、統計分析を用いて、各期間の貸付金が延滞の様々な段階に進み、最終的に回

収不能となる可能性が見積られる。見積損失はポートフォリオの予想将来キャッシュ・フロー（当初

の実効金利で割り引いた後）の現在価値と帳簿価額の差異である。固有の損失を補填するために必要

な引当金の適切な水準を計算する際には、現在の経済状況の評価も行われる。特定の成熟した市場に

おいては、破産や債務の再編等の統計に示される財務活動および管理状況を考慮した高精度の評価モ

デルが用いられる。

－ポートフォリオの規模が小さい場合やロール・レート法を用いるための充分な情報が得られない、あ

るいは情報が信頼できない場合、グループは、顧客の貸付金の延滞期間が長くなるにつれて徐々に高

い損失率を割り当てるという定型的アプローチを採用する。損失率は、過去の損失実績に基づいてい

る。

通常、各ポートフォリオに固有の損失を評価するために最も客観的で関連性のある情報は、過去の実績で

ある。特定の状況では、例えば経済状況、法規制または行動に関する変化があると、過去の損失実績からは貸

借対照表日現在の特定のポートフォリオに固有の損失について関連性のある情報が得られず、その場合

ポートフォリオ・リスク要因の最近の傾向が統計モデルに完全に反映されない。
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これらの追加的なポートフォリオ・リスク要因は、最近の貸付金ポートフォリオの伸びおよび商品構成、

失業率、破産傾向、地理的集中、貸付商品の特徴（金利の再設定により利息費用が増加する変動利付貸付金

に関する借り手の返済能力等）、国内および地域における住宅市場と金利の動向等の経済状況、ポートフォ

リオの経過年数、口座管理方針および慣行、現在の償却状況、法規制の変更、ならびに自然災害等の顧客の貸

付金返済傾向に影響を及ぼすようなその他の項目を含んでいる。これらのリスク要因は、過去の損失実績か

らのみ導き出された減損引当金への調整として、減損引当金の適切な水準を計算する際に考慮される。

ロール・レート、損失率および見積将来回収時期は適切性を確保するために、定期的に実際の結果と比較

している。

貸付金の償却

貸付金（および関連する減損引当金）は、元本を回収できる見込みがほとんどない場合、また担保付貸付

金の場合には担保の処分代金が受領できた時に、通常、その一部または全額を償却する。

減損の戻入

減損損失が減損認識後の期間に減少し、その減少を、減損が認識された後に発生した事象に客観的に関連

付けることができる場合、減損引当金を相当額減少させることによって超過分が戻し入れられる。戻入額は

損益計算書に計上される。

貸付金の組替

金融資産が損益を通じた公正価値評価の分類から貸出金および受取債権に組み替えられた場合、組替日

の実効金利を用いて減損損失が計算される。

組替後、見積将来受取額がこれらの回収可能性の上昇に伴って増加した場合、その影響額は、資産の帳簿

価額に対する調整として見積変更日に認識されるのではなく、実効金利の調整として見積変更日以降に認

識される。

貸付金と引換えに取得した資産

順当な回収の一部として貸付金と引換えに取得した非金融資産は、売却目的資産として「その他資産」

に計上される。取得した資産は、取引日における公正価値（売却費用控除後）または貸付金の帳簿価額（減

損引当金控除後）のいずれか低い方の金額で計上される。売却目的資産に関する減価償却は費用計上しな

い。その後の売却費用控除後の取得資産の公正価値への評価減は、損益計算書の「その他営業収益」に認識

される。また、その後の売却費用控除後の公正価値の増加についても、評価減の累計額を上限として、処分に

係る実現損益と共に「その他営業収益」に認識される。

条件緩和貸付金

契約条件が緩和された集合的に減損を評価される貸付金は、新しい取り決めに基づく最低支払件数が満

たされた時点で、評価目的により、延滞とみなされず新規貸付金として扱われる。契約条件が緩和された個

別に減損を評価される貸付金については、これらが継続的に減損しているか、または延滞しているかについ
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て判断するために継続的なレビューが行われる。条件緩和貸付金として分類されている貸付金の帳簿価額

については、満期または認識が中止されるまで当該分類を維持する。

(h) トレーディング資産およびトレーディング負債

短期国債、負債証券、株式、貸付金、預金、発行済負債証券および有価証券のショート・ポジションは、主に

短期間での売却または買戻しを目的として取得される場合、あるいは共に管理される特定された金融商品

ポートフォリオの一部を形成し、直近の短期的な利益獲得パターンの証拠がある場合、トレーディング目的

に分類される。これらの金融資産また金融負債は、取引日（グループが相手先と金融商品の売買に関する契

約を締結した日）に認識され、通常、売却された日（資産の場合）または消滅した日（負債の場合）に認識

が中止される。当初は公正価値で測定され、取引費用は損益計算書に計上される。その後、公正価値は再測定

され、公正価値の変動による損益はすべて「トレーディング純収益」として発生時に損益計算書に認識さ

れる。

(i) 公正価値評価の指定を受けた金融商品

トレーディング目的以外の金融商品は、下記の条件のうちの１つ以上を満たしている場合にこのカテゴ

リーに分類され、経営陣により同様に指定される。グループは、以下の場合に公正価値評価を指定している。

－異なる基準で金融資産または金融負債の評価や関連する損益の認識を行うことから生じる可

能性のある評価または認識の不一致を取り除く、あるいは大幅に削減する場合。この基準のも

とでグループが指定する主な金融商品の種類は以下のとおりである。

長期負債証券－特定の発行済固定金利長期負債証券の支払金利は、文書化された金利リスク管

理戦略の一環である固定受取／変動支払の金利スワップに適合している。発行済負債証券が償

却原価で会計処理された場合には会計上のミスマッチが生じるが、これは、関連するデリバ

ティブが公正価値で測定され、公正価値の変動は損益計算書に認識されるためである。長期債

務の公正価値評価を指定することによって、その公正価値の変動もまた損益計算書に認識され

ることになる。

投資契約に基づく金融資産および金融負債－連動する契約に基づく顧客に対する負債は、連動

するファンドに保有されている資産の公正価値に基づいて決定され、公正価値の変動は損益計

算書に認識される。顧客の負債に関連する金融資産が公正価値評価の指定を受けていない場

合、売却可能に分類され、公正価値の変動は資本に直接計上される。これらの金融商品は公正価

値に基づいて管理されており、管理情報も同様の基準で作成されている。投資契約における金

融資産および負債が公正価値評価の指定を受けることで、公正価値変動額を損益計算書上で認

識し、これらを同一の項目に表示することができる。

－文書化されたリスク管理または投資戦略に従って公正価値に基づいて金融資産グループ、金融

負債グループまたはこれら双方の管理および業績評価を行い、当該金融商品グループに関する

情報が同様の基準で経営陣に報告される場合。この基準のもとで公正価値評価の指定を受ける

主な金融商品の種類は、保険契約による負債を弁済するために保有される金融資産である。グ

ループは当該資産を公正価値に基づいて管理するための文書化されたリスク管理および投資

戦略を有している。これらは市場リスクを軽減するように資産と負債の関係を維持することが

考慮されている。資産の公正価値について、経営陣に対する報告書が提出されている。公正価値
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による評価は、適切な規定に基づく保険事業の報告要件にも準拠している。

－特定の発行負債証券および保有負債証券等の金融商品から生じるキャッシュ・フローを大幅

に修正する１つ以上の組込デリバティブを含む金融商品に関連している場合。

公正価値評価の指定は、一度行われると取消が不可能である。指定を受けた金融資産および金融負債は、

グループが相手先と契約上の取り決めを行った日（通常は取引日）に認識され、通常、売却された日（資産

の場合）または消滅した日（負債の場合）に認識が中止される。当初は公正価値で測定され、取引費用は損

益計算書に直接計上される。その後、公正価値は再測定され、公正価値の変動による損益は「公正価値評価

の指定を受けた金融商品からの純収益」に認識される。

(j) 金融投資

継続的な保有が意図されている短期国債、負債証券、株式で、公正価値評価の指定を受けていないもの、も

しくは貸付金として分類されていないものは、売却可能または満期保有目的に分類される。金融投資は取引

日（グループが相手先と有価証券の購入に関する契約を締結した日）に認識され、一般的に当該有価証券

が売却された場合または借り手が債務を返済した場合に認識が中止される。

(ⅰ) 売却可能金融資産は、当初は、公正価値に直接付加的取引費用を加えた金額で評価される。その後、

公正価値による再評価が行われ、公正価値の変動は当該金融資産が売却されるか減損するまで

「売却可能公正価値準備金」として資本に認識される。売却可能金融資産が売却された場合は、過

年度に資本に認識されていた損益の累計額は「金融投資による純収益」として損益計算書に認識

される。

売却可能負債証券の受取利息は、実効金利法を用いて当該資産の見積有効期間にわたる算定によ

り認識される。満期のある投資有価証券を購入することにより発生するプレミアムやディスカウ

ントは実効金利の計算に含められる。配当金は、受け取る権利が確立した時点で損益計算書に認識

される。

各貸借対照表日において、金融資産または金融資産グループの価値に減損の客観的な証拠がある

かどうかが評価される。減損損失は、金融資産の当初認識後に生じた１つ以上の事象（「損失事

象」）の結果、減損の客観的証拠が存在し、また、当該損失事象が金融資産の将来キャッシュ・フ

ローに影響を及ぼし、その規模を確実に見積ることができる場合に、その場合に限り認識される。

売却可能金融資産が減損している場合、金融資産の取得原価（元本返済額および償却額控除後）

と現在の公正価値の差異から損益計算書に認識されている過年度の減損損失を差し引いた金額が

資本から控除され、損益計算書に認識される。

売却可能負債証券の減損損失は損益計算書上の「貸倒損失およびその他の信用リスク引当金」に

計上され、売却可能持分証券の減損損失は損益計算書上の「金融投資による純収益」に計上され

る。

売却可能金融資産の減損損失が認識された場合、公正価値の変動に関するその後の会計処理は、該

当する売却可能金融資産の性質に応じて異なる。

－ 売却可能負債証券の公正価値のその後の下落は、金融資産の将来キャッシュ・フローが更に

減少することにより追加的な減損の客観的証拠が存在する場合に損益計算書において認識さ

れる。追加的な減損の客観的証拠が存在しない場合には、金融資産の公正価値の下落は資本に
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直接認識される。負債証券の公正価値がその後の期間に増加し、その増加を減損が損益計算書

上で認識された後に生じた事象に客観的に関連付けることができる場合、公正価値の増加分

を限度として、減損累計額が損益計算書を通じて戻し入れられる。

－ 売却可能持分証券の公正価値のその後の上昇はすべて、再評価として扱われ、資本に直接認識

される。持分証券の減損は、損益計算書を通じて戻し入れられることはない。売却可能持分証

券の公正価値のその後の下落は、当該持分証券の取得原価に関連して発生した追加的な減損

累計額を限度として、損益計算書に認識される。

(ⅱ) 満期保有目的投資は、グループが満期まで保有する積極的な意図および能力を有し、固定または確

定的な支払および固定満期がある非デリバティブ金融資産である。満期保有目的投資は、当初は公

正価値に直接帰属する取引費用を加算した金額で計上され、その後、減損控除後の実効金利法を用

いた償却原価で測定される。

(k) 売戻および買戻契約（株式貸借契約を含む）

事前に決められた価格で買い戻すことを条件に売却される有価証券（レポ取引）は貸借対照表に計上さ

れ、受取対価は負債に計上される。売り戻すことを条件に購入される有価証券（リバース・レポ取引）は貸

借対照表上で認識されることはなく、支払対価は「銀行に対する貸付金」または「顧客に対する貸付金」

のいずれかに計上される。売戻価格と買戻価格の差異は利息として会計処理され、契約期間にわたり認識さ

れる。

証券貸借取引は通常、有価証券あるいは現金の支払または受取により担保されている。これらの契約に基

づく相手先への有価証券の譲渡は通常は貸借対照表に反映されない。支払現金担保は資産として、受取現金

担保は負債としてそれぞれ計上される。

借入有価証券は貸借対照表に認識されることはない。第三者へ売却された場合は、当該有価証券の返済義

務がトレーディング負債に計上され、公正価値による評価が行われるとともに、公正価値の変動による損益

が「トレーディング純収益」に計上される。

(l) デリバティブおよびヘッジ会計

デリバティブは当初は公正価値で認識され、その後、公正価値で再評価される。上場デリバティブの公正

価値は市場価格から入手される。店頭取引デリバティブの公正価値は割引キャッシュ・フロー・モデルや

オプション価格モデル等の評価手法を用いて決定される。

転換社債に転換オプションが組み込まれるように、その他の金融商品にデリバティブが組み込まれるこ

とがある。組込デリバティブは、その経済的特徴およびリスクを主契約のものと明確かつ密接に関連付ける

ことができず、個別の契約に含まれていた場合には組込デリバティブの条件が独立のデリバティブの定義

を満たし、組み合わされた契約がトレーディング目的で保有されたり、公正価値評価の指定を受けたりして

いない場合に個別のデリバティブとして扱われる。これらの組込デリバティブは公正価値で評価され、公正

価値の変動は損益計算書に認識される。

デリバティブは、公正価値が正の場合は資産に、負の場合は負債に分類される。異なる取引から生じるデ

リバティブ資産および負債は、同様の取引相手との取引であり、相殺する法的権利が存在し、当事者が

キャッシュ・フローを純額で決済することを意図している場合に限り相殺される。

EDINET提出書類

エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー(E22630)

有価証券届出書（通常方式）

404/794



公正価値の変動による損益の認識方法は、デリバティブがトレーディング目的であるか、またはヘッジに

指定されているかによって異なり、後者の場合は、ヘッジ対象のリスクの性質に基づいて認識される。ト

レーディング目的保有デリバティブの公正価値の変動によるすべての損益は、損益計算書に認識される。グ

ループはヘッジに指定されたデリバティブを、(i) 認識資産または負債、もしくは確定契約の公正価値変動

に対するヘッジ（「公正価値ヘッジ」）、(ⅱ) 認識資産または負債もしくは予定取引によって発生する可

能性の高い将来キャッシュ・フローの変動に対するヘッジ（「キャッシュ・フロー・ヘッジ」）、または

（ⅲ）海外事業への純投資のヘッジ（「純投資ヘッジ」）のいずれかに分類している。ヘッジ会計は、一定

の基準を満たしていることを条件に、公正価値ヘッジ、キャッシュ・フロー・ヘッジ、純投資ヘッジのヘッ

ジ手段として指定されたデリバティブに適用される。

ヘッジ会計

ヘッジの開始時点で、グループはヘッジ手段とヘッジ対象の関係、およびヘッジの引受けに対するリスク

管理目的および戦略を文書化している。グループはまた、ヘッジ開始時点およびその後にわたって継続的に

ヘッジ取引で使用されたヘッジ手段（主にデリバティブ）が、ヘッジ対象の公正価値またはキャッシュ・

フローのリスクに起因する変動を極めて有効に相殺するかどうかに関する評価を文書化している。適格

ヘッジの利息は「正味受取利息」に計上される。

公正価値ヘッジ

公正価値ヘッジとして指定され、適格なデリバティブの公正価値の変動は、ヘッジされたリスクに関係す

るヘッジされた資産および負債あるいは資産および負債グループの公正価値の変動とともに損益計算書に

認識される。

ヘッジ関係がヘッジ会計の基準を満たさなくなった場合、ヘッジ対象の帳簿価額に対する累積調整額は

再計算された実効金利に基づいて満期までの残存期間にわたり損益計算書に計上される。ただし、ヘッジ対

象の認識が中止された場合は直ちに損益計算書に計上される。

キャッシュ・フロー・ヘッジ

キャッシュ・フロー・ヘッジとして指定され、適格なデリバティブの公正価値の変動の有効部分は、

キャッシュ・フロー・ヘッジ準備金として資本の部に認識される。非有効部分の公正価値の変動による損

益は、直ちに損益計算書に認識される。

資本の部における累積金額はヘッジ対象が損益に影響を及ぼす期間に損益計算書に振り替えられる。し

かし、ヘッジされている予定取引により非金融資産または非金融負債を認識する結果となった場合、過年度

に資本にて繰り延べられていた損益は、資産または負債に関する原価の当初評価に振り替えられる。

ヘッジ手段が失効または売却された場合、あるいはヘッジ会計基準を満たさなくなった場合、その時点の

資本の部における累積損益は、予定取引が最終的に損益計算書に認識されるまで資本の部に引き続き計上

される。予定取引が発生する見込みがなくなった場合は、資本の部に計上されていた累積損益は直ちに損益

計算書に振り替えられる。

純投資ヘッジ
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海外事業への純投資のヘッジはキャッシュ・フロー・ヘッジと同じように会計処理される。ヘッジ手段

の有効部分に関する損益は資本の部に認識される。非有効部分に関する損益は、直ちに損益計算書に認識さ

れる。資本の部における累積損益は、海外事業が処分された時点で損益計算書に計上される。

ヘッジの有効性に関するテスト

グループは、ヘッジ会計の適用が認められるためには、ヘッジの開始から有効期間にわたり、ヘッジが極

めて有効であることが見込まれること（将来的有効性）、および継続して実際の有効性が証明されること

（遡及的有効性）が必要である。

ヘッジ関係の文書には、ヘッジの有効性がどのように評価されているかに関して記載されている。グルー

プ会社がヘッジの有効性を評価するために採用する方法は、リスク管理戦略に基づいて決定される。

将来的有効性に関しては、ヘッジ手段が、ヘッジが指定された期間のリスクに起因する公正価値または

キャッシュ・フローの変動を相殺する上で極めて有効であることが要求される。実際の有効性は、公正価値

またはキャッシュ・フローの変動が80％から125％の範囲で互いに相殺されることによって確保される。

ヘッジの非有効部分は損益計算書上の「トレーディング純収益」に認識される。

ヘッジ会計の適用が認められないデリバティブ

ヘッジ会計の適用が認められないデリバティブの公正価値の変動による損益は、損益計算書に直ちに認

識される。これらの損益は「トレーディング純収益」に計上される。ただし、デリバティブが公正価値評価

を指定された金融商品とともに管理されている場合（グループが発行した負債証券とともに管理されてい

るデリバティブは除く）には、公正価値の変動による損益は「公正価値評価の指定を受けた金融商品から

の純（費用）収益」に計上される。グループが発行した公正価値評価の指定を受けた負債証券とともに管

理されているデリバティブに対する利息は「支払利息」に認識されている。これらのデリバティブに関す

るその他の損益は、「公正価値評価の指定を受けた金融商品からの純（費用）収益」に計上される。

(m) 金融資産および負債の認識中止

金融資産のキャッシュ・フローを受け取る約定権利が失効した場合、あるいはグループが金融資産の

キャッシュ・フローを受け取る約定権利を移転し、さらに以下のいずれかに該当している場合に金融資産

の認識は中止される。

－ 所有に伴うリスクと便益の大半を他に移転した場合、または

－ グループがリスクと便益の大半を維持することも移転することもないが、支配を維持していない場

合

金融負債は、債務の解消、取消し、失効等により負債が消滅した場合に認識が中止される。

(n) 金融資産と金融負債の相殺

金融資産と金融負債は、これらの認識金額を相殺する法的に強制力のある権利が存在し、純額で決済す
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る、もしくは資産の実現と同時に負債を決済する意図がある場合に相殺され、純額が貸借対照表に計上され

る。

(o) 子会社、関連会社および合弁事業

グループは、グループが支配している事業体への投資を子会社に分類している。グループが１つ以上の当

事者と共同支配の対象となる経済活動を行うための契約上の取り決めを締結している場合、グループはそ

の事業に対する投資を合弁事業として分類している。グループは、グループが重要な影響力を有する事業体

への投資で、子会社にも合弁事業にも該当しないものを、関連会社として分類している。この分類を決定す

る上で、支配とは、事業体の活動から利益を得るために、その財務および経営方針を支配する力とみなされ

ている。

関連会社および合弁事業への投資は、持分法で認識されている。この方法のもとでは、これらの投資を当

初は関連するのれんを含む取得原価で計上し、その後に純資産に対するグループの持分の買収後の変動を

調整している。

グループの関連会社および合弁事業との取引に関する利益は、これらの関連会社または合弁事業に対す

るグループの持分に基づいて消去されている。損失についても、譲渡された資産が減損しているという証拠

がない限り、関連会社または合弁事業に対するグループの持分に基づいて消去される。

当行の子会社、関連会社および合弁事業への投資は、減損控除後の取得原価で計上されている。投資の回

収可能額を算定する際に用いた見積りに変更があった場合は、減損の戻入が損益計算書に認識される。

(p) のれんおよび無形資産

(ⅰ) 企業結合（子会社の取得を含む）ならびに合弁事業および関連会社の持分の取得により生じるの

れんは、取得費用が取得した識別可能な資産、負債および偶発債務におけるグループの持分の公正

価値を上回る場合に生じる。取得事業の識別可能資産、負債および偶発債務におけるグループの持

分の公正価値が取得費用を上回る場合は、超過額が損益計算書に直ちに認識される。

無形資産は、これらが分離可能であるか、約定権利またはその他の法的権利から生じており、公正

価値を確実に見積ることができる場合にのれんとは別に認識される。

のれんは、減損テストを行うために現金生成単位に配分される。減損テストは、内部管理目的での

れんがモニターされる最小単位を対象に実施される。減損テストは少なくとも年に一度、また現金

生成単位に減損の兆候があればいつでも、現金生成単位からの回収可能価額を純資産の帳簿価額

（関連するのれんを含む）と比較することにより行われている。資産の回収可能価額は、売却費用

控除後の公正価値と使用価値のうち、いずれか高い方の金額である。使用価値は、現金生成単位か

らの予想将来キャッシュ・フローの現在価値である。回収可能価額が帳簿価額を下回る場合には、

損益計算書に減損が計上される。のれんは減損累計額控除後の取得原価で表示される。

合弁事業および関連会社の持分の取得により生じるのれんは「関連会社および合弁事業における

持分」に計上される。

事業の処分日に、関連するのれんは純資産に対するグループの持分として処分時の損益の算定に

含まれる。
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(ⅱ) 無形資産は、有効な長期保険契約、コンピュータ・ソフトウェア、商号、抵当貸付サービス権、顧客

リスト、コア預金関係、クレジット・カード顧客関係、商業またはその他ローン契約関係の現在価

値を含む。無形資産は、帳簿価額が回収できない可能性を示す事象または状況の変化があった場合

に減損について検討する。

－無期限の耐用年数を有する無形資産または未だ使用できる状態ではない無形資産は、年に一度

の減損テストを行う。この減損テストは、毎年同じ時期に実施することを条件として、事業年度

中であればいつでも実施することができる。当期において認識された無形資産の減損テストは

期末までに実施される。

－有限の耐用年数を有する無形資産（有効な長期保険契約の現在価値を除く）は、償却費および

減損累計額を控除後の取得原価で計上され、見積耐用年数にわたり償却される。見積耐用年数は

法律で定められた期間または見積耐用年数のいずれか短い方の期間である。抵当貸付サービス

権の償却費は、「正味受取手数料」に計上される。

有効な長期保険契約の現在価値に影響を及ぼす会計方針については、注記２(y)を参照のこと。

(ⅲ) 有限の耐用年数を有する無形資産は、以下の耐用年数にわたり、通常は定額法により償却されてい

る。

商号 10年

抵当貸付サービス権 通常、５年から12年

内部開発されたソフトウェア ３年から５年

購入したソフトウェア ３年から５年

顧客または商業上の関係 ３年から10年

その他 通常、10年

(q) 有形固定資産

土地および建物は、減損および減価償却費を控除後の取得原価またはIFRSへの移行日の公正価値（みな

し原価）で計上される。これらの資産を見積耐用年数にわたって償却する際の減価償却費は以下のとおり

算定されている。

－所有地は減価償却されない

－所有建物は、定額法による１年当たり２％の償却額、あるいは残存耐用年数に基づいて算定される償

却額のいずれか大きい方の金額で減価償却される。

－リース建物は、リースの解約不能期間または残存耐用年数にわたり減価償却される。

設備および付帯設備（グループが貸し手であるオペレーティング・リースの設備を含む）は、減損およ

び減価償却費を控除後の取得原価で計上される。減価償却費は、定額法により、通常５年から20年、最長で35

年の耐用年数にわたって資産を償却するように算定されている。

有形固定資産は、帳簿価額が回収できない可能性を示す事象または状況の変化があった場合に減損につ

いて検討する。

グループは、特定の不動産を、賃貸料の稼得または投下資本の増加、あるいはその両方を目的とした投資

として保有している。投資不動産は貸借対照表に公正価値で計上され、公正価値の変動は変動があった年度

の損益計算書に認識される。公正価値は、独立の鑑定士が認められた評価手法を用いて決定している。
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(r) ファイナンス・リースおよびオペレーティング・リース

資産の所有に伴う実質的にすべてのリスクおよび便益（法的所有権は必ずしも含まない）を相手先に移

転する契約はファイナンス・リースとして分類される。グループがファイナンス・リースにおける貸し手

である場合、リース債権（未収収益控除後）は「銀行に対する貸付金」または「顧客に対する貸付金」の

いずれか適切な方に計上される。未収金融収益はリースに対する純投資の収益率が一定となるようにリー

ス期間にわたり「正味受取利息」に認識される。

グループがファイナンス・リースにおける借り手である場合、リース資産は「有形固定資産」に計上さ

れ、これに対応する貸し手への負債は「その他負債」に計上される。ファイナンス・リースおよびこれに対

応する負債は、当該資産の公正価値または最低リース支払額の現在価値のどちらか少ない方で当初は認識

される。未払金融費用は負債残高に対する利率が一定となるようにリースに内在する利率に基づいてリー

ス期間にわたり「正味受取利息」に認識される。

その他のリースはすべてオペレーティング・リースとして分類される。グループが貸し手である場合、グ

ループはオペレーティング・リースに影響を受ける資産を「有形固定資産」に計上し、適切な会計処理を

行っている。減損は、残存価値を全額回収することができないために、資産の帳簿価額に減損が生じた場合

に認識される。グループが借り手である場合は、リース資産は貸借対照表に計上されない。オペレーティン

グ・リースに基づく未払または未収賃料はリース期間にわたり定額法で会計処理され、「一般管理費」お

よび「その他営業収益」にそれぞれ計上される。

セール・アンド・リースバック取引は、資産を売却し、その後、同一資産をリース・バックする取引であ

る。結果として生じるリースは、ファイナンス・リースまたはオペレーティング・リースのいずれかに分類

され、適宜、会計処理される。セール・アンド・リースバック取引がファイナンス・リースとして認識され

る場合、売却代金の帳簿価額超過額は繰延べられ、リース期間にわたって償却される。セール・アンド・

リースバック取引がオペレーティング・リースとして認識され、かつ公正価値による取引が成立している

ことが明らかである場合、損益は即時認識される。売却価格が公正価値を下回る場合、損益は即時認識され

るが、当該損失が市場価格を下回る将来リース支払額により補填されている場合には、繰り延べられ、資産

の見積使用期間にわたるリース支払額に比例して償却される。売却価格が公正価値を上回る場合は、当該超

過分は繰り延べられ、資産の見積使用期間にわたり償却される。

(s) 法人税

法人税は、当期法人税および繰延法人税から構成されている。法人税は資本に直接認識される項目に関連

する場合は資本に計上されるが、それ以外は損益計算書に計上される。

当期法人税は、当事業年度の課税所得に対して支払われることが予定されている税金である。当期法人税

は、貸借対照表日に有効または実質的に有効な税率で計算され、過年度に関して支払われる税金に対する調

整を行っている。当期法人税資産と負債は、グループが純額決済する意図があり、相殺する法的権利が存在

する場合に相殺される。

繰延法人税は貸借対照表上の資産および負債の帳簿価額と税務上の資産および負債の金額の一時差異に

対して認識される。繰延税金負債は通常すべての課税対象の一時差異に関して認識され、繰延税金資産は減

算可能な一時差異の利用対象となる将来の課税所得が発生する可能性が高い場合にそれを限度として認識

される。
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繰延法人税は、貸借対照表日に有効または実質的に有効な税率に基づいて、資産が実現される、あるいは

負債が決済される年度に適用が見込まれる税率を用いて算定される。繰延税金資産と負債は、同一の税務報

告グループから発生し、同一の税務当局によって課される法人税に関連し、当該グループが相殺する法的権

利を有している場合に相殺される。

退職後給付の数理計算上の損益に関連する繰延税金は、資本の部に直接認識されている。資本の部に直接

計上されている売却可能投資およびキャッシュ・フロー・ヘッジ手段の公正価値による再評価に関連する

繰延税金も資本の部に直接計上され、その後、繰り延べられた公正価値による損益が損益計算書に認識され

る際に、損益計算書に計上される。

(t) 年金およびその他の退職後給付

グループは多数の年金制度およびその他の退職後給付制度を有している。これらの制度は、確定給付制度

および確定拠出制度、ならびに退職後医療制度等の様々なその他の退職後給付制度からなる。

確定拠出制度および国が運営する退職給付制度（これらの制度におけるグループの債務が確定拠出制度

と同様である場合）の支払額は、期限の到来と同時に費用計上される。

確定給付年金費用および確定給付債務の現在価値は、予想単位積増方式を用いて当該制度の数理士に

よって報告日に算定される。損益計算書に計上される正味費用は、主に年金資産の期待収益を控除後の現在

勤務費用と年金債務に対する割引率のアンワインディングで構成され、営業費用に表示されている。過去勤

務費用は給付が権利確定した部分は直ちに損益計算書に計上されるが、それ以外は、権利が確定するまで平

均期間にわたり定額法で認識される。数理計算上の損益は、実績に基づく調整（数理計算上の仮定と実際の

結果の差異による影響）および数理計算上の仮定の変動による影響から生じる。数理計算上の損益は「資

本」に認識され、発生年度の認識収益費用計算書に表示される。

貸借対照表に認識される確定給付年金債務は、未認識の過去勤務費用および年金資産の公正価値を調整

後の確定給付債務の現在価値を表している。確定給付制度の正味剰余金は未認識の過去勤務費用に将来の

拠出額に対する払戻および控除の現在価値を加えた金額に制限されている。

確定給付医療制度等のその他の退職後確定給付制度から生じた債務に関する費用は、確定給付年金制度

と同様の基準により会計処理されている。

(u) 株式報酬制度

従業員との株式報酬取引の費用は、付与日における持分金融商品の公正価値を参照して測定され、権利確

定期間にわたって定額法により費用計上される。従業員が即座に利用できる権利確定期間のない持分金融

商品の公正価値は、直ちに費用計上される。

公正価値は、持分金融商品が付与された場合の条件を考慮した上で、適切な評価モデルを用いて決定され

ている。付与日における持分金融商品の公正価値を見積る際に市場成果の条件が考慮されており、この結

果、報奨は、その他の条件すべてが満たされているという前提で、市場成果の条件が満たされているかどう

かに関係なく受給権が確定したものとして扱われる。

市場成果以外の権利確定条件は、付与日における公正価値の当初の見積りからは除外される。これらは、

取引の測定に含められた持分金融商品の個数を調整することによって考慮されており、この結果、付与され

た持分金融商品の対価として受け取ったサービスに対する認識額は、最終的に受給権が確定する持分金融
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商品の個数に基づくことになる。市場成果以外の条件または勤務条件を満たすことができなかったために

受給権が確定していない持分金融商品に対して、累積ベースで、費用の計上はない。

報奨が修正された場合は、修正がなかったと仮定した場合の当初の報奨に対する費用が最低費用として

引き続き認識される。修正により、報奨の公正価値または持分金融商品の個数が増加することになった場合

は、当初付与の費用に加えて、修正日における報奨の公正価値増加分または追加持分金融商品の公正価値増

加分が権利確定期間にわたり認識される。

権利確定期間に権利が失効した場合は権利確定の早期化として会計処理され、権利が確定していれば権

利確定期間にわたって提供されたサービスについて認識されたであろう金額が即座に認識される。

(v) 外貨換算

グループ会社の財務諸表項目は、その事業体が事業活動を行う主な経済環境における通貨（「機能通

貨」）を用いて評価される。

外貨での取引は、取引日の為替レートを用いて機能通貨に換算されている。外貨建ての貨幣性資産および

負債は貸借対照表日の為替レートで機能通貨に換算されている。結果として生じる換算差額は損益計算書

に計上される。取得原価で評価されている外貨建ての非貨幣性資産および負債は、当初の取引日の為替レー

トを用いて機能通貨に換算される。公正価値で評価される外貨建ての非貨幣性資産および負債は、当該公正

価値が決定された日の為替レートで機能通貨に換算される。非貨幣性項目の損益が資本に直接認識される

場合、非貨幣性項目の損益の為替構成部分は資本に認識される。非貨幣性項目の損益が損益計算書に認識さ

れる場合、非貨幣性項目の損益の為替構成部分は損益計算書に直接認識される。

連結財務諸表上、機能通貨が英国ポンドではない支店、子会社、合弁事業および関連会社の資産（該当す

る場合は資産に関連したのれんを含む）および負債は、貸借対照表日の為替レートでグループの表示通貨

に換算される。機能通貨が英国ポンドではない支店、子会社、合弁事業および関連会社の損益は、報告期間の

平均為替レートで英国ポンドに換算されている。期首の外貨純投資の再換算および平均レートから期末

レートへの報告期間の損益の再換算による換算差額は、資本における「換算準備金」に認識される。海外事

業への純投資の一部である貨幣性項目の換算差額は、個別財務諸表の損益計算書に認識される。連結財務諸

表においては、換算差額は「換算準備金」として株主持分に認識される。海外事業の処分時には、関連する

換算差額および過年度に準備金に認識されていた換算差額は、損益計算書に認識される。

(w) 引当金

引当金は、過去の事象から生じた現在の法的債務またはみなし債務を決済するために経済的便益が流出

する可能性があり、当該債務の金額を確実に見積もることができる場合に認識される。

偶発債務（担保として供されている特定の保証および信用状を含む）は、グループが完全に支配できな

い１つ以上の不確実な事象が将来発生するか否かによってのみ存在が確認され得る過去の事象から生じる

潜在的な債務、または、過去の事象から生じているが、決済によって経済的便益が流出する可能性がないた

め、あるいは当該債務を確実に見積ることができないために認識されない現在の債務である。偶発債務は、

財務諸表では認識されないものの、決済の可能性が低い場合を除き、開示される。

(x) 金融保証契約
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保険契約に分類されない金融保証契約に基づく負債は、当初は公正価値で、通常、受取手数料または未収

手数料に計上される。その後、金融保証負債は、当初公正価値から累積償却額を控除後の金額または当該債

務を決済するために必要な支出に関する最善の見積額のいずれか高い方で評価される。

エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーは、その他のグループ会社に対して金融保証を発行してい

る。当行において、このような契約が保険契約とみなされることが過年度に明確に示され、保険契約に適用

可能な会計処理が行われていた場合には、グループは保証を保険契約として会計処理することができる。保

険契約としての会計処理は契約ごとに選択できるが、取り消すことはできない。これらの保証が保険契約に

分類されている場合は保険負債として評価および認識される。

(y) 保険契約

グループは、保険子会社を通じて、保険リスク、金融リスクまたはこれら双方を伴う契約を顧客に提供し

ている。特定の不確実な事象が将来発生した場合に当事者を補償する契約により、グループが当該当事者か

ら重要な保険リスクを請け負っている場合に、当該契約は保険契約として分類される。保険契約では金融リ

スクも移転されるが、保険リスクが重要である場合は保険契約として計上される。

任意参加型の投資契約は金融商品であるが、IFRS第４号で認められているとおり、保険契約として会計処

理される。

保険契約は以下のとおり会計処理される。

保険料

損害保険事業の保険料総額は、会計年度中に負担したリスクの割合に応じて保険契約期間にわたり収益

に計上される。未収保険料（会計年度中に引き受けた貸借対照表日後のリスク期間に関連する事業の相当

分）は、比例配分により日割または月割計算される。

生命保険の保険料は受取可能となった際に会計処理される。ただし、ユニット連動型保険の場合は負債の

確定時に保険料が計上される。

再保険料はこれらが関連する直接保険の保険料と同一の会計年度に会計処理される。

保険金および再保険金

損害保険契約の保険金総額は、支払保険金および支払備金の変動を含む。

生命保険契約の保険金総額には、期中に生じた保険金の費用総額（手数料および配当予定額に基づく保

険契約者配当を含む）が反映されている。期中に生じる保険金は、満期保険金、解約返戻金および死亡保険

金を含む。

満期保険金は、支払期日到来時に認識される。解約返戻金は、支払時またはもっと早い段階（通知に従っ

て関連する保険負債の計算に当該契約を含めることを中止した時点）で認識される。死亡保険金は、通知が

あった時点で認識される。

再保険料は関連する保険金と同一の期間に会計処理される。
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保険契約に基づく負債

損害保険契約の支払備金は、報告済みか否かにかかわらず、貸借対照表日において発生済であるが未決済

のすべての保険金に関する見積最終費用、ならびに関連する手数料の加算、見積回収価値およびその他回収

額の減算に基づいて決定されている。発生済未報告の保険金に対する負債は、見積ベースで適切な統計に基

づく手法を用いて決定される。

非連動型生命保険契約に基づく負債は、現地の数理計算原則に基づいて各生命保険事業別に計算されて

いる。

ユニット連動型生命保険契約に基づく負債は、関連するファンドまたは指標の価値を参照して計算され

た解約返戻金または譲渡価格と少なくとも同等である。

負債十分性テストは、その負債の帳簿価額が将来キャッシュ・フローの現在の見積りに照らし合わせて

十分であることを保証するために保険負債に対して実施される。負債十分性テストを実施する場合、すべて

の契約上のキャッシュ・フローは割引かれ、当該負債の帳簿価額と比較される。不足が確認された場合は、

損益計算書上に直ちに費用計上される。

有効な長期保険契約の現在価値

貸借対照表日現在において有効な、長期保険契約に分類される保険契約の価値は、資産として認識され

る。

有効な長期保険契約の現在価値（「PVIF」）は、現在有効な事業から生じると予想される将来キャッ

シュ・フローを割り引くことによって算定される。算定に際しては、将来死亡率、失効率および費用水準、な

らびに各長期保険契約に帰属するリスクプレミアムを反映したリスク割引率といった要因が仮定として用

いられる。PVIFの変動は「その他営業収益」に税込みベースで計上される。

将来の利益配当

保険契約者に対する任意の利益配当金の給付を規定している保険契約の負債は、保険契約者が未実現利

益から給付を得ることのできる範囲で、当該契約を裏付ける資産に関連して認識される正味未実現利益が

含まれている。給付は、当該契約の契約条件、規制または過去の分配方針に基づいて生じる可能性がある。こ

れに対応する負債の変動は、資産に関連する正味未実現利益と同一割合で資本または損益計算書に認識さ

れる。正味未実現損失に対しては、回収可能性が極めて高い場合に限り、繰延利益配当資産が認識される。

投資契約

連動型および特定の非連動型投資契約に基づく顧客の負債およびこれらに対応する金融資産は公正価値

評価の指定を受けている。公正価値の変動は「公正価値評価の指定を受けた金融商品からの純（費用）収

益」に認識される。受取保険料および支払保険金は投資契約に対して計上される負債の増加または減少と

して会計処理される。

連動型生命保険契約に基づく負債は、関連するファンドまたは指標の価値を参照して計算された解約返

戻金または譲渡価格と少なくとも同等である。

投資管理手数料は投資管理サービスの提供期間にわたり損益計算書の「正味受取手数料」に認識され
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る。

新規投資契約の獲得または既存の投資契約の更新に直接関連する費用は、繰り延べられ、投資管理サービ

スの提供期間にわたり償却される。

(z) 発行済負債証券ならびに顧客および銀行からの預金

金融負債は、グループが契約相手先と契約条項を締結した際（一般的に取引日）に認識される。金融負債

は、当初は公正価値（通常、受取対価から直接帰属する取引費用を控除した金額）により測定される。その

後は、損益を通じて公正価値評価されているものおよび金融保証を除き、金融負債は償却原価で測定され、

直接帰属する取引費用を控除後の受取額と負債の償還金額の差額を実効金利法を用いて予想期間にわたり

償却している。

(aa) 株式資本およびその他の持分金融商品

株式およびその他の金融商品は、現金または他の金融資産を譲渡する契約上の義務が存在しない場合に、

資本に分類される。持分金融商品の発行に直接関連する付加的費用は、税引後の金額により受取額の減少項

目として資本に計上される。

(ab) 現金および現金同等物

キャッシュ・フロー計算書においては、現金および現金同等物には、価格の変動リスクが非常に少なく既

知の現金金額に容易に交換可能な流動性の高い投資が含まれている。このような投資は通常、取得日から

３ヶ月未満で満期が到来するものであり、現金、中央銀行預け金、短期国債およびその他の適格手形、銀行に

対する貸付金、他行から回収中または他行へ送金中の項目、および預金証書が含まれている。

3 仮定、見積りおよび判断の使用

グループの経営成績は、連結財務諸表の作成の基礎となる会計方針、仮定および見積りに影響を受ける。

連結財務諸表を作成する際に適用された会計方針は、注記２に詳述されている。

英国法のもとでは、財務諸表を作成するにあたり、適切な会計方針を選択すること、および合理的で慎重

な判断や見積りを行うことは、取締役の責任である。

会計方針が適用される項目の重要性という観点から、または仮定および見積りの使用を含む重要な判断

を伴うことから、グループの経営成績および財政状態にとって重要とみなされる会計方針は、以下のとおり

である。

貸付金の減損

顧客に対する貸付金の減損から生じる損失についてのグループの会計方針は、注記２(f)に記載されてい

る。詳細については注記38「リスク管理」を参照のこと。減損引当金は、貸借対照表日現在の貸付金ポート

フォリオにおいて発生した損失に関する、経営陣の最善の見積りを示している。

経営陣は、個別および集合的に評価される貸付金に係る減損引当金を算定する場合の仮定および見積り
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を行う際に判断を行うことが求められている。最も重要な判断の分野は、集合的な減損引当金の算定であ

る。

グループは、個別に重要とみなされない同種の貸付金グループの集合的な減損引当金を算定する２つの

代替的な方法を利用している。

・ 適切かつ経験に基づく情報が入手可能な場合、グループはロール・レート法を用いている。この方法は、

延滞および債務不履行に関する過去のデータおよび実績に関する統計分析を取り入れて、延滞の様々な

段階へと進む状況や最終的に回収不能となる可能性を見積もっている。見積損失は、ポートフォリオの

当初の実効利率で割り引かれた予想将来キャッシュ・フローの現在価値とポートフォリオの帳簿価額

との間の差額である。

・ ポートフォリオの規模が小さい場合やロール・レート法を用いるための充分な情報が得られない、ある

いは情報が信頼できない場合、グループは顧客の貸付金の延滞期間が長くなるにつれて徐々に高い損失

率を割り当てるという定型的アプローチを用いている。損失率は過去の損失実績に基づいている。

両方の方法とも見積りの不確実性の影響を受けるが、その一因はポートフォリオにおいて個別に重要と

みなされない貸付金が多く存在していることにより、個別の貸付金に係る損失を特定することが実用的で

ないためである。

また、統計的に評価された過去の情報は、現在の経済および信用状況に基づく実際の固有の損失が過去の

実績によって示される損失を上回る、または下回る可能性について評価する、経営陣の重要な判断で補完さ

れている。通常、各ポートフォリオに固有の損失を評価するために最も客観的で適切な情報は、過去の実績

である。特定の状況では、例えば経済状況、法規制または行動に関する変化があると、過去の損失実績からは

貸借対照表日現在の特定のポートフォリオに固有の損失について関連性のある情報が得られず、その場合

ポートフォリオ・リスク要因の最近の傾向が統計モデルに完全に反映されない。このような場合、減損引当

金の適切な水準を算定する際に、過去の損失実績のみから導き出される減損引当金の調整を行うことによ

り、当該リスク要因は考慮される。

判断における主要な分野は不確実性を伴っており、貸付金ポートフォリオの伸び、商品構成、失業率、破産

傾向、地理的集中、貸付商品の特徴、国内および地域の住宅市場の動向等の経済状況、金利水準、ポートフォ

リオの経過年数、口座管理方針および慣行、法規制の変更ならびに顧客の支払動向に影響を与えるその他の

要因などに大きな影響を受ける。様々な要因が様々な地域および国において異なる経済環境や法規制を反

映するよう適用されている。この判断の基礎となる仮定は、非常に主観的である。減損損失を算定する際に

使用される手法および仮定は、見積損失と実際損失の間の差額を考慮して、定期的に見直されている。例え

ば、ロール・レート、損失率および見積将来回収時期は適切性を確保するために、定期的に実際の結果と比

較している。

同種の貸付金グループの減損引当金合計金額は、多くの地域にわたる経済および信用状況の変化に大き

く影響を受けるため、本質的に不確実である。地域内の経済および信用状況は、多くの要因に影響を受けて

いる。それらの要因は相互依存度が高く、グループの減損引当金全体として特に影響を受ける単一の要因は

ない。次年度の結果がモデルに組み込まれた仮定と異なる可能性があり、その結果、貸付金の帳簿価額に重

要な調整が生じる可能性がある。

のれんの減損
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のれんに関するグループの会計方針は注記２(p)に記載されている。のれんの減損を特定し、評価するプ

ロセスは、一連の見積りを行う上で経営陣の重要な判断が必要となり、その結果は使用された仮定の影響を

大きく受けるため本質的に不確実である。のれんの減損の再評価は、以下の要因に関する経営陣の最善の見

積りを示す。

・ 現金生成単位（「CGU」）の将来キャッシュ・フローは、詳細にわたる予測が入手可能な期間の見積

キャッシュ・フローおよびその後のキャッシュ・フローの長期的かつ持続可能なパタ－ンに関する仮

定に影響を受ける。予測値は、将来において実績や検証可能な経済デ－タと比較されるが、キャッシュ・

フロー予測には、将来の事業見通しに関する経営陣の見解が評価時に必然的に、また適切に反映される

ことになる。

・ 将来予想キャッシュ・フローを割引くために使用される割引率は、個別のCGUに割当てられる資本コス

トに基づいており、CGUの評価に重大な影響を及ぼす可能性がある。資本コストの比率は通常、資本資産

価格モデルによって導き出され、このモデルは該当する国のリスク・フリー金利や評価対象である事業

の固有リスクを反映するためのプレミアムを含む様々な財務・経済変数を反映する入力データを組み

入れている。これらの変数は経営陣の重要な判断に基づいて設定されており、不確実性を伴う。

これを実行することによって、CGUの予想キャッシュ・フローの減少および/または資本コストの増加が

認められた場合、CGUの見積回収可能価額が減少することになる。その結果、CGUの見積回収可能価額が帳簿

価額を下回った場合、のれんの減損費用がグループの当事業年度の損益計算書に認識される。

予想キャッシュ・フローの正確性は、不安定な市況における高い不確実性に左右される。このような市況

では、経営陣は、のれんの減損に関する再テストを年に一度以上行い、キャッシュ・フロー予測の基礎とな

る仮定が現在の市況および将来の事業見通しに関する経営陣の最善の見積りを反映していることを確保し

ている。

経営陣は、のれんが割当てられる各CGUに含まれるのれんの回収可能価額が帳簿価額を超過したと結論付

けた。しかし、既に経営陣によりCGUのキャッシュ・フロー予測に反映されている水準以上に経済および信

用状況が大幅に悪化した場合、CGUの回収可能価額に重要な調整を行う可能性があり、その結果、損益計算書

に減損費用を認識する場合がある。

注記21には、のれんの重要な残高を含むCGUの詳細および各CGUにおけるのれんの減損について評価する

際に用いられる主要な仮定が記載されており、のれんの帳簿価額の主要な仮定の変更に対する感応度につ

いて検討されている。

金融商品の評価

金融商品の評価に関するグループの会計方針は注記２(d)に記載されている。公正価値の最も適切な証拠

は、活発に取引されている市場における市場価格である。金融商品の市場が活発でない場合に評価手法が用

いられる。評価手法の大半は観察可能な市場データのみを使用するため、公正価値測定の信頼性は高い。し

かし、一部の金融商品は、観察不能な１つまたは複数の重要な市場データを用いた評価手法に基づいて評価

されている。観察不能なデータに大きく依拠する評価手法には、完全に観察可能なデータに基づく評価手法

よりも公正価値の計算に経営陣の重要な判断が求められる。

公正価値の算定に用いられる評価手法には、市場の観察可能な価格が存在する類似金融商品との比較、割

引キャッシュ・フローの分析、オプション価格モデルおよび市場参加者が一般的に利用するその他の評価

モデルが含まれる。評価手法は、評価においてその他の市場参加者が利用する仮定（金利イールド・カー
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ブ、為替レート、ボラティリティ、期前返済率および債務不履行率に関する仮定を含む）を取り入れている。

比較可能な金融商品を参照することで金融商品を評価する場合、経営陣は、保有ポジションの比較対象と

なっている金融商品の満期、仕組み、および格付けを考慮している。

評価手法を伴うモデルを適用する際に、経営陣が検討する主な仮定および見積りは以下のとおりである。

・ 金融商品に関する将来キャッシュ・フローの可能性およびタイミングに関する予測。契約相手方の契約

条件を履行する能力に疑義がある場合は、経営陣の判断が必要となる可能性があるが、通常これらの

キャッシュ・フローは、金融商品の契約条件に基づいている。将来キャッシュ・フローは、市場金利の変

動に影響を受ける可能性がある。

・ 金融商品についての適切な割引率の選択。経営陣は、当該金融商品の適切なリスク・フリー・レートに

対して市場参加者が適切なスプレッドとみなす評価に基づいてこの利率を決定している。

・ 評価モデルの選択が特に主観的な分野（例えば、複雑なデリバティブ商品を評価する場合）における公

正価値の算定に用いられるモデルを決定するための判断。

観察不能なデータを伴うモデルを適用する際、例えば、市場の流動性が低いために、市場データが皆無で

あることから生じる公正価値の不確実性を反映するために見積りが行われている。これらの商品の公正価

値による測定は信頼性が低い。観察不能なデータに基づく評価への入力値は、独立した第三者間取引が通常

の取引条件のもとで起こり得る価格水準を決定するために使用できる現行の市場データがほとんどない、

または皆無であるため、本質的に不確実である。しかし、公正価値の決定の基礎となる入手可能な市場デー

タ（例えば過去のデータ）が存在する場合も多く、大半の金融商品の公正価値は、観察不能なデータが重要

であっても市場における観察可能な入力データに基づいている。

金融商品の公正価値による評価には不確実性と主観性が伴うことから、次年度の結果は、使用する仮定と

異なる可能性があり、公正価値により測定された金融商品の帳簿価額に重要な調整を行うこととなる。

売却可能金融資産の減損

売却可能金融資産の減損に関するグループの会計方針は、財務諸表の注記２(j)に記載されている。

経営陣は、減損損失が発生しているという客観的な証拠の存在について決定する際に判断を行うことが

求められている。減損が特定された場合、減損金額は、資産の公正価値に関連して測定される。金融商品の公

正価値の決定に関して、経営陣の判断が求められる仮定および見積りに関する詳細な情報は、上述の「金融

商品の評価」に記載されている。

売却可能負債証券の減損について決定するために必要となる客観的証拠は、損失事象の発生の証拠およ

び損失事象により見積将来キャッシュ・フローが減少しているという証拠から構成される。キャッシュ・

フローがすぐに決定できる場合は、重要でない判断を伴う。見積将来キャッシュ・フローの決定に多くの変

数の検討が必要となり、その一部が現在の市況において観察不能である場合は、より重要な判断が求められ

る。

最も重要な判断は、担保のプールに係る見積将来キャッシュ・フロー、市場価格の下落の範囲および程度

ならびに信用格付けの変更等の要因を考慮する必要があるアセット・バック証券（「ABS」）等のより複

雑な商品に関連している。担保に係る見積将来キャッシュ・フローの見直しは、評価が資産プールの過去の

情報に基づいている場合、見積りの不確実性を伴い、過去の運用成績が現在の経済および信用状況を示して

いる可能性が高いかどうかを決定するために判断が求められる。
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保有する有価証券の様々な種類、保有する有価証券の地理的範囲、損失事象の発生および様々な種類の担

保を含む有価証券のキャッシュ・フローに影響を与える様々な要因が存在するため、グループの売却可能

負債証券の減損費用が特に影響を受ける単一の要因はない。

次年度の結果が売却可能負債証券の減損を特定する際に使用される仮定および見積りと異なるという合

理的な可能性があるため、過年度に減損していないと判断された売却可能負債証券において、減損の証拠が

特定されることがあり、次年度において重大な減損損失の認識につながる可能性がある。

年金

用いられた仮定は、注記７「従業員報酬および給付」に開示されている。

株式に基づく報酬

用いられた仮定は、注記９「株式に基づく報酬」に開示されている。

連結

グループが特別目的会社を連結する状況については、注記１(c)に概要が記載されており、注記38「リス

ク管理」に開示されている。

4  正味保険料収入

損害保険

生命保険

(非連動型)

生命保険

（連動型）

任意参加型の

投資契約 合計

百万ポンド

2008年

計上保険料総額 418 1,252 238 1,500 3,408

未経過保険料の変動 42 (84) － － (42)

保険料収入総額 460 1,168 238 1,500 3,366

再保険会社に出再した計上保険

料総額
(63) (423) (3) － (489)

未経過保険料の変動における再

保険会社の持分
(2) 16 － － 14

保険料収入総額における再保険

会社の持分
(65) (407) (3) － (475)

正味保険料収入 395 761 235 1,500 2,891

2007年

計上保険料総額 372 723 129 933 2,157

未経過保険料の変動 6 2 － － 8

保険料収入総額 378 725 129 933 2,165

再保険会社に出再した計上保険

料総額
(73) (154) (9) － (236)

未経過保険料の変動における再

保険会社の持分
(8) － － － (8)
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保険料収入総額における再保険

会社の持分
(81) (154) (9) － (244)

正味保険料収入 297 571 120 933 1,921

5  正味発生保険金および保険契約準備金の変動

損害保険

生命保険

(非連動型)

生命保険

（連動型）

任意参加型の

投資契約 合計

百万ポンド

2008年

支払保険金、給付金および解約

払戻金
318 374 135 1,047 1,874

保険契約準備金の変動 (8) 682 (189) (138) 347

発生保険金および保険契約準

備金の変動、総額
310 1,056 (54) 909 2,221

支払保険金、給付金および解約

払戻金における再保険会社の

持分

(46) (83) (7) － (136)

保険契約準備金変動における

再保険会社の持分
42 (313) 21 － (250)

発生保険金および保険契約準

備金の変動における再保険会

社の持分

(4) (396) 14 － (386)

正味発生保険金および保険契

約準備金の変動
306 660 (40) 909 1,835

2007年

支払保険金、給付金および解約

払戻金
250 132 139 537 1,058

保険契約準備金の変動 36 (123) 19 536 468

発生保険金および保険契約準

備金の変動、総額
286 9 158 1,073 1,526

支払保険金、給付金および解約

払戻金における再保険会社の

持分

(65) (73) (8) － (146)

保険契約準備金変動における

再保険会社の持分
29 263 2 － 294

発生保険金および保険契約準

備金の変動における再保険会

社の持分

(36) 190 (6) － 148

正味発生保険金および保険契

約準備金の変動
250 199 152 1,073 1,674

6  正味営業収益

正味営業収益は、以下の収益、費用、利益および損失の項目を控除後の金額で計上されている。

2008年 2007年

百万ポンド 百万ポンド

収益

減損金融資産について認識された利息 21 28
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トレーディング目的以外で保有されている、または公正価値評価

の指定を受けていない金融資産または負債に関する受取手数料

で、実効金利の計算に含まれていないもの

2,997 2,966

グループが顧客を代理して資産を保有または投資している信託お

よびその他の受託活動に関連して稼得した手数料
751 767

費用

金融商品の利息－トレーディング目的で保有されている、または

公正価値評価の指定を受けている金融負債に係る利息を除く
12,968 12,310

トレーディング目的以外で保有されている、または公正価値評価

の指定を受けていない金融資産または負債に関する支払手数料

で、実効金利の計算に含まれていないもの

606 571

グループが顧客を代理して資産を保有または投資している信託お

よびその他の受託活動に係る支払手数料
21 18

利益/(損失)

売却目的資産の処分による利益 53 111

売却可能株式の減損 (282) (20)

貸出金および受取債権に係る利益/(損失) － －

償却原価で測定されている金融負債に係る利益/(損失) 15 －

有形固定資産、無形固定資産および非金融投資の処分による利益

－フランス地方銀行の処分による利益（注23参照） 644 －

－エイチエスビーシー・マーチャント・サービシズ・エルエル

ピーの処分による利益
215 －

－その他 60 －

カナダ・スクエア８向け資金供与に係る利益（注22参照） 265 －

貸倒損失およびその他の信用リスク引当金

貸付金に係る正味減損 (1,716) (1,043)

売却可能負債証券の減損 (147) (3)

その他の信用リスク引当金に関する正味戻入 2 3

(1,861) (1,043)

7  従業員報酬および給付

従業員報酬合計

グループ 当行

2008年

2007年

（修正再表示） 2008年

2007年

（修正再表示）

百万ポンド 百万ポンド

賃金および給与 3,758 3,483 1,985 1,950

社会保障費用 495 478 197 195

退職後給付 245 344 178 287

4,498 4,305 2,360 2,432

当事業年度におけるグループの平均雇用人員数は、以下のとおりである。

2008年 2007年

英国個人向け金融サービス（UK PFS）、英国コマーシャル・バンキ

ング、英国グローバル・バンキング・アンド・マーケットおよび英

国その他

51,788 51,050

インターナショナル・バンキング 15,395 12,671
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エイチエスビーシー・フランス 13,215 14,905

プライベート・バンキング 4,842 4,486

エイチエスビーシー・トリンカウス・アンド・ブルクハルト 2,252 1,817

合計 87,492 84,929

退職後給付制度

損益計算書上の費用

グループ 当行

2008年 2007年 2008年 2007年

百万ポンド 百万ポンド

確定給付年金制度

　－エイチエスビーシー・バンク(UK)

年金制度
140 245 140 245

　－その他の制度 3 (5) － 1

確定拠出制度 110 95 30 33

確定給付医療制度 (8) 9 8 8

245 344 178 287

確定給付型退職後給付制度

確定給付制度に関連して貸借対照表上で認識された正味負債

グループ 当行

2008年 2007年 2008年 2007年

百万ポンド 百万ポンド

確定給付年金制度

　－エイチエスビーシー・バンク(UK)

年金制度
269 403 269 403

　－その他の制度 265 107 15 12

確定給付医療制度 130 164 130 136

664 674 414 551

年金制度

現行制度は拠出型の確定給付制度で、年金資産はグループとは独立した信託または類似する基金におい

て保有されている。この制度は少なくとも年に一度、または各国の慣習および規定に従って、資格を有する

保険数理士によって見直されている。確定給付債務および関連する当期勤務費用の算定に用いられる数理

上の仮定は、保険制度が運営されている国の経済状況に応じて異なっている。

銀行の従業員を対象とした確定給付年金契約は、エイチエスビーシー・バンク(UK)年金制度（「制

度」）によって提供されており、その制度資産は個別の信託基金に保有されている。当該年金制度は、受託

会社であるエイチエスビーシー・バンク・ペンション・トラスト(UK)リミテッド（「受託会社」）によっ

て管理されている。その取締役会は13名の取締役で構成され、うち４名は従業員によって、また２名は年金

受給者によって選出される。年金制度の受託会社の取締役は、制度の年金受給者の最善の利益のために行動
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することが要求されている。

医療給付制度

グループは、英国およびフランスにおける制度に基づいて非拠出型の退職後医療給付を提供している。退

職後医療給付制度は、確定給付年金制度と同じ方法で会計処理されている。当該制度は、少なくとも年に一

度、または各国の慣習および規定に従って、資格を有する保険数理士によって見直されている。確定給付債

務および関連する当期勤務費用の算定に用いられる数理上の仮定は、当該制度が運営されている国の経済

状況に応じて異なっている。当期において、グループは合計８百万ポンドの医療費控除（2007年：９百万ポ

ンドの医療費）を計上した。

退職後確定給付制度の主要な数理上の仮定

2008年12月31日現在における確定給付年金制度および退職後医療制度におけるグループの債務の算定に

用いられた主要な数理上の財務仮定は以下のとおりである。これらの仮定は、2009年の両制度における期間

費用の測定の基礎を成すものでもある。

割引率 インフレ率

支払中の

年金の増加率

－年金受給者

支払中の年

金の増加率

－現役制度

加入者

および受給

待期者

繰延

再評価 昇給率

医療費用

趨勢比率

％

英国 6.50 2.90 3.00 2.80 2.90 3.40 6.90

フランス 5.75 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 6.00

スイス 2.60 1.50 該当なし 該当なし 該当なし 2.50 該当なし

ドイツ 5.75 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 該当なし

2007年12月31日現在における確定給付年金制度および退職後医療制度におけるグループの債務の算定に

用いられた主要な数理上の財務仮定は以下のとおりである。これらの仮定は、2008年の両制度における期間

費用の測定の基礎を成すものでもある。

割引率 インフレ率

支払中の

年金の増加率

－年金受給者

支払中の年

金の増加率

－現役制度

加入者

および受給

待期者

繰延

再評価 昇給率

医療費用

趨勢比率

％

英国 5.80 3.30 3.30 3.30 3.30 4.30 7.30

フランス 4.50 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 6.00

スイス 2.25 1.50 該当なし 該当なし 該当なし 2.25 該当なし

ドイツ 4.50 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 該当なし
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グループは、両制度の現地保険数理士と相談の上、高格付（AAまたは同等）で確定給付債務と同じ満期を

有する負債証券の現行平均利回りに基づき、グループの債務に適用する割引率を決定している。また制度資

産の期待収益率は、長期将来資産収益に関する最善の見積りであり、過去の市場における収益率に加え、現

行のインフレ率や金利などの追加的な要素を加味して決定している。

2008年12月31日現在、用いられた生命表および65歳時における平均余命は以下のとおりである。

生命表

男性加入者の65歳時に

おける余命

女性加入者の65歳時に

おける余命

現在65歳 現在45歳 現在65歳 現在45歳

英国 PA92
(1) 20.80 22.80 24.10 26.20

フランス TG05 23.10 25.90 26.60 29.40

スイス BVG2005（負荷３％） 17.90 17.90 20.98 20.98

ドイツ Heubeck 2005G 18.00 20.70 22.10 24.70

(1) PA92は2005年に対する標準改善率およびそれ以降は最低１％の年間改善率を下限とする中期コーホー

ト改善率を採用したものである。

2007年12月31日現在、用いられた生命表および65歳時における平均余命は以下のとおりである。

生命表

男性加入者の65歳時に

おける余命

女性加入者の65歳時に

おける余命

現在65歳 現在45歳 現在65歳 現在45歳

英国 PA92
(1) 20.40 21.70 23.40 24.60

フランス TG05 22.93 25.73 26.41 29.29

スイス BVG2005（負荷３％） 17.90 17.90 20.98 20.98

ドイツ Heubeck 2005G 18.06 20.84 22.20 24.85

(1) PA92は2005年に対する標準改善率およびそれ以降は中期コーホート改善率を採用したものである。

数理上の仮定の感応度

割引率は、報告期間中に生じた市況の変動に影響を受ける。使用されている死亡率は、制度加入者のプロ

ファイルから得られる実績値の影響を受ける。下表は、これらの仮定およびその他の主要な仮定が変動した

場合の主要制度への影響を示したものである。

エイチエスビーシー・バンク（UK）

年金制度

2008年 2007年

百万ポンド

割引率

25ベーシスポイント増加した場合の期末現在における年金債務の変動 (383) (493)

25ベーシスポイント減少した場合の期末現在における年金債務の変動 408 530

25ベーシスポイント増加した場合の次年度における年金費用の変動 (6) (10)

25ベーシスポイント減少した場合の次年度における年金費用の変動 7 10

インフレ率

25ベーシスポイント増加した場合の期末現在における年金債務の変動 360 530
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25ベーシスポイント減少した場合の期末現在における年金債務の変動 (338) (493)

25ベーシスポイント増加した場合の次年度における年金費用の変動 31 40

25ベーシスポイント減少した場合の次年度における年金費用の変動 (28) (37)

支払中の年金および繰延再評価の増加率

25ベーシスポイント増加した場合の期末現在における年金債務の変動 239 410

25ベーシスポイント減少した場合の期末現在における年金債務の変動 (225) (378)

25ベーシスポイント増加した場合の次年度における年金費用の変動 20 30

25ベーシスポイント減少した場合の次年度における年金費用の変動 (16) (28)

昇給率

25ベーシスポイント増加した場合の期末現在における年金債務の変動 118 120

25ベーシスポイント減少した場合の期末現在における年金債務の変動 (115) (115)

25ベーシスポイント増加した場合の次年度における年金費用の変動 11 11

25ベーシスポイント減少した場合の次年度における年金費用の変動 (10) (10)

投資収益率

25ベーシスポイント増加した場合の次年度における年金費用の変動 25 28

25ベーシスポイント減少した場合の次年度における年金費用の変動 (25) (28)

死亡率

仮定生存年数が１年延びることから生じる年金債務の変動 250 340

下表は、割引率および死亡率が変動した場合の主要制度以外の確定給付制度への影響を示したものであ

る。

その他の制度

2008年 2007年

百万ポンド

仮定生存年数が１年延びることから生じる年金債務の増加 13 9

確定給付年金制度

貸借対照表に計上された価値

エイチエスビーシー・バンク(UK)年金制度

2008年 2007年

期待収益率 価値 期待収益率 価値

％ 百万ポンド ％ 百万ポンド

制度資産の公正価値 10,191 11,316

株式 8.1 1,536 8.3 2,283

社債 5.7 7,541 6.1 7,646

不動産 6.9 812 7.3 936

その他 4.2 302 5.1 451

確定給付債務 (10,460) (11,719)

拠出型債務の現在価値 (10,460) (11,719)

非拠出型債務の現在価値 － －

最低積立要件の調整 － －
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正味負債
 (1) (269) (403)

その他の制度  

2008年 2007年

期待収益率
(2) 価値 期待収益率

(2) 価値

％ 百万ポンド ％ 百万ポンド

制度資産の公正価値 617 557

株式 7.4 128 7.2 196

社債 4.2 368 3.6 260

不動産 5.3 13 5.2 11

その他 5.0 108 4.9 90

確定給付債務 (889) (643)

拠出型債務の現在価値 (750) (610)

非拠出型債務の現在価値 (139) (33)

制度剰余金に関する制限の影響 － (21)

未認識過去勤務費用 7 －

最低積立要件の調整 － －

正味負債
(1) (265) (107)

(1) 確定給付年金制度の正味負債284百万ポンドは、当行に関連したものである（2007年：415百万ポン

ド）。

(2) 期待収益率は制度資産の公正価値を基準に加重計算される。

主要制度は、ポートフォリオから生じるリスクを管理するために当行とデリバティブ取引を締結してい

る。これらのデリバティブの内訳は、金利（ロンドン銀行間取引金利－「LIBOR」）スワップおよびインフ

レ（小売価格指数－「RPI」）スワップである。これらのスワップの条件に基づき、主要制度は、制度加入者

への将来給付支払額の予測に基づいて、当該制度に払い込まれるキャッシュ・フローと引き換えにLIBOR関

連の利息を支払うことを約束している。これらのスワップについては、注記42「関連当事者間取引」で詳述

されている。

確定給付債務の現在価値の変動

2008年 2007年

エイチエス

ビーシー・

バンク(UK)

年金制度

その他の

制度

エイチエス

ビーシー・

バンク(UK)

年金制度

その他の

制度

百万ポンド 百万ポンド

１月１日現在残高 11,719 643 12,392 627

当期勤務費用 211 23 227 23

利息費用 670 27 623 23

従業員拠出額 － 20 － 16

数理上の(利益)/損失 (1,664) 53 (1,208) (49)

支払給付 (476) (43) (315) (37)
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過去勤務費用

－即時権利確定 － 5 － 3

－権利未確定給付 － 6 － －

買収 － 2 － －

削減による負債の減少 － － － (29)

決済時に消滅した負債 － (40) － －

換算差額 － 193 － 66

12月31日現在残高 10,460 889 11,719 643

制度資産の公正価値の変動

2008年 2007年

エイチエス

ビーシー・

バンク(UK)

年金制度

その他の

制度

エイチエス

ビーシー・

バンク(UK)

年金制度

その他の

制度

百万ポンド 百万ポンド

１月１日現在残高 11,316 557 10,485 460

制度資産の期待収益 741 31 605 25

グループ拠出額

－標準 252 21 235 13

－特別 － － 300 －

従業員拠出額 － 20 － 16

実際利益/(損失) (1,643) (130) 6 3

支払給付 (475) (33) (315) (24)

削減時に分配された資産 － － － －

決済時に分配された資産 － (19) － (3)

換算差額 － 170 － 67

12月31日現在残高 10,191 617 11,316 557

2008年12月31日に終了した事業年度における制度資産の実際運用収益は負の収益1,001百万ポンド

（2007年：正の収益639百万ポンド）であった。グループは、2009年に確定給付年金制度に対して274百万ポ

ンドの拠出を行う予定である。

損益計算書の「従業員報酬および給付」に計上された費用合計

2008年 2007年

エイチエスビ

ーシー・

バンク(UK)

年金制度

その他の

制度

エイチエスビ

ーシー・

バンク(UK)

年金制度

その他の

制度

百万ポンド 百万ポンド

当期勤務費用 211 23 227 23

利息費用 670 27 623 23

制度資産の期待収益 (741) (31) (605) (25)

過去勤務費用 － 5 － 3

削減による利益 － － － (29)
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決済による利益 － (21) － －

費用合計 140 3 245 (5)

正味数理利益（損失）合計

2008年 2007年

エイチエスビー

シー・

バンク(UK)

年金制度

その他の

制度

エイチエスビ

ーシー・

バンク(UK)

年金制度

その他の

制度

百万ポンド 百万ポンド

制度負債における実際損失 (7) (6) (30) (4)

制度資産における実際利益/(損

失)
(1,643) (130) 6 3

数理上の仮定の変更による利

益/(損失)
1,671 (47) 1,238 53

正味数理利益/(損失)合計 21 (183) 1,214 52

IFRSへの移行後、資本に計上された正味数理利益合計は573百万ポンドである。2008年に、数理損失として

資本に計上された制度剰余金に関する制限の影響額合計は、25百万ポンドの利益であった（2007年：17百

万ポンドの損失）。

主要制度に対して３年ごとに実施される保険数理評価は、直近では受託会社に代わって制度保険数理士

により2005年12月31日に実施された。この評価によって1,200百万ポンドの積立不足が確認された。採用さ

れた評価方法は、予測単位積増方式であった。制度からの予想キャッシュ・フローは、2005年12月31日にお

ける小売価格指数（「RPI」）スワップ損益分岐曲線を参照して予測された。昇給率はRPIを年率１％上回

り、インフレによる年金増加率はRPIと同率（ただし、年率０％（下限）から５％（上限）の間）と仮定さ

れていた。予想キャッシュ・フローは、2005年12月31日現在のLIBORスワップ曲線に投資戦略の期待収益に

対するマージンである年110ベーシスポイントを加えた利率を用いて割り引かれた。前回の評価以降３年間

における制度年金受給者の死亡実績について分析が行われ、当該分析結果および評価日以降の生命表PA92

シリーズにおける中期コーホートの将来改善率に基づき死亡率の仮定を行った。

2005年12月31日の評価の一部として、当該制度が廃止されて制度加入者の給付金が保険会社に買い取ら

れる場合（この制度の規模では現実に起こる可能性は低い）、または当行の支援を受けずに受託会社が制

度を継続的に運営すると仮定した場合に、負債の支払いに必要となる制度資産の金額も算定された。この方

法によって算定された必要額は、2005年12月31日現在で15,500百万ポンドと見積もられた。この目的でのソ

ルベンシー・ポジションを見積るにあたり、継続的なポジション評価の場合よりも慎重な将来の死亡率に

関する仮定が用いられ、受託会社は、現物と金利およびインフレ・スワップが適切に組み合わされたポート

フォリオになるように、投資戦略を変更すると仮定されている。この費用のための明確な引当金も含まれて

いる。

2005年の評価結果を予測して、2005年12月22日、エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーは、制度の

積立不足額を減らすために10億ポンドの追加拠出を行った。評価結果を受けて、当行は、以下に記載した将

来の追加積立計画に従い、積立不足額を削減することについて受託会社と合意している。

百万ポンド
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2012年 465

2013年 465

2014年 465

当行はまた、2007年１月１日から2008年12月31日に実施される次回の保険数理評価の完了までの期間に

わたり、年金計算の対象となる給与の36パーセントの割合で、確定給付制度加入者の未払給付金に関する当

該制度への継続的な拠出を行うことを決定している。2006年において、当行は年金計算の対象となる給与の

20パーセントの割合で拠出を行っていた。2006年の拠出額との差額を補うために、さらに年金計算の対象と

なる給与の２パーセントに相当する金額を、2007年１月１日から2014年12月31日までの期間にわたって支

払う予定である。

受託会社および当行は、2008年12月31日現在で実施中の３年毎の評価に向けて、積立不足の解消に向けて

の進捗状況を監視していく予定である。この評価過程は現在進行中であり、2009年後期の完了を予定してい

る。将来積立支払額は保険数理評価の結果に応じて決定される。

要約

エイチエスビーシー・バンク(UK)年金制度

2008年 2007年 2006年 2005年 2004年

百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド

確定給付債務 (10,460)(11,719)(12,392)(11,961)(10,335)

制度資産の公正価値 10,191 11,316 10,485 10,107 7,810 

制度剰余金に関する制限の

影響
－ － － － －

正味積立不足額 (269) (403) (1,907) (1,854) (2,525)

制度負債における実際利益 (7) (30) 300 40 219 

制度資産における実際利

益/(損失)
(1,643) 6 － 905 276 

数理上の仮定の変更による

利益/(損失)
1,671 1,238 (298) (1,166) (741)

正味数理利益/(損失)合計 21 1,214 2 (221) (246)

その他の制度

2008年 2007年 2006年 2005年 2004年

百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド

確定給付債務 (889) (643) (627) (601) (505)

制度資産の公正価値 617 557 460 404 240 

制度剰余金に関する制限の影

響
－ (21) 2 － －

正味積立不足額 (272) (107) (165) (197) (265)

制度負債における実際利益 (6) (4) 1 3 －

制度資産における実際利益/

(損失)
(130) 3 7 9 (20)
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数理上の仮定の変更による利

益/(損失)
(47) 53 14 (71) (9)

正味数理利益/(損失)合計 (183) 52 22 (59) (29)

確定給付医療制度

貸借対照表で認識された負債

2008年 2007年

百万ポンド 百万ポンド

非拠出型債務の現在価値 130 164

未認識過去勤務費用 － －

正味負債
 (1) 130 164

(1) 確定給付医療制度の正味負債130百万ポンドは、当行に関連するものである（2007年：136百万ポン

ド）。

確定給付債務の現在価値の変動

2008年 2007年

百万ポンド 百万ポンド

１月１日現在残高 164 180

当期勤務費用 － 1

利息費用 9 8

数理上の利益 (8) (22)

支払給付 (21) (6)

削減による負債の減少 － －

決済により消滅した負債 (17) －

換算差額 3 3

12月31日現在残高 130 164

損益計算書の「従業員報酬および給付」に計上された費用合計

2008年 2007年

百万ポンド 百万ポンド

当期勤務費用 － 1

利息費用 (8) 8

過去勤務費用 － －

費用合計 (8) 9

正味数理利益/(損失)合計

12月31日に終了した事業年度

2008年 2007年

百万ポンド 百万ポンド

制度負債における実際/(損失)利益 (5) 8
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数理上の仮定の変更による利益 13 14

正味数理利益合計 8 22

医療費用趨勢比率の数理上の仮定は、計上額に重要な影響を与える。医療費用趨勢比率に関する仮定が

１％変動した場合の2008年の計上額への影響は以下のとおりである。

１％上昇 １％低下

百万ポンド 百万ポンド

当期勤務費用および利息費用の合計額の増加/（減少） 1 1

確定給付債務の増加/（減少） 16 16

退職後給付制度（当行）

上記に開示されているように、確定給付制度の加入者である当行の従業員は、主にエイチエスビーシー・

バンク（UK）年金制度の加入者である。

役員報酬

会社法第６章１部に準拠して算定された当行の役員報酬の合計は、以下のとおりである。

2008年 2007年

千ポンド 千ポンド

手当 452 466

給与およびその他の報酬 2,706 2,026

賞与
(1) 3,430 8,448

6,588 10,940

株式オプションの行使による利益 13 37

制限付株式制度報奨の権利確定分 1,621 4,243

(1) 2008年には、業績条件は付されていないが、期間制限が設定されている株式への繰延額2,357,019ポン

ド（2007年：4,274,098ポンド）が含まれている。

2008年に提供された適格勤務に関連して、長期インセンティブ制度に基づき取締役に支払われた報奨は

なかった。（2007年：取締役１名に対して157,576ポンドが支払われた。）

確定給付制度に基づく退職給付が取締役１名に対して計上され、マネー・パーチェス制度に基づく退職

給付が取締役１名に対して計上されている。さらに、他の１名の取締役は雇用者拠出型退職給付制度に基づ

く給付金を受け取ることになっている。2008年12月31日現在、当該制度に基づく非拠出型債務は259,000ポ

ンドであった。取締役の役職勤務に関するマネー・パーチェス契約への当事業年度中の拠出金総額は

65,000ポンド（2007年：395,023ポンド）であった。

さらに、旧取締役との退職給付契約に基づき742,874ポンド（2007年：700,887ポンド）が支払われてお

り、ここには旧取締役に対する非拠出型年金債務に関連する支払410,251ポンド（2007年：386,873ポン

ド）が含まれている。2008年12月31日現在、旧取締役に対する非拠出型年金債務に関する引当金は、

4,238,032ポンド（2007年：4,653,000ポンド）であった。当事業年度の取締役の年金制度への拠出金総額

は65,000ポンド（2007年：395,023ポンド）であった。
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取締役に対する変動賞与は、個人および会社の業績に基づいており、当行の親会社であるエイチエスビー

シー・ホールディングス・ピーエルシーの報酬委員会によって決定される。2000年エイチエスビーシー・

ホールディングス制限付株式制度およびエイチエスビーシー株式制度に基づく条件付報奨の費用は、これ

らの報奨の公正価値および株式の権利が確定する水準をもとに算定された金額が、報奨の対象となる勤務

期間にわたって毎年認識される。

これらの総額のうち、以下の金額が最高額の報酬を受け取った取締役（「最高報酬取締役」）に対して

支払われている。

2008年 2007年

千ポンド 千ポンド

手当 － －

給与およびその他の報酬 608 208

賞与
 (1) 1,493 3,064

(1) 2008年には、業績条件は付されていないが、期間制限が設定されている株式への繰延額1.1百万ポンド

（2007年：1.2百万ポンド）が含まれている。

最高報酬取締役は、当事業年度中に権利確定した長期インセンティブ制度に基づく報奨により28,537株

を受領した。最高報酬取締役は、当事業年度中に、567株のエイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエ

ルシーの普通株式に関する株式オプションを行使した。

最高報酬取締役の当事業年度の勤務に対する、当行からの年金拠出金はなかった。

当行の親会社であるエイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシーの報酬委員会は、最高報酬

取締役が当事業年度中に提供した役職勤務に対して、エイチエスビーシー株式制度に基づくエイチエス

ビーシー・ホールディングス・ピーエルシー普通株式による条件付報奨を付与しないことを決定した。エ

イチエスビーシー株式制度および業績条件の詳細については、エイチエスビーシー・ホールディングス・

ピーエルシーの取締役報酬報告書の中に含まれている。

8  一般管理費

監査人報酬

法定監査に関連する監査人報酬は、9.8百万ポンド（2007年：9.0百万ポンド）であった。　　

以下は、グループの主要な監査人であるケーピーエムジー・オーディット・ピーエルシーおよびその関

連会社（「ケーピーエムジー」と総称）に対するグループの支払報酬である。

2008年 2007年

百万ポンド 百万ポンド

エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーの法定監査に対する

監査報酬：

－当事業年度に関連する報酬 2.3 2.2

－過年度に関連する報酬 0.2 0.1

2.5 2.3

グループに提供されたその他のサービスに対するケーピーエム

ジーへの支払報酬
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監査関連のサービス：

－法律に基づくグループ子会社の監査 7.1 6.1

－法律に基づくその他のサービス 5.7 2.2

税務サービス 0.4 0.2

その他のサービス：

－情報技術関連サービス 0.2 0.2

－コーポレート・ファイナンス取引関連サービス 0.2 －

－その他のすべてのサービス 1.4 2.0

15.0 10.7

支払報酬合計 17.5 13.0

「エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーの法定監査に対する監査報酬」は、グループの連結財務

諸表およびエイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーの個別財務諸表の法定監査に関して、ケーピーエ

ムジー・オーディット・ピーエルシーに支払われる報酬である。エイチエスビーシー・バンク・ピーエル

シー子会社の法定監査に関する支払報酬はここには含まれておらず、「グループに提供されたその他の

サービスに対するケーピーエムジーへの支払報酬」に含まれている。

エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーに対する非監査サービスに関して、ケーピーエムジーに支

払われる報酬は、当該報酬がグループ連結ベースで開示されているため、個別には開示されていない。

9  株式報酬

2008年において、持分決済型株式報酬取引に関する費用225百万ポンドが損益計算書に計上された（2007

年： IFRIC第11号の影響による修正再表示後の182百万ポンド（注記１a参照のこと））。この費用は、契約

時の株式報酬取引の公正価値から算出され、エイチエスビーシー・グループの報酬体系の中で付与された

従業員株式報奨に基づいて発生したものである。

公正価値の計算

株式オプション/報奨の付与日現在における公正価値は、ブラック・ショールズ・モデルの基礎的な仮定

に基づいた二項モデルを用いて算定されている。一定期間のエイチエスビーシーの株主総利回り

（「TSR」）に応じて権利が確定するオプション/株式報奨をモデル化する場合、TSRの業績目標は、モンテ

・カルロ・シュミレーションを用いたモデルの中に組み込まれる。オプションの予想年数は、オプション保

有者の行動によって異なるものであり、その情報は過去の観察可能なデータに基づいてオプション・モデ

ルに組み込まれる。公正価値の算定には仮定を使用しており、また使用するモデルにも限界があるため、算

定された公正価値は、本質的に主観的で不確実なものである。

付与されたオプションの公正価値の見積りに用いられた重要な仮定の加重平均値は、以下のとおりであ

る。

１年貯蓄型株式

オプション制度

３年貯蓄型株式

オプション制度

５年貯蓄型株式

オプション制度
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2008年

リスク・フリー金利
(1)
（％） 4.5 4.5 4.5

予想年数
(2)
（年数） 1 3 5

予想ボラティリティ
(3)
（％） 25 25 25

付与日における株価（ポンド） 8.80 8.80 8.80

2007年

リスク・フリー金利
(1)
（％） 5.6 5.5 5.4

予想年数
(2)
（年数） 1 3 5

予想ボラティリティ
(3)
（％） 17 17 17

付与日における株価（ポンド） 9.24 9.24 9.24

(1) リスク・フリー金利は、英国貯蓄型株式オプション制度についての英国債イールド・カーブをもとに決

定された。海外貯蓄型株式オプション制度についても同様のイールド・カーブが使用された。

(2) 予想年数は単独の入力パラメーターではなく、様々な行動に関する仮定の関数である。

(3) 予想ボラティリティは、過去の平均株価ボラティリティ、および当該従業員オプションと類似する満期

を有し、取引されているエイチエスビーシー株式に関するオプションから得られるインプライド・ボラ

ティリティの両方を考慮することによって見積られている。

予想配当金は（該当する場合）、株式オプション/報奨の評価モデルに組み込まれている。米ドル建ての

予想配当成長率は、初年度は７パーセント（2007年：最初の３年間は10パーセント）、それ以降は８パーセ

ント（2007年：８パーセント）と決定されたが、これは一般的なアナリストの予測と一致したものである。

エイチエスビーシー株式制度

エイチエスビーシー株式制度は、2005年にエイチエスビーシー・グループによって採用された。この制度

に基づき、業績株式報奨、制限付株式報奨、および株式オプション報奨が付与される可能性がある。エイチエ

スビーシー株式制度の目的は、役員の関心を株主価値の創出にあわせ、また個人の実績および潜在的可能性

を認識することである。さらに、人材雇用と留保を目的として本制度に基づく報奨が付与されている。

業績株式報奨

業績株式報奨は、前年度の各個人の業績を考慮して、専務取締役およびその他の上級執行役員に付与され

る。各報奨は、予め定められた基準に対する達成度を測るため、２つの均等な要素に分割されている。報奨の

うち１つは、TSRに基づくもので、28の大手銀行から成る比較グループに対するエイチエスビーシーの順位

に基づいて決定される。もう１つは、１株当たり利益目標の達成を条件とした報奨である。報奨の各要素に

ついて、各業績評価の最低基準値を満たしていることを前提に、目標の達成度に応じて、報奨の30％から

100％のスライド制で従業員に株式が提供される。これらの株式は、受給条件を満たしている限りにおいて、

３年後に受給権が確定される。

2008年 2007年

株数

（千株）

株数

（千株）

１月１日現在残高 2,184 1,966

期中における増加 167 421

期中における引渡 (809) (203)

期中における権利失効 (314) －

12月31日現在残高
(1) 1,228 2,184

EDINET提出書類

エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー(E22630)

有価証券届出書（通常方式）

433/794



(1) 上表は当行従業員の報奨金809,522株（2007年：1,735,782株）を含む。

2008年に業績株式報酬としてグループが付与した株式の加重平均公正価値は、8.56ポンド（2007年：

8.96ポンド）であった。

制限付株式報奨

制限付株式は、人材雇用支援として、または年次賞与の繰延べとして、従業員の勤務実績、潜在的可能性お

よび留保要求に基づき、その他の従業員に対して付与される。当該株式報奨には会社の業績条件は付されて

おらず、通常は、付与日から１年から３年の間に受給権が確定するが、従業員がその期間継続してグループ

に雇用されていることが条件となる。

2008年 2007年

株数

（千株）

株数

（千株）

１月１日現在残高 29,590 13,333 

期中における増加 25,202 21,035 

期中における引渡 (9,328) (2,454)

期中における権利失効 (2,583) (2,324)

12月31日現在残高 42,881 29,590 

2008年に制限付株式報奨としてグループが付与した株式の加重平均公正価値は、8.56ポンド（2007年：

8.96ポンド）であった。

株式オプション

株式オプションは、2005年にエイチエスビーシー株式制度のもとで、前年度の業績に基づいてフランスの

従業員に対して付与された。この株式オプションには、グループの１株当たり利益の絶対測度および28の大

手銀行から成る比較グループに対するエイチエスビーシー・グループの順位に基づいて決定されるTSRの

測度を含む業績条件が付されている。このオプションは付与の３年後に権利が確定する。2005年６月に付与

されたオプションは、付与日から４年目まで行使可能であり、それ以降は権利が失効する。2005年９月に付

与されたオプションは、付与日から10年目まで行使可能であり、それ以降は権利が失効する。

2008年 2007年

オプション数

（千個）

加重平均

行使価格

（ポンド）

オプション数

（千個）

加重平均

行使価格

（ポンド）

１月１日現在残高 525 8.85 628 8.84

期中における権利失効 (225) 8.79 (103) 8.79

12月31日現在残高 300 8.89 525 8.85

2008年に付与されたオプションはなかった（2007年：ゼロ）。貸借対照表日現在、未行使オプションの加

重平均残存契約期間は2.1年であった（2007年：2.4年）。貸借対照表日現在、未行使オプションの行使価格

の範囲は8.79ポンドから9.17ポンドであった。これらのオプションのうち、貸借対照表日現在において行使
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可能なものはなかった。

貯蓄型株式オプション制度

貯蓄型株式オプション制度は、一定の条件を満たした従業員を対象として、月額最高250ポンドまでの積

立てを行い、その貯蓄を株式取得に使用することを認めるオプションを付した貯蓄契約の締結を推奨する

制度である。この制度の目的は、すべての従業員の関心を株主価値の創出にあわせることである。オプショ

ンは、１年契約の貯蓄契約は、契約開始から１年目の応答日から３ヶ月間、３年または５年契約の貯蓄契約

は、契約開始から３年目または５年目の応答日から６ヶ月間行使可能である。行使価格は、上記推奨日の直

前の日の市場価格に対して20％（2007年：20％）割り引いた価格に設定される。

2008年 2007年

オプション数

（千個）

加重平均

行使価格

（ポンド）

オプション数

（千個）

加重平均

行使価格

（ポンド）

１月１日現在残高 41,029 6.59 37,053 6.46 

期中における付与 13,718 6.82 10,845 7.08 

期中における権利行使 (13,273) 5.73 (3,623) 6.45 

期中における移管 (1,404) 7.20 (1,242) 6.89 

期中における行使期限切れ (2,955) 7.02 (2,004) 6.76 

12月31日現在残高
(1),(2) 37,115 6.94 41,029 6.59 

(1) 上表には、当行従業員に対するオプションが2008年１月１日現在残高に34,569,476個（2007年：

33,571,481個）、期中における付与に12,085,353個（2007年：8,269,034個）、および2008年12月31日現

在残高に33,404,227個（2007年：34,569,476個）含まれている。

(2) 当行従業員に対するオプションの加重平均行使価格は、2008年１月１日現在において6.57ポンド（2007

年：6.44ポンド）、2008年12月31日現在において6.94ポンド（2007年：6.57ポンド）であった。

当事業年度中に付与されたオプションの加重平均公正価値は、2.17ポンド（2007年：2.12ポンド）で

あった。株式オプションが行使された日における加重平均株価は8.56ポンド（2007年：8.96ポンド）で

あった。以下は、貸借対照表日現在のオプション残高について、オプション数、加重平均行使価格、および加

重平均残存契約期間を、行使価格の範囲ごとに分析したものである。

グループ

2008年 2007年

行使価格の範囲（ポンド） 5.35-8.02 5.35-8.02

加重平均残存契約期間（年数） 2.19 1.77

上記のうち行使可能：

－オプション数（千個） 605 154

－加重平均行使価格（ポンド） 5.91 6.49

当行

2008年 2007年
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行使価格の範囲（ポンド） 5.35-8.02 5.35-8.02

加重平均残存契約期間（年数） 2.26 1.76

上記のうち行使可能：

－オプション数（千個） 485 85

－加重平均行使価格（ポンド） 5.83 6.49

2000年エイチエスビーシー・ホールディングス制限付株式制度

2000年エイチエスビーシー・ホールディングス制限付株式制度（「制限付株式制度」）に基づき付与さ

れた業績株式報奨

制限付株式制度に基づく業績株式報奨は、1996年から2004年までの間に上級執行役員に付与された。この

制度の目的は、役員の関心を株主価値の創出にあわせることであった。この目的は、比較対象の大手銀行の

数値に対して一定のTSR目標を設定し、通常、当該目標の達成を報奨の権利確定条件とすることで達成され

た。これらの業績条件以外に、エイチエスビーシー・グループ報酬委員会が当該業績期間にエイチエスビー

シーが持続的成長を達成したことを認めない限り、いかなる未行使報奨も権利確定することはない。2005年

のエイチエスビーシー株式制度導入後、株式配当再投資による報奨を除き、当該制度のもとで更なる報奨を

付与する予定はない。

2008年 2007年

株数

（千株）

株数

（千株）

１月１日現在残高 1,052 1,977

期中における増加
(1) 23 849

期中における引渡 (985) (1,750)

期中における移管 (90) (24)

12月31日現在残高 － 1,052

(1) 株式配当再投資を含む期中における増加。

2007年12月31日現在における加重平均残存権利確定期間は、10ヶ月であった。

2000年エイチエスビーシー・ホールディングス制限付株式制度に基づき付与された制限付株式報奨

2000年から2005年の間に、前年度における従業員の勤務実績、潜在的可能性および留保要求を考慮した上

で、一定の条件を満たした従業員に、制限付株式制度に基づく制限付株式報奨が付与された。制限付株式は

また、年次賞与の一部繰延べまたは雇用支援を目的として付与された。当該株式報奨には、会社の業績条件

は付されておらず、通常は、付与日から１年から３年の間に受給権が確定するが、従業員がその期間継続し

てグループに雇用されていることが条件となる。

2008年 2007年

株数

（千株）

株数

（千株）

１月１日現在残高 6,111 12,867

期中における増加
(1) 223 452

期中における引渡 (5,896) (7,299)

期中における権利失効 (304) (792)
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期中における移管 19 883

12月31日現在残高
(2) 153 6,111

(1) 株式配当再投資を含む期中における増加。

(2) 上表には、当行従業員に対する株式が、2008年１月１日現在残高に3,569,950株（2007年：7,525,817

株）、期中に付与された株式にゼロ（2007年：ゼロ）および2008年12月31日現在残高に85,051株（2007

年：3,569,950株）含まれている。

2008年または2007年には、2000年エイチエスビーシー・ホールディングス制限付株式制度に関連してグ

ループが付与した株式はなかった。

2008年12月31日現在の加重平均残存権利確定期間は５ヶ月（2007年：２ヵ月）であった。

エイチエスビーシー・ホールディングス・グループ株式オプション制度

エイチエスビーシー・ホールディングス・グループ株式オプション制度は長期インセンティブ制度であ

り、当該制度のもとで2000年から2005年の間に特定のグループの従業員に株式オプションが付与された。当

該制度の目的は、高い実績をおさめている従業員の関心を株主価値の創出にあわせることであった。この目

的は、一定のTSR目標を設定し、通常、当該目標の達成を報奨の権利確定条件とすることで達成された。オプ

ションは市場価値で付与され、権利確定条件を満たしていることを条件として、通常、付与日より３年目か

ら10年目まで行使可能である。

2005年５月以後のオプションはエイチエスビーシー株式制度に基づいて付与された。

2008年 2007年

オプション数

（千個）

加重平均

行使価格

（ポンド）

オプション数

（千個）

加重平均

行使価格

（ポンド）

１月１日現在残高 42,222 7.86 45,352 7.82

期中における権利行使 (1,596) 7.16 (2,098) 6.96

期中における移管 2,059 7.78 1,141 7.72

期中における権利失効 (108) 8.15 － －

期中における行使期限切れ (2,354) 8.09 (2,173) 7.97

12月31日現在残高 40,223 7.87 42,222 7.86

当該株式オプションの行使日現在の加重平均株価は7.87ポンド（2007年：7.86ポンド）であった。2008

年にエイチエスビーシー・ホールディングス・グループ株式オプション制度のもとでグループによって付

与された株式オプションはなかった（2007年：ゼロ）。以下は、貸借対照表日現在のオプション残高につい

て、オプション数、加重平均行使価格、および加重平均残存契約期間を、行使価格の範囲ごとに分析したもの

である。

グループ

2008年 2007年

行使価格の範囲（ポンド） 6.00-8.008.01-10.006.00-8.008.01-10.00

オプション数（千個） 12,611 27,612 13,573 28,649
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加重平均行使価格（ポンド） 6.91 8.30 6.91 8.30

加重平均残存契約期間（年

数）
－ － － 0.06

上記のうち行使可能：

－オプション数(千個) 12,611 27,612 13,573 23,383

－加重平均行使価格（ポン

ド）
6.91 8.30 6.91 7.78

当行

2008年 2007年

行使価格の範囲（ポンド） 6.00-8.008.01-10.006.00-8.008.01-10.00

オプション数（千個） 6,169 13,165 7,029 14,241

加重平均行使価格（ポンド） 6.91 8.29 6.91 8.29

加重平均残存契約期間（年

数）
－ － － 0.002

上記のうち行使可能：

－オプション数(千個) 6,169 13,165 7,029 14,143

－加重平均行使価格（ポン

ド）
6.91 8.29 6.91 8.28

エイチエスビーシー・フランスおよび子会社制度

2000年のグループによる買収以前に、エイチエスビーシー・フランスおよび一部の子会社は従業員株式

制度を運営し、当該制度に従ってそれぞれ自社の株式に関する株式オプションを付与していた。

1994年から1999年の間にエイチエスビーシー・フランスの株式に関して付与されたオプションは、グ

ループがエイチエスビーシー・フランスの買収契約を発表した時点で権利が確定したため、エイチエス

ビーシー・フランスの評価の中に含まれた。

買収の公式発表後の2000年に、エイチエスビーシー・フランスは909,000株のオプションを付与したが、

これらのオプションの権利は、支配権の変更時に確定しなかった。当該オプションは、継続雇用を条件とし

て付与され、2002年１月１日に権利が確定した。当該オプションの行使により取得したエイチエスビーシー

・フランス株式は、その交換比率と同様の割合（エイチエスビーシー・フランス株１株に対して１株当た

り0.50米ドルの普通株式13株）で、１株当たり0.50米ドルのエイチエスビーシー普通株式と交換可能であ

る。オプションは市場価値で付与され、付与日より10年間行使可能である。

2008年 2007年

オプション数

（千個）

行使価格

（ユーロ）

オプション数

（千個）

行使価格

（ユーロ）

１月１日現在残高 604 142.50 646 142.50

期中における行使 － 142.50 (42) 142.50

12月31日現在残高および行使可能 604 142.50 604 142.50

2008年12月31日現在における未行使オプションの加重平均残存契約期間は、1.3年（2007年：2.3年）で

あった。

2007年の株式オプション行使日現在の加重平均株価は、9.03ポンドであった。
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2000年の買収日時点で、エイチエスビーシー・フランスの一部の子会社も、それぞれ自社の株式に関する

オプションを付与することが可能な従業員株式オプション制度を運営していた。当該オプションが行使さ

れた場合、子会社の株式はエイチエスビーシー普通株式と交換される。2008年に、このような契約に基づき

交換されたエイチエスビーシー・ホールディングス普通株式の総数は12,810株であった（2007年：

113,240株）。

IFRS第２号適用前の報奨

下記は、2002年11月７日のIFRS第２号適用日以前に付与されたため、貸借対照表または損益計算書には計

上されていない株式報酬に関する詳細情報である。

エイチエスビーシー・ホールディングス・グループ株式オプション制度

2008年 2007年

オプション数

（千個）

加重平均

行使価格

（ポンド）

オプション数

（千個）

加重平均

行使価格

（ポンド）

１月１日現在残高 34,411 8.20 35,798 8.17

期中における権利行使 (2,281) 6.92 (3,695) 7.87

期中における移管 368 8.51 2,552 8.22

期中における行使期限切れ (1,556) 8.20 (244) 7.81

12月31日現在残高
(1),(2) 30,942 8.30 34,411 8.20

(1) 上表には、当行従業員に対するオプションが、2008年１月１日現在残高に20,236,879個（2007年：

21,402,021個）、および2008年12月31日現在残高に17,857,524個（2007年：20,236,879個）含まれてい

る。

(2) 当行従業員に対するオプションの加重平均行使価格は、2008年１月1日現在において8,02ポンド（2007

年：7.97ポンド）、および2008年12月31日現在において8.17ポンド（2007年: 8.02ポンド）であった。

以下は、貸借対照表日現在のオプション残高について、オプション数、加重平均行使価格、および加重平均

残存契約期間を、行使価格の範囲ごとに分析したものである。

グループ

2008年 2007年

行使価格の範囲（ポンド） 6.38-7.467.47-9.546.38-7.467.47-9.54

オプション数（千個） 4,801 26,142 7,121 27,290

加重平均行使価格（ポンド） 6.92 8.56 6.85 8.56

加重平均残存契約期間（年数） － － － －

上記のうち行使可能：

　－オプション数（千個） 4,801 26,142 7,121 27,290

　－加重平均行使価格（ポンド） 6.92 8.56 6.85 8.56

当行
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2008年 2007年

行使価格の範囲（ポンド） 6.38-7.467.47-9.546.38-7.467.47-9.54

オプション数（千個） 4,240 13,618 6,281 13,956

加重平均行使価格（ポンド） 6.92 8.56 6.82 8.56

加重平均残存契約期間（年数） － － － －

上記のうち行使可能：

　－オプション数（千個） 4,240 13,618 6,281 13,956

　－加重平均行使価格（ポンド） 6.92 8.56 6.82 8.56

貯蓄型株式オプション制度

2008年 2007年

オプション数

（千個）

加重平均

行使価格

（ポンド）

オプション数

（千個）

加重平均

行使価格

（ポンド）

１月１日現在残高 103 6.32 3,650 6.33

期中における権利行使 (85) 6.32 (3,465) 6.33

期中における移管 2 6.59 (24) 6.29

期中における行使期限切れ (20) 6.32 (58) 6.46

12月31日現在残高
(1),(2) － － 103 6.32

(1) 上表には、当行従業員に対するオプションが、2008年１月１日現在残高に98,706個（2007年：3,500,932

個）、および2008年12月31日現在残高にゼロ（2007年：98,706個）含まれている。

(2) 当行従業員に対するオプションの加重平均行使価格は、2008年１月１日現在において6.32ポンド（2007

年：6.33ポンド）、および2008年12月31日現在においてゼロ（2007年：6.32ポンド）であった。

以下は、貸借対照表日現在のオプション残高について、オプション数、加重平均行使価格、および加重平均

残存契約期間を、行使価格の範囲ごとに分析したものである。

グループ

2008年 2007年

行使価格の範囲（ポンド） － 6.04-6.75

オプション数（千個） － 103

加重平均行使価格（ポンド） － 6.32

加重平均残存契約期間（年数） － －

上記のうち行使可能：

－オプション数（千個） － 103

－加重平均行使価格（ポンド） － 6.32

当行

2008年 2007年

行使価格の範囲（ポンド） － 6.04-6.75

オプション数（千個） － 99

加重平均行使価格（ポンド） － 6.32
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加重平均残存契約期間（年数） － －

上記のうち行使可能：

－オプション数（千個） － 99

－加重平均行使価格（ポンド） － 6.32

10 法人所得税費用

2008年 2007年

百万ポンド 百万ポンド

当期税金

英国法人所得税費用－当期利益に対する税金 592 661

英国法人所得税費用－過年度に関する調整 (22) 7

海外の税金－当期利益に対する税金 298 331

海外の税金－過年度に関する調整 1 26

869 1,025

繰延税金

一時差異の発生および解消 (16) (220)

税率の変更の影響 － (20)

過年度に関する調整 (10) (18)

(26) (258)

法人所得税費用 843 767

エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーおよび子会社に適用されている英国法人所得税率は2008年

４月１日より30％から28％に変更された（2007年：30％）。その他海外子会社および海外支店は、業務を展

開している国における適切な税率を用いて税金を計上した。2007年に制定され、2008年から施行される、

2007年金融法のもとでの英国の法人所得税率の30％から28％への引き下げおよびドイツの連邦税の引き下

げの結果、繰延税金資産および負債を一回に限り再評価することとなった。この再評価により2007年のグ

ループの法人所得税費用が20百万ポンド減少した。

下表はすべての利益が英国法人所得税率で課税された場合に適用する法人所得税費用を調整したもので

ある。

2008年 2007年

法人所得税

費用総額に

対する割合

法人所得税

費用総額に

対する割合

百万ポンド ％ 百万ポンド ％

法人所得税費用総額の分析

英国法人所得税率28.5％の課税（2007年：

30％）
(1) 1,244 28.5 1,219 30.0

主要な海外拠点における利益に対する異な

る税率での課税の影響
(51) (1.2) (61) (1.5)
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非課税利益 (333) (7.6) (253) (6.2)

関連会社および合弁事業における利益の影

響
(2) 0.0 (12) (0.3)

過年度に未認識の一時差異の影響 (27) (0.6) (53) (1.3)

グループ持分の再構成により生じた繰延税

金の戻入
－ － (180) (4.4)

過年度の負債に関する調整 (31) (0.7) 15 0.4

その他項目 43 0.9 92 2.2

法人所得税費用総額 843 19.3 767 18.9

(1) 2008年４月１日より英国法人所得税率が30％から28％に変更されたことにより、2008年の調整後の税率

は28.5％となった。

損益計算書に計上された金額に加えて、資本に直接計上された項目に関連する当期税金と繰延税金の総

額は、438百万ポンドの資本の増加をもたらした（2007年：311百万ポンドの資本の減少）。

期中の繰延税金の変動

グループ 当行

2008年 2007年 2008年 2007年

百万ポンド 百万ポンド

１月１日現在 (252) (113) 513 840

損益計算書への計上額 26 258 (223) 52

資本：

－売却可能投資 121 49 2 3

－キャッシュ・フロー・ヘッジ (151) 10 (153) (8)

－株式報酬 5 (19) 5 (18)

－数理計算上の損益 26 (364) (9) (357)

子会社の処分 (44) － － －

パートナーシップ持分の再構築に伴う将来

控除の喪失
(52) － － －

為替およびその他の調整 (9) (73) 1 1

12月31日現在 (330) (252) 136 513

貸借対照表に計上された繰延税金（各国の残高相殺前）は、下記の繰延税金資産および負債を含む。

グループ 当行

2008年 2007年 2008年 2007年

百万ポンド 百万ポンド

繰延税金資産

退職給付 21 35 135 262

貸倒引当金 3 8 56 63

未使用の税務上の欠損金 － 1 － 43

追加の資本控除 － － (37) (50)

売却可能投資 85 (22) (2) (31)

キャッシュ・フロー・ヘッジ 1 37 (160) (7)
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株式報酬 － 8 24 43

その他の一時差異 3 (17) 122 192

113 50 138 515

繰延税金負債

顧客にリースした資産 (499) (577) － －

不動産再評価 (71) (36) － －

追加の資本控除 (35) (49) － －

その他の一時差異 246 397 (2) (2)

海外から送金される利益に係る税金引当金 － － － －

売却可能投資 15 (35) － －

キャッシュ・フロー・ヘッジ (99) (2) － －

(443) (302) (2) (2)

正味繰延税金資産/（負債） (330) (252) 136 513

グループの貸借対照表上に繰延税金資産が認識されていない一時差異の金額は61百万ポンド（2007年：

53百万ポンド）である。これは未実現キャピタル・ロスのうち、潜在的な便益の回収可能性が低いとみなさ

れる金額に関するものである。

当行の貸借対照表上に繰延税金資産が認識されていない一時差異の金額は55百万ポンド（2007年：46百

万ポンド）である。これは未実現キャピタル・ロスのうち、潜在的な便益の回収可能性が低いとみなされる

金額に関するものである。

財務諸表に開示された残高（各国の残高相殺後）は以下のとおりである。

グループ 当行

2008年 2007年 2008年 2007年

百万ポンド 百万ポンド

繰延税金資産 113 50 138 515

繰延税金負債 (443) (302) (2) (2)

(330) (252) 136 513

繰延税金は、送金が計画されていない、または追加課税が予定されていない子会社、支店、関連会社に対す

るグループの投資、ならびに合弁事業における持分に関しては認識されていない。このような投資に関連す

る一時差異の総額は7,477百万ポンド（2007年：3,486百万ポンド）である。

11 配当金

親会社の株主への配当金は以下のとおりである。

2008年 2007年

一株当たり

ポンド

合計

百万ポンド

一株当たり

ポンド

合計

百万ポンド

普通株式に係る配当金

過年度に関する第２回中間配当金 1.25 1,000 1.05 840

当期に関する第１回中間配当金 1.04 825 1.03 825

当期に関する第２回中間配当金 1.30 1,037 － －

3.59 2,862 2.08 1,665

2008年 2007年
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一株当たり

ポンド

合計

百万ポンド

一株当たり

ポンド

合計

百万ポンド

資本に分類される優先株式に係る配当金

エイチエスビーシー・バンク・ピーエル

シーの非累積第三次米ドル優先株式に関

する配当金

1.17 41 0.91 32

1.17 41 0.91 32

2008年 2007年

百万ポンド 百万ポンド

資本に分類される資本証券の利息

第１四半期に関する利息 18 －

第２四半期に関する利息 18 －

第３四半期に関する利息 17 －

第４四半期に関する利息 18 9

71 9

12 セグメント別分析

主要セグメントの報告形式は地域別である。

地域別

地域情報は、子会社の主要な事業の所在地別に分類されており、銀行の場合は、業績の報告または資金の

貸出を行っている支店の所在地別に分類されている。

英国 欧州大陸 その他の国 グループ内 合計

百万ポンド

2008年

正味受取利息 3,725 1,482 190 300 5,697

正味受取手数料 2,499 1,365 93 － 3,957

トレーディング純収益 1,877 1,274 105 (289) 2,967

公正価値評価の指定を受けた

金融商品による純収益
(238) (848) － (11) (1,097)

金融投資による純収益 85 (3) － － 82

配当金 61 24 － － 85

正味保険料収入 1,223 1,668 － － 2,891

その他営業収益 1,026 573 2 (8) 1,593

営業収益合計 10,258 5,535 390 (8) 16,175

関連会社および合弁事業にお

ける利益/（損失）持分
9 － － － 9

税引前当期純利益 2,552 1,631 183 － 4,366

株主に帰属する利益 1,899 1,386 156 － 3,441

有形固定資産の減価償却およ

び減損
(351) (113) (2) － (466)

無形資産の償却および減損な

らびにのれんの減損
(87) (22) － － (109)
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貸倒損失およびその他の信用

リスク引当金
(1,542) (310) (9) － (1,861)

有形固定資産取得費用 (584) (195) (3) － (782)

無形資産取得費用 (137) (39) － － (176)

資産合計 613,600 348,150 24,255 (61,774)924,231

負債合計 608,273 333,205 23,866 (61,774)903,570

英国 欧州大陸 その他の国 グループ内 合計

百万ポンド

2007年

正味受取利息 2,275 1,188 88 303 3,854

正味受取手数料 2,723 1,355 106 － 4,184

トレーディング純収益 2,525 1,080 185 (303) 3,487

公正価値評価の指定を受けた

金融商品による純収益
93 33 － － 126

金融投資による純収益 364 188 － － 552

配当金 19 23 1 － 43

正味保険料収入 693 1,228 － － 1,921

その他営業収益 191 106 15 (5) 307

営業収益合計 8,883 5,201 395 (5) 14,474

関連会社および合弁事業にお

ける利益/（損失）持分
(1) 49 (1) － 47

税引前当期純利益 2,513 1,313 237 － 4,063

株主に帰属する利益 2,054 963 192 － 3,209

有形固定資産の減価償却およ

び減損
(338) (84) － － (422)

無形資産の償却および減損な

らびにのれんの減損
(122) (19) (1) － (142)

貸倒損失 (953) (91) 1 － (1,043)

有形固定資産取得費用 (371) (203) (4) － (578)

無形資産取得費用 (97) (25) － － (122)

資産合計 440,411 218,927 14,333 (51,391)622,280

負債合計 430,604 203,830 14,238 (51,391)597,281

事業種類別

グループの業務には、いくつかのサポート・サービスおよび本社機能が含まれる。これらの機能に関する

費用は、体系的かつ一貫した基準に基づいて適宜に事業部門に配分されている。

2008年 2007年

百万ポンド 百万ポンド

正味営業収益（貸倒損失控除前）

英国個人向け金融サービス 3,859 3,745

英国コマーシャル・バンキング 2,581 2,207
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英国グローバル・バンキング・アンド・マーケット 1,561 2,065

英国その他 196 106

インターナショナル・バンキング 1,424 1,104

フランス 2,847 1,910

プライベート・バンキング 1,448 1,299

エイチエスビーシー・トリンカウス・アンド・ブルクハルト 424 364

14,340 12,800

2008年 2007年

（修正再表示）

百万ポンド 百万ポンド

税引前経常利益/(損失)

英国個人向け金融サービス 918 740

英国コマーシャル・バンキング 1,221 1,004

英国グローバル・バンキング・アンド・マーケット (188) 468

英国その他 227 137

インターナショナル・バンキング 165 397

フランス 1,297 526

プライベート・バンキング 627 643

エイチエスビーシー・トリンカウス・アンド・ブルクハルト 99 148

4,366 4,063

資産合計

英国個人向け金融サービス 77,940 69,837

英国コマーシャル・バンキング 48,152 44,905

英国グローバル・バンキング・アンド・マーケット 422,278 273,791

英国その他 － －

インターナショナル・バンキング 32,948 22,190

フランス 271,464 156,533

プライベート・バンキング 53,905 40,900

エイチエスビーシー・トリンカウス・アンド・ブルクハルト 17,544 14,124

924,231 622,280

2008年 2007年

（再表示）

百万ポンド 百万ポンド

有形固定資産取得費用

英国個人向け金融サービス 205 165

英国コマーシャル・バンキング 95 77

英国グローバル・バンキング・アンド・マーケット 284 130

英国その他 － －

インターナショナル・バンキング 98 62

フランス 72 42

プライベート・バンキング 19 13
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エイチエスビーシー・トリンカウス・アンド・ブルクハルト 9 89

782 578

無形資産取得費用

英国個人向け金融サービス 84 51

英国コマーシャル・バンキング 34 26

英国グローバル・バンキング・アンド・マーケット 31 25

英国その他 － －

インターナショナル・バンキング 4 4

フランス 14 12

プライベート・バンキング － －

エイチエスビーシー・トリンカウス・アンド・ブルクハルト 9 4

176 122

13 測定基準別の金融資産および負債の分析

下表は金融資産および負債の帳簿価額を、IAS第39号に定義されているカテゴリーおよび貸借対照表の項

目ごとに分析したものである。

グループ

2008年12月31日現在

トレー

ディング

目的保有

公正価値

による評

価の指定

満期保

有目的

有価証

券

貸出金

および

受取債権

売却可能

有価証券

償却原価で

計上されて

いる金融資

産および

負債

公正価値

ヘッジ手段

として指定

されたデリ

バティブ

キャッシュ・

フロー・ヘッ

ジ手段として

指定されたデ

リバティブ 合計

百万ポンド

金融資産

現金および中央

銀行預け金
－ － － － － 9,470 － － 9,470

他行から回収中

の項目
－ － － － － 1,917 － － 1,917

トレーディング

資産
172,026 － － － － － － － 172,026

公正価値評価の

指定を受けた金

融資産

－ 13,895 － － － － － － 13,895

デリバティブ 241,132 － － － － － 87 1,865 243,084

銀行に対する貸

付金
－ － － 50,719 － － － － 50,719

顧客に対する貸

付金
－ － － 298,304 － － － － 298,304

金融投資 － － 25 － 103,486 － － － 103,511

その他資産 － － － 7 － 7,328 － － 7,335

未収収益 － － － － － 5,279 － － 5,279

金融資産合計 413,15813,895 25 349,030103,486 23,994 87 1,865 905,540

非金融資産合計 18,691

資産合計 924,231

金融負債
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銀行からの預金 － － － － － 61,431 － － 61,431

顧客からの預金 － － － － － 369,880 － － 369,880

他行へ送金中の

項目
－ － － － － 1,802 － － 1,802

トレーディング

負債
124,450 － － － － － － － 124,450

公正価値評価の

指定を受けた金

融負債

－ 15,184 － － － － － － 15,184

デリバティブ 239,394 － － － － － 432 1,205 241,031

発行済負債証券 － － － － － 52,308 － － 52,308

その他負債 － － － － － 6,565 － － 6,565

未払費用 － － － － － 4,930 － － 4,930

劣後債務 － － － － － 7,259 － － 7,259

金融負債合計 363,84415,184 － － － 504,175 432 1,205 884,840

非金融負債合計 18,730

負債合計 903,570

グループ

2007年12月31日現在

トレー

ディング

目的保有

公正価値

による評

価の指定

満期保

有目的

有価証

券

貸出金

および

受取債権

売却可能

有価証券

償却原価で

計上されて

いる金融資

産および

負債

公正価値

ヘッジ手段

として指定

されたデリ

バティブ

キャッシュ

・フロー・

ヘッジ手段

として指定

されたデリ

バティブ 合計

百万ポンド

金融資産

現金および中央銀

行預け金
－ － － － － 7,146 － － 7,146

他行から回収中の

項目
－ － － － － 2,434 － － 2,434

トレーディング資

産
153,206 － － － － － － － 153,206

公正価値評価の指

定を受けた金融資

産

－ 14,969 － － － － － － 14,969

デリバティブ 60,103 － － － － － － 367 60,470

銀行に対する貸付

金
－ － － 60,764 － － － － 60,764

顧客に対する貸付

金
－ － － 227,687 － － － － 227,687

金融投資 － － 38 － 69,490 － － － 69,528

その他資産 － － － － － 4,385 － － 4,385

未収収益 － － － － － 5,647 － － 5,647

金融資産合計 213,30914,969 38 288,45169,490 19,612 － 367 606,236

非金融資産合計 16,044

資産合計 622,280

金融負債

銀行からの預金 － － － － － 48,786 － － 48,786
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顧客からの預金 － － － － － 268,269 － － 268,269

他行へ送金中の項

目
－ － － － － 1,975 － － 1,975

トレーディング負

債
117,454 － － － － － － － 117,454

公正価値評価の指

定を受けた金融負

債

－ 15,659 － － － － － － 15,659

デリバティブ 60,908 － － － － － 138 493 61,539

発行済負債証券 － － － － － 50,921 － － 50,921

その他負債 － － － － － 6,332 － － 6,332

未払費用 － － － － － 5,726 － － 5,726

劣後債務 － － － － － 5,205 － － 5,205

金融負債合計 178,36215,659 － － － 387,214 138 493 581,866

非金融負債合計 15,415

負債合計 597,281

当行

2008年12月31日現在

トレー

ディング

目的保有

公正価値

による評

価の指定

満期保有

目的有価

証券

貸出金

および

受取債権

売却可能

有価証券

償却原価で

計上されて

いる金融資

産および

負債

公正価値ヘッ

ジ手段として

指定されたデ

リバティブ

キャッシュ・

フロー・ヘッ

ジ手段として

指定されたデ

リバティブ 合計

百万ポンド

金融資産

現金および

中央銀行預

け金

－ － － － － 6,779 － － 6,779

他行から回

収中の項目
－ － － － － 692 － － 692

トレーディ

ング資産
130,205 － － － － － － － 130,205

公正価値評

価の指定を

受けた金融

資産

－ 4,592 － － － － － － 4,592

デリバティ

ブ
195,758 － － － － － － 1,370 197,128

銀行に対す

る貸付金
－ － － 18,295 － － － － 18,295

顧客に対す

る貸付金
－ － － 217,309 － － － － 217,309

金融投資 － － － － 46,608 － － － 46,608

未収収益 － － － － － 3,159 － － 3,159

その他資産 － － － － － 2,541 － － 2,541

金融資産合

計
325,9634,592 － 235,60446,608 13,171 － 1,370 627,308

非金融資産

合計
18,473
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資産合計 645,781

金融負債

銀行からの

預金
－ － － － － 54,986 － － 54,986

顧客からの

預金
－ － － － － 240,397 － － 240,397

他行へ送金

中の項目
－ － － － － 772 － － 772

トレーディ

ング負債
98,389 － － － － － － － 98,389

公正価値評

価の指定を

受けた金融

負債

－ 9,429 － － － － － － 9,429

デリバティ

ブ
196,549 － － － － － 93 605 197,247

発行済負債

証券
－ － － － － 8,670 － － 8,670

その他負債 － － － － － 3,163 － － 3,163

未払費用 － － － － － 2,434 － － 2,434

劣後債務 － － － － － 7,310 － － 7,310

金融負債合

計
294,9389,429 － － － 317,732 93 605 622,797

非金融負債

合計
729

負債合計 623,526

当行

2007年12月31日現在

トレー

ディング

目的保有

公正価値

による評

価の指定

満期保

有目的

有価証

券

貸出金

および

受取債権

売却可能

有価証券

償却原価で

計上されて

いる金融資

産および

負債

公正価値

ヘッジ手段

として指定

されたデリ

バティブ

キャッシュ

・フロー・

ヘッジ手段

として指定

されたデリ

バティブ 合計

百万ポンド

金融資産

現金および中央

銀行預け金
－ － － － － 3,677 － － 3,677

他行から回収中

の項目
－ － － － － 1,377 － － 1,377

トレーディング

資産
149,102 － － － － － － － 149,102

公正価値評価の

指定を受けた金

融資産

－ 3,439 － － － － － － 3,439

デリバティブ 46,093 － － － － － － 232 46,325

銀行に対する貸

付金
－ － － 32,028 － － － － 32,028

顧客に対する貸

付金
－ － － 150,649 － － － － 150,649

金融投資 － － － － 13,821 － － － 13,821

EDINET提出書類

エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー(E22630)

有価証券届出書（通常方式）

450/794



その他資産 － － － － － 3,477 － － 3,477

未収収益 － － － － － 1,372 － － 1,372

金融資産合計 195,1953,439 － 182,67713,821 9,903 － 232 405,267

非金融資産合計 18,762

資産合計 424,029

金融負債

銀行からの預金 － － － － － 41,061 － － 41,061

顧客からの預金 － － － － － 184,899 － － 184,899

他行へ送金中の

項目
－ － － － － 1,056 － － 1,056

トレーディング

負債
99,755 － － － － － － － 99,755

公正価値評価の

指定を受けた金

融負債

－ 8,082 － － － － － － 8,082

デリバティブ 47,339 － － － － － － 197 47,536

発行済負債証券 － － － － － 8,117 － － 8,117

その他負債 － － － － － 2,767 － － 2,767

未払費用 － － － － － 3,745 － － 3,745

劣後債務 － － － － － 4,744 － － 4,744

金融負債合計 147,0948,082 － － － 246,389 － 197 401,762

非金融負債合計 1,490

負債合計 403,252

14 金融資産の組替

IASBは2008年10月、IAS第39号「金融商品：認識および測定」およびIFRS第７号「金融商品：開示」の改

訂を公表した。この改訂により、財務諸表注記２(e)に記載されているように、事業体はデリバティブ以外の

金融資産の分類をトレ－ディング目的保有の区分から組み替えることができるようになった。

2008年下半期に、グループおよび当行は以下の金融資産をトレーディング目的保有区分から組み替えた。

組替日 2008年12月31日現在

組み替えら

れた金額
(1)

将来

キャッシュ

・フローの

見積り
(2) 実効金利 帳簿価額 公正価値

百万ポンド ％ 百万ポンド

貸出金および受取債権への組替

アセット・バック証券 3,521 6,121 8 4,292 3,207

トレーディング・ローン－商業用抵当

貸付
344 508 5 403 383

レバレッジド・ファイナンス・ローン 2,086 3,685 7 2,432 1,877

5,951 10,314 7,127 5,467

売却可能への組替

企業の債務およびその他の証券 1,596 2,394 6 1,592 1,592

7,547 12,708 8,719 7,059

(1) 組み替えられた金額は、組替日の為替レートを用いて換算されている。その他の外貨建ての金額はす
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べて貸借対照表日の為替レートで機能通貨に換算されている。

(2) 将来キャッシュ・フローの見積りは組替日に回収が予想されるキャッシュ・フローを表している。

組み替えられた金額は組替日の金融資産の公正価値を基準にしている。2008年10月、グループおよび当行

はトレ－ディング目的保有資産として分類された金融資産50億ポンドおよび２億ポンドをそれぞれ貸出金

および受取債権、ならびに売却可能に組み替えた。これらの組替は2008年７月１日から効力を有している。

2008年11月および12月、グループおよび当行はトレーディング目的保有資産として分類された金融資産９

億ポンドおよび14億ポンドをそれぞれ貸出金および受取債権、ならびに売却可能に組み替えた。これらの売

却可能への組替は非遡及的に実施された。

これらの資産の市場流動性が著しく低下し、グループが近い将来または満期まで資産を保有する様に意

思を変更したことにより、組替が行われた。このような状況は、広範にわたる市場の混乱の一部であり、稀に

しか発生しない事象であると考えられるため、このようにIAS第39号の改訂版に基づく組替が許容されてい

る。

組替日の資産の公正価値は資産の新しい償却原価とみなされ、その後、資産に対して減損テストが行われ

る。これらの組替が行われなかったと仮定した場合、グループの税引前利益は4,366百万ポンドから2,573百

万ポンドへと、1,793百万ポンド減少することになる。グループの利益の減少はすべて英国グローバル・バ

ンキング・アンド・マーケットセグメントに含まれている。

下表は、組替日前および組替日後の損益計算書に認識された公正価値損益および収益費用である。

損益計算書への影響

組替前 組替後
(1) 組替がないと

想定した場合

2008年 2007年 2008年 2008年

百万ポンド 百万ポンド

貸出金および受取債権への組替

アセット・バック証券 (451) (134) 167 (918)

トレーディング・ローン－商業用抵当貸付 (8) － 11 (9)

レバレッジド・ファイナンス・ローン (106) (52) 77 (478)

(565) (186) 255 (1,405)

売却可能への組替

企業の債務およびその他の証券 (53) (1) 13 (120)

(618) (187) 268 (1,525)

(1) 組替後に損益計算書に計上された収益費用は実効金利で計算された未払分であり、レバレッジド・

ファイナンス・ローンの減損に関連する18百万ポンドも含む。グループは2008年下半期に組み替えら

れたその他の金融資産に関して減損費用を計上しなかった。

次へ 
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15 トレーディング資産

グループ 当行

2008年 2007年 2008年 2007年

百万ポンド 百万ポンド

トレーディング資産：

－契約相手方により再担保または再売

却される可能性のある資産
50,364 57,912 16,903 37,040

－契約相手方により再担保または再売

却されない資産
121,662 95,294 113,302 112,062

172,026 153,206 130,205 149,102

短期国債およびその他適格手形 21 445 7 437

負債証券 77,241 58,741 32,132 37,902

持分証券 13,126 22,419 11,050 13,095

銀行に対する貸付金 37,898 37,020 45,299 59,451

顧客に対する貸付金 43,740 34,581 41,717 38,217

172,026 153,206 130,205 149,102

グループに関する上記の数値は、銀行およびその他の金融機関が発行した負債証券24,371百万ポンド

（2007年：27,947百万ポンド）を含み、そのうち831百万ポンド（2007年：399百万ポンド）は様々な政府

機関により保証されている。

当行に関する上記の数値は、銀行およびその他の金融機関が発行した負債証券14,140百万ポンド（2007

年：22,535百万ポンド）を含み、そのうち37百万ポンド（2007年：ゼロ）は様々な政府機関により保証さ

れている。

16 損益を通じた公正価値評価の指定を受けた金融資産

グループ 当行

2008年 2007年 2008年 2007年

百万ポンド 百万ポンド

公正価値評価の指定を受けた金融資産

－契約相手方により再担保または再売却

されない資産
13,895 14,969 4,592 3,439

短期国債およびその他適格手形 43 25 － －

負債証券 7,380 7,822 4,514 3,439

持分証券 5,822 7,033 － －

銀行に対する貸付金 153 89 78 －

顧客に対する貸付金 497 － － －

13,895 14,969 4,592 3,439

17 デリバティブ

デリバティブの商品契約種類別の公正価値
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グループ

2008年12月31日現在

資産 負債

トレ－デ

ィング ヘッジ 合計

トレ－デ

ィング ヘッジ 合計

百万ポンド 百万ポンド

為替 59,121 11 59,132 (59,891) (10) (59,901)

金利 140,158 1,941 142,099 (138,094)(1,627)(139,721)

株式 11,260 － 11,260 (12,383) － (12,383)

クレジット・デリバティ

ブ
29,972 － 29,972 (28,331) － (28,331)

コモディティおよびその

他
621 － 621 (695) － (695)

公正価値合計 241,132 1,952 243,084 (239,394)(1,637)(241,031)

2007年12月31日現在

資産 負債

トレ－ディ

ング ヘッジ 合計

トレ－ディ

ング ヘッジ 合計

百万ポンド 百万ポンド

為替 17,279 － 17,279 (17,757) (30) (17,787)

金利 31,397 367 31,764 (31,393)(601) (31,994)

株式 7,014 － 7,014 (6,719) － (6,719)

クレジット・デリバティ

ブ
3,629 － 3,629 (4,294) － (4,294)

コモディティおよびその

他
784 － 784 (745) － (745)

公正価値合計 60,103 367 60,470 (60,908)(631) (61,539)

当行

2008年12月31日現在

資産 負債

トレ－デ

ィング ヘッジ 合計

トレ－デ

ィング ヘッジ 合計

百万ポンド 百万ポンド

為替 58,265 － 58,265 (59,163) － (59,163)

金利 105,828 1,370 107,198 (104,887)(698) (105,585)

株式 1,134 － 1,134 (3,575) － (3,575)

クレジット・デリバティ

ブ
29,667 － 29,667 (27,988) － (27,988)

コモディティおよびその

他
864 － 864 (936) － (936)

公正価値合計 195,758 1,370 197,128 (196,549)(698) (197,247)
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2007年12月31日現在

資産 負債

トレ－ディ

ング ヘッジ 合計

トレ－ディ

ング ヘッジ 合計

百万ポンド 百万ポンド

為替 17,428 － 17,428 (17,493) － (17,493)

金利 22,240 232 22,472 (23,005)(197) (23,202)

株式 2,036 － 2,036 (1,825) － (1,825)

クレジット・デリバティ

ブ
3,607 － 3,607 (4,276) － (4,276)

コモディティおよびその

他
782 － 782 (740) － (740)

公正価値合計 46,093 232 46,325 (47,339)(197) (47,536)

デリバティブの利用

グル－プは主に、顧客のためのリスク・マネジメント・ソリュ－ションの策定、自己売買目的およびグル

－プ自身のリスクの管理およびヘッジという３つの目的でデリバティブ取引を行っている。デリバティブ

（IAS第39号に定義される有効なヘッジ手段として指定されているデリバティブを除く）はトレ－ディン

グ目的で保有されている。トレ－ディング目的保有の分類には、以下の２種類のデリバティブが含まれてい

る。販売およびトレ－ディング活動に利用されるデリバティブ、ならびにリスク管理目的で利用されるが、

様々な理由でヘッジ会計の要件を満たさないデリバティブである。後者には、公正価値評価の指定を受けた

金融商品とあわせて管理されているデリバティブが含まれる。これらの活動については以下に詳述される。

グル－プのデリバティブ活動は、デリバティブ・ポ－トフォリオにおいて重要な未決済残高を生じさせ

る。これらのポジションを確実に受容可能なリスク水準内に維持するための継続的な管理が行われており、

必要に応じてポジションの相殺が可能となる取引が実施されている。デリバティブ取引開始時において潜

在的な信用エクスポ－ジャ－を評価・承認する際に、グル－プは、従来の貸付取引と同様の信用リスク管理

手続きを用いている。

トレ－ディング・デリバティブ

グル－プのデリバティブ取引の大部分は販売およびトレ－ディング活動に関連している。販売活動は、顧

客が既存のリスクまたは予想されるリスクの引受け、移転、変更または軽減ができるようなデリバティブ商

品の組成および販売を含む。デリバティブのトレ－ディング活動は主に、価格またはマ－ジンの短期的変動

から利益を得るために行われている。ポジションは、活発に取引される場合や、あるいは為替レ－ト、金利、

株価もしくはその他の市場パラメ－タ－の予想変動から利益を得るために一定期間にわたり保有される場

合がある。トレ－ディング活動には、値付け、ポジショニングおよび裁定活動が含まれる。値付けは、スプ

レッドおよび取引高に基づき収益を生み出す目的で別の市場参加者に対して価格を提示するものである。

ポジショニングは、価格、レ－トまたは指標がグル－プにとって有利な変動をすることにより便益を得るこ

とを目的として市場リスクのポジションを管理するものである。裁定は市場間および商品間の価格差を特

定し、その価格差から利益を得るものである。

上記のように、トレ－ディング目的保有に分類されているその他デリバティブには、非適格ヘッジ・デリ

バティブ、非有効ヘッジ・デリバティブ、およびヘッジの有効性評価から除外されたヘッジ・デリバティブ
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の構成要素が含まれる。非適格ヘッジ・デリバティブは、リスク管理目的で利用されているが、ヘッジ会計

上の要件を満たしていないものである。これらには、公正価値評価の指定を受けた金融商品とあわせて管理

されているデリバティブが含まれる。

トレ－ディング目的保有デリバティブの商品種類別の想定契約額

12月31日に終了した事業年度

グル－プ 当行

2008年 2007年 2008年 2007年

百万ポンド 百万ポンド

為替 1,490,9801,027,2541,366,091996,917

金利 6,971,7484,089,5124,860,7862,815,793

株式 133,737 119,493 23,059 31,186

クレジット 655,423 485,976 659,262 482,397

コモディティ 28,937 13,837 28,550 15,283

デリバティブ合計 9,280,8255,736,0726,937,7484,341,576

これらの商品の想定元本または契約金額は、貸借対照表日における取引残高の名目価値を示すものであ

り、リスクの金額を表すものではない。

観察不能なデ－タを用いるモデルにより評価されるデリバティブ

当初に認識した公正価値（取引価格）と、その後の測定に用いられた評価手法が当初に認識した時に適

用された場合の価値との差額から、その後の減少額を控除した金額は以下のとおりである。

グル－プ 当行

2008年 2007年 2008年 2007年

百万ポンド 百万ポンド

１月１日現在の未償却残高 90 84 59 66

新規取引に関する繰延額 123 102 37 46

期中の損益計算書認識額：

－償却 (46) (26) (16) (9)

－観察不能なデータが観察可能となっ

た後
(47) (33) (7) (26)

－満期または解約、またはデリバティブ

の相殺
(32) (37) (19) (18)

換算差額 11 － 1 －

リスク・ヘッジ (1) － (1) －

12月31日現在の未償却残高
(1) 98 90 54 59

(1) この金額は未だ損益計算書には認識されていない。

ヘッジ手段

グル－プは、自社の資産および負債ポ－トフォリオならびに組成ポジションの管理において、ヘッジ目的

でデリバティブ（主に金利スワップ）を利用している。その結果、グル－プの債券発行市場の利用による総
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合的なコストを最適化し、資産・負債の満期やその他の特性の構造上の不均衡から生じる市場リスクを緩

和することが可能となる。

ヘッジ目的で保有されているデリバティブの商品種類別の想定契約額

グル－プ

2008年12月31日現在 2007年12月31日現在

キャッシュ・

フロー・

ヘッジ

公正価値

ヘッジ

キャッシュ・

フロー・

ヘッジ

公正価値

ヘッジ

百万ポンド 百万ポンド

為替レ－ト契約 197 585 93 444

金利契約 92,661 6,478 69,323 9,065

株式契約 － － － 12

当行

2008年12月31日現在 2007年12月31日現在

キャッシュ・

フロー・

ヘッジ

公正価値

ヘッジ

キャッシュ・

フロー・

ヘッジ

公正価値

ヘッジ

百万ポンド 百万ポンド

金利契約 43,810 943 21,001 3

当該商品の想定契約額は、貸借対照表日における取引残高の名目価値を示すものであり、リスクの金額を

表すものではない。

公正価値ヘッジ

グル－プの公正価値ヘッジは主に金利スワップを使用するものであり、市場金利の変動による固定金利

長期金融商品の公正価値の変動を抑えるために利用されている。

グループ

2008年12月31日現在 2007年12月31日現在

資産 負債 資産 負債

百万ポンド 百万ポンド

為替 － (9) － －

金利 87 (423) － (138)

87 (432) － (138)

当行

2008年12月31日現在 2007年12月31日現在

資産 負債 資産 負債

百万ポンド 百万ポンド

為替 － － － －

金利 － (93) － －
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－ (93) － －

公正価値ヘッジの公正価値の変動により生じる利益または損失

グル－プ 当行

2008年 2007年 2008年 2007年

百万ポンド 百万ポンド

（損失）利益

－ヘッジ手段 (189) (58) (49) －

－ヘッジされたリスクに起因するヘッ

ジ対象
196 62 50 －

公正価値ヘッジの非有効部分に係る利益および損失は「トレーディング純収益」に直ちに認識される。

2008年12月31日に終了した事業年度において、公正価値ヘッジの非有効部分に関して損益計算書上に報告

された金額は僅少であった。

キャッシュ・フロー・ヘッジ

グル－プのキャッシュ・フロー・ヘッジは主に金利スワップおよび通貨スワップを使用するものであ

り、変動金利が付されている、または将来に借換えもしくは再投資が想定されている非トレ－ディング資産

および負債について、将来の金利キャッシュ・フローが変動するエクスポ－ジャ－をヘッジするために使

用されている。金融資産および負債の各ポ－トフォリオについて、元本および金利からの将来キャッシュ・

フローの金額およびタイミングが、契約条件や、期限前返済および債務不履行の見積りを含むその他関連要

因に基づき予測されている。一定期間にわたるすべてのポ－トフォリオからの元本残高および金利キャッ

シュ・フローの総額をもとに、予定取引のキャッシュ・フロー・ヘッジとして指定されたデリバティブの

有効部分に係る利益および損失が特定される。

キャッシュ・フロー・ヘッジとして指定されたデリバティブの公正価値

グループ

2008年12月31日現在 2007年12月31日現在

資産 負債 資産 負債

百万ポンド 百万ポンド

為替 11 (1) － (30)

金利 1,854 (1,204) 367 (463)

1,865 (1,205) 367 (493)

当行

2008年12月31日現在 2007年12月31日現在

資産 負債 資産 負債

百万ポンド 百万ポンド

金利 1,370 (605) 232 (197)
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2008年12月31日現在、期待金利キャッシュ・フローを生じさせる予定元本残高の明細は以下のとおりで

ある。下表は基礎となるヘッジ対象の金利更改の状況を反映している。

グル－プ

2008年12月31日現在

３ヶ月以内

３ヶ月超

１年以内

１年超

５年以内 ５年超

百万ポンド

資産 41,517 32,994 29,743 42 

負債 (20,624)(20,985)(18,170) (1,836)

純資金収支エクスポージャー 20,893 12,009 11,573 (1,794)

2007年12月31日現在

３ヶ月以内

３ヶ月超

１年以内

１年超

５年以内 ５年超

百万ポンド

資産 22,133 24,583 16,648 13 

負債 (11,007)(10,736)(11,582) (571)

純資金収支エクスポージャー 11,126 13,847 5,066 (558)

当行

2008年12月31日現在

３ヶ月以内

３ヶ月超

１年以内

１年超

５年以内 ５年超

百万ポンド

資産 28,892 26,477 22,777 41 

負債 (12,825)(12,707)(11,350) (190)

純資金収支エクスポ－ジャ－ 16,067 13,770 11,427 (149)

2007年12月31日現在

３ヶ月以内

３ヶ月超

１年以内

１年超

５年以内 ５年超

百万ポンド

資産 12,703 12,305 10,435 13 

負債 (7,516) (7,516) (8,955) (181)

純資金収支エクスポ－ジャ－ 5,187 4,789 1,480 (168)
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これらのデリバティブの非有効部分に係る利益および損失は、「トレーディング純収益」に直ちに認識

される。2008年12月31日に終了した事業年度において、３百万ポンド（2007年：１百万ポンド）の損失が

ヘッジの非有効部分に関して認識された。

18 金融投資

グル－プ 当行

2008年 2007年 2008年 2007年

百万ポンド 百万ポンド

金融投資

－契約相手方により再担保または再売

却される可能性のある投資
6,558 3,710 5,843 3,047

－契約相手方により再担保または再売

却されない投資
96,953 65,818 40,765 10,774

103,511 69,528 46,608 13,821

グル－プ 当行

2008年 2007年 2008年 2007年

百万ポンド 百万ポンド

短期国債およびその他適格手形 10,562 1,882 9,818 1,397

－売却可能 10,562 1,882 9,818 1,397

－満期保有 - - - -

負債証券 90,281 64,594 35,701 11,497

－売却可能 90,256 64,556 35,701 11,497

－満期保有 25 38 - -

持分証券 2,668 3,052 1,089 927

－売却可能 2,668 3,052 1,089 927

金融投資合計 103,511 69,528 46,608 13,821

銀行およびその他の金融機関が発行した負債証券のうち、グループに関しては12,364百万ポンド（2007

年：30百万ポンド）および当行に関しては10,607百万ポンド（2007年：22百万ポンド）が様々な政府機

関により保証されている。

19 買戻条件付契約および証券貸付契約

グル－プは通常の業務において、認識済みの金融資産を第三者に直接譲渡する、または特別目的事業体に

譲渡する取引を行っている。これらの譲渡により、関連する金融資産のすべてまたは一部の認識が中止され

る場合がある。

認識の中止が認められない譲渡

金融資産で認識の中止が認められないものの多くは、(ⅰ) 買戻条件付契約のもとで契約相手方により保

有されている負債証券、(ⅱ) 証券貸付契約に基づいて貸し付けられた持分証券である。下表は当期中に認

識の中止が認められなかった金融資産および関連する金融負債の12月31日現在における帳簿価額を分析し
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たものである。

グル－プ

2008年 2007年

資産の

帳簿価額

関連負債の

帳簿価額

資産の

帳簿価額

関連負債の

帳簿価額

百万ポンド 百万ポンド

取引の性質

買戻条件付契約 53,965 52,531 50,868 51,338

証券貸付契約 2,989 2,977 10,818 10,813

合計 56,954 55,508 61,686 62,151

当行

2008年 2007年

資産の

帳簿価額

関連負債の

帳簿価額

資産の

帳簿価額

関連負債の

帳簿価額

百万ポンド 百万ポンド

取引の性質

買戻条件付契約 19,993 18,655 29,376 29,942

証券貸付契約 2,753 2,753 10,713 10,713

合計 22,746 21,408 40,089 40,655

20 関連会社および合弁事業における持分

グル－プの主要な関連会社

2008年12月31日現在

設立国

株主資本における

グル－プの持分 発行済株主資本

ボ－カリンク・ホールディングス・リミテッ

ド
英国 13.95％ 100,000

関連会社に係る合算財務情報の要約

エイチエスビーシーの持分

2008年 2007年

百万ポンド 百万ポンド

資産 44 46

負債 36 41

純利益 (2) 56

重要な合弁事業における持分

2008年12月31日現在
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主要な活動

株主資本における

エイチエスビー

シーの持分

発行済

株主資本

エイチエスビーシー・マーチャント・サービ

シズ・エルエルピー

加盟店債権買取業務 49％ －

ボ－ルテックス（UK）リミテッド 現金管理 50％ 10百万ポンド

ホ－ンウッズ・タ－ムタイム・クレジット・

リミテッド

インベストメント・

ホ－ルディングス

および管理

50％ 1ポンド

2008年７月１日、当行およびグローバル・ペイメント・インクは英国でカード処理業務を行う合弁事業

を開始した。当行は新会社のエイチエスビーシー・マーチャント・サービシズ・エルエルピーの49％の株

式を所有している。エイチエスビーシー・マーチャント・サービシズ・エルエルピーは、その活動に関して

戦略上の財務および業務意思決定を行う場合に、支配を共有している当事者全員の同意が必要となるため、

合弁事業として扱われる。

合弁事業に係る合算財務情報の要約

エイチエスビーシーの持分

2008年 2007年

百万ポンド 百万ポンド

資産 176 268

負債 159 207

純利益 15 4

21 のれんおよび無形資産

グル－プ 当行

2008年 2007年 2008年 2007年

百万ポンド 百万ポンド

のれん 10,649 8,974 296 291

有効な長期保険契約の現在価値

（「PVIF」）
579 444 － －

その他の無形資産 552 459 302 249

11,780 9,877 598 540

のれん

グル－プ

2008年 2007年

百万ポンド 百万ポンド

原価

１月１日現在 8,974 8,395

増加 6 1

処分
(1) (747) －
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償却
(2) － (33)

換算差額 2,419 585

その他の変動 (3) 26

12月31日現在 10,649 8,974

減損損失累計額

１月１日現在 － －

認識された減損損失
(2) － (33)

償却
(2) － 33

12月31日現在 － －

12月31日現在の正味帳簿価額 10,649 8,974

(1) 2008年の処分は、フランスの地方銀行の売却に関連している。

(2) 2007年の減損費用33百万ポンドは、損益計算書の「無形資産の償却および減損」に認識されており、当

期中に特定のHFCカ－ド・ポ－トフォリオが売却目的資産に組み替えられたことにより生じた。これら

のポ－トフォリオは2007年に売却され、その結果、のれんおよび関連する減損引当金33百万ポンドは償

却された。

当行

2008年 2007年

百万ポンド 百万ポンド

原価

１月１日現在 291 331

減損損失の戻入
(1) － (33)

換算差額 － 1

その他の変動 5 (8)

12月31日現在 296 291

減損損失累計額

１月１日現在 － －

認識された減損損失
(1) － (33)

減損損失の戻入
(1) － 33

12月31日現在 － －

12月31日現在の正味帳簿価額 296 291

(1) 2007年の減損費用33百万ポンドは、損益計算書の「無形資産の償却および減損ならびにのれんの減損」

に認識されており、当期中に特定のHFCカ－ド・ポ－トフォリオが売却目的資産に組み替えられたこと

により生じた。これらのポ－トフォリオは2007年に売却され、その結果、のれんおよび関連する減損引当

金33百万ポンドは償却された。

2008年にのれんの減損はなかった（2007年：33百万ポンド）。のれんに関する減損テストは、使用価値の

計算に基づいて2008年７月１日現在で決定された現金生成単位（「CGU」）の回収可能価額を比較するこ

とによって、毎年実施される。当該計算は、経営陣のキャッシュ・フロー予測をもとに、CGUが営業を行って

いる国における現在のGDPの市場評価およびインフレに基づく名目長期成長率を使用して永久的に推定し

たキャッシュ・フローの見積りを使用している。キャッシュ・フローは、CGUを構成している事業単位グル

－プにおける長期的な展望に基づき、永久的に推定されている。使用される割引率は、CGUが運用されている
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国への投資に対してグル－プが割当てている資本コストに基づいている。

個別のCGUに割当てられ、CGUの将来キャッシュ・フローを割引くために使用される資本コストは、CGUの

評価に重大な影響を及ぼす可能性がある。資本コストの比率は通常、適切な資本資産価格モデルによって導

き出され、当該モデルに用いられる入力デ－タは、該当する国のリスク・フリ－・レ－トや評価対象である

事業の固有リスクを反映するためのプレミアムまたはディスカウントを含む様々な財務・経済変数を反映

している。これらの変数は経営陣の判断および現在の経済変数の市場評価に基づいて設定されている。

のれんの減損の見直しは、注記３に記載されている要因に関する経営陣の最善の見積りを表している。こ

れらの値は、詳細にわたる予測が入手可能な期間の見積キャッシュ・フローおよびその後のキャッシュ・

フローの長期的かつ持続可能なパタ－ンに関する仮定に影響を受ける。予測値は、将来において実績や検証

可能な経済デ－タと比較することが求められるため、基礎となる仮定の適用可能な範囲は抑制されるが、

キャッシュ・フロー予測には、将来の事業予測に関する経営陣の見解が必然的に、また適切に反映されるこ

とになる。のれんの減損を特定し、評価するプロセスは、一連の見積りを行う上で経営陣の重要な判断が必

要となり、その結果は使用された仮定の影響を大きく受けるため本質的に不確実である。

以下のCGUの帳簿価額には、グル－プが報告するのれん総額に対して重要な割合を占めるのれんが含まれ

ている。これらのCGUの貸借対照表には、のれん以外に、耐用年数が不確定な無形資産は計上されていない。

現金生成単位（「CGU」）

2008年７月１日

現在ののれん 割引率

当初キャッシュ・

フロー予測を超える

名目成長率

百万ポンド ％ ％

プライベート・バンキング 2,552 9.0 3.6 

フランス 6,303 9.0 4.0 

上記のCGUにおけるのれん総額 8,855

フランスのCGUに配分されたのれんの回収可能価額は帳簿価額を323百万ポンド超過している。しかし、長

期成長率の合理的に可能性のある変動によって帳簿価額が回収可能価額を超え、結果的にのれんが減損す

る場合がある。その他の変数に影響がないと仮定した場合、CGUの回収可能価額を帳簿価額と同じにするた

めには長期成長率を15ベーシス・ポイント減少させる必要がある。

2008年７月１日、のれん総額694百万ポンド（2007年：694百万ポンド）は個別に重要とみなされなかっ

たCGUに配分された。これらのCGUの貸借対照表には、のれん以外に、耐用年数が無期限の無形資産は計上さ

れていない。

有効な長期保険契約の現在価値

PVIFの変動

グループ

2008年 2007年

百万ポンド 百万ポンド

１月１日現在 444 407

当年度の新規契約による増加 105 67

有効な契約における変動（投資収益の変動および投資の仮定の変

動を含む）
(94) (50)
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換算差額およびその他の変動 124 20

12月31日現在 579 444

PVIF-個別の仮定

グループの主な生命保険事業のPVIFの計算に用いられた主要な仮定は以下のとおりである。

2008年 2007年

UKライフ UKライフ

リスク・フリー・レート 4.30％ 4.30％

リスク割引率 8.00％ 8.00％

費用インフレ率 3.50％ 3.40％

PVIFは有効な生命保険事業における株主持分の価値を表している。PVIFはリスクおよび不確実性を考慮

した仮定に基づいて算定される。これらのキャッシュ・フローを予測するために、将来のキャッシュ・フ

ローに関する様々な仮定が保険事業ごとに行われており、これらは各地の市況および各地の将来の動向に

関する経営陣の判断を反映している。グループの保険事業の一部はリスク・マージンを個別に各商品の予

測仮定に盛り込んでいるが、一方でリスク・マージンを全般的な割引率に盛り込んでいる保険事業もある。

その結果、広範囲にわたるリスク割引率が適用されている。

その他の無形資産

PVIFを除く無形資産の変動は以下のとおり分析される。

グループ

商号

内部開発さ

れたソフト

ウェア

購入した

ソフト

ウェア

顧客または

商業上の

関係 その他 合計
(2)

百万ポンド

原価

2008年１月１日現在 15 788 78 204 12 1,097 

増加
(1) － 148 20 2 6 176 

子会社の買収 － － 33 － － 33 

処分 － (20) (3) (1) (3) (27)

換算差額 1 33 35 4 1 74 

その他の変動 － － (3) － (4) (7)

2008年12月31日現在 16 949 160 209 12 1,346 

償却および減損累計額

2008年１月１日現在 (7) (526) (51) (52) (2) (638)

当期償却費用 (1) (75) (15) (18) － (109)

処分 － 7 3 － 1 11 

換算差額 － (33) (20) (1) － (54)

その他の変動 － 3 (7) － － (4)

2008年12月31日現在 (8) (624) (90) (71) (1) (794)
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2008年12月31日現在の

正味帳簿価額
8 325 70 138 11 552 

商号

内部開発さ

れたソフト

ウェア

購入したソ

フトウェア

顧客または

商業上の

関係 その他 合計
(2)

百万ポンド

原価

2007年１月１日現在 13 675 58 244 17 1,007 

増加
(1) － 103 15 － 4 122 

処分 － － (2) － － (2)

換算差額 2 9 7 － 1 19 

その他の変動 － 1 － (40) (10) (49)

2007年12月31日現在 15 788 78 204 12 1,097 

償却および減損累計額

2007年１月１日現在 (5) (441) (38) (73) (1) (558)

当期償却費用 (1) (75) (12) (19) (1) (108)

当期減損費用 － (1) － － － (1)

処分 － － 3 － － 3 

換算差額 (1) (9) (4) － － (14)

その他の変動 － － － 40 － 40 

2007年12月31日現在 (7) (526) (51) (52) (2) (638)

2007年12月31日現在の正

味帳簿価額
8 262 27 152 10 459 

(1) 2008年12月31日現在、グループは無形資産の取得に係る契約債務を有していなかった（2007年：２百万

ポンド）。 

(2) 上記には、マークス・アンド・スペンサー・リテール・ファイナンシャル・サービシズ・ホールディン

グス・リミテッドに関連する無形資産の正味帳簿価額124百万ポンド（2007年：141百万ポンド）が含

まれており、2008年12月31日に終了した事業年度の償却費用は16百万ポンド（2007年：17百万ポンド）

であった。残存償却期間は６年である。

当行

内部開発された

ソフトウェア

顧客または

商業上の関係 その他 合計

原価 百万ポンド

2008年１月１日現在 668 － 3 671 

増加 132 － － 132 

処分 (20) － (3) (23)

2008年12月31日現在 780 － － 780 

償却および減損累計額

2008年１月１日現在 (420) － (2) (422)

当期償却費用 (68) － － (68)

処分 7 － 2 9 
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その他の変動 3 － － 3 

2008年12月31日現在 (478) － － (478)

2008年12月31日現在の正味帳簿価額 302 － － 302 

内部開発された

ソフトウェア

顧客または

商業上の関係 その他 合計

原価 百万ポンド

2007年１月１日現在 572 41 3 616 

増加 96 － － 96 

その他の変動 － (41) － (41)

2007年12月31日現在 668 － 3 671 

償却および減損累計額

2007年１月１日現在 (348) (41) (1) (390)

当期償却費用 (72) － (1) (73)

当期減損費用 (1) － － (1)

その他の変動 1 41 － 42 

2007年12月31日現在 (420) － (2) (422)

2007年12月31日現在の正味帳簿価額 248 － 1 249 

22 有形固定資産

グループ

自己保有の

土地および

建物
(4)

長期賃借

土地および

建物

短期賃借

土地および

建物

設備および

什器備品
(1)

オペレーテ

ィング・リ

ース資産 合計
(2)

百万ポンド

原価または公正価値

2008年１月１日現在 924 45 357 2,903 3,005 7,234 

増加－原価
(3) 87 2 79 421 193 782 

売却目的からの組替 31 300 － 63 － 394 

子会社の買収 － － － 1 － 1 

公正価値調整 (5) － － － － (5)

処分 (102) (3) (8) (220) (81) (414)

振替 22 (22) － － － －

換算差額 87 1 25 155 － 268 

2008年12月31日現在1,044 323 453 3,323 3,117 8,260 

減価償却および減損

累計額

2008年１月１日現在 (75) (15) (169) (1,888) (968) (3,115)

当期減価償却費 (19) (13) (29) (297) (101) (459)

売却目的からの組替 (13) (12) － (20) － (45)

処分 6 － 4 130 19 159 

振替 (7) 7 － － － －

認識された減損損失 (7) － － － － (7)
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換算差額 (4) － (10) (82) － (96)

2008年12月31日現在(119) (33) (204) (2,157) (1,050)(3,563)

2008年12月31日現在

の正味帳簿価額
925 290 249 1,166 2,067 4,697 

(1) ファイナンス・リースに基づいて保有している資産の帳簿価額139百万ポンド（2007年：171百万ポン

ド）を含んでいる。

(2) 負債に対する担保として供されている資産の帳簿価額143百万ポンド（2007年：173百万ポンド）を含

んでいる。

(3) 2008年12月31日現在、グループは、有形固定資産の取得に関する契約債務367百万ポンド（2007年：281

百万ポンド）を保有していた。

(4) 99ページ（訳注：原文のページ数である。）の投資不動産を含んでいる。

自己保有

の土地お

よび建物
(1)

長期賃借

土地およ

び建物

短期賃借

土地およ

び建物

設備および

什器備品

オペレー

ティング・

リース資産 合計

百万ポンド

原価または公正価値

2007年１月１日現在 966 362 275 2,657 3,004 7,264

増加－原価 104 3 84 321 66 578

子会社の買収 49 － － 1 － 50

公正価値調整 13 － － － － 13

処分 (257) (320) (12) (135) (65) (789)

振替 － － 4 (1) － 3

換算差額 55 － 4 69 － 128

その他の変動 (6) － 2 (9) － (13)

2007年12月31日現在 924 45 357 2,903 3,005 7,234

減価償却および減損累

計額

2007年１月１日現在 (97) (27) (150) (1,656) (926) (2,856)

当期減価償却費 (22) (3) (22) (281) (100) (428)

処分 48 15 8 76 58 205

振替 － － (2) － － (2)

認識された減損損失 － － － － － －

減損損失の戻入 6 － － － － 6

換算差額 (4) － (2) (39) － (45)

その他の変動 (6) － (1) 12 － 5

2007年12月31日現在 (75) (15) (169) (1,888) (968) (3,115)

2007年12月31日現在の

正味帳簿価額
849 30 188 1,015 2,037 4,119

(1) 99ページ（訳注：原文のページ数である。）の投資不動産を含んでいる。

当行

自己保有の

土地および

建物

長期賃借

土地および

建物

短期賃借

土地および

建物

設備および

什器備品 合計

百万ポンド
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原価または公正価値

2008年１月１日現在 221 50 311 2,206 2,788

増加－原価
(1) 60 － 65 268 393

売却目的からの組替 31 300 － 63 394

処分 (13) － (6) (137) (156)

振替 22 (22) － － －

換算差額 1 － 3 8 12

2008年12月31日現在 322 328 373 2,408 3,431

減価償却および減損累計額

2008年１月１日現在 (35) (15) (147) (1,513)(1,710)

当期減価償却費 (10) (13) (24) (197) (244)

処分 2 － 4 84 90

売却目的への組替 (13) (12) － (20) (45)

振替 (7) 7 － － －

換算差額 － － (2) (5) (7)

2008年12月31日現在 (63) (33) (169) (1,651)(1,916)

2008年12月31日現在の正味帳簿

価額
259 295 204 757 1,515

自己保有の

土地および

建物

長期賃借

土地および

建物

短期賃借

土地および

建物

設備および

什器備品 合計

百万ポンド

原価または公正価値

2007年１月１日現在 397 368 240 2,105 3,110

増加－原価
(1) 18 2 78 209 307

処分 (191) (320) (9) (109) (629)

振替 － － － (1) (1)

換算差額 － － 1 2 3

その他の変動 (3) － 1 － (2)

2007年12月31日現在 221 50 311 2,206 2,788

減価償却および減損累計額

2007年１月１日現在 (59) (27) (136) (1,367)(1,589)

当期減価償却費 (11) (3) (18) (201) (233)

処分 35 15 7 56 113

振替 － － － － －

換算差額 － － － (1) (1)

2007年12月31日現在 (35) (15) (147) (1,513)(1,710)

2007年12月31日現在の正味帳簿

価額
186 35 164 693 1,078

(1) 2008年12月31日現在、当行は有形固定資産の取得に関する契約債務84百万ポンド(2007年：103百万ポン

ド)を保有していた。
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2007年５月31日、グループは、ロンドン市カナダ・スクエア８の不動産および長期賃借土地に関して、

メトロバセサ・エスエー（「メトロバセサ」）と1,090百万ポンドでのセールス・アンド・リースバック

契約を締結した。グループは、メトロバセサに対して810百万ポンドのつなぎ融資を提供することによって

重要な持分を留保しており、これにより当該売却は即時認識されない。その結果、2007年12月31日現在の当

該不動産は「売却目的資産」に組み替えられ、受領した純収入は貸借対照表に繰延収益として認識され

た。2008年12月４日、当行はメトロバセサの子会社であるプロジェクト・メイプルⅡ、B.V.（カナダ・スク

エア８の法的所有者）を838百万ポンドで買収した。グループが認識した繰延収益は損益計算書に計上さ

れ、不動産および長期賃借土地はそれぞれ「有形固定資産」および「前払金および未収収益」に組み替え

られている。2008年12月31日に終了した事業年度のグループの営業利益への影響は244百万ポンドの純利

益であり、その内訳は「その他営業収益」に含まれる265百万ポンドの利益および「有形固定資産の減価

償却および減損」に含まれる21百万ポンドの費用である。

投資不動産

当期の投資不動産の内訳（公正価値）は、以下のとおりであった。

グループ

自己保有の土地

および建物
(1)

百万ポンド

公正価値

2008年１月１日現在 152

増加－原価 21

公正価値調整 (5)

為替およびその他の変動 (63)

2008年12月31日現在 105

公正価値

2007年１月１日現在 31

増加－原価 82

子会社の買収 49

公正価値調整額 13

売却目的への組替 (30)

為替およびその他の変動 7

2007年12月31日現在 152

(1) 97ページ（訳注：原文のページ数である。）の有形固定資産に含まれている。

投資不動産は、各年の12月31日現在において、不動産の所在地および種類に関して最近の知識を有する独

立した専門鑑定人によって公開市場価格基準で評価されている。

「その他営業収益」には、グループが投資不動産に関して稼得した賃貸収益２百万ポンド（2007年：２

百万ポンド）が含まれていた。当期中に投資不動産に関して発生した直接営業費用ゼロ百万ポンド（2007

年：ゼロ）は、「一般管理費」に認識された。投資不動産に含まれた直接営業費用はなかった（2007年：ゼ
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ロ）。当期中に賃貸収益がなかった投資不動産に関して生じた直接営業費用はゼロ百万ポンド（2007年：

ゼロ）であった。投資不動産の為替換算差額（正味）は67百万ポンド（2007年：19百万ポンド）であった。

当行

2008年または2007年12月31日現在、当行は投資不動産を所有していなかった。

顧客にリースしたグループの不動産

2008年12月31日現在、顧客にリースしたグループの不動産には、オペレーティング・リースに基づく賃貸

分４百万ポンド（2007年：４百万ポンド）が含まれており、これは減価償却累計額６百万ポンド（2007

年：５百万ポンド）控除後の金額である。当行は当該不動産を所有していなかった。

23 投資

エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーの主要な子会社

設立または登録国

株主資本におけるエイチエ

スビーシー・バンク・ピー

エルシーの持分

％

エイチエスビーシー・フランス フランス 99.99

エイチエスビーシー・アセット・ファイナンス（UK）リミ

テッド
イングランド 100.00

エイチエスビーシー・バンク・エーエス トルコ 100.00

エイチエスビーシー・バンク・インターナショナル・リミ

テッド
ジャージー島 99.84

エイチエスビーシー・バンク・マルタ・ピーエルシー マルタ 68.25

エイチエスビーシー・グエルツェラー・バンク・アーゲー スイス 99.84

エイチエスビーシー・インボイス・ファイナンス（UK）リ

ミテッド
イングランド 100.00

エイチエスビーシー・ライフ（UK）リミテッド イングランド 100.00

エイチエスビーシー・レイル（UK）リミテッド イングランド 100.00

エイチエスビーシー・プライベート・バンク（C.I.）リミ

テッド
ガーンジー島 99.84

エイチエスビーシー・プライベート・バンク（スイス）エ

スエー
スイス 94.41

エイチエスビーシー・プライベート・バンク（UK）リミ

テッド
イングランド 99.84

エイチエスビーシー・トリンカウス・アンド・ブルクハル

ト・アーゲー
ドイツ 78.60

エイチエスビーシー・トラスト・カンパニー（UK）リミ

テッド
イングランド 100.00

マークス・アンド・スペンサー・リテール・フィナンシャ

ル・サービシズ・ホールディングス・リミテッド
イングランド 100.00
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エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーが議決権の50％未満を保有している連結対象の特別目的事

業体（「SPE」）

連結総資産の帳簿価額

十億ポンド SPEの性質

バリオン・ファンディング・リミテッド 3.1 証券投資導管会社

ブライアント・パーク・ファンディング・エルエルシー 3.7 導管会社

マラカイト・ファンディング・リミテッド 2.9 証券投資導管会社

マザラン・ファンディング・リミテッド 7.9 証券投資導管会社

マトリックス・ファンディング・ピーエルシー 2.5 証券化事業体

リージェンシー・アセッツ・リミテッド 5.6 導管会社

ソリティア・ファンディング・リミテッド 8.3 証券投資導管会社

ターコイズ・リシーバブル・トラスト・リミテッド 1.5 証券化事業体

上記の子会社はすべて12月31日までの財務諸表を作成している。

買収

2008年にエイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーは子会社の買収を行い、既存の子会社への投資を

増加した。これらの取引はパーチェス法で会計処理され、６百万ポンドののれんが生じた。

処分

2008年７月２日、グループはバンク・フェデラーレ・デ・バンク・ポピュレールにフランスの地方銀行

７行を21億ユーロ（17億ポンド）で売却した。2008年７月２日現在、これらのフランスの地方銀行子会社に

帰属する資産総額は58億ポンドであり、2008年７月２日までの期間の税引後利益は48百万ポンドであった。

グループの税引前売却益は644百万ポンドであった。

24 その他資産

グループ 当行

2008年 2007年 2008年 2007年

百万ポンド 百万ポンド

金地金 570 147 423 70  

売却目的資産 70 626 56 555 

売却目的の処分グループ資産
(1) － 78 － 78  

保険契約に基づく再保険会社の負債持分 618 528 － －  

裏書および支払承諾見返 370 375 224 251 

その他 7,174 4,115 2,934 1,122 

8,802 5,869 3,637 2,076
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(1) 2007年12月31日現在、帳簿価額78百万ポンドのHFCカード・ポートフォリオ資産は、売却目的の処分グ

ループに分類された。

売却目的資産

グループ 当行

2008年 2007年 2008年 2007年

百万ポンド 百万ポンド

売却目的非流動資産

有形固定資産 62 586 56 555

投資不動産 － 31 － －

金融資産 7 7 － －

その他 1 2 － －

売却目的に分類される資産合計 70 626 56 555

売却目的に分類された有形固定資産には、顧客によって担保に供されていた担保権実行済み不動産が含

まれる。これらの担保権実行済み資産は買収より12ヶ月以内に処分される予定である。

注記22に記載されているとおり、カナダ・スクエア８は「売却目的資産」から組み替えられている。

25 トレーディング負債

グループ 当行

2008年 2007年 2008年 2007年

百万ポンド 百万ポンド

銀行からの預金 43,882 39,382 46,928 48,390 

顧客からの預金 29,347 21,999 25,039 17,636 

その他の発行済負債証券 15,677 14,353 12,152 10,597 

その他負債－正味売りポジション 35,544 41,720 14,270 23,132 

124,450 117,454 98,389 99,755 

26 公正価値評価の指定を受けた金融負債

グループ 当行

2008年 2007年 2008年 2007年

百万ポンド 百万ポンド

銀行からの預金 4,357 3,635 4,162 3,513

投資契約に基づく顧客に対する負債 3,641 5,842 － －

発行済負債証券 3,584 2,820 1,658 1,204

劣後負債 3,374 3,084 3,609 3,365

優先株式 228 278 － －

15,184 15,659 9,429 8,082
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2008年12月31日現在、グループの公正価値評価の指定を受けた金融負債の帳簿価額は、契約上の満期金額

を491百万ポンド上回っていた（2007年：37百万ポンド下回っていた）（当行については2008年：439百万

ポンド上回り、2007年：19百万ポンド下回っていた）。2008年12月31日現在、グループの信用リスクの変動

に起因する公正価値の累積変動額は、672百万ポンドの利益（2007年：165百万ポンドの利益）（当行につ

いては2008年：623百万ポンドの利益、2007年：163百万ポンドの利益）であった。

27 その他負債

グループ 当行

2008年 2007年

(修正再表示)

2008年 2007年

(修正再表示)

百万ポンド 百万ポンド

グループが連結したファンドの投資家帰

属額
782 1,225 － －

ファイナンス・リースに基づく債務 332 327 － －

裏書および支払承諾 367 375 224 251

その他負債 5,416 4,916 2,939 2,623

6,897 6,843 3,163 2,874

28 発行済保険契約に基づく負債

2008年12月31日現在

総額

再保険会社

の持分 純額

百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド

損害保険負債

未経過保険料引当金 445 (71) 374

通知済保険金 345 (109) 236

既発生未報告保険金 77 (19) 58

その他 16 (1) 15

883 (200) 683

生命保険契約準備金

生命保険（非連動型） 2,031 (411) 1,620

任意参加型の投資契約
(1) 12,157 － 12,157

生命保険（連動型） 1,061 (7) 1,054

15,249 (418) 14,831

保険契約に基づく負債合計 16,132 (618) 15,514

2007年12月31日現在

総額

再保険会社

の持分 純額

百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド

EDINET提出書類

エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー(E22630)

有価証券届出書（通常方式）

474/794



損害保険負債

未経過保険料引当金 387 (48) 339

通知済保険金 301 (129) 172

既発生未報告保険金 112 (15) 97

その他 18 (18) －

818 (210) 608

生命保険契約準備金

生命保険（非連動型） 1,128 (290) 838

任意参加型の投資契約
(1) 9,447 － 9,447

生命保険（連動型） 858 (28) 830

11,433 (318) 11,115

保険契約に基づく負債合計 12,251 (528) 11,723

(1) 任意参加型の投資契約は金融商品であるが、グループはIFRS第４号で認められているとおり、引き続き

それらを保険契約として処理した。

当事業年度中の保険契約に基づく負債の変動は、以下のとおりであった。

損害保険負債

2008年

総額

再保険会社

の持分 純額

百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド

未経過保険料準備金（「UPR」）

１月１日現在 387 (48) 339

（収益）／費用として認識されたUPRの変動 (42) 2 (40)

－計上保険料総額 418 (63) 355

－稼得保険料総額 (460) 65 (395)

換算差額およびその他の変動 100 (25) 75

12月31日現在 445 (71) 374

通知済および既発生未報告保険金

１月１日現在 413 (144) 269

－通知済保険金 301 (129) 172

－既発生未報告保険金 112 (15) 97

当事業年度の支払保険金 (318) 46 (272)

当事業年度に関する既発生保険金 152 (43) 109

過年度に関する既発生保険金 66 (1) 65

換算差額およびその他の変動 109 14 123

12月31日現在 422 (128) 294

－通知済保険金 345 (109) 236

－既発生未報告保険金 77 (19) 58

その他 16 (1) 15

損害保険負債合計 883 (200) 683

EDINET提出書類

エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー(E22630)

有価証券届出書（通常方式）

475/794



2007年

総額

再保険会社

の持分 純額

百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド

未経過保険料準備金（「UPR」）

１月１日現在 286 (27) 259

（収益）／費用として認識されたUPRの変動 (6) 8 2

－計上保険料総額 372 (73) 299

－稼得保険料総額 (378) 81 (297)

換算差額およびその他の変動 107 (29) 78

12月31日現在 387 (48) 339

通知済および既発生未報告保険金

１月１日現在 116 (52) 64

－通知済保険金 75 (32) 43

－既発生未報告保険金 41 (20) 21

当事業年度の支払保険金 (250) 65 (185)

当事業年度に関する既発生保険金 244 36 280

過年度に関する既発生保険金 58 (7) 51

換算差額およびその他の変動 245 (186) 59

12月31日現在 413 (144) 269

－通知済保険金 301 (129) 172

－既発生未報告保険金 112 (15) 97

その他 18 (18) －

損害保険負債合計 818 (210) 608

生命保険契約準備金

2008年

総額

再保険会社

の持分 純額

百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド

生命保険（非連動型）

１月１日現在 1,128 (290) 838

給付金支払額 (374) 83 (291)

保険契約準備金の増加 1,056 (396) 660

換算差額およびその他の変動 221 192 413

12月31日現在 2,031 (411) 1,620

任意参加型の投資契約

１月１日現在 9,447 － 9,447

給付金支払額 (1,047) － (1,047)

保険契約準備金の増加 909 － 909

換算差額およびその他の変動 2,848 － 2,848

12月31日現在 12,157 － 12,157
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生命保険（連動型）

１月１日現在 858 (28) 830

給付金支払額 (135) 7 (128)

保険契約準備金の増加 (54) 14 (40)

換算差額およびその他の変動
(1) 392 － 392

12月31日現在 1,061 (7) 1,054

保険契約準備金合計 15,249 (418) 14,831

2007年

総額

再保険会社

の持分 純額

百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド

生命保険（非連動型）

１月１日現在 837 (525) 312

給付金支払額 (132) 73 (59)

保険契約準備金の増加 9 190 199

換算差額およびその他の変動 414 (28) 386

12月31日現在 1,128 (290) 838

任意参加型の投資契約

１月１日現在 － － －

給付金支払額 (537) － (537)

保険契約準備金の増加 1,073 － 1,073

換算差額およびその他の変動
(2) 8,911 － 8,911

12月31日現在 9,447 － 9,447

生命保険（連動型）

１月１日現在 647 (29) 618

給付金支払額 (139) 8 (131)

保険契約準備金の増加 158 (6) 152

換算差額およびその他の変動
(1) 192 (1) 191

12月31日現在 858 (28) 830

保険契約準備金合計 11,433 (318) 11,115

(1) 再保険契約から生じる金額を含む。

(2) 2007年にエイチエスビーシー・アシュアランスVIE（フランス）およびエイチエスビーシー・アシュア

ランスIARD（フランス）の支配権を取得した結果、発行済保険契約に基づく負債8,929百万ポンドがグ

ループによって認識された。

保険契約準備金の増加は、当事業年度における保険契約準備金の増加につながるすべての事象の合計額

を表している。これらは、死亡保険金、解約、失効、契約開始時に契約者に対して設定する保険契約準備金、配

当宣言額および契約者に帰属するその他の金額を含む。

29 引当金

グループ
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引当金

2008年 2007年

百万ポンド 百万ポンド

１月１日現在 427 402

追加引当金/引当金の増加
(1) 140 406

子会社の買収 4 －

引当金取崩額 (143) (317)

戻入額 (39) (86)

換算差額およびその他の変動 39 22

12月31日現在 428 427

(1) 空室引当金に関する割引のアンワインディング１百万ポンド（2007年：１百万ポンド）を含む。

上記には以下が含まれる。

(ⅰ) 特定の個人年金制度および抵当養老保険契約の売却に関して発生する可能性のある補償費用に係る

引当金35百万ポンド（2007年：60百万ポンド）ならびに補償回収金に係る引当金。当該引当金はモデ

ル・ケースから推定した数理計算に基づいている。支出の発生時期は個別の請求の決済時期によって

決まる。

(ⅱ) 数多くの信託に対する当行の子会社によるサービスの提供に関連した見積補償費用に関する引当金

84百万ポンド（2007年：85百万ポンド）。当行は、当初見積補償費用に関して子会社に弁済を行って

いる。引当金合計は、モデル・ケースから推定した計算に基づいている。引当金の通知および弁済時期

に影響を及ぼす要因が不安定要素となっている。

当行

引当金

2008年 2007年

百万ポンド 百万ポンド

１月１日現在 163 105

追加引当金/引当金の増加
(1) 30 251

引当金取崩額 (22) (172)

戻入額 (14) (29)

換算差額およびその他の変動 1 8

12月31日現在 158 163

(1) 空室引当金に関する割引のアンワインディング１百万ポンド（2007年：１百万ポンド）を含む。

上記には有償不動産契約に関する引当金27百万ポンド（2007年：28百万ポンド）が含まれる。このうち

５百万ポンド（2007年：７百万ポンド）は、2002年に当行がカナリー・ワーフに移転した結果、空室となっ

た賃貸物件の割引将来費用に関連している。当該引当金は、新規テナント募集中の空室の賃貸料、未払賃貸

料に対する予想未収賃貸料の不足額およびテナント募集のための建物改装費用をカバーしている。市場賃

貸料の変動、新規テナント募集における遅延および賃貸契約の見直しの時期が不確定要素となっている。
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30 劣後債務

グループ 当行

2008年 2007年 2008年 2007年

百万ポンド 百万ポンド

劣後債務

－償却原価 7,259 5,205 7,310 4,744

劣後債務 4,741 3,111 7,310 4,744

優先株式 2,518 2,094 － －

－公正価値評価の指定を受けた 3,602 3,362 3,609 3,365

劣後債務 3,374 3,084 3,609 3,365

優先株式 228 278 － －

10,861 8,567 10,919 8,109

グループの劣後借入金

帳簿価額

2008年 2007年

百万ポンド 百万ポンド

300百万米ドル 劣後債、金利6.95％、満期2011年 222 162

250百万ユーロ 変動金利劣後ローン、満期2015年 239 183

600百万ユーロ
期限前償還条項付劣後債、金利4.25％、満

期2016年
(1) 570 439

800百万ユーロ
期限前償還条項付変動金利劣後債、満期

2016年
765 586

350百万ポンド
期限前償還条項付変動金利劣後債、満期

2017年
(2) 355 355

1,000百万ユーロ 変動金利劣後ローン、満期2017年 957 734

500百万ポンド
期限前償還条項付劣後債、金利4.75％、満

期2020年
(3) 463 464

500百万ユーロ
期限前償還条項付変動金利劣後債、満期

2020年
389 337

350百万ポンド
期限前償還条項付劣後債、金利5％、満期

2023年
(4) 330 335

300百万ポンド 劣後債、金利6.5％、満期2023年 299 298

300百万米ドル 劣後債、金利7.65％、満期2025年 263 179

350百万ポンド
期限前償還条項付ステップ・アップ条項

付劣後債、金利5.375％、満期2030年
(5) 316 325

500百万ポンド 劣後債、金利5.375％、満期2033年 452 474
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390百万ポンド 劣後ローン、金利6.9％、満期2033年 390 －

900百万ユーロ 非累積劣後債、金利7.75％、満期2040年 861 660

225百万ポンド 劣後債、金利6.25％、満期2041年 223 223

600百万ポンド 劣後債、金利4.75％、満期2046年 592 591

700百万ポンド
非累積ステップ・アップ条項付永久優先

株式、金利5.844％
(6) 700 700

300百万ポンド
非累積ステップ・アップ条項付永久優先

株式、金利5.862％
(7) 228 278

750百万米ドル 変動金利永久第一次キャピタル・ノート 514 374

500百万米ドル 変動金利永久第一次キャピタル・ノート 343 249

300百万米ドル
変動金利永久第一次キャピタル・ノート

（シリーズ３）
206 150

350百万ポンド 永久劣後債、金利7.9％ 350 －

250百万ポンド 永久劣後債、金利7.991％ 250 －

200百万ポンド未満のその他の劣後債務 584 471

10,861 8,567

(1) 期限前償還条項付劣後債（金利4.25％、満期2016年）の金利は、2011年３月に３ヶ月物EURIBORに1.05％

を加えたものに変更される。

(2) 期限前償還条項付変動金利劣後債（満期2017年）の金利は、2012年６月まで5.75％に固定されている。

その後の年利は、英国５年債の償還利回りに1.70％を加えたものとなる。

(3) 期限前償還条項付劣後債（金利4.75％、満期2020年）の金利は、2015年９月に３ヶ月物ポンドLIBORに

0.82％を加えたものに変更される。

(4) 期限前償還条項付劣後債（金利5％、満期2023年）の金利は、2018年３月に英国５年債の償還利回りに

1.80％を加えた年利に変更される。

(5) 期限前償還条項付ステップ・アップ条項付劣後債（金利5.375％、満期2030年）の金利は、2025年11月に

３ヶ月物ポンドLIBORに1.50％を加えたものに変更される。

(6) 非累積ステップ・アップ条項付永久優先株式（金利5.844％）の配当率は、2031年11月に６ヶ月物ポン

ドLIBORに1.76％を加えたものに変更される。

(7) 非累積ステップ・アップ条項付永久優先株式（金利5.862％）の配当率は、2020年４月に６ヶ月物ポン

ドLIBORに1.85％を加えたものに変更される。

脚注(1)から(7)はすべて、金融庁の事前の承認をもって、金利変更日ならびにその後の金利更改日および

一部は金利支払日に、借り手の選択により返済可能な債券に関連している。

31 金融商品の公正価値

管理の枠組み

公正価値は、リスクを取る立場から独立した部門によって決定または検証されることを確実にするため

の管理の枠組みの適用を受ける。この目的のために、財務部門は公正価値の決定における最終責任を負い、

その職務として、グループの最高財務責任者を通じてエイチエスビーシー・グループ財務取締役に報告す

る。財務部門は、評価を行う際に従わなければならない会計方針および手順を規定しており、これらの方針
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および手順がすべての関連する会計基準に準拠していることを保証する責任がある。

外部の相場または裏付けのある価格設定パラメーターを参照して決定された公正価値については、独立

した価格決定または検証が行われる。流動性の低い市場では取引価格を直接観察できない場合がある。この

ような状況においては、グループは金融商品の公正価値を検証するにあたって代替的なマーケット情報を

入手する。関連性および信頼性が高いと考えられる情報ほど重視される。この点について、とりわけ以下の

要素が考慮される。

・価格が真正な取引価格または取引可能価格であると見込まれる程度

・金融商品間の類似性の程度

・異なる情報源間の一貫性の程度

・データを入手するために価格提供者が行ったプロセス

・市場データが関連する日から貸借対照表日までの経過期間

・データの入手方法

独立した価格検証の実施結果は上級管理職に報告され、必要に応じて、上記の情報を考慮した結果生じた

公正価値への調整額が計上される。

評価のために必要な入力データの獲得および処理に関する論理的枠組みである評価モデルを用いて決定

された公正価値についての管理の枠組みは、該当する場合、評価モデルの論理の独立した開発または検証、

それらの評価モデルへの入力データ、評価モデル以外で必要な調整、ならびに、可能であればモデルからの

アウトプットを含む。

独立した検証の実施結果は評価委員会に報告され、評価委員会によって検討される。評価委員会は、複数

の独立した支援部門（プロダクト・コントロール部門、市場リスク管理部門、デリバティブ・モデル・レ

ビュー・グループおよび財務部門）に属する個人、ならびに上級取引管理職から構成されている。検証の実

施を受けて、評価された公正価値に調整を行う場合は、上級管理職に報告される。

公正価値の決定

公正価値は以下の階層に従って決定される。

(a) 市場価格：活発な市場における同一商品の市場価格を有する金融商品

(b) 観察可能な入力データを用いた評価手法：活発な市場における類似商品の市場価格または活発に

取引されていない市場における同一商品または類似商品の市場価格を有する金融商品、およびすべ

ての重要な入力データが観察可能であるモデルを用いて評価された金融商品

(c) 重要な観察不能な入力データによる評価手法：１つまたは複数の重要な入力データが観察不能で

あるモデルを用いて評価された金融商品

公正価値の最も適切な証拠は、活発に取引されている市場における市場価格である。金融商品の市場が活

発でない場合に評価手法が用いられる。評価手法の大半は観察可能な市場データのみを使用するため、公正

価値測定の信頼性は高い。しかし、一部の金融商品は、観察不能な１つまたは複数の重要な市場データを用

いた評価手法に基づいて評価されている。これらの金融商品について得られる公正価値の測定結果に対し

て、より細かい判断が行われる。このような状況における「観察不能」とは、独立した第三者間取引が起こ

り得る価格水準を決定付ける現行の市場データがほとんどない、または皆無であることを意味するが、通

常、公正価値の決定の基礎となる市場データが皆無であることを意味するものではない（たとえば、コンセ

ンサスプライスのデータが使用される場合がある）。また、重要な観察不能な入力データを用いた評価手法
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によって得られた公正価値の大半が、依然として観察可能な入力データに帰属している場合がある。このた

め、観察不能な入力データの決定における不確実性の影響からは、測定される金融商品の公正価値全体につ

いて通常一定の不確実性のみが生じることとなる。この不確実性の程度および範囲の把握に役立つよう、下

記の「合理的に可能な代替手段に対する重要な観察不能な仮定の変動による影響」という題のセクション

で、観察不能な入力データを用いて評価された金融商品について追加情報が提供されている。

特定の状況（主に債務が金利デリバティブまたは発行済みの仕組債を用いてヘッジされている場合）に

おいて、グループは発行済負債の帳簿価額を測定するために公正価値を使用している。入手できる場合、公

正価値は、関連する特定の金融商品の活発な市場における市場価格に基づく。入手できない場合、これらの

商品は評価手法を用いて評価され、その入力データは関連する特定の金融商品の活発に取引されていない

市場における市場価格に基づくか、または類似する金融商品の活発な市場における市場価格と比較するこ

とによって見積もられる。そのため、これらの金融商品の公正価値は、グループの負債に適した信用スプ

レッドを適用することによる影響を含んでいる。すべての発行済負債証券について、ベンチマーク金利や為

替レートなどの市場要因の変動ではなくグループの信用スプレッドの変動に起因する公正価値変動の要素

を分離するために、割引キャッシュ・フロー・モデルが利用される。

発行済仕組債および特定のその他複合金融商品の負債は、公正価値で測定され、トレーディング負債に計

上されている。これらの金融商品に適用されている信用スプレッドは、グループが仕組債を発行した時点に

おけるスプレッドから導かれている。これらの市場スプレッドは、一般負債またはクレジット・デフォルト

・スワップの市場で観察される信用スプレッドと比較して著しく小さい。

グループが発行した負債の信用スプレッドにおける変動から生じた利益および損失は、当該債券が早期

償還されなければ、債券の契約期間にわたって戻し入れられる。デリバティブ以外の金融商品のすべての正

味ポジションおよびすべてのデリバティブのポートフォリオは、買値または売値のいずれかで評価される。

ロング・ポジションは買値が付けられ、ショート・ポジションは売値が付けられる。

大量保有のデリバティブ以外の金融商品の公正価値は、一金融商品の価値の倍数に基づいて決定され、保

有規模に対する修正は行われない。

取引費用は公正価値の計算に含まれない。仲介料などの取引開始費用および取引後費用は営業費用に含

まれる。店頭取引（「OTC」）デリバティブのポートフォリオを管理するための将来費用も公正価値に含ま

れず、発生時に費用計上される。

・プライベート・エクイティ

グループのプライベート・エクイティのポジションは、通常、売却可能として分類されており、活発な市

場では取引されていない。活発な市場が存在しない場合、投資の公正価値は、投資対象会社の財政状態およ

び経営成績、リスク・プロファイル、見通しならびにその他の要素の分析に基づいて見積もられ、さらに活

発な市場における類似した会社の市場評価または類似した会社が所有者を変更した時点の価格などを参照

することによって見積もられる。プライベート・エクイティ投資の公正価値の見積りには本質的な不確実

性が伴うため、判断が要求される。

・負債証券、短期国債およびその他の適格手形ならびに持分証券

これらの金融商品の公正価値は、入手できる場合は、取引所、ディーラー、ブローカー、産業グループまた

は価格決定サービス機関から入手した市場価格に基づく。これらが入手できない場合は、公正価値は、類似
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する金融商品の市場価格を参照することによって決定される。

抵当貸付を裏付けとする負債証券の市場における流動性および透明性の欠如により、入手できる観察可

能なデータが減少している。これらの有価証券の公正価値を決定するために、通常市場価格が用いられる

が、入手可能な限られた市場データの信頼性を実証するために、また市場価格に対する調整が求められてい

るか否かを特定するためには評価モデルが用いられる。

市場価格が存在しない場合、公正価値は評価手法を用いて決定される。これらの評価手法への入力データ

は観察可能な市場データから、また適切であれば観察不能な入力データに関する仮定から導かれる。アセッ

ト・バック証券（「ABS」）および抵当貸付に関する仮定には、期前返済率、担保の種類に基づく債務不履

行率および損失の規模、ならびに業績が含まれる場合がある。

・デリバティブ

OTC（すなわち、場外取引）のデリバティブは、評価モデルを用いて評価される。評価モデルは、「無裁

定」原則に基づいて、予測将来キャッシュ・フローの現在価値を算定する。金利スワップやヨーロピアン・

オプションなどの多くの一般デリバティブ商品に関して利用されるモデル・アプローチは、業界で標準的

に用いられているものである。より複雑なデリバティブ商品の場合は、実務上の相違が一部見られる。評価

モデルへの入力データは、可能な場合には常に、取引所、ディーラー、ブローカー、およびコンセンサスプラ

イスのプロバイダーから得られる価格を含む、観察可能な市場データから決定される。特定の入力データ

は、市場では直接的に観察されない場合があるが、モデル較正手順を経た観察可能な価格から決定される。

最終的に、一部の入力データは観察不能であるが、一般的に実績データまたはその他のデータから見積もる

ことができる。観察可能な入力データの例は、直物および先物為替レート、一般に取引されているオプショ

ン商品の基準金利曲線およびボラティリティ局面を含む。観察不能な入力データの例は、あまり一般に取引

されていないオプション商品の全部または一部のボラティリティ局面、ならびに市場ファクター間の相関

関係を含む。

・レバレッジド・ローンおよび証券化目的のローンを含む貸付金

公正価値で保有されている貸付金は、入手できる場合は、ブローカーの指し値および/または市場コンセ

ンサス・プロバイダーの価格に基づいて評価される。観察可能な市場が存在しない場合、公正価値は、同一

または比較可能な事業体の発行するその他の市場金融商品から導かれた、貸付金に適した信用スプレッド

に関する仮定を織り込んだ割引キャッシュ・フロー・モデルを含む評価手法を用いて決定される。

・仕組債

公正価値が評価手法によって導き出される仕組債の公正価値は、上述のとおり、基礎となる負債証券の公

正価値から導き出される。組込デリバティブの公正価値の決定については、上記のデリバティブに関するセ

クションで説明されている。

公正価値で測定されている金融資産および金融負債の評価の基礎

グループ
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評価手法

市場価格

観察可能な

入力データの

使用

重要な

観察不能な

入力データ

の使用 合計

百万ポンド

2008年12月31日現在

資産

トレーディング資産 100,829 69,001 2,196 172,026 

公正価値評価の指定を受けた金融資産 7,530 6,365 － 13,895 

デリバティブ 4,866 236,090 2,128 243,084 

金融投資－売却可能 38,201 60,942 4,368 103,511 

負債

トレーディング負債 58,226 63,815 2,409 124,450 

公正価値評価された金融負債 4,174 11,010 － 15,184 

デリバティブ 6,093 233,961 977 241,031 

2007年12月31日現在

資産

トレーディング資産 83,008 66,595 3,603 153,206 

公正価値評価の指定を受けた金融資産 10,630 4,339 － 14,969 

デリバティブ 2,890 56,758 822 60,470 

金融投資－売却可能 17,816 48,360 3,352 69,528 

負債

トレーディング負債 61,386 53,702 2,366 117,454 

公正価値評価された金融負債 9,481 6,178 － 15,659 

デリバティブ 2,892 57,787 860 61,539 

当行

評価手法

市場価格

観察可能な

入力データの

使用

重要な

観察不能な

入力データ

の使用 合計

百万ポンド

2008年12月31日現在

資産

トレーディング資産 50,175 77,834 2,196 130,205 

公正価値評価の指定を受けた金融資産 424 4,168 － 4,592 

デリバティブ 270 194,901 1,957 197,128 

金融投資－売却可能 21,416 23,040 2,152 46,608 

負債

トレーディング負債 38,274 57,706 2,409 98,389 

公正価値評価された金融負債 1,658 7,771 － 9,429 

デリバティブ 564 195,836 847 197,247 

2007年12月31日現在
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資産

トレーディング資産 50,643 94,856 3,603 149,102 

公正価値評価の指定を受けた金融資産 － 3,439 － 3,439 

デリバティブ 33 45,966 326 46,325 

金融投資－売却可能 6,749 6,046 1,026 13,821 

負債

トレーディング負債 39,140 58,296 2,319 99,755 

公正価値評価された金融負債 4,278 3,804 － 8,082 

デリバティブ 176 47,030 330 47,536 

合理的に可能な代替手段に対する重要な観察不能な仮定の変動による影響

上記のように、金融商品の公正価値は、特定の状況において、同一商品における観察可能な現行の市場取

引から入手される価格によって裏付けられておらず、観察可能な市場データに基づくことができない仮定

を織り込んだ評価手法を用いて測定されている。下表は、合理的に可能な代替手段に対する公正価値の感応

度を示している。

グループ

利益/（損失）に反映 資本に反映

有利な変動 不利な変動 有利な変動 不利な変動

百万ポンド 百万ポンド

2008年12月31日現在

デリバティブ／トレーディング資産／ト

レーディング負債
(1) 182 (250) － －

金融投資－売却可能 － － 519 (519)

2007年12月31日現在

デリバティブ／トレーディング資産／ト

レーディング負債
(1) 150 (93) － －

金融投資－売却可能 － － 171 (202)

当行

利益/（損失）に反映 資本に反映

有利な変動 不利な変動 有利な変動 不利な変動

百万ポンド 百万ポンド

2008年12月31日現在

デリバティブ／トレーディング資産／ト

レーディング負債
(1) 155 (239) － －

金融投資－売却可能 － － 344 (344)

2007年12月31日現在

デリバティブ／トレーディング資産／ト

レーディング負債
(1) 135 (107) － －

金融投資－売却可能 － － 87 (87)

(1) デリバティブ、トレーディング資産およびトレーディング負債は、これらの金融商品のリスク管理方法

を反映させるためにひとつのカテゴリーとして表示されている。
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当期のデリバティブ、トレーディング資産およびトレーディング負債に関する重要な観察不能な入力

データの変動による影響の増加は、主に、一部のモノライン保険会社に対して実行されたクレジット・デリ

バティブ取引の公正価値の決定において不確実性が増加していることを反映している。また、ストラク

チャード・デリバティブ事業のエクスポージャー、および一部のABSの評価に関する不確実性も全般的に増

加している。

損益計算書に計上された公正価値の変動

下表は、同一商品における観察可能な現行の市場取引から入手される価格で裏付けられていない重要な

仮定を織り込んだ、観察可能な市場データに基づかない評価手法を用いて公正価値が見積もられているエ

クスポージャーについて、期中に損益に認識された公正価値の変動を定量化したものである。

・本表は、これらの商品の公正価値の変動の詳細を示しており、観察不能部分に帰属する変動と無関係で
はない。

・重要な観察不能な入力データを用いて評価された商品は、観察可能な入力データを用いて評価された商
品と共にダイナミックに管理されることが多い。本表は、後者の商品の公正価値における変動を含んで
いない。

・2007年12月31日現在は観察可能な入力データを用いて評価されていたが、2008年12月31日現在において
は重要な観察不能な入力データによって評価されるようになった資産および負債について、本表は期中
におけるそのような商品の公正価値の変動全体を反映している。

グループ 当行

12月31日に終了した事業年度 12月31日に終了した事業年度

2008年 2007年 2008年 2007年

百万ポンド 百万ポンド

以下の商品に係る利益／（損失）計上額：

デリバティブ／トレーディング資産／トレー

ディング負債
(164) 92 (214) (27)

公正価値で計上されない金融商品の公正価値

下記の貸借対照表日現在における資産および負債の公正価値は、以下の開示目的のために見積もられた

ものである。

(i)  銀行および顧客に対する貸付金

貸付金の公正価値は、入手できる場合は観察可能な市場取引（ブローカーの指し値および/または市場コ

ンセンサス価格）に基づいている。観察可能な市場取引がない場合は、公正価値は割引キャッシュ・フロー

・モデルを用いて見積もられている。正常貸付金は、可能な限り、満期および表面利率ごとに区分された同

種の貸付金プールに分類されている。通常、契約上のキャッシュ・フローは、市場参加者が満期、価格更改、

および信用リスクの特性が類似する商品を評価する際に用いる割引率に関するグループの見積りを用いて

割り引かれる。

貸付金ポートフォリオの公正価値は、貸借対照表日現在の貸付金の減損および市場参加者の契約期間に

おける貸し倒れの見積りを反映している。減損貸付金の公正価値は、回収が見込まれる期間の将来キャッ

シュ・フローを割り引くことで見積もられている。

EDINET提出書類

エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー(E22630)

有価証券届出書（通常方式）

486/794



(ⅱ) 金融投資

上場金融投資の公正価値は、市場買値を用いて決定される。非上場金融投資は、同等の上場証券の価格お

よび将来の収益動向を考慮に入れた評価手法を用いて決定される。

(ⅲ) 銀行および顧客からの預金

公正価値を見積もるために、銀行および顧客からの預金は、残存期間ごとに分類されている。公正価値は、

割引キャッシュ・フローを用いて、同様の残存期間を持つ預金に提示される現在の利率を適用して見積も

られる。要求払預金の公正価値は、貸借対照表日現在、要求に応じて支払可能な金額であると予想される。

(ⅳ) 発行済負債証券および劣後債務

公正価値は可能であれば貸借対照表日現在の市場価格を用いて、あるいは類似する金融商品の市場価格

を参照して決定される。

本注記に表示されている公正価値は、特定日に評価されたものであり、当該商品の満期日または決済日に

実際に支払う金額と大幅に異なる可能性がある。多くの場合、評価されたポートフォリオの規模を考慮して

見積れらた公正価値を即座に実現することは不可能である。したがって、これらの公正価値は、継続企業と

してのグループに対するこれらの金融商品の価値を表すものではない。

すべての種類の金融商品の公正価値は、金融商品の単価に保有数を乗じた金額で表示されている。大量保

有に関する割引割増修正は行われていない。

コア預金のポートフォリオ、クレジットカードおよび顧客関係の価値など、公正価値測定の対象となる金

融商品を組成および保有する事業に関連した無形資産の公正価値は金融商品として分類されないため、上

記には含まれていない。したがって、公正価値測定の合計が継続企業としての組織全体の価値に近似するこ

とはない。

下表は、その性質上短期である、または現行の市場金利に頻繁に金利更改される等の理由により、公正価

値が帳簿価額に合理的に近似している金融商品を列挙している。

資産 負債

現金および中央銀行預け金 他行へ送金中の項目

他行から回収中の項目 「その他負債」に計上されている裏書および支払承諾

「その他資産」に計上されている裏書および支払

承諾見返
「その他負債」に計上されている短期債務

「その他資産」に計上されている短期債権 「未払費用および繰延収益」に計上されている未払費用

「前払金および未収収益」に計上されている未収

収益

貸借対照表上で公正価値以外の方法により計上されている金融商品の公正価値

グループ

2008年12月31日現在 2007年12月31日現在

帳簿価額 公正価値 帳簿価額 公正価値

百万ポンド 百万ポンド
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資産

銀行に対する貸付金 50,719 50,703 60,764 60,764

顧客に対する貸付金 298,304 292,059 227,687 226,572

金融投資：負債証券 25 25 254 254

負債

銀行からの預金 61,431 61,454 48,786 48,783

顧客からの預金 369,880 369,857 268,269 268,059

発行済負債証券 52,308 51,461 50,921 50,620

劣後債務 7,259 6,589 5,205 4,921

当行

2008年12月31日現在 2007年12月31日現在

帳簿価額 公正価値 帳簿価額 公正価値

百万ポンド 百万ポンド

資産

銀行に対する貸付金 18,295 18,297 32,028 32,028 

顧客に対する貸付金 217,309 211,958 150,649 149,876 

負債

銀行からの預金 54,986 54,981 41,061 41,061 

顧客からの預金 240,397 240,393 184,899 184,899 

発行済負債証券 8,670 8,624 8,117 8,194 

劣後債務 7,310 6,623 4,744 4,469 

32 資産および負債の満期分析

下表は、金融負債の割引前キャッシュ・フロー債務を貸借対照表日における残存契約期間ごとに分析し

たものである。

グループ

要求払 ３ヶ月以内

３ヶ月から

12ヶ月

１年から

５年 ５年超 合計

2008年12月31日現在 百万ポンド

銀行からの預金 14,375 49,561 3,521 2,510 3,129 73,096 

顧客からの預金 231,596 129,687 17,117 1,934 1,393 381,727 

トレーディング負債 124,450 － － － － 124,450 

公正価値評価の指定を受

けた金融負債
3,627 59 208 4,904 9,478 18,276 

デリバティブ 239,394 130 1,098 1,661 243 242,526 

発行済負債証券 235 25,880 18,371 9,217 2,858 56,561 

劣後債務 63 69 182 1,229 9,162 10,705 

その他の金融負債 1,957 6,205 1,124 646 511 10,443 

615,697 211,591 41,621 22,101 26,774 917,784 

貸付契約 37,897 41,746 10,249 22,231 10,901 123,024 

653,594 253,337 51,870 44,332 37,675 1,040,808 

2007年12月31日現在
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銀行からの預金 11,564 34,031 4,375 1,561 3,043 54,574 

顧客からの預金 173,902 90,818 7,720 2,232 1,255 275,927 

トレーディング負債 117,454 － － － － 117,454 

公正価値評価の指定を受

けた金融負債
5,828 408 1,345 2,716 8,134 18,431 

デリバティブ 60,908 4 246 483 104 61,745 

発行済負債証券 316 32,903 8,741 11,527 2,962 56,449 

劣後債務 － 36 190 782 7,121 8,129 

その他の金融負債 2,567 6,152 861 253 585 10,418 

372,539 164,352 23,478 19,554 23,204 603,127 

貸付契約 36,914 58,332 8,610 23,791 11,497 139,144 

409,453 222,684 32,088 43,345 34,701 742,271 

当行

要求払 ３ヶ月以内

３ヶ月から

12ヶ月

１年から

５年 ５年超 合計

2008年12月31日現在 百万ポンド

銀行からの預金 12,589 40,673 1,555 152 152 55,121 

顧客からの預金 192,570 35,643 8,218 625 786 237,842 

トレーディング負債 98,389 － － － － 98,389 

公正価値評価の指定を

受けた金融負債
－ 44 187 2,469 8,824 11,524 

デリバティブ 196,549 55 275 339 105 197,323 

発行済負債証券 47 6,264 2,243 394 － 8,948 

劣後債務 － 60 71 2,688 6,245 9,064 

その他の金融負債 28 4,608 20 15 1 4,672 

500,172 87,347 12,569 6,682 16,113 622,883 

貸付契約 13,521 38,250 2,186 11,623 8,471 74,051 

513,693 125,597 14,755 18,305 24,584 696,934 

2007年12月31日

銀行からの預金 9,626 29,888 1,496 137 112 41,259 

顧客からの預金 141,788 35,584 2,648 5,094 1,334 186,448 

トレーディング負債 99,755 － － － － 99,755 

公正価値評価の指定を

受けた金融負債
－ 54 161 2,401 7,769 10,385 

デリバティブ 47,339 (41) 66 229 5 47,598 

発行済負債証券 3 5,408 2,029 506 1,121 9,067 

劣後債務 － 34 102 1,894 4,542 6,572 

その他の金融負債 － 4,639 64 15 1 4,719 

298,511 75,566 6,566 10,276 14,884 405,803 

貸付契約 16,538 55,765 1,787 14,418 8,340 96,848 

315,049 131,331 8,353 24,694 23,224 502,651 

トレーディング負債およびトレーディング・デリバティブは、トレーディング負債が通常短期の保有で

あることから、契約上の満期によって分類されるのではなく、「要求払」の満期区分に含められる。ヘッジ
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手段であるデリバティブ負債の割引前キャッシュ・フローは、契約上の満期に基づいて分類される。

以下は、１年以内および１年超で回収または決済が見込まれる金額を合算した資産および負債項目を貸

借対照表日における残存契約期間ごとに分析したものである。

トレーディング資産および負債は、契約上の満期日までの期間における回収または決済を目的として保

有されているものではないため、当該分析から除外されている。

グループ

2008年12月31日現在

１年以内 １年超 合計

百万ポンド

資産

公正価値評価の指定を受けた金融資産 1,634 12,261 13,895 

銀行に対する貸付金 48,242 2,477 50,719 

顧客に対する貸付金 160,300 138,004 298,304 

金融投資 37,199 66,312 103,511 

その他の金融資産 7,954 1,757 9,711 

255,329 220,811 476,140 

負債

銀行からの預金 59,517 1,914 61,431 

顧客からの預金 366,547 3,333 369,880 

公正価値評価の指定を受けた金融負債 376 14,808 15,184 

発行済負債証券 41,115 11,193 52,308 

その他の金融負債 6,705 1,545 8,250 

劣後債務 71 7,188 7,259 

474,331 39,981 514,312 

2007年12月31日現在

１年以内 １年超 合計

百万ポンド

資産

公正価値評価の指定を受けた金融資産 2,267 12,702 14,969 

銀行に対する貸付金 55,163 5,601 60,764 

顧客に対する貸付金 119,052 108,635 227,687 

金融投資 16,467 53,061 69,528 

その他の金融資産 4,330 413 4,743 

197,279 180,412 377,691 

負債

銀行からの預金 44,422 4,364 48,786 

顧客からの預金 264,976 3,293 268,269 

公正価値評価の指定を受けた金融負債 4,750 10,909 15,659 

発行済負債証券 39,675 11,246 50,921 

その他の金融負債 6,332 358 6,690 

劣後債務 － 5,205 5,205 
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360,155 35,375 395,530 

当行

2008年12月31日現在

１年以内 １年超 合計

百万ポンド

資産

公正価値評価の指定を受けた金融資産 78 4,514 4,592 

銀行に対する貸付金 15,810 2,485 18,295 

顧客に対する貸付金 111,970 105,339 217,309 

金融投資 27,894 18,714 46,608 

その他の金融資産 3,254 1,531 4,785 

159,006 132,583 291,589 

負債

銀行からの預金 54,215 771 54,986 

顧客からの預金 234,572 5,825 240,397 

公正価値評価の指定を受けた金融負債 241 9,188 9,429 

発行済負債証券 8,345 325 8,670 

その他の金融負債 3,292 524 3,816 

劣後債務 － 7,310 7,310 

300,665 23,943 324,608 

2007年12月31日現在

１年以内 １年超 合計

百万ポンド

資産

公正価値評価の指定を受けた金融資産 － 3,439 3,439 

銀行に対する貸付金 28,479 3,549 32,028 

顧客に対する貸付金 71,543 79,106 150,649 

金融投資 8,467 5,354 13,821 

その他の金融資産 1,485 154 1,639 

109,974 91,602 201,576 

負債

銀行からの預金 38,854 2,207 41,061 

顧客からの預金 181,340 3,559 184,899 

公正価値評価の指定を受けた金融負債 3,366 4,716 8,082 

発行済負債証券 7,282 835 8,117 

その他の金融負債 2,793 － 2,793 

劣後債務 － 4,744 4,744 

233,635 16,061 249,696 

グループの流動性および資金管理については、注記38「リスク管理」に詳細が記載されている。
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33 為替エクスポージャー

構造的為替エクスポージャー

グループの構造的為替エクスポージャーは、子会社、支店、合弁事業および関連会社の外貨資本および劣

後債投資の純資産価値によって示されている。

グループの構造的為替エクスポージャーの管理については、注記38に記載されている。

正味構造的為替エクスポージャー

2008年 2007年

構造的エクスポージャーの通貨 百万ポンド 百万ポンド

ユーロ 11,040 10,584

米国ドル (1,384) 558

スイス・フラン 1,499 1,324

トルコ・リラ 1,032 895

ロシア・ルーブル 184 －

その他、各100百万ポンド未満 154 189

合計 12,525 13,550

34 負債の担保として差し入れた資産および資産の担保として受け入れた担保

負債の担保として供された金融資産は以下のとおりである。

12月31日現在の

グループの担保資産

12月31日現在の

当行の担保資産

2008年 2007年 2008年 2007年

百万ポンド 百万ポンド

短期国債およびその他の適格証券 － 1,410 － 1,404

銀行に対する貸付金 2,521 5,402 2,359 1,113

顧客に対する貸付金 18,623 24,664 5,826 3,408

負債証券 106,633 100,750 51,003 38,696

株式 2,801 9,366 2,747 9,300

130,578 141,592 61,935 53,921

これらの取引は、一般の証券貸付業務および買戻契約に対する通常の取引条件に基づいて行われている。

資産の担保として受け入れた担保

債務不履行がない限り、グループに売却または再担保が認められている担保として受け入れた金融資産

の公正価値は、95,191百万ポンド（2007年：104,506百万ポンド）である。グループが売却または再担保を

行った、担保として受け入れた金融資産の公正価値は、72,569百万ポンド（2007年：59,668百万ポンド）で

ある。グループは、これらの資産を返還する義務がある。

これらの取引は、一般の株式貸借業務に対する通常の取引条件に基づいて行われている。
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35 払込済株式資本

授権株式資本

2008年12月31日現在のエイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーの授権普通株式資本は1,000百万ポ

ンド（2007年：1,000百万ポンド）であり、１株当たり額面１ポンドの普通株式999,999,999株（2007年：

999,999,999株）および１株当たり額面１ポンドの優先普通株式１株（2007年：１株）に区分される。

2008年12月31日現在のエイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーの授権優先株式資本は、150百万ポン

ド（2007年：150百万ポンド）および2.44百万米ドル（2007年：2.44百万米ドル）であり、１株当たり額面

１ポンドの優先株式150,000,000株（2007年：150,000,000株）、１株当たり額面0.01米ドルの非累積型ド

ル建て優先株式40,000株（2007年：40,000株）、１株当たり額面0.01米ドルの非累積型第二ドル建て優先

株式2,000,000株（2007年：2,000,000株）、および１株当たり額面0.01米ドルの非累積型第三ドル建て優

先株式400,000株（2007年：400,000株）に区分される。

発行済株式資本

エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーの普通株式

株数 百万ポンド

2008年１月１日現在 796,969,102 797 

発行株式 2 －

2008年12月31日現在 796,969,104 797 

2007年１月１日現在 796,969,101 797 

発行株式 1 －

2007年12月31日現在 796,969,102 797 

エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーの非累積第三次米ドル優先株式

株数 千ポンド

2008年１月１日および12月31日現在 35,000,000 172 

2007年１月１日現在 － －

期中認識分 35,000,000 172 

2007年12月31日現在 35,000,000 172 

当行は、優先株式を償還する義務はないが、事前にFSAの同意があればいつでもその一部または全部を償

還することができる。優先株式の配当金は、取締役会の単独の絶対的な裁量によって年１回支払われる。配

当金の支払いによって当行がFSAの自己資本比率基準を満たすことができなくなる場合、または配当金とし

て分配できる当行の利益が、優先株式の配当金および同日に支払が予定されていて、同等の配当請求権があ

るその他の株式の配当金の全額を支払うには不十分である場合、あるいは普通株式を除いて、当行の資本に

おけるいずれかのクラスの株式に付されている権利によって配当金の支払が禁止されている場合、取締役

会は、優先株式に対する配当を宣言しない。優先株式には、当行の普通株式に転換する権利が付されていな

い。優先株式の保有者は、当行の株主総会に出席し、優先株式に付されている権利の変更または無効提案の

決議および優先株式の払込資本金の減額提案の決議に対して議決権を行使することができる。優先株式の
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配当金が直近の配当期間について全額支払われていない、または当行の解散もしくは全事業の売却案の提

議がなされた場合、そのような状況において、優先株の保有者は、株主総会に提議されたすべての事案につ

いて議決権を行使する権利を与えられている。未払配当金については、優先株式の保有者は、優先株式の配

当金が全額支払われるまで、または一配当期間の配当金全額を支払うための資金が引き当てられるまで、す

べての株主総会に出席し議決権を行使する権利を与えられている。

エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーの永久劣後債

百万ポンド

2008年１月１日現在 1,000

期中発行額 750

2008年12月31日現在 1,750

2007年１月１日現在 －

期中発行額 1,000

2007年12月31日現在 1,000

エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーの永久劣後債の利息は、取締役会の単独の絶対的な裁量に

より、四半期ごとに支払われる。永久劣後債は、当行の選択によってのみ償還され、当行の普通株式に転換す

る権利は付されていない。

次へ 
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36 資本

グループ

2008年

その他準備金

払込済

株式資本

資本剰余金

勘定

その他持分

商品

利益

剰余金

売却可能

公正価値

準備金

キャッ

シュ・フ

ロー・

ヘッジ準

備金

為替

準備金

関連会社

および

合弁事業

株主資本

合計

少数株主

持分 資本合計

百万ポンド

１月１日現在―報告額 797 15,499 1,000 7,587 (757) (60) 357 － 24,423 576 24,999 

発行済株式資本（費用控除

後）
(1) － 1,750 － － － － － － 1,750 － 1,750 

当期中に発行された資本証

券
－ － 750 － － － － － 750 － 750 

株主に帰属する当期利益 － － － 3,441 － － － － 3,441 － 3,441 

親会社株主への配当金 － － － (2,974) － － － － (2,974) － (2,974)

確定給付制度に係る数理上

の利益
－ － － (126) － － － － (126) (3) (129)

資本に計上された公正価値

に係る利益（損失）
－ － － － (11,551) 545 － － (11,006) － (11,006)

損益計算書への振替額 － － － － 99 (8) (136) － (45) (1) (46)

持分決済型の株式報酬の正

味影響額
－ － － 49 － － － － 49 － 49 

資本に直接計上されたまた

は資本から振替られた項目

に係る税金

－ － － 31 558 (151) － － 438 － 438 

少数株主への振替 － － － － 27 1 － － 28 (28) －

少数株主に帰属する利益 － － － － － － － － － 82 82 

少数株主への配当金 － － － (25) － － － － (25) (38) (63)

関連会社からの振替 － － － － (3) － － － (3) － (3)

換算差額 － － － (2) － － 3,237 － 3,235 122 3,357 

その他 － － － (12) － － － － (12) 28 16 
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12月31日現在 797 17,249 1,750 7,969 (11,627) 327 3,458 － 19,923 738 20,661 

(1) 当事業年度に発行された株式はすべてエイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシーに対して発行された。詳細は注記35を参照のこと。

2007年（修正再表示）

その他準備金

払込済

株式資本

資本剰余金

勘定

その他持分

商品

利益

剰余金

売却可能

公正価値

準備金

キャッ

シュ・フ

ロー・

ヘッジ準

備金

為替

準備金

関連会社

および

合弁事業

株主資本

合計

少数株主

持分 資本合計

百万ポンド

１月１日現在 797 14,558 － 5,165 523 (32) (737) 125 20,399 539 20,938 

発行済株式資本（費用控除

後）
－ 510 － － － － － － 510 2 512 

当期中に発行された資本証

券
－ － 1,000 － － － － － 1,000 － 1,000

当期中に認識された優先株式
(1)

－ 431 － － － － － － 431 － 431 

株主に帰属する当期利益

（修正再表示）
－ － － 3,209 － － － － 3,209 － 3,209 

親会社株主への配当金 － － － (1,706) － － － － (1,706) － (1,706)

確定給付制度に係る数理上

の利益
－ － － 1,267 － － － － 1,267 3 1,270 

資本に計上された公正価値

に係る利益（損失）
－ － － － (964) (71) － 101 (934) － (934)

損益計算書への振替額 － － － － (501) 33 － (122) (590) － (590)

持分決済型の株式報酬の正

味影響額
－ － － 58 － － － － 58 － 58 

資本に直接計上されたまた

は資本から振替られた項目

に係る税金

－ － － (382) 61 10 － － (311) － (311)

少数株主への振替 － － － － 3 － － － 3 (3) －

少数株主に帰属する利益 － － － － － － － － － 87 87 

少数株主への配当金 － － － (7) － － － － (7) (67) (74)

関連会社からの振替 － － － (16) 120 － － (104) － － －
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換算差額 － － － － － － 1,094 － 1,094 15 1,109 

その他 － － － (1) 1 － － － － － －

12月31日現在 797 15,499 1,000 7,587 (757) (60) 357 － 24,423 576 24,999 

(1) 当事業年度中に持分商品として認識された当行の非累積第三次米ドル優先株式において生じた資本剰余金。詳細は注記35を参照のこと。

当行

2008年

その他準備金

払込済

株式資本

資本剰余金

勘定

その他

持分商品 利益剰余金

売却可能公正

価値準備金

キャッシュ・

フロー・ヘッ

ジ準備金 為替準備金

関連会社およ

び合弁事業 資本合計

百万ポンド

１月１日現在―報告額 797 15,499 1,000 3,301 179 13 (12) － 20,777

発行済株式資本（費用控除後）
(1) － 1,750 － － － － － － 1,750

当期中に発行された資本証券 － － 750 － － － － － 750

株主に帰属する当期利益 － － － 2,681 － － － － 2,681

親会社株主への配当金 － － － (2,974) － － － － (2,974)

確定給付制度に係る数理上の利

益
－ － － 33 － － － － 33

資本に計上された公正価値に係

る利益（損失）
－ － － － (1,533) 563 － － (970)

損益計算書への振替額 － － － － (61) (16) (6) － (83)

持分決済型の株式報酬の正味影

響額
－ － － 28 － － － － 28

資本に直接計上されたまたは資

本から振替られた項目に係る税

金

－ － － (4) 438 (153) － － 281

換算差額 － － － － － － (34) － (34)

その他 － － － 16 － － － － 16

12月31日現在 797 17,249 1,750 3,081 (977) 407 (52) － 22,255

(1) 当事業年度に発行された株式はすべてエイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシーに対して発行された。詳細は注記35を参照のこと。
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2007年（修正再表示）

その他準備金

払込済

株式資本

資本剰余金

勘定

その他

持分商品 利益剰余金

売却可能公正

価値準備金

キャッシュ・

フロー・ヘッ

ジ準備金 為替準備金

関連会社およ

び合弁事業 資本合計

百万ポンド

１月１日現在 797 14,558 － 1,771 91 (8) (2) － 17,207

発行済株式資本（費用控除後） － 510 － － － － － － 510

当期中に発行された資本証券 － － 1,000 － － － － － 1,000

当期中に認識された優先株式
(1) － 431 － － － － － － 431

株主に帰属する当期利益

（修正再表示）
－ － － 2,336 － － － － 2,336

親会社株主への配当金 － － － (1,706) － － － － (1,706)

確定給付制度に係る数理上の利

益
－ － － 1,231 － － － － 1,231

資本に計上された公正価値に係

る利益（損失）
－ － － － 238 10 － － 248

損益計算書への振替額 － － － － (167) 19 － － (148)

持分決済型の株式報酬の正味影

響額
－ － － 41 － － － － 41

資本に直接計上されたまたは資

本から振替られた項目に係る税

金

－ － － (372) 16 (8) － － (364)

換算差額 － － － － － － (10) － (10)

その他 － － － － 1 － － － 1

12月31日現在 797 15,499 1,000 3,301 179 13 (12) － 20,777

(1) 当事業年度中に持分商品として認識された当行の非累積第三次米ドル優先株式において生じた資本剰余金。詳細は注記35を参照のこと。

次へ 
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37 キャッシュ・フロー計算書の注記

税引前利益に含まれる非現金項目

グループ 当行

2008年 2007年

(修正再表示)

2008年 2007年

(修正再表示)

百万ポンド 百万ポンド

減価償却費および減損 575 564 312 340

株式報酬費用 225 182 129 112

子会社の資本の払戻しによる利益 － － (280) －

カナダ・スクエア８向け資金供与に係る

利益
(244) － (244) －

貸付金減損損失（回収額を含む） 1,861 1,043 1,328 825

引当金 103 342 16 230

金融投資の減損 282 － 50 －

確定給付年金制度に対する費用 135 240 148 245

ディスカウントおよびプレミアムの償却 (204) (166) (11) (33)

2,733 2,205 1,448 1,719

営業資産の変動

グループ 当行

2008年 2007年 2008年 2007年

百万ポンド 百万ポンド

前払金および未収収益の変動 455 (2,129) 896 (1,454)

正味トレーディング有価証券および正味

デリバティブの変動
(15,976) (6,299) 15,375 (25,811)

銀行に対する貸付金の変動 9,704 (10,421) 8,510 (7,371)

顧客に対する貸付金の変動 (64,643) (27,302) (60,016) (6,616)

公正価値評価の指定を受けた金融資産の

変動
1,575 (8,984) (2,004) (3,439)

その他資産の変動 (3,357) (1,482) (1,773) (63)

(72,242) (56,617) (39,012) (44,754)

営業負債の変動

グループ 当行

2008年 2007年 2008年 2007年

百万ポンド 百万ポンド

未払費用および繰延収益の変動 (771) 2,313 (1,354) 1,642

銀行からの預金の変動 12,645 10,273 13,925 11,879

顧客からの預金の変動 101,611 40,919 55,498 20,845

発行済負債証券の変動 1,695 12,831 553 2,709

公正価値評価の指定を受けた金融負債の

変動
(474) 6,199 1,347 3,346

その他負債の変動 3,488 10,852 395 (1,155)

118,194 83,387 70,364 39,266
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現金および現金同等物

グループ 当行

2008年 2007年 2008年 2007年

百万ポンド 百万ポンド

現金および中央銀行預け金 9,470 7,146 6,779 3,677

他行から回収中の項目 1,917 2,434 692 1,377

銀行に対する貸付金（１ヶ月以内） 37,448 37,751 8,021 13,205

短期国債、その他手形および預金証書

（３ヶ月未満）
13,822 5,879 13,071 5,389

控除：他行へ送金中の項目 (1,802) (1,975) (772) (1,056)

現金および現金同等物合計
(1) 60,855 51,235 27,791 22,592

(1) 現金および現金同等物合計には、グループが使用できない以下の金額が含まれる。海外子会社が保有し

ている為替管理規制の対象となる金額ゼロ（2007年：18百万ポンド）およびその他の規制の対象とな

る金額2,175百万ポンド（2007年：3,098百万ポンド）である。

当期中のグループの利息支払額合計は、17,126百万ポンド（2007年：13,318百万ポンド）であった。当期

中のグループの利息受取額合計は、17,815百万ポンド（2007年：14,632百万ポンド）であった。当期中にグ

ループが受け取った配当金の合計は、837百万ポンド（2007年：715百万ポンド）であった。

38 リスク管理

グループのすべての活動について、一定のリスクおよび組み合わされた複数のリスクの測定、評価、受諾

および管理が行われている。

グループがさらされている最も重要なリスク・カテゴリーは、信用リスク（クロス・ボーダー・カント

リー・リスクを含む）、保険リスク、流動性リスク、市場リスク（為替、金利、株価および信用スプレッド・

リスクを含む）である。さらに、連結および非連結特別目的事業体との取引、ならびに金融保証、信用状およ

び貸付契約を含むその他のオフバランス・シート契約からもリスクが生じている。保険事業では活動内容

がグループの他部門とは異なることから、保険リスクだけでなく、保険事業特有の信用、流動性および市場

リスクを別個に管理している。

グループにとって重要なすべてのリスクの管理方法については以下に記載している。

信用リスク

信用リスクは、顧客または取引相手が契約に基づく債務を履行できない場合の損失リスクである。信用リ

スクは、主に直接貸出、貿易金融およびリース事業によって生じているが、保証およびデリバティブならび

に負債証券の形式でグループが保有している資産からも生じている。グループはこれらの活動によるリス

クを監視および管理するための基準、方針および手続きを有している。

信用リスク管理

エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシーは上層的な信用リスク方針を設定する責任があ

り、世界各国のエイチエスビーシーの信用リスクに対して、上層的な一元的監視および管理を行っている。
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またその責務は下記を含む。

・ 国有事業体、銀行およびその他金融機関に対するエクスポージャーを管理する。信用枠を最大限に利用
し、過度なリスクの集中を避けるために、エイチエスビーシーのこれらのセクターにおける取引相手へ
の信用リスクおよび決済リスクの上限は、エイチエスビーシー・グループの信用リスク部門により承認
・管理されている。

・ エイチエスビーシー・グループ間のエクスポージャーが、規制上の制限内に維持されるよう監視する。
合意された移行スケジュールに従って、FSAの新規「統合グループ」体制を採用するための計画が準備
されている。

・ 国別の上限を設定し、さらにその中で満期別および業種別の上限を設定することにより、クロスボー
ダー・エクスポージャーを管理している。国別の上限は経済的要因および政治的要因を考慮し、地域の
業務知識を反映して決定される。リスクが高いとみなされる国との取引は、案件ごとに検討される。

グループ内における信用リスクに関する活動は、欧州最高リスク管理責任者により統括され、最高経営責

任者に報告が行われ、エイチエスビーシー・グループ最高リスク管理責任者への機能的レポーティングラ

インに従う。その責務は下記を含む。

・ エイチエスビーシーの方針に沿った詳細な信用方針および手続を策定し、マニュアルに記録する。

・ 特定の市場セクター、活動および銀行商品に対する信用リスク・エクスポージャーにさらされている子
会社および支店に対して、信用方針に関するガイドラインを発行する。

・ リスクに関して独立した審査および客観的な評価を実施する。信用リスク部門は、指定された制限を超
えて、子会社および支店により設定または更新されたすべてのコマーシャル・ノンバンクの信用枠およ
びエクスポージャー（デリバティブに組み込まれたものを含む）を承認する。

・ リテール・ポートフォリオの実績および管理を監視する。

・ 契約相手別、セクター別または地理別のエクスポージャーの集中が、グループの資本基盤に対して過度
になることなく、かつ内部および規制上の制限内に維持されるように、大口の信用エクスポージャーに
関する方針を維持する。

・ エクスポージャーを分類するために用いられる、エイチエスビーシーのリスク格付の枠組みおよびシス
テムの管理および運用を維持し、改善する。

・ ストレス・テスト・シナリオの開発、経済的資本の測定および重要なリスク指標の改善ならびにそれら
の報告において、リスク戦略チームを支援する。

・ グループの信用リスクのポートフォリオの状況について経営幹部に報告する。これらの経営幹部、欧州
リスク・マネジメント委員会、監査委員会および当行の取締役会は下記の内容について、様々な定期報
告および臨時報告を受ける。

－リスクの集中

－リテール・ポートフォリオの実績

－特定のハイリスクのポートフォリオ・セグメント、例えば、不動産、銀行および自動車セクター

－個別の多額な減損勘定およびすべての顧客セグメントの減損引当金／費用

－国別の制限、クロスボーダー・エクスポージャーおよび関連する減損引当金

－バーゼルⅡの指標を用いているポートフォリオおよび分析モデルの実績データ

－ストレス・テストの結果および提案

・ 必要に応じて、不良債権の最大限の回収に向けて、集中的に管理・調整するための専門家チームを設置
する。

・ 信用リスク管理システムに関する計画を管理し、指揮する。

・ 下記のような信用関連の事項について最善の対応を促すために、支店および子会社に助言および指導を
行う。

－規制の展開

－リスク・モデル

EDINET提出書類

エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー(E22630)

有価証券届出書（通常方式）

501/794



－集合的な減損引当金

－新商品および信用リスクに関する報告

・ 信用関連の問題に関して、グループの代表として、イングランド銀行、FSA、格付機関、コーポレート・ア
ナリスト、同業組合および取引相手を含む外部当事者との窓口になる。

信用の質

グループの信用リスク格付システムおよびプロセスは、より高いリスク要因を有するものおよび潜在的

損失規模がより高いものを明確にするために、エクスポージャーの差別化を図っている。個別に重要な項目

のリスク格付は定期的に見直され、必要に応じて、即時修正されている。グループのリテール・ポートフォ

リオ内では、リスクは、様々なリスクおよび価格モデルを用いて、評価・管理されている。

過年度において、グループは、債務不履行の可能性・程度およびリスク緩和措置の「複合的」評価をもと

に、７等級の格付システムを採用していた。債務不履行の可能性および損失見積額を基準にした、より精細

な手法が、このかつてのリスク格付システムに取って代わっている。この精細な手法は、グループの最低自

己資本比率の算定に関してバーゼルⅡの枠組みを支持するために必要な内部格付手法（「IRB」）のアプ

ローチに準拠している。この枠組みをグループの報告体制に統合することにより、グループのIRB義務に基

づいて、経営陣に対して新しい基準での報告が可能になる。新しい枠組みは、グループの主要な事業会社に

よって利用される。

減損評価

減損損失が生じた場合、グループは引当金勘定を用いて、貸付金および満期保有目的金融投資の帳簿価額

を減額している。売却目的金融資産の減損が生じた場合、当該資産の帳簿価額は直接減額される。減損引当

金には、個別評価による減損引当金と集合的評価による減損引当金の２種類がある。減損引当金は、個別に

重要な勘定について、または減損の証拠が個別に識別されない個別に重要な勘定のグループあるいは個別

に重要とみなされない多数の同種の貸付金グループについて集合的基準で、評価および設定されることが

ある。グループの方針は、事業会社ごとに直ちにかつ一貫性のある減損引当金を設定するというものであ

る。

経営陣は、貸付金ポートフォリオを詳細にレビューし、返済実績および延滞に関する統計値を過去の傾向

と比較し、現在の経済状況の影響を評価することによって、減損引当金が適切に設定されているかどうかを

定期的に評価している。

信用リスクに対する最大エクスポージャー

下表は、金融商品の信用リスクに対する最大エクスポージャーを表している。関連する保有担保またはそ

の他の信用補完については、当該財務諸表の注記２(n)に記載した相殺要件を満たしている場合を除き、考

慮していない。貸借対照表上で認識された金融資産の信用リスクに対するエクスポージャーは、帳簿価額と

同額である。金融保証の信用リスクに対する最大エクスポージャーは、保証の履行が求められた場合にグ

ループが支払わなければならない最大金額である。各ファシリティの契約期間において取消不能な貸付契

約およびその他の信用関連の契約債務については、信用リスクに対する最大エクスポージャーは、融資枠の

全額である。
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特定の金融資産に関して、グループは通常、信用エクスポージャーを同一の相手方への支払義務のある金

額と相殺するための法的強制力のある権利を有している。通常の状況下では、純額で決済すること、あるい

は金融資産を実現すると同時に金融負債を決済することを意図していない。したがって、報告目的上、金融

資産が各金融負債と相殺されることはない。ただし、各金融資産の信用リスクに対するエクスポージャー

は、下表のとおり減額されている。

グループ

2008年12月31日

現在の最大エク

スポージャー 相殺

信用リスクに対

する正味エクス

ポージャー

百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド

他行から回収中の項目 1,917 － 1,917

トレーディング資産 158,900 (6,945) 151,955

－短期国債およびその他の適格手形 21 － 21

－負債証券 77,241 － 77,241

－銀行に対する貸付金 37,898 － 37,898

－顧客に対する貸付金 43,740 (6,945) 36,795

公正価値評価の指定を受けた金融資産 8,073 － 8,073

－短期国債およびその他の適格手形 43 － 43

－負債証券 7,380 － 7,380

－銀行に対する貸付金 153 － 153

－顧客に対する貸付金 497 － 497

デリバティブ 243,084 (173,522) 69,562

償却原価で保有されている貸付金 349,023 (54,890) 294,133

－銀行に対する貸付金 50,719 (82) 50,637

－顧客に対する貸付金 298,304 (54,808) 243,496

金融投資 100,843 － 100,843

－短期国債およびその他の類似手形 10,562 － 10,562

－負債証券 90,281 － 90,281

その他資産 7,759 － 7,759

－裏書および支払承諾見返 370 － 370

－その他 7,389 － 7,389

金融保証 20,293 － 20,293

貸付契約およびその他の信用関連の契約債務 154,391 － 154,391

1,044,283 (235,357) 808,926

2007年12月31日

現在の最大エク

スポージャー 相殺

信用リスクに対

する正味エクス

ポージャー

百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド

他行から回収中の項目 2,434 － 2,434

トレーディング資産 130,787 (3,307) 127,480

－短期国債およびその他の適格手形 445 － 445

－負債証券 58,741 － 58,741

－銀行に対する貸付金 37,020 － 37,020

EDINET提出書類

エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー(E22630)

有価証券届出書（通常方式）

503/794



－顧客に対する貸付金 34,581 (3,307) 31,274

公正価値評価の指定を受けた金融資産 7,936 － 7,936

－短期国債およびその他の適格手形 25 － 25

－負債証券 7,822 － 7,822

－銀行に対する貸付金 89 － 89

－顧客に対する貸付金 － － －

デリバティブ 60,470 (30,452) 30,018

償却原価で保有されている貸付金 288,451 (31,951) 256,500

－銀行に対する貸付金 60,764 (135) 60,629

－顧客に対する貸付金 227,687 (31,816) 195,871

金融投資 66,476 － 66,476

－短期国債およびその他の類似手形 1,882 － 1,882

－負債証券 64,594 － 64,594

その他資産 3,668 (111) 3,557

－裏書および支払承諾見返 375 (111) 264

－その他 3,293 － 3,293

金融保証 17,603 － 17,603

貸付契約およびその他の信用関連の契約債務 146,019 － 146,019

723,844 (65,821) 658,023

当行

2008年12月31日

現在の最大エク

スポージャー 相殺

信用リスクに対

する正味エクス

ポージャー

百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド

他行から回収中の項目 692 － 692

トレーディング資産 119,155 (6,945) 112,210

－短期国債およびその他の適格手形 7 － 7

－負債証券 32,132 － 32,132

－銀行に対する貸付金 45,299 － 45,299

－顧客に対する貸付金 41,717 (6,945) 34,772

公正価値評価の指定を受けた金融資産 4,592 － 4,592

－短期国債およびその他の適格手形 － － －

－負債証券 4,514 － 4,514

－銀行に対する貸付金 － － －

－顧客に対する貸付金 78 － 78

デリバティブ 197,128 (120,488) 76,640

償却原価で保有されている貸付金 235,604 (47,501) 188,103

－銀行に対する貸付金 18,295 － 18,295

－顧客に対する貸付金 217,309 (47,501) 169,808

金融投資 45,519 － 45,519

－短期国債およびその他の類似手形 9,818 － 9,818

－負債証券 35,701 － 35,701

その他資産 2,928 － 2,928
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－裏書および支払承諾見返 224 － 224

－その他 2,704 － 2,704

金融保証 11,032 － 11,032

貸付契約およびその他の信用関連の契約債務 103,487 － 103,487

720,137 (174,934) 545,203

2007年12月31日

現在の最大エク

スポージャー 相殺

信用リスクに対

する正味エクス

ポージャー

百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド

他行から回収中の項目 1,377 － 1,377

トレーディング資産 136,007 (3,307) 132,700

－短期国債およびその他の適格手形 437 － 437

－負債証券 37,902 － 37,902

－銀行に対する貸付金 59,451 － 59,451

－顧客に対する貸付金 38,217 (3,307) 34,910

公正価値評価の指定を受けた金融資産 3,439 － 3,439

－短期国債およびその他の適格手形 － － －

－負債証券 3,439 － 3,439

－銀行に対する貸付金 － － －

－顧客に対する貸付金 － － －

デリバティブ 46,325 (17,813) 28,512

償却原価で保有されている貸付金 182,677 (29,974) 152,703

－銀行に対する貸付金 32,028 － 32,028

－顧客に対する貸付金 150,649 (29,974) 120,675

金融投資 12,894 － 12,894

－短期国債およびその他の類似手形 1,397 － 1,397

－負債証券 11,497 － 11,497

その他資産 1,337 － 1,337

－裏書および支払承諾見返 251 － 251

－その他 1,086 － 1,086

金融保証 9,706 － 9,706

貸付契約およびその他の信用関連の契約債務 102,326 － 102,326

496,088 (51,094) 444,994

担保およびその他の信用補完

上記の信用リスクに対する最大エクスポージャーの表に示されている金融商品に対する保有担保の詳細

は、以下に記載されるとおりである。

他行から回収中の項目

決済リスクは、現金、有価証券または株式による支払が、対応する現金、有価証券または株式を受け取るこ

とを期待して行われるすべての状況において生じうる。グループの取引相手との一日の取引から生じるす
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べての決済リスク総額をカバーするように、取引相手ごとの決済リスク限度額が設定されている。特に有価

証券および株式を含む多数の取引に係る決済リスクは、確実な支払システム経由または証券資金同時受渡

方式で決済することにより大幅に緩和されている。

短期国債、その他適格手形および負債証券

貸付金を除く金融資産に対する担保は、金融商品の性質によって決定されている。負債証券、短期国債お

よびその他の適格手形は一般的に無担保であるが、アセット・バック証券および類似する商品については

金融資産プールによって担保される。

デリバティブ

ISDAマスター契約は、デリバティブ活動を文書化する上で、グループにとって望ましい契約である。当該

契約は、すべての店頭商品の売買活動に関する契約上の枠組みを規定し、またいずれか一方の当事者が債務

不履行に陥った場合や他の事前に合意された解約事由が生じた場合に、契約対象のすべての未決済取引を

相殺することを両当事者に義務付けている。ISDAマスター契約と併せてクレジット・サポート・アネック

ス（「CSA」）を実行することは、一般的であり、かつグループが推奨していることでもある。未決済のポジ

ションに内在し、市場の影響を受けるカウンターパーティーリスクを緩和するために、CSAに基づいて、当事

者間で担保の移動が行われる。

貸付金

融資を行う際のグループの方針は、担保に過度に依存するのではなく、顧客の返済能力に見合った貸付を

行うことである。顧客の信用状態および商品の種類によっては、ファシリティが無担保で提供されることも

あるが、依然として、担保は信用リスクの重要な緩和措置である。

事業会社は、特定種類の担保または信用リスク緩和措置の妥当性について適切なガイドラインを設け、適

切な評価パラメーターを決定することが義務付けられている。当該パラメーター、担保の構造および契約条

項は経験的証拠によって裏付けられており、意図された目的を継続的に達成している。主な担保の種類は以

下のとおりである。

・ 個人部門：住宅抵当貸付

・ 商業および産業部門：建物、在庫および債権等の事業資産

・ 商業不動産部門：融資対象となっている不動産、および

・ 金融部門：トレーディング・ファシリティを裏付ける負債証券および株式等の金融商品

さらにクレジット・デリバティブ（クレジット・デフォルト・スワップおよびストラクチャード・クレ

ジット・ノートを含む）および証券化ストラクチャーは、グループの貸付金ポートフォリオの信用リスク

を管理するために利用されている。

延滞しているが減損していない貸付金、または個別評価による減損貸付金に係る担保およびその他の信

用補完の公正価値を開示することは実務的ではないため、グループはこれらの金額を開示していない。

信用リスク・エクスポージャーの集中
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多くの取引相手が類似した活動に従事している、または同一の地域または産業部門において事業を行っ

ていて類似する経済的特徴を有している場合に、信用リスクの集中が存在するため、これらの取引相手が契

約上の義務を履行する能力は、経済、政治またはその他の状況の変化によって一様に影響を受ける。

グループ

2008年 2007年

％ ％

英国 42 42

フランス 16 18

ドイツ 6 5

その他の欧州大陸 20 20

欧州大陸 42 43

米国 8 6

その他の国 8 9

100 100

当行

2008年 2007年

％ ％

英国 58 56

フランス 3 5

ドイツ 2 3

その他の欧州大陸 20 21

欧州大陸 25 29

米国 7 5

その他の国 10 10

100 100

グループは英国および海外において、幅広い金融サービスを提供している。この結果、信用リスクのある

金融商品のポートフォリオは分散され、以下を例外として、個別の産業または経済グループのエクスポー

ジャーが連結合計資産の10％超を占めることはなかった。

・ 当行は主要な英国における決済銀行の１つであるため、グループの信用リスクに対するエクスポー
ジャーは、英国に集中している。英国において、グループの信用リスクは様々な産業および経済グループ
に分散されている。

・ グループは主要な国際銀行グループの一部であるため、銀行業を営む相手先にエクスポージャーが著し

く集中している。2008年および2007年12月31日現在、銀行業界に対する信用リスクの大半は、英国を含む

欧州に集中していた。

EDINET提出書類

エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー(E22630)

有価証券届出書（通常方式）

507/794



産業部門別の顧客に対する貸付金

グループ

2008年12月31日現在 2007年12月31日現在

顧客に対する

貸付金総額

産業部門別貸

付金総額の貸

付金総額に占

める割合

顧客に対する

貸付金総額

産業部門別貸

付金総額の貸

付金総額に占

める割合

百万ポンド ％ 百万ポンド ％

個人

住宅抵当貸付 60,240 20.03％ 47,997 20.92％

その他個人 38,412 12.77％ 36,496 15.90％

98,652 32.80％ 84,493 36.82％

法人および商業

商業、産業および国際貿易 83,163 27.65％ 60,036 26.16％

商業不動産 22,563 7.50％ 18,372 8.01％

その他不動産関連 5,301 1.76％ 5,656 2.46％

政府 1,275 0.41％ 1,137 0.50％

その他商業 38,915 12.94％ 27,310 11.90％

151,217 50.26％ 112,511 49.03％

金融

銀行以外の金融機関 45,891 15.26％ 31,663 13.80％

決済勘定 754 0.25％ 813 0.35％

46,645 15.51％ 32,476 14.15％

アセット・バック証券の組替 4,292 1.43％ － －

顧客に対する貸付金総額 300,806 100.00％ 229,480 100.00％

当行

2008年12月31日現在 2007年12月31日現在

顧客に対する

貸付金総額

産業部門別貸

付金総額の貸

付金総額に占

める割合

顧客に対する

貸付金総額

産業部門別貸

付金総額の貸

付金総額に占

める割合

百万ポンド ％ 百万ポンド ％

個人

住宅抵当貸付 52,230 23.88％ 40,939 27.03％

その他個人 12,396 5.67％ 13,594 8.97％

64,626 29.55％ 54,533 36.00％

法人および商業

商業、産業および国際貿易 60,957 27.87％ 41,290 27.27％

商業不動産 13,660 6.25％ 10,580 6.98％

その他不動産関連 4,057 1.86％ 4,612 3.04％

政府 757 0.35％ 777 0.51％
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その他商業 28,428 13.00％ 18,706 12.35％

107,859 49.33％ 75,965 50.15％

金融

銀行以外の金融機関 41,489 18.97％ 20,715 13.67％

決済勘定 411 0.19％ 270 0.18％

41,900 19.16％ 20,985 13.85％

アセット・バック証券の組替 4,292 1.96％ － －

顧客に対する貸付金総額 218,677 100.00％ 151,483 100.00％

不動産部門に対するエクスポージャーを除いて、産業的集中に関連する特定の担保要件はない。不動産お

よび建設業界、ならびに住宅抵当貸付市場に対するエクスポージャーの大部分は、基礎となる不動産によっ

て担保されている。

金融商品の信用の質

以下の４つの分類は、グループの貸出金、負債証券ポートフォリオおよびデリバティブの信用の質を示し

ている。これらのカテゴリーはそれぞれ、法人および個人向け貸出業務に割り当てられたより精細な内部信

用格付けの等級ならびに外部機関が負債証券に対して割り当てた外部格付けを含んでいる。内部格付けと

外部格付けの両方とも４つの分類のうちの１つに該当するという点を除いて、これらの間に直接的相関関

係はない。

質の分類

法人向け貸出

およびデリバティブ 個人向け貸出

負債証券/

その他

高 CRR1からCRR2 EL1からEL2 A-以上

中 CRR3からCRR5 EL3からEL5
B+からBBB+

および未格付

基準以下 CRR6からCRR8 EL6からEL8 B以下

減損 CRR9からCRR10 EL9からEL10 減損

質の分類に関する定義

「高」：エクスポージャーは、金融契約債務を返済するための極めて高い能力を示しており、債務不履行

に陥る可能性がごく僅かであるか、または低く、予想損失の水準も低い状態にある。個人向け勘定は、該当す

る商品パラメーターの範囲内で業務を行っており、ごく稀に延滞期間を示している。

「中」：エクスポージャーは緊密なモニタリングを必要とし、債務不履行リスクは低から中程度である。

個人向け勘定の場合は通常、短期間の延滞であることを示しており、回収プロセスの適用により損失は最小

限になると予想される。

「基準以下」：エクスポージャーは様々な程度の特別な注意を必要とし、債務不履行リスクは非常に高

い。リテール・ポートフォリオ・セグメントは、通常90日までの長期にわたる延滞期間を示し、担保の実現

またはその他の回収プロセスを通じてリスクを緩和する能力が低下しているため、予想損失はより高い水

準となっている。
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「減損」：エクスポージャーは、個別または集合的に減損していると評価されている。グループは上記の

質の分類に関する定義に反映されているように、90日以上延滞しているすべての個人向け勘定を減損して

いるとみなす開示規定を遵守している。このような個人向け勘定の状況は、どのEL等級においても発生しう

るものであるが、より高い等級においては、様々な形式での信用リスク緩和措置により延滞の影響が相殺さ

れることを考慮した上で等級が割り当てられる。

精細なリスク格付スケール

10等級のCRR（顧客リスク格付け）スケールは、債務者の債務不履行の可能性に基づくより精細な22等級

のスケールに区分される。当該スケールは、問題となっているエクスポージャーに対して適用されるバーゼ

ルⅡのアプローチに基づいて、すべての明確に区別できる顧客に対してグループ全体で用いられる。個人向

け事業に関する10等級のEL（予想損失）スケールは、債務者およびファシリティ/商品のリスク要因を組み

合わせて複合的評価を行うために用いる、より精細なグループ全体の29等級のスケールを要約している。開

示の整合性を確保するため、また負債証券および特定のその他金融商品の取引に関する市場慣行に基づい

て、外部格付けは、上記の通り調整されており、下記の「信用の質に基づく金融商品の区分」の表では、内部

格付けと外部格付けの間に確定した相関関係はないものの、内部格付けに基づくエクスポージャーについ

て定義している４つの質の分類と調整されている。スタンダード＆プアーズの格付けが引用されており、そ

の他の格付機関の格付けも同等に取り扱われている。短期格付の負債証券は、短期負債証券の発行体による

長期格付に比べて低く報告されている。主要な格付会社の間で同一の負債証券に対する格付が異なる場合、

低い方の格付で報告される。

報告基準は、ポートフォリオの質の表示に含まれる金融商品の範囲を拡大し、グループのバーゼルⅡに基

づくプログラムのもとで導入されたよりリスク感応度の高い格付システムを反映するために、過年度から

変更され、かつての一律の７等級のポートフォリオの質のスケールに取って代わった。

トレーディング・ポートフォリオに保有されている資産または公正価値評価の指定を受けた資産は、公

正価値の変動に従って管理されており、公正価値の変動は直接、損益計算書に計上されることから、これら

の資産の減損は測定されない。結果として、これらの残高はすべて「延滞も減損もしていない」ものとして

報告される。

売却可能負債証券および持分証券に関して発生した減損の詳細については、「会計方針」の注記２(j)を

参照のこと。

信用の質に基づく金融商品の区分

グループ

2008年12月31日現在

延滞も減損もしていない

高 中 基準以下

延滞してい

るが減損し

ていない

減損して

いる 減損引当金 合計

百万ポンド

他行から回収中の項目 1,917 － － － － － 1,917

トレーディング資産 117,33540,822 743 － － － 158,900
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－短期国債およびそ

の他の適格手形
－ 21 － － － － 21

－負債証券 66,27210,969 － － － － 77,241

－銀行に対する貸付

金
32,006 5,892 － － － － 37,898

－顧客に対する貸付

金
19,05723,940 743 － － － 43,740

公正価値評価の指定を受

けた金融資産
1,649 6,424 － － － － 8,073

－短期国債およびそ

の他の適格手形
22 21 － － － － 43

－負債証券 977 6,403 － － － － 7,380

－銀行に対する貸付

金
153 － － － － － 153

－顧客に対する貸付

金
497 － － － － － 497

デリバティブ 201,34041,336 408 － － － 243,084

償却原価で保有されてい

る貸付金
195,187138,83611,462 2,339 3,744 (2,545)349,023

－銀行に対する貸付

金
41,824 8,656 240 － 42 (43) 50,719

－顧客に対する貸付

金
153,363130,18011,222 2,339 3,702 (2,502)298,304

金融投資 94,540 5,518 521 － 264 － 100,843

－短期国債およびそ

の他の類似手形
10,551 － 11 － － － 10,562

－負債証券 83,989 5,518 510 － 264 － 90,281

その他資産 4,229 3,290 239 － 1 － 7,759

－裏書および支払承

諾見返
165 191 13 － 1 － 370

－その他 4,064 3,099 226 － － － 7,389

グループ

2007年12月31日現在

延滞も減損もしていない

高 中 基準以下

延滞してい

るが減損し

ていない

減損して

いる 減損引当金 合計

百万ポンド

他行から回収中の項目 2,434 － － － － － 2,434

トレーディング資産 93,68136,932 174 － － － 130,787

－短期国債およびその

他の適格手形
444 － 1 － － － 445

－負債証券 50,890 7,851 － － － － 58,741

－銀行に対する貸付金 29,836 7,184 － － － － 37,020

－顧客に対する貸付金 12,51121,897 173 － － － 34,581

公正価値評価の指定を受

けた金融資産
1,401 6,535 － － － － 7,936
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－短期国債およびその

他の適格手形
25 － － － － － 25

－負債証券 1,287 6,535 － － － － 7,822

－銀行に対する貸付金 89 － － － － － 89

－顧客に対する貸付金 － － － － － － －

デリバティブ 48,30811,858 304 － － － 60,470

償却原価で保有されてい

る貸付金
161,574118,670 5,669 1,375 2,959 (1,796)288,451

－銀行に対する貸付金 47,08913,237 435 － 6 (3) 60,764

－顧客に対する貸付金 114,485105,433 5,234 1,375 2,953 (1,793)227,687

金融投資 63,859 2,541 76 － － － 66,476

－短期国債およびその

他の類似手形
1,842 26 14 － － － 1,882

－負債証券 62,017 2,515 62 － － － 64,594

その他資産 2,341 1,278 49 － － － 3,668

－裏書および支払承諾

見返
286 89 － － － － 375

－その他 2,055 1,189 49 － － － 3,293

当行

2008年12月31日現在

延滞も減損もしていない

高 中 基準以下

延滞してい

るが減損し

ていない

減損して

いる 減損引当金 合計

百万ポンド

他行から回収中の項目 692 － － － － － 692

トレーディング資産 86,77631,636 743 － － － 119,155

－短期国債およびその

他の適格手形
7 － － － － － 7

－負債証券 26,552 5,580 － － － － 32,132

－銀行に対する貸付金 40,333 4,966 － － － － 45,299

－顧客に対する貸付金 19,88421,090 743 － － － 41,717

公正価値評価の指定を受

けた金融資産
502 4,090 － － － － 4,592

－短期国債およびその

他の適格手形
－ － － － － － －

－負債証券 424 4,090 － － － － 4,514

－銀行に対する貸付金 － － － － － － －

－顧客に対する貸付金 78 － － － － － 78

デリバティブ 173,82822,897 394 － 9 － 197,128

償却原価で保有されてい

る貸付金
141,77183,480 7,758 1,220 2,786 (1,411)235,604

－銀行に対する貸付金 16,125 2,023 149 － 41 (43) 18,295

－顧客に対する貸付金 125,64681,457 7,609 1,220 2,745 (1,368)217,309

金融投資 43,851 1,615 － － 53 － 45,519

－短期国債およびその

他の類似手形
9,818 － － － － － 9,818
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－負債証券 34,033 1,615 － － 53 － 35,701

その他資産 2,725 190 12 － 1 － 2,928

－裏書および支払承諾

見返
34 178 11 － 1 － 224

－その他 2,691 12 1 － － － 2,704

当行

2007年12月31日現在

延滞も減損もしていない

高 中 基準以下

延滞してい

るが減損し

ていない

減損して

いる 減損引当金 合計

百万ポンド

他行から回収中の項目 1,377 － － － － － 1,377

トレーディング資産 99,36830,934 5,705 － － － 136,007

－短期国債およびその他

の適格手形
－ 437 － － － － 437

－負債証券 27,896 4,474 5,532 － － － 37,902

－銀行に対する貸付金 53,978 5,473 － － － － 59,451

－顧客に対する貸付金 17,49420,550 173 － － － 38,217

公正価値評価の指定を受け

た金融資産
－ 3,439 － － － － 3,439

－短期国債およびその他

の適格手形
－ － － － － － －

－負債証券 － 3,439 － － － － 3,439

－銀行に対する貸付金 － － － － － － －

－顧客に対する貸付金 － － － － － － －

デリバティブ 44,190 2,061 74 － － － 46,325

償却原価で保有されている

貸付金
113,51463,718 3,631 1,149 1,502 (837) 182,677

－銀行に対する貸付金 27,056 4,670 299 － 6 (3) 32,028

－顧客に対する貸付金 86,45859,048 3,332 1,149 1,496 (834) 150,649

金融投資 12,602 292 － － － － 12,894

－短期国債およびその他

の類似手形
1,397 － － － － － 1,397

－負債証券 11,205 292 － － － － 11,497

その他資産 1,274 62 － 1 － － 1,337

－裏書および支払承諾見

返
188 62 － 1 － － 251

－その他 1,086 － － － － － 1,086

延滞しているが減損していない金融商品総額の経過期間分析

下表は、延滞しているが減損しているとみなされない、償却原価で保有されている顧客に対する貸付金総

額の分析を示している。延滞残高が減損しているとみなされない、その他の重要な貸借対照表項目は存在し

ない。
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グループ

30日未満

30から

59日

60から

89日

90から

180日 180日超 合計

百万ポンド

2008年12月31日現在 1,220 437 257 198 227 2,339

2007年12月31日現在 756 308 210 96 5 1,375

当行

30日未満

30から

59日

60から

89日

90から

180日 180日超 合計

百万ポンド

2008年12月31日現在 555 266 191 191 17 1,220

2007年12月31日現在 594 274 188 93 1 1,150

条件緩和貸付金

再編活動は、顧客関係の管理、債権回収の促進、および可能な場合には担保権実行の回避を目的として行

われている。そうした再編活動には、返済期間延長契約、承認済外部負債管理計画、担保権実行の延期、変更、

貸付金の更新および/または状況の変化があるまで保留となっている支払の延期が含まれる。再編後、個人

の延滞債権は通常、延滞から現在の状態に調整される。再編の方針および慣行は、現地の経営陣が返済を継

続できると判断した指標または基準に基づいて決定される。再編の方針は継続的な検討が必要であり、市場

の性質、商品ならびに経験に基づくデータの有無により適用方法が異なる。基準は商品によって異なるが、

通常、一定期間内における１つ以上の適格支払の受領、貸付実行から再編が行われるまでの最低経過期間、

およびその後の再編回数および/または頻度に対する制限が含まれる。経験的証拠から、条件緩和貸付金が

債務不履行に陥る可能性が高いと判断できる場合には、減損引当金を計算する際にロール・レート法を用

いることにより、この要因が確実に考慮されるようにする。

条件が緩和され、延滞または減損でなくなった貸付金

グループ

12月31日現在

2008年 2007年

百万ポンド 百万ポンド

顧客に対する貸付金 1,298 813

当行

12月31日現在

2008年 2007年

百万ポンド 百万ポンド

顧客に対する貸付金 1,181 642
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受領した担保およびその他の信用補完

グループは担保の所有、またはその他の信用補完の設定を通じて、以下の資産を入手している。

グループ 当行

2008年 2007年 2008年 2007年

百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド

資産の性質

住宅 67 67 67 65

担保権実行済み不動産は秩序だった方法で売却可能となり、売却によって得られた収入は未払債務の減

少、または返済を目的として使用される。余剰資金は、優先順位の低いその他の有担保債権者が利用可能で

あるか、または顧客に返金される。グループは、通常、事業利用を目的として担保権実行済み資産を占有する

ことはない。

銀行および顧客に対する貸付金総額に占める減損引当金の割合
(1)

グループ

12月31日現在

2008年 2007年

％ ％

銀行

個別に評価された減損引当金 0.17 0.01

顧客

個別に評価された減損引当金 0.50 0.43

集合的に評価された減損引当金 0.41 0.41

1.08 0.85

(1) リバース・レポ取引、決済勘定および株式借入控除後

当行

12月31日現在

2008年 2007年

％ ％

銀行

個別に評価された減損引当金 0.33 0.01

顧客

個別に評価された減損引当金 0.31 0.24

集合的に評価された減損引当金 0.27 0.32

0.91 0.57

減損引当金の変動

グループ
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銀行 顧客

個別評価 個別評価 集合的評価 合計

百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド

2008年１月１日現在 3 920 873 1,796

償却額 － (222) (928) (1,150)

過年度に償却された貸付金の回収 － (180) (106) (286)

損益計算書計上額 35 858 1,266 2,159

為替およびその他の変動 5 4 17 26

2008年12月31日現在 43 1,380 1,122 2,545

2007年１月１日現在 3 879 884 1,766

償却額 － (185) (1,112) (1,297)

過年度に償却された貸付金の回収 － (194) (113) (307)

損益計算書計上額 － 390 1,228 1,618

為替およびその他の変動 － 30 (14) 16

2007年12月31日現在 3 920 873 1,796

当行

銀行 顧客

個別評価 個別評価 集合的評価 合計

百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド

2008年１月１日現在 3 356 478 837

償却額 － (160) (825) (985)

過年度に償却された貸付金の回収 － (59) (31) (90)

損益計算書計上額 35 621 938 1,594

為替およびその他の変動 5 50 － 55

2008年12月31日現在 43 808 560 1,411

2007年１月１日現在 3 331 572 906

償却額 － (96) (1,018) (1,114)

過年度に償却された貸付金の回収 － (78) (46) (124)

損益計算書計上額 － 211 1,004 1,215

為替およびその他の変動 － (12) (34) (46)

2007年12月31日現在 3 356 478 837

流動性および資金調達管理

流動性リスクは、グループが期日の到来した債務を履行するための十分な資金を保有していない、または

債務を履行するために過剰な費用負担が生じるリスクである。当該リスクは、キャッシュ・フローのタイミ

ングの不一致から生じる。資金調達リスク（一種の流動性リスク）は、流動性の低い資産ポジションの資金

調達を行うために必要な流動性を、望ましい条件で必要な時に得ることができない場合に生じる。

グループの流動性および資金調達管理の目的は、預金の引き出しを含む、すべての予測可能な資金調達コ

ミットメントの期日が到来した時に確実に対応し、ホールセール市場へのアクセスを確実に調整し、費用効

果を上げることである。この目的のために、グループは、主要な個人および法人顧客の預金や金融機関の残

高から構成される多岐にわたる安定した資金調達基盤を維持している。この資金調達基盤は、グループが予

測不可能な流動性の要求にも迅速かつ滞りなく対応できるようになるために保有している、ホールセール
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市場における資金調達ならびに多様な通貨および満期をもつ流動性の高い資産のポートフォリオによって

補完されている。

グループは、確実にキャッシュ・フローの適切な残高を維持し、期日の到来したすべての債務を履行する

ことを目的として、傘下の事業会社に対して良好な流動性ポジションを維持し、その資産、負債および契約

債務の流動性プロファイルを管理するよう求めている。

グループは、グループが取り組む事業の組み合わせの変化およびグループが事業を行っている市場の性

質の変化に応じて流動性および資金調達リスクの枠組みを設定している。グループは、グループの流動性ポ

ジションに対する最近の市況の影響を継続的に監視しており、適切であると認められる場合には、より慎重

な仮定を導入している。流動性および資金調達リスクの枠組みは、グループが最近の市場における混乱から

得た知識を取り入れるにつれて、今後継続して発展してゆくことになる。

方針および手続き

流動性および資金調達管理は主に、実務慣行およびグループのリスク管理会議（「RMM」）で定められた

与信枠に従い、グループの各事業会社において実施されている。これらの与信枠は、各事業会社が営業する

市場の厚みと流動性に応じて変化する。各銀行が資金調達の際に自己完結的であるというのがエイチエス

ビーシーの一般的な方針である。特定の短期資金取引および現地の預金市場にアクセスできない新規事業

または支店に対して例外が認められている。これらは、グループの最大の銀行業務による与信枠、ならびに

グループ会社間の資金の移転に正式な制限を課す役割を果たしている明確に定義された内部および規制上

のガイドラインおよび制限のもとで資金調達されており、グループが営業する地域の多様な通貨、市場およ

び時間帯を反映することが要求されている。

グループの流動性および資金調達管理プロセスには、以下が含まれる。

・ 様々なストレス・シナリオのもとで主要通貨ごとにキャッシュ・フローを予測し、それに関連して必要
な流動資産の水準を検討すること。

・ 内部および規制上の要件に照らして貸借対照表の流動性比率を監視すること。

・ 適切なバックアップ・ファシリティを有する多様な資金調達源を維持すること。

・ 債務の満期の集中およびプロファイルを管理すること。

・ 偶発的流動性コミットメントに対するエクスポージャーをあらかじめ設定された上限内で管理するこ
と。

・ 負債資金調達計画を維持すること。

・ 大口預金者に過度に依存することを避け、要件を満たした総合的な資金調達の構成を確保するために、
預金者の集中を監視すること。

・ 流動性および資金調達に関する危機管理計画を維持すること。これらの計画は、困難な状況の初期の兆
候を特定し、事業に及ぼす不利な長期的影響を最小限に抑えつつ組織的危機またはその他の危機から生
じる困難な事態へ対処する方法について記述している。

主要な資金調達源

要求払いまたは短期通知払いの当座預金および貯蓄預金は、グループの重要な資金調達源であり、グルー

プは、こられの安定性を維持することに重点を置いている。

主要な資金調達源である預金の安定性は、グループの資本力および流動性に対する預金者の信頼性の維

持ならびに競争力および透明性のある価格設定によって決まる。

グループはまた、預金を受け入れていない銀行以外の子会社の資金調達、現地の短期金融市場における存
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在の維持およびコア預金による資金調達とは必然的には満期の一致しない資産に対する資金調達の最適化

のために専門機関取引市場にアクセスしている。

2008年12月31日現在の負債合計9,040億ポンドのうち、顧客からの資金調達は3,700億ポンドであり、うち

3,670億ポンドは１年以内に契約上の返済期日が到来する。

貸借対照表日における残存契約期間ごとの金融負債に基づくグループおよび当行の支払キャッシュ・フ

ローの分析は、注記32に記載されている。

これらの負債を満たすため、また未実行の貸付契約（9,240億ポンド）をカバーするために利用可能な資

産は、現金、中央銀行預け金、回収中の項目ならびに短期国債およびその他の手形（220億ポンド）、銀行に

対する貸付金（１年以内に返済期日が到来する480億ポンドを含む510億ポンド）、顧客に対する貸付金

（１年以内に返済期日が到来する1,600億ポンドを含む2,980億ポンド）を含んでいた。通常の事業過程に

おいて、契約上１年以内に返済期日が到来する顧客に対する貸付金の一部は延長される。さらに、グループ

は1,750億ポンドの市場価値のある負債証券を保有していた。これらの資産のうち、負債証券ならびに短期

国債およびその他の手形1,070億ポンドは、負債に対する担保として差し入れられていた。

預金に対する貸付金の割合

グループは、顧客に対する貸出の資金調達源として当座預金および貯蓄預金の重要性を強調し、専門機関

の短期資金調達への依存を抑制している。グループは、銀行業に従事するグループ会社に対して、当座預金

および貯蓄預金が増加しなければ、顧客に対する貸付金を増加させることができないように制限を課すこ

とによって、これを達成している。当該指標は「預金に対する貸付金」の割合と称され、顧客に対する貸付

金の、コア顧客当座預金および貯蓄預金、ならびに１年超の残存期間を有する期間資金調達の合計額に占め

る割合を示している。売戻条件付契約の一部である顧客に対する貸付金は、グループが流動性が高いとされ

る有価証券を受領する場合、預金に対する貸付金の割合から除外され、顧客からの当座預金および貯蓄預金

は「コアでない」とみなされる。コアでない預金の定義では、顧客の預金残高総額の規模が考慮されてい

る。コア預金者とコアでない預金者を区別しているため、グループの預金に対する貸付金の指標は、公表さ

れた財務諸表から推測される指標よりも限定的である。

預金に対する貸付金の割合

グループ 当行

2008年 2007年 2008年 2007年

％ ％ ％ ％

事業年度末 88.9 89.2 106.0 97.5

最高 93.4 92.2 106.7 101.7

最低 86.4 86.0 97.5 92.6

平均 90.6 89.1 101.5 97.1

預金に対する貸付金の割合の上限はRMMにより設定されている。

グループは、不測の現金流出が生じた場合、有価証券の売却や、銀行間貸付市場または担保貸付市場など

の他の資金調達源の利用により対応する予定である。

グループは、流動性リスク管理のために預金に対する貸付金の割合以外の指標も用いている。これらの指
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標には、顧客負債に対する正味流動資産の割合および予想キャッシュ・フロー・シナリオ分析が含まれる。

顧客負債に対する正味流動資産の割合

正味流動資産は、流動資産から30日以内に期日を迎えるすべてのホールセール市場資金および専門機関

とみなされる顧客からの資金を差し引いたものである。この目的において、グループは、流動資産を現金残

高、短期銀行間預金および即時の売却が可能で厚みのある流動的な市場が存在する高格付けの負債証券と

定義している。預金の規模によって、顧客は「専門機関」とみなされる。

顧客負債に対する正味流動資産の割合の上限は、銀行ごとに定められている。

顧客負債に対する正味流動資産の割合

グループ 当行

2008年 2007年 2008年 2007年

％ ％ ％ ％

事業年度末 15.4 14.3 7.1 12.1

最高 17.9 22.1 14.1 21.5

最低 12.9 14.3 6.9 12.1

平均 15.1 19.0 10.0 15.6

予想キャッシュ・フロー・シナリオ分析

グループは、グループ特有および市場全体の流動性危機の両方をモデル化した標準的な予想キャッシュ

・フロー・シナリオを多く用いている。当該シナリオでは、預金の引き出しおよび融資枠の実行に関する割

合および時期が多様で、銀行間資金調達および期限付債務市場へのアクセスならびに資産ポートフォリオ

からの資金調達能力が制限されている。シナリオは、すべての銀行業務を行うグループの事業体によりモデ

ル化されている。各シナリオにおける仮定の妥当性については、定期的に見直しが行われている。グループ

の標準的な予想キャッシュ・フロー・シナリオに加え、各事業体は各地特有の市況、商品および資金調達基

盤を反映した独自のシナリオを策定することが求められている。

ストレス・シナリオのもとでの累積正味キャッシュ・フローの上限は、銀行ごとに設定されている。

割合およびキャッシュ・フローの上限はいずれも、現地市況、利用可能な資金源の多様性および大口預金

者の集中リスクを反映している。事業体レベルで設定されている上限への準拠状況は監視され、RMMに定期

的に報告されている。

偶発的流動性リスク

通常の事業において、グループは、グループがスポンサーとなっている導管ビークルに対するバック・ス

トップ・ラインおよび法人顧客に対するスタンドバイ・ファシリティを含む融資枠を顧客に提供してい

る。顧客が融資実行水準を通常の利用率を超える水準まで引き上げることを選択する場合、これらの融資枠

により、グループの資金調達必要額が増額される。融資実行水準の引き上げによる流動性リスクの影響は、

異なるストレス・シナリオのもとでの予想キャッシュ・フローを用いて分析されている。RMMはまた、事業

体の資金調達能力を慎重に検討した上で、取消不能の偶発的な資金調達コミットメントに関する想定元本

総額の上限をグループ会社ごとに設定している。当該上限は、債務者、原資産の流動性および与信枠の規模
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に応じて分割されている。

偶発的流動性リスク上限構造のもとでの12月31日現在のグループの契約上のエクスポージャー

グループ 当行

2008年 2007年 2008年 2007年

十億ポンド 十億ポンド 十億ポンド 十億ポンド

導管会社

顧客実行資産
(1)

与信枠合計 3.8 4.5 2.1 3.2

個別与信枠の最大額 0.7 0.8 0.7 0.5

グループの管理資産
(2) 23.9 12.9 23.9 12.9

単独の発行体の流動性枠

上位５社
(3) 4.1 5.0 3.4 2.3

最大市場部門
(4) 5.0 5.8 5.0 4.2

(1) これらのエクスポージャーは、連結されたマルチセラー導管会社に関連している。これらのビークルは、

分散された顧客実行資産プールを担保とする債券を発行することにより、グループ顧客に対して資金を

提供している。

(2) これらのエクスポージャーは、主にソリティアおよびマザランといった連結された証券投資導管会社に

関連している。これらのビークルは、グループが管理する高格付けのアセット・バック証券を担保とす

る債券を発行している。

(3) これらの数値は、導管会社に対する流動性枠以外の顧客に提供された流動性枠の上位５つを表す。

(4) これらの数値は、導管会社に対する流動性枠以外の最大の市場部門に提供されたすべての流動性枠の合

計を表す。

グループは、市場が困難な状況に陥っている際に、グループがスポンサーとなっている特定のビークルま

たはグループが推奨する商品に対して契約外の流動性サポートを提供する場合がある。このようなサポー

トは、潜在的な資金調達の必要額および事業体の全般的な流動性に対する影響を十分に検討した後にのみ

提供され、サポートが法的拘束力を持つまで、グループの流動性リスクの測定には含まれない。

市場リスク管理

グループの市場リスク管理の目的は、金融商品およびサービスの主要な提供者としてのグループの地位

にふさわしい市場プロファイルを維持しつつ、リスクに対する収益を最適化するために、市場リスクのエク

スポージャーを管理することである。市場リスクは、為替レートおよびコモディティ価格、金利、信用スプ

レッド、ならびに株価などの市場リスク要因の変動がグループの収益またはポートフォリオの価値を減少

させるリスクである。

グループは、市場リスクに対するエクスポージャーをトレーディングまたは非トレーディング・ポート

フォリオに分類している。トレーディング・ポートフォリオは、値付け、自己勘定取引およびトレーディン

グ目的に指定されたその他の時価評価される取引から生じるポジションを含む。非トレーディング・ポー

トフォリオは、グループの個人向けおよび法人向けの銀行資産および負債の金利管理から生じるポジショ

ン、売却可能および満期保有目的に指定された金融資産のポジション、ならびにグループの保険業務から生

じるエクスポージャーを含む。グループの保険業務において生じる市場リスクについては、152ページ（訳

注：原文のページ数である。）を参照のこと。
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市場リスク管理は、エイチエスビーシー・グループ経営管理委員会が承認したリスク限度額を用いて、主

にグローバル・マーケット部門で行われる。主に市場の流動性に基づき、ポートフォリオ、商品およびリス

ク・タイプ別の限度額が設定される。エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシーのエイチエ

スビーシー・グループ経営管理室内の独立部門であるトレーデッド・クレジット・アンド・マーケット・

リスク部門は、エイチエスビーシーの市場リスク管理方針および測定手法を策定する。主要な各事業会社に

は独立した市場リスク管理部門があり、当該部門がトレーデッド・クレジット・アンド・マーケット・リ

スク部門の規定する方針に従って、市場リスク・エクスポージャーを測定し、これらのエクスポージャーを

規定された制限に照らして日次で監視する責任を負っている。

各事業会社は、その事業活動において各商品に生じる市場リスクを評価し、これらのリスクの管理を現地

のグローバル・マーケット部門に委ねるか、あるいは資産負債管理委員会(「ALCO」)の指揮下で管理され

る別個の帳簿にリスクを移転することが要求される。その目的は、すべての市場リスクが、リスクを専門的

に管理するために必要なスキル、ツール、管理および統制を有するオペレーションのもとで一元管理される

ことを保証することである。市場リスクが当該リスク移転プロセスによって十分に把握されない場合には、

多様なシナリオが評価および正味受取利息に与える影響を識別するためにシミュレーション・モデルが用

いられる。

グループは、市場リスク・エクスポージャーを監視し、制限するために幅広いツールを使用している。こ

れらは、バリュー・アット・リスク（「VAR」）の感応度分析およびストレス・テストを含む。

感応度分析

感応度の測定は、各リスク・タイプ（例えば、金利リスクについては金利の１ベーシス・ポイント変動に

よる現在価値）における市場リスク・ポジションを監視するために用いられる。感応度の制限は、各ポート

フォリオ、商品およびリスク・タイプに対して設定され、制限水準を決定する際には、市場の厚みが主要な

要因の一つとなる。

バリュー・アット・リスク（「VAR」）

VARは、特定の対象期間および一定の信頼水準のもとで、市場金利および価格が変動した結果、リスク・ポ

ジションに発生しうる潜在的な損失を見積る手法である。

グループが使用しているVARモデルは、大部分がヒストリカル・シュミレーションに基づいている。ヒス

トリカル・シュミレーション・モデルは、例えば金利と為替レートなど、異なる市場および相場の相互関係

を考慮して、過去の市場相場および価格の時系列データから信憑性のある将来のシナリオを導くものであ

る。当該モデルはまた、原エクスポージャーにオプション特性の影響を組み込んでいる。

グループが使用するヒストリカル・シュミレーション・モデルには以下の特性がある。

・ 市場価格の潜在的な変動は、過去２年間のデータを参照することによって算定される。

・ 過去の市場相場および価格は、為替レート、コモディティ価格、金利、株価および関連するボラティリ
ティを参照することによって算定される。

・ VARは99パーセントの信頼水準で算定される。

・ VARは保有期間を１日として算定される。

グループは、手数料などのモデル化されていない項目を除外する調整後の実際の日次損益を、それに対応

するVARの数値と比較することにより、そのVARモデルの正確性を定期的に認証している。
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統計的には、グループが１年間という期間においてVARを超える損失をこうむる確率は１パーセントにす

ぎないと予想される。したがって、この期間に実際に発生した超過回数により、モデルの有効性を評価する

ことができる。

VARはリスクの算定に有用ではあるが、以下に例示する限界があることを常に考慮しておかなければなら

ない。

・ 将来の事象を見積もるためにヒストリカル・データを使用しているため、特に極端な事象など、すべて
の潜在的事象を含まない可能性がある。

・ 保有期間を１日とする場合、１日ですべてのポジションが清算可能またはリスクを相殺可能であると仮
定している。すべてのポジションを１日で完全に清算またはヘッジできないような、流動性に困難が生
じている状況における市場リスクは完全に反映されていない。

・ 99パーセントの信頼水準を使用する場合、定義上、この信頼水準を超えて発生する可能性のある損失は
考慮されていない。

・ VARは営業終了時のエクスポージャーに基づいて算定されるため、必ずしも日中のエクスポージャーを
反映していない。

・ VARは大幅な市場変動においてのみ発生するエクスポージャーに関する潜在的損失を反映しない可能性
がある。

ストレス・テスト

グループは、VARの限界を認識する際に、ストレス・テストを用いて、金融変数における信憑性はあるが極

端な事象または変動のポートフォリオ価値への潜在的影響を評価することにより、VARを補完している。

ストレス・テストはポートフォリオ・レベルおよびグループの連結ポジションに対して実施され、以下

のシナリオを網羅している。

・ 感応度シナリオ。単一または複数のリスク要因に対する市場変動の影響を考慮する。例えば、VARモデル
に取り込まれる可能性が低い、通貨ペッグ制の崩壊による影響。

・ テクニカル・シナリオ。各リスク要因における最大変動を考慮し、基礎となる市場の相関関係は考慮し
ない。

・ 仮想シナリオ。潜在的なマクロ経済的事象を考慮する。

・ 歴史的シナリオ。VARに取り込まれなかった過年度の市場変動に関する歴史的観察を組み込んでいる。

ストレス・テストは、地域のリスク管理者と協力してグループのストレス・テスト・シナリオの調整を

行う「ストレス・テスト・レビュー・グループ」フォーラムによって運営されている。ストレス・シナリ

オを決定する際には、市場における事象と共に実際の市場におけるリスク・エクスポージャーが考慮され

る。

ストレス・テストの結果は上級管理職に報告され、これにより市場における事象が当行の利益に与える

財務上の影響の評価が提供される。2008年における日次損失実績は、上級管理職に報告されたストレス損失

シナリオの範囲内であった。

感応度分析

下表は、当セクション内のリスク報告の概要を示している。

ポートフォリオ

トレーディング 非トレーディング
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リスク・タイプ VAR VAR

為替 VAR VAR

金利 VAR 該当なし

コモディティ VAR 感応度

株式 VAR VAR

トレーディングおよび非トレーディング・ポートフォリオVAR

グループのトレーディングおよび非トレーディングVARは、以下のとおりである。

百万ポンド

合計

2008年12月31日現在 144.5

2007年12月31日現在 30.7

平均 最低 最高

百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド

2008年
(2) 61.2 22.5 151.6

2007年
(2) 20.7 14.3 34.8

上表の数値は、非トレーディング信用VARを除外している。2008年12月31日現在の非トレーディング信用

VARを含むVARの合計は、238.7百万ポンド（2007年：32.0百万ポンド）であった。

トレーディング・ポートフォリオ

グループの市場リスクの管理は、各現場でトレーデッド・クレジット・アンド・マーケット・リスクの

承認を受けた金融商品リストの範囲内にそれぞれのトレーディング業務を限定し、新商品に対する厳格な

承認手続きを実施し、より複雑なデリバティブ商品のトレーディングをその金融商品に関する適切な水準

の専門知識と厳格な管理システムを有するオフィスに限定する方針に基づき行われている。

値付けおよび自己勘定における売買取引は、グローバル・バンキング・アンド・マーケットが行ってい

る。2008年12月31日現在の当該トレーディング活動のVARは、67.7百万ポンド（2007年：24.4百万ポンド）

であった。これは、リスク・タイプ別に以下のように分析されている。

リスク・タイプ別の合計トレーディングVAR

為替および

コモディティ 金利 株式 信用 合計
(1)

百万ポンド

2008年12月31日現在 17.4 44.2 11.6 27.1 67.7

2007年12月31日現在
(2) 4.6 18.7 8.2 14.4 24.4

平均

2008年 10.0 25.7 8.0 26.2 35.1

2007年 4.9 12.5 5.0 7.3 16.5

最低
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2008年 4.2 9.2 4.0 13.7 13.0

2007年 1.9 7.6 2.9 3.1 11.3

最高

2008年 57.6 103.8 20.4 63.1 80.0

2007年 12.2 19.6 8.9 17.5 26.6

(1) 合計VARは、多様性の影響により複数リスク・タイプの合計になっていない。

(2) 2007年のVARは、グループのVARと同様の基準で調整されている。

ギャップ・リスク

特定の取引は、様々な市場の状況または事象のもとでのグループのリスクがほとんどないものの、重要な

ギャップ事象から損失が生じる可能性が僅かにある状態で構造化される。ギャップ事象とは、ある水準から

別の水準へと市場価格が変動し、その間にトレーディングの機会がないことであり、当該変動が基準値を超

え、基礎となる取引構造に対してリスクがない状態から完全にリスクがある状態へとリスク・プロファイ

ルが変化することである。

これらの取引の特徴を考慮すると、これらの取引はVARまたは従来の市場リスク感応度の評価に対してほ

とんど、または全く貢献していない。グループは、ストレス・テスト・シナリオ内にこれらの取引に関する

リスクを取り込んでいる。発生したギャップ・リスクは継続的に監視され、2008年のそうした取引に関し

て、グループが計上した基礎となる市場価格の変動によるギャップ損失はなかった。

ABS/MBSポジション

142ページ（訳注：原文のページ数である。）に記載されているとおり、トレーディング・ポートフォリ

オ内のABS/MBSエクスポージャーは、感応度およびVARの限度内で管理されている。

非トレーディング・ポートフォリオ

非トレーディング・ポートフォリオの市場リスク管理の主な目的は、正味受取利息を最大化することで

ある。

非トレーディング・ポートフォリオの金利リスクは主に、金利変動による資産の将来利回りと資金調達

コストのミスマッチから生じている。このリスクの分析は、特定の商品分野に組み込まれた選択性（例え

ば、抵当貸付の期前返済の発生率）について仮定を用いなければならないこと、また契約上、要求に応じて

返済が可能な負債（例えば当座預金）の残存年数について行動仮定を使用することによって複雑になって

いる。このような非トレーディング・ポートフォリオから生じる将来正味受取利息の予想変動は、これらの

ポジションが満期前に売却または清算される場合の、現在の実現可能価額に反映される。このリスクに対す

る最適な管理を目的として、非トレーディング・ポートフォリオの市場リスクは、グローバル・バンキング

・アンド・マーケットまたは現地のALCOの指揮下で管理される別個の帳簿に移転される。

グローバル・バンキング・アンド・マーケットまたはALCOによって管理されるトレーディング・ブック

への市場リスクの移転は、通常、事業単位およびそのトレーディング・ブック間の一連の内部取引によって

行われる。商品の行動特性が契約上の特性と異なる場合、本質的な金利リスクを決定するために行動特性が

評価される。現地のALCOは定期的に、すべてのこのような行動仮定および金利リスク・ポジションを監視

し、これらがエイチエスビーシー・グループ経営管理委員会の定める金利リスク制限に準拠していること

を確認している。
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一部の事例において、商品の非線型特性は、リスク移転プロセスによって適切に把握されない可能性があ

る。例えば、顧客預金口座から代替投資商品へのフロー、および抵当貸付の正確な期前返済率は金利水準に

よって異なることになる。このような状況において、シミュレーション・モデルは、多様なシナリオが評価

および正味受取利息に与える影響を識別するために用いられる。

市場リスクがグローバル・バンキング・アンド・マーケットまたはALCOの管理する帳簿で一元管理され

れば、正味エクスポージャーは通常、合意された限度内で金利スワップを用いることによって管理される。

これらのポートフォリオのVARはグループのVARに含まれている。

固定利付証券

グローバル・バンキング・アンド・マーケットに対して報告されたVARに含まれない主な非トレーディ

ング・リスクは、固定利付劣後債から生じている。これらの証券に関連するVARは、2008年12月31日現在34.2

百万ポンド（2007年：15.6百万ポンド）であった。一方、当事業年度における平均、最低、および最高値は、

それぞれ17.7百万ポンド、13.3百万ポンド、および34.4百万ポンド（2007年：10.3百万ポンド、6.7百万ポン

ドおよび18.1百万ポンド）であった。

売却可能持分証券

市場リスクは、売却可能持分証券において生じる。2008年12月31日現在のこれらの有価証券の公正価値

は、2,310百万ポンド（2007年：2,691百万ポンド）であり、プライベート・エクイティの保有額1,183百万

ポンド（2007年：1,170百万ポンド）を含んでいる。プライベート・エクイティへの投資は主に、運用ファ

ンドを通じて行われている。新たな潜在的コミットメントは、ポートフォリオ全体の産業別および地域別集

中を許容レベルに維持するためのリスク評価の対象となる。ポートフォリオ内の投資評価を実証するため

に定期的なレビューが行われ、財務部門は投資の帳簿価額をレビューする責任を負う。マネー・マーケット

・ファンドは151百万ポンド（2007年：923百万ポンド）であり、一般に短期資金管理のために保有されて

いるファンドに関連している。政府系機関および現地の証券取引所への投資など、継続的事業を可能にする

ために保有している投資は、187百万ポンド（2007年：194百万ポンド）であった。

売却可能持分証券の構成要素の公正価値は、大幅に変動する可能性がある。2008年12月31日現在の売却可

能持分証券の価値が10パーセント下落した場合、資本は231百万ポンド（2007年：269百万ポンド）減少す

ることになる。売却可能持分証券に関して発生する減損の詳細については、会計方針の注記２(j)を参照の

こと。

確定給付年金制度

市場リスクは、また、グループの確定給付年金制度の負債が確定可能なキャッシュ・フローを有する資産

と完全に一致しない場合にも発生する。年金制度の負債は、長期金利の変動、インフレ、昇給および制度加入

者の寿命に応じて変動する。年金制度の資産は、株式および負債証券を含み、株価や金利が変動するにつれ

て、年金制度の資産のキャッシュ・フローも変動する。市場における株価や金利変動の結果、資産が予測さ

れる負債をやがてカバーできなくなるリスクが存在し、インフレの上昇や加入者の寿命が長くなることに

よって、これらのリスクは増加する可能性がある。経営陣は、年金制度受益者の代理として業務を行う受託

会社と共に、社外の独立した保険数理士の作成する報告書を用いてこれらのリスクの評価を行い、リスクに

対処すると同時に、必要に応じて、投資戦略および拠出水準の調整を行っている。
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グループの確定給付年金制度の負債の現在価値は、2007年12月31日現在124億ポンドであったことに対し

て、2008年12月31日現在は113億ポンドであった。2008年12月31日現在における確定給付制度の資産の構成

は次のとおりである。株式投資15パーセント（2007年12月31日現在：21パーセント）、負債証券73パーセン

ト（2007年12月31日現在：66パーセント）、その他（不動産を含む）11パーセント（2007年12月31日現

在：13パーセント）。

正味受取利息の感応度

非トレーディング・ポートフォリオにおけるグループの市場リスク管理の主要な役割は、様々な変動金

利シナリオに基づく予想正味受取利息の感応度を監視することである（シミュレーション・モデリン

グ）。グループの目的は、非トレーディング・ポートフォリオにおける市場リスク管理を通じて、そのよう

な活動に要する費用と現在の収入とのバランスをとりつつ、将来の正味受取利息を減らす可能性のある将

来の金利変動の影響を軽減することである。

各事業では、シミュレーション・モデリングに、現地の業務および市場に関連するシナリオとグループ全

体で要求されている標準的なシナリオを組み合わせて使用している。標準的なシナリオは、グループの連結

ポートフォリオ評価および正味受取利息に対する合算見積影響を示すために統合されている。

構造的為替リスクのエクスポージャー

構造的為替リスクのエクスポージャーは、機能通貨がポンド以外の通貨である子会社、支店、または関連

会社への正味投資を表わす。

構造的エクスポージャーにおける為替換算差額は、連結認識収益費用計算書に計上されている。グループ

子会社の主要な事業（機能）通貨は、ポンド、ユーロ、米ドル、スイス・フラン、トルコ・リラ、およびマルタ

・リラである。

グループの方針は、限られた状況でのみ構造的為替リスクのエクスポージャーをヘッジすることである。

グループの構造的為替リスクのエクスポージャーは、実務的であれば、グループの連結資本比率および各銀

行子会社の資本比率を為替レート変動の影響から保護するという主目的によって管理される必要がある。

この目的は通常、各銀行子会社のある通貨建てのリスク加重資産に対する当該通貨の構造的エクスポー

ジャーの比率が、当該子会社の資本比率と広義において等しくなることを確保することによって達成され

る。

市場リスクのエクスポージャーの集中

アセット・バック証券の分析

当期において、売却可能資産に関する11,551百万ポンドの評価損が資本に計上された。これらは主に、ア

セット・バック証券の評価損に関連している。下表はグループのアセット・バック証券に対する市場リス

ク・エクスポージャーを示したものである（損益を通じて公正価値で計上されているもの、および売却可

能として分類されているものを含む）。
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アセット・バック証券

2008年12月31日 2007年12月31日

総元本
(2)

総CDS

プロテク

ション
(3)

正味元本

リスク
(4)、(10)

帳簿価

額
(5)、(10)総元本

総CDS

プロテ

クショ

ン

正味元本

リスク
(10)

帳簿価額
(10)

百万ポンド 百万ポンド

－高格付
(1) 38,161 (2,917)35,244 24,917 40,072(2,575)37,497 35,448  

－CからA

の格付
10,328 (409)9,919 4,055 1,146 (182) 964 899  

－公開格

付無し
3,629 (3,498)131 90 4,294 (3,397)897 851  

アセット

・バック

証券合計

52,118 (6,824)45,294 29,062 45,512(6,154)39,358 37,198 

未実現損益 
(6)

実現損益 
(7)

減損 
(8) 資本における

公正価値の変動
(9)

百万ポンド

－高格付
(1) (440) (104) (29) (6,565)

－CからAの格付 (357) (6) (269) (3,531)

－公開格付無し (1) 1 － (2)

アセット・バック証券合計 (798) (109) (298) (10,098)

その他売却可能証券 (1,453)

合計 (11,551)

(1) 高格付資産の評価はAAもしくはAAAである。

(2) 総元本は満期時の償還額または分割償還型商品の場合は有価証券の残存期間を通じての将来の償還額

の合計である。

(3) CDSとはクレジット・デフォルト・スワップである。元本のCDSプロテクションとは、CDSによって保護さ

れる対象商品の総元本を指す。

(4) 正味元本リスクとはCDSによって保護されない商品の総元本金額を指す。モノラインのプロテクション

による利益を享受している資産も含まれるが、当該プロテクションがCDS付きで購入された場合は除く。

(5) 正味元本リスクの帳簿価額。

(6) 資産の公正価値の変動に伴い当期中に損益計算書上で認識された正味元本リスク（脚注４参照）に関

する未実現損益であり、資産の処分による実現損益への振替累計額について調整された金額。

(7) 資産が処分されたことにより当期中に損益計算書上で認識された正味元本リスク（脚注４参照）に関

する実現損益。

(8) 売却可能および満期保有資産の正味元本金額（脚注４参照）に関連して損益計算書上で認識された減

損損失。

(9) 売却可能資産の公正価値の変動に伴い当期中に資本の部に認識された正味元本リスク（脚注４参照）

に関する公正価値の損益であり、減損による売却可能準備金から損益計算書への振替および資産の処分

に伴う実現損益への振替について調整された金額。

(10)アセット・バック証券は主に米ドル建てとなっている。元本および帳簿価額は、12月31日現在の為替

レート（2008年は１ポンド：1.459米ドル、2007年は１ポンド：2.006米ドル）で英国ポンドに換算され

ている。

上表には、グループが連結しているSPEによって保有されている17,773百万ポンドの帳簿価額が含まれて

いる。グループはこれらの資産を全額貸借対照表に計上しているが、重要な一次損失のリスクは、投資家に

よってキャピタル・ノートの保有を通じて負担されている。2008年12月31日に終了した事業年度において、

キャピタル・ノート保有者によって認識された減損損失は160百万ポンド（2007年：ゼロ）であった。
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保険事業のリスク管理

グループは、銀行取引の顧客に対して保険商品を提供するバンカシュアランス・モデルを運営している。

これらの商品の多くは、グループの子会社によって開発されたものであるが、グループが業務上、より効果

的であると考える場合には、グループが銀行ネットワークを通じて販売する保険商品を第三者が開発およ

び提供している。グループは、これらの商品を提供するために業界トップクラスの数限られたパートナーと

共に業務を行っている。グループは、商品を開発した場合は保険リスクを引き受け、保険契約締結に伴うリ

スクおよび便益を留保している。子会社の保険商品の開発に伴うリスクに対するグループのエクスポー

ジャーおよびこれらのリスクの管理については、以下に記載されている。

グループにとって、バンカシュアランス・モデルの利点の１つは、グループが商品を開発して顧客に販売

する場合、引受にかかる利益が、商品開発を担当した会社から当行の販売網へ支払われる手数料としてグ

ループ内に保持されることである。グループが、第三者によって提供された商品を販売する場合には、手数

料を稼得する。グループは、主としてグループの販売支店、インターネットおよびコール・センターを利用

して、すべての顧客グループに保険商品を販売している。個人向け金融サービス顧客への販売が大半を占め

ており、保険契約者の過半数を構成している。グループは広範囲にわたる保険および投資商品を顧客に提供

しており、その多くが他の銀行および個人向け金融商品を補完している。

グループのバンカシュアランス業務は欧州全土で運営されており、６社以上の法人が保険商品の開発を

行っている。これらの保険事業の大半は銀行子会社であり、銀行の統制手続きに準拠している。保険事業は、

現地の管理要件に加えて、エイチエスビーシー・グループの保険事業本部が公表しているガイドラインを

遵守している。ガイドラインの実施については、地域保険事業部が監視している。エイチエスビーシー・グ

ループの保険事業本部は、エイチエスビーシー・グループの保険担当常務取締役により統括され、最高業務

責任者、最高財務責任者および最高リスク管理責任者によって支援されている。最高リスク管理責任者は

2008年に任命された。エイチエスビーシー・グループの保険事業本部の役割には、エイチエスビーシー・グ

ループの既存の実務慣行に従って保険リスクを監視および測定するための統制枠組みを設定すること、な

らびに保険特有の方針およびガイドラインを策定しエイチエスビーシー・グループのマニュアルに含める

ことが含まれる。

地域保険事業部（欧州および中東）は、地域の最高経営責任者（「CEO」）によって統括され、地域のCEO

代理、地域の最高財務責任者（「CFO」）および地域の最高リスク管理責任者（「CRO」）によって支援さ

れている。地域のCFOおよびCROは2008年に任命された。地域保険事業部の役割には、エイチエスビーシーの

方針およびガイドラインの効果的な実施を監視すること、ならびにエイチエスビーシーの実務慣行に従っ

て保険リスクを監視および測定することが含まれる。リスクを監視するための統制枠組みには、エイチエス

ビーシーのエイチエスビーシー・グループ保険リスク委員会が含まれる。当委員会に対して４つのエイチ

エスビーシー・グループ保険事業小委員会が営業リスク、保険リスク、市場および流動性リスクならびに信

用リスクに重点を置いた報告を行っており、エイチエスビーシー・グループ保険リスク委員会は、保険事業

におけるこれらの重要なリスク・カテゴリーの概況を監視している。地域レベルでのグループの枠組みお

よびリスク委員会は、このエイチエスビーシーの枠組みを反映している。個別のリスクを監視するために採

用されたプロセスおよび統制については、以下に見出しごとに記載されている。

保険リスク
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保険リスクは、金融リスク以外のリスクであり、保険契約者から発行会社に移転される。グループが直面

している主な保険リスクとは、保険金支払費用、事務管理費用および契約獲得費用が受取保険料と投資収入

の合計額を上回る可能性があるということである。保険金支払費用は、死亡率および疾病率、失効率および

解約率ならびに保険契約に貯蓄の要素がある場合には負債を賄うために保有されている資産の運用成績を

含む数多くの要因による影響を受ける可能性がある。原資産の運用成績は、金利と株価の両方の変動による

影響を受ける。このリスクは、以下の市場リスクのセクションに詳しく記載されている。

グループは、規制および保険リスク選好に確実に準拠するよう設計された正規の引受、再保険および保険

金取扱手続きを適用することにより、保険リスクに対するエクスポージャーを管理している。保険リスク選

好は地域の事業部門によって提案され、一元的に承認されている。これは、ストレス・テストを実施するこ

とによって補完されている。2008年において、保険開発会社は引受承認限度額について文書化している。引

受限度額は、毎年、エイチエスビーシーの保険事業本部に提出されている。

グループが販売する保険契約は、主に貯蓄または投資商品および信用生命保険商品のようなコアであり

基礎となる銀行業務に関連している。グループの商品開発は、個人向け商品、すなわち個人向けに開発され

た保険契約に焦点を当てている。個人向け商品は、法人向け商品に比べ、契約件数が多く個別の契約額が低

い傾向にあるため、保険リスクも多様化している。

生命保険事業および損害保険事業に関するリスクは、一元的に設定されたレベルの高い方針および手続

きによって管理されており、必要に応じて、地域で課される対策（地域特有の市況および規制要件を考慮

し、地域の市場慣行を反映している）により補完されている。

例えば、契約担当会社は特定種類の事業を実行する際にエイチエスビーシーの保険事業本部の承認を得

る必要があり、特に営利保険および損害賠償責任保険については、規制が適用される。

現地のALCOは、特に生命保険事業に関する特定のリスク・エクスポージャーを監視することを義務付け

られており、その際には、保険資産と保険負債のデュレーションおよびキャッシュ・フロー・マッチングに

関連したリスクを検討することに焦点が当てられる。

また、再保険は特に異常災害リスクに対するエクスポージャーを軽減する手段として利用されている。具

体例は以下のとおりである。

・　傷害保険および医療保険。異常損害再保険の購入により、地震や世界的な流行病等の特定事象から生

じる保険金請求の集中に対する潜在的エクスポージャーが軽減される。

・　自動車保険。特に人身傷害請求から生じる、より大きな損失に対する過度のエクスポージャーを回避

するために再保険による保護が準備されている。

・　火災保険およびその他損害保険。異常災害損失リスクにさらされているポートフォリオは、リスク・

モデル作成の専門機関から入手した情報に基づいて、再保険によって保護される。

再保険契約を締結することにより、保険リスク管理の手段を得ることができるが、その一方で、グループ

は再保険会社の債務不履行というカウンターパーティーリスクにさらされることにもなる。このリスクに

ついては、信用リスクのセクションに詳しく記載されている。

グループは、正規の引受、再保険、および保険金支払手続きを通じて保険リスクを管理している。これらの

手続きは、法令順守を保証することも意図されている。保険リスクに対するグループ全体のアプローチは、

リスク・タイプ別に多様性のある保険事業を維持し、管理が容易なリスクや、基礎となる銀行活動に直接的

に関連することの多いリスクに焦点を当てることを目指している。
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保険事業、特に生命保険事業の主な特徴は、資産、負債、およびリスクを個別ではなく体系的に管理するこ

とである。これは、生命保険事業におけるこれらの３つの要素が、通常、損害保険事業の場合よりも相互依存

関係にあることを反映している。多くの事業部門において特に重要となるのは、キャッシュ・フローの予想

パターンを一致させることであり、年金保険のように長期にわたって実行される場合もある。

生命保険事業および損害保険事業の保険リスクは共に、現地ならびに一元的に設定された手続きおよび

方針を組み合わせて管理されている。これらは、特定事業の実行を承認する際に一元的管理によるアプロー

チを使用することを含んでいる。リスク・エクスポージャーを監視するためにリスク管理委員会を設置す

る方法もとられている。また、市場リスクの制限も、保持している保険リスクへの追加的な管理として一元

的に適用されている。

特定クラスに関連する個別のコメントに示されているとおり、エクスポージャーを更に軽減する手段と

して、再保険が利用されている。

下表は、事業タイプごとの保険リスク・エクスポージャーの分析結果を示している。定義によれば、グ

ループは投資契約に係る保険リスクにさらされておらず、そのため、投資契約は保険リスク管理分析に含ま

れていない。

生命保険事業は、損害保険事業よりも契約期間が長く、契約に貯蓄および投資の要素を組み込んでいるこ

とが多い。したがって、生命保険事業と損害保険事業では別個の表が作成されており、それぞれに特有のリ

スク特性が反映されている。生命保険リスクの表には、保険リスクを総合的に評価するために用いることの

できる最善の方法として、保険負債の分析が含まれている。これは、生命保険契約に関する引当金が、通常、

基礎となる保険に関連する予想将来キャッシュ・フローを参照することによって設定されているためであ

る。損害保険事業の表は、リスク・エクスポージャーを評価する最善の方法として、計上保険料を用いてい

る。

生命保険リスクの分析－保険契約準備金

2008年 2007年

百万ポンド 百万ポンド

生命保険（非連動型）

DPF保険契約
(1) 696 469

信用生命 173 117

年金 260 205

定期保険およびその他の長期契約 902 337

生命保険（非連動型）合計 2,031 1,128

生命保険（連動型） 1,061 858

DPF投資契約
(1)、(2) 12,157 9,447

生命保険契約者債務 15,249 11,433

(1) 任意加入型（「DPF」）の保険契約は、保険契約者に対して、保証された給付金を補完するものとして、契約給付金

合計の重要な一部となる可能性が高く、金額または支払時期が契約上グループの裁量で決定される追加給付金を受

け取る権利を与えている。追加給付金は、契約上、特定の契約または資産プールの運用成績、または契約発行会社の

利益に基づいている。

(2) DPF投資契約は金融投資であるが、グループは、IFRS第４号で認められているとおり、それらを引き続き保険契約と

して会計処理している。
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長期契約に関する負債は、失効および解約率、死亡率および費用水準を含む様々な仮定を参照することに

よって設定されている。これらの仮定は通常、その事業体の実績を参照することによって設定される。投資

収益および金利等の経済仮定は、通常、観察可能な市場データを参照することによって設定されている。基

礎となる仮定の変更は、負債に影響を与える。経済仮定および経済以外の仮定の変動に対する税引後利益お

よび純資産の感応度については、後述されている。

上記の生命保険契約者負債の表は、グループの生命保険活動の概要を表している。特にこの表は、最も重

要な商品が、フランスで発行されたDPF投資契約と英国およびマルタで発行された連動型契約であることを

明らかにしている。

生命保険によって生じる保険リスクは、事業の種類によって大幅に異なる。主なリスクは、死亡、疾病、失

効、解約および費用水準である。

死亡および疾病リスクに対するエクスポージャーを発生させる主な契約は、定期保険契約および年金で

ある。これらのリスクは定期的に監視され、主に医療査定および特定の案件において実績に応じて保険料を

改訂するための能力を維持することによって軽減されている。費用リスクは、通常、価格設定を通じて管理

される。契約における費用水準は、保険料率を設定する際に考慮される項目の一つとなる。

損害保険リスクの分析－正味計上保険料

2008年 2007年

百万ポンド 百万ポンド

傷害保険および医療保険 8 11

自動車保険 190 183

火災保険およびその他損害保険 80 64

信用保険（生命保険以外） 51 18

その他（生命保険以外） 26 23

正味計上保険料合計
(1) 355 299

発生した正味保険金および保険契約者負債の変動 306 250

(1) 正味計上保険料は、計上保険料総額から再保険会社に出再された計上保険料総額を差し引いた額である。

上記の損害保険の正味計上保険料の表は、グループの損害保険活動の概要を表している。損害保険事業に

関連する主なリスクは、引受リスクおよび保険金支払実績リスクである。引受リスクは、グループが保険対

象範囲に見合った保険料を請求しないリスクであり、保険金支払実績リスクは、ポートフォリオの支払実績

が見込みを上回るリスクである。グループは、価格設定（例えば、保険契約条件によって制限および控除額

の設定をする）、商品設計、リスク選定、保険金支払処理、投資戦略および再保険契約などによってこれらの

リスクを管理している。損害保険契約の大半は１年ごとに更新可能であるが、保険会社は更新時に更新を拒

否する権利、または契約の諸条件を変更する権利を有している。

金融リスク

グループの保険事業は、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクを含む幅広い金融リスクにさらされ

ている。市場リスクは、金利リスク、株価リスクおよび為替リスクを含む。これらのリスクの性質と管理方法
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は以下に記載している。

保険契約子会社は、例えば金融資産による収入が非連動型保険契約および投資契約から生じる債務をま

かなうのに十分でない場合に金融リスクにさらされる。エイチエスビーシー・グループの子会社が行って

いる保険仲介、保険管理、年金管理および仲介業務等の特定の保険関連活動は、金融リスクにさらされてい

るものの、リスクの程度は軽微である。

エイチエスビーシー・グループのマニュアルを通じてエイチエスビーシー全体で適用する方針に加え、

保険契約子会社は、現地の市況および規制要件を反映した追加的なリスク管理手続きを実施することがあ

る。

現地の規制要件は、保険負債を満たすためにグループの保険契約子会社が維持しなければならない資産

の種類、質および集中度について規定している。ALCOは、各子会社において、金融リスクに対するエクスポー

ジャーを現地の要件およびリスクに関する指示書（エイチエスビーシー・グループ保険事業本部と合意し

ている）の範囲内に維持する責任があり、エイチエスビーシー・グループのマニュアルを通じて一元的に

設定された統制枠組みへの準拠を確実にしている。

下表は、2008年12月31日現在、グループの保険契約子会社が保有する資産を負債の種類別に分析した結果

であり、金融リスクに対するエクスポージャーの概要を示している。

保険契約業務が保有する金融資産

2008年12月31日現在

連動型生命

保険契約

非連動型生

命保険契約 損害保険 その他資産 合計

百万ポンド

公正価値評価の指定を受けた

金融資産

短期国債 21 17 － 5 43

負債証券 1,578 502 － 709 2,789

持分証券 2,681 2,895 － 231 5,807

4,280 3,414 － 945 8,639

売却可能

短期国債 － － 83 82 165

その他の適格手形 － － 187 86 273

負債証券 － 9,044 14 5 9,063

持分証券 － － － 18 18

－ 9,044 284 191 9,519

デリバティブ 118 42 － 17 177

その他の金融資産 359 1,002 387 826 2,574

4,757 13,502 671 1,979 20,909

2007年12月31日現在

連動型生命

保険契約

非連動型生

命保険契約 損害保険 その他資産 合計

百万ポンド
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公正価値評価の指定を受けた

金融資産

短期国債 25 － － － 25

負債証券 2,873 502 － 943 4,318

持分証券 3,482 3,211 － 340 7,033

6,380 3,713 － 1,283 11,376

売却可能

短期国債 － － 57 59 116

その他の適格手形 － － 88 86 174

負債証券 － 6,133 152 145 6,430

持分証券 － － 7 － 7

－ 6,133 304 290 6,727

デリバティブ 150 39 － 15 204

その他の金融資産 439 298 375 350 1,462

6,969 10,183 679 1,938 19,769

この表は、グループが通常、連動型生命保険契約の資産を公正価値評価する資産に指定していることを示

している。非連動型生命保険契約の資産の分類については、基礎となる契約の性質別に決定される。

この表はまた、2008年12月31日現在、金融資産の約57％が負債証券に投資され、28％が持分証券に投資さ

れていることを示している。

連動型生命保険では、費用控除後の収入保険料は、資産のポートフォリオに投資される。グループは、負債

に連動する分離されたファンドまたはポートフォリオにおいて適切な資産を保有することで保険契約者の

代わりに当該商品の金融リスクを管理している。負債を連動させた資産の市場価値は、グループが請求する

手数料に影響を及ぼし、その結果、商品管理においてグループに発生した費用の回収に影響するため、グ

ループは通常、市場リスクに対するエクスポージャーを一部留保している。連動型生命保険の負債を裏付け

るために保有されている資産は、2008年末現在、グループの保険契約子会社の金融資産合計の23パーセント

（2007年：35パーセント）を占めていた。

市場リスク

市場リスクは、金利リスクおよび株価リスクに細分類される。各カテゴリーについては以下に詳述してい

る。

金利リスク

グループの保険引受子会社は、資産と負債のデュレーションまたは利回りに関してミスマッチが生じて

いる場合に金利リスクにさらされている

グループは、一元的に限度額を設定することにより保険引受子会社から生じる金利リスクを管理してい

る。これらは、価値の算定に用いられるディスカウント・カーブが１ベーシス・ポイント上方に平行移動し

た場合の、子会社の資産および負債からの予想キャッシュ・フローの正味現在価値の感応度を管理してい

る。これらの限度額への準拠状況は、現地のALCOが監視している。また、金利リスクは、金利イールド・カー

ブの一定の変動が、保険引受子会社の税引後利益および純資産に及ぼす影響を測定することによっても評

価されている。グループの保険子会社が営業するすべての地域において、2008年12月31日現在の金利イール
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ド・カーブが即座にかつ永続的に変動した場合の、当期利益および2008年12月31日現在の純資産への影響

は以下のとおりである。

2008年 2007年

当期利益に

対する影響

純資産に

対する影響

当期利益に

対する影響

純資産に

対する影響

百万ポンド 百万ポンド

イールド・カーブにおける100ベーシ

ス・

ポイントの増加

32 10 (2) (14)

イールド・カーブにおける100ベーシ

ス・

ポイントの減少

(38) (17) 4 17

上述の金利感応度は、説明目的のみであり、簡略化したシナリオを用いている。影響が線形ではなく、した

がって、結果を推定することができない場合があることに注意すべきである。当該感応度は、金利変動の影

響を軽減するために経営陣が講じる可能性のある措置を考慮しておらず、また、そのような状況に対する保

険契約者の行動の変化についても考慮していない。

株価リスク

株価リスクは、持分商品の公正価値が変動するリスクである。グループは、各保険引受子会社が保有する

ことのできる株式の最大市場価値に対する上限を設定することにより、持分証券の保有から生じる株価リ

スクを一元管理している。また株価リスクは、既定された株価の変動が、保険引受子会社の利益および純資

産合計に及ぼす影響を見積もることによっても監視されている。下表は、株価が合理的に可能性のある10

パーセントの変動を示した場合の当期利益合計および純資産に対する影響を表している。

2008年 2007年

当期利益に

対する影響

純資産に

対する影響

当期利益に

対する影響

純資産に

対する影響

百万ポンド 百万ポンド

株価における10パーセントの増加 3 3 8 8

株価における10パーセントの減少 (4) (4) (7) (7)

これらの株価感応度は、説明目的のみであり、簡略化したシナリオを用いている。影響が線形ではなく、し

たがって、結果を推定することができない場合があることに注意すべきである。それらは、株価の下落を軽

減するために経営陣が講じる可能性のある措置を考慮しておらず、また、そのような下落に伴い生じる可能

性のある保険契約者の行動の変化も考慮していない。

信用リスク

信用リスクから、主に107億ポンド（2007年：81億ポンド）の非連動型債券のポートフォリオに関して、

債務不履行による損失が発生する可能性、ならびに信用スプレッドの変動による損益計算書および貸借対

照表の数値のボラティリティが発生する可能性がある。信用スプレッドの変動の影響に関する損益計算書

のエクスポージャーは小さい（上表を参照のこと）。保険子会社が保有している金融資産の89パーセント
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（2007年：82パーセント）は売却可能として分類されているため、これらの金融投資の公正価値における

変動は、当該金融資産が減損しているとみなされない限り、税引後利益に影響を及ぼさない。

信用リスク商品に対するエクスポージャーおよび信用プロテクション商品に関連するリスクの管理につ

いては、150ページ（訳注：原文のページ数である。）の生命保険および損害保険リスクの分析に記載され

ている。

グループの保険契約子会社の経営陣は、投資ポートフォリオの信用リスク、質および運用成績に対する責

任を負っている。投資の信用に関する指示書および限度額は、現地で保険契約子会社によって設定され、現

地の保険担当ALCOおよび信用リスク部門によって承認された後、エイチエスビーシー・グループ信用リス

ク部門から一元的に同意を得る。指示書の形式および内容は、信用の質、産業部門の集中および流動性の制

限に関して一元的に設定された投資信用リスクのガイダンスに準拠するが、現地の規定条件および各国固

有の条件が認められている。発行体および取引相手の信用度評価は主に、国際的に認められている信用格付

けおよびその他の公表されている情報に基づいている。

投資信用エクスポージャーは、その限度額について現地の保険契約子会社によって監視されており、地域

事業部でまとめられ、エイチエスビーシー・グループ信用リスク部門、エイチエスビーシー・グループの保

険信用リスク会議およびエイチエスビーシー・グループの保険リスク委員会に報告される。投資信用エク

スポージャーに関するストレス・テストは、エイチエスビーシー・グループ保険事業本部によって、信用ス

プレッドの感応度および債務不履行の可能性を用いて行われる。ストレス・テストの結果はエイチエス

ビーシー・グループ保険信用リスク委員会に報告される。

上述したように、グループは一定限度の投資損失を保険契約者と共有することが可能であり、これにより

グループに対する損失の影響は弱まる。しかし、例えば契約に保証が含まれている場合など、損失を保険契

約者に移転できない状況においては、保険契約者に保証された給付の不履行につながるような損失は、グ

ループが負担する。

信用市況の悪化を受けて、信用リスクの管理および報告を改善するために、様々な計画が2008年に導入さ

れた。これらの計画には、将来減損する可能性のある投資を特定するために週に一度作成される早期警告レ

ポートが含まれる。このレポートは、エイチエスビーシー・グループの保険事業本部の上級管理職ならびに

地域の最高財務責任者およびリスク責任者に回覧され、適切であるとみなされる場合、リスク軽減戦略が実

施される。同様に、現在信用リスク懸念がある投資を掲載する監視対象リストが週に一度作成され、回覧さ

れている。長引く世界的な経済不況のため、2009年は、企業の債務不履行および格付機関による格下げが増

加すると予想される。

信用の質

下表は、スタンダード＆プアーズまたはその同等の格付会社の区分に基づいて、グループの保険事業にお

ける短期国債、その他の適格手形および負債証券を分析した結果である。連動型の負債を裏付ける資産にか

かる金融リスクは、その大部分を保険契約者が負担するため、非連動型の負債を裏付ける資産のみが下表に

含まれている。表に示される資産の77.6パーセント（2007年：82.2パーセント）は、AAまたはAAA格付けの

投資対象に投資されている。

グループの保険子会社における短期国債、その他の適格手形および負債証券

延滞も減損もしていない
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高 中 基準以下

延滞してい

るが減損し

ていない

減損して

いる 減損引当金 合計

2008年12月31日現在 百万ポンド

非連動型保険および投

資契約に基づく負債に

対応

公正価値評価の指定を

受けた金融資産
368 151 － － － － 519

－短期国債およびそ

の他の適格手形
17 － － － － － 17

－負債証券 351 151 － － － － 502

金融投資 9,133 195 － － － － 9,328

－短期国債およびそ

の他の類似手形
270 － － － － － 270

－負債証券 8,863 195 － － － － 9,058

9,501 346 － － － － 9,847

株主資本に対応

公正価値評価の指定を

受けた金融資産
702 12 － － － － 714

－短期国債およびそ

の他の適格手形
5 － － － － － 5

－負債証券 697 12 － － － － 709

金融投資 173 － － － － － 173

－短期国債およびそ

の他の類似手形
168 － － － － － 168

－負債証券 5 － － － － － 5

875 12 － － － － 887

合計

公正価値評価の指定を

受けた金融資産
1,070 163 － － － － 1,233

－短期国債およびそ

の他の適格手形
22 － － － － － 22

－負債証券 1,048 163 － － － － 1,211

金融投資 9,306 195 － － － － 9,501

－短期国債およびそ

の他の類似手形
438 － － － － － 438

－負債証券 8,868 195 － － － － 9,063

10,376 358 － － － － 10,734

延滞も減損もしていない

高 中 基準以下

延滞してい

るが減損し

ていない

減損して

いる

減損

引当金 合計

2007年12月31日現在 百万ポンド
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非連動型保険および投資

契約に基づく負債に対応

公正価値評価の指定を受

けた金融資産
911 211 － － － － 1,122

－短期国債およびその

他の適格手形
－ － － － － － －

－負債証券 911 211 － － － － 1,122

金融投資 6,435 137 － － － － 6,572

－短期国債およびその

他の類似手形
146 － － － － － 146

－負債証券 6,289 137 － － － － 6,426

7,346 348 － － － － 7,694

株主資本に対応

公正価値評価の指定を受

けた金融資産
369 13 － － － － 382

－短期国債およびその

他の適格手形
59 － － － － － 59

－負債証券 310 13 － － － － 323

金融投資 88 － － － － － 88

－短期国債およびその

他の類似手形
85 － － － － － 85

－負債証券 3 － － － － － 3

457 13 － － － － 470

合計

公正価値評価の指定を受

けた金融資産
1,280 224 － － － － 1,504

－短期国債およびその

他の適格手形
59 － － － － － 59

－負債証券 1,221 224 － － － － 1,445

金融投資 6,523 137 － － － － 6,660

－短期国債およびその

他の類似手形
231 － － － － － 231

－負債証券 6,292 137 － － － － 6,429

7,803 361 － － － － 8,164

グループの保険子会社における短期国債、その他の適格手形および負債証券の発行体

短期国債

その他の

適格手形 負債証券 合計

2008年12月31日現在 百万ポンド

国債 187 16 2,361 2,564

地方債 － － 151 151

アセット・バック証券 － － － －

社債およびその他 － 257 7,762 8,019

187 273 10,274 10,734

2007年12月31日現在

国債 116 － 2,035 2,151

地方債 － － 70 70
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アセット・バック証券 － － － －

社債およびその他 － 174 5,770 5,944

116 174 7,875 8,165

信用リスクは、グループに発生した保険リスクの一部を再保険会社が引き受ける場合にも発生する。再保

険会社の信用リスク・エクスポージャーは、地域保険事業部およびエイチエスビーシー・グループ保険事

業本部によって監視され、エイチエスビーシー・グループの保険リスク委員会およびエイチエスビーシー

・グループの保険信用リスク委員会に四半期ごとに報告される。スタンダード＆プアーズの再保険信用格

付データまたは同等のデータに基づく、再保険会社に出再された負債の内訳および未収再保険金が以下に

記載されている。この表には、上記の再保険契約に基づく第三者に対するグループのエクスポージャーが含

まれている。

再保険

延滞も減損もしていない

高 中 要管理

延滞してい

るが減損し

ていない

減損して

いる

減損

引当金 合計

保険契約に基づく負債の再保

険会社の持分
百万ポンド

2008年12月31日現在

連動型保険契約 7 － － － － － 7

非連動型保険契約 602 9 － － － － 611

合計 609 9 － － － － 618

再保険債権 11 － － － － － 11

2007年12月31日現在

連動型保険契約 17 11 － － － － 28

非連動型保険契約 401 99 － － － － 500

合計 418 110 － － － － 528

再保険債権 9 － － － － － 9

流動性リスク

保険金の支払額および支払時期に不確実性が存在するのは、ほぼすべての保険契約に内在する特徴であ

り、これが流動性リスクにつながる。グループの保険契約子会社は、以下の手法の一部またはすべてを用い

ることによって流動性リスクを管理している。

・　特定のキャッシュ・フロー予測、またはデュレーション・マッチングなど、より一般的な資産および負
債のマッチング手法を用いて、収入と予想される支出を対応させる。

・　十分な資金源を維持する。

・　厚みのある流動的な市場が存在する信用の質の良い投資対象に投資する。

・　例えば発行済負債や発行体について、投資の集中を監視し、必要に応じて集中を制限する。

・　偶発事象に対する借入枠を設定する。

生命保険事業の予想満期には大きな幅があり、その中で大きな割合を占めるのは、流動性リスクが保険契

約者と共に負担されるケースである（ユニット連動型事業の場合は全リスクを負担）。

EDINET提出書類

エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー(E22630)

有価証券届出書（通常方式）

538/794



下表は、保険契約負債の予想割引前キャッシュ・フローおよび投資契約負債の残存契約期間を示してい

る。

保険契約負債の予想満期

予想キャッシュ・フロー（割引前）

１年未満 １～５年 ５～15年 15年超 合計

百万ポンド

2008年12月31日現在

損害保険 456 407 19 － 882

生命保険（非連動型） 732 618 570 301 2,221

生命保険（連動型） 80 233 475 453 1,241

合計 1,268 1,258 1,064 754 4,344

2007年12月31日現在

損害保険 402 381 36 － 819

生命保険（非連動型） 329 294 424 217 1,264

生命保険（連動型） 75 301 411 191 978

合計 806 976 871 408 3,061

投資契約負債の残存契約期間

保険引受子会社による投資契約に基づく負債

連動型

投資契約

非連動型

投資契約

DPF付

投資契約 合計

百万ポンド

2008年12月31日現在

残存契約期間:

－１年未満 117 － － 117

－１年～５年 419 － － 419

－５年～10年 330 － － 330

－10年超 1,123 － － 1,123

－期限なし
(1) 1,627 24 12,157 13,808

合計 3,616 24 12,157 15,797

2007年12月31日現在

残存契約期間:

－１年未満 137 － － 137

－１年～５年 615 － － 615

－５年～10年 475 － － 475

－10年超 1,679 － － 1,679

－期限なし
(1) 2,899 36 9,447 12,382

合計 5,805 36 9,447 15,288

(1) この場合、保険契約者はいつでも契約を終了し、保険解約返戻金を受け取る選択権を有する。これらは上記の金額よ

り著しく低くなる可能性がある。
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有効な長期保険契約の現在価値

グループの生命保険事業は、とりわけ、保険および関連リスクの評価について包括的な枠組みを提供する

組込価格アプローチを用いて会計処理されている。2008年12月31日現在における有効な長期保険契約の現

在価値（「PVIF」）資産は579百万ポンド（2007年：444百万ポンド）であった。2008年12月31日現在有効

な保険契約の全体から見込まれる収益における株主持分の現在価値は、生命保険事業がマイナスの展開に

対応できるかどうかの能力を査定するためにストレス・テストを受けることがある。生命保険事業の主な

特徴は、資産、負債およびリスクを個別ではなく体系的に管理することである。これは、生命保険事業におけ

るこれら３つの要素が、通常、損害保険事業の場合よりも相互依存関係にあることを反映している。

経済仮定の変動に対するPVIFの感応度

下表は、すべての保険引受子会社における、主な経済仮定に合理的に可能性のある変動、すなわち無リス

ク金利およびリスク割引率の変動が生じた場合のPVIFに及ぼす影響を示している。

12月31日におけるPVIF

2008年 2007年

百万ポンド 百万ポンド

無リスク金利における100ベーシス・ポイントの増加 15 9

無リスク金利における100ベーシス・ポイントの減少 (14) (20)

リスク割引率における100ベーシス・ポイントの増加 (26) (21)

リスク割引率における100ベーシス・ポイントの減少 28 23

契約の一部の特性により、これらの関係は非線形である場合があり、より高いレベルのストレスに対して

上表に開示されたストレス・テストの結果を外挿すべきではない。様々なシナリオを計算するにあたり、す

べての仮定が一定に保たれるが、無リスク金利における変動の影響をテストする場合には、結果として生じ

る投資利回り、リスク割引率および特別配当率の変動も組み入れる。表示された感応度は、影響を軽減する

ために経営陣が講じる可能性のある措置を組み入れておらず、また、結果として生じる保険契約者の行動の

変化も考慮していない。

経済以外の仮定

保険契約者負債およびPVIFは経済以外の仮定を参照して決定される。これらの仮定には、損害保険会社の

場合、保険金支払費用および費用割合、また生命保険会社の場合、死亡および／または疾病率、失効率ならび

に費用割合が含まれる。下表は、すべての保険子会社における、2008年12月31日現在のこれらの経済以外の

仮定に合理的に可能性のある変動が生じた場合の当事業年度の利益、および同日現在の純資産の感応度を、

2007年の比較数値と共に示したものである。

保険金支払費用は損害保険事業に関連したリスクである。保険金支払費用の増加は、利益にマイナスの影

響を及ぼすこととなる。

死亡および疾病リスクは通常、生命保険契約に関連している。死亡または疾病の増加による利益への影響

は、実行されている案件の種類によって異なる。定期保険契約のポートフォリオにおいては、死亡率が増加

することによって、保険金支払請求の件数が増加するため、一般的に利益はマイナスの影響を受ける。年金

保険契約のポートフォリオの場合、保険契約者に給付金を支払う期間が短くなるため、死亡率の増加は一般
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的に利益にプラスの影響を及ぼす。ただし、年金保険契約に死亡保障が含まれる場合は、死亡率の増加によ

る利益へのプラスの影響は、生命保険に基づき支払われる給付金によって相殺される可能性がある。

失効率に対する感応度は実行されている契約の種類によって異なる。保険契約の場合、保険金支払費用

は、受取保険料および負債を裏付ける投資ポートフォリオに関して稼得した収益によって賄われる。定期保

険のポートフォリオにおいては、失効率が増加することによって、失効した契約に係る将来の保険料収入が

失われるため、一般的に利益はマイナスの影響を受ける。年金保険契約のポートフォリオの場合、失効した

契約に係る将来の給付金を支払う義務が消滅するため、失効率の増加は利益にプラスの影響を及ぼす。

費用割合リスクは費用割合の変動に対するエクスポージャーである。費用の増加分を保険契約者に移転

できない限り、費用割合の増加は利益にマイナスの影響を及ぼすことになる。

経済以外の仮定の変動に対する感応度

下表は、すべての保険引受子会社において、経済以外の条件に合理的に可能性のある変動が生じた場合の

当事業年度の利益および純資産の感応度を示している。

以下に対する影響 以下に対する影響

2008年

12月31日に

終了した事業

年度の利益

2008年

12月31日現在

の純資産

2007年

12月31日に

終了した事業

年度の利益

2007年

12月31日現在

の純資産

百万ポンド 百万ポンド

保険金支払費用における20パーセントの

増加
(34) (34) (32) (32)

保険金支払費用における20パーセントの

減少
34 34 32 32

死亡および/または疾病率の10パーセント

の増加
(2) (2) 6 6

死亡および/または疾病率の10パーセント

の減少
4 4 (9) (9)

失効率の50パーセントの増加 (84) (84) (28) (28)

失効率の50パーセントの減少 130 130 45 45

費用割合の10パーセントの増加 (19) (19) (5) (5)

費用割合の10パーセントの減少 18 18 5 5

特別目的会社（オン・バランスシートおよびオフ・バランスシート契約を含む）

グループは、顧客取引を円滑にする、あるいは保証するために、通常業務の一環として特別目的会社

（「SPE」）の設立を含む特定の取引契約を顧客と締結しており、その一部はグループの連結貸借対照表に

含まれている。SPEが適切な目的の達成と統制の確保のために設立されている場合に、グループのSPEを利用

する構造に対する一元的な承認がなされる。グループが管理するSPEの事業活動は、上級管理職によって厳

重に監視されている。

グループは、金融資産の証券化またはリース契約の実行といった特定の明確な目的を達成するための事

業体の設立に資金を提供しており、このような事業体は、組織における資産および負債がその単一の設立目

的に制限されるような法的組織の一形態であることを要求されている。取引関係の実体が、グループがSPE

を支配していることを示す場合、グループはこれらのSPEを連結する。支配を評価する際には、定性的要素お
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よび定量的要素を含む、関連するすべての要素を考慮する。グループとSPEの関係に実質的な変更が生じた

ときは常に、必須の連結会計テストを再評価している。SPEの最も重要なカテゴリーを以下に詳述する。

仕組投資ビークルおよび導管会社

仕組投資ビークル（「SIV」）

SIVは、分散された利付き資産ポートフォリオに投資するSPEで、SIVの利付き資産と資金調達コストのス

プレッドを利用するために、一般的にコマーシャル・ペーパー(「CP」)、中期債（「MTN」）およびその他

の上位債の発行を通して資金調達される。バーゼルⅡが実施される前は、このような方法で高格付けの投資

有価証券に投資することは、多くの銀行の投資部門にとって資本効率が良かった。グループは、カリナン・

ファイナンス・リミテッド(「カリナン」)およびアッシャー・ファイナンス・リミテッド(「アッ

シャー」)という２つのSIVがそれぞれ2005年および2007年に設立される際に資金を提供し、2007年11月に

これらのSIVを連結した。

その後、これらのSIVは再構築され、グループはSIVの保有資産を受け入れるために、３つの新しい証券投

資導管会社（「SIC」）を設立した。アセット・バックCP導管会社であるマザラン・ファンディング・リミ

テッド（「マザラン」）および期間資金調達ビークルであるバリオン・ファンディング・リミテッド

（「バリオン」）は、カリナンに関して設立され、期間資金調達ビークルであるマラカイト・ファンディン

グ・リミテッド（「マラカイト」）はアッシャーに関して設立された。

導管会社

グループは、CPを発行する２種類の導管会社（マルチセラー証券導管会社およびSIC）に出資し、それを

管理している。グループは、所有によるリスクおよび便益の大部分を得ているため、これらの導管会社を設

立時より連結している。

証券投資導管会社

ソリティアは、ニーズに合った投資機会を促進するために高格付けのABSを購入している。グループのそ

の他のSIC（マザラン、バリオンおよびマラカイト）は、上述したように、グループが出資したSIVの再構築

から発展したものである。

マルチセラー導管会社

これらのビークルは、グループの顧客に柔軟な市場ベースの資金調達源（例えば、第三者が組成した個々

の貿易金融および自動車金融のローン債権プールに関する融資）へのアクセスを提供するために設立され

た。

マネー・マーケット・ファンド

グループは、顧客に対してニーズに合った投資機会を提供する、限定的で明確な目的を有する多数のマ

ネー・マーケット・ファンドを設立し、管理し、それらに投資している。ファンドに対するグループの持分

が所有によるリスクおよび便益の大部分を示すのに十分な規模である場合、あるいは関係の実体が、グルー
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プがファンドを支配していることを示す場合、グループはファンドを連結する。

証券化

グループは、主に資産組成および資本効率性のために資金調達源を多様化することを目的として、グルー

プが組成した顧客に対する貸付金を証券化するためにSPEを利用している。グループが所有によるリスクと

便益の大部分を有していない場合、SPEは連結されない。

その他のSPE

グループは、例えば顧客とのストラクチャード・クレジット取引の促進、また公共部門および民間部門の

インフラ計画への資金提供、資産およびストラクチャード・ファイナンス取引等の多くの目的のためにも、

通常の業務の一環としてSPEを設立している。

ストラクチャード・クレジット取引

グループは、ときにレバレッジに基づいて負債証券の参照ポートフォリオに対するエクスポージャーを

入手したいと考えている第三者の専門機関投資家に対して、ストラクチャード・クレジット取引を提供し

ている。このような構造において、投資家は、SPEによって発行された債券を購入することによって基礎とな

るポートフォリオに係る利回りを得る。グループは、参照ポートフォリオの規定されたリスクおよび便益を

SPEに引き渡すために、通常はデリバティブの形で、SPEと契約を締結する。SPEとのデリバティブ契約に関連

するグループのリスクは、グループのトレーディング市場リスク枠組の範囲内で管理される。

SPEのその他の利用

グループは、政府当局によって着手されているインフラ計画に資金援助を行うために、「公共－民間パー

トナーシップ」に参加している。資金提供は、通常、SPEを利用して行われる。当該ビークルのリスクおよび

便益の大部分を有している場合、グループはこれらのSPEを連結している。

グループの資産およびストラクチャード・ファイナンス（「ASF」）事業は、SPEを利用して制限を課す

ことが慣習となっている航空機およびその他の物的資産のリースおよび資金調達、ならびにSPEの利用が費

用効率を高める場合のストラクチャード・ローンおよび預金に特化している。これらの関係の実体が、グ

ループがSPEを支配していることを示す場合、グループはこれらのSPEを連結している。

第三者出資SPE

第三者から資金提供を受けているSIV、導管会社および証券化に対するグループのエクスポージャーは、

スタンドバイ流動性ファシリティ契約を通じて、標準的な市場条件に基づく通常の銀行業務契約から生じ

ている。

その他のオフ・バランスシート契約

金融保証、信用状および類似する引受業務
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注記39は、様々な種類の保証について説明しており、このような契約に基づく潜在的な将来最高支払額を

開示している。

貸付契約

グループは通常、個人顧客への貸越、クレジット・カードまたはその他の与信枠の諸条件を、顧客への通

知をもって変更または終了させる権利を有している。法人向け貸付契約については、多くの場合、重要な悪

影響を及ぼすような変化がある場合には、資金へのアクセスを制限することによってグループのポジショ

ンが保護される。

レバレッジド・ファイナンス取引

レバレッジド・ファイナンス取引に関連する貸付契約は、組成後にその貸付金を売却することをグルー

プが意図してる場合、デリバティブとして会計処理される。

39 偶発債務、契約債務および保証

グループ 当行

2008年 2007年 2008年 2007年

百万ポンド 百万ポンド

保証およびその他の偶発債務

保証および担保に供される取消不能信用

状
21,310 18,972 13,787 10,816

その他偶発債務 110 75 － －

21,420 19,047 13,787 10,816

契約債務
(1)

信用状および短期貿易関連取引 2,204 1,621 861 447

将来購入資産および将来実行預金 493 38 － －

未実行のノート発行枠およびリボルビン

グ

引受枠

－ 19 － －

未実行の公式スタンドバイ契約、与信枠

およびその他の貸付契約債務
(2)
：

151,694 144,341 102,626 101,879

154,391 146,019 103,487 102,326

(1) 下記に個別に開示されている出資契約を除いている。

(2) 契約上の当初満期に基づく。

上表は偶発債務、契約債務および保証の額面元本を開示している。それらは主に信用関連商品であり、金

融および非金融保証ならびに信用供与に関する契約債務を含む。額面元本は、契約がすべて実行され、顧客

が債務不履行となった場合のリスク金額を表している。保証および債務の大部分が未実行のまま失効する

と予想されるため、額面元本合計は将来必要となる流動性の金額を表すものではない。

金融サービス補償制度

金融サービス補償制度（「FSCS」）はブラッドフォード・アンド・ビングレイ・ピーエルシー、ヘリタ

ブル・バンク・ピーエルシー、カウプシング・シンガー・アンド・フリードランダー・リミテッド、ランズ
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バンキ「アイスセーブ」およびロンドン・スコティッシュ・バンク・ピーエルシー等、多数の預金金融機

関の倒産を受け、預金者に補償金を支払った。預金者に支払われた補償金は、イングランド銀行および英国

大蔵省からの融資によって調達されたものである。当行は、FSCSが英国大蔵省から借りた借入金（2008年12

月16日現在、197億ポンド）の支払義務を一部負担する可能性がある。また当行は、FSCSの下で保護されてい

る預金の当行の市場占有率を基準とした予測管理費用の負担分も支払わなければならない。2008/9年およ

び2009/10年の徴収年度の金利費用を含む予測管理費用の負担に関して、2008年12月31日現在、当行は86百

万ポンドを計上した。この計上額は、それぞれ2007年および2008年12月31日現在の市場の保護預金における

当行の占有率の見積りに基づいている。しかし、FSCSによる資産の回収可能性、金利の変動、保護預金水準お

よびその時点のFSCSメンバーの数等、様々な不確実な要因に左右されるため、2008年の複数企業の倒産の結

果を受けた業界に対するFSCSの最終的な徴収について、現時点で正確に見積もることはできない。

保証

グループは第三者顧客およびグループ会社のために保証および同様の取引を提供している。これらの保

証は一般的にグループの通常の銀行業務において提供されている。提供された主な保証の種類、およびグ

ループが将来要求される可能性のある潜在的支払の最大額は以下のとおりである。

グループ

2008年12月31日現在 2007年12月31日現在

第三者を受益

者とする保証

他のエイチエ

スビーシー・

グループ会社

を受益者とす

るグループに

よる保証

第三者を受益

者とする保証

他のエイチエ

スビーシー・

グループ会社

を受益者とす

るグループに

よる保証

百万ポンド 百万ポンド

保証の種類

金融保証契約
(1) 9,972 996 8,957 1,266

金融保証契約であるスタンドバイ信用状
(2) 791 57 752 68

その他直接信用補完
(3) 244 3 191 6

契約履行保証債
(4) 2,395 43 1,751 29

入札保証債
(4) 75 2 129 4

特定の取引に関連するスタンドバイ信用

状
(4) 486 － 412 －

その他取引関連保証
(4) 5,891 26 5,215 71

その他項目 439 － 196 －

合計 20,293 1,127 17,603 1,444

当行

2008年12月31日現在 2007年12月31日現在

EDINET提出書類

エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー(E22630)

有価証券届出書（通常方式）

545/794



第三者を受益

者とする保証

他のエイチエ

スビーシー・

グループ会社

を受益者とす

るグループに

よる保証

第三者を受益

者とする保証

他のエイチエ

スビーシー・

グループ会社

を受益者とす

るグループに

よる保証

百万ポンド 百万ポンド

保証の種類

金融保証契約
(1) 7,057 2,693 6,382 1,069

金融保証であるスタンドバイ信用状
(2) 5 － － －

その他直接信用補完
(3) － － 1 －

契約履行保証債
(4) 898 36 648 22

入札保証債
 (4) 17 2 19 3

特定の取引に関連するスタンドバイ信用

状
 (4) 76 － 74 －

その他取引関連保証
(4) 2,651 24 2,461 16

その他項目 328 － 121 －

合計 11,032 2,755 9,706 1,110

(1) 金融保証契約は、債券の当初または変更後の契約条件に基づいて特定の債務者が支払期日到来時に約定返済を行わ

なかったことにより発生する保有者の損失を弁済するために、発行者に所定の金額の支払を要求する契約である。

上表の金額は額面元本である。

(2) 金融保証契約であるスタンドバイ信用状は、顧客が支払期日到来時に支払を怠った場合にグループおよび／または

当行に第三者への支払義務が生じる取消不能債務である。

(3) その他直接信用補完には、発行者が船荷の所有権を留保するという条件なしに発行された再保険信用状および貿易

関連信用状を含む。

(4) 契約履行保証債、入札保証債、スタンドバイ信用状およびその他取引関連保証は、グループおよび／または当行に対

する支払義務が将来事象の結果に基づき発生する取引である。

上表に開示された金額は、多数の個別保証約定に基づくグループの支払債務の最大エクスポージャーを

反映している。保証から生じるリスクおよびエクスポージャーは、グループの総合的な信用リスク管理方針

および手続きに従って把握され管理されている。契約期間が１年を超える保証は毎年グループによる信用

レビューを受けている。

その他の契約債務

2008年12月31日現在、グループは多数のサプライヤーから土地および建物ならびにその他固定資産を368

百万ポンド（2007年：282百万ポンド）で１年以内に購入する契約を有している。

合弁事業および関連会社

グループには合弁事業および関連会社に関連して共同または単独で負っている偶発債務および契約債務

はなかった。

40 リース契約

ファイナンス・リース契約

グループは業務支援のために、ファイナンス・リース契約に基づいて第三者から土地および建物（支店

を含む）ならびに設備をリースしている。
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2008年 2007年

将来の最低

支払額合計 金利費用 現在価値

将来の最低

支払額合計 金利費用 現在価値

百万ポンド 百万ポンド

１年以内 21 (20) 1 13 (12) 1

１年超５年以内 97 (92) 5 51 (51) －

５年超 504 (178) 326 415 (87) 328

622 (290) 332 479 (150) 329

2008年12月31日現在、貸借対照表日に解約不能サブリースに基づいて受領される予定の将来の最低サブ

リース料は314百万ポンド（2007年：232百万ポンド）であった。

オペレーティング・リース契約

2008年12月31日現在、グループは有形固定資産に関する多数の解約不能オペレーティング・リース契約

を有しており、その将来の最低リース支払額が複数年にわたり発生することになっている。

土地および建物

2008年 2007年

百万ポンド 百万ポンド

以下の期間に期日が到来する解約不能オペレーティング・リースに

基づく将来の最低リース支払額

－１年以内 122 110

－１年超５年以内 394 367

－５年超 533 540

1,049 1,017

2008年に、リースおよびサブリース契約に関して「一般管理費」に計上された金額は105百万ポンド

（2007年：117百万ポンド）であり、全額が最低リース支払額に関連するものだった。

ファイナンス・リース債権

2008年 2007年

将来の最低

支払額合計

前受金融

収益 現在価値

将来の最低

支払額合計

前受金融

収益 現在価値

百万ポンド 百万ポンド

リース債権

－１年以内 1,209 (152) 1,057 729 (141) 588

－１年超５年以内 2,829 (584) 2,245 2,222 (493) 1,729

－５年超 4,367 (1,444) 2,923 3,502 (1,146) 2,356

8,405 (2,180) 6,225 6,453 (1,780) 4,673
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2008年12月31日現在、108百万ポンド（2007年：85百万ポンド）の無保証残存価額が計上されており、回

収不能最低リース料債権に対する累積引当金はゼロ（2007年：ゼロ）であった。

2008年および2007年の両年において偶発賃借料を受領していなかったため、「その他営業収益」への計

上額はそれぞれゼロであった。

オペレーティング・リース債権

グループはオペレーティングおよびファイナンス・リース契約に基づいて第三者に様々な資産（車両、

不動産、航空機および一般的な機械設備を含む）をリースしている。

設備

2008年 2007年

百万ポンド 百万ポンド

以下の期間に期日が到来する解約不能オペレーティング・リースに

基づく将来の最低リース支払額

－１年以内 290 237

－１年超５年以内 429 670

－５年超 76 199

795 1,106

41 訴訟

2007年７月27日に、英国公正取引庁（「OFT」）は、エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーを含む

数多くの英国の金融機関に対し、高等法院の法的手続きを提起した。この法的手続きは、これらの金融機関

の個人顧客に対する未承認の当座貸越に関する特定の手数料（「手数料」）の法律上の扱いおよび法的強

制力を決定するためのものである。金融サービス機構（「FSA」）は、手続きの決議を待つ一方で、企業（エ

イチエスビーシー・バンク・ピーエルシーを含む）が関連する手数料を保留できるように免責を与え、州

裁判所はすべての個人顧客の訴訟を停止した。

高等法院の商事法廷でこれらの法的手続きの予備審問が行われた。この結果、エイチエスビーシー・バン

ク・ピーエルシーの現在および過去の手数料は公平性に関して審査されうるが、違約金の対象にはなりえ

ないことが確認された。エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー（および当該法的手続きに関与する

その他のすべての金融機関）は、この手数料が公平性に関して審査されうるという決定を不服として上訴

している。2009年２月26日、控訴院はエイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー（および当該法的手続き

に関与するその他のすべての金融機関）の手数料が公平性に関して審査されうるという高等法院の決定を

認める判決を下した。エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーは貴族院に上訴許可を申請することを

検討中である。

当該法的手続きは初期の段階にあり、予備審問に対するさらなる上訴を考慮すると、判決が言い渡される

までに時間がかかる可能性がある。貴族院への上訴の結果によって、あるいは、適切な範囲において、調査対

象期間の各手数料の公平性に関する高等法院の評価によって、様々な結果が生じる可能性がある。2001年７

月以降、当時の既存の契約に基づいてエイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーが課した手数料は、多岐

にわたっており、課金期間も異なっている。エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーは、これらの手数
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料は現時点で、また過去においても有効かつ法的強制力があると考えており、強硬に抗弁を行う予定であ

る。

当行の現在の評価に反して、高等法院が最終的（上訴後）に負債をもたらすような不利な判決を下した

場合、多数の異なる結果が生じる可能性があり、その結果の１つ１つが異なる財務的影響を及ぼすことにな

る。公平性の評価を行う方法に関して権限が限られていることを考慮した場合、2008年の半期報告書に公表

されているように、当行の財務的影響は約350百万ポンドと見積られる。特に案件の複雑性、様々な結果が起

こり得る可能性および当該法的手続きが初期段階にあるという理由から、現段階で潜在的な財務的影響を

正確に見積ることは極めて困難である。さらに、当行の仮定が正しくないことが判明する可能性もある。

2008年12月11日、バーナード・L・マドフ（「マドフ」）が証券詐欺の容疑で逮捕され、ニューヨーク州

南部地区連邦地方裁判所に起訴された。同日、証券取引委員会（「SEC」）はマドフおよび同氏所有のバー

ナード・L・マドフ・インベストメント・セキュリティーズ・エルエルシー（「マドフ・セキュリティー

ズ」）（証券会社および投資アドバイザーとしてSECに登録）を証券詐欺の疑いで起訴した。刑事告訴およ

びSECによる告訴においてマドフが実際にマドフ・セキュリティーズの上層部に投資アドバイザリー事業

が詐欺であると告げていたことが申し立てられた。2008年12月15日、証券投資家保護公社への申請上、

ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所はマドフ・セキュリティーズの破産手続きを行う管財人を指定

し、ニューヨーク州南部地区の破産裁判所への破産手続きを取り下げた。2009年２月９日、マドフの同意の

もと、ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所はSECの告訴に対する一部判決として、マドフに米国証券取

引法の特定の不正防止条項の違反に関する恒久的な禁止命令を下し、不当利得の返還、判決前利息および民

事制裁金の支払い（金額は後日決定）、ならびに以前課せられた特定の他の訴訟上の救済命令（マドフの

資産凍結を含む）の継続を命じた。米国の関連当局は、詐欺容疑の調査を継続中である。詐欺容疑の事実な

らびにマドフ・セキュリティーズの資産および残余資産の詳細に関しては依然として不透明な部分が多

い。

米国外の様々なエイチエスビーシー・グループ会社は、マドフ・セキュリティーズに資産を投資してい

る米国外に設立された多数のファンドに管理、事務および類似のサービスを提供している。マドフ・セキュ

リティーズから得た情報によると、これらのファンドの2008年11月30日現在の正味資産価値合計額（投資

元本および未実現利益を含む）は56億ポンドであった。

様々な司法管轄において、多くの被告に対して、マドフおよびマドフ・セキュリティーズに関する訴訟が

既に公布されており、グループは、マドフ・セキュリティーズの管財人によるものを含め、追加の訴訟が行

われると予想している。様々なグループ会社が集団訴訟適格を求める米国での訴訟およびアイルランド裁

判所の商事法廷の訴訟の被告として挙げられている。グループ会社が被告として挙げられた訴訟はすべて

最も初期の段階である。グループはこれらの申し立てに対して適切な抗弁を備えていると考えており、今後

も積極的な抗弁を続ける予定である。このような申し立てから負債が生じることもあるとしても、グループ

は当該負債を正確に見積もることはできない。

様々なグループ会社がマドフの詐欺容疑に関連して様々な規制当局から情報の提供を要求されている。

グループ会社は情報提供に協力している。

これらの訴訟とは別に、グループは、通常の業務から生じた様々な司法管轄における訴訟の当事者であ

る。グループはこれらの訴訟がいずれも重大ではなく、個別でも累計でもグループの財政状態に重大な悪影

響を及ぼすことはないと考えている。経営陣は通常の業務から生じる訴訟に関して適切な引当金を設定し

ていると考えている。グループは実用的でないことを理由にこれらの訴訟に関連する偶発債務を開示して

いない。
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42 関連当事者間取引

グループの最終的な親会社は英国で設立されたエイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー

である。

グループの関連当事者には、親会社、兄弟会社、関連会社、合弁事業、エイチエスビーシーの従業員のため

の退職後給付制度、主な経営陣、主な経営陣の近親者および主な経営陣またはその近親者によって支配、共

同支配または重要な影響を受けている会社が含まれる。

(a) 取締役およびその他の主な経営陣との取引

主な経営陣は、エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーおよびエイチエスビーシー・グループの活

動を計画、指示および管理する権限および責任を持つ者と定義され、エイチエスビーシー・バンク・ピーエ

ルシーおよびエイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシーの取締役ならびにエイチエスビー

シー・ホールディングス・ピーエルシーの常務取締役が含まれる。

取締役およびその他の主な経営陣に対する報酬

2008年 2007年

千ポンド 千ポンド

短期従業員給付 4,231 6,665

退職後給付 65 395

退職給付 － －

株式に基づく報酬 2,357 4,432

6,653 11,492

取締役およびその他の主な経営陣の株式保有およびオプション

2008年12月31日

現在残高

2007年12月31日

現在残高

取締役およびその他の主な経営陣（およびその関係者）が保有

する資本参加制度に基づく株式オプション数
1,033,747 958,232

取締役およびその他の主な経営陣（およびその関係者）が保有

する株式数
17,498,156 16,625,206

取締役およびその他の主な経営陣を含む取引および契約

下表はIAS第24号「関連当事者についての開示」に基づき開示すべき、グループと当行および親会社エイ

チエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシーの主な経営陣、ならびにその関係者またはその支配企

業との間の取引を示している。

2008年 2007年

人数

当期中最高

残高
(1)

12月31日

現在残高
(1) 人数

当期中最高

残高
(1)

12月31日

現在残高
(1)

千ポンド 千ポンド 千ポンド 千ポンド
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主な経営陣ならびにその

関係者およびその支配会

社

貸付金 70 103,59449,776 110 379,869271,991

クレジットカード 59 452 196 47 635 267

保証 5 6,753 5,684 17 14,811 13,224

(1) 当期末残高および当期中最高残高の開示は、当期中の取引を表す最も有用な情報と考えられている。

上記の取引は、通常の業務において、同様の状況にある個人またはその他の従業員との比較可能な取引に

適用されるものと実質的に同一の条件（金利や担保を含む）で行われた。当該取引は、返済に関する一般水

準を上回るリスクや、その他の不利な要素を伴うものではなかった。

取締役および役員を含む取引および契約（1985年会社法）

IAS第24号に基づく開示に加えて、1985年会社法第232条により、HSBCバンク・ピーエルシーおよびその子

会社が取締役、関係者および支配企業ならびにHSBCバンク・ピーエルシーの役員との間で締結した取引お

よび契約の詳細を開示することが要求されている。会社法では、当行の親会社であるHSBCホールディングス

・ピーエルシーの主な経営陣との取引に関する開示は求められていない。

2007年の役員は年度中に務めていた当行の経営委員会のメンバーおよび会社秘書役で構成されていた。

2008年の役員は年度中に務めていた経営委員会のメンバーおよびその後継である欧州経営管理委員会のメ

ンバー、および会社秘書役で構成されていた。

下表は1985年会社法第232条に基づいて開示された取引を示している。

2008年 2007年
(1)

人数

12月31日

現在残高 人数

12月31日

現在残高

千ポンド 千ポンド

グループ

取締役

貸付金 14 1,690 12 1,478

クレジットカード 13 65 20 51

保証 － － 1 12

役員

貸付金 19 7,039 22 6,488

クレジットカード 19 81 21 108

保証 － － － －

(1) 2007年の比較数値は、会社法第232条および同法のスケジュール６のパート２の変更後の、取締役の関係者を除く取

締役との取引を示すように修正再表示されている。

(b) その他の関連当事者との取引
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関連会社および合弁事業

グループ

2008年 2007年

当期中

最高残高
(1)

2008年12月31

日現在残高
(1)

当期中

最高残高
(1)

2007年12月31

日現在残高
(1)

百万ポンド 百万ポンド

合弁事業に対する債権

－劣後 － － － －

－非劣後 202 110 216 202

関連会社に対する債権

－劣後 － － 19 －

－非劣後 － － 33 －

合弁事業に対する債務 20 12 20 20

関連会社に対する債務 1 － 166 1

(1) 当期末残高および当期中最高残高の開示は、当期中の取引を表す最も有用な情報と考えられている。

当行

2008年 2007年

当期中

最高残高
(1)

2008年12月31

日現在残高
(1)

当期中

最高残高
(1)

2007年12月31

日現在残高
(1)

百万ポンド 百万ポンド

合弁事業に対する債権

－劣後 － － － －

－非劣後 161 110 161 161

関連会社に対する債権

－劣後 － － － －

－非劣後 － － 1 －

合弁事業に対する債務 12 10 4 4

関連会社に対する債務 1 － 29 1

(1) 当期末残高および当期中最高残高の開示は、当期中の取引を表す最も有用な情報と考えられている。

上記の残高は、通常の業務において、第三者との比較可能な取引に適用されるものと実質的に同一の条件

（金利や担保を含む）で実行された取引から生じたものである。

グループとエイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシーおよびエイチエスビーシー・ホール

ディングス・ピーエルシー兄弟会社との取引

以下の取引には、エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシーに対する債権債務が含まれる。

2008年 2007年

当期中

最高残高
(1)

当期末

現在残高
(1)

当期中

最高残高
(1)

当期末

現在残高
(1)
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百万ポンド 百万ポンド

資産

トレーディング資産 214 53 37 7

公正価値評価の指定を受けた金融資産 21 21 15 15

デリバティブ － － － －

銀行に対する貸付金 － － － －

顧客に対する貸付金 343 56 60 33

金融投資 58 58 1 1

その他資産 － － － －

2008年 2007年

当期中

最高残高
(1)

当期末

現在残高
(1)

当期中

最高残高
(1)

当期末

現在残高
(1)

百万ポンド 百万ポンド

負債

トレーディング負債 22 17 13 12

銀行からの預金 － － － －

顧客からの預金 8,582 3,406 3,308 2,931

デリバティブ － － － －

劣後債務 3,047 3,047 1,577 1,577

保証 － － － －

2008年12月31日に

終了した事業年度

2007年12月31日に

終了した事業年度

百万ポンド 百万ポンド

損益計算書

受取利息 1 －

支払利息 117 111

配当金 6 14

受取手数料 － －

支払手数料 － －

トレーディング収益 － －

その他営業収益 18 －

一般管理費 82 48

(1) 当期末残高および当期中最高残高の開示は、当期中の取引を表す最も有用な情報と考えられている。

以下の取引には、エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー兄弟会社に対する債権債務が

含まれる。

2008年 2007年

当期中

最高残高
(1)

当期末

現在残高
(1)

当期中

最高残高
(1)

当期末

現在残高
(1)

百万ポンド 百万ポンド
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資産

トレーディング資産 9,718 8,369 9,895 7,453

デリバティブ 72,434 30,669 24,494 7,445

銀行に対する貸付金 5,444 5,267 5,968 5,968

顧客に対する貸付金 3,252 3,252 1,646 1,102

金融投資 7,277 7,277 5,829 5,829

その他資産 7,497 212 1,983 716

2008年 2007年

当期中

最高残高
(1)

当期末

現在残高
(1)

当期中

最高残高
(1)

当期末

現在残高
(1)

百万ポンド 百万ポンド

負債

トレーディング負債 25,241 25,241 19,563 17,345

銀行からの預金 9,116 7,594 6,962 6,095

顧客からの預金 1,715 559 2,131 1,429

デリバティブ 70,444 29,022 26,536 8,966

保証 996 996 151 116

2008年12月31日に

終了した事業年度

2007年12月31日に

終了した事業年度

百万ポンド 百万ポンド

損益計算書

受取利息 495 556

支払利息 269 379

配当金 － －

受取手数料 81 99

支払手数料 188 135

トレーディング収益 392 316

その他営業収益 15 27

一般管理費 142 120

(1) 当期末残高および当期中最高残高の開示は、当期中の取引を表す最も有用な情報と考えられている。

上記の残高は、通常の業務において、第三者との比較可能な取引に適用されるものと実質的に同一の条件

（金利や担保を含む）で実行された取引から生じたものである。

エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーとその子会社、エイチエスビーシー・ホールディングス・

ピーエルシーおよびエイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー兄弟会社との間の取引

以下の取引には、エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーとその子会社に対する債権債務が含まれ

る。
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2008年 2007年

当期中

最高残高
(1)

当期末現在

残高
(1)

当期中

最高残高
(1)

当期末現在

残高
(1)

百万ポンド 百万ポンド

資産

トレーディング資産 36,824 27,184 40,138 40,138

デリバティブ 56,747 32,375 8,341 8,341

銀行に対する貸付金 4,982 2,521 5,026 3,798

顧客に対する貸付金 18,397 18,313 7,930 7,594

金融投資 851 851 － －

その他資産 － － － －

負債

トレーディング負債 19,690 11,479 16,153 13,567

銀行からの預金 21,560 21,560 12,695 10,827

顧客からの預金 11,876 11,580 11,470 11,470

デリバティブ 56,143 33,368 8,056 8,056

劣後債務 622 622 － －

保証 1,761 1,761 998 998

(1) 当期末残高および当期中最高残高の開示は、当期中の取引を表す最も有用な情報と考えられている。

以下の取引には、エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーとエイチエスビーシー・ホールディング

ス・ピーエルシーに対する債権債務が含まれる。

2008年 2007年

当期中

最高残高
(1)

当期末現在

残高
(1)

当期中

最高残高
(1)

当期末現在

残高
(1)

百万ポンド 百万ポンド

資産

トレーディング資産 214 53 37 7

デリバティブ － － － －

銀行に対する貸付金 － － － －

顧客に対する貸付金 137 56 60 33

金融投資 － － － －

その他資産 － － － －

負債

トレーディング負債 22 17 13 12

銀行からの預金 － － － －

顧客からの預金 3,680 3,398 3,289 2,919

デリバティブ － － － －

劣後債務 3,047 3,047 1,577 1,577

保証 － － － －

(1) 当期末残高および当期中最高残高の開示は、当期中の取引を表す最も有用な情報と考えられている。

以下の取引には、エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーとエイチエスビーシー・ホールディング

ス・ピーエルシー兄弟会社に対する債権債務が含まれる。
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2008年 2007年

当期中

最高残高
(1)

当期末現在

残高
(1)

当期中

最高残高
(1)

当期末現在

残高
(1)

百万ポンド 百万ポンド

資産

トレーディング資産 9,258 7,486 8,803 6,634

デリバティブ 43,907 23,192 5,335 5,255

銀行に対する貸付金 4,557 3,662 4,890 4,329

顧客に対する貸付金 3,085 3,085 982 982

金融投資 － － － －

その他資産 3,561 231 204 36

2008年 2007年

当期中

最高残高
(1)

当期末現在

残高
(1)

当期中

最高残高
(1)

当期末現在

残高
(1)

百万ポンド 百万ポンド

負債

トレーディング負債 23,613 23,613 19,497 16,272

銀行からの預金 5,980 3,146 4,323 4,200

顧客からの預金 1,418 378 1,850 1,147

デリバティブ 38,799 21,559 5,826 5,826

保証 931 931 113 70

(1) 当期末残高および当期中最高残高の開示は、当期中の取引を表す最も有用な情報と考えられている。

上記の残高は、通常の業務において、第三者との比較可能な取引に適用されるものと実質的に同一の条件

（金利や担保を含む）で実行された取引から生じたものである。

年金基金

2008年12月31日現在、グループの運用年金基金に係る管理サービスの手数料として、10.9百万ポンド

（2007年：15.9百万ポンド）がグループ会社によって稼得された。グループの年金基金により、281百万ポ

ンド（2007年：215百万ポンド）が銀行子会社に預金されている。

上記の残高は、通常の業務において、第三者との比較可能な取引に適用されるものと実質的に同一の条件

（金利や担保を含む）で実行された取引から生じたものである。

エイチエスビーシー・バンク（UK）年金制度（「制度」）は、負債のインフレおよび金利感応度を管理

するために、当行とスワップ取引を締結している。2008年12月31日現在、スワップの名目元本合計は、12,132

百万ポンド（2007年：10,543百万ポンド）で、スワップは当行に対して1,220百万ポンドの負の公正価値

（2007年：124百万ポンドの負の公正価値）を有しており、当行は、当該スワップに関して制度に1,682百万

ポンド（2007年：378百万ポンド）の担保を差し入れていた。すべてのスワップは、市場レートで標準の市

場のビッド／オファー・スプレッドの範囲内で実行された。

分散要件を満たすため、受託会社は当行と制度との間のスワップ取引に対し特別担保条項を求めている。

当該担保契約は、制度から当行へ担保を差し入れることはないと明記している。当行は、当行が契約を履行
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できなかった場合のスワップ取引再構築費用として十分であると受託会社が確信する金額を担保として制

度に差し入れる。契約条件に基づき、担保の増額が必要な場合、当行は日次で追加差入れを行い、担保の減額

については月次で当行に返済される。

上述の特別担保契約を除き、当行と制度との間のスワップ取引はすべて、第三者との比較可能な取引に適

用されるものと実質的に同一の条件で行われている。

43 後発事象

貸借対照表日の後、2008年12月31日現在の財務諸表に開示または調整が必要となる重要な事象は発生し

ていない。

2009年１月30日、エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシーは１ポンドの普通株式１株を

527百万ポンドで引き受け、これは当行の全額払込済普通株式に計上された。

2009年３月２日、取締役会において当財務諸表が承認され、その公表が許可された。

次へ 
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B. 2007年12月31日終了事業年度

① 連結損益計算書

12月31日に終了した事業年度

注記 2007年 2006年

百万ポンド 百万円 百万ポンド 百万円

受取利息 16,439 2,431,164 13,3391,972,705 

支払利息 (12,585)(1,861,196)(9,143)(1,352,158)

正味受取利息 3,854 569,968 4,196 620,546 

受取手数料 5,442 804,817 5,018 742,112 

支払手数料 (1,258) (186,046)(1,276)(188,708)

正味受取手数料 4,184 618,772 3,742 553,404 

トレーディング収益（正味受取利息を除

く）
1,698 251,117 1,699 251,265 

トレーディング活動による正味受取利息 1,789 264,575 927 137,094 

トレーディング純収益 3,487 515,692 2,626 388,359 

公正価値評価の指定を受けた金融商品から

の

純収益

4 126 18,634 59 8,726 

金融投資による純収益 552 81,635 239 35,346 

配当金 43 6,359 50 7,395 

正味保険料収入 5 1,921 284,097 317 46,881 

その他営業収益 307 45,402 480 70,987 

営業収益合計 14,474 2,140,560 11,7091,731,644 

正味発生保険金および保険契約者準備金の

変動
6 (1,674) (247,568) (91) (13,458)

正味営業収益（貸倒損失およびその他の信

用リスク引当金控除前）
12,800 1,892,992 11,6181,718,186 

貸倒損失およびその他の信用リスク引当金 (1,043) (154,249) (938) (138,721)

正味営業収益 11,757 1,738,743 10,6801,579,465 

従業員報酬および給付 8 (4,287) (634,004)(3,929)(581,060)

一般管理費 9 (2,872) (424,740)(2,354)(348,133)

有形固定資産の減価償却および減損 22 (422) (62,410) (410) (60,635)

無形資産の償却および減損ならびにのれん

の

減損

21 (142) (21,000) (151) (22,331)

営業費用合計 (7,723)(1,142,154)(6,844)(1,012,159)

営業利益 4,034 596,588 3,836 567,306 

関連会社および合弁事業における利益（損

失）持分
47 6,951 (40) (5,916)

税引前当期純利益 4,081 603,539 3,796 561,390 

法人所得税費用 11 (767) (113,432) (978) (144,636)

当期純利益 3,314 490,107 2,818 416,754 

親会社株主に帰属する利益 3,227 477,241 2,722 402,557 
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少数株主に帰属する利益 87 12,866 96 14,197 

② 連結貸借対照表

12月31日現在

注記 2007年 2006年

百万ポンド 百万円 百万ポンド 百万円

資産

現金および中央銀行預け金 7,146 1,056,822 3,618 535,066 

他行から回収中の項目 2,434 359,964 2,937 434,353 

トレーディング資産 15 153,20622,657,635 85,99412,717,653 

公正価値評価の指定を受けた金融資産 16 14,969 2,213,765 5,985 885,122 

デリバティブ 17 60,470 8,942,908 32,0904,745,790 

銀行に対する貸付金 31 60,764 8,986,388 44,4286,570,457 

顧客に対する貸付金 31 227,68733,672,630 200,41629,639,522 

金融投資 18 69,52810,282,496 42,3806,267,578 

関連会社および合弁事業における持分 20 118 17,451 923 136,502 

のれんおよび無形資産 21 9,877 1,460,710 9,251 1,368,130 

有形固定資産 22 4,119 609,159 4,408 651,899 

その他資産 24 5,936 877,875 4,454 658,702 

繰延税金資産 11 50 7,395 29 4,289 

前渡金および未収収益 5,976 883,791 3,847 568,933 

資産合計 622,28092,028,989 440,76065,183,996 

負債および資本

負債

銀行からの預金 31 48,786 7,214,962 38,5135,695,688 

顧客からの預金 31 268,26939,674,302 227,35033,622,792 

他行へ送金中の項目 1,975 292,083 2,428 359,077 

トレーディング負債 25 117,45417,370,272 52,0807,702,111 

公正価値評価の指定を受けた金融負債 26 15,659 2,315,810 9,460 1,399,039 

デリバティブ 17 61,539 9,101,003 32,7434,842,362 

発行済負債証券 31 50,921 7,530,707 38,0905,633,130 

退職給付債務 8 674 99,678 2,252 333,048 

その他負債 27 6,843 1,012,011 4,614 682,364 

当期未払税金 467 69,065 286 42,297 

保険契約に基づく負債 28 12,251 1,811,800 1,886 278,921 

未払費用および繰延収益 6,509 962,616 4,196 620,546 

引当金 29 427 63,149 402 59,452 

繰延税金負債 11 302 44,663 142 21,000 

劣後債務 30 5,205 769,767 5,380 795,648 

負債合計 597,28188,331,887 419,82262,087,476 
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資本

払込済株式資本 35 1,797 265,758 797 117,868 

資本剰余金勘定 36 15,4992,292,147 14,5582,152,983 

その他準備金 36 (221) (32,684) 78 11,535 

利益剰余金 36 7,348 1,086,696 4,966 734,422 

親会社株主に帰属する資本合計 24,4233,611,917 20,3993,016,808 

少数株主持分 36 576 85,185 539 79,713 

資本合計 24,9993,697,102 20,9383,096,521 

資本および負債合計 622,28092,028,989 440,76065,183,996 

SK グリーン、取締役会会長 

MF ゲーガン、取締役会副会長 

DDJ ジョン、最高経営責任者 

JH マッケンジー、取締役会秘書役

2008年３月３日

③ 連結認識収益費用計算書

12月31日に終了した事業年度

2007年 2006年

百万ポンド 百万円 百万ポンド 百万円

売却可能投資：

－資本に計上された評価（損）益 (964) (142,566) 258 38,156 

－減損控除後の処分に係る損益計算書への振

替
(501) (74,093) (179) (26,472)

キャッシュ・フロー・ヘッジ：

－資本に計上された損失 (71) (10,500) (64) (9,465)

－損益計算書への振替 33 4,880 (118) (17,451)

海外事業への純投資によって生じた換算差額 1,109 164,010 (617) (91,248)

関連会社および合弁事業における持分の変動 101 14,937 137 20,261 

退職後給付に係る数理上の利益 1,267 187,377 9 1,331 

974 144,045 (574) (84,889)

資本に直接計上された項目に係る税金 (311) (45,994) 29 4,289 

資本に直接計上された当期純利益（費用）合計 663 98,051 (545) (80,600)

当期純利益 3,314 490,107 2,818 416,754 

当期認識収益費用合計 3,977 588,159 2,273 336,154 

以下に帰属する当期認識収益費用合計：

－親会社株主 3,875 573,074 2,198 325,062 

－少数株主 102 15,085 75 11,092 

④ 連結キャッシュ・フロー計算書
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12月31日に終了した事業年度

注記 2007年 2006年

百万ポンド 百万円 百万ポンド 百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益 4,081 603,539 3,796 561,390 

調整：

－税引前利益に含まれる非現金項目 37 2,023 299,181 1,861 275,223 

－営業資産の変動 37 (56,617)(8,373,088)(26,052)(3,852,830)

－営業負債の変動 37 83,55112,356,357 39,3025,812,373 

－換算差額の消去
(1) (1,792) (265,019) 761 112,544 

－投資活動による純利益 (552) (81,635) (239) (35,346)

－関連会社および合弁事業における

（利益）損失持分
(47) (6,951) 40 5,916 

－関連会社からの（への）分配金 7 1,035 (50) (7,395)

－確定給付年金制度に対する拠出額 548 81,044 142 21,000 

－法人所得税支払額 (872) (128,960) (766) (113,284)

営業活動による純資金 30,330 4,485,504 18,7952,779,593 

投資活動に使用したキャッシュ・フロー

金融投資の購入 (71,980)(10,645,122)(46,621)(6,894,780)

金融投資の売却による収入 43,217 6,391,362 46,1186,820,391 

有形固定資産の購入 (578) (85,480) (628) (92,875)

有形固定資産の売却による収入 67 9,909 179 26,472 

のれんおよび無形資産の購入 (123) (18,190) (147) (21,740)

子会社の買収および持分の増加による純資

金

支出

9 1,331 7 1,035 

関連会社の買収および持分の増加による純

資金支出
(118) (17,451) (259) (38,304)

関連会社の処分による収入 982 145,228 270 39,930 

株式報酬取引に備えるためのHSBCホール

ディングス・ピーエルシーの株式の購入
182 26,916 142 21,000 

投資活動に使用した純資金 (28,342)(4,191,498)(939) (138,869)

財務活動に使用したキャッシュ・フロー

株式資本の発行 1,510 223,314 675 99,826 

劣後ローン実行額 59 8,726 1,207 178,503 

劣後ローン返済額 10 1,479 (411) (60,783)

株主への配当金支払額 (1,706) (252,300)(1,591)(235,293)

少数株主への配当金支払額 (7) (1,035) (9) (1,331)

財務活動に使用した純資金 (134) (19,817) (129) (19,078)

現金および現金同等物の正味増加 1,854 274,188 17,7272,621,646 

現金および現金同等物―1月1日現在 46,721 6,909,569 30,5154,512,863 
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現金および現金同等物に係る為替レート変

動の影響
2,660 393,387 (1,521)(224,941)

現金および現金同等物―12月31日現在 37 51,235 7,577,144 46,7216,909,569 

(1) 期首残高と期末残高との為替変動を消去して平均レートにするための調整。非合理的費用なしでは詳細を特定できない

ため、調整は項目ごとに行われるものではない。

⑤ 当行貸借対照表

12月31日現在

注記 2007年 2006年

百万ポンド 百万円 百万ポンド 百万円

資産

現金および中央銀行預け金 3,677 543,792 2,496 369,133 

他行から回収中の項目 1,377 203,645 1,367 202,166 

トレーディング資産 15 149,10222,050,695 62,7299,276,992 

公正価値評価の指定を受けた金融資産 16 3,439 508,594 － －

デリバティブ 17 46,3256,851,004 24,3613,602,748 

銀行に対する貸付金 31 32,0284,736,621 25,1213,715,145 

顧客に対する貸付金 31 150,64922,279,481 143,96421,290,836 

金融投資 18 13,8212,043,988 12,1351,794,645 

関連会社および合弁事業における持分 20 46 6,803 255 37,712 

子会社への投資 23 15,7542,329,859 14,5462,151,208 

のれんおよび無形資産 21 540 79,861 557 82,375 

有形固定資産 22 1,078 159,425 1,521 224,941 

その他資産 24 2,077 307,168 2,014 297,850 

繰延税金資産 11 515 76,163 873 129,108 

前渡金および未収収益 3,601 532,552 2,147 317,520 

資産合計 424,02962,709,649 294,08643,492,379 

負債および資本

負債

銀行からの預金 31 41,0616,072,511 29,1824,315,726 

顧客からの預金 31 184,89927,344,713 164,05424,261,946 

他行へ送金中の項目 1,056 156,172 1,019 150,700 

トレーディング負債 25 99,75514,752,767 35,2155,207,946 

公正価値評価の指定を受けた金融負債 26 8,082 1,195,247 4,736 700,407 

デリバティブ 17 47,5367,030,099 24,9673,692,370 

発行済負債証券 31 8,117 1,200,423 5,408 799,789 

退職給付債務 8 551 81,487 2,069 305,984 

その他負債 27 2,874 425,036 2,414 357,006 

当期未払税金 198 29,282 106 15,676 

未払費用および繰延収益 4,214 623,208 2,572 380,373 

引当金 29 163 24,106 105 15,528 
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繰延税金負債 11 2 296 33 4,880 

劣後債務 30 4,744 701,590 4,999 739,302 

負債合計 403,25259,636,938 276,87940,947,635 

資本

払込済株式資本 35 1,797 265,758 797 117,868 

資本剰余金勘定 36 15,4992,292,147 14,5582,152,983 

その他準備金 36 327 48,360 202 29,874 

利益剰余金 36 3,154 466,445 1,650 244,019 

資本合計 20,7773,072,711 17,2072,544,743 

資本および負債合計 424,02962,709,649 294,08643,492,379 

SK グリーン、取締役会会長 

MF ゲーガン、取締役会副会長 

DDJ ジョン、最高経営責任者 

JH マッケンジー、取締役会秘書役

2008年３月３日

⑥ 当行認識収益費用計算書

12月31日に終了した事業年度

2007年 2006年

百万ポンド 百万円 百万ポンド 百万円

売却可能投資：

－資本に計上された評価益 238 35,198 63 9,317 

－処分または減損に係る損益計算書への振替 (167) (24,698) 2 296 

キャッシュ・フロー・ヘッジ：

－資本に計上された利益 10 1,479 56 8,282 

－損益計算書への振替 19 2,810 (35) (5,176)

海外事業への純投資によって生じた為替差額 (10) (1,479) (1) (148)

退職後給付に係る数理上の利益（損失） 1,231 182,053 (10) (1,479)

1,321 195,363 75 11,092 

資本に直接計上された項目に係る税金 (364) (53,832) (42) (6,211)

資本に直接計上された当期純利益合計 957 141,531 33 4,880 

当期純利益 2,351 347,689 1,896 280,399 

親会社株主に帰属する当期認識収益費用合計 3,308 489,220 1,929 285,280 

⑦ 当行キャッシュ・フロー計算書

12月31日に終了した事業年度

注記 2007年 2006年
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百万ポンド 百万円 百万ポンド 百万円

営業活動（に使用された）によるキャッ

シュ・フロー

税引前利益 2,859 422,818 2,335 345,323 

調整：

－純利益に含まれる非現金項目 37 1,607 237,659 1,267 187,377 

－営業資産の変動 37 (44,754)(6,618,669)(13,812)(2,042,657)

－営業負債の変動 37 39,3635,821,394 21,4463,171,649 

－換算差額の消去
(1) (2,046)(302,583) (160) (23,662)

－投資活動による純利益 (167) (24,698) (48) (7,099)

－確定給付年金制度に対する拠出額 535 79,121 127 18,782 

－法人所得税支払額 (428) (63,297) (323) (47,768)

営業活動（に使用した）による純資金 (3,031)(448,255)10,8321,601,944 

投資活動（に使用した）によるキャッシュ

・フロー

金融投資の購入 (20,361)(3,011,188)(17,398)(2,572,990)

金融投資の売却による収入 19,0272,813,903 20,3153,004,385 

有形固定資産の購入 (307) (45,402) (373) (55,163)

有形固定資産の売却による収入 59 8,726 148 21,888 

のれんおよび無形資産の購入 (97) (14,345) (110) (16,268)

関連会社の買収/持分の増加による純資金

支出
(61) (9,021) (98) (14,493)

関連会社の処分による収入 298 44,071 46 6,803 

株式報酬取引に備えるためのHSBCホール

ディングス・ピーエルシーの株式の購入
26 3,845 84 12,423 

投資活動（に使用した）による純資金 (1,416)(209,412)2,614 386,584 

財務活動に使用したキャッシュ・フロー

普通株式の発行 1,510 223,314 675 99,826 

劣後ローン実行額 － － 1,110 164,158 

劣後ローン返済額 22 3,254 (400) (59,156)

配当金支払額 (1,706)(252,300)(1,591)(235,293)

財務活動に使用した純資金 (174) (25,733) (206) (30,465)

現金および現金同等物の正味（減少）増加 (4,621)(683,400)13,2401,958,064 

現金および現金同等物―1月1日現在 26,4853,916,867 14,0532,078,298 

現金および現金同等物に係る為替レート変

動の影響
728 107,664 (808) (119,495)

現金および現金同等物―12月31日現在 37 22,5923,341,131 26,4853,916,867 

(1) 期首残高と期末残高との為替変動を消去して平均レートにするための調整。非合理的費用なしでは詳細を特定できない

ため、調整は項目ごとに行われるものではない。

次へ 
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財務諸表注記

1 表示の基礎

(a) 国際財務報告基準の準拠

グループは、連結財務諸表および親会社の財務諸表を欧州連合（「EU」）が承認している国際財務報告

基準（「IFRS」）に準拠して作成している。EU承認のIFRSは、ある時点で新規または改訂版のIFRSをEUが承

認しない限り、国際会計基準審議会（「IASB」）が公表しているIFRSとは異なる可能性がある。2007年12月

31日現在、2007年12月31日に終了した事業年度に有効となる連結財務諸表および親会社の財務諸表に影響

を及ぼす未承認の基準はなく、グループへの適用に関してEU承認のIFRSとIASB公表のIFRSとの間に差異は

ない。よって、2007年12月31日に終了した事業年度のグループの財務諸表は、IASB公表のIFRSに従って作成

されている。

IFRSは、IASBおよびその前身団体が公表している会計基準と国際財務報告基準解釈指針委員会

（「IFRIC」）およびその前身団体が公表している解釈指針を含んでいる。

グループの財務諸表を作成する際に適用された重要な会計方針は、以下の注記２に記載されている。

2007年１月１日に、グループはIFRIC第10号「期中財務報告および減損」を適用した。当該解釈指針の適

用は、連結財務諸表に重要な影響を及ぼさなかった。

2007年度中に、グループは追加セグメントとして「その他」を含めるために事業セグメントの表示を変

更した。過年度の比較データはすべて、当事業年度の表示と一致させるために修正再表示されている。これ

に関する追加情報は注記２(c)に記載されている。

(b) 情報の表示

グループの財務諸表と共に親会社の財務諸表を公表するに当たり、グループは1985年会社法第230条の免

除規定を利用し、承認された財務諸表の一部を形成する個別の損益計算書および関連する注記を表示して

いない。

グループは1993年パートナーシップおよび無限責任会社(勘定)規定、レギュレーション７に基づいて、グ

ループが連結している一部のパートナーシップについて、IFRSに準拠した個別財務諸表の表示を免除され

ている。

本書の17ページから22ページ（訳注：原文のページ数である）に記載されている監査済みの資本管理に

関する情報も、財務諸表の一部を形成している。

(c) 連結

エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーの連結財務諸表は、12月31日までの当行および当行の子会

社の財務諸表を含んでいる。新たに取得された子会社は、グループに支配権が移転した日から連結対象とな

る。グループによる子会社の取得は、パーチェス法を用いて会計処理されている。取得原価は、取引日におけ

る対価の公正価値で測定され、当該取得に直接関連する費用が加算される。取得された識別可能資産、負債

および偶発債務は、取得日の公正価値で測定される。取得原価が取得された識別可能資産、負債および偶発

債務におけるグループの持分の公正価値を超過する場合、当該超過分はのれんとして計上される。取得原価
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が、要求されている事業の識別可能資産、負債および偶発債務におけるグループの持分の公正価値を下回る

場合、差額が損益計算書に直ちに認識される。グループが支配している事業体は、支配が停止される日まで

連結対象である。

特別目的会社（「SPE」）については、以下のような場合にグループが実質的な支配権を有していると見

なされ、連結される。

・　SPEの活動が個別の事業のニーズに合わせてグループのため行われており、当該SPEの事業活動によっ

てグループが利益を得ている。

・　グループがSPEの活動による利益の大部分を得るための意思決定権を有しているか、自動操縦型の経営

管理により、そのような意思決定権を委任している。

・　グループがSPEの利益の大部分を得る権利を有しており、その結果、SPEの活動に伴うリスクに晒される

可能性がある。

・　　グループがSPEもしくはその資産に関連する残余リスクまたは所有リスクの大部分を、SPEの活動から

利益を得るために保有している。

グループ間取引はすべて、連結時に消去される。

グループの連結財務諸表は、合弁事業および関連会社の損益および剰余金に対するグループの持分も含

んでいる。グループの財務諸表は12月31日より前の３ヶ月以内の財務諸表に基づいており、同日からグルー

プの報告日までに発生した重要な取引または事象の影響が反映されている。

(d) 今後適用される基準

IASBが公表し、EUが承認した基準および解釈指針

IAS第14号「セグメント報告」と差し換えられるIFRS第８号「事業セグメント」は、2006年11月30日に公

表され、2009年１月１日以降に開始する事業年度から適用となる。この基準は、最高意志決定者が経営上の

意思決定をする際に用いる事業体の構成要素の情報に基づいて、事業体が事業セグメントに関する情報を

どのように報告すべきかについて規定している。グループは現在、IAS第14号に従って、グループの事業管理

方法を反映させた２つのセグメント（地域別セグメントおよび顧客グループに基づくセグメント）を表示

している。IFRS第８号は2009年１月１日を以ってグループに適用される予定であり、その時点で経営上の意

思決定を行う際に用いる事業セグメントを反映させたセグメント情報を表示する予定である。

IFRIC第11号「グループおよび自己株式取引」は2006年11月２日に公表され、2007年３月１日以降開始さ

れる事業年度に適用されている。IFRIC第11号は、事業体が自己の持分金融商品の対価として商品あるいは

サービスを受け取る場合、その持分金融商品がどのように入手されたかに関わらず、当該取引を持分決済型

の株式報酬取引として会計処理することを要求している。当該解釈指針はまた、商品またはサービスの提供

者が提供先の親会社の持分金融商品を受け取る株式報酬取引を財務諸表において現金決済型取引として会

計処理すべきか、あるいは持分決済型取引として会計処理すべきかについてもガイダンスを提供している。

当該解釈指針は2008年１月１日を以って適用される予定であり、グループへの影響については現在評価中

である。

IASBが公表した基準および解釈指針のうち、EUが承認していないもの
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2007年３月29日に、IASBはIAS第23号（改訂版）「借入費用」を公表した。この基準は2009年１月１日以

降開始される事業年度に適用される。IAS第23号（改訂版）は、借入費用が適格資産の取得、建設または製造

を直接の発生原因とする範囲で、当該借入費用を費用として即時認識するという選択肢を削除している。当

該基準（改訂版）の適用がグループの業績に重要な影響を及ぼすことはないとみられる。

IFRIC第12号「サービス譲与契約」（「IFRIC第12号」）は2006年11月30日に公表され、2008年１月１日

以降開始される事業年度に適用される。IFRIC第12号は、民間運営会社が公共サービスを提供するために政

府またはその他の公共部門と締結するサービス譲与契約についてガイダンスを提供している。IFRIC第12号

は、運営会社がどのように既存のIFRSを適用してサービス譲与契約の引受債務および権利を会計処理すべ

きかについて述べている。IFRIC第12号がグループに重要な影響を及ぼす可能性は低い。

IFRIC第13号「カスタマー・ロイヤルティー・プログラム」（「IFRIC第13号」）は2007年６月28日に公

表され、2008年７月１日以降開始される事業年度に適用される。IFRIC第13号は、顧客が商品またはサービス

を購入した際に、当該顧客に賞品クレジット（「ポイント」と呼ばれることが多い）を付与する会社が、顧

客のポイントと引き換えに無料あるいは割引価格で商品またはサービスを提供する義務をどのように会計

処理すべきかについて取り扱っている。IFRIC第13号は、会社が当初販売の受取額の一部を賞品クレジット

に割り当てた上で、商品またはサービスを提供する義務を履行した場合にのみ、これらの受取額を収益とし

て認識するよう要求している。グループは当該解釈指針の影響について、現在評価中である。

IFRIC第14号「IAS第19号－確定給付資産の制限、最低積立要件およびそれらの相互関係」（「IFRIC第14

号」）は2007年７月５日に公表され、2008年１月１日以降開始される事業年度に適用される。IFRIC第14号

は、確定給付制度からの払い戻しおよび将来的な拠出の減少が、正味確定給付資産を認識するために事業体

にとって有効であるとみなされる状況についてガイダンスを規定している。さらに、最低積立要件および当

該制度から会社が回収できる金額に対する制限が設けられている管轄地においては、払い戻しまたは拠出

の減少のいずれかにより、追加負債の認識が必要になる可能性がある。IFRIC第14号がグループに重要な影

響を及ぼすことはないとみられる。

IAS第１号（改訂版）「財務諸表の表示」は2007年９月６日に公表され、2009年１月１日以降開始される

事業年度に適用される。当該基準（改訂版）は、財務諸表の利用者の財務諸表に表示された情報を分析し比

較する能力を向上させることを目的としている。当該基準（改訂版）の適用が、グループの連結財務諸表に

報告された業績に影響を及ぼすことはないが、グループの業績および財政状態の表示は一部変更される。

2008年１月17日に、IASBはIFRS第２号「株式報酬」の改訂を公表した。当該改訂は2009年１月１日以降開

始される事業年度に適用され、権利確定条件が勤務条件と業績条件のみから構成されていることを明確化

している。また、権利確定条件以外の条件を満たせない場合の会計処理についても規定している。当該改訂

の適用がグループの連結財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性は低い。

IFRS第３号（改訂版）「企業結合」およびIAS第27号（改訂版）「連結および個別財務諸表」は、2008年

１月10日に公表された。これらの基準の改訂は、取得日が2009年７月１日以降開始される最初の年次財務報

告期間の期首以降である企業結合に対して、将来に向けて適用される。当該基準における主な変更点は以下

のとおりである。

・　取得関連費用は、発生年度の損益計算書上で費用として認識される。

・　支配を取得する以前に保有していた株式持分は、支配を取得した時点で公正価値により再測定され、利

益または損失は損益計算書に認識される。

・　子会社における親会社の所有持分の変動によって支配の変更が生じることがない場合、当該取引は株
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主間取引として処理され、資本に計上される。

・　取得した事業体の非支配持分（以前は少数株主持分と称していた）を測定する際に、取引ごとに、公正

価値あるいは取得した事業体の正味識別可能資産に対する非支配持分割合相当額のいずれかを選択

することができる。

当該変更がグループの業績および財政状態に及ぼす影響は、2010年１月１日以降の企業結合の発生頻度

および時期によって決まる。

2008年２月14日に、IASBはIAS第32号「金融商品：表示」およびIAS第１号「財務諸表の表示」の改訂－

「プット可能な金融商品および清算時に生じる債務」を公表した。当該改訂は、2009年１月１日以降開始さ

れる事業年度に適用される。グループは当該改訂の連結財務諸表への影響について、現在評価中である。

2 重要な会計方針

(a) 受取利息および支払利息

トレーディング目的保有に分類された金融商品、または公正価値評価の指定を受けた金融商品を除くす

べての利付金融商品（グループが発行した負債および関連するデリバティブは除く）の受取利息および支

払利息は、実効金利法を用いて、損益計算書上の「受取利息」または「支払利息」に認識される。実効金利

法は、金融資産または金融負債（金融資産グループまたは金融負債グループ）の償却減価を計算し、受取利

息または支払利息を関連期間に分配する方法である。

実効金利は、金融商品の予想有効期間もしくは必要に応じてそれより短い期間にわたる見積現金受取額

または支払額を金融資産または金融負債の正味帳簿価額に割り引いた利率である。実効金利を計算する際

に、グループは金融商品に関するすべての契約条件（将来の貸し倒れは含まない）を考慮に入れたキャッ

シュ・フローを見積もっている。この計算には、取引費用およびその他のプレミアムおよびディスカウント

を含む実効金利の重要な一部であるグループのすべての支払額または受取額が考慮されている。

減損金融資産に対する利息は、減損引当金控除後の当該金融資産の帳簿価額に当初の実効金利を適用す

ることにより計算されている。

(b) 非利息収益

受取手数料

グループは、顧客に様々なサービスを提供することにより、手数料を受け取っている。受取手数料は以下

のとおり、会計処理される。

－重要な業務の実行により稼得した収益は、当該業務の完了時に収益認識される。（例：株式またはそ

の他有価証券の取得に関する契約等、第三者のための取引交渉手数料または交渉参加手数料）

－サービスの提供により稼得した収益は、サービス提供時に収益認識される。（例：資産管理、ポート

フォリオおよびその他の管理に関するアドバイザリーおよびサービス手数料）

－金融商品の実効金利の重要な一部を形成する収益は実効金利の調整として認識され、（例：特定の貸

出契約手数料）「受取利息」に計上される。（注記2(a)）

公正価値評価を指定されている金融商品の純利益
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「公正価値評価を指定されている金融商品の純利益」には、損益を通じて公正価値評価することを指定

されている金融資産および金融負債の公正価値の変動によるすべての損益が含まれている。当該勘定は、こ

れらの金融商品から生じる受取利息、支払利息ならびに配当金を含むが、発行済負債証券および発行済負債

証券とともに管理されているデリバティブは含まない。これらの金融商品に対する利息は、「正味受取利

息」として表示される。

トレーディング純利益

トレーディング純利益は、トレーディング目的で保有されている金融資産および金融負債の公正価値の

変動によるすべての損益、ならびに関連する受取利息、支払利息、配当金を含んでいる。

配当金

配当金は、配当を受け取る権利が確定した際に認識される。持分証券については、配当落日に権利確定す

る。

(c) セグメント報告

グループは、英国、欧州大陸、その他諸国の３つの地域に分類され、以下７つの事業セグメントを通じて事

業を管理している。７つの事業部門とは、英国個人向け金融サービス、英国コマーシャル・バンキング、英国

グローバル・バンキング・アンド・マーケット、インターナショナル・バンキング、フランス、プライベー

ト・バンキング、HSBCトリンカウス・アンド・ブルクハルトである。「その他」セグメントは、その他の事

業セグメントのいずれにも割り当てられない活動、事業ならびに収益および費用の発生源で構成されてい

る。「その他」セグメントは、グループが発行し公正価値評価の指定を受けた負債証券の公正価値の変動お

よびグループが発行した外貨建て持分金融商品の為替変動を含んでいる。セグメント収益および費用は、地

域間の振替および事業セグメント間の振替を含んでいる。これらの振替は、独立企業間原則に従って実施さ

れている。

(d) 公正価値の決定

すべての金融商品は当初は公正価値で認識される。通常の業務過程において、当初認識時の公正価値は取

引価格（すなわち、支払対価または受取対価の公正価値）である。しかし、特定の状況においては、当初の公

正価値は、同様の商品（修正またはリパッケージ商品を除く）のその他の観測可能な現行市場取引または

金利イールド・カーブ、オプションのボラティリティおよび為替レートといった観測可能な市場データの

みを変数として用いる評価手法に基づく。これらの証拠が存在する場合、グループは、金融商品取引開始時

のトレーディング損益を認識する。観測不可能な市場データが金融商品の評価に重要な影響を及ぼす場合、

取引価格と当該評価モデルによって示される公正価値の当初の差額のすべては、損益計算書に直ちに認識

されるのではなく、取引期間にわたり適切な基準に基づいて認識されるか、データが観測可能となった時点

または、当該取引が満期を迎えるか、グループが相殺取引を行う場合は終了する時点で損益計算書に認識さ

れる。

当初認識後、金融商品の活発な市場における公正価値は、資産については買値で、発行済負債については

売値で算定される。独立の価格が入手不可能な場合には、観測可能な市場データを参照する評価手法を用い

EDINET提出書類

エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー(E22630)

有価証券届出書（通常方式）

569/794



て公正価値が決定される。このような評価手法には、市場の観測可能な価格が存在する類似商品との比較、

割引キャッシュ・フローの分析、オプション価格モデルおよび市場参加者が一般的に利用するその他の評

価モデルが含まれる。金融商品は、現行の市場取引あるいは観測可能な市場データからの価格以外の仮定に

基づく評価手法によって、公正価値の全体または一部が決定されている。

評価手法を用いて公正価値を算定する場合、ビッド/オファー・スプレッド、信用プロファイルおよび評

価モデルの不確実性等の要因を状況に応じて考慮している。評価手法は、評価においてその他の市場参加者

が利用する仮定（金利イールド・カーブ、為替レート、ボラティリティ、期前返済率および債務不履行率に

関する仮定を含む）を取り入れている。金融商品のポートフォリオに活発な市場における市場価格が存在

する場合、当該金融商品の公正価値はユニット数と市場価格の積として表され、大量保有による割引は適用

されない。

公正価値で測定される金融資産の公正価値が負の値となれば、正の値になるまで金融負債が計上され、そ

の時点で金融資産として計上される。

金融負債の公正価値は、市場価格（入手可能な場合）または評価手法を用いて測定される。これらの公正

価値は、グループの負債の信用力に関する市場参加者の評価を含む。信用リスクの変動に起因する公正価値

評価の指定を受けた金融負債および貸付金の公正価値の期中および累積変動額は、市場リスクを発生させ

る市況の変化に起因しない公正価値の変動額として算定される。

(e) 銀行および顧客に対する貸付金

銀行および顧客に対する貸付金は、短期間での売却を意図していないグループの貸付金を含んでいる。こ

れらは、売買目的に分類されておらず、損益を通じた公正価値評価の指定も受けていない貸付金である。貸

付金は借り手に現金が引き渡された時点で認識される。貸付金は借り手が債務を返済した場合や貸付金が

売却または償却された場合、あるいは所有に伴うリスクおよび便益の大半が移転した場合に認識が中止さ

れる。貸付金は公正価値に直接帰属する取引費用を加えた金額で当初は認識され、その後、減損控除後の実

効金利法を用いた償却原価で測定される。公正価値ヘッジとして指定され、適格であると判断されたデリバ

ティブによって貸付金がヘッジされている場合、ヘッジされた貸付金の帳簿価額は、ヘッジ対象リスクのみ

に関する公正価値調整額を含んでいる。

(f) 貸付金の減損

減損損失は、貸付金または貸付金ポートフォリオが減損しているという客観的な証拠がある場合に、直ち

に認識される。減損は、個別貸付金および集合的に評価される貸付金のグループについて算定されている。

減損は、損益計算書に費用として計上される。貸借対照表上の減損貸付金の帳簿価額は、減損引当金の計上

によって減額される。将来の事象から予想される損失は、認識されない。

個別に評価される貸付金

個別に重要とみなされるすべての貸付金について、各貸借対照表日にグループは、貸付金が減損している

という客観的証拠の有無について個別の評価を行っている。減損の客観的証拠が存在する貸付金の減損は、

以下の要因を考慮して決定されている。

－顧客に対するグループのエクスポージャー総額
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－顧客のビジネス・モデルの実行可能性、財政困難な状況下で取引を成功させる能力、債務を弁済する

ための充分なキャッシュ・フローの有無

－現地通貨を用いていない場合、貸付金の通貨で調達し、支払を行う借り手の能力

－予測される受取および回収の金額および時期

－グループより優先順位が上位または同位のその他の債権者のコミットメントの範囲、およびその他の

債権者が会社を継続的に支援する可能性

－債権者の請求総額および優先順位を決定する際の複雑性、ならびに法的事項および保険に関する不確

実性が明確になっている範囲

－担保(またはその他の信用補完)の実現可能価額および担保権実行の成功の可能性

－清算または破産時の分配金の予測受取可能額 

－回収費用による貸付金残高の予測減少額

－入手可能であれば、負債の流通市場価格

減損損失は、貸付金の当初の実効利率で割り引かれた予想将来キャッシュ・フローの現在価値を現在の

帳簿価額と比較することにより計算され、損失は損益計算書に計上される。貸借対照表上の減損貸付金の帳

簿価額は、引当金を取り崩すことによって減額される。

集合的に評価される貸付金

減損の集合的評価は以下の２つのシナリオに基づいて行われる。

－個別評価の対象となる貸付金において、発生しているが未だ特定されていない損失を補償する場合

－個別に重要とみなされない同種の貸付金グループの場合

発生しているが未だ特定されていない減損

個別評価の結果、損失の証拠が明確に特定されなかった貸付金は、集合的な損失を計算する目的で、信用

リスク特性に従ってグループ化される。これは、貸借対照表日に存在するリスク状況の結果、発生している

可能性があり、信頼性を持って見積ることができる減損を反映している。これらの損失は、将来においての

み個別に特定される。グループ内の個別の貸付金に関して損失を特定する情報が入手された場合は、それら

の貸付金は直ちに当該グループから取り除かれ、個別に減損を評価される。

集合的な減損に対する引当金は以下を考慮して決定される。

－同様の信用リスク特性(産業部門、リスク格付または商品セグメント等)を有するポートフォリオの過

去の損失実績

－減損の発生からその損失が特定され個別の貸付金に対して適切な引当金が設定されるまでの見積期

間

－現在の経済および信用状況に基づく実際の固有の損失が過去の実績によって示される損失を上回る、

あるいは下回る可能性についての経営陣の経験に基づく判断。

損失の発生から特定までの見積期間は、特定されたポートフォリオごとに地域の経営陣が決定する。

EDINET提出書類

エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー(E22630)

有価証券届出書（通常方式）

571/794



同種の貸付金グループ

多数の比較的少額の資産がポートフォリオ・アプローチを用いて管理されている場合、　減損引当金を算

定するために、以下の２つの方法が用いられている。

－適切かつ経験に基づく情報が入手可能な場合、グループはロール・レート法を用いている。この方法

は、同種の貸付金ポートフォリオ内の貸付金の延滞に基づいて、債務不履行および結果的損失額の実

績に関する統計分析を取り入れている。固有の損失を補償するために必要な減損引当金の適切な水準

を計算する際には、その他の過去のデータおよび現在の経済状況の評価も行われる。特定の成熟した

市場においては、破産や債務の再編等の統計に示される財務活動および管理の状況を考慮したモデル

が用いられる。

－ポートフォリオの規模が小さい場合やロール・レート法を用いるための充分な情報が得られない、あ

るいは情報が信頼できない場合、顧客の貸付金の延滞期間が長くなるにつれて徐々に高い損失率を割

り当てるという定型的アプローチが用いられる。損失率はポートフォリオの割引将来キャッシュ・フ

ローを反映しており、過去の損失実績に基づいている。

通常、各ポートフォリオに固有の損失を評価するために最も客観的で適切な情報は、過去の実績である。

経済状況や法規制の変化等により、過去の損失実績からは貸借対照表日現在の特定のポートフォリオに固

有の損失について関連性のある情報が得られない場合、経営陣は統計モデルに十分に反映されない可能性

のあるポートフォリオ・リスク要因の最近の傾向を考慮し、適宜、減損引当金を調整している。

ロール・レート、損失率および見積将来回収時期は適切性を確保するために、定期的に実際の結果と比較

している。

減損の戻入

減損損失が減損認識後の期間に減少し、その減少を、減損が認識された後に発生した事象に客観的に関連

付けることができる場合、減損引当金を相当額減少させることによって超過分が戻し入れられる。戻入額は

損益計算書に計上される。

貸付金と引換えに取得した資産

順当な回収の一部として貸付金と引換えに取得した非金融資産は、売却目的資産として「その他資産」

に計上される。取得した資産は、取引日における公正価値（売却費用控除後）または貸付金の帳簿価額（減

損引当金控除後）のいずれか低い方の金額で計上される。売却目的資産に関する減価償却は費用計上しな

い。その後の売却費用控除後の取得資産の公正価値への評価減は、損益計算書の「その他営業収益」に認識

される。また、その後の売却費用控除後の公正価値の増加についても、評価減の累計額を上限として、処分に

係る実現損益と共に「その他営業収益」に認識される。

貸付金の償却

貸付金および関連する減損引当金は、担保価値でカバーされていない貸付金の場合には貸付金残高を回

収できる見通しがほとんどない場合、また担保付貸付金の場合には担保の処分代金が回収できた後に、通

常、その一部または全額を償却する。
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条件緩和貸付金

契約条件が緩和された集合的に減損を評価される貸付金は、新しい契約条件のもとで最低支払件数が満

たされた時点で、延滞とみなされず新規の貸付金として会計処理される。契約条件が緩和された個別に減損

を評価される貸付金については、これらが継続的に減損しているか延滞しているかについて判断するため

に継続的なレビューが行われる。条件緩和貸付金として分類されている貸付金の帳簿価額については、満期

または認識が中止されるまで当該分類を維持する。

(g) トレーディング資産およびトレーディング負債

短期国債、負債証券、株式、貸付金、預金、発行済負債証券および有価証券のショート・ポジションは、主に

短期間での売却または買戻しを目的として取得される場合、あるいは共に管理される特定された金融商品

ポートフォリオの一部を形成し、直近の短期的な利益獲得パターンの証拠がある場合、トレーディング目的

に分類される。これらの金融資産また金融負債は、取引日（グループが相手先と有価証券の売買に関する契

約を締結した日）に認識され、通常、売却された日（資産の場合）または消滅した日（負債の場合）に認識

が中止される。当初は公正価値で測定され、取引費用は損益計算書に計上される。その後、公正価値は再測定

され、公正価値の変動による損益はすべて「トレーディング純利益」として発生時に損益計算書に認識さ

れる。

(h) 公正価値評価の指定を受けた金融商品

トレーディング目的以外の金融商品は、下記の条件のうちの１つ以上を満たしている場合にこのカテゴ

リーに分類され、経営陣により同様に指定される。グループは、以下の場合に公正価値評価を指定している。

(ⅰ) 異なる基準で金融資産または金融負債の評価や関連する損益の認識を行うことから生じる可能性

のある評価または認識の不一致を取り除く、あるいは大幅に削減する場合。この基準のもとでグ

ループが指定する主な金融商品の種類は以下のとおりである。

－長期負債証券－特定の発行済固定金利長期負債証券および劣後債務の支払金利は、文書化され

た金利リスク管理戦略の一環である固定受取／変動支払の金利スワップに適合している。発行

済負債証券が償却原価で会計処理された場合には会計上のミスマッチが生じるが、これは、関

連するデリバティブが公正価値で測定され、公正価値の変動は損益計算書を通じて計上される

ためである。長期債務の公正価値評価を指定することによって、その公正価値の変動は損益計

算書に認識されることになる。

－投資契約に基づく金融資産および金融負債－連動する契約に基づく顧客に対する負債は、連動

するファンドに保有されている資産の公正価値に基づいて決定され、公正価値の変動は損益計

算書に認識される。顧客の負債に関連する金融資産が公正価値評価の指定を受けていない場

合、売却可能に再分類され、公正価値の変動は資本に直接計上される。これらの金融商品は公正

価値に基づいて管理されており、管理情報も同様の基準で作成されている。投資契約における

金融資産および負債が公正価値評価の指定を受けることで、公正価値変動額を損益計算書上で

認識し、これらを同一の項目に表示することができる。

EDINET提出書類

エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー(E22630)

有価証券届出書（通常方式）

573/794



(ⅱ) 文書化されたリスク管理または投資戦略に従って公正価値に基づいて金融資産グループ、金融負

債グループまたはこれら双方の管理および業績評価を行い、当該金融商品グループに関する情報

が同様の基準で経営陣に報告される場合。この基準のもとで公正価値評価の指定を受ける主な金

融商品の種類は、保険契約による負債を弁済するために保有される金融資産である。グループは当

該資産を管理するための文書化されたリスク管理および投資戦略を有している。これらは市場リ

スクを軽減するように資産と負債の関係を維持することが考慮されている。資産の公正価値につ

いて、経営陣に対する報告書が提出されている。公正価値による評価は、適切な規定に基づく保険

事業の報告要件にも準拠している。

(ⅲ) 特定の発行済負債および保有負債証券等の金融商品から生じるキャッシュ・フローを大幅に修正

する１つ以上の組込デリバティブを含む金融商品に関連している場合。

公正価値評価の指定は、一度行われると取消が不可能である。指定を受けた金融資産および金融負債は、

グループが相手先と契約上の取り決めを行った日（通常は取引日）に認識され、通常、売却された日（資産

の場合）または消滅した日（負債の場合）に認識が中止される。当初は公正価値で測定され、取引費用は損

益計算書に直接計上される。その後、公正価値は再測定され、公正価値評価の指定を受けている発行済負債

証券に対する支払利息を除いて、公正価値の変動による損益は「公正価値評価の指定を受けた金融商品に

よる純利益」に認識される。

(i) 金融投資

継続的な保有が意図されている短期国債、負債証券、株式で、公正価値評価の指定を受けていないもの

（注記２(h)）は、売却可能または満期保有目的に分類される。金融投資は取引日（グループが相手先と有

価証券の売買に関する契約を締結した日）に認識され、一般的に当該有価証券が売却された場合または借

り手が債務を返済した場合に認識が中止される。

(ⅰ) 売却可能有価証券は、当初は、公正価値に直接帰属する付加的取引費用を加えた金額で評価され

る。その後、公正価値による再評価が行われ、公正価値の変動は当該有価証券が売却されるか減損

するまで「売却可能準備金」として資本に認識される。売却可能有価証券が売却された場合は、過

年度に資本に認識されていた損益の累計額は「金融投資による純利益」として損益計算書に認識

される。

売却可能有価証券の受取利息は、実効金利法を用いて当該資産の見積有効期間にわたる算定によ

り認識される。満期のある投資有価証券を購入することにより発生するプレミアムやディスカウ

ントは実効金利の計算に含められる。配当金は、受け取る権利が確立した時点で損益計算書に認識

される。

各貸借対照表日において、金融資産または金融資産グループの価値に減損の客観的な証拠がある

かどうかが評価される。一般的に、資産または資産グループから生じる将来キャッシュ・フローへ

の悪影響を確実に見積ることが可能な場合に減損評価は行われる。売却可能有価証券が減損して

いる場合、累積損失（資産の取得原価（元本返済額および償却額控除後）と現在の公正価値の差

異から過年度に損益計算書に認識されていた当該資産の減損を控除した金額として算定されてい

る）は資本から控除され、損益計算書に認識される。減損戻入額はその金融商品の性質に応じて対

照的な処理を行う。

－ 売却可能に分類された負債証券の公正価値がその後の期間に増加し、その増加を減損が損益
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計算書上で認識された後に生じた事象に客観的に関連付けることができる場合、当該減損は損

益計算書を通じて戻し入れられる。

－ 損益計算書に認識されている持分金融商品の減損は、損益計算書を通じて戻し入れられるこ

とはない。

(ⅱ) 満期保有目的投資は、グループが満期まで保有する積極的な意図および能力を有し、固定または確

定的な支払および固定満期がある非デリバティブ金融資産である。満期保有目的投資は、当初は公

正価値に直接帰属する取引費用を加算した金額で評価され、その後、減損控除後の実効金利法を用

いた償却原価で測定される。

(j) 売戻および買戻契約（株式貸借契約を含む）

事前に決められた価格で買い戻すことを条件に売却される有価証券（レポ取引）は貸借対照表に計上さ

れ、受取対価は負債に計上される。売り戻すことを条件に購入される有価証券（リバース・レポ取引）は貸

借対照表上で認識されることはなく、支払対価は「銀行に対する貸付金」または「顧客に対する貸付金」

のいずれかに計上される。売戻価格と買戻価格の差異は利息として会計処理され、契約期間にわたり認識さ

れる。

証券貸借取引は通常、有価証券あるいは現金の支払または受取により担保されている。これらの契約に基

づく相手先への有価証券の譲渡は通常は貸借対照表に反映されない。支払現金担保は資産として、受取現金

担保は負債としてそれぞれ計上される。

借入有価証券は貸借対照表に認識されることはない。第三者へ売却された場合は、当該有価証券の返済義

務がトレーディング負債に計上され、公正価値による評価が行われるとともに、公正価値の変動による損益

が「トレーディング純利益」に計上される。

(K) デリバティブおよびヘッジ会計

デリバティブは当初は公正価値で認識され、その後、公正価値で再評価される。上場デリバティブの公正

価値は市場価格から入手される。店頭取引デリバティブの公正価値は割引キャッシュ・フロー・モデルや

オプション価格モデル等の評価手法を用いて決定される。

転換社債に転換オプションが組み込まれるように、その他の金融商品にデリバティブが組み込まれるこ

とがある。組込デリバティブは、その経済的特徴およびリスクを主契約のものと明確かつ密接に関連付ける

ことができず、個別の契約に含まれていた場合には組込デリバティブの条件が独立のデリバティブの定義

を満たし、組み合わされた契約がトレーディング目的で保有されたり、損益を通じた公正価値評価の指定を

受けたりしていない場合に個別のデリバティブとして扱われる。これらの組込デリバティブは公正価値で

評価され、公正価値の変動は損益計算書に認識される。

デリバティブは、公正価値が正の場合は資産に、負の場合は負債に分類される。異なる取引から生じるデ

リバティブ資産および負債は、同様の取引相手との取引であり、相殺する法的権利が存在し、当事者が

キャッシュ・フローを純額で決済することを意図している場合に限り相殺される。

公正価値による損益の認識方法は、デリバティブがトレーディング目的であるか、またはヘッジに指定さ

れているかによって異なり、後者の場合は、ヘッジ対象のリスクの性質に基づいて認識される。トレーディ

ング目的保有デリバティブの公正価値の変動によるすべての損益は、損益計算書に認識される。グループは
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ヘッジに指定されたデリバティブを、(i) 認識資産または負債、もしくは確定契約の公正価値変動に対する

ヘッジ（「公正価値ヘッジ」）、(ⅱ) 認識資産または負債もしくは予定取引によって発生する可能性の高

い将来キャッシュ・フローの変動に対するヘッジ（「キャッシュ・フロー・ヘッジ」）、または（ⅲ）海

外事業への純投資のヘッジ（「純投資ヘッジ」）のいずれかに分類している。ヘッジ会計は、一定の基準を

満たしていることを条件に、公正価値ヘッジ、キャッシュ・フロー・ヘッジ、純投資ヘッジのヘッジ手段と

して指定されたデリバティブに適用される。

ヘッジ会計

ヘッジの開始時点で、グループはヘッジ手段とヘッジ対象の関係、およびヘッジの引受けに対するリスク

管理目的および戦略を文書化している。グループはまた、ヘッジ開始時点からその後も継続してヘッジ取引

で使用されたデリバティブが、ヘッジ対象の公正価値またはキャッシュ・フローのリスクに起因する変動

を極めて有効に相殺するかどうかに関する評価を文書化している。適格ヘッジの利息は「正味受取利息」

に計上される。

公正価値ヘッジ

公正価値ヘッジとして指定され、適格なデリバティブの公正価値の変動は、ヘッジされたリスクに関係す

る資産および負債あるいは資産および負債グループの公正価値の変動とともに損益計算書に認識される。

ヘッジ関係がヘッジ会計の基準を満たさなくなった場合、ヘッジ対象の帳簿価額に対する累積調整額は

再計算された実効金利に基づいて満期までの残存期間にわたり損益計算書に計上される。ただし、ヘッジ対

象の認識が中止された場合は直ちに損益計算書に計上される。

キャッシュ・フロー・ヘッジ

キャッシュ・フロー・ヘッジとして指定され、適格なデリバティブの公正価値の変動の有効部分は、

キャッシュ・フロー・ヘッジ準備金として資本の部に認識される。非有効部分の公正価値の変動による損

益は、直ちに損益計算書に認識される。

資本の部における累積金額はヘッジ対象が損益に影響を及ぼす期間に損益計算書に振り替えられる。し

かし、ヘッジされた予定取引により非金融資産または非金融負債を認識する結果となった場合、過年度に資

本にて繰り延べられていた損益は、資産または負債に関する原価の当初評価に振り替えられる。

ヘッジ手段が失効または売却された場合、あるいはヘッジ会計基準を満たさなくなった場合、その時点の

資本の部における累積損益は、予定取引が最終的に損益計算書に認識されるまで資本の部に引き続き計上

される。予定取引が発生する見込みがなくなった場合は、資本の部に計上されていた累積損益は直ちに損益

計算書に振り替えられる。

純投資ヘッジ

海外事業への純投資のヘッジはキャッシュ・フロー・ヘッジと同じように会計処理される。ヘッジの有

効部分に関する損益は資本の部に認識される。非有効部分に関する損益は、直ちに損益計算書に認識され

る。資本の部における累積損益は、海外事業が処分される際に損益計算書に計上される。
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ヘッジの有効性に関するテスト

グループは、ヘッジ会計の適用が認められるためには、ヘッジの開始から有効期間にわたり、ヘッジが極

めて有効であると見込まれることを要求している。実際の有効性も継続的に検証されなければならない。

ヘッジ関係の文書には、ヘッジの有効性がどのように評価されているかに関して記載されている。グルー

プ会社がヘッジの有効性を評価するために採用する方法は、リスク管理戦略に基づいて決定される。

将来的有効性に関しては、ヘッジ手段が、ヘッジが指定された期間のリスクに起因する公正価値または

キャッシュ・フローの変動を相殺する上で極めて有効であることが要求される。実際の有効性は、公正価値

またはキャッシュ・フローの変動が80％から125％の範囲で互いに相殺されることによって確保される。

ヘッジの非有効部分は損益計算書上の「トレーディング純利益」に認識される。

ヘッジ会計の適用が認められないデリバティブ

ヘッジ会計の適用が認められないデリバティブの公正価値の変動による損益は、損益計算書に直ちに認

識される。これらの損益は「トレーディング純利益」に計上される。ただし、デリバティブが公正価値評価

を指定された金融商品とともに管理されている場合（グループが発行した債務に関するデリバティブを除

く）には、公正価値の変動による損益は「公正価値評価の指定を受けた金融商品による純利益」に計上さ

れる。グループが発行した公正価値評価を指定された負債証券とともに管理されているデリバティブに対

する利息は「支払利息」に認識されている。これらのデリバティブに関するその他の損益は、「公正価値評

価の指定を受けた金融商品による純利益」に計上される。

(l) 金融資産および負債の認識中止

金融資産のキャッシュ・フローを受け取る権利が失効した場合、あるいはグループが金融資産を移転し

た場合（つまり、金融資産のキャッシュ・フローを受け取る約定権利を移転するか、もしくは以下のような

契約において、金融資産のキャッシュ・フローを受け取る権利を維持しているものの、受取人に対して

キャッシュ・フローを支払う約定債務を引き受けている場合）金融資産の認識は中止される。

－ 資産から同額が回収される場合を除き、キャッシュ・フローを引き渡す義務がない。

－ 契約条件が、資産を売却または担保として供することを禁止している。

－ 回収されたキャッシュ・フローが、重大な遅延なく受取人に送金される。

金融資産が移転された場合、以下のいずれかによって認識が中止される。

－ 所有に伴うリスクと便益の大半を他に移転した場合、または

－ グループがリスクと便益の大半を維持または移転していないが、支配を維持していない場合

金融負債は、債務の解消、取消し、失効等により負債が消滅した場合に認識が中止される。

(m) 金融資産と金融負債の相殺

金融資産と金融負債は、これらの認識金額を相殺する法的権利が存在し、純額で決済する、もしくは資産
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の実現と同時に負債を決済する意図がある場合に相殺され、純額が貸借対照表に計上される。

(n) 子会社、関連会社および合弁事業

当行の子会社、関連会社および合弁事業への投資は、減損および子会社の場合には買収前配当金を控除後

の取得原価で計上されている。投資の回収可能額を算定する際に用いた見積りに変更があった場合は、減損

の戻入が損益計算書に認識される。

グループの関連会社および合弁事業への投資は、持分法で認識されている。当初は関連するのれんを含む

取得原価で計上し、その後に買収後の純資産に対するグループの持分の変更を調整している。

グループは、損益に認識されていない関連会社および合弁事業への投資の帳簿価額に対する調整を資本

の部の「関連会社および合弁事業」準備金に直接認識している。

グループの関連会社および合弁事業との取引に関する未実現利益は、これらの関連会社または合弁事業

におけるグループの持分に基づいて消去されている。未実現損失についても、譲渡された資産が減損してい

るという証拠がない限り、関連会社および合弁事業におけるグループの持分に基づいて消去される。

(o) のれんおよび無形資産

(ⅰ) 企業結合（子会社、合弁事業または関連会社の取得を含む）によるのれんは、取得費用が取得し

た識別可能な資産、負債および偶発債務におけるグループの持分の公正価値を上回る場合に生じ

る。取得事業の識別可能資産、負債および偶発債務におけるグループの持分の公正価値が取得費

用を上回る場合は、超過額が損益計算書に直ちに認識される。

無形資産は、これらが分離可能であるか、約定権利またはその他の法的権利から生じており、公正

価値を確実に見積ることができる場合にのれんとは別に認識される。

のれんは、減損テストを行うために現金生成単位に配分される。減損テストは、内部管理目的での

れんがモニターされる最小単位を対象に実施される。減損テストは少なくとも年に一度、また現金

生成単位に減損の兆候がある場合に、事業からの予想将来キャッシュ・フローの現在価値を純資

産の帳簿価額（関連するのれんを含む）と比較することにより行われている。のれんは損益計算

書に計上された減損累計額控除後の取得原価で計上される。

合弁事業または関連会社の取得によるのれんは「関連会社および合弁事業における持分」に計上

されている。

事業の処分日に、関連するのれんは純資産に対するグループの持分として処分時の損益の算定に

含まれる。

(ⅱ) 無形資産は、有効な長期保険業務、コンピュータ・ソフトウェア、商号、顧客リスト、コア預金関

係、クレジット・カード顧客関係、商業またはその他ローン契約関係の価値を含む。無形資産は、

帳簿価額が回収できない可能性を示す事象または状況の変化がみられる場合には、減損について

検討される。

－無期限の耐用年数を有する無形資産または未だ使用できる状態ではない無形資産は、少なくと

も年に一度減損テストを行う。この減損テストは、毎年同じ時期に実施することを条件として、

当事業年度中であればいつでも実施することができる。当期において認識された無形資産の減

損テストは期末までに実施される。
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－有限の耐用年数を有する無形資産（有効な長期保険業務の価値を除く）は、償却費および減損

累計額を控除後の取得原価で計上され、見積耐用年数にわたり償却される。見積耐用年数は法

律で定められた期間または見積経済耐用年数のいずれか短い方の期間である。

有効な長期保険業務の価値に関する会計方針は、注記２(x)を参照のこと。

無形資産は以下の耐用年数にわたり償却されている。

商号 10年

購入したソフトウェア ５年

内部開発されたソフトウェア ５年

顧客または商業上の関係 ３年から10年

その他 10年

(p) 有形固定資産

土地および建物は、減損および減価償却費を控除後の取得原価またはIFRSへの移行日の公正価値で計上

される。これらの資産を見積耐用年数にわたって償却する際の減価償却費は以下のとおり算定されている。

－所有地は減価償却されない

－所有建物は、定額法による１年当たり２％の償却額、あるいは残存耐用年数に基づいて算定される償

却額のいずれか大きい方の金額で減価償却される。

－リース建物は、リースの解約不能期間または残存耐用年数にわたり定額法で減価償却される。

設備および付帯設備（グループが貸し手であるオペレーティング・リースの設備を含む）は、減損およ

び減価償却費を控除後の取得原価で計上される。減価償却費は、定額法により、通常５年から20年、最長で35

年の耐用年数にわたって資産を償却するように算定されている。

有形固定資産は、帳簿価額が回収できない可能性を示す事象または状況の変化があった場合に減損につ

いて検討する。

グループは、特定の不動産を、賃貸料または投下資本増加、あるいはその両方を得る投資目的で保有して

いる。投資不動産は貸借対照表に公正価値で計上され、公正価値の変動は変動があった年度の損益計算書に

認識される。公正価値は、独立の鑑定士が認められた評価手法を用いて決定している。

(q) ファイナンス・リースおよびオペレーティング・リース

資産の所有に伴う実質的にすべてのリスクおよび便益（法的所有権は必ずしも含まない）を相手先に移

転する契約はファイナンス・リースとして分類される。グループがファイナンス・リースにおける貸し手

である場合、リース債権（未収収益控除後）は「銀行に対する貸付金」または「顧客に対する貸付金」の

いずれか適切な方に計上される。未収金融収益はリースに対する純投資の収益率が一定となるようにリー

ス期間にわたり「正味受取利息」に認識される。

グループがファイナンス・リースにおける借り手である場合、リース資産は「有形固定資産」に計上さ

れ、これに対応する貸し手への負債は「その他負債」に計上される。ファイナンス・リースおよびこれに対

応する負債は、当該資産の公正価値または最低リース支払額の現在価値のどちらか少ない方で当初は認識

される。未払金融費用は負債残高に対する利率が一定となるようにリースに内在する利率に基づいてリー

ス期間にわたり「正味受取利息」に認識される。
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その他のリースはすべてオペレーティング・リースとして分類される。グループが貸し手である場合、グ

ループはオペレーティング・リースに影響を受ける資産を「有形固定資産」に計上し、適切な会計処理を

行っている。減損は、残存価値を全額回収することができないために、当該資産の帳簿価額に減損が生じた

場合に認識される。グループが借り手である場合は、リース資産は貸借対照表に計上されない。オペレー

ティング・リースに基づく未払または未収賃料はリース期間にわたり定額法で会計処理され、「一般管理

費」および「その他の営業収益」にそれぞれ計上される。

セール・アンド・リースバック取引は、資産を売却し、その後、同一資産をリース・バックする取引であ

る。結果として生じるリースは、ファイナンス・リースまたはオペレーティング・リースのいずれかに分類

され、適宜、会計処理される。セール・アンド・リースバック取引がファイナンス・リースとして認識され

る場合、売却代金の帳簿価額超過額は繰延べられ、リース期間にわたって償却される。セール・アンド・

リースバック取引がオペレーティング・リースに認識される場合、損益は即時認識される。

(r) 法人税

法人税は、当期法人税および繰延法人税から構成されている。法人税は株主持分に直接認識される項目に

関連する場合は株主持分に計上されるが、それ以外は損益計算書に計上される。

当期法人税は、当事業年度の課税所得に対して支払われることが予定されている税金である。当期法人税

は、貸借対照表日に有効または実質的に有効な税率で計算され、過年度について支払われる税金に対する調

整を行っている。当期法人税資産と負債は、グループが純額決済する意図があり、相殺する法的権利が存在

する場合に相殺される。

繰延法人税は貸借対照表上の資産および負債の帳簿価額と税務上の資産および負債の金額の一時差異に

対して認識される。繰延税金負債は通常すべての課税対象の一時差異に関して認識され、繰延税金資産は減

算可能な一時差異の利用対象となる将来の課税所得が発生する可能性が高い場合にそれを限度として認識

される。

繰延税金は、貸借対照表日に有効または実質的に有効な税率に基づいて、資産が実現される、あるいは負

債が決済される年度に適用が見込まれる税率を用いて算定される。繰延税金資産と負債は、同一の税務報告

グループから発生し、同一の税務当局によって課される法人税に関連し、事業体が相殺する法的権利を有し

ている場合に相殺される。

退職後給付の数理計算上の損益に関連する繰延税金は、資本の部に直接認識されている。資本の部に直接

計上されている売却可能投資およびキャッシュ・フロー・ヘッジ手段の公正価値の再評価に関連する繰延

税金も資本の部に直接計上され、その後、繰り延べられた公正価値の損益が損益計算書に認識される際に、

損益計算書に計上される。

(s) 年金およびその他の退職後給付

グループは世界各国において多数の年金制度およびその他の退職後給付制度を有している。これらの制

度は、確定給付制度および確定拠出制度、ならびに退職後医療制度等の様々なその他の退職後給付制度から

なる。

確定拠出制度および国が運営する退職給付制度の支払額（これらの制度におけるグループの債務が確定

拠出制度と同様である場合）は、期限の到来と同時に費用計上される。
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確定給付年金費用および確定給付債務の現在価値は、予想単位積増方式を用いて当該制度の数理士に

よって報告日に算定される。損益計算書に計上される費用は、主に年金資産の期待収益控除後の現在勤務費

用と年金債務に対する割引率のアンワインディングで構成され、営業費用に表示されている。過去勤務費用

は給付が権利確定した部分は直ちに認識されるが、それ以外は、権利が確定するまで平均期間にわたり定額

法で認識される。数理計算上の損益は、数理計算上の仮定に基づく過去の期待収益と当期の実際の結果との

差異および数理計算上の仮定の変動によって生じる。数理計算上の損益は株主持分に認識され、発生年度の

認識収益費用計算書に表示される。

貸借対照表に認識される確定給付年金債務は、未認識の過去勤務費用および年金資産の公正価値を調整

後の確定給付債務の現在価値を表している。確定給付制度の正味剰余金は未認識の過去勤務費用に将来の

拠出額に対する払戻および控除の現在価値を加えた金額に制限されている。

確定給付医療制度等のその他の退職後給付制度によって生じた債務に関する費用は、確定給付年金制度

と同様の基準により会計処理されている。

(t) 株式報酬制度

グループに採用された従業員に即座に付与される権利確定期間のないエイチエスビーシー・ホールディ

ングス・ピーエルシーの株式は、直ちに費用計上される。グループとの雇用開始と同時に従業員に報奨が付

与され、当該報奨が権利確定するまでに従業員が一定期間にわたり役務を提供しなければならない場合、そ

の費用は権利確定するまでの期間に配分される。

エイチエスビーシー・ホールディングスがグループの従業員に対して付与した株式オプションは、持分

決済型株式報酬取引として会計処理される。報酬費用は権利確定期間にわたって損益計算書に認識され、付

与日のオプションの公正価値を参照し、オプションの失効等の市場以外の権利確定条件の影響を考慮して

決定される。オプションは、従業員が権利確定期間の終了前にグループとの雇用を終了した場合に失効す

る。勤務期間の費用を計上する際は、このような従業員の将来の退職に関する見積りが考慮される。これら

の報奨の公正価値は権利確定期間にわたって資本に貸方計上され、当該報奨は、エイチエスビーシー・ホー

ルディングスの従業員に対する株式譲渡により充足される。

グループ会社がグループの従業員に対して付与した株式報奨は、現金決済型株式報酬取引として会計処

理され、権利確定期間にわたって損益計算書上に公正価値で費用計上される。当該株式報奨の公正価値に関

する負債は貸借対照表上に認識され、その後は権利確定期間にわたって各報告日および決済日に再測定さ

れる。当該報奨の権利確定条件が満たされている場合、当該従業員を雇用する事業体がエイチエスビーシー

・ホールディングスの株式を従業員に譲渡する義務を負う。

従業員がグループから離職したことにより権利確定期間中に株式報奨およびオプションが失効する場

合、それまでの費用は損益計算書に戻し入れられる。従業員がグループとの雇用は終了していないが、制度

から脱退したことにより報奨が失効する場合、権利確定の繰り上げとして会計処理され、未認識費用は損益

計算書に即時認識される。株式報奨およびオプションが完全に権利確定した後に失効する場合は、会計処理

は行われない。

(u) 外貨換算

グループ会社の財務諸表項目は、その事業体が事業活動を行う主な経済環境における通貨（「機能通

貨」）を用いて評価される。エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーの連結財務諸表は、グループの表
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示通貨である英国ポンドで表示されている。

外貨での取引は、取引日の為替レートを用いて機能通貨に換算されている。外貨建ての貨幣性資産および

負債は貸借対照表日の為替レートで機能通貨に換算されている。結果として生じる換算差額は損益計算書

に計上される。取得原価で評価されている外貨建ての非貨幣性資産および負債は、当初の取引日の為替レー

トを用いて機能通貨に換算される。公正価値で評価される外貨建ての非貨幣性資産および負債は、当該公正

価値が決定された日の為替レートで機能通貨に換算される。非貨幣性項目の損益が資本に直接認識される

場合、非貨幣性項目の損益の為替構成部分は資本に認識される。非貨幣性項目の損益が損益計算書に認識さ

れる場合、非貨幣性項目の損益の為替構成部分は損益計算書に直接認識される。

財務諸表上、機能通貨が英国ポンドではない支店、子会社、合弁事業および関連会社の資産（該当する場

合は資産に関連したのれんを含む）および負債は、貸借対照表日の為替レートでグループの表示通貨に換

算される。機能通貨が英国ポンドではない支店、子会社、合弁事業および関連会社の損益は、報告期間の平均

為替レートで英国ポンドに換算されている。期首の外貨純投資の再換算および平均レートから期末レート

への報告期間の損益の再換算による換算差額は、資本における「換算準備金」に認識される。IFRSへの移行

日に、グループはIFRS第１号に基づいてすべての海外事業に関する累積換算差額をゼロに設定した。海外事

業への純投資の一部である貨幣性項目の換算差額は、個別財務諸表の損益計算書に認識される。連結財務諸

表においては、換算差額は換算準備金として株主持分に認識される。海外事業の売処分時には、関連する換

算差額および過年度に準備金に認識されていた換算差額は、損益計算書に認識される。

(v) 引当金

引当金は、過去の事象から生じた現在の法的債務またはみなし債務を決済するために経済的便益が流出

する可能性があり、当該債務の金額を確実に見積もることができる場合に認識される。

偶発債務（担保として供されている特定の保証および信用状を含む）は、過去の事象から生じる潜在的

な債務であり、その存在はグループが完全に支配できない１つまたは複数の不確定な事象が将来発生する

か否かによってのみ確認される。偶発債務は、財務諸表では認識されないものの、決済の可能性が低い場合

を除き、開示される。

(w) 金融保証契約

保険契約に分類されない金融保証契約に基づく負債は、当初は公正価値（通常、受取手数料または未収手

数料）で計上される。その後、金融保証負債は、当初公正価値から累積償却額を控除後の金額または当該債

務を決済するために必要な支出に関する最善の見積額のいずれか高い方で評価される。保証契約が保険契

約に分類されている場合、金融保証負債は保険負債と同様に評価される。

エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーは、その他のグループ会社に対して金融保証を発行してお

り、それらは上記に従って会計処理されている。

(x) 保険契約

グループは、保険子会社を通じて、保険リスク、金融リスクまたはこれら双方を伴う契約を顧客に提供し

ている。特定の不確実な事象が将来発生した場合に当事者を補償する契約により、グループが当該当事者か

ら重要な保険リスクを請け負っている場合に、当該契約は保険契約として分類される。保険契約では金融リ
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スクも移転されるが、保険リスクが重要である場合は保険契約として計上される。

IFRS第４号で認められているとおり、任意参加型の投資契約は保険契約として会計処理される。

保険契約は以下のとおり会計処理される。

保険料

損害保険事業の保険料総額は、会計年度中に負担したリスクに相当する保険契約期間にわたり収益に計

上される。会計年度中に引き受けた貸借対照表日後のリスク期間に関連する事業の未収保険料または相当

分は、比例配分により日割または月割計算される。

生命保険の保険料は受取可能となった際に会計処理される。ただし、ユニット連動型保険の場合は負債の

確定時に保険料が計上される。

再保険料はこれらが関連する直接保険の保険料と同一の会計年度に会計処理される。

保険金および再保険金

損害保険事業の保険金総額は、支払保険金および支払備金の変動を含む。

生命保険契約の保険金総額には、期中に生じた保険金の費用総額（手数料および配当予定額に基づく保

険契約者配当を含む）が反映されている。期中に生じる保険金は、満期保険金、解約返戻金および死亡保険

金を含む。

満期保険金は、支払期日到来時に認識される。解約返戻金は、支払時またはもっと早い段階（通知に従っ

て関連する保険負債の計算に当該契約を含めることを中止した時点）で認識される。死亡保険金は、通知が

あった時点で認識される。

再保険料は関連する保険金と同一の期間に会計処理される。

保険契約に基づく負債

損害保険契約の支払備金は、報告済みか否かにかかわらず、貸借対照表日において発生済であるが未決済

のすべての保険金に関する見積最終費用、ならびに関連する手数料の加算、見積回収価値およびその他回収

額の減算に基づいて決定されている。発生済未報告の保険金に対する負債は、見積ベースで適切な統計に基

づく手法を用いて決定される。

非連動型生命保険契約に基づく負債は、現地の数理計算原則に基づいて各生命保険事業別に計算されて

いる。

ユニット連動型生命保険契約に基づく負債は、関連するファンドまたは指標の価値を参照して計算され

た解約返戻金または譲渡価格と少なくとも同等である。

負債十分性テストは、その負債の帳簿価額が将来キャッシュ・フローの現在の見積りに照らし合わせて

十分であることを保証するために保険負債に対して実施される。負債十分性テストを実施する場合、すべて

の契約上のキャッシュ・フローは割引かれ、当該負債の帳簿価額と比較される。不足が確認された場合は、

損益計算書上に直ちに費用計上される。
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保有長期保険事業の現在価値

貸借対照表日現在保有している、長期保険事業に分類される保険契約の価値は、資産として認識される。

保有長期保険事業の現在価値は、現在保有している事業から生じると予想される将来キャッシュ・フ

ローを割り引くことによって算定される。算定に際しては、将来死亡率、失効率および費用水準、ならびに各

長期保険事業に帰属するリスクプレミアムを反映したリスク割引率といった要因が仮定として用いられ

る。保有長期保険事業の現在価値の変動は「その他営業収益」に税込みベースで計上される。

将来の利益配当

保険契約者に対する任意の利益配当金の給付を規定している保険契約の負債は、保険契約者が未実現利

益から給付を得ることのできる範囲で、当該契約を裏付ける資産に関連して認識される正味未実現利益が

含まれている。給付は、当該契約の契約条件、規制または過去の分配方針に基づいて、契約条件、規制または

過去の分配方針から生じる可能性がある。これに対応する負債の変動は、資産に関連する正味未実現利益と

同一割合で資本または損益計算書に認識される。正味未実現損失に対しては、回収可能性が極めて高い場合

に限り、繰延利益配当資産が認識される。

(y) 投資契約

非連動型およびユニット連動型投資契約に基づく顧客の負債および連動金融資産は公正価値評価の指定

を受けている。公正価値の変動は「公正価値評価の指定を受けた金融投資による純収益」として計上され

る。受取保険料および支払保険金は各投資契約に対して計上される負債の増加または減少として会計処理

される。

投資管理手数料は投資管理サービスの提供期間にわたり損益計算書の「正味受取手数料」に認識され

る。

新規投資契約の獲得または既存の投資契約の更新に直接関連する費用は、繰り延べられ、投資管理サービ

スの提供期間にわたり償却される。

(z) 発行済負債証券ならびに顧客および銀行からの預金

金融負債は、グループが契約相手先と契約条項を締結した際（一般的に取引日）に認識される。金融負債

は、当初は公正価値（通常、受取対価から直接帰属する取引費用を控除した金額）により測定される。その

後は、損益を通じて公正価値評価されているものおよび金融保証を除き、金融負債は償却原価で測定され、

直接帰属する取引費用を控除後の受取額と負債の償還金額の差額を予想期間にわたり実効金利法を用いて

償却している。

(aa) 株式資本

発行済金融商品は、現金または他の金融資産を譲渡する契約上の義務が存在しない場合に、資本に分類さ

れる。持分金融商品の発行に直接帰属する付加的費用は、税引後の金額により受取額の減少項目として資本

に計上される。

EDINET提出書類

エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー(E22630)

有価証券届出書（通常方式）

584/794



(ab) 現金および現金同等物

キャッシュ・フロー計算書においては、現金および現金同等物には、価格の変動リスクが非常に少なく既

知の現金金額に容易に交換可能な流動性の高い投資が含まれている。このような投資は通常、取得日から

３ヶ月未満で満期が到来するものであり、現金、中央銀行預け金、短期国債およびその他の適格手形、銀行に

対する貸付金、他行から回収中または他行へ送金中の項目、および預金証書が含まれている。

(ac) 売却目的固定資産

グループは、固定資産または処分グループの帳簿価額が継続使用よりもむしろ主として売却取引を通じ

て回収される場合に、それらを売却目的に分類している。

グループがこの分類を使用するためには、資産または処分グループが現状のままで即時に売却可能であ

り、売却可能性が高いことが要求される。売却可能性は以下の場合に高いと言える。

－ 適切な地位にある経営陣が資産または処分グループを売却する計画を明言している。

－ 買い手を決定し、計画を完了するための行動計画が着手されている。

－ 資産または処分グループが、現在の公正価値に比べて妥当な価格で積極的に売り出されている。

－ 分類日から１年以内に売却が完了することが見込まれている。

－ 計画に対する重大な変更が行われる可能性または計画が中止される可能性が低い。

グループが、資産または処分グループを売却目的に分類する場合、帳簿価額と売却費用控除後の公正価値

のいずれか低い方で評価される。

3 仮定と見積りの使用

グループの経営成績は、連結財務諸表の作成の基礎となる会計方針、仮定および見積りに影響を受ける。

連結財務諸表を作成する際に適用された会計方針は、注記２に詳述されている。

英国法のもとでは、財務諸表を作成するにあたり、適切な会計方針を選択すること、および合理的で慎重

な判断や見積りを行うことは、取締役の責任である。

会計方針が適用される項目の重要性という観点から、または重要な判断と見積りを伴うことから、グルー

プの経営成績および財政状態にとって重要と見なされる会計方針は、以下のとおりである。

貸付金の減損

顧客に対する貸付金の減損に関連する損失についてのグループの会計方針は、財務諸表の注記２(f)に記

載されている。詳細については注記38「リスク管理」を参照のこと。

減損した貸付金に係る損失は、グループの損益計算書の勘定科目「貸倒損失およびその他の信用リスク

引当金」に計上されている。これらの損失が増加することにより、グループの当期利益が同額減少すること

になる（一方で、貸倒損失の減少または戻入はその反対の影響を及ぼす。）

グループの方針は、少なくとも半年に１度、または個々の状況次第ではより頻繁に、重要性の基準を上回

る各ファシリティに対する貸倒引当金の水準を見直すことを要求している。ここには通常、保有する担保の

見直し（担保の法的強制力の再確認を含む）および受領した実額と受領予定額の評価が含まれている。
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同種の貸付金の場合、通常、各ポートフォリオに内在する損失を評価するための最も客観的で関連性のあ

る情報は、過去の実績である。経済状況や法規制の変更により、過去の損失実績からは貸借対照表日現在に

おいて特定のポートフォリオに内在する損失について関連性のある情報が得られない場合、経営陣は貸倒

引当金の適切な水準を算定するにあたり、統計モデルに完全に反映されない可能性のあるポートフォリオ

・リスク要因の直近の傾向を考慮している。主要なリスク要因には、不良債権の償却および延滞についての

最近の傾向、国および地方の住宅市場の動向などの経済状況、商品構成および集中度の変化、破産動向、金利

やエネルギー価格の変動などのその他の市況、法規制の変更および自然災害などが含まれる。

ポートフォリオ・アプローチは、通常、以下に適用される。

・　低額、同種、小規模事業

・　住宅抵当貸付

・　クレジット・カードおよびその他の無担保消費者貸付商品

・　自動車ローン

これらのポートフォリオに関する引当金は、通常、毎月再評価が行われ、新規の引当金の計上または既存

の引当金の戻入れは、識別されたポートフォリオごとに計算される。

のれんの減損

のれんに関するグループの会計方針は注記２(o)に記載されている。

のれんは、減損テストの目的のために現金生成単位（「CGU」）に配分される。のれんの減損を特定およ

び評価するプロセスにおいて、CGUの予測キャッシュ・フローの減少および/または資本コストの増加が認

められた場合、CGUの見積公正価値が減少することになる。その結果、CGUの見積回収可能価額が帳簿価額を

下回った場合、のれんの減損費用が計上され、グループの当期利益が同額減少する。のれんは、減損損失累計

額を控除後の取得原価で計上されている。

個別のCGUに割当てられる資本コストの決定および将来キャッシュ・フローの見積りに関しては、重要な

経営上の判断が行われる。この件に関する詳細については、注記21「金融商品以外の資産の減損」に記載さ

れている。

金融商品の評価

金融商品の評価に関するグループの会計方針は注記２(d)に記載されており、さらに注記17「デリバティ

ブ」および注記31「金融商品の公正価値」に詳述されている。

独立した価格が入手できないために観察可能な市場データを参照する評価手法を用いて公正価値を決定

する場合、経営陣は、モデルを適用する際に以下の事項を検討している。

・　金融商品に関する将来キャッシュ・フローの可能性およびタイミングに関する予測。金融商品の契約

条件履行に関する契約相手方の能力に疑義がある場合は、経営陣の判断を必要とする可能性がある

が、通常これらのキャッシュ・フローは、金融商品の契約条件に基づいている。

・　金融商品についての適切な割引率。経営陣は、当該金融商品のリスク・フリー金利に対する適切なス
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プレッドの評価に基づいてこの利率を決定している。

比較可能な金融商品を参照することで金融商品を評価する場合、経営陣は、保有ポジションの比較対象と

なっている金融商品の満期、仕組み、および格付けを考慮している。基礎となる構成要素の公正価値を用い

たモデルに基づいて金融商品を評価する場合、経営陣は、ビッド/オファー・スプレッド、信用プロファイ

ル、およびモデルの不確実性などの要因を考慮して、調整の必要性について検討している。これらの調整は、

グループ全体で一貫して適用されている明確な方針に基づいて行われている。

観察不能な市場データがデリバティブの評価に重要な影響を及ぼす場合、評価モデルによって示される

公正価値の初期変動は、適切な基準に基づいて取引期間にわたって計上、入力データが観察可能になったと

きに損益計算書に計上、または取引の満了時もしくは終了時に計上のいずれかの方法で計上される。

損益を通じて公正価値評価される金融商品は、トレーディング目的で保有されている金融商品および公

正価値評価を指定されている金融商品で構成されている。公正価値の変動は、発生年度のグループの損益計

算書に直接影響を及ぼす。

「売却可能」に分類される金融資産の公正価値の変動は、当該金融資産が売却されるまで資本に直接計

上される。金融資産が売却された場合、公正価値の累積変動額は損益計算書に借方計上または貸方計上され

る。売却可能金融資産の公正価値の減少が資本に直接認識され、当該資産が減損しているという客観的な証

拠が存在する場合、資本に直接認識されていた累積損失は資本から控除され、損益に認識されるため、グ

ループの営業利益が減少する。

年金

用いられた仮定は、注記８「従業員報酬および給付」に開示されている。

株式に基づく報酬

用いられた仮定は、注記10「株式に基づく報酬」に開示されている。

連結

グループが特別目的会社を連結する状況については、注記１(c)に概要が記載されており、注記38「リス

ク管理」に開示されている。

4 公正価値評価の指定を受けた金融資産からの純収益

公正価値評価の指定を受けた金融資産からの純収益は以下を含んでいる。

・ 投資契約に基づく負債を含む、公正価値評価の指定を受けた金融資産および負債の公正価値における変

動によるすべての収益および損失

・ 公正価値評価の指定を受けた金融資産および負債と共に管理されているデリバティブの公正価値にお

ける変動からのすべての収益および損失

・ 下記に関連する受取利息、支払利息、および配当収入

－ 公正価値評価の指定を受けた金融資産および負債

－ 上記と共に管理されているデリバティブ
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ただしグループの発行済負債証券および劣後負債から生じる利息、およびそれらと共に管理されている

デリバティブの利息部分はここには含まれず、「支払利息」に計上されている。

2007年 2006年

以下から生じた純収益 百万ポンド 百万ポンド

－保険契約および投資契約に基づく債務履行のために保有されてい

る金融資産
368 395

－公正価値評価の指定を受けたその他の金融資産
(1) 188 50

－公正価値評価の指定を受けた金融資産と共に管理されているデリ

バティブ
(1) 7 26

563 471

－投資契約に基づく顧客に対する負債 (295) (350)

－自己の発行済負債証券および劣後負債
(2) 76 186

－自己の発行済負債証券および劣後負債と共に管理されているデリ

バティブ
(27) (186)

－公正価値評価の指定を受けたその他の金融負債 (183) (62)

－公正価値評価の指定を受けた金融負債と共に運用されているデリ

バティブ
(8) －

(437) (412)

公正価値評価の指定を受けた金融商品からの純収益 126 59

(1) グループは、特定の貸出金について公正価値による評価を指定している。

(2) 自己の発行済負債証券および劣後負債の公正価値における変動から生じる損益は、それらの信用リスクにおける変

動から生じる可能性がある。2007年、グループは、信用リスクの変動から生じたこれらの金融商品の公正価値の変動

に関して、205百万ポンドの利益（2006年：６百万ポンドの損失）を計上した。

5 正味保険料収入

2007年

損害保険
生命保険

(非連動型)

生命保険

（連動型）

任意分配型

投資契約
(2) 合計

百万ポンド

計上保険料総額
(1) 372 723 129 933 2,157

未経過保険料の変動 6 2 － － 8

保険料収入総額 378 725 129 933 2,165

再保険会社に出再した計上保険

料総額
(73) (154) (9) － (236)

未経過保険料の変動における再

保険会社の持分
(8) － － － (8)

保険料収入総額における再保険

会社の持分
(81) (154) (9) － (244)

正味保険料収入 297 571 120 933 1,921

(1) 2007年の計上保険料総額には、FSAの政策綱領PS06/14の実施に関する調整を含む。

(2) 任意分配型投資契約は、2007年にエイチエスビーシー・アシュアランスVIE（フランス）およびエイチエスビー

シー・アシュアランスIARD（フランス）の支配権を取得した結果、認識された。

2006年

損害保険
生命保険

(非連動型)

生命保険

（連動型）

任意分配型

投資契約
合計

百万ポンド

計上保険料総額 131 304 52 － 487
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未経過保険料の変動 22 5 － － 27

保険料収入総額 153 309 52 － 514

再保険会社に出再した計上保険料

総額
(63) (131) (7) － (201)

未経過保険料の変動における再保

険会社の持分
4 － － － 4

保険料収入総額における再保険会

社の持分
(59) (131) (7) － (197)

正味保険料収入 94 178 45 － 317

6 正味発生保険金および保険契約準備金の変動

2007年

損害保険
生命保険

(非連動型)

生命保険

(連動型)

任意分配型

投資契約
(1) 合計

百万ポンド

支払保険金、給付金および解約

払戻金
250 132 139 537 1,058

保険契約準備金の変動 36 (123) 19 536 468

発生保険金および保険契約準

備金の変動、総額
286 9 158 1,073 1,526

支払保険金、給付金および解約

払戻金における再保険会社の

持分

(65) (73) (8) － (146)

保険契約準備金変動における

再保険会社の持分
29 263 2 － 294

発生保険金および保険契約準

備金の変動における再保険会

社の持分

(36) 190 (6) － 148

正味発生保険金および保険契

約準備金の変動
250 199 152 1,073 1,674

(1) 任意分配型投資契約は、2007年にエイチエスビーシー・アシュアランスVIE（フランス）およびエイチエスビー

シー・アシュアランスIARD（フランス）の支配権を取得した結果、認識された。

2006年

損害保険
生命保険

(非連動型)

生命保険

(連動型)

任意分配型

投資契約
合計

百万ポンド

支払保険金、給付金および解約

払戻金
83 103 119 － 305

保険契約準備金の変動 (5) (32) (50) － (87)

発生保険金および保険契約準備

金の変動、総額
78 71 69 － 218

支払保険金、給付金および解約

払戻金における再保険会社の持

分

(36) (69) (5) － (110)

保険契約準備金変動における再

保険会社の持分
7 (35) 11 － (17)

発生保険金および保険契約準備

金の変動における再保険会社の

持分

(29) (104) 6 － (127)
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正味発生保険金および保険契約

準備金の変動
49 (33) 75 － 91

7 正味営業収益

当期の正味営業収益は、以下の収益、費用、利益および損失の項目を控除後の金額で計上されている。

2007年 2006年

百万ポンド 百万ポンド

収益

金融商品の利息－トレーディング目的保有、または公正価値評価の

指定を受けた金融資産にかかる利息を除く
16,439 13,339

減損金融資産について認識された利息 28 39

トレーディング目的以外で保有、または公正価値評価の指定を受け

ていない金融資産に関して稼得した手数料で、実効金利に含まれて

いないもの

2,966 2,316

グループが顧客を代理して資産を保有または投資している信託お

よびその他の受託活動に関連して稼得した手数料
767 691

費用

金融商品の利息－トレーディング目的保有または公正価値評価の

指定を受けた金融負債にかかる利息を除く
12,310 8,936

トレーディング目的以外で保有、または公正価値評価の指定を受け

ていない金融資産または負債に関する支払手数料で、実効金利の計

算に含まれていないもの

571 478

グループが顧客を代理して資産を保有または投資している信託お

よびその他の受託活動に関連する支払手数料
18 12

利益/（損失）

売却目的資産の処分による利益 111 －

減損損失：

－貸付金 (1,043) (935)

－売却可能金融投資 (23) (8)

8  従業員報酬および給付

グループ 当行

2007年 2006年 2007年 2006年

百万ポンド 百万ポンド

賃金および給与 3,465 3,221 1,935 1,951

社会保障費用 478 409 195 187

退職後給付 344 299 287 220

4,287 3,929 2,417 2,358

当事業年度にグループが雇用していた平均人数は、以下のとおりである。

2007年 2006年
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英国個人向け金融サービス（UK PFS）、グローバル・バンキング・

アンド・マーケットおよびコマーシャル・バンキング
51,050 49,484

インターナショナル・バンキング 12,671 9,279

フランス 14,905 14,620

プライベート・バンキング 4,486 4,109

HSBCトリンカウス・アンド・ブルクハルト 1,817 1,635

合計 84,929 79,127

退職後給付制度

損益計算書上の費用

グループ 当行

2007年 2006年 2007年 2006年

百万ポンド 百万ポンド

確定給付年金制度

　－エイチエスビーシー・バンク(UK)

年金制度
245 182 245 182

　－その他の制度 (5) 21 1 －

確定拠出制度 95 88 33 31

確定給付医療制度 9 8 8 7

344 299 287 220

貸借対照表上で認識された負債

グループ 当行

2007年 2006年 2007年 2006年

百万ポンド 百万ポンド

確定給付年金制度

　－エイチエスビーシー・バンク(UK)

年金制度
403 1,907 403 1,907

　－その他の制度 107 165 12 10

確定給付医療制度 164 180 136 152

674 2,252 551 2,069

年金制度

現行制度は拠出型の確定給付制度で、年金資産はグループとは独立した信託または類似する基金におい

て保有されている。この制度は少なくとも毎年、または各国の慣習および規定に従って、資格を有する保険

数理士によって見直されている。確定給付債務および関連する当期勤務費用の算定に用いられる数理上の

仮定は、保険制度が運営されている国の経済状況に応じて異なっている。

銀行の従業員を対象とした確定給付年金契約は、エイチエスビーシー・ バンク(UK）年金制度（「制

度」）によって提供されており、その制度資産は個別の信託基金に保有されている。当該年金制度は、受託

会社であるエイチエスビーシー・バンク・ペンション・トラスト（UK）リミテッド（「受託会社」）に

よって管理されている。その取締役会は13名の取締役で構成され、うち４名は従業員によって、また２名は
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年金受給者によって選出される。年金制度の受託会社の取締役は、制度の年金受給者の最善の利益のために

行動することが要求されている。

医療給付制度

グループは、英国およびフランスにおける制度に基づいて非拠出型の退職後医療給付も提供している。退

職後医療給付制度は、確定給付年金制度と同じ方法で会計処理されている。当該制度は、少なくとも毎年、ま

たは各国の慣習および規定に従って、資格を有する保険数理士によって見直されている。確定給付債務およ

び関連する当期勤務費用の算定に用いられる数理上の仮定は、当該制度が運営されている国の経済状況に

応じて異なっている。当期のグループの医療費用の合計は９百万ポンド（2006年：８百万ポンド）であっ

た。

退職後確定給付制度の主要な数理上の仮定

2007年12月31日現在における確定給付年金制度および退職後医療給付の算定に用いられた主要な数理上

の財務仮定は、2008年の期間費用の測定の基礎を成すものであり、以下のとおりである。

割引率
想定

インフレ率

支払中の年金

および繰延年金

の増加率

昇給率
医療費用

趨勢比率

％

2007年12月31日現在

英国 5.80 3.30 3.30 4.30 7.30

フランス 4.50 2.00 2.00 3.00 6.00

ドイツ 4.50 2.00 2.00 3.00 該当なし

スイス 2.25 1.50 該当なし 2.25 該当なし

グループは、保険数理士と相談の上、高格付（AA）で年金債務と同じ満期を有する負債証券の現行平均利

回りに基づき、割引率を決定している。また制度資産の期待収益率は、グループの保険数理士に相談した上

で、過去の市場における収益率に基づき、現行のインフレ率や金利などの追加的な要素に関する調整を加味

して決定している。

2006年12月31日現在における確定給付年金制度および退職後医療給付の算定に用いられた主要な数理上

の財務仮定は、2007年の期間費用の測定の基礎を成すものであり、以下のとおりである。

割引率
想定

インフレ率

支払中の年金

および繰延年金

の増加率

昇給率
医療費用

趨勢比率

％

2006年12月31日現在

英国 5.10 3.00 3.00 4.00 7.00

フランス 4.50 2.00 2.00 3.00 6.00

ドイツ 4.50 2.00 2.00 3.00 該当なし
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スイス 2.25 1.50 該当なし 2.25 該当なし

2007年12月31日現在、用いられた生命表および65歳時における平均余命は以下のとおりである。

生命表
男性加入者の65歳時に

おける余命

女性加入者の65歳時に

おける余命

現在65歳 現在45歳 現在65歳 現在45歳

英国 PA92U2005 20.40 21.70 23.40 24.60

フランス TG05 22.93 25.73 26.41 29.29

ドイツ Heubeck 2005G18.06 20.84 22.20 24.85

スイス BVG2005 17.90 17.90 20.98 20.98

2006年12月31日現在、用いられた生命表および65歳時における平均余命は以下のとおりである。

生命表
男性加入者の65歳時に

おける余命

女性加入者の65歳時に

おける余命

現在65歳 現在45歳 現在65歳 現在45歳

英国 PA92U2005 20.30 21.60 23.30 24.60

フランス TPG93 22.79 25.59 26.28 29.14

ドイツ Heubeck 2005G18.06 20.84 22.20 24.85

スイス EVK2000 17.76 17.76 21.09 21.09

数理上の仮定の感応度

割引率は、報告期間中に生じた市況の変動に影響を受ける。使用されている死亡率は、制度加入者のプロ

ファイルから得られる実績値の影響を受ける。下表は、これらの仮定およびその他の主要な仮定が変動した

場合の以下の年度における年金債務および年金費用への影響を示したものである。

エイチエスビーシー・バンク（UK）

年金制度

2007年 2006年

百万ポンド

割引率

25ベーシスポイント増加した場合の12月31日現在における年金債務の変動 (493) (553)

25ベーシスポイント減少した場合の12月31日現在における年金債務の変動 530 584

25ベーシスポイント増加した場合の年金費用の変動 (10) (10)

25ベーシスポイント減少した場合の年金費用の変動 10 11

インフレ率

25ベーシスポイント増加した場合の12月31日現在における年金債務の変動 530 584

25ベーシスポイント減少した場合の12月31日現在における年金債務の変動 (493) (553)

25ベーシスポイント増加した場合の年金費用の変動 40 45

25ベーシスポイント減少した場合の年金費用の変動 (37) (39)

支払中の年金および繰延年金の増加率

25ベーシスポイント増加した場合の12月31日現在における年金債務の変動 410 463

25ベーシスポイント減少した場合の12月31日現在における年金債務の変動 (378) (444)

25ベーシスポイント増加した場合の年金費用の変動 30 29
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25ベーシスポイント減少した場合の年金費用の変動 (28) (28)

昇給率

25ベーシスポイント増加した場合の12月31日現在における年金債務の変動 120 146

25ベーシスポイント減少した場合の12月31日現在における年金債務の変動 (115) (140)

25ベーシスポイント増加した場合の年金費用の変動 11 16

25ベーシスポイント減少した場合の年金費用の変動 (10) (14)

死亡率

仮定生存年数が１年延びることから生じる年金債務の変動 340 385

その他の制度

2007年 2006年

百万ポンド

仮定生存年数が１年延びることから生じる年金債務の変動 9 16

確定給付年金制度

貸借対照表に計上された価値

2007年12月31日

エイチエスビーシー・バンク

(UK)

年金制度

その他の制度

期待収益率 価値 期待収益率
(2) 価値

％ 百万ポンド ％ 百万ポンド

株式 8.3 2,283 7.2 196

社債 6.1 7,646 3.6 260

不動産 7.3 936 5.2 11

その他 5.1 451 4.9 90

制度資産の公正価値 11,316 557

拠出型債務の現在価値 (11,719) (610)

非拠出型債務の現在価値 － (33)

確定給付債務 (11,719) (643)

制度剰余金に関する制限の影響 － (21)

未認識過去勤務費用 － －

正味負債
(1) (403) (107)

(1) 確定給付年金制度の正味負債415百万ポンドは、当行に関連したものである（2006年：1,917百万ポンド）。

(2) 期待収益率は制度資産の公正価値を基準に加重計算される。

2006年12月31日

エイチエスビーシー・バンク

(UK)

年金制度

その他の制度

期待収益率 価値 期待収益率
(1) 価値

％ 百万ポンド ％ 百万ポンド
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株式 8.0 2,570 5.7 178

社債 5.3 6,208 3.3 229

不動産 7.0 1,047 － 5

その他 4.3 660 3.0 48

制度資産の公正価値 10,485 460

拠出型債務の現在価値 (12,392) (595)

非拠出型債務の現在価値 － (32)

確定給付債務 (12,392) (627)

制度剰余金に関する制限の影響 － 2

未認識過去勤務費用 － －

正味負債 (1,907) (165)

(1) 期待収益率は制度資産の公正価値を基準に加重計算される。

当制度は、支払期日を迎えた未払債務から生じる将来キャッシュ・フロー負債に対応するために、多様な

投資のポートフォリオを有している。当該制度の受託会社は、書面による投資方針（「SIP」）を作成する

ことが義務付けられている。このSIPは、投資判断の方針を規定するものである。

2006年に、受託会社は、３年ごとに行われる評価の直近の結果（2005年12月31日実施）および制度への拠

出に関する当行との協議内容に照らして、制度の投資戦略の見直しを行った。この見直しの結果、受託会社

は、制度から生じる金融リスクの軽減を図ることを目的として改定された投資戦略を採用した。この改定後

の投資戦略を採用したことによる制度の資産配分への影響は、制度が保有する株式の割合を減少させ、負債

証券の割合を増加させるというものであった。当該制度は、ポートフォリオから生じるリスクを管理するた

めに当行とデリバティブ取引を締結している。これらのデリバティブの内訳は、金利、ロンドン銀行間取引

金利（「LIBOR」）スワップおよびインフレ、小売価格指数（「RPI」）スワップである。これらのスワップ

の条件に基づき、当該制度は、制度加入者への将来給付支払額の予測に基づいて、当該制度に払い込まれる

キャッシュ・フローと引き換えにLIBOR関連の利息を支払うことを約束している。これらのスワップについ

ては、注記42「関連当事者間取引」で詳述されている。

確定給付債務の現在価値の変動

2007年 2006年

エイチエスビ

ーシー・バン

ク(UK)年金制度

その他の制度

エイチエス

ビーシー・バ

ンク(UK)年金

制度

その他の制度

百万ポンド 百万ポンド

１月１日現在残高 12,392 627 11,961 601

当期勤務費用 227 23 242 24

利息費用 623 23 560 21

従業員拠出額 － 16 － 13

数理上の利益 (1,208) (49) (2) (15)

支払給付 (315) (37) (369) (32)

過去勤務費用－即時権利確定 － 3 － 2

削減 － (29) － －

為替およびその他の変動 － 66 － 13
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12月31日現在残高 11,719 643 12,392 627

制度資産の公正価値の変動

2007年 2006年

エイチエスビ

ーシー・バン

ク(UK)年金制度

その他の制度

エイチエス

ビーシー・バ

ンク(UK)年金

制度

その他の制度

百万ポンド 百万ポンド

１月１日現在残高 10,485 460 10,107 404

期待収益 605 25 620 22

グループ拠出額 535 13 127 15

従業員拠出額 － 16 － 11

実際利益 6 3 － 7

支払給付 (315) (24) (369) (16)

決済時に分配された資産 － (3) － －

為替およびその他の変動 － 67 － 17

12月31日現在残高 11,316 557 10,485 460

2007年12月31日に終了した事業年度における制度資産の実際運用収益は639百万ポンド（2006年：649百

万ポンド）であった。グループは、2008年に確定給付年金制度に対して251百万ポンドの拠出を行う予定で

ある。

損益計算書の「従業員報酬および給付」に計上された費用合計

2007年 2006年 2005年

エイチエス

ビーシー・

バンク(UK)

年金制度

その他の

制度

エイチエ

スビー

シー・

バンク

(UK)年金

制度

その他の

制度

エイチエ

スビー

シー・

バンク

(UK)年金

制度

その他の

制度

百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド

当期勤務費用 227 23 242 20 211 23

利息費用 623 23 560 16 540 20

制度資産の期待収益 (605) (25) (620) (16) (525) (15)

過去勤務費用 － 3 － 1 － (2)

削減による（利益）/損

失
－ (29) － － － －

費用合計 245 (5) 182 21 226 26

要約

2007年 2006年 2005年

EDINET提出書類

エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー(E22630)

有価証券届出書（通常方式）

596/794



エイチエス

ビーシー・

バンク(UK)

年金制度

その他の

制度

エイチエス

ビーシー・

バンク(UK)

年金制度

その他の

制度

エイチエス

ビーシー・

バンク(UK)

年金制度

その他の

制度

百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド

確定給付債務 (11,719) (643) (12,392)(627) (11,961)(601)

制度資産の公正価値 11,316 557 10,485 460 10,107 404

制度剰余金に関する制

限の影響
－ (21) － 2 － －

正味積立不足額 (403) (107) (1,907) (165) (1,854) (197)

制度負債における実際

利益
(30) (4) 300 1 40 3

制度資産における実際

利益/（損失）
6 3 － 7 905 9

数理上の仮定の変更に

よる利益/（損失）
1,238 53 (298) 14 (1,166) (71)

正味数理利益/（損失）

合計
1,214 52 2 22 (221) (59)

IFRSへの移行後、資本に計上された正味数理利益合計は738百万ポンドである。2007年に、正味数理損失と

ともに資本に計上された制度剰余金に関する制限の影響額合計は、17百万ポンドの損失であった（2006

年：３百万ポンドの損失）。

当該制度に対して３年ごとに実施される保険数理評価は、直近では受託会社に代わって制度保険数理士

により2005年12月31日に実施された。この評価によって1,200百万ポンドの積立不足が確認された。採用さ

れた評価方法は、予測年金単位クレジット方式である。制度からの予測キャッシュ・フローは、2005年12月

31日におけるRPIスワップ損益分岐曲線を参照して予測された。昇給額はRPIに年１％を上乗せして仮定さ

れており、インフレによる年金増加率は、RPIと同率（ただし、年率０％（下限）から５％（上限）の間）と

仮定されている。予測キャッシュ・フローは、2005年12月31日現在のLIBORスワップ曲線に投資戦略の期待

収益に対するマージンである年110ベーシスポイントを加えた利率を用いて割り引かれた。前回の評価以降

３年間における制度年金受給者の死亡実績について分析が行われ、当該分析結果および評価日以降の死亡

表PA92シリーズにおける中間層の将来改善率に基づき死亡率の仮定を行った。

2005年12月31日の評価の一部として、当該制度が廃止されて制度加入者の給付金が保険会社に買い取ら

れる場合（この制度の規模では現実に起こる可能性は低い）や、当行の支援を受けずに受託会社が制度を

継続的に運営すると仮定した場合に、負債の支払いに必要となる制度資産の金額も算定された。この方法に

よって算定された必要額は、2005年12月31日現在で15,500百万ポンドと見積もられた。この目的でのソルベ

ンシー・ポジションを見積るにあたり、継続的なポジション評価の場合よりも慎重な将来の死亡率改善に

関する仮定が用いられ、受託会社は、現物と金利およびインフレ・スワップが適切に組み合わされたポート

フォリオに一致させるよう投資戦略を変更すると仮定されている。この費用のための明確な引当金も含ま

れている。

評価結果を予測して、2005年12月22日、エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーは、制度の積立不足

額を減らすために10億ポンドの追加拠出を行った。評価結果を受けて、受託会社と当行は、最長10年間にわ

たって積立不足を解消し、適切な継続的拠出率を採用する積立計画に合意している。これらの交渉の結果、

当行は、2007年１月１日から次回の保険数理評価完了予定日である2008年12月31日までの期間にわたり、年

金計算の対象となる給与の36.0パーセントの割合で継続的に当該制度への拠出を行うことに合意してい
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る。2006年、当行は年金計算の対象となる給与の20.0パーセントの割合で拠出を行っており、これを補足す

るためにさらに年金計算の対象となる給与の２パーセントに相当する金額を、2007年１月１日から2014年

12月31日までの期間にわたって支払う予定である。また、当行は、積立不足を解消するために、以下に記載し

た一連の追加拠出を行うことにも合意している。

百万ポンド

2012年 465

2013年 465

2014年 465

受託会社および当行は、年次ベースで、また2008年12月31日に実施予定の次回の３年毎の評価に向けて、

積立不足の解消に向けての進捗状況を監視していく予定である。

制度から支払われる予定の給付金は、以下の図のようになると予想される。

給付支払額（百万ポンド）

退職後医療給付制度

貸借対照表に計上された価値

2007年 2006年

百万ポンド 百万ポンド

非拠出型債務の現在価値 (164) (180)

正味負債
(1) (164) (180)

(1) 退職後医療給付の正味負債136百万ポンドは、当行に関連するものである（2006年：152百万ポンド）。

確定給付債務の現在価値の変動

2007年 2006年

百万ポンド 百万ポンド

１月１日現在残高 180 168

当期勤務費用 1 1

利息費用 8 7
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数理上の（利益）/損失 (22) 12

過去勤務費用

－即時権利確定 － －

－権利未確定給付 － －

支払給付 (6) (6)

為替およびその他の変動 3 (2)

12月31日現在残高 164 180

損益計算書の「従業員報酬および給付」に計上された費用合計

2007年 2006年

百万ポンド 百万ポンド

当期勤務費用 1 1

利息費用 8 7

費用合計 9 8

要約

12月31日に終了した事業年度

2007年 2006年 2005年

百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド

確定給付債務 (164) (180) (168)

正味積立不足 (164) (180) (168)

制度負債における実際利益/（損失） 8 (5) －

数理上の仮定の変更による利益/（損失） 14 (7) (22)

正味数理利益/（損失）合計 22 (12) (22)

2008年に、グループは医療給付制度に対して６百万ポンドの拠出を行う予定である。

資本に計上されている正味数理損失累計は14百万ポンドである。

医療費用趨勢比率の数理上の仮定は、計上額に重要な影響を与える。医療費用趨勢比率に関する仮定が

１％変動した場合の2007年の計上額への影響額は以下のとおりである。

１％上昇 １％低下

百万ポンド 百万ポンド

当期勤務費用および利息費用の合計額の増加/（減少） 2 (1)

確定給付債務の増加/（減少） 24 (19)

当行

上記に開示されているように、確定給付制度の加入者である当行の従業員は、主にエイチエスビーシー・

バンク（UK）年金制度の加入者である。

役員報酬
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会社法第６章１部に準拠して算定された当行の役員報酬の合計は、以下のとおりである。

2007年 2006年

千ポンド 千ポンド

手当 466 365

給与およびその他の報酬 2,026 1,607

賞与 8,448(1) 3,316(2）

10,940 5,288

制限付株式制度報奨の権利確定分 4,243 534

(1) 業績条件は付されていないが、期間制限が設定されている株式への繰延額4,274,098ポンドを含む。

(2) 過年度において賞与を放棄した代わりに、取締役1名の年金制度への雇用主による拠出額が、245,458ポンド増加し

た。

2007年に関連して、長期インセンティブ制度に基づき取締役１名に総額157,576ポンド（2006年：

3,081,494ポンド）の報奨が支払われる予定である。

確定給付制度に基づく退職給付が取締役１名に対して計上され、マネー・パーチェス制度に基づく退職

給付が取締役１名に対して計上されている。さらに、別の取締役１名に対して、2007年１月から８月まで、マ

ネー・パーチェス制度に基づく退職給付が計上されている。取締役の役職勤務に関するマネー・パーチェ

ス契約への当事業年度中の拠出金総額は395,023ポンドであった。

さらに、旧取締役との退職給付契約に基づき700,887ポンド（2006年：690,462ポンド）が支払われてお

り、ここには旧取締役に対する非拠出型年金債務に関連する支払386,873ポンド（2006年：397,657ポン

ド）が含まれている。2007年12月31日現在、旧取締役に対する非拠出型年金債務に関する引当金は、

4,653,000ポンド（2006年：5,130,000ポンド）であった。当事業年度の取締役の年金制度への拠出金総額

は395,023ポンド（2006年：645,612ポンド。これには取締役による賞与の放棄から生じる245,458ポンドが

含まれる）。

取締役に対する変動賞与は、個人および会社の業績に基づいており、当行の親会社であるエイチエスビー

シー・ホールディングス・ピーエルシーの報酬委員会によって決定される。2000年エイチエスビーシー・

ホールディングス制限付株式制度およびエイチエスビーシー株式制度に基づく条件付報奨の費用は、報奨

の公正価値および株式の権利が確定する水準をもとに算定された金額が、報奨の対象となっている勤務期

間にわたって毎年認識される。

これらの総額のうち、以下の金額は最高額の報酬を受け取った取締役（「最高報酬取締役」）に対して

支払われた金額である。

2007年 2006年

千ポンド 千ポンド

手当 － 35

給与およびその他の報酬 208 422

賞与
(1) 3,064 845

(2)

(1) 業績条件は付されていないが、期間制限が設定された株式への繰延額1.2百万ポンドを含む。

(2) 過年度において賞与を放棄した代わりに、雇用主により245,458ポンドが確定拠出年金契約に対して拠出されたが、

本表の数字には示されていない。

最高報酬取締役は、当事業年度中に権利確定した長期インセンティブ制度に基づく報奨により424,486株
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式を受領した。最高報酬取締役は、当事業年度中に、エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエル

シーの普通株式に関する株式オプションを行使しなかった。

最高報酬取締役の当事業年度のサービスに対して、当行から確定拠出年金契約へ180,000ポンドが拠出さ

れた。

当行の親会社であるエイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシーの報酬委員会は、最高報酬

取締役の当事業年度中のサービスに対して、エイチエスビーシー株式制度に基づきエイチエスビーシー・

ホールディングス・ピーエルシーの普通株式額面価額157,576ポンドの条件付報奨を付与することを提案

している。エイチエスビーシー株式制度および業績条件の詳細については、エイチエスビーシー・ホール

ディングス・ピーエルシーの取締役報酬報告書の中に含まれている。

9 一般管理費

監査人報酬

法定監査に関連する監査人報酬は、9.0百万ポンド（2006年：8.1百万ポンド）であった。　　

以下は、グループの主要な監査人であるKPMGオーディット・ピーエルシーおよびその関連会社（共に

「KPMG」）に対するグループの支払報酬である。

2007年 2006年

百万ポンド 百万ポンド

エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーの法定監査に対する

監査報酬

－当事業年度に関連する報酬 3.3 3.3

－過年度に関連する報酬 0.1 －

3.4 3.3

グループに提供されたその他のサービスに対するKPMGへの支払報

酬

－法律に基づく子会社の監査 5.0 4.4

－法律に基づくその他のサービス 2.2 2.3

－税務サービス 0.2 0.3

－情報技術関連サービス 0.2 0.1

－評価および数理上のサービス 0.1 0.1

－その他のすべてのサービス 1.9 1.4

9.6 8.6

支払報酬合計 13.0 11.9

「エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーの法定監査に対する監査報酬」は、グループの連結財務

諸表およびエイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーの単体財務諸表の法定監査に関するKPMGオー

ディット・ピーエルシーへの支払報酬である。エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー子会社の法定

監査に関する支払報酬はここには含まれておらず、「グループに提供されたその他のサービスに対する

EDINET提出書類

エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー(E22630)

有価証券届出書（通常方式）

601/794



KPMGへの支払報酬」に含まれている。

以下は、「グループに提供されたその他のサービスに対するKPMGへの支払報酬」に含まれるサービスの

種類の説明である。

監査関連サービス:

－ 法律に基づくグループ子会社の監査は、エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーの子会社および関

連する年金制度の法定監査に対してKPMGに支払う報酬を含む。

－ 法律に基づくその他のサービスは、法規則で定められた書類提出に関連するアシュアランス・サービス

およびその他のサービスを含む（コンフォート・レターや中間期レビューを含む）。

税務サービス

－ 税務サービスは、税法コンプライアンス・サービスおよび税務アドバイザリー・サービスを含む。

その他のサービス:

－ 情報技術関連サービスは、ITセキュリティおよび事業継続に関するアドバイスの提供ならびにITテスト

に関して合意された手続きを実施することを含む。

－ 評価および数理上のサービスは、グループ内の移転に関する内部評価の意見を含む。

－ その他のすべてのサービスは、翻訳サービス、都度の会計上のアドバイス、および財務モデルのレビュー

など、その他のアシュアランスおよびアドバイザリー・サービスを含む。

エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーに対する非監査サービスについてのKPMGへの支払報酬は、

当該報酬がグループ連結ベースで開示されているため、ここでは開示されていない。

10 株式報酬

エイチエスビーシー・ホールディングスによってグループの従業員に付与された株式オプション報奨

は、持分決済型株式報酬として会計処理されており、従業員は権利行使の際にエイチエスビーシー・ホール

ディングスから株式を受領している。

エイチエスビーシー・ホールディングスの株式による報奨がグループ会社によってグループの従業員に

提供される場合、報奨の権利確定条件が満たされた時に、当該従業員を雇用する事業体がエイチエスビー

シー・ホールディングスの株式を従業員に譲渡する義務を負う。雇用会社は、株式報酬に関する負債を公正

価値で認識し、当該公正価値について権利確定期間中の各報告日現在および決済日に再測定を行う。これら

の取引は、現金決済型株式報酬取引として会計処理されている。

2007年において、持分決済型株式報酬取引に関する費用42百万ポンド、および現金決済型株式報酬取引に

関する費用122百万ポンドが損益計算書に計上された（2006年：それぞれ、77百万ポンドおよび122百万ポ

ンド）。持分決済型株式報酬費用は、付与日現在の取引の公正価値に基づいている。現金決済型の株式報酬

費用は、決済日現在または期末日現在における取引の公正価値に基づいている。費用はすべて、グループの

報酬体系の中で付与された従業員株式報奨に基づいて発生したものである。貸借対照表日現在、株式報酬に

関する負債の帳簿価額は184百万ポンド（2006年：140百万ポンド）であった。
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公正価値の計算

付与日現在における持分証券の公正価値は、ブラック・ショールズ・モデルの基礎的な仮定に基づいた

二項モデルを用いて算定されている。一定期間の「エイチエスビーシー・グループの株主総利回り」に応

じて権利が確定するオプション/株式報奨をモデル化する場合、これらの業績目標は、モンテ・カルロ・

シュミレーションを用いたモデルの中に組み込まれる。オプションの予想年数は、オプション保有者の行動

によって異なるものであり、その情報は過去の観察可能なデータに基づくオプション・モデルに組み込ま

れる。公正価値の算定には仮定を使用しており、また使用するモデルにも限界があるため、算定された公正

価値は、本質的に主観的で不確実なものである。

2007年に付与されたオプションの公正価値の見積りに用いられた重要な仮定の加重平均値は、以下のと

おりである。

１年貯蓄型株式

オプション制度

３年貯蓄型株式

オプション制度

５年貯蓄型株式

オプション制度

エイチエス

ビーシー

株式制度

リスク・フリー金利
(1)
（％） 5.6 5.5 5.4 －

予想年数
(2)
（年数） 1.0 3.0 5.0 －

予想ボラティリティ
(3)
（％） 17.0 17.0 17.0 －

(1) リスク・フリー金利は、エイチエスビーシー・グループ株式オプション制度報奨および英国貯蓄型株式オプション

制度についての英国債イールド・カーブをもとに決定された。海外貯蓄型株式オプション制度についても同様の

イールド・カーブが使用された。

(2) 予想年数は単独の入力パラメーターではなく、様々な行動に関する仮定の関数である。

(3) 予想ボラティリティは、過去の平均株価ボラティリティ、および当該従業員オプションと類似する満期を有し、取引

されているエイチエスビーシー株式に関するオプションから得られるインプライド・ボラティリティの両方を考

慮することによって見積られている。

予想配当金は（該当する場合）、オプションおよび株式の評価モデルに組み込まれている。予想配当成長

率は、米ドル建てで、最初の３年間は10パーセント（2006年：初年度は９パーセント）、それ以降は８パー

セント（2006年：８パーセント）と決定されたが、これは一般的なアナリストの予測と一致したものであ

る。

2007年の平均株価は9.03ポンド（2006年：9.60ポンド）であった。当事業年度中における株価（仲値）

の最高は9.72ポンドであり最低は7.84ポンド（2006年：それぞれ10.28ポンドおよび9.14ポンド）であっ

た。

2006年に付与されたオプションの公正価値の見積りに用いられた重要な仮定の加重平均値は、以下のと

おりである。

エイチエスビー

シー・グループ

株式オプション

制度

３年貯蓄型株式

オプション制度

５年貯蓄型株式

オプション制度
エイチエス

ビーシー

株式制度

リスク・フリー金利
(1)
（％） 4.7 4.8 4.7 －

予想年数
(2)
（年数） 1.0 3.0 5.0 －

予想ボラティリティ
(3)
（％） 17.0 17.0 17.0 －

(1) リスク・フリー金利は、エイチエスビーシー・グループ株式オプション制度報奨および英国貯蓄型株式オプション

制度についての英国債イールド・カーブをもとに決定された。海外貯蓄型株式オプション制度についても同様の

イールド・カーブが使用された。

(2) 予想年数は単独の入力パラメーターではなく、様々な行動に関する仮定の関数である。

(3) 予想ボラティリティは、過去の平均株価ボラティリティ、および当該従業員オプションと類似する満期を有し、取引
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所で取引されているエイチエスビーシー株式に関するオプションから得られるインプライド・ボラティリティの

両方を考慮することによって見積られている。

エイチエスビーシー株式制度

エイチエスビーシー株式制度は、2005年にエイチエスビーシー・グループによって採用された。この制度

は、業績株式報奨、制限付株式報奨、および目標達成株式報奨で構成されている。エイチエスビーシー株式制

度の目的は、役員の関心を株主価値の創出にあわせ、また個人の実績および潜在的可能性を認識することで

ある。さらに、人材雇用と留保を目的として本制度に基づく報奨が付与されている。

業績株式報奨

業績株式報奨は、過年度の各個人の業績を考慮して上級執行役員に付与される。業績株式報奨は、予め定

められた基準に対する達成度を測るため、２つの均等な要素に分割されている。１つは、株主総利回りに基

づく報奨で、28の大手銀行から成る比較グループに対するエイチエスビーシーの順位に基づいて決定され

る。もう１つは、１株当たり利益目標の達成を条件とした報奨である。報奨の各要素について、基準値を満た

していることを前提に、目標の達成度に応じて、30％から100％のスライド制で従業員に株式が提供される。

基準値を満たしていない場合は、該当する報奨部分の権利の確定はない。業績条件が満たしている部分の報

奨については、３年後に株式が提供される。エイチエスビーシー・グループの業績が基準値を満たすことが

できない場合、これらの報奨全体の権利が失効する。

2007年 2006年
(2)

株数

（千株）

株数

（千株）

１月１日現在残高 1,966 962

期中における取得 421 1,132

期中における付与 (203) (128)

期中における権利失効 － －

12月31日現在残高
(1) 2,184 1,966

(1) 上表は当行従業員の報奨金1,735,782株（2006年：1,446,832株）を含む。

(2) 修正再表示。

2007年に業績株式報酬としてグループが付与した株式の加重平均公正価値は、8.96ポンド（2006年：

7.38ポンド）であった。

制限付株式報奨

制限付株式報奨は、人材雇用と留保を目的として、または年次賞与の繰延べとして、一定の条件を満たし

た従業員に対して付与される。当該報奨は、付与日から１年から３年の間に受給権が確定する。

2007年 2006年
(2)

株数

（千株）

株数

（千株）

１月１日現在残高 13,333 214

期中における取得 21,035 13,570

期中における付与 (2,454) (163)
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期中における権利失効 (2,324) (288)

12月31日現在残高
(1) 29,590 13,333

(1) 上表は、当事業年度中に当行従業員に付与された株式11,448,342株および2007年12月31日現在の発行済み株式

16,576,814株を含む。

(2) 修正再表示。

2007年に制限付株式報酬としてグループが付与した株式の加重平均公正価値は、8.96ポンド（2006年：

9.65ポンド）であった。

株式オプション

株式オプションは、エイチエスビーシー株式制度の規則のもとで、前年度の業績に基づいてフランスの従

業員に対して付与された。この株式オプションには業績条件が付されており、グループの確定１株当たり利

益および株主総利回りの、28の大手銀行から成る比較グループに対するエイチエスビーシー・グループの

順位に基づき決定される。このオプションは付与の３年後に権利が確定する。2005年６月に付与されたオプ

ションは、付与日から４年目まで行使可能であり、それ以降は権利が失効する。2005年９月に付与されたオ

プションは、付与日から10年目まで行使可能であり、それ以降は権利が失効する。

2007年 2006年

オプション数

（千個）

加重平均

行使価格

（ポンド）

オプション数

（千個）

加重平均

行使価格

（ポンド）

１月１日現在残高 628 8.84 628 8.84

期中における付与 － － － －

期中における権利失効 (103) 8.79 － －

12月31日現在残高 525 8.85 628 8.84

2007年に付与された株式オプションはなかった（2006年に付与されたオプションの公正価値：ゼロ）。

貸借対照表日現在、未行使オプションの契約上の残余年数は2.39年である（2006年：３年）。貸借対照表日

現在、未行使オプションの行使価格の範囲は8.794ポンドから9.17ポンドである。これらのオプションのう

ち、貸借対照表日現在において行使可能なものはなかった。

当事業年度中に行使された株式オプションはなかった。

貯蓄型株式オプション制度

貯蓄型株式オプション制度は、一定の条件を満たした従業員を対象として、月額最高250ポンドまでの積

立てを行い、その貯蓄を株式取得に使用することを認めるオプションを付した貯蓄契約を推奨する制度で

ある。この制度の目的は、すべての従業員の関心を株主価値の創出にあわせることである。オプションは、付

与時に定められた条件に応じて、貯蓄契約の開始から３年または５年目のいずれかの応答日から６ヶ月間

行使可能である。行使価格は、付与日における市場価格に対して20パーセント（2006年：20パーセント）割

り引いた価格に設定されている。

2007年 2006年
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オプション数

（千個）

加重平均

行使価格

（ポンド）

オプション数

（千個）

加重平均

行使価格

（ポンド）

１月１日現在残高 37,053 6.46 37,164 5.98 

期中における付与 10,845 7.08 7,890 8.89 

期中における権利行使 (3,623) 6.45 (6,714) 5.63 

期中における移管 (1,242) 6.89 134 5.90 

期中における権利失効 (2,004) 6.76 (1,421) 6.41 

12月31日現在残高
(1),(2) 41,029 6.59 37,053 6.46 

(1) 上表は、当行従業員に対するオプションの2007年１月１日現在未行使残高33,571,481個（2006年：36,005,997

個）、当事業年度中に付与されたオプション8,269,034個（2006年：7,537,041個）、および2007年12月31日現在未

行使残高34,569,476個（2006年：33,571,481個）を含む。

(2) 当行従業員に対するオプションの加重平均行使価格は、2007年１月１日現在において6.44ポンド（2006年：5.97ポ

ンド）、2007年12月31日現在において6.57ポンドであった。

当事業年度中に付与されたオプションの付与日現在における加重平均公正価値は、2.12ポンド（2006

年：2.50ポンド）であった。以下は、貸借対照表日現在におけるオプションの未行使残高、加重平均行使価

格、および加重平均残存契約期間を、行使価格の範囲ごとに分析したものである。

グループ

2007年 2006年

行使価格の範囲(ポンド) 5.35-8.02 5.35-8.02

オプション数(千個) 41,029 37,053

加重平均行使価格（ポンド） 6.59 6.46

加重平均残存契約期間（年数） 1.77 2.08

上記のうち行使可能：

オプション数(千個) 154 214

加重平均行使価格（ポンド） 6.49 5.35

当行

2007年 2006年

行使価格の範囲(ポンド) 5.35-8.02 5.35-8.02

オプション数(千個) 34,569 33,571

加重平均行使価格（ポンド） 6.57 6.44

加重平均残存契約期間（年数） 1.76 2.24

上記のうち行使可能：

オプション数(千個) 85 186

加重平均行使価格（ポンド） 6.49 5.35

株式オプションが行使された日における加重平均株価は、8.96ポンド（2006年：9.54ポンド）であった。

2000年制限付株式制度
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2000年エイチエスビーシー・ホールディングス制限付株式制度に基づき付与された業績株式報奨

制限付株式制度に基づく業績株式報奨は、1996年から2004年までの間に上級執行役員に付与された。この

制度の目的は、役員の関心を株主価値の創出にあわせることであった。この目的は、比較対象の大手銀行グ

ループの数値に対して一定の株主総利回り目標を設定し、通常、当該目標の達成を報奨の権利確定条件とす

ることで達成された。2005年のエイチエスビーシー株式制度導入後、当該制度のもとで更なる報奨は付与さ

れない予定である。

2007年 2006年

株数
（千株）

株数
（千株）

１月１日現在残高 1,977 2,210

期中における増加 849 80

期中における減少 (1,750) (313)

期中における移管 (24) －

12月31日現在残高
(1) 1,052 1,977

(1) 上記の報奨はすべてエイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーの役員に関連するものである。

2007年12月31日現在の株式の公正価値は、8.42ポンド（2006年：9.31ポンド）であった。

2007年12月31日現在における加重平均残存権利確定期間は、10ヶ月であった（2006年：15ヶ月）。

2000年エイチエスビーシー・ホールディングス制限付株式制度に基づき付与された制限付株式報奨(「功

績株式」)

過年度における従業員の勤務実績、潜在的可能性および留保要件を考慮した上で、一定の条件を満たした

従業員に制限付株式が付与された。制限付株式はまた、年次賞与の一部繰延べまたは雇用目的としても付与

されている。当該株式報奨には、会社の業績条件は付されておらず、通常は、報奨の付与後１年から３年の間

に従業員に引き渡されるが、従業員がその期間継続してエイチエスビーシー・グループに雇用されている

ことを条件としている。

2007年 2006年

株数

（千株）

株数

（千株）

１月１日現在残高 12,867 26,023

期中における引渡 (7,299) (13,960)

期中における増加 452 1,139

期中における権利失効 (792) (439)

期中における移管 883 104

12月31日現在残高
(1) 6,111 12,867

(1) 上表は、当行従業員に対する2007年１月１日現在の残高7,525,817株（2006年：25,617,586株）、当期中に付与され

た０株（2006年：515,872株）および2007年12月31日現在の残高3,569,950株を含んでいる。

2007年または2006年には、2000年エイチエスビーシー・ホールディングス制限付株式制度に関連してグ

EDINET提出書類

エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー(E22630)

有価証券届出書（通常方式）

607/794



ループが付与した株式はなかった。

2007年12月31日現在の加重平均残存権利確定期間は0.14年（2006年：0.95年）であった。

エイチエスビーシー・グループ株式オプション制度

エイチエスビーシー・グループ株式オプション制度は、2000年から2005年の間に特定のグループの従業

員に適用された長期インセンティブ制度である。当該制度の目的は、良好な実績をおさめている従業員の関

心を株主価値の創出にあわせることであった。この目的は、一定の株主総利回り目標を設定し、通常、当該目

標の達成を報奨の権利確定条件とすることで達成された。オプションは市場価値で付与され、権利確定条件

を満たしていることを条件として、通常、付与日より３年目から10年目まで行使可能である。

2007年 2006年

オプション数

（千個）

加重平均

行使価格

（ポンド）

オプション数

（千個）

加重平均

行使価格

（ポンド）

１月１日現在残高 45,352 7.82 67,390 7.74

期中における付与 － － － －

期中における権利行使 (2,098) 6.96 (22,211) 7.45

期中における移管 1,141 7.72 282 7.67

期中における権利失効 (2,173) 7.97 (109) 8.02

12月31日現在残高
(1),(2) 42,222 7.86 45,352 7.82

(1) 上記には、当行の従業員に対する報奨が、2007年１月１日現在残高に21,402,302個（2006年：33,341,930個）、当期

における付与は０個（2006年：０個）、2007年12月31日現在残高に21,270,293個（2006年：21,402,302個）含まれ

ている。

(2) 当行従業員に対する報奨の加重平均行使価格は、2007年１月1日現在において7.80ポンド（2006年：7.61ポンド）、

および2007年12月31日現在において7.83ポンド（2006年：7.80ポンド）であった。

(3) エイチエスビーシー・グループ株式オプション制度に基づき付与された2003年度報奨に関して、株主総利回りの達

成条件が撤回されたことから生じた費用27.3百万ポンドが、2006年の損益計算書に計上された。エイチエスビー

シー・グループ報酬委員会は、当該制度によって認められている裁量権を行使して、2003年度報奨に付されていた

３年間の業績および株主利回りに関する業績条件を撤回した。これは、IFRS第２号に基づき制度の変更として会計

処理され、その結果、上述の公正価値評価手法により算出された金額が、変更による追加付与分の公正価値として、

損益計算書に追加で費用計上された。

2007年にエイチエスビーシー・グループ株式オプション制度のもとでグループによって付与された株式

オプションはなかった（2006年に付与されたオプションの公正価値：ゼロ）。以下は、貸借対照表日現在に

おけるオプションの未行使残高、加重平均行使価格、および加重平均残存契約期間を、行使価格の範囲ごと

に分析したものである。

グループ

2007年 2006年

行使価格の範囲（ポンド） 6.00-8.008.01-10.006.00-8.008.01-10.00

オプション数（千個） 13,573 28,649 15,807 29,545

加重平均行使価格（ポン

ド）
6.91 8.30 6.91 8.31

EDINET提出書類

エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー(E22630)

有価証券届出書（通常方式）

608/794



加重平均残存契約期間（年

数）
－ 0.06 － 0.52

上記のうち行使可能：

オプション数(千個) 13,573 23,383 15,807 188

加重平均行使価格（ポン

ド）
6.91 7.78 6.91 8.13

当行

2007年 2006年

行使価格の範囲（ポンド） 6.00-8.008.01-10.006.00-8.008.01-10.00

オプション数（千個） 7,029 14,241 7,520 13,882

加重平均行使価格（ポン

ド）
6.91 8.29 6.91 8.28

加重平均残存契約期間（年

数）
－ 0.002 － 0.22

上記のうち行使可能：

オプション数(千個) 7,029 14,143 7,520 108

加重平均行使価格（ポン

ド）
6.91 8.28 6.91 8.13

エイチエスビーシー・フランスおよび子会社制度

エイチエスビーシー・フランスは、エイチエスビーシー・フランスの特定の経営幹部、取締役および役

員、ならびに子会社の特定の上級幹部に対し株式購入および新株引受権を付与した。

1994年から1999年の間に付与されたオプションは、グループがエイチエスビーシー・フランスの買収案

を発表した時点で権利が確定したため、エイチエスビーシー・フランスの評価の中に含まれた。

買収の公式発表後の2000年に、エイチエスビーシー・フランスは909,000株のオプションを付与したが、

これらのオプションの権利は、支配権の変更時には確定しなかった。当該オプションは、継続雇用が条件と

なっており、2002年１月１日に権利が確定した。オプションの行使により取得したエイチエスビーシー・フ

ランス株式は、フランス商業銀行株式との交換比率と同じ割合（エイチエスビーシー・フランス株１株に

対して１株当たり0.50米ドルの普通株式13株）で、１株当たり0.50米ドルのエイチエスビーシー普通株式

と交換可能である。オプションは市場価値で付与され、権利確定日より10年間行使可能である。

2007年 2006年

オプション数

（千個）

加重平均

行使価格

（ユーロ）

オプション数

（千個）

加重平均

行使価格

（ユーロ）

１月１日現在残高 646 142.50 766 142.50

期中における行使 (44) 142.50 (120) 142.50

12月31日現在残高および行使可能 602 142.50 646 142.50

貸借対照表日現在における未行使オプションの加重平均残存契約期間は、2.3年（2006年：3.3年）で

あった。

株式オプション行使日現在の加重平均株価は、9.03ポンド（2006年：9.58ポンド）であった。
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2000年の買収日時点で、エイチエスビーシー・フランスの一部の子会社も、それぞれ自社の株式に関する

オプションを付与することが可能な従業員株式オプション制度を運営していた。これらのオプションの一

部については、行使時に当該子会社の株式はエイチエスビーシー普通株式と交換される。当事業年中、この

ような契約に基づき交換可能なエイチエスビーシー・ホールディングス株式の総数は113,240株であった

（2006年：356,491株）。

下記は、2002年11月７日付けでIFRS第２号を適用する前に付与されたため、貸借対照表または損益計算書

には計上されていない株式報酬に関する詳細情報である。

エイチエスビーシー・グループ株式オプション制度

2007年 2006年

オプション数

（千個）

加重平均

行使価格

（ポンド）

オプション数

（千個）

加重平均

行使価格

（ポンド）

１月１日現在残高 35,798 8.17 46,654 8.10

期中における権利行使 (3,695) 7.87 (11,113) 7.90

期中における移管 2,552 8.22 320 7.83

期中における権利失効 (244) 7.81 (63) 7.74

12月31日現在残高
(1),(2) 34,411 8.20 35,798 8.17

(1) 上記には、当行の従業員に対する報奨が、2007年１月１日現在残高に21,402,021個（2006年：

30,424,672個）、および2007年12月31日現在残高に20,236,879個（2006年：21,402,021個）含まれてい

る。

(2) 当行従業員に対する報奨の加重平均行使価格は、2007年１月1日現在において7.97ポンド（2006年：

7.93ポンド）、および2007年12月31日現在において8.02ポンド（2006年: 7.97ポンド）であった。

以下は、貸借対照表日現在におけるオプションの未行使残高、加重平均行使価格、および加重平均残存契

約期間を、行使価格の範囲ごとに分析したものである。

グループ

2007年 2006年

行使価格の範囲（ポンド） 6.38-7.467.47-9.546.38-7.467.47-9.54

オプション数（千個） 7,121 27,290 8,116 27,682

加重平均行使価格（ポンド） 6.85 8.56 6.84 8.56

加重平均残存契約期間（年数） － － － －

上記のうち行使可能：

　－オプション数（千個） 7,121 27,290 8,116 27,682

　－加重平均行使価格（ポンド） 6.85 8.56 6.84 8.56

当行

2007年 2006年

行使価格の範囲（ポンド） 6.38-7.467.47-9.546.38-7.467.47-9.54
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オプション数（千個） 6,281 13,956 7,207 14,195

加重平均行使価格（ポンド） 6.82 8.56 6.81 8.56

加重平均残存契約期間（年数） － － － －

上記のうち行使可能：

　－オプション数（千個） 6,281 13,956 7,207 14,195

　－加重平均行使価格（ポンド） 6.82 8.56 6.81 8.56

貯蓄型株式オプション制度

2007年 2006年

オプション数

（千個）

加重平均

行使価格

（ポンド）

オプション数

（千個）

加重平均

行使価格

（ポンド）

１月１日現在残高 3,650 6.33 7,347 6.51

期中における権利行使 (3,465) 6.33 (3,583) 6.70

期中における移管 (24) 6.29 11 6.36

期中における権利失効 (58) 6.46 (125) 6.37

12月31日現在残高
(1),(2) 103 6.32 3,650 6.33

(1) 上表には、当行従業員に対するオプションが、2007年１月１日現在残高に3,500,932個（2006年：7,246,942個）、お

よび2007年12月31日現在残高に98,706個（2006年：3,500,932個）含まれている。

(2) 当行従業員に対するオプションの加重平均行使価格は、2007年１月１日現在において6.33ポンド（2006年：6.51ポ

ンド）、および2007年12月31日現在において6.32ポンド（2006年：6.33ポンド）であった。

以下は、貸借対照表日現在におけるオプションの未行使残高、加重平均行使価格、および加重平均残存契

約期間を、行使価格の範囲ごとに分析したものである。

グループ

2007年 2006年

行使価格の範囲（ポンド） 6.04-6.75 6.04-6.75

オプション数（千個） 103 3,650

加重平均行使価格（ポンド） 6.32 6.33

加重平均残存契約期間（年数） － 0.33

上記のうち行使可能：

－オプション数（千個） 103 82

－加重平均行使価格（ポンド） 6.32 6.75

当行

2007年 2006年

行使価格の範囲（ポンド） 6.04-6.75 6.04-6.75

オプション数（千個） 99 3,501

加重平均行使価格（ポンド） 6.32 6.33

加重平均残存契約期間（年数） － 0.33

上記のうち行使可能：
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－オプション数（千個） 99 75

－加重平均行使価格（ポンド） 6.32 6.75

11 法人所得税費用

2007年 2006年

百万ポンド 百万ポンド

当期税金

英国法人所得税費用－当期 661 466

英国法人所得税費用－過年度に関する調整 7 (82)

海外の税金－当期 331 370

海外の税金－過年度に関する調整 26 (6)

1,025 748

繰延税金

一時差異の発生および解消 (220) 219

税率の変更の影響 (20) －

過年度に関する調整 (18) 11

(258) 230

法人所得税費用 767 978

英国内の当行および子会社は、30％（2006年：30％）の税率を用いて英国法人所得税を計上した。その他

海外子会社および海外支店は、業務を展開している国における適切な税率を用いて税金を計上した。

2007年に制定され、2008年から施行となる、2007年金融法による英国の税率の30％から28％への引き下げ

およびドイツの連邦税の引き下げの結果、繰延税金資産および負債を一回に限り再評価することとなった。

この再評価によりグループの法人所得税費用計上額が20百万ポンド減少した。

2007年 2006年

法人所得税費

用総額比率

法人所得税費

用総額比率

百万ポンド ％ 百万ポンド ％

法人所得税費用総額の分析

英国法人所得税率30％の課税（2006年：

30％）
1,224 30.0 1,139 30.0

税率の異なる主要な海外拠点における利益

の影響
(61) (1.5) (65) (1.7)

非課税利益 (253) (6.2) (19) (0.5)

関連会社および合弁事業における利益の影

響
(12) (0.3) 11 0.3

過年度に未認識の一時差異 (53) (1.3) (24) (0.6)

グループ持分の再構成により生じた繰延税

金の戻入
(180) (4.4) － －
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過年度の負債に関する調整 16 0.4 (80) (2.1)

その他項目 86 2.1 16 0.4

法人所得税費用総額 767 18.8 978 25.8

損益計算書に計上された金額に加えて、資本に直接計上された項目に関連する繰延税金総額は311百万ポ

ンドであり、資本を減少させた（2006年：29百万ポンド、資本を増加させた）。

グループは様々な司法管轄において法人所得税を課せられており、法人所得税に対する引当金の見積り

には重要な判断が必要である。また、最終的な結論が出るまでに時間を要する取引や税法の解釈が多く存在

している。グループは追加税額を支払うことになるか否かの見積りに基づいて税金債務を認識している。こ

の見積りのプロセスにおいて、必要に応じて専門家の助言を得ている。最終的な税金債務が当初計上された

金額と異なる場合、当該差異は、見積りが変更された年度または最終的な債務額が確定した年度における法

人所得税および繰延税金の計上額に影響を与える。

繰延税金

グループ

2007年 2006年

繰延税金

資産

繰延税金

負債
合計

繰延税金

資産

繰延税金

負債
合計

百万ポンド 百万ポンド

一時差異

－退職給付 35 262 297 31 749 780

－貸倒引当金 8 58 66 2 68 70

－顧客にリースした

資産
(21) (577) (598) (21) (790) (811)

－不動産再評価 (55) (36) (91) (46) (47) (93)

－追加の資本控除 － (49) (49) － (60) (60)

－その他の短期一時

差異
83 (6) 77 63 (110) (47)

未使用の税務上の欠損金 － 46 46 － 48 48

50 (302) (252) 29 (142) (113)

貸借対照表上に認識されていない繰延税金資産の金額は53百万ポンド（2006年：115百万ポンド）であ

る。これは失効日のないキャピタル・ロスのうち、潜在的な便益の回収可能性が低いとみなされる金額に関

するものである。

当行

2007年 2006年

繰延税金

資産

繰延税金

負債
合計

繰延税金

資産

繰延税金

負債
合計

百万ポンド 百万ポンド
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一時差異

－退職給付 262 － 262 730 － 730

－貸倒引当金 63 － 63 73 － 73

－不動産再評価 (21) － (21) (29) － (29)

－追加の資本控除 (50) － (50) (63) － (63)

－その他の短期一時差

異
218 (2) 216 130 (49) 81

未使用の税務上の欠損金 43 － 43 32 16 48

515 (2) 513 873 (33) 840

貸借対照表上に繰延税金が認識されていない一時差異の金額は46百万ポンド（2006年：107百万ポン

ド）である。これは失効日のないキャピタル・ロスのうち、潜在的な便益の回収可能性が低いとみなされる

金額に関するものである。

子会社の場合は利益が無期限に再投資される予定であり、また支店に関しては近い将来において追加の

税金が発生する見込みがないため、子会社および支店への投資に関する一時差異については、繰延税金は認

識されていない。このような関連する一時差異の合計金額は3,486百万ポンド（2006年：2,977百万ポン

ド）であった。

期中の繰延税金の変動

グループ 当行

2007年 2006年 2007年 2006年

百万ポンド 百万ポンド

期中の変動:

１月１日現在 (113) 56 840 995

損益計算書への計上額 258 (230) 52 (124)

為替変動およびその他
(1) (73) 22 1 11

準備金を通じた変動 (324) 39 (380) (42)

12月31日現在 (252) (113) 513 840

(1) 2007年の変動には、期中のエイチエスビーシー・アシュランスVIE（フランス）およびエイチエスビーシー・ア

シュランスIARD(フランス)の取得により認識された68百万ポンドの繰延税金負債が含まれている。

12 配当金

2007年 2006年

一株当たり

ポンド
百万ポンド

一株当たり

ポンド
百万ポンド

普通株式に係る配当金

過年度に関する第２回中間配当金 1.05 840 0.88 700

当期に関する第１回中間配当金 1.03 825 1.12 891

2.08 1,665 2.00 1,591

2007年にエイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーの非累積第三次米ドル優先株式に関して支払われ

た１株当たりの配当金は0.91ポンド（2006年：ゼロ）であった。配当金支払額合計は32百万ポンドであっ

た。
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2007年にエイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーの永久劣後債に関して支払われた利息は９百万ポ

ンド（2006年：ゼロ）であった。

13 セグメント別分析

収益の配分は、株主資本の便益を、その費用がグループ内の資本および資金調達構造をもとにセグメント

内の事業に実際に配分される様に反映している。

地域別

地域情報は、子会社の主要な事業の所在地別に分類されており、銀行の場合は、業績の報告または資金の

貸出を行っている支店の所在地別に分類されている。

英国 欧州大陸 その他の国 グループ内 合計

百万ポンド

2007年

営業収益合計

正味受取利息 2,275 1,188 88 303 3,854

正味受取手数料 2,723 1,355 106 － 4,184

トレーディング純収益 2,525 1,080 185 (303) 3,487

公正価値評価の指定を受けた

金融商品による純収益
93 33 － － 126

金融投資による純収益 364 188 － － 552

配当金 19 23 1 － 43

正味保険料収入 693 1,228 － － 1,921

その他営業収益 191 106 15 (5) 307

営業収益合計 8,883 5,201 395 (5) 14,474

関連会社および合弁事業にお

ける利益（損失）持分
(1) 49 (1) － 47

税引前当期純利益 2,528 1,316 237 － 4,081

株主に帰属する利益 2,069 966 192 － 3,227

有形固定資産の減価償却およ

び減損
(338) (84) － － (422)

無形資産の償却および減損な

らびにのれんの減損
(122) (19) (1) － (142)

貸倒損失およびその他の信用

リスク引当金
(953) (91) 1 － (1,043)

有形固定資産取得費用 (371) (203) (4) － (578)

無形資産取得費用 (97) (25) － － (122)

資産合計 440,411 218,927 14,333 (51,391)622,280

負債合計 430,604 203,830 14,238 (51,391)597,281

英国 欧州大陸 その他の国 グループ内 合計

百万ポンド

2006年

営業収益合計
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正味受取利息 3,083 985 41 87 4,196

正味受取手数料 2,379 1,285 78 － 3,742

トレーディング純収益 1,686 847 180 (87) 2,626

公正価値評価の指定を受け

た金融商品による純収益
54 5 － － 59

金融投資による純収益 105 130 4 － 239

配当金 19 31 － － 50

正味保険料収入 176 141 － － 317

その他営業収益 382 66 32 － 480

営業収益合計 7,884 3,490 335 － 11,709

関連会社および合弁事業に

おける利益（損失）持分
(53) 14 (1) － (40)

税引前当期純利益 2,473 1,133 190 － 3,796

株主に帰属する利益 1,819 737 166 － 2,722

有形固定資産の減価償却お

よび減損
(332) (77) (1) － (410)

無形資産の償却および減損

ならびにのれんの減損
(130) (21) － － (151)

貸倒損失 (906) (32) － － (938)

有形固定資産取得費用 (525) (101) (2) － (628)

無形資産取得費用 (93) (16) － － (109)

資産合計 309,778 138,092 13,166 (20,276)440,760

負債合計 301,147 125,863 13,088 (20,276)419,822

事業種類別

グループの業務には、いくつかのサポート・サービスおよび本社機能を含む。これらの機能に関する費用

は、体系的かつ一貫した基準で適宜に事業部門に配分される。

2007年 2006年

百万ポンド 百万ポンド

正味営業収益（貸倒損失額控除前）

英国個人向け金融サービス 3,745 3,641

英国コマーシャル・バンキング 2,207 1,935

英国コーポレート・インベストメント・バンキング・アンド・

マーケット
2,065 1,905

英国その他 106 52

インターナショナル・バンキング 1,104 871

フランス 1,910 1,733

プライベート・バンキング 1,299 1,153

HSBCトリンカウス・アンド・ブルクハルト 364 328

12,800 11,618

税引前経常利益(損失)

英国個人向け金融サービス 740 869

英国コマーシャル・バンキング 1,004 943
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英国コーポレート・インベストメント・バンキング・アンド・

マーケット
468 482

英国その他 155 45

インターナショナル・バンキング 397 305

フランス 526 488

プライベート・バンキング 643 555

HSBCトリンカウス・アンド・ブルクハルト 148 109

4,081 3,796

2007年 2006年

百万ポンド 百万ポンド

資産合計

英国個人向け金融サービス 69,837 73,723

英国コマーシャル・バンキング 44,905 34,105

英国コーポレート・インベストメント・バンキング・アンド・

マーケット
273,791 175,182

英国その他 － －

インターナショナル・バンキング 22,190 17,972

フランス 156,533 93,006

プライベート・バンキング 40,900 34,621

HSBCトリンカウス・アンド・ブルクハルト 14,124 12,151

622,280 440,760

有形固定資産取得費用

英国個人向け金融サービス 165 222

英国コマーシャル・バンキング 77 92

英国コーポレート・インベストメント・バンキング・アンド・

マーケット
130 210

英国その他 － －

インターナショナル・バンキング 62 43

フランス 42 40

プライベート・バンキング 13 13

HSBCトリンカウス・アンド・ブルクハルト 89 8

578 628

2007年 2006年

百万ポンド 百万ポンド

その他無形資産取得費用

英国個人向け金融サービス 51 44

英国コマーシャル・バンキング 26 33
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英国コーポレート・インベストメント・バンキング・アンド・

マーケット
25 23

英国その他 － －

インターナショナル・バンキング 4 1

フランス 12 4

プライベート・バンキング － 1

HSBCトリンカウス・アンド・ブルクハルト 4 3

122 109

14 測定基準による金融資産および負債の分析

金融資産および金融負債は公正価値または償却原価で継続的に測定されている。注記２の主要な会計方

針では、各種の金融商品の測定方法ならびに公正価値評価による損益を含む収益および費用の認識方法に

ついて記述している。下表は貸借対照表上の金融資産および負債を、金融商品の分類ごと（測定基準）に分

析したものである。

グループ

トレー

ディング

目的保有

公正価値

による評

価の指定

満期保

有目的

有価証

券

貸出金お

よび受取

債権

売却可能

有価証券

償却原価で

計上されて

いる金融資

産および

負債

公正価値

ヘッジ手

段として

指定され

たデリバ

ティブ

キャッシュ

・フロー・

ヘッジ手段

として指定

されたデリ

バティブ 合計

2007年 百万ポンド

金融資産

現金および中央銀

行預け金
－ － － － － 7,146 － － 7,146

他行から回収中の

項目
－ － － － － 2,434 － － 2,434

トレーディング資

産
153,206 － － － － － － － 153,206

公正価値評価の指

定を受けた金融資

産

－ 14,969 － － － － － － 14,969

デリバティブ 60,103 － － － － － － 367 60,470

銀行に対する貸付

金
－ － － 60,764 － － － － 60,764

顧客に対する貸付

金
－ － － 227,687 － － － － 227,687

金融投資 － － 38 － 69,490 － － － 69,528

その他資産 － － － － － 4,385 － － 4,385

未収収益 － － － － － 5,647 － － 5,647

金融資産合計 213,30914,969 38 288,45169,490 19,612 － 367 606,236

非金融資産合計 16,044

資産合計 622,280

金融負債

銀行からの預金 － － － － － 48,786 － － 48,786

顧客からの預金 － － － － － 268,269 － － 268,269
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他行へ送金中の項

目
－ － － － － 1,975 － － 1,975

トレーディング負

債
117,454 － － － － － － － 117,454

公正価値評価の指

定を受けた金融負

債

－ 15,659 － － － － － － 15,659

デリバティブ 60,908 － － － － － 138 493 61,539

発行済負債証券 － － － － － 50,921 － － 50,921

その他負債 － － － － － 6,332 － － 6,332

未払費用 － － － － － 5,726 － － 5,726

劣後債務 － － － － － 5,205 － － 5,205

金融負債合計 178,36215,659 － － － 387,214 138 493 581,866

非金融負債合計 15,415

負債合計 597,281

グループ

トレー

ディング

目的保有

公正価値

による評

価の指定

満期保

有目的

有価証

券

貸出金

および

受取債権

売却可能

有価証券

償却原価で

計上されて

いる金融資

産

および負債

公正価値

ヘッジ手

段として

指定され

たデリバ

ティブ

キャッシュ

・フロー・

ヘッジ手段

として指定

されたデリ

バティブ 合計

2006年 百万ポンド

金融資産

現金および中央銀

行預け金
－ － － － － 3,618 － － 3,618

他行から回収中の

項目
－ － － － － 2,937 － － 2,937

トレーディング資

産
85,994 － － － － － － － 85,994

公正価値評価の指

定を受けた金融資

産

－ 5,985 － － － － － － 5,985

デリバティブ 31,646 － － － － － 41 403 32,090

銀行に対する貸付

金
－ － － 44,428 － － － － 44,428

顧客に対する貸付

金
－ － － 200,416 － － － － 200,416

金融投資 － － 76 － 42,304 － － － 42,380

その他資産 － － － － － 3,478 － － 3,478

未収収益 － － － － － 3,533 － － 3,533

金融資産合計 117,6405,985 76 244,84442,304 13,566 41 403 424,859

非金融資産合計 15,901

資産合計 440,760

金融負債

銀行からの預金 － － － － － 38,513 － － 38,513

顧客からの預金 － － － － － 227,350 － － 227,350

他行へ送金中の項

目
－ － － － － 2,428 － － 2,428
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トレーディング負

債
52,080 － － － － － － － 52,080

公正価値評価の指

定を受けた金融負

債

－ 9,460 － － － － － － 9,460

デリバティブ 32,247 － － － － － 37 459 32,743

発行済負債証券 － － － － － 38,090 － － 38,090

その他負債 － － － － － 4,141 － － 4,141

未払費用 － － － － － 3,812 － － 3,812

劣後債務 － － － － － 5,380 － － 5,380

金融負債合計 84,327 9,460 － － － 319,714 37 459 413,997

非金融負債合計 5,825

負債合計 419,822

当行

トレー

ディング

目的保有

公正価値

による評

価の指定

満期保

有目的

有価証

券

貸出金

および

受取債権

売却可能

有価証券

償却原価で

計上されて

いる金融資

産および負

債

公正価値

ヘッジ手

段として

指定され

たデリバ

ティブ

キャッシュ

・フロー・

ヘッジ手段

として指定

されたデリ

バティブ 合計

2007年 百万ポンド

金融資産

現金および中央銀

行預け金
－ － － － － 3,677 － － 3,677

他行から回収中の

項目
－ － － － － 1,377 － － 1,377

トレーディング資

産
149,102 － － － － － － － 149,102

公正価値評価の指

定を受けた金融資

産

－ 3,439 － － － － － － 3,439

デリバティブ 46,093 － － － － － － 232 46,325

銀行に対する貸付

金
－ － － 32,028 － － － － 32,028

顧客に対する貸付

金
－ － － 150,649 － － － － 150,649

金融投資 － － － － 13,822 － － － 13,822

未収収益 － － － － － 3,477 － － 3,477

その他資産 － － － － － 1,372 － － 1,372

金融資産合計 195,1953,439 － 182,67713,822 9,903 － 232 405,268

非金融資産合計 18,761

資産合計 424,029

金融負債

銀行からの預金 － － － － － 41,061 － － 41,061

顧客からの預金 － － － － － 184,899 － － 184,899

他行へ送金中の項

目
－ － － － － 1,056 － － 1,056

トレーディング負

債
99,755 － － － － － － － 99,755
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公正価値評価の指

定を受けた金融負

債

－ 8,082 － － － － － － 8,082

デリバティブ 47,339 － － － － － － 197 47,536

発行済負債証券 － － － － － 8,117 － － 8,117

その他負債 － － － － － 2,767 － － 2,767

未払費用 － － － － － 3,745 － － 3,745

劣後債務 － － － － － 4,744 － － 4,744

金融負債合計 147,0948,082 － － － 246,389 － 197 401,762

非金融負債合計 1,490

負債合計 403,252

当行

トレー

ディング

目的保有

公正価値

による評

価の指定

満期保

有目的

有価証

券

貸出金

および

受取債権

売却可能

有価証券

償却原価で

計上されて

いる金融資

産

および負債

公正価値

ヘッジ手

段として

指定され

たデリバ

ティブ

キャッシュ

・フロー・

ヘッジ商品

として指定

されたデリ

バティブ 合計

2006年 百万ポンド

金融資産

現金および中央

銀行預け金
－ － － － － 2,496 － － 2,496

他行から回収中

の項目
－ － － － － 1,367 － － 1,367

トレーディング

資産
62,729 － － － － － － － 62,729

公正価値評価の

指定を受けた金

融資産

－ － － － － － － － －

デリバティブ 24,270 － － － － － － 91 24,361

銀行に対する貸

付金
－ － － 25,121 － － － － 25,121

顧客に対する貸

付金
－ － － 143,964 － － － － 143,964

金融投資 － － － － 12,135 － － － 12,135

その他資産 － － － － － 1,818 － － 1,818

未収収益 － － － － － 1,974 － － 1,974

金融資産合計 86,999 － － 169,08512,135 7,655 － 91 275,965

非金融資産合計 18,121

資産合計 294,086

金融負債

銀行からの預金 － － － － － 29,182 － － 29,182

顧客からの預金 － － － － － 164,054 － － 164,054

他行へ送金中の

項目
－ － － － － 1,019 － － 1,019

トレーディング

負債
35,215 － － － － － － － 35,215

公正価値評価の

指定を受けた金

融負債

－ 4,736 － － － － － － 4,736
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デリバティブ 24,878 － － － － － － 89 24,967

発行済負債証券 － － － － － 5,408 － － 5,408

その他負債 － － － － － 2,320 － － 2,320

未払費用 － － － － － 2,429 － － 2,429

劣後債務 － － － － － 4,999 － － 4,999

金融負債合計 60,0934,736 － － － 209,411 － 89 274,329

非金融負債合計 2,550

負債合計 276,879

15 トレーディング資産

グループ 当行

2007年 2006年 2007年 2006年

百万ポンド 百万ポンド

トレーディング資産：

－契約相手方により再担保または再売

却される可能性のある資産
57,912 22,215 37,040 8,811

－契約相手方により再担保または再売

却されない資産
95,294 63,779 112,062 53,918

153,206 85,994 149,102 62,729

短期国債およびその他適格手形 445 197 437 165

負債証券 58,741 47,101 37,902 25,260

持分証券 22,419 10,836 13,095 7,279

銀行に対する貸付金 37,020 10,233 59,451 13,560

顧客に対する貸付金 34,581 17,627 38,217 16,465

153,206 85,994 149,102 62,729

16 損益を通じた公正価値評価の指定を受けた金融資産

グループ 当行

2007年 2006年 2007年 2006年

百万ポンド 百万ポンド

公正価値評価の指定を受けた金融資産

－契約相手方により再担保または再売却

されない資産
14,969 5,985 3,439 －

グループ 当行

2007年 2006年 2007年 2006年

百万ポンド 百万ポンド

短期国債およびその他適格手形 25 28 － －

負債証券 7,822 2,361 3,439 －

持分証券 7,033 3,476 － －

銀行に対する貸付金 89 120 － －

14,969 5,985 3,439 －

17 デリバティブ

グル－プが保有しているデリバティブ未決済残高の商品契約種類別の公正価値
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2007年12月31日現在

資産 負債

トレ－ディ

ング
ヘッジ 合計

トレ－ディ

ング
ヘッジ 合計

百万ポンド 百万ポンド

為替レ－ト 17,279 － 17,279 (17,757) (30) (17,787)

金利 31,397 367 31,764 (31,393) (601) (31,994)

株式 7,014 － 7,014 (6,719) － (6,719)

クレジット・デリバ

ティブ
3,629 － 3,629 (4,294) － (4,294)

コモディティおよびそ

の他
784 － 784 (745) － (745)

公正価値総額 60,103 367 60,470 (60,908) (631) (61,539)

合計 60,470 (61,539)

2006年12月31日現在

資産 負債

トレ－ディ

ング
ヘッジ 合計

トレ－ディ

ング
ヘッジ 合計

百万ポンド 百万ポンド

為替レ－ト 10,298 87 10,385 (10,572) (89) (10,661)

金利 18,141 357 18,498 (17,985) (404) (18,389)

株式 3,728 － 3,728 (4,063) (3) (4,066)

クレジット・デリバ

ティブ
1,442 － 1,442 (1,585) － (1,585)

コモディティおよびそ

の他
7 － 7 (12) － (12)

公正価値総額 33,616 444 34,060 (34,217) (496) (34,713)

相殺 (1,970) 1,970

合計 32,090 (32,743)

当行が保有しているデリバティブ未決済残高の商品契約種類別の公正価値

2007年12月31日現在

資産 負債

トレ－ディ

ング
ヘッジ 合計

トレ－ディ

ング
ヘッジ 合計

百万ポンド 百万ポンド

為替レ－ト 17,428 － 17,428 (17,493) － (17,493)

金利 22,240 232 22,472 (23,005) (197) (23,202)

株式 2,036 － 2,036 (1,825) － (1,825)

クレジット・デリバ

ティブ
3,607 － 3,607 (4,276) － (4,276)

コモディティおよびそ

の他
782 － 782 (740) － (740)

合計 46,093 232 46,325 (47,339)(197) (47,536)
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2006年12月31日現在

資産 負債

トレ－ディ

ング
ヘッジ 合計

トレ－ディ

ング
ヘッジ 合計

百万ポンド 百万ポンド

為替レ－ト 10,864 － 10,864 (10,910) － (10,910)

金利 11,031 91 11,122 (11,021) (89) (11,110)

株式 965 － 965 (1,390) － (1,390)

クレジット・デリバ

ティブ
1,407 － 1,407 (1,549) － (1,549)

コモディティおよびそ

の他
3 － 3 (8) － (8)

合計 24,270 91 24,361 (24,878) (89) (24,967)

デリバティブは、株式、債券、金利、為替、信用スプレッド、コモディティおよび株式指数またはその他の指

標等の基礎となる項目の価格から価値が派生する金融商品である。デリバティブを利用することにより、ユ

－ザ－は信用リスクまたは市場リスクに対するエクスポ－ジャ－を増加、減少または変更することが可能

となる。グル－プは顧客のためにデリバティブの値付けを行い、デリバティブを利用して信用リスクおよび

市場リスクに対するエクスポ－ジャ－を管理している。

デリバティブは公正価値で計上され、資産および負債の合計額がそれぞれ個別に貸借対照表上に表示さ

れている。資産計上額は、グル－プにとってプラスの価値を有するすべての取引の相手方がすべて同時に不

履行となり、それらの取引を即時に代替できると仮定した場合に、これらの取引を代替するのに要する費用

額を表している。負債計上額は、グル－プが不履行に陥った場合に、グル－プの取引相手方が、彼らにとって

プラスの価値を有する取引すべてを代替するのに要する費用額を表している。様々な取引に係るデリバ

ティブ資産および負債は、取引相手が同じで、法的相殺権が存在し、キャッシュ・フロ－がネット・ベ－ス

で決済される場合にのみ相殺される。

デリバティブの利用

グル－プは主に、顧客のためのリスク・マネジメント・ソリュ－ションの策定、自己売買目的およびグル

－プ自身のリスクのヘッジおよび管理という３つの目的でデリバティブ取引を行っている。デリバティブ

（IAS第39号に定義される有効なヘッジ手段として指定されているデリバティブを除く）はトレ－ディン

グ目的で保有されている。トレ－ディング目的保有の分類には、２種類のデリバティブ商品が含まれてい

る。販売およびトレ－ディング活動に利用されている商品ならびにリスク・マネジメント目的で利用され

るが、様々な理由でヘッジ会計の要件を満たさない商品である。後者には、公正価値評価の指定を受けた金

融商品とあわせて管理されているデリバティブが含まれる。これらの活動については下記に詳述される。

グル－プのデリバティブ活動は、デリバティブ・ポ－トフォリオにおいて重要な未決済残高を生じさせ

る。これらのポジションを確実に受容可能なリスク水準内に維持するよう継続的な管理が行われており、必

要に応じてポジションの相殺が可能となる取引が実施されている。デリバティブ取引開始時において潜在

的な信用エクスポ－ジャ－を評価・承認する際に、グル－プは、通常の貸付取引と同様の信用リスク管理手

続きを用いている。

トレ－ディング・デリバティブ
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グル－プのデリバティブ取引の大部分は販売およびトレ－ディング活動に関連している。販売活動は、顧

客が既存のリスクまたは予想されるリスクの引受け、移転、変更または軽減ができるようなデリバティブ商

品の組成および販売を含む。デリバティブのトレ－ディング活動は主に、価格またはマ－ジンの短期的変動

から利益を得るために行われている。ポジションは、活発に取引される場合や、あるいは為替レ－ト、金利、

株価もしくはその他の市場パラメ－タ－の予想変動から利益を得るために一定期間にわたり保有される場

合がある。トレ－ディング活動には、値付け、ポジショニングおよび裁定活動が含まれる。値付けは、スプ

レッドおよび取引高に基づき収益を生み出す目的で別の市場参加者に対して価格を提示するものである。

ポジショニングは、価格、レ－トまたは指標がグル－プにとって有利な変動をすることにより便益を得るこ

とを目的として市場リスクのポジションを管理するものである。裁定は市場間および商品間の価格差を特

定しその価格差から利益を得るものである。

上記のように、トレ－ディング目的保有に分類されているその他デリバティブには、非適格ヘッジ・デリ

バティブ、非有効ヘッジ・デリバティブ、およびヘッジの有効性評価から除外されたヘッジ・デリバティブ

の構成要素が含まれる。非適格ヘッジ・デリバティブは、リスク管理目的で行われているが、ヘッジ会計上

の要件を満たしていないものである。これらには、公正価値評価の指定を受けた金融商品とあわせて管理さ

れているデリバティブを含む。

ヘッジ会計の適用が認められないデリバティブの公正価値における変動から生じる損益は、「トレ－

ディング純収益」に計上される。ただし、公正価値評価の指定を受けた金融商品とあわせて管理されている

デリバティブに係る損益については、そのヘッジ対象に係る損益とともに「公正価値評価の指定を受けた

金融商品による純収益」に計上される。トレ－ディング・デリバティブの公正価値の変動には約定金利が

含まれている。公正価値の指定を受けた金融商品とともに管理されているデリバティブの公正価値の変動

は、約定金利を含んだ金額で「公正価値評価の指定を受けた金融商品による純利益」に計上されるが、例外

として、デリバティブが発行済負債証券とあわせて管理されている場合の約定金利は、発行済負債証券に係

る支払利息とともに支払利息に計上される。

トレ－ディング目的保有デリバティブの商品タイプごとの想定契約額

12月31日に終了した事業年度

グル－プ 当行

2007年
2006年

(修正再表示)
2007年

2006年

(修正再表示)

百万ポンド 百万ポンド

為替レ－ト 1,027,254731,098 996,917 709,851

金利 4,089,5123,445,0722,815,7932,438,804

株式 119,493 89,600 31,186 22,827

クレジット・デリバティブ 485,976 256,493 482,397 254,538

コモディティ 13,837 859 15,283 668

デリバティブ合計 5,736,0724,523,1224,341,5763,426,688

これらの商品の想定元本または契約金額は、貸借対照表日における取引残高の名目価値を示すものであ

り、リスクの金額を表すものではない。

上記のクレジット・デリバティブの契約金額485,976百万ポンド（2006年：256,493百万ポンド）の内訳

は、プロテクションの買い245,952百万ポンド（2006年：131,169百万ポンド）およびプロテクションの売

り240,024百万ポンド（2006年：125,324百万ポンド）である。
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観察不能なデ－タを用いるモデルにより評価されるデリバティブ

当初に認識した公正価値（取引価格）と、取引開始時に入手可能であった市場デ－タが観測可能とみな

されていた場合の金額との差額に関して損益計算書上に未認識の金額から、その後の減少額を控除した金

額は以下のとおりである。

グル－プ 当行

2007年 2006年 2007年 2006年

百万ポンド 百万ポンド

１月１日現在の未償却残高 84 63 66 37

新規取引に関する繰延額 102 118 46 87

期中の損益計算書認識額：

－償却 (26) (15) (9) (5)

－観測可能とみなされた後 (33) (60) (26) (39)

－満期または解約 (37) (21) (18) (14)

－為替変動およびその他 － (1) － －

12月31日現在の未償却残高 90 84 59 66

ヘッジ手段

グル－プは、自社の資産および負債のポ－トフォリオならびに組成ポジションの管理をするために、ヘッ

ジ目的でデリバティブ（主に金利スワップ）を利用している。その結果、グル－プの債券発行市場の利用に

よる総合的なコストを最適化し、資産・負債の満期やその他の特性の構造上の不均衡から生じる市場リス

クを緩和することが可能となる。

ヘッジ取引の会計処理は、ヘッジ対象の商品の性質およびヘッジ取引の種類により異なる。デリバティブ

は、公正価値ヘッジまたはキャッシュ・フロ－・ヘッジの場合、会計処理上、ヘッジとして認められる場合

がある。詳細は下記の関連項目において記述されている。

ヘッジ目的で保有されているデリバティブの商品別想定契約額

グル－プ

2007年12月31日現在 2006年12月31日現在

キャッシュ・

フロ－・

ヘッジ

公正価値

ヘッジ

キャッシュ・

フロ－・

ヘッジ

(修正再表示)

公正価値

ヘッジ

(修正再表示)

百万ポンド 百万ポンド

為替レ－ト契約 93 444 87 400

金利契約 69,323 9,065 56,277 3,222

株式 － 12 － －

当行

2007年12月31日現在 2006年12月31日現在
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キャッシュ・

フロ－・

ヘッジ

公正価値

ヘッジ

キャッシュ・

フロ－・

ヘッジ

(修正再表示)

公正価値

ヘッジ

(修正再表示)

百万ポンド 百万ポンド

為替レ－ト契約 － － － －

金利契約 21,001 3 18,083 9

当該商品の想定元本または契約金額は、貸借対照表日における取引残高の名目価値を示すものであり、リ

スクの金額を表すものではない。

公正価値ヘッジ

グル－プの公正価値ヘッジは主に金利スワップを使用するものであり、市場金利の変動による固定金利

長期金融商品の公正価値の変動を抑えるために利用されている。適格公正価値ヘッジの場合は、デリバティ

ブの公正価値およびヘッジされるリスクに関連する項目の公正価値の変動はすべて収益に認識される。

ヘッジ関係が終了した場合、ヘッジ対象への公正価値調整額は引き続き当該項目の一部として報告され、残

りのヘッジ期間にわたり利回りの調整として償却され損益計上される。

2007年12月31日現在、公正価値ヘッジの指定を受けたデリバティブの公正価値は、資産がゼロで負債が

138百万ポンド（2006年：資産が41百万ポンドおよび負債が37百万ポンド）であった。

公正価値ヘッジの公正価値の変動により生じる利益または損失

グル－プ 当行

2007年 2006年 2007年 2006年

百万ポンド 百万ポンド

公正価値ヘッジにおいて公正価値の変動に

より生じる（損失）利益

－ヘッジ手段 (58) 54 － －

－ヘッジされたリスクに起因するヘッ

ジ対象
62 (54) － －

2007年12月31日に終了した事業年度において、公正価値ヘッジの非有効部分に関して損益計算書上に報

告された金額は僅少であった。

キャッシュ・フロ－・ヘッジ

グル－プのキャッシュ・フロ－・ヘッジは主に金利スワップおよび通貨スワップを使用するものであ

り、変動金利が付されている、または将来に借換えもしくは再投資が想定されている非トレ－ディング資産

および負債について、将来の金利キャッシュ・フロ－が変動するエクスポ－ジャ－をヘッジするために使

用されている。金融資産および負債の各ポ－トフォリオについて、元本および金利からの将来キャッシュ・

フロ－の金額およびタイミングが、契約条件や、期限前返済および債務不履行の見積りを含むその他関連要

因に基づき予測されている。一定期間にわたるすべてのポ－トフォリオからの元本残高および金利キャッ

シュ・フロ－の総額をもとに、予定取引のキャッシュ・フロ－・ヘッジとして指定されたデリバティブの
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有効部分に係る利益および損失が特定される。損益は当初、キャッシュ・フロ－・ヘッジ準備金として資本

の部に直接認識され、予定キャッシュ・フロ－が損益計算書に影響を与えるのと同じ年度に損益計算書に

振り替えられる。

2007年12月31日現在、予定取引のキャッシュ・フロ－・ヘッジとして指定されたデリバティブの公正価

値は、資産が367百万ポンド（2006年：403百万ポンド）および負債が493百万ポンド（2006年：459百万ポ

ンド）であった。

2007年12月31日現在、期待金利キャッシュ・フロ－を生じさせる予定元本残高の明細は以下のとおりで

ある。

グル－プ

３ヶ月以内
３ヶ月超

１年以内

１年超

５年以内
５年超

百万ポンド

2007年12月31日現在

資産 22,133 24,583 16,648 13 

負債 (11,007)(10,736)(11,582) (571)

正味エクスポ－ジャ－ 11,126 13,847 5,066 (558)

３ヶ月以内
３ヶ月超

１年以内

１年超

５年以内
５年超

百万ポンド

2006年12月31日現在

資産 15,940 14,032 9,362 197 

負債 (11,617) (9,674) (6,797) －

正味エクスポ－ジャ－ 4,323 4,358 2,565 197 

当行

３ヶ月以内
３ヶ月超

１年以内

１年超

５年以内
５年超

百万ポンド

2007年12月31日現在

資産 12,703 12,305 10,435 13 

負債 (7,516) (7,516) (8,955) (181)

正味エクスポ－ジャ－ 5,187 4,789 1,480 (168)

３ヶ月以内
３ヶ月超

１年以内

１年超

５年以内
５年超

百万ポンド

2006年12月31日現在

資産 19,733 19,708 10,885 －

負債 (15,930) (15,861) (12,002) －
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正味エクスポ－ジャ－ 3,803 3,847 (1,117) －

これらのデリバティブの非有効部分に係る利益および損失は、損益計算書に直ちに認識される。2007年12

月31日に終了した事業年度中に、１百万ポンド（2006年：２百万ポンド）の損失がヘッジの非有効部分と

して認識された。

18 金融投資

グル－プ 当行

2007年 2006年 2007年 2006年

百万ポンド 百万ポンド

金融投資

－契約相手方により再担保または再売

却される可能性のある投資
3,710 2,276 3,047 1,171 

－契約相手方により再担保または再売

却されない投資
65,818 40,104 10,774 10,964 

69,528 42,380 13,821 12,135 

グル－プ

2007年 2006年

帳簿価額 公正価値 帳簿価額 公正価値

百万ポンド 百万ポンド

短期国債およびその他適格手形 1,882 1,882 3,199 3,199

－売却可能 1,882 1,882 3,199 3,199

－満期保有 － － － －

負債証券 64,594 64,594 37,286 37,286

－売却可能 64,556 64,556 37,210 37,210

－満期保有 38 38 76 76

持分証券 3,052 3,052 1,895 1,895

－売却可能 3,052 3,052 1,895 1,895

金融投資合計 69,528 69,528 42,380 42,380

当行

2007年 2006年

帳簿価額 公正価値 帳簿価額 公正価値

百万ポンド 百万ポンド

短期国債およびその他適格手形 1,397 1,397 2,826 2,826

－売却可能 1,397 1,397 2,826 2,826

－満期保有 － － － －

負債証券 11,497 11,497 8,923 8,923

－売却可能 11,497 11,497 8,923 8,923

－満期保有 － － － －

持分証券 927 927 386 386
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－売却可能 927 927 386 386

金融投資合計 13,821 13,821 12,135 12,135

次へ 

EDINET提出書類

エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー(E22630)

有価証券届出書（通常方式）

630/794



19 証券化およびその他の仕組取引

グル－プは通常の業務において、認識済みの金融資産を第三者に直接譲渡する、または特別目的事業体に

譲渡する取引を行っている。これらの譲渡により、関連する金融資産のすべてまたは一部の認識が中止され

る場合がある。

(ⅰ) グル－プが金融資産からのキャッシュ・フロ－を受け取る契約上の権利および所有に伴う実質的

にすべてのリスクおよび便益を移転する場合、当該資産すべてについての認識が中止される。リス

クは、信用リスク、金利リスク、為替リスク、期限前返済リスクおよびその他の価格リスクを含む。さ

らに、特に金融資産のキャッシュ・フロ－を受け取る契約上の権利を留保し、当該キャッシュ・フ

ロ－を一人または複数の受領者に重大な遅滞なく支払う契約上の義務を引き受けた場合にも、当該

資産すべてについての認識が中止される。

(ⅱ) 金融資産の売却または譲渡により、所有に伴うリスクおよび便益の一部のみが譲渡され、当該資産

に関する支配権をグル－プが留保する場合、当該金融資産の一部について認識が中止される。グル

－プが継続的に関与する金融資産については貸借対照表に認識される。

譲渡された金融資産で認識の中止が認められないものの多くは、(ⅰ) 買戻条件付契約のもとで契約相手

方により担保として保有されている負債証券、(ⅱ) 証券貸付契約に基づいて貸し付けられた持分証券であ

る。下表は当期中に認識の中止が認められなかった金融資産および関連する金融負債の12月31日現在にお

ける帳簿価額を分析したものである。

グル－プ

2007年 2006年

資産の

帳簿価額

関連負債の

帳簿価額

資産の

帳簿価額

関連負債の

帳簿価額

百万ポンド 百万ポンド

取引の性質

買戻条件付 50,868 51,338 18,313 18,168 

証券貸付契約 10,818 10,813 6,178 5,952 

合計 61,686 62,151 24,491 24,120 

当行

2007年 2006年

資産の

帳簿価額

関連負債の

帳簿価額

資産の

帳簿価額

関連負債の

帳簿価額

百万ポンド 百万ポンド

取引の性質

買戻条件付 29,376 29,942 4,002 3,871 

証券貸付契約 10,713 10,713 5,980 5,951 

合計 40,089 40,655 9,982 9,822 

認識の中止が認められない金融資産の一部には、グル－プが証券化し、その後も継続的な関与を維持して

いる貸出金、クレジット・カ－ド、負債証券および売掛債権が含まれている。継続的関与には、投資家が契約

条件に基づく支払い（例、金利ストリップ）を受けた後に資産から生じる将来キャッシュ・フロ－に対す
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る権利の留保、劣後持分の提供、対象資産に対する継続的なサ－ビシング業務の提供、または証券化事業体

とのデリバティブ取引の締結を含む。そのため、グル－プはこれらの取引に関連するリスクに継続的にさら

されている。

グル－プが証券化の継続的関与により留保する権利および義務は、当初、譲渡日における金融資産の公正

価値の、認識が中止された部分と継続して認識されている部分への配分として計上される。下表は、グル－

プが継続的に関与している当期中に部分的な認識の中止が認められた金融資産の帳簿価額および関連する

負債の帳簿価額である。

12月31日現在の証券化

2007年
(1) 2006年

百万ポンド 百万ポンド

資産の帳簿価額(当初残高) － 2,035

資産の帳簿価額（現在、認識されている残高） － 42

関連する負債の帳簿価額 － 24

(1) カリナン・ファイナンス・リミテッドを連結したことにより、証券化資産は2007年12月31日現在の貸借対照表上に

計上されている。

20 関連会社および合弁事業における持分

グル－プの主要な関連会社

2007年12月31日現在

設立国
株主資本における

グル－プの持分
発行済株主資本

ボ－カリンク 英国 13.95％ 100,000

上記の投資はエイチエスビーシー・バンク・ピ－エルシ－により所有されている。グル－プが所有する

ボ－カリンクの議決権は20％未満ではあるが、取締役会の参加を通じてグル－プが影響力を行使している

ため、グル－プの関連会社となっている。

2007年度中に、AEA インベスタ－ズ（ケイマン）I エルピ－、エイチエスビーシー PE ヨ－ロピアン

No.2 エルピ－、プライベ－ト・エクイティ・ポ－トフォリオ（インベストメント）エルピ－ インクおよ

びモンタギュ－Ⅲエルピ－に対するグル－プの持分は再構築された。その結果、グル－プはこれらのパ－ト

ナ－シップに対する重大な影響力を有しなくなったため、これらはグル－プの関連会社ではなくなってい

る。2007年12月31日現在、これらのパ－トナ－シップに対するグル－プの持分は金融投資として会計処理さ

れた。

2007年中に、グル－プはエイチエスビーシー・アシュアランスVIE（フランス）（旧「エリサ・ライ

フ」）およびエイチエスビーシー・アシュアランスIARD（旧「エリサIARD」）の追加株式を取得して支配

権を獲得したため、これらの事業会社はグル－プの関連会社ではなくなった。追加情報については、注記23

「投資」に記載している。

関連会社に係る合算財務情報の要約
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2007年 2006年

百万ポンド 百万ポンド

資産 46 10,539

負債 41 10,210

純利益 56 30

合弁事業における持分

2007年12月31日現在

主要な活動

株主資本における

エイチエスビーシー

の持分

発行済

株主資本

インタ－ナショナル・トランザクション・

サ－ビシズGmbH
アウトソ－シング支援 51％ 5百万ポンド

ボ－ルテックス（UK）リミテッド 現金管理 50％ 10百万ポンド

ホ－ンウッズ・タ－ムタイム・クレジット

インベストメント・

ホ－ルディングス

および管理

50％ 1ポンド

エイチエスビーシー円インベストメント・

パ－トナ－ズ
円投資 50％ －

(1)

(1) エイチエスビーシー円インベストメント・パ－トナ－ズはパ－トナ－シップであるため、発行済株主資

本はない。

グル－プはインタ－ナショナル・トランザクション・サ－ビシズGmbHの株主資本の50％超を所有してい

るが、他の株主との契約により、当該事業体を共同支配するにあたり、戦略上、財務上および業務上の意思決

定については共同の同意が求められる。

合弁事業に係る合算財務情報の要約

2007年 2006年

百万ポンド 百万ポンド

資産 268 52

負債 207 54

純利益 4 2

21 のれんおよび無形資産

のれんおよび無形資産は、企業結合より生じるのれん、有効な長期保険業務の現在価値およびその他の無

形資産を含む。12月31日現在のこれらの資産の帳簿価額は以下のとおりである。

グル－プ 当行

2007年 2006年 2007年 2006年

百万ポンド 百万ポンド

のれん 8,974 8,395 291 331

有効な長期保険業務の現在価値

（「PVIF」）
444 407 － －

その他の無形資産 459 449 249 226

合計 9,877 9,251 540 557
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のれん

グル－プ

2007年 2006年

百万ポンド 百万ポンド

原価

１月１日現在 8,395 8,664

増加
(1),(2) 1 38

処分 － －

為替差額 585 (312)

償却
(4) (33) －

その他変動
(3) 26 5

12月31日現在 8,974 8,395

減損損失累計額

１月１日現在 － －

認識された減損損失
(4) (33) －

償却
(4) 33 －

12月31日現在 － －

12月31日現在の正味帳簿価額 8,974 8,395

(1) 2007年の増加は、エリゼ・フォレの持分増加により生じたのれん0.3百万ポンドを含む。

(2) 2006年の増加は、チェコ、スロバキアおよびハンガリ－のコンシュ－マ－・ファイナンス事業の買収により生じた

のれん15百万ポンドおよびオルタナティブ・ファンド・サ－ビス事業の買収により生じたのれん15百万ポンドを

含む。

(3) 2007年のその他変動は、エイチエスビーシー・インシュアランス・ブロ－カ－ズ・ホ－ルディングス・リミテッド

に関するのれんのエイチエスビーシー・ホールディングスからエイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーへの

振替を含む。

(4) 当期減損費用は、損益計算書の「無形資産の償却および減損ならびにのれんの減損」に認識されている。2007年の

減損費用33百万ポンドは、当期中に特定のHFCカ－ド・ポ－トフォリオが売却目的資産に組み替えられたことによ

り生じた。これらのポ－トフォリオは当期中に売却され、その結果、のれんおよび関連する減損引当金33百万ポンド

は償却された。

当行

2007年 2006年

百万ポンド 百万ポンド

原価

１月１日現在 331 321

増加
(1) － 15

為替差額 1 (6)

償却
(2) (33) －

その他変動 (8) 1

12月31日現在 291 331

減損損失累計額

１月１日現在 － －

認識された減損損失
(2) (33) －
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償却
(2) 33 －

12月31日現在 － －

12月31日現在の正味帳簿価額 291 331

(1) 2006年の増加はオルタナティブ・ファンド・サ－ビス事業の買収取得より生じた15百万ポンドののれんを含む。

(2) 当期減損費用は、損益計算書の「無形資産の償却および減損ならびにのれんの減損」に認識されている。2007年の

減損費用33百万ポンドは、当期中に特定のHFCカ－ド・ポ－トフォリオが売却目的資産に組み替えられたことによ

り生じた。これらのポ－トフォリオは当期中に売却され、その結果、のれんおよび関連する減損引当金33百万ポンド

は償却された。

2007年にのれんの減損33百万ポンド（2006年：ゼロ）が認識された。のれんに関する減損テストは、使用

価値計算に基づいて2007年７月１日現在で決定された現金生成単位（「CGU」）の回収可能価額を比較す

ることによって、毎年実施される。当該計算は、経営陣のキャッシュ・フロ－予測をもとに、CGUが運用され

ている国における現在のGDPおよびインフレに基づく名目長期成長率を使用して永久的に推定したキャッ

シュ・フロ－の見積りを使用している。キャッシュ・フロ－は、CGUを構成している事業単位グル－プにお

ける長期的な展望に基づき、永久的に推定されている。使用される割引率は、CGUが営業を行っている国への

投資に対してグル－プが割当てている資本コストに基づいている。

個別のCGUに割当てられ、CGUの将来キャッシュ・フロ－を割引くために使用される資本コストは、CGUの

評価に重大な影響を及ぼす可能性がある。資本コストの比率は通常、適切な資本資産価格モデルによって導

き出され、当該モデルに用いられる入力デ－タは、該当する国のリスク・フリ－・レ－トや評価対象である

事業の固有リスクを反映するためのプレミアムまたはディスカウントを含む様々な財務・経済変数を反映

している。これらの変数は経営陣の判断に基づいて設定されている。

経営陣の判断は、現金生成単位の将来キャッシュ・フロ－を見積る際に必要となる。これらの値は、詳細

にわたる予測が入手可能な期間の見積キャッシュ・フロ－およびその後のキャッシュ・フロ－の長期的か

つ持続可能なパタ－ンに関する仮定に対して敏感である。予測値は、将来において実績や検証可能な経済デ

－タと比較することが求められるため、基礎となる仮定の適用可能な範囲は抑制されるが、キャッシュ・フ

ロ－予測には、将来の事業予測に関する経営陣の見解が必然的に、また適切に反映されることになる。

以下のCGUの帳簿価額には、グル－プが報告するのれん総額の重要な割合を占めるのれんが含まれてい

る。これらのCGUの貸借対照表には、のれん以外に、耐用年数が不確定な無形資産は計上されていない。

現金生成単位（「CGU」）
2007年７月１日

現在ののれん
割引率

当初キャッシュ・

フロー予測を超える

名目成長率

百万ポンド ％ ％

プライベート・バンキング 2,331 10.0 3.0

フランス 5,375 10.0 3.5

上記のCGUにおけるのれん総額 7,706 

この見直しの結果、減損の証拠は検出されなかった。さらに、2007年中、当行の財務諸表に計上された子会

社への投資の帳簿価額に関する減損はなかった。これらの投資の減損の要否を判断するために、帳簿価額に

対する子会社の純資産価額の見直しが年次で実施されている。
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有効な長期保険業務の現在価値（「PVIF」）

グループ

PVIF-個別の仮定

グループの主要な保険会社のPVIFの計算に用いられた主要な仮定は以下のとおりである。

2007年 2006年

UKライフ UKライフ

リスク・フリー・レート 4.30％ 4.30％

リスク割引率 8.00％ 8.00％

費用インフレ率 3.40％ 3.40％

PVIFの変動

2007年 2006年

百万ポンド 百万ポンド

１月１日現在 407 463

当年度の新規契約による増加 67 25

有効な契約における変動 (50) (81)

為替およびその他調整額 20 －

12月31日現在 444 407

PVIFはリスクおよび不確実性を考慮した仮定に基づいて計算される。これらのキャッシュ・フローを予

測するために、将来の実績に関する様々な仮定が各保険事業別に行われており、これらは各地の市況および

各地における将来の動向に関する経営陣の判断を反映している。この計算の一貫した目的は、有効な長期保

険業務における株主持分を反映する評価を達成するということである。グループの保険事業の一部はリス

ク・マージンを個別に各商品別の予測仮定に盛り込んでいる一方で、その他はリスク・マージンを全般的

な割引率に盛り込んでいる。その結果、広範囲にわたるリスク割引率が適用されている。評価される商品の

性質ならびに各地における基金の構成および構造が異なるため、様々な評価方法が利用されているが、一貫

した方針が適用されている。

その他の無形資産

2007年12月31日現在に終了した事業年度における、無形資産（有効な長期保険業務の現在価値を除く）

の変動の分析は以下のとおりである。

グループ

商標

内部創出

ソフト

ウェア

購入した

ソフト

ウェア

顧客または

商業上の取

引関係

その他 合計
(3)

百万ポンド

原価

2007年１月１日現在 13 675 58 244 17 1,007

増加
(1) － 103 15 － 4 122
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処分 － － (2) － － (2)

為替差額 2 9 7 － 1 19

その他変動 － 1 － (40) (10) (49)

2007年12月31日現在 15 788 78 204 12 1,097

償却および減損累計額

2007年１月１日現在 (5) (441) (38) (73) (1) (558)

当期償却費用
(2) (1) (75) (12) (19) (1) (108)

当期減損費用
(2) － (1) － － － (1)

処分 － － 3 － － 3

為替差額 (1) (9) (4) － － (14)

その他変動 － － － 40 － 40

2007年12月31日現在 (7) (526) (51) (52) (2) (638)

2007年12月31日現在正

味帳簿価額
8 262 27 152 10 459

商標

内部創出

ソフト

ウェア

購入した

ソフト

ウェア

顧客または

商業上の取

引関係

その他 合計
(3)

百万ポンド

原価

2006年１月１日現在 16 578 56 246 16 912

増加
(1) － 101 7 － 1 109

処分 － － (6) (3) － (9)

為替差額 (3) (1) － (1) － (5)

その他変動 － (3) 1 2 － －

2006年12月31日現在 13 675 58 244 17 1,007

償却および減損累計額

2006年１月１日現在 (5) (366) (30) (19) (1) (421)

当期償却費用
(2) (1) (78) (11) (20) － (110)

当期減損費用
(2) － (3) (1) (37) － (41)

処分 － － 6 3 － 9

為替差額 1 1 － － － 2

その他変動 － 5 (2) － － 3

2006年12月31日現在 (5) (441) (38) (73) (1) (558)

2006年12月31日現在正

味帳簿価額
8 234 20 171 16 449

(1) 当期において、グループは無形資産の取得に係る２百万ポンド（2006年：ゼロ）の契約債務を有していた。 

(2) 当期の償却および減損費用は損益計算書の「無形資産の償却および減損ならびにのれんの減損」に計上されてい

る。2006年の減損費用は、HFCカード事業において顧客の延滞が生じ、無形資産の回収可能価額が修正されたことか

ら生じた。

(3) 上記には、マークス・アンド・スペンサー・リテール・ファイナンシャル・サービシズ・ホールディングス・リミ

テッドに関連する無形資産の正味帳簿価額141百万ポンド（2006年：158百万ポンド）が含まれており、2007年12月

31日に終了した事業年度の償却費用は17百万ポンド（2006年：16百万ポンド）であった。残存償却期間は７年であ

る。
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当行

内部創出

ソフトウェア

顧客または

商業上の

取引関係
(1)

その他 合計

原価 百万ポンド

2007年１月１日現在 572 41 3 616

増加 96 － － 96

その他変動 － (41) － (41)

2007年12月31日現在 668 － 3 671

償却累計額

2007年１月１日現在 (348) (41) (1) (390)

当期償却費用
(1) (72) － (1) (73)

当期減損費用
(1) (1) － － (1)

その他変動 1 41 － 42

2007年12月31日現在 (420) － (2) (422)

2007年12月31日現在の正味帳簿価額 248 － 1 249

内部創出

ソフトウェア

顧客または

商業上の

取引関係
(1)

その他 合計

原価 百万ポンド

2006年１月１日現在 479 41 2 522

増加
(1) 94 － 1 95

その他変動 (1) － － (1)

2006年12月31日現在 572 41 3 616

償却累計額

2006年１月１日現在 (273) (3) － (276)

当期償却費用
(1) (73) (2) (1) (76)

当期減損費用
(1) (3) (36) － (39)

その他変動 1 － － 1

2006年12月31日現在 (348) (41) (1) (390)

2006年12月31日現在の正味帳簿価額 224 － 2 226

(1) 当期の償却および減損費用は損益計算書の「無形資産の償却および減損ならびにのれんの減損」に計上されてい

る。2006年の減損費用は、HFCカード事業において顧客の延滞が生じ、無形資産の回収可能価額が修正されたことか

ら生じた。

22 有形固定資産

グループ

自己保有

の土地お

よび建物

長期賃借

土地およ

び建物

短期賃借

土地およ

び建物

設備および

什器備品
(1)

オペレー

ティング・

リース資産
合計

(2)

百万ポンド

原価または公正価値
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2007年１月１日現在 966 362 275 2,657 3,004 7,264

増加－原価
(3) 104 3 84 321 66 578

子会社の買収 49 － － 1 － 50

公正価値調整 13 － － － － 13

処分
(4) (257) (320) (12) (135) (65) (789)

振替 － － 4 (1) － 3

為替換算差額 55 － 4 69 － 128

その他の変動 (6) － 2 (9) － (13)

2007年12月31日現在924 45 357 2,903 3,005 7,234

減価償却累計額

2007年１月１日現在 (97) (27) (150) (1,656) (926) (2,856)

当期減価償却費 (22) (3) (22) (281) (100) (428)

処分
(4) 48 15 8 76 58 205

振替 － － (2) － － (2)

認識された減損 － － － － － －

減損の戻入 6 － － － － 6

為替換算差額 (4) － (2) (39) － (45)

その他の変動 (6) － (1) 12 － 5

2007年12月31日現在(75) (15) (169) (1,888) (968) (3,115)

2007年12月31日現在の

正味帳簿価額
849 30 188 1,015 2,037 4,119

(1) ファイナンス・リースに基づいて保有している資産の正味帳簿価額171百万ポンド（2006年：169百万ポンド）を

含んでおり、2007年12月31日現在の当該資産の減価償却累計額は1.5百万ポンド（2006年：20百万ポンド）であっ

た。

(2) 負債に対する担保として供されている資産の正味帳簿価額173百万ポンド（2006年：172百万ポンド）を含んでお

り、2007年12月31日現在の当該資産の減価償却累計額は３百万ポンド（2006年：24百万ポンド）であった。

(3) 2007年12月31日現在、グループは、有形固定資産の取得に関する契約債務281百万ポンド（2006年：329百万ポン

ド）を保有していた。

(4) 正味帳簿価額517百万ポンドの売却目的資産への振替を含む。

自己保有

の土地お

よび建物

長期賃借

土地およ

び建物

短期賃借

土地およ

び建物

設備および

什器備品
(1)

オペレーティ

ング・リース

資産
合計

(2)

百万ポンド

原価または公正価値

2006年１月１日現在 1,045 370 235 2,472 2,746 6,868

増加－原価 42 2 57 378 149 628

公正価値調整 6 － － － － 6

処分 (110) (1) (17) (164) (15) (307)

振替 － － － 7 － 7

為替換算差額 (16) － (2) (39) － (57)

その他の変動 (1) (9) 2 3 124 119

2006年12月31日現在 966 362 275 2,657 3,004 7,264

減価償却累計額

2006年１月１日現在 (90) (28) (153) (1,556) (722) (2,549)

当期減価償却費 (24) (9) (15) (268) (94) (410)
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処分 14 － 18 149 14 195

振替 － － － (7) － (7)

為替換算差額 2 － － 27 － 29

その他の変動 1 10 － (1) (124) (114)

2006年12月31日現在 (97) (27) (150) (1,656) (926) (2,856)

2006年12月31日現在の

正味帳簿価額
869 335 125 1,001 2,078 4,408

当行

自己保有の

土地および

建物

長期賃借

土地およ

び建物

短期賃借

土地およ

び建物

設備および什

器備品
合計

百万ポンド

原価または公正価値

2007年１月１日現在 397 368 240 2,105 3,110

増加－原価
(1) 18 2 78 209 307

子会社の買収 － － － － －

処分
(2) (191) (320) (9) (109) (629)

振替 － － － (1) (1)

為替換算差額 － － 1 2 3

その他の変動 (3) － 1 － (2)

2007年12月31日現在 221 50 311 2,206 2,788

減価償却累計額

2007年１月１日現在 (59) (27) (136) (1,367)(1,589)

当期減価償却費 (11) (3) (18) (201) (233)

処分
(2) 35 15 7 56 113

振替 － － － － －

認識された減損 － － － － －

減損の戻入 － － － － －

為替換算差額 － － － (1) (1)

その他の変動 － － － － －

2007年12月31日現在 (35) (15) (147) (1,513)(1,710)

2007年12月31日現在の正味帳簿価額 186 35 164 693 1,078

(1) 2007年12月31日現在、当行は有形固定資産の取得に関する契約債務103百万ポンド(2006年：111百万ポンド)を保有

していた。

(2) 正味帳簿価額457百万ポンドの売却目的資産への振替を含む。

自己保有の

土地および

建物

長期賃借

土地およ

び建物

短期賃借

土地および

建物

設備および

什器備品
合計

百万ポンド

原価または公正価値

2006年１月１日現在 454 376 208 1,922 2,960
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増加－原価
(1) 37 2 54 280 373

処分 (89) (1) (22) (105) (217)

振替 － － － 9 9

その他の変動 (5) (9) － (1) (15)

2006年12月31日現在 397 368 240 2,105 3,110

減価償却累計額

2006年１月１日現在 (62) (28) (147) (1,254)(1,491)

当期減価償却費 (13) (9) (12) (199) (233)

処分 11 － 23 95 129

振替 － － － (9) (9)

その他の変動 5 10 － － 15

2006年12月31日現在 (59) (27) (136) (1,367)(1,589)

2006年12月31日現在の正味帳簿価額 338 341 104 738 1,521

「短期賃借土地および建物」には、建物に対する改良として区分された資産に関して以下の金額が含ま

れており、減価償却控除後の取得原価で計上されている。

グループ 当行

2007年 2006年 2007年 2006年

百万ポンド 百万ポンド

原価

１月１日現在 264 231 239 207

増加 84 56 78 54

処分 (12) (22) (9) (22)

振替 3 － － －

為替換算差額 3 (2) － －

その他の変動 3 1 1 －

12月31日現在 345 264 309 239

減価償却累計額

１月１日現在 (145) (150) (137) (150)

当期減価償却費 (19) (13) (17) (11)

処分 8 24 7 24

振替 － － － －

為替換算差額 (1) － － －

その他の変動 (1) (6) － －

12月31日現在 (158) (145) (147) (137)

12月31日現在の正味帳簿価額 187 119 162 102

投資不動産

当期の投資不動産の内訳（公正価値）は、以下のとおりであった。

自己保有の土地および建物
(1)
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百万ポンド

公正価値

2007年１月１日現在 31

増加－原価 82

子会社の買収 49

売却可能投資への組替 (30)

公正価値調整 13

その他の変動 7

2007年12月31日現在 152

公正価値

2006年１月１日現在 27

処分 (1)

公正価値調整額 6

その他の変動 (1)

2006年12月31日現在 31

(1) 98ページ（訳注：原文のページ数である。）の有形固定資産に含まれている。

投資不動産は、各年の12月31日現在において、不動産の所在地および種類に関する最近の実績を有してい

る独立した専門鑑定人によって公開市場価格基準で評価されている。2007年12月31日に終了した事業年度

において、13百万ポンドの剰余金（2006年：６百万ポンドの剰余金）が損益計算書上に貸方計上された。

「その他営業収益」には、グループが投資不動産に関して稼得した賃貸収益２百万ポンド（2006年：２

百万ポンド）が含まれていた。当期中に投資不動産に関して発生した直接営業費用ゼロ（2006年：ゼロ）

は、「一般管理費」に認識された。

顧客にリースしたグループの不動産

2007年12月31日現在、顧客にリースしたグループの不動産（いずれもグループは保有していない）には、

オペレーティング・リースに基づく賃貸分４百万ポンド（2006年：25百万ポンド）が含まれており、これ

は減価償却累計額５百万ポンド（2006年：20百万ポンド）控除後の金額である。

23 投資

エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーの主要な子会社

設立または登録国

株主資本における

エイチエスビーシー・バ

ンク・ピー

エルシーの持分

％

エイチエスビーシー・フランス フランス 99.99

エイチエスビーシー・アセット・ファイナンス（UK）リミ

テッド
イングランド 100

エイチエスビーシー・バンク・エーエス トルコ 100
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エイチエスビーシー・バンク・インターナショナル・リミ

テッド
ジャージー島 99.93

エイチエスビーシー・バンク・マルタ・ピーエルシー マルタ 68.19

エイチエスビーシー・グエルツェラー・バンク・アーゲー スイス 99.93

エイチエスビーシー・インボイス・ファイナンス（UK）リ

ミテッド
イングランド 100

エイチエスビーシー・ライフ（UK）リミテッド イングランド 100

エイチエスビーシー・レイル（UK）リミテッド イングランド 100

エイチエスビーシー・プライベート・バンク（ガーン

ジー）リミテッド
ガーンジー島 99.93

エイチエスビーシー・プライベート・バンク（スイス）エ

スエー
スイス 99.49

エイチエスビーシー・プライベート・バンク（UK）リミ

テッド
イングランド 99.93

エイチエスビーシー・トリンカウス・アンド・ブルクハル

ト・アーゲー
ドイツ 78.60

エイチエスビーシー・トラスト・カンパニー（UK）リミ

テッド
イングランド 100

マークス・アンド・スペンサー・リテール・フィナンシャ

ル・サービシズ・ホールディングス・リミテッド
イングランド 100

エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーが議決権の50％未満を保有している連結対象のSPE

連結総資産の帳簿価額

十億ポンド SPEの性質

アッシャー・ファイナンス・リミテッド 3.7 仕組投資ビークル

ブライアント・パーク・ファンディング・エルエルシー 2.6 導管会社

カリナン・ファイナンス・リミテッド 16.6 仕組投資ビークル

リージェンシー・アセッツ・リミテッド 4.5 導管会社

ソリティア・ファンディング・リミテッド 10.8 導管会社

上記の子会社はすべて12月31日までの財務諸表を作成している。

買収

2007年にエイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーは、以下の子会社または事業の買収を行い、これら

はパーチェス法で会計処理された。

－ 2007年１月１日に、エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーはエイチエスビーシー・インシュアラ

ンス・ブローカーズ・ホールディングス・リミテッドの株式資本の100％を115百万ポンドの現金対価

で取得した。当該取得によって生じたのれんはなかった。取得した正味資産の内訳は以下のとおりであ

る。

公正価値
取得直前の

帳簿価額

百万ポンド 百万ポンド

現金および現金同等物 329 329

売掛債権およびその他の債権 639 639
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無形資産 35 35

有形固定資産 4 4

その他投資 126 126

買掛債務またはその他の債務 (1,018) (1,018)

正味取得資産 115 115

2007年において、当該取得事業がグループにもたらした営業収益は338百万ポンドで、税引前利益は36百

万ポンドであった。

－ 2007年３月26日に、エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーは、同社の子会社エイチエスビーシー

・フランスを通じて、エイチエスビーシー・アシュアランスVIE（フランス）（旧「エリサ・ライ

フ」）およびエイチエスビーシー・アシュアランスIARD（フランス）（旧「エリサIARD」）の株式の

残りの50.01％を取得し、各事業会社における持分合計を100％とした。

グループは、当該取得に関して現金対価156百万ポンドを支払った。当該取得資産の公正価値は現金対価

を９百万ポンド超過していた。この超過額は、損益計算書上で「その他営業収益」に認識されている。

取得により生じた資産、負債および偶発債務について暫定的に決定された公正価値は以下のとおりであ

る。

公正価値
取得直前の

帳簿価額

百万ポンド 百万ポンド

公正価値評価の指定を受けた金融資産 3,926 3,926

デリバティブ資産 25 25

銀行に対する貸付金 48 48

金融投資 5,728 5,728

無形資産 199 199

有形固定資産 48 48

前渡金および未収収益 131 131

その他資産項目 41 41

公正価値評価の指定を受けた金融負債 (37) (37)

デリバティブ負債 (7) (7)

発行済保険契約に基づく負債 (8,929) (8,929)

その他負債項目 (844) (844)

正味取得資産 329 329

2007年において、当該取得事業がグループにもたらした営業収益は1,205百万ポンドで、税引前利益は35

百万ポンドであった。2007年１月１日に当該取得が行われていた場合、グループの営業収益合計は15,020百

万ポンドになり、当期純利益は3,396百万ポンドになっていた。これらの金額はグループの会計方針に従っ

て算定されている。

2006年、エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーは、以下の子会社または事業の買収を行い、これら

はパーチェス法で会計処理された。

－ 2006年３月２日にグループは、エイチエスビーシー・トリンカウス・アンド・ブルクハルト・アーゲー

における持分を0.709％（現金対価10.85百万ポンド）増加させた。この持分の増加により、6.88百万ポ
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ンドののれんが発生した。

－ 2006年11月９日にグループは、グループのオランダにある持株会社エイチエスビーシー・ヨーロッパ

（ネザーランド）ビーヴィを通じて、ハンガリーにあるベネフィシャル・ツルトおよびチェコ共和国と

スロバキアにあるベネフィシャル・ファイナンス・エーエスの２社のコンシューマー・ファイナンス

子会社を買収した。両社は、エイチエスビーシー・ファイナンス・コーポレーションが所有するハウス

ホールド・インターナショナル・ヨーロッパ・リミテッドの完全所有子会社であり、買収対価は24.4百

万ポンドであった。当該買収により、14.5百万ポンドののれんが発生した。

24 その他資産

グループ 当行

2007年 2006年 2007年 2006年

百万ポンド 百万ポンド

金地金 147 233 70 180 

売却目的の処分グループ資産 626 22 555 16  

売却目的処分資産
(1) 78 － 78 －  

再保険資産 528 633 － －  

当期税金未収還付金 67 33 1 －  

裏書および支払承諾見返 375 353 251 238 

その他 4,115 3,180 1,122 1,580 

5,936 4,454 2,077 2,014

(1) 2007年12月31日現在、帳簿価額78百万ポンド（2006年：ゼロ）のHFCカード・ポートフォリオ資産は、売却目的の処

分グループに分類された。

売却目的資産

グループ 当行

2007年 2006年 2007年 2006年

百万ポンド 百万ポンド

売却目的非流動資産

有形固定資産 586 16 555 16

投資不動産 31 － － －

金融資産 7 － － －

債権 2 6 － －

売却目的に分類される資産合計 626 22 555 16

2007年５月31日、当行は、ロンドン市カナダ・スクエア８の不動産および長期賃借土地に関して、メトロ

バセサ・エスエー (「メトロバセサ」)と1,090百万ポンドでのセールス・アンド・リースバック契約を締

結した。当該契約条件に従って、当行は年間賃借料43.5百万ポンドでメトロバセサから20年間にわたり当該

建物をリースバックしており、賃借料の値上げについては、小売価格指数（全項目）に連動させて、年間最

大上昇率６％および年間最小上昇率2.5％の範囲内で毎年見直されることになっている。通常の事業におい

て、当行は当該取引の負債部分に関して、当該不動産費用を担保とした810百万ポンドのつなぎ融資の形式
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で、独立企業間市場金利でメトロバセサに対して資金提供を行っている。当該つなぎ融資は、2007年11月30

日に支払期限が到来し、当行が供与した新たなファシリティにより、2008年11月30日まで延長された。資本

部分の280百万ポンドは、2007年５月31日にメトロバセサにより現金で決済された。

当行は、当該建物の購入資金の一部として融資を提供していることによって重要な持分を留保している

ため、当該売却は2007年12月31日現在の財務諸表に認識されていない。したがって、カナダ・スクエア８の

帳簿価額432百万ポンドは売却目的非流動資産として有形固定資産に表示され、メトロバセサから受け取っ

た資本部分は貸借対照表上、繰延収益として表示されている。つなぎ融資の返済が行われた時に、当該売却

が認識される予定である。

売却目的に分類された有形固定資産には、セールス・アンド・リースバック取引を通じてグループが処

分する意思のあるその他の不動産、および顧客によって担保に供されていた、担保権実行済み不動産が含ま

れる。

25 トレーディング負債

帳簿価額

グループ 当行

2007年 2006年 2007年 2006年

百万ポンド 百万ポンド

銀行からの預金 39,382 8,672 48,390 10,497

顧客からの預金 21,999 9,791 17,636 8,610

その他の発行済負債証券 14,353 9,863 10,597 5,972

その他負債－正味売りポジション 41,720 23,754 23,132 10,136

117,454 52,080 99,755 35,215

26 公正価値評価の指定を受けた金融負債

グループ 当行

2007年 2006年 2007年 2006年

百万ポンド 百万ポンド

銀行からの預金 3,635 108 3,513 72

投資契約に基づく顧客に対する負債 5,842 4,553 － －

発行済負債証券 2,820 1,141 1,204 1,003

劣後負債 3,084 3,353 3,365 3,661

優先株式 278 305 － －

15,659 9,460 8,082 4,736

2007年12月31日現在、公正価値評価の指定を受けた金融負債の帳簿価額は、契約上の満期金額を37百万ポ

ンド下回っていた（2006年：111百万ポンド上回っていた）（当行については2007年：19百万ポンド下回

り、2006年：113百万ポンド上回っていた）。2007年12月31日現在、信用リスクの変動に起因する公正価値の

累積変動額は、165百万ポンドの利益（2006年：48百万ポンドの損失）（当行については2007年：163百万

ポンドの利益、2006年：47百万ポンドの損失）であった。
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27 その他負債

グループ 当行

2007年 2006年 2007年 2006年

百万ポンド 百万ポンド

グループが連結したファンドの投資家帰属

額
1,225 396 － －

株式に基づく報酬 184 140 105 89

ファイナンス・リースに基づく債務 327 327 － －

裏書および支払承諾 375 353 251 238

その他負債 4,732 3,398 2,518 2,087

6,843 4,614 2,874 2,414

ファイナンス・リースに基づく債務の期日

到来：

－１年未満 － 1 － －

－１年から５年 － 3 － －

－５年超 327 323 － －

327 327 － －

28 発行済保険契約に基づく負債

2007年

総額 再保険 純額

百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド

損害保険負債

未経過保険料引当金 387 (48) 339

通知済保険金 301 (129) 172

既発生未報告保険金 112 (15) 97

その他 18 (18) －

818 (210) 608

保険契約準備金

生命保険（非連動型） 1,128 (290) 838

任意参加型の投資契約 9,447 － 9,447

生命保険（連動型） 858 (28) 830

11,433 (318) 11,115

保険契約に基づく負債合計
(1) 12,251 (528) 11,723

(1) 任意参加型の投資契約は金融商品であるが、グループはIFRS第４号で認められているとおり、引き続きそれらを保

険契約として処理した。

2006年

総額 再保険 純額

百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド

損害保険引当金

未経過保険料準備金 286 (27) 259
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通知済保険金 75 (32) 43

既発生未報告保険金 41 (20) 21

その他 － － －

402 (79) 323

保険契約準備金

生命保険（非連動型） 837 (525) 312

任意参加型の投資契約 － － －

生命保険（連動型） 647 (29) 618

1,484 (554) 930

保険契約に基づく負債合計
(1) 1,886 (633) 1,253

(1) 任意参加型の投資契約は金融商品であるが、グループはIFRS第４号で認められているとおり、引き続きそれらを保

険契約として処理した。

保険契約に基づく負債の変動は、以下のとおりであった。

損害保険負債

2007年12月31日に終了した事業年度

総額 再保険 純額

百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド

未経過保険料準備金（「UPR」）

１月１日現在 286 (27) 259

（収益）／費用として認識されたUPRの変動

－計上保険料総額 (372) 73 (299)

－稼得保険料総額 378 (81) 297

為替およびその他の変動 95 (13) 82

12月31日現在 387 (48) 339

通知済および既発生未報告

１月１日現在 116 (52) 64

－通知済保険金 75 (32) 43

－既発生未報告保険金 41 (20) 21

当事業年度に関する支払保険金 (250) 65 (185)

当事業年度通知済 302 29 331

為替およびその他の変動 245 (186) 59

12月31日現在

－通知済保険金 301 (129) 172

－既発生未報告保険金 112 (15) 97

12月31日現在 413 (144) 269

2006年12月31日に終了した事業年度

総額 再保険 純額
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百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド

UPR

１月１日現在 313 (23) 290

（収益）／費用として認識されたUPRの変動

－計上保険料総額 (131) 63 (68)

－稼得保険料総額 153 (59) 94

為替およびその他の変動 (49) (8) (57)

12月31日現在 286 (27) 259

通知済および既発生未報告

１月１日現在 121 (57) 64

－通知済保険金 89 (39) 50

－既発生未報告保険金 32 (18) 14

当事業年度に関する支払保険金 (83) 36 (47)

当事業年度通知済 78 (29) 49

為替およびその他の変動 － (2) (2)

12月31日現在

－通知済保険金 75 (32) 43

－既発生未報告保険金 41 (20) 21

12月31日現在 116 (52) 64

上記の各表には、少額ではあるが過年度に発生した保険金に関する金額が含まれている。したがって、保

険金の支払状況に関する詳細を示す表は作成されていない。これは、損害保険金のほとんどが短期間のうち

に決済されるためである。

生命保険契約準備金

2007年12月31日に終了した事業年度

総額 再保険 純額

百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド

生命保険（非連動型）

１月１日現在 837 (525) 312

給付金支払額 (132) 73 (59)

保険契約準備金の増加 9 190 199

為替およびその他の変動 414 (28) 386

12月31日現在 1,128 (290) 838

任意参加型の投資契約

１月１日現在 － － －

給付金支払額 (537) － (537)

保険契約準備金の増加 1,073 － 1,073

為替およびその他の変動
(1) 8,911 － 8,911

12月31日現在 9,447 － 9,447

生命保険（連動型）

１月１日現在 647 (29) 618

EDINET提出書類

エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー(E22630)

有価証券届出書（通常方式）

649/794



給付金支払額 (139) 8 (131)

保険契約準備金の増加 158 (6) 152

為替およびその他の変動 192 (1) 191

12月31日現在 858 (28) 830

保険契約準備金合計 11,433 (318) 11,115

(1) 当事業年度中にエイチエスビーシー・アシュアランスVIE（フランス）およびエイチエスビーシー・アシュアラン

スIARD（フランス）の支配権を取得した結果、発行済保険契約に基づく負債8,929百万ポンドがグループによって

認識された（当該取得の詳細情報は注記23に記載されている）。

2006年12月31日に終了した事業年度

総額 再保険 純額

百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド

生命保険（非連動型）

１月１日現在 847 (474) 373

給付金支払額 (103) 69 (34)

保険契約準備金の増加 71 (104) (33)

為替およびその他の変動 22 (16) 6

12月31日現在 837 (525) 312

生命保険（連動型）

１月１日現在 697 (40) 657

給付金支払額 (119) 5 (114)

保険契約準備金の増加 69 6 75

12月31日現在 647 (29) 618

保険契約準備金合計 1,484 (554) 930

保険契約準備金の増加は、当事業年度における保険契約準備金の増加につながるすべての事象の合計額

を表している。これらは、死亡保険金、解約、失効、契約開始時に契約者に対して設定する保険契約準備金、配

当宣言額および契約者に帰属するその他の金額を含む。

29 引当金

グループ

引当金

2007年 2006年

百万ポンド 百万ポンド

１月１日現在 402 384

追加引当金/引当金の増加
(1) 406 206

引当金取崩額 (317) (124)

戻入額 (86) (72)

為替およびその他の変動 22 8

12月31日現在 427 402

(1) 空室引当金に関する割引のアンワインディング１百万ポンド（2006年：５百万ポンド）を含む。
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上記には、特定の個人年金制度および抵当養老保険契約の売却に関して発生する可能性のある補償費用

に係る引当金60百万ポンド（2006年：58百万ポンド）ならびに補償回収金に係る引当金が含まれている。

当該引当金はモデル・ケースから推定した数理計算に基づいている。支出の発生時期は個別の請求の決済

時期によって決まる。

当行

引当金

2007年 2006年

百万ポンド 百万ポンド

１月１日現在 105 124

追加引当金/引当金の増加
(1) 251 46

引当金取崩額 (172) (43)

戻入額 (29) (23)

為替およびその他の変動 8 1

12月31日現在 163 105

(1) 空室引当金に関する割引のアンワインディング１百万ポンド（2006年：５百万ポンド）を含む。

上記には以下が含まれる。

(ⅰ) 有償不動産契約に関する引当金28百万ポンド（2006年：54百万ポンド）。このうち７百万ポンド

（2006年：13百万ポンド）は、2002年に当行がカナリー・ワーフに移転した結果、空室となった賃

貸物件の割引将来費用に関連している。当該引当金は、新規テナント募集中の空室の賃貸料、未払賃

貸料に対する予想未収賃貸料の不足額およびテナント募集のための建物改装費用をカバーしてい

る。市場賃貸料の変動、新規テナント募集における遅延および賃貸契約の見直しの時期が不確定要

素となっている。

(ⅱ) 数多くの信託に対する当行の子会社によるサービスの提供に関連した見積補償費用に関する引当

金85百万ポンド（2006年：ゼロ）。当行は、当初見積補償費用に関して子会社に弁済を行っている。

引当金合計は、モデル・ケースから推定した計算に基づいている。引当金の通知および弁済時期に

影響を及ぼす要因が不安定要素となっている。

30 劣後債務

グループ 当行

2007年 2006年 2007年 2006年

百万ポンド 百万ポンド

劣後債務

－償却原価 5,205 5,380 4,744 4,999

劣後債務 3,111 2,960 4,744 4,553

優先株式 2,094 2,420 － 446

－公正価値評価の指定を受けた 3,362 3,658 3,365 3,661

劣後債務 3,084 3,353 3,365 3,661
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優先株式 278 305 － －

8,567 9,038 8,109 8,660

グループの劣後借入金

帳簿価額

2007年 2006年

百万ポンド 百万ポンド

300百万米ドル 劣後債、金利6.95％、満期2011年 162 166

250百万ユーロ 変動金利劣後ローン、満期2015年 183 168

600百万ユーロ
期限前償還条項付劣後債、金利4.25％、満期

2016年
(1) 439 408

800百万ユーロ
期限前償還条項付変動金利劣後債、満期

2016年
586 536

350百万ポンド
期限前償還条項付変動金利劣後債、満期

2017年
(2) 355 344

1,000百万ユーロ 変動金利劣後ローン、満期2017年 734 671

500百万ポンド
期限前償還条項付劣後債、金利4.75％、満期

2020年
(3) 464 480

500百万ユーロ
期限前償還条項付変動金利劣後債、満期

2020年
337 335

350百万ポンド
期限前償還条項付劣後債、金利5％、満期

2023年
(4) 335 350

300百万ポンド 劣後債、金利6.5％、満期2023年 298 298

300百万米ドル 劣後債、金利7.65％、満期2025年 179 190

350百万ポンド
期限前償還条項付ステップ・アップ条項付

劣後債、金利5.375％、満期2030年
(5) 325 357

500百万ポンド 劣後債、金利5.375％、満期2033年 474 531

900百万ユーロ 非累積劣後債、金利7.75％、満期2040年 660 604

225百万ポンド 劣後債、金利6.25％、満期2041年 223 223

600百万ポンド 劣後債、金利4.75％、満期2046年 591 591

700百万ポンド
非累積ステップ・アップ条項付永久優先株

式、金利5.844％
(6) 700 700

300百万ポンド
非累積ステップ・アップ条項付永久優先株

式、金利5.862％
(7) 278 305

750百万米ドル 変動金利永久第一次キャピタル・ノート 374 382

500百万米ドル 変動金利永久第一次キャピタル・ノート 249 255
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300百万米ドル
変動金利永久第一次キャピタル・ノート

（シリーズ３）
150 153

150百万ポンド
ステップ・アップ条項付永久劣後債、

金利8.625％
－ 155

875百万米ドル 非累積第三次米ドル優先株式
(8) － 446

50百万ポンド未満のその他の劣後債務 471 390

8,567 9,038

(1) 期限前償還条項付劣後債（金利4.25％、満期2016年）の金利は、2011年３月に３ヶ月物EURIBORに1.05％を加えたも

のに変更される。

(2) 期限前償還条項付変動金利劣後債（満期2017年）の金利は、2012年６月まで5.75％に固定されている。その後の年利

は、英国５年債の償還利回りに1.70％を加えたものとなる。

(3) 期限前償還条項付劣後債（金利4.75％、満期2020年）の金利は、2015年９月に３ヶ月物ポンドLIBORに0.82％を加え

たものに変更される。

(4) 期限前償還条項付劣後債（金利5％、満期2023年）の金利は、2018年３月に英国５年債の償還利回りに1.80％を加え

た年利に変更される。

(5) 期限前償還条項付ステップ・アップ条項付劣後債（金利5.375％、満期2030年）の金利は、2025年11月に３ヶ月物ポ

ンドLIBORに1.50％を加えたものに変更される。

(6) 非累積ステップ・アップ条項付永久優先株式（金利5.844％）の配当率は、2031年11月に６ヶ月物ポンドLIBORに

1.76％を加えたものに変更される。

(7) 非累積ステップ・アップ条項付永久優先株式（金利5.862％）の配当率は、2020年４月に６ヶ月物ポンドLIBORに

1.85％を加えたものに変更される。

(8) 非累積第三次米ドル優先株式の取引条件が2007年７月31日に変更された結果、同日以降、当行の金融負債としての認

識が中止され、資本として認識されている。

脚注(1)から(7)はすべて、金融庁の事前の承認をもって、金利変更日ならびにその後の金利更改日および一部は金

利支払日に、借り手の選択により返済可能な債券に関連している。

31 金融商品の公正価値

公正価値は、知識のある自発的な主体間の独立した第三者間取引において、資産との交換または負債の決

済が可能な金額のことである。

公正価値で継続的に測定される金融商品は、トレーディング資産および負債、損益を通じた公正価値評価

の指定を受けた商品、デリバティブ、ならびに売却可能として分類された金融商品（短期国債およびその他

の適格手形、負債証券および持分証券など）を含んでいる。

管理の枠組み

公正価値は、リスクを取る立場から独立した部門によって決定または検証されることを確実にするため

の管理の枠組みの適用を受ける。この目的のために、財務部門は公正価値の決定における最終責任を負い、

その職務としてエイチエスビーシー・グループの財務取締役に報告する。財務部門は、評価を行う際に従わ

なければならない会計方針および手順を規定しており、この方針および手順がすべての関連する会計基準
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に準拠していることを保証する責任がある。

評価モデルを用いて決定された公正価値についての管理の枠組みは、該当する場合、評価モデルの独立し

た開発または検証、評価モデルへの入力データの独立した決定または検証、評価モデル以外で必要な調整に

ついての独立した決定または検証、ならびに、可能であればモデルからアウトプットした結果の独立した検

証を含む。評価モデルを使用せずに決定された公正価値については、独立した価格決定または検証が行われ

る。独立した検証の実施結果は、上級経営陣に報告され、必要な場合は公正価値に対する調整が行われる。

公正価値により計上される金融商品の公正価値の決定

公正価値で継続的に測定される金融商品は、トレーディング資産および負債、損益を通じた公正価値評価

の指定を受けた商品、デリバティブ、ならびに売却可能として分類された金融商品（短期国債およびその他

の適格手形、負債証券ならびに持分証券など）を含んでいる。

グループの連結貸借対照表に公正価値で計上された金融商品の公正価値測定の信頼性は、以下のとお

り、公正価値がどのように決定されているかに基づいて評価される。

(a) 市場価格

活発な市場における同一商品の市場価格を有する金融商品

(b) 観察可能な入力データを用いた評価手法

活発な市場における類似商品の市場価格または活発に取引されていない市場における同一商品

または類似商品の市場価格を有する金融商品、およびすべての重要な入力データが観察可能である

モデルを用いて評価された金融商品

(c) 重要な観察不能な入力データによる評価手法

１つまたは複数の重要な入力データが観察不能であるモデルを用いて評価された金融商品

公正価値の最も適切な証拠は、活発に取引されている市場における市場価格である。金融商品の市場が活

発でない場合に評価手法が用いられる。評価手法の大半は観察可能な市場データのみを使用するため、公正

価値測定の信頼性は高い。しかし、一部の金融商品は、観察不能な１つまたは複数の重要な市場データを用

いた評価手法に基づいて評価されている。これらの金融商品について得られる公正価値の測定結果は判断

を要する。このような状況における「観察不能」とは、独立した第三者間取引が起こり得る価格水準を決定

するために使用できる現行の市場データがほとんどない、または皆無であることを意味するが、通常、公正

価値の決定の基礎となる市場データが完全に皆無であることを意味するものではない（たとえば、過去の

データが使用される場合がある）。また、公正価値の階層の評価は、金融商品の公正価値にとって重要であ

る入力データの最低水準に基づいて行われる。その結果、観察不能な入力データの決定における不確実性に

よって、評価上の不確実性が公正価値自体の不確実性よりも低くなる。

特定の状況において、グループは公正価値オプションを発行済負債に適用している。入手できる場合、公

正価値は、関連する特定の金融商品の活発な市場における市場価格に基づくことになる。入手できない場

合、公正価値は、関連する特定の金融商品の活発に取引されていない市場における市場価格に基づくか、ま

たは類似する金融商品の活発な市場における市場価格と比較することによって見積もられる。そのため、こ

れらの金融商品の公正価値は、信用スプレッドの影響を含んでいる。グループによって発行されている負債

の信用スプレッドにおける変動から生じた利益および損失は、債券の契約期間にわたって戻入れられる。
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発行済みの仕組債および特定のその他複合金融商品の負債は、トレーディング負債に公正価値で計上さ

れている。これらの金融商品に適用されている信用スプレッドは、グループが仕組債を発行した時点におけ

るスプレッドから導かれている。これらの市場スプレッドは、一般負債またはクレジット・デフォルト・ス

ワップの市場で観察される信用スプレッドと比較して著しくタイトである。

デリバティブ以外の金融商品のすべての正味ポジションおよびすべてのデリバティブのポートフォリオ

は、買値または売値のいずれかで評価される。ロング・ポジションは買値が付けられ、ショート・ポジショ

ンは売値が付けられる。

大量保有のデリバティブ以外の金融商品の公正価値は、一金融商品の価値の倍数に基づいて決定され、保

有規模に対する修正は行われない。

市場価格が入手できない場合に使用される評価モデルは、公正価値を設定するために市場参加者が用い

るであろうとグループが想定する特定の仮定を織り込んでいる。グループが評価モデルに含まれないその

他の事項があると想定する場合、評価モデル以外で調整が行われる可能性がある。

このような調整の例は以下のとおりである。

・信用リスクの調整：店頭取引デリバティブの取引相手の信用力を反映した調整

・市場データ/モデルの不確実性：不確実な市場データ（例：非流動性に起因するもの）による公正価

値の不確実性、または評価モデルの選択が特に主観的な分野における不確実性を反映するための調整

・開始時利益（「day１損益準備金」）：取引開始時に、１つまたは複数の重要な観察不能の入力デー

タに基づいて評価される金融商品について、連結損益計算書に計上されていないが、繰延べられて公

正価値の一部として含められている取引開始時の取引価格とモデル価値（調整済）間の差異

取引費用は公正価値の計算に含まれない。仲介料、手数料費用などの取引開始費用および取引後費用は営

業費用に含まれる。店頭取引デリバティブのポートフォリオを管理するための将来費用も公正価値に含ま

れず、発生時に費用計上される。

・貸付金

貸付金は、入手できる場合は、ブローカーの指し値および/または市場コンセンサス・プロバイダー

の価格に基づいて評価される。これらが入手できない場合、公正価値は、同一または比較可能な事業

会社の発行するその他の市場金融商品から導かれる適切な信用スプレッドに基づいて決定される。

・負債証券、短期国債およびその他の適格手形ならびに持分証券

これらの金融商品は、入手できる場合は、取引所、ディーラー、ブローカー、産業グループまたは価格

決定サービス機関から入手した市場価格に基づいて評価される。これらが入手できない場合は、公正

価値は、類似する金融商品の市場価格を参照することによって決定されるか、または一部のモーゲー

ジ・バック証券および非上場株式については、観察可能および観察不能な市場データからの入力

データを用いた評価手法によって決定される。

・デリバティブ

店頭取引（すなわち、場外取引）のデリバティブは、評価モデルを用いて評価される。評価モデルは、

「無裁定」原則に基づいて、予測将来キャッシュ・フローの現在価値を算定する。金利スワップや

ヨーロピアン・オプションなどの多くの一般デリバティブ商品に関して利用されるモデル・アプ

ローチは、業界で標準的に用いられているものである。より複雑なデリバティブ商品の場合は、実務

上の相違が一部見られる。評価モデルへの入力データは、可能な場合には常に、取引所、ディーラー、
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ブローカー、およびコンセンサスプライスのプロバイダーの価格を含む、観察可能な市場データから

決定される。特定の入力データは、市場では直接的に観察されない場合があるが、モデル較正手順を

経た観察可能な価格から決定される。最終的に、一部の入力データは観察不能であるが、一般的に実

績データまたはその他のデータから見積もることができる。観察可能な入力データの例は、直物およ

び先物為替レート、一般に取引されているオプション商品の基準金利曲線およびボラティリティ局

面を含む。観察不能な入力データの例は、あまり一般に取引されていないオプション商品の全部また

は一部のボラティリティ局面、ならびに市場ファクター間の相関関係を含む。

・プライベート・エクイティ

グループのプライベート・エクイティのポジションは、通常、売却可能として分類されており、活発

な市場では取引されていない。当該投資に関する活発な市場が存在しない場合、公正価値は、投資対

象会社の財政状態と経営成績、リスク・プロファイル、見通しおよびその他の要素の分析に基づいて

見積もられるか、もしくは活発な市場における類似した会社の市場評価または類似した会社が所有

者を変更した時点の価格などを参照することによって見積もられる。プライベート・エクイティ投

資の公正価値の見積りには判断が要求され、本質的な不確実性が伴うため、投資が実現されるまでは

主観的な評価要素は取り除かれない。

下表は、連結財務諸表上で公正価値により測定されている金融資産および金融負債の評価の基礎に関す

る分析を示している。

グループ

評価手法

市場価格

観察可能な

入力データ

の使用

重要な観

察不能な

入力デー

タの使用

第三者

合計

エイチエス

ビーシー・

グループ会

社との取引

金額

合計

百万ポンド

2007年12月31日現在

資産

トレーディング資産 80,256 61,878 3,603 145,737 7,469 153,206

公正価値評価の指定を

受けた金融資産
10,615 4,330 － 14,945 24 14,969

デリバティブ 3,019 49,199 807 53,025 7,445 60,470

金融投資 17,757 42,229 3,314 63,300 6,190 69,490

負債

トレーディング負債 56,494 41,237 2,366 100,097 17,357 117,454

公正価値評価の指定を

受けた金融負債
9,481 6,178 － 15,659 － 15,659

デリバティブ 2,871 48,808 842 52,521 9,018 61,539

2006年12月31日現在

資産

トレーディング資産 55,947 25,312 569 81,828 4,166 85,994

公正価値評価の指定を

受けた金融資産
5,665 191 － 5,856 129 5,985
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デリバティブ 1,808 25,142 480 27,430 4,660 32,090

金融投資 11,811 21,380 2,548 35,739 6,565 42,304

負債

トレーディング負債 35,426 11,893 914 48,233 3,847 52,080

公正価値評価の指定を

受けた金融負債
8,368 889 － 9,257 203 9,460

デリバティブ 2,767 23,149 526 26,442 6,301 32,743

当行

評価手法

市場価格

観察可能な

入力データ

の使用

重要な観

察不能な

入力デー

タの使用

第三者

合計

エイチエス

ビーシー・

グループ会

社との取引

金額

合計

百万ポンド

2007年12月31日現在

資産

トレーディング資産 39,935 58,777 3,603 102,315 46,787 149,102 

公正価値評価の指定を

受けた金融資産
－ 3,439 － 3,439 － 3,439 

デリバティブ 57 32,185 287 32,529 13,796 46,325 

金融投資 6,749 5,843 1,026 13,618 (13) 13,605 

負債

トレーディング負債 33,285 34,301 2,319 69,905 29,850 99,755 

公正価値評価の指定を

受けた金融負債
4,278 3,804 － 8,082 － 8,082 

デリバティブ 186 32,622 249 33,057 14,479 47,536 

2006年12月31日現在

資産

トレーディング資産 31,707 22,075 569 54,351 8,378 62,729 

公正価値評価の指定を

受けた金融資産
－ － － － － －

デリバティブ － 16,670 241 16,911 7,450 24,361 

金融投資 7,832 3,635 234 11,701 434 12,135 

負債

トレーディング負債 20,600 7,347 914 28,861 6,354 35,215 

公正価値評価の指定を

受けた金融負債
4,254 70 － 4,324 412 4,736 

デリバティブ 1,108 15,111 175 16,394 8,573 24,967 

公正価値評価モデルにおける観察不能な仮定の変動

上記のように、金融商品の公正価値は、特定の状況において、同一商品における観察可能な現行の市場取

引から入手される価格によって裏付けられておらず、観察可能な市場データに基づくものではない仮定を

織り込んだ評価モデルを用いて測定されている。下表は、公正価値の合理的に可能な代替的仮定の感応度を

示している。
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グループ

利益/（損失）に反映 資本に反映

有利な変動 不利な変動 有利な変動 不利な変動

百万ポンド 百万ポンド

2007年12月31日現在

デリバティブ/トレーディング資産/トレー

ディング負債
(1) 150 (93) － －

公正価値評価の指定を受けた金融資産/負

債
－ － － －

金融投資－売却可能 － － 171 (202)

2006年12月31日現在

デリバティブ/トレーディング資産/トレー

ディング負債
127 (132) － －

公正価値評価の指定を受けた金融資産/負

債
－ － － －

金融投資－売却可能 － － 28 (28)

当行

利益/（損失）に反映 資本に反映

有利な変動 不利な変動 有利な変動 不利な変動

百万ポンド 百万ポンド

2007年12月31日現在

デリバティブ/トレーディング資産/トレー

ディング負債
(1) 135 (107) － －

公正価値評価の指定を受けた金融資産/負

債
－ － － －

金融投資－売却可能 － － 87 (87)

2006年12月31日現在

デリバティブ/トレーディング資産/トレー

ディング負債
90 94 － －

公正価値評価の指定を受けた金融資産/負

債
－ － － －

金融投資－売却可能 － － 23 (23)

(1) デリバティブ、トレーディング資産およびトレーディング負債は、これらの金融商品のリスク管理方法を反映させ

るためにひとつのカテゴリーとして表示されている。

損益計算書に計上された公正価値の変動

下表は、当期中に損益で認識された公正価値の変動の詳細を示している。当該公正価値は、同一商品にお

ける観察可能な現行の市場取引から入手される価格で裏付けられていない重要な仮定を織り込んだ、観察

可能な市場データに基づかない評価手法を用いて見積もられている。

・本表は、これらの商品における公正価値の変動合計の詳細を示しており、観察不能部分に帰属する変動

と無関係ではない。

・重要な観察不能な入力データによって評価された商品は、観察可能な入力データを用いて評価された商
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品によってダイナミックヘッジされることが多い。本表は、これらヘッジの公正価値における変動を含

んでいない。

・2006年12月31日現在は観察可能な入力データを用いて評価されていたが、2007年度において重要な観察

不能な入力データによって評価されるようになった重要な資産および負債があった。本表は、カテゴ

リーの変更を受けて生じた公正価値の変動のみならず、2007年度のそのような商品の公正価値の変動全

体を反映している。

グループ

損益計算書への計上額

2007年 2006年

百万ポンド 百万ポンド

デリバティブ/トレーディング資産/トレーディング負債 92 －

当行

損益計算書への計上額

2007年 2006年

百万ポンド 百万ポンド

デリバティブ/トレーディング資産/トレーディング負債 27 －

公正価値で計上されない金融商品の公正価値

貸借対照表上に公正価値で認識されていない金融商品の公正価値は、下記のとおり算定される。

公正価値の算定は、知識のある自発的な主体間の独立した第三者間取引において、金融資産が交換され

る、または金融負債が決済される金額に関するグループの見積りを織り込んでいる。これは、予想将来契

約期間にわたり当該商品のキャッシュ・フローから発生するとグループが見積もる経済的利益および費

用を反映していない。その他の報告会社は、観察可能な市場価格が入手できない状況で公正価値を決定す

る際に、異なる評価手法や仮定を用いることがあるため、会社間の公正価値を比較することは有意義でな

い可能性があり、当該データのユーザーはその使用に際して注意が必要である。

以下の種類の金融商品がトレーディング目的で保有されていない、または損益を通じた公正価値評価の

指定を受けていない場合には、償却原価で測定される。資産または負債が公正価値ヘッジとして指定を受

けており適格なデリバティブでヘッジされている場合には、そのようにヘッジされている資産または負

債の帳簿価額は、ヘッジされたリスクのみの公正価値の調整を含んでいる。下記の貸借対照表現在におけ

る資産および負債の公正価値は、以下の開示目的のために見積もられたものである。

(i)  銀行および顧客に対する貸付金

貸付金の公正価値は、入手できる場合は観察可能な市場取引に基づいている。観察可能な市場

取引がない場合は、公正価値は割引キャッシュ・フロー・モデルを用いて見積もられている。正

常貸付金は、可能な限り、金額、顧客の種類、通貨、ファシリティの格付け、満期および表面利率ご

とに区分された同種の貸付金プールに分類されている。通常、契約上のキャッシュ・フローは、市

場参加者が満期、価格更改、および信用リスクの特性が類似する商品を評価する際に用いる割引

率に関するグループの見積りを用いて割り引かれる。最近の価格情報がない場合の満期について

は、情報がある時点間の線形分析によって予測される。
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貸付金および預金の要求払い返済額の公正価値は、貸借対照表日の帳簿価額として見積もられ

る。

貸付金ポートフォリオの公正価値は、貸借対照表日現在の貸付金の減損および市場参加者の契

約期間における貸し倒れの見積りを反映している。

減損貸付金の公正価値は、回収が見込まれる期間の将来キャッシュ・フローを割り引くことで

見積もられている。

(ⅱ) 金融投資

上場金融投資の公正価値は、市場買値を用いて決定される。非上場金融投資は、同等の上場証券

の価格または将来の収益動向のいずれかを考慮に入れた評価手法を用いて決定される。

(ⅲ) 銀行および顧客からの預金

公正価値を見積もるために、銀行および顧客からの預金は、残存期間ごとに分類されている。公

正価値は、割引キャッシュ・フローを用いて、同様の残存期間を持つ預金に提示される現在の利

率を適用して見積もられる。要求払預金の公正価値は、貸借対照表日現在、要求に応じて支払可能

な金額であると予想される。

(ⅳ) 発行済負債証券および劣後債務

公正価値は可能であれば貸借対照表日現在の市場価格を用いて、あるいは類似する金融商品

の市場価格を参照して決定される。

本注記に表示されている公正価値は、特定日に評価されたものであり、当該商品の満期日または決済日に

実際に支払う金額と大幅に異なる可能性がある。多くの場合、評価されたポートフォリオの規模を考慮して

見積られた公正価値を即座に実現することは不可能である。したがって、これらの公正価値は、継続企業と

してのグループに対するこれらの金融商品の価値を表すものではない。

すべての種類の金融商品の公正価値は、金融商品の単価に保有数を乗じた金額で表示されている。大量保

有に関する割引割増修正は行われていない。

コア預金のポートフォリオの価値、クレジットカードおよび顧客関係などの無形資産の公正価値は金融

商品ではないため上記には含まれていない。

下表は、その性質上短期である、または現在の市場金利に頻繁に金利更改される等の理由により、公正価

値が帳簿価額に合理的に近似している金融商品を列挙している。

資産 負債

現金および中央銀行預け金 他行へ送金中の項目

他行から回収中の項目 裏書および支払承諾

裏書および支払承諾見返 「その他負債」に計上されている短期債務

「その他資産」に計上されている短期債権 未払費用

未収収益

下表は、貸借対照表上で公正価値以外の方法により測定されている金融商品の公正価値の分析を示して

いる。すべてのその他の金融商品の公正価値は、帳簿価額と等しい。
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グループ

2007年 2006年

帳簿価額 公正価値 帳簿価額 公正価値

百万ポンド 百万ポンド

資産

銀行に対する貸付金 60,764 60,764 44,428 44,428

顧客に対する貸付金 227,687 226,572 200,416 200,416

金融投資：負債証券 254 254 76 76

負債

銀行からの預金 48,786 48,783 38,513 38,510

顧客からの預金 268,269 268,059 227,350 227,358

発行済負債証券 50,921 50,620 38,090 38,178

劣後債務 5,205 4,921 5,380 5,338

当行

2007年 2006年

帳簿価額 公正価値 帳簿価額 公正価値

百万ポンド 百万ポンド

資産

銀行に対する貸付金 32,028 32,028 25,121 25,121

顧客に対する貸付金 150,649 149,876 143,964 143,964

負債

銀行からの預金 41,061 41,061 29,182 29,182

顧客からの預金 184,899 184,899 164,054 164,185

発行済負債証券 8,117 8,194 5,408 5,421

劣後債務 4,744 4,469 4,999 4,959

32 資産および負債の満期分析

下表は、貸借対照表日における残存契約期間ごとの金融負債の割引前キャッシュ・フロー債務を分析し

たものである。

トレーディング負債およびトレーディング・デリバティブは、トレーディング負債が通常短期保有目的

であることから、契約上の満期によって分類されるのではなく、「要求払」の満期区分に含められる。ヘッ

ジ手段であるデリバティブ負債の割引前キャッシュ・フローは、契約上の満期に基づいて分類される。

グループ

要求払 ３ヶ月以内
３ヶ月から

12ヶ月

１年から

５年
５年超 合計

百万ポンド

銀行からの預金 11,564 34,031 4,375 1,561 3,043 54,574

顧客からの預金 173,902 90,818 7,720 2,232 1,255 275,927
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トレーディング負債 117,454 － － － － 117,454

公正価値評価の指定

を受けた金融負債
5,828 408 1,345 2,716 8,134 18,431

デリバティブ 60,908 4 246 483 104 61,745

発行済負債証券 316 32,903 8,741 11,527 2,962 56,449

劣後債務 － 36 190 782 7,121 8,129

その他の金融負債 2,567 6,152 861 253 585 10,418

貸付契約 36,914 58,332 8,610 23,791 11,497 139,144

2007年12月31日現在

合計
409,453 222,684 32,088 43,345 34,701 742,271

要求払 ３ヶ月以内
３ヶ月から

12ヶ月

１年から

５年
５年超 合計

百万ポンド

銀行からの預金 8,562 25,134 2,706 2,546 2,089 41,037

顧客からの預金 159,604 68,152 5,606 2,486 1,753 237,601

トレーディング負債 52,080 － － － － 52,080

公正価値評価の指定を

受けた金融負債
4,540 72 193 2,600 4,460 11,865

デリバティブ 34,217 77 27 310 52 34,683

発行済負債証券 275 26,392 2,165 9,539 2,272 40,643

劣後債務 － 62 181 1,430 7,068 8,741

その他の金融負債 649 4,794 68 71 357 5,939

貸付契約 42,454 50,090 5,306 17,132 13,931 128,913

2006年12月31日現在合

計
302,381 174,773 16,252 36,114 31,982 561,502

当行

要求払 ３ヶ月以内
３ヶ月から

12ヶ月

１年から

５年
５年超 合計

百万ポンド

銀行からの預金 9,626 29,888 1,496 137 112 41,259

顧客からの預金 141,788 35,584 2,648 5,094 1,334 186,448

トレーディング負債 99,755 － － － － 99,755

公正価値評価の指定を

受けた金融負債
－ 54 161 2,401 7,769 10,385

デリバティブ 47,339 (41) 66 229 5 47,598

発行済負債証券 3 5,408 2,029 506 1,121 9,067

劣後債務 － 34 102 1,894 4,542 6,572

その他の金融負債 － 4,639 64 15 1 4,719

貸付契約 16,538 55,765 1,787 14,418 8,340 96,848

2007年12月31日現在合

計
315,049131,331 8,353 24,694 23,224 502,651
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要求払 ３ヶ月以内
３ヶ月から

12ヶ月

１年から

５年
５年超 合計

百万ポンド

銀行からの預金 7,002 20,590 1,432 175 106 29,305

顧客からの預金 128,767 26,196 1,856 4,226 3,769 164,814

トレーディング負債 35,215 － － － － 35,215

公正価値評価の指定を

受けた金融負債
－ 43 174 2,435 4,197 6,849

デリバティブ 24,878 1 27 64 52 25,022

発行済負債証券 275 3,175 427 1,195 1,052 6,124

劣後債務 － 41 795 1,785 4,631 7,252

その他の金融負債 202 3,108 16 － － 3,326

貸付契約 22,500 48,321 1,475 10,761 8,896 91,953

2006年12月31日合計218,839 101,475 6,202 20,641 22,703 369,860

以下は、１年未満および１年超で回収または決済が見込まれる金額を合算した資産および負債項目を貸

借対照表日における残存契約期間ごとに分析したものである。

契約上の満期は、以下で分析される資産および負債の予想満期に合理的に近似すると考えられている。し

かし、要求払預金および当座貸越などの項目の契約上の満期は、予想満期と異なる場合がある。

トレーディング資産、トレーディング負債およびデリバティブは、貸借対照表日から12ヶ月以内に回収ま

たは決済が見込まれているため、当該分析から除外されている。

グループ

2007年12月31日現在

１年以内 １年超 合計

百万ポンド

資産

公正価値評価の指定を受けた金融資産 2,267 12,702 14,969

銀行に対する貸付金 55,163 5,601 60,764

顧客に対する貸付金 119,052 108,635 227,687

金融投資 16,467 53,061 69,528

その他の金融資産 4,330 413 4,743

197,279 180,412 377,691

負債

銀行からの預金 44,422 4,364 48,786

顧客からの預金 264,976 3,293 268,269

公正価値評価の指定を受けた金融負債 4,750 10,909 15,659

発行済負債証券 39,675 11,246 50,921

その他の金融負債 6,332 358 6,690

劣後債務 － 5,205 5,205

360,155 35,375 395,530
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2006年12月31日現在

１年以内 １年超 合計

百万ポンド

資産

公正価値評価の指定を受けた金融資産 794 5,191 5,985

銀行に対する貸付金 43,176 1,252 44,428

顧客に対する貸付金 100,933 99,483 200,416

金融投資 18,631 23,749 42,380

その他の金融資産 3,119 719 3,838

166,653 130,394 297,047

負債

銀行からの預金 34,175 4,338 38,513

顧客からの預金 223,932 3,418 227,350

公正価値評価の指定を受けた金融負債 342 9,118 9,460

発行済負債証券 28,053 10,037 38,090

その他の金融負債 922 860 1,782

劣後債務 123 5,257 5,380

287,547 33,028 320,575

当行

2007年12月31日現在

１年以内 １年超 合計

百万ポンド

資産

公正価値評価の指定を受けた金融資産 － 3,439 3,439

銀行に対する貸付金 28,479 3,549 32,028

顧客に対する貸付金 71,543 79,106 150,649

金融投資 8,467 5,354 13,821

その他の金融資産 1,485 154 1,639

109,974 91,602 201,576

負債

銀行からの預金 38,854 2,207 41,061

顧客からの預金 181,340 3,559 184,899

公正価値評価の指定を受けた金融負債 3,366 4,716 8,082

発行済負債証券 7,282 835 8,117

その他の金融負債 2,793 － 2,793

劣後債務 － 4,744 4,744

233,635 16,061 249,696
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2006年12月31日現在

１年以内 １年超 合計

百万ポンド

資産

公正価値評価の指定を受けた金融資産 － － －

銀行に対する貸付金 24,528 593 25,121

顧客に対する貸付金 68,943 75,021 143,964

金融投資 9,665 2,470 12,135

その他の金融資産 1,734 206 1,940

104,870 78,290 183,160

負債

銀行からの預金 28,929 253 29,182

顧客からの預金 156,578 7,476 164,054

公正価値評価の指定を受けた金融負債 190 4,546 4,736

発行済負債証券 3,756 1,652 5,408

その他の金融負債 317 155 472

劣後債務 671 4,328 4,999

190,441 18,410 208,851

グループの流動性および資金調達リスク管理については、注記38「リスク管理」に詳細が記載されてい

る。

33 為替エクスポージャー

構造的為替エクスポージャー

グループの構造的為替エクスポージャーは、子会社、支店、合弁事業および関連会社の外貨資本および劣

後債投資の純資産価値によって示されている。構造的為替エクスポージャーによる損益は準備金に計上さ

れている。

グループの構造的為替エクスポージャーの管理については、注記38に記載されている。

正味構造的為替エクスポージャー

2007年 2006年

構造的エクスポージャーの通貨 百万ポンド 百万ポンド

ユーロ 10,449 9,433

米国ドル 558 818

スイス・フラン 1,324 1,271

トルコ・リラ 895 494

マルタ・リラ 135 137

その他、100百万ポンド未満 189 145

合計 13,550 12,298

34 負債の担保として差し入れた資産および資産の担保として受け入れた担保

負債の担保として供された金融資産は以下のとおりである。
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エイチエスビーシー・グループ

の担保資産
当行の担保資産

2007年 2006年 2007年 2006年

百万ポンド 百万ポンド

短期国債およびその他の適格証券 1,410 213 1,404 213

銀行に対する貸付金 5,402 347 1,113 347

顧客に対する貸付金 24,664 11,213 3,408 11,213

負債証券 100,750 47,188 38,696 32,446

株式 9,366 5,887 9,300 5,767

141,592 64,848 53,921 49,986

これらの取引は、一般の証券貸付業務および買戻契約に対する通常の取引条件に基づいて行われている。

資産の担保として受け入れた担保

債務不履行とならない限りグループに売却または再担保が認められている担保として受け入れた金融資

産の公正価値は、104,506百万ポンド（2006年：46,794百万ポンド）である。

売却または再担保として受け入れた金融資産の公正価値は、59,668百万ポンド（2006年：24,729百万ポ

ンド）である。グループは、これらの資産を返還する義務がある。

これらの取引は、一般の株式貸借業務に対する通常の取引条件に基づいて行われている。

35 払込済株式資本

授権株式資本

2007年および2006年12月31日現在のエイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーの授権普通株式資本は

1,000百万ポンド（１株当たり額面１ポンドで普通株式999,999,999株および１株当たり額面１ポンドで優

先普通株式１株に区分される）であった。

2007年および2006年12月31日現在、エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーの授権優先株式資本は、

１株当たり額面１ポンドの非累積優先株式150百万ポンドおよび１株当たり額面0.01米ドルの非累積優先

株式2.44百万米ドルである。

発行済株式資本

エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーの普通株式

株数 百万ポンド

2007年１月１日現在 796,969,101 797

発行株式 1 －

2007年12月31日現在 796,969,102 797

2006年１月１日現在 796,969,099 797

発行株式 2 －

2006年12月31日現在 796,969,101 797
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エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーの非累積第三次米ドル優先株式

株数 千ポンド

2007年１月１日現在 － －

期中認識分 35,000,000 172

2007年12月31日現在 35,000,000 172

2007年７月31日に、エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーの非累積第三次米ドル優先株式の契約

条件が変更された。その結果、当該優先株式は当行の金融負債から除去され、431百万ポンドの資本剰余金の

計上により同日より資本に計上されている。当行は、優先株式を償還する義務はないが、事前にFSAの同意が

あればいつでもその一部または全部を償還することができる。優先株式の配当金は、取締役会の単独の絶対

的な裁量によって年１回支払われる。配当金の支払いによって当行がFSAの自己資本比率基準を満たすこと

ができなくなる場合、または配当金として分配できる当行の利益が、優先株式の配当金および同日に支払が

予定されていて、同等の配当請求権があるその他の株式の配当金の全額を支払うには不十分である場合、あ

るいは普通株式を除いて、当行の資本におけるすべてのクラスの株式に付されている権利によって配当金

の支払が禁止されている場合、取締役会は、優先株式に対する配当を宣言しない。優先株式には、当行の普通

株式に転換する権利が付されていない。優先株式の保有者は、当行の株主総会に出席し、優先株式に付され

ている権利の変更または無効提案の決議および優先株式の払込資本金の減額提案の決議に対して議決権を

行使することができる。優先株式の配当金が直近の配当期間について全額支払われていない、または当行の

解散もしくは全事業の売却案の提議がなされた場合、そのような状況において、優先株の保有者は、株主総

会に提議されたすべての事案について議決権を行使する権利を与えられている。未払配当金については、優

先株式の保有者は、優先株式の配当金が全額支払われるまで、または一配当期間の配当金全額を支払うため

の資金が引き当てられるまで、すべての株主総会に出席し議決権を行使する権利を与えられている。

エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーの永久劣後債

百万ポンド

2007年１月１日現在 －

期中発行額 1,000

2007年12月31日現在 1,000

エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーの永久劣後債の利息は、取締役会の単独の絶対的な裁量に

より、四半期ごとに支払われる。永久劣後債は、当行の選択によってのみ償還され、当行の普通株式に転換す

る権利は付されていない。

36 資本

グループ

2007年

その他準備金
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払込済

株式資

本

資本

剰余金

利益

剰余金

売却可

能公正

価値準

備金

キャッ

シュ・フ

ロー・

ヘッジ準

備金

為替

準備金

株式報

酬準備

金

関連会

社およ

び合弁

事業

株主資本

合計

少数株

主持分
資本合計

百万ポンド

１月１日現在 797 14,558 4,966 523 (32) (737) 199 125 20,399 539 20,938

新規引受株式（費

用控除後）
1,000 510 － － － － － － 1,510 2 1,512

当期中に認識され

た優先株式
(1)

－ 431 － － － － － － 431 － 431

株主に帰属する当

期利益
－ － 3,227 － － － － － 3,227 － 3,227

親会社株主への配

当金
－ － (1,706) － － － － － (1,706)－ (1,706)

確定給付制度に係

る数理上の利益
－ － 1,267 － － － － － 1,267 3 1,270

資本に計上された

公正価値に係る

（損失）利益

－ － － (964) (71) － － 101 (934) － (934)

損益計算書への振

替額
－ － － (501) 33 － － (122) (590) － (590)

持分決済型の株式

報酬取引に係る損

益計算書への計上

額

－ － － － － － 40 － 40 － 40

資本に直接計上さ

れたまたは資本か

ら振替られた項目

に係る税金

－ － (382) 61 10 － － － (311) － (311)

少数株主への振替 － － － 3 － － － － 3 (3) －

少数株主に帰属す

る利益
－ － － － － － － － － 87 87

少数株主への配当

金
－ － (7) － － － － － (7) (67) (74)

関連会社からの振

替
－ － (16) 120 － － － (104) － － －

為替差額 － － － － － 1,094 － － 1,094 15 1,109

その他 － － (1) 1 － － － － － － －

12月31日現在 1,79715,4997,348 (757) (60) 357 239 － 24,423 576 24,999

(1) 当事業年度中に持分証券として認識された当行の非累積第三次米ドル優先株式において生じた資本剰余金。詳細は注記35を参照のこ

と。

2006年

その他準備金

払込済

株式資

本

資本

剰余金

利益

剰余金

売却可

能公正

価値準

備金

キャッ

シュ・フ

ロー・

ヘッジ準

備金

為替

準備金

株式報

酬準備

金

関連会

社およ

び合弁

事業

株主資本

合計

少数株

主持分
資本合計

百万ポンド

１月１日現在 797 13,8833,880 433 86 (141) 111 42 19,091 543 19,634
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新規引受株式（費

用控除後）
－ 675 － － － － － － 675 － 675

株主に帰属する当

期利益
－ － 2,722 － － － － － 2,722 － 2,722

親会社株主への配

当金
－ － (1,591) － － － － － (1,591) － (1,591)

確定給付制度に係

る数理上の利益
－ － 8 － － － － － 8 1 9

資本に計上された

公正価値に係る利

益（損失）

－ － － 258 (64) － － 137 331 － 331

損益計算書への振

替額
－ － － (179) (118) － － (54) (351) － (351)

持分決済型の株式

報酬取引に係る損

益計算書への計上

額

－ － － － － － 77 － 77 － 77

資本に直接計上さ

れたまたは資本か

ら振替られた項目

に係る税金

－ － (31) (4) 64 － － － 29 － 29

少数株主への振替 － － － 15 － － － － 15 (15) －

少数株主に帰属す

る利益
－ － － － － － － － － 96 96

少数株主への配当

金
－ － (9) － － － － － (9) (65) (74)

為替差額 － － － － － (596) － － (596) (21) (617)

その他 － － (13) － － － 11 － (2) － (2)

12月31日現在 797 14,5584,966 523 (32) (737) 199 125 20,399 539 20,938

当行

2007年

その他準備金

払込済

株式資本

資本

剰余金

利益

剰余金

売却可能

公正価値

準備金

キャッシュ

・フロー・

ヘッジ準備

金

為替

準備金

株式報酬

準備金

関連会社

および合

弁事業

資本合計

百万ポンド

１月１日現在 797 14,5581,650 91 (8) (2) 121 － 17,207

新規引受株式

（費用控除後）
1,000 510 － － － － － － 1,510

当期中に認識さ

れた優先株式
(1) － 431 － － － － － － 431

株主に帰属する

当期利益
－ － 2,351 － － － － － 2,351

親会社株主への

配当金
－ － (1,706) － － － － － (1,706)

確定給付制度に

係る数理上の利

益

－ － 1,231 － － － － － 1,231
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資本に計上され

た公正価値に係

る利益

－ － － 238 10 － － － 248

損益計算書への

振替額
－ － － (167) 19 － － － (148)

持分決済型の株

式報酬取引に係

る損益計算書へ

の計上額

－ － － － － － 26 － 26

資本に直接計上

されたまたは資

本から振替られ

た項目に係る税

金

－ － (372) 16 (8) － － － (364)

為替差額 － － － － － (10) － － (10)

その他 － － － 1 － － － － 1

12月31日現在 1,797 15,4993,154 179 13 (12) 147 － 20,777

(1) 当事業年度中に、持分証券として計上された当行の非累積第三次米ドル優先株式において生じた資本剰余金。詳細は注記35を参照の

こと。

2006年

その他準備金

払込済

株式資本

資本

剰余金

利益

剰余金

売却可能

公正価値

準備金

キャッシュ

・フロー・

ヘッジ準備

金

為替

準備金

株式報酬

準備金

関連会社

および合

弁事業

資本合計

百万ポンド

１月１日現在 797 13,8831,384 36 (22) (1) 69 － 16,146

引受済新規株式

（費用控除後）
－ 675 － － － － － － 675

株主に帰属する当

期利益
－ － 1,896 － － － － － 1,896

親会社株主への配

当金
－ － (1,591) － － － － － (1,591)

確定給付制度に係

る数理上の損失
－ － (10) － － － － － (10)

資本に計上された

公正価値に係る利

益

－ － － 63 56 － － － 119

損益計算書への振

替額
－ － － 2 (35) － － － (33)

持分決済型の株式

報酬取引に係る損

益計算書への計上

額

－ － － － － － 52 － 52

資本に直接計上さ

れたまたは資本か

ら振替られた項目

に係る税金

－ － (25) (10) (7) － － － (42)

為替差額 － － － － － (1) － － (1)

その他 － － (4) － － － － － (4)

12月31日現在 797 14,5581,650 91 (8) (2) 121 － 17,207
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37 キャッシュ・フロー計算書の注記

税引前利益に含まれる非現金項目

グループ 当行

2007年 2006年 2007年 2006年

百万ポンド 百万ポンド

減価償却費および減損 564 561 340 348

貸付金減損（回収額を含む） 1,043 938 825 798

引当金 342 140 230 22

金融投資の減損 － (4) － －

確定給付年金制度に対する費用 240 203 245 182

ディスカウントおよびプレミアムの償却 (166) 23 (33) (83)

2,023 1,861 1,607 1,267

営業資産の変動

グループ 当行

2007年 2006年 2007年 2006年

百万ポンド 百万ポンド

前渡金および未収収益の変動 (2,129) (836) (1,454) (657)

正味トレーディング有価証券および正味デリ

バティブの変動
(6,299) (6,018) (25,811) (5,775)

銀行に対する貸付金の変動 (10,421) (547) (7,371) 2,238 

顧客に対する貸付金の変動 (27,302)(17,669) (6,616) (9,126)

公正価値評価の指定を受けた金融資産の変動 (8,984) (640) (3,439) 16 

その他資産の変動 (1,482) (342) (63) (508)

(56,617)(26,052)(44,754)(13,812)

営業負債の変動

グループ 当行

2007年 2006年 2007年 2006年

百万ポンド 百万ポンド

未払費用および繰延収益の変動 2,313 748 1,642 721 

銀行からの預金の変動 10,273 4,315 11,879 1,183 

顧客からの預金の変動 40,919 21,875 20,845 22,293 

発行済負債証券の変動 12,831 11,289 2,709 (2,804)

公正価値評価の指定を受けた金融負債の変動 6,199 1,275 3,346 415 

その他負債の変動 11,016 (200) (1,058) (362)

83,551 39,302 39,363 21,446 

現金および現金同等物の内訳

グループ 当行
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2007年 2006年 2007年 2006年

百万ポンド 百万ポンド

現金および中央銀行預け金 7,146 3,618 3,677 2,496 

他行から回収中の項目 2,434 2,937 1,377 1,367 

銀行に対する貸付金（１ヶ月以内） 37,751 31,838 13,205 13,669 

短期国債、その他手形および預金証書（３ヶ

月未満）
5,879 10,756 5,389 9,972 

控除：他行へ送金中の項目 (1,975) (2,428) (1,056) (1,019)

現金および現金同等物合計
(1) 51,235 46,721 22,592 26,485 

(1) 現金および現金同等物合計には、グループが使用できない以下の金額が含まれる。海外子会社が保有している為替

管理規制対象の18百万ポンド（2006年：65.6百万ポンド）およびその他の規制対象の3,098百万ポンド（2006

年：942百万ポンド）である。

当期中のグループの利息支払額の合計は、13,318百万ポンド（2006年：11,176百万ポンド）であった。当

期中のグループの利息受取額の合計は、14,632百万ポンド（2006年：16,312百万ポンド）であった。当期中

のグループが受け取った配当金の合計は715百万ポンド（2006年：635百万ポンド）であった。

38 リスク管理

グループのすべての活動について、一定のリスクおよび組み合わされた複数のリスクの分析、評価、受諾

および管理が行われている。

金融商品から生じる最も重要なリスクは、信用リスク（カントリーリスクおよびクロス・ボーダー・リ

スクを含む）、流動性リスク、市場リスク、および保険リスクである。市場リスクは為替、金利および株価リ

スクを含む。さらに、特別目的事業体とのオンバランスおよびオフバランス・シート取引、ならびに金融保

証、信用状および貸付契約を含むその他のオフバランス・シート契約からもリスクが生じている。

グループにとって重要なすべてのリスクの管理方法については以下に記載している。

信用リスク管理

信用リスクは、顧客または取引相手が契約に基づく債務を履行できない場合の損失リスクである。信用リ

スクは、主に貸出、貿易金融、資金取引およびリース事業によって生じている。信用リスクは、資産が負債証

券の形式で保有されており、その価値が減少する可能性がある場合にも生じる。グループはこれらの活動に

よるリスクを監視および管理するための基準、方針および手続きを有している。

エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシーは上層的な信用リスク方針を設定する責任があ

り、世界各国の子会社の信用リスクに対して、上層的な一元的監視および管理を行っている。またその責務

は下記を含む。

・ 国有事業体、銀行およびその他金融機関に対するエクスポージャーを管理する。信用枠を最大限に利用

し、過度なリスクの集中を避けるために、エイチエスビーシーのこれらのセクターにおける取引相手へ

の信用リスクおよび決済リスクの上限は、エイチエスビーシー・グループの信用リスク部門により承認

・管理されている。

・ グループ間のエクスポージャーが、規制上の制限内に維持されているよう監視する。

・ 国別の上限を設定し、さらにその中で満期別および業種別の上限を設定することにより、クロスボー
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ダー・エクスポージャーを管理している。国別の上限は経済的要因および政治的要因を考慮し、地域の

業務知識を反映して決定される。リスクが高いとみなされる国との取引は、案件ごとに検討される。

グループ内における信用リスクに関する活動は、信用リスク部門の責任者により統括され、最高執行責任

者に報告が行われる。その責務は下記を含む。

・ エイチエスビーシーの方針に沿った詳細な信用方針および手続を策定し、マニュアルに記録する。

・ 特定の市場セクター、活動および銀行商品に対する信用リスク・エクスポージャーにさらされている子

会社および支店に対して、信用方針に関するガイドラインを発行する。

・ リスクに関して独立した審査および客観的な評価を実施する。信用リスク部門は、指定された制限を超

えて、子会社および支店により設定または更新されたすべてのコマーシャル・ノンバンクの信用枠およ

びエクスポージャー（デリバティブに組み込まれたものを含む）を承認する。

・ リテール・ポートフォリオの実績および管理を監視する。

・ 契約相手別、セクター別または地理別のエクスポージャーの集中が、グループの資本基盤に対して過度

になることなく、かつ内部および規制上の制限内に維持されるように、大口の信用エクスポージャーに

関する方針を維持する。

・ エクスポージャーを分類するために用いられる、エイチエスビーシーのリスク格付の枠組みおよびシス

テムの管理および運用を維持し、改善する。

・ グループの信用リスクのポートフォリオの状況について経営幹部に報告する。これらの経営幹部、エグ

ゼクティブ・リスク・マネジメント委員会、監査委員会および当行の取締役会は下記の内容について、

様々な定期報告および臨時報告を受ける。

－リスクの集中

－リテール・ポートフォリオの実績

－特定のハイリスクのポートフォリオ・セグメント（例）不動産、銀行および自動車セクター

－個別の多額な減損勘定およびすべての顧客セグメントの減損引当金／費用

－国別の制限、クロスボーダー・エクスポージャーおよび関連する減損引当金

－バーゼル２の指標を用いているポートフォリオおよび分析モデルの実績データ

－ストレステストの結果および提案

・ 必要に応じて、不良債権の最大限の回収に向けて、集中的に管理・調整するための専門家チームを設置

する。

・ 信用リスク管理システムに関する計画を管理し、指揮する。

・ 下記のような信用関連の事項について最善の対応を促すために、支店および子会社に助言および指導を

行う。

－規制の展開

－リスク・モデル

－集合的な減損引当金

－新商品および信用リスクに関する報告
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・ 信用関連の問題に関して、グループの代表として、イングランド銀行、FSA、格付機関、コーポレート・ア

ナリスト、同業組合および取引相手を含む外部当事者との窓口になる。

信用リスクに対する最大エクスポージャー

下表は、バランス・シートおよびオフバランス・シートの金融商品の信用リスクに対する最大エクス

ポージャーを表している。関連する保有担保またはその他の信用補完については、注記２(m)に記載した相

殺要件を満たしている場合を除き、考慮していない。

グループ

最大

エクスポージャー

最大

エクスポージャー

2007年12月31日現在2006年12月31日現在

百万ポンド 百万ポンド

他行から回収中の項目 2,434 2,937

トレーディング資産 130,787 75,158

－短期国債およびその他の類似手形 445 197

－負債証券 58,741 47,101

－貸付金 71,601 27,860

公正価値評価の指定を受けた金融資産 7,936 2,509

－短期国債およびその他の類似手形 25 28

－負債証券 7,822 2,361

－貸付金 89 120

デリバティブ 60,470 32,090

銀行に対する貸付金 60,764 44,428

顧客に対する貸付金 227,687 200,416

金融投資 66,476 40,485

－短期国債およびその他の類似手形 1,882 3,199

－負債証券 64,594 37,286

その他資産

－裏書および支払承諾見返 375 353

－その他 3,293 2,762

オフバランス・シート

－金融保証およびその他の信用関連の偶発債務 17,603 22,938

－貸付契約およびその他の信用関連の契約債務 146,019 131,352

723,844 555,428

当行

最大

エクスポージャー

最大

エクスポージャー

2007年12月31日現在2006年12月31日現在
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百万ポンド 百万ポンド

他行から回収中の項目 1,377 1,367

トレーディング資産 136,007 55,450

　－短期国債およびその他の類似手形 437 165

　－負債証券 37,902 25,260

　－貸付金 97,668 30,025

公正価値評価の指定を受けた金融資産 3,439 －

　－短期国債およびその他の類似手形 － －

　－負債証券 3,439 －

　－貸付金 － －

デリバティブ 46,325 24,361

銀行に対する貸付金 32,028 25,121

顧客に対する貸付金 150,649 143,964

金融投資 12,894 11,749

　－短期国債およびその他の類似手形 1,397 2,826

　－負債証券 11,497 8,923

その他資産

　－裏書および支払承諾見返 251 238

　－その他 1,086 1,482

オフバランス・シート

　－金融保証およびその他の信用関連の偶発債務 9,706 16,129

　－貸付契約およびその他の信用関連の契約債務 102,326 94,336

496,088 374,197

担保およびその他の信用補完

貸付金

融資を行う際のグループの方針として、担保に過度に依存するのではなく、顧客の返済能力に見合った貸

付を行うこととされている。顧客の信用状態および商品の種類によっては、ファシリティが無担保で提供さ

れることもあるが、依然として、担保は信用リスクの重要な緩和措置である。

事業会社は、特定種類の担保または信用リスク緩和措置の妥当性についてガイドラインを設け、適切な評

価パラメーターを決定することが義務付けられている。当該パラメーターは、保守的であることが要求さ

れ、定期的なレビューの実施および経験的証拠による裏付けが必要となる。担保の構造および契約に関して

は、意図された目的が継続的に達成され、地域の市場慣行に合致していることを確認するために定期的なレ

ビューの実施が要求される。主な担保の種類は以下のとおりである。

－ 個人部門：住宅抵当権

－ 商業および産業部門：建物、在庫および債権等の事業資産

－ 商業不動産部門：融資対象となっている不動産

－ 金融部門：トレーディング・ファシリティを裏付ける負債証券および株式等の金融商品

－ クレジット・デリバティブもグループの貸付金ポートフォリオの信用リスクを管理するために利用さ

れており、第三者投資家に対する売却を目的としたシンセティック証券化への譲渡を含む。
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延滞しているが減損していない貸付金、または個別評価による減損貸付金に係る担保およびその他の信

用補完の公正価値を開示することは実務的ではないため、グループはこれらの金額を開示していない。

その他の金融資産

貸付金を除く金融資産に対する担保は、金融商品の性質によって決定されている。負債証券、短期国債お

よびその他の適格手形は一般的に無担保であるが、アセット・バック証券および類似する商品については

金融資産プールによって担保される。

ISDAマスター契約は、デリバティブ活動を文書化する上で、グループにとって望ましい契約である。当該

契約は、すべての店頭商品の売買活動に関する契約上の枠組みを規定し、また各当事者が債務不履行に陥っ

た場合、または別の事前に合意された解約事由が生じた場合に、契約対象のすべての未決済取引を相殺する

ことを両当事者に義務付けている。一般的に、ISDAマスター契約と併せてクレジット・サポート・アネック

ス（「CSA」）が実行されるが、グループにとってもCSAの実行を推奨している。未決済のポジションに内在

し、市場の影響を受けるカウンターパーティリスクを緩和するために、CSAに基づいて、当事者間で担保の移

動が行われる。

決済リスクは、現金、有価証券または株式による支払が、対応する現金、有価証券または株式を受け取るこ

とを期待して行われるすべての状況において生じうる。グループのインベストメント・バンキング・アン

ド・マーケット部門における１日の取引から生じるすべての決済リスク総額にあわせて、取引相手ごとの

１日の決済リスク限度額が設定されている。特に有価証券および株式を含む多数の取引に係る決済リスク

は、確実な支払システム経由またはDVP方式で決済することにより大幅に緩和されている。

エクスポージャーの集中

グループ

2007年 2006年

％ ％

英国 42 47

フランス 18 12

ドイツ 5 8

その他の欧州大陸 20 21

欧州大陸 43 41

米国 6 5

その他の国 9 7

100 100

当行

2007年 2006年

％ ％

英国 56 66
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フランス 5 4

ドイツ 3 4

その他の欧州大陸 21 18

欧州大陸 29 26

米国 5 3

その他の国 10 5

100 100

グループは英国および海外において、幅広い金融サービスを提供している。この結果、信用リスクのある

金融商品のポートフォリオは大きく分散され、以下を例外として、特定の産業または経済グループのエクス

ポージャーが単独で連結合計資産の10％超を占めることはなかった。

－ 当行は主要な英国における決済銀行の１つであるため、グループの信用リスクに対するエクスポー

ジャーは、英国に集中している。英国において、グループの信用リスクは様々な産業および経済グループ

に分散されている。

－ グループは主要な国際銀行グループの一部であるため、銀行業を営む相手先にエクスポージャーが著し

く集中している。2007年および2006年12月31日現在、銀行業界に対する信用リスクの大半は、英国を含む

欧州に集中していた。

不動産部門に対するエクスポージャーを除いて、産業的集中に関連する特定の担保要件はない。不動産お

よび建設業界、ならびに住宅抵当権市場に対するエクスポージャーの大部分は、基礎となる不動産によって

担保されている。

信用の質

貸付金

グループ

2007年12月31日現在 2006年12月31日現在

顧客に対する

貸付金

銀行に対する

貸付金

顧客に対する

貸付金

銀行に対する

貸付金

百万ポンド 百万ポンド

貸付金総額

－延滞も減損もしていない貸付金 225,153 60,760 197,999 44,426

－延滞しているが、減損していない貸付金 1,375 － 1,412 －

－減損貸付金 2,953 6 2,767 6

229,481 60,766 202,178 44,432

当行

2007年12月31日現在 2006年12月31日現在
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顧客に対する

貸付金

銀行に対する

貸付金

顧客に対する

貸付金

銀行に対する

貸付金

百万ポンド 百万ポンド

貸付金総額

－延滞も減損もしていない貸付金 148,837 32,025 142,156 25,118

－延滞しているが、減損していない貸付金 1,150 － 1,198 －

－減損貸付金 1,496 6 1,513 6

151,483 32,031 144,867 25,124

延滞も減損もしていない貸付金の分類

2007年12月31日現在における、延滞も減損もしていない貸付金ポートフォリオの信用力は、グループの従

来の信用リスク格付システムを参照して評価することが可能である。このシステムは、債務不履行の可能性

とリスク緩和措置の「複合的」評価をもとに、減損していないエクスポージャーのリスク格付を行うもの

であり、以下の情報は、当該システムに基づいている。

グループ

2007年12月31日現在 2006年12月31日現在

顧客に対する

貸付金

銀行に対する

貸付金

顧客に対する

貸付金

銀行に対する

貸付金

百万ポンド 百万ポンド

グレード１から３－正常貸付金 220,098 60,459 191,896 44,011

グレード４－要注意貸付金 3,755 82 4,088 415

グレード５－要管理であるが、減損してい

ない貸付金
1,300 219 2,015 －

225,153 60,760 197,999 44,426

当行

2007年12月31日現在 2006年12月31日現在

顧客に対する

貸付金

銀行に対する

貸付金

顧客に対する

貸付金

銀行に対する

貸付金

百万ポンド 百万ポンド

グレード１から３－正常貸付金 145,296 31,724 137,569 25,089

グレード４－要注意貸付金 2,762 82 3,042 29

グレード５－要管理であるが、減損してい

ない貸付金
779 219 1,545 －

148,837 32,025 142,156 25,118

グレード１および２は、財政状態、リスク要因および返済能力が優良から最優良の企業向け貸付金、融資

比率が低から中程度の住宅ローン、および一般的に適用できる商品パラメーターの範囲内で管理されてい

るその他のリテール貸付金を表す。

グレード３は、正常リスクを表し、緊密なモニタリングを必要とする企業向け貸付金、融資比率が高い住
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宅ローン、クレジットカード・エクスポージャーおよび一般的に適用できる商品パラメーターの範囲外で

管理されている減損していないその他のリテール・エクスポージャーを含む。

グレード４および５は様々な程度の特別な注意を必要とする貸付金および延滞期間が30日から90日のリ

テール・エクスポージャーを含む。

グレード６または７は減損したエクスポージャーを表している。

個別に減損評価される貸付金は個別に特定されており、これらの貸付金が減損した場合はグレード６ま

たは７に分類される。集合的に減損評価される同種の貸付金のポートフォリオに含まれる減損貸付金を個

別に特定することは実務的ではない。実務上は、そのような貸付金は、各減損貸付金が償却されるまで個別

に特定されることはない。そのため、これらのポートフォリオ内の減損貸付金の帳簿価額を見積る必要があ

る。

集合的に減損評価される同種の貸付金のポートフォリオに含まれる減損貸付金の帳簿価額を評価する際

にグループが導入したアプローチでは、これらの貸付金の延滞期間が90日以上となったときに減損貸付金

に分類される。これらの貸付金はグレード６および７に分類される。集合的に評価される他のすべての貸付

金（延滞期間が90日未満の貸付金を含む）は、減損していないとみなされ、グレード１から５として報告さ

れる。集合的減損引当金は、集合的な減損評価の対象でグレード１から５に分類されている貸付金に、貸借

対照表日現在で発生している可能性のある損失に関して計上され、これらのグレードに分類されている貸

付金に対する小さな割合を占める。

この従来の７段階のリスク格付システムは徐々に廃止され、バーゼル２の枠組みに従って計算された債

務不履行の可能性および損失見積額を基準にした、より高度で精細な方法への移行が行われている。この方

法は、現在、グループ全体で、個別の重要な顧客の信用評価に用いられている。リスクは、グループのリテー

ル・ポートフォリオ内で様々なリスクおよび価格決定モデルを用いて評価・管理されており、リテール資

産の質は上記のグループの従来のリスク格付基準を用いて報告されてきたが、将来的には同種のリテール

・ポートフォリオに適用される債務不履行の可能性および予想損失パラメーターを基準にする予定であ

る。前述のパラメーターをすべてのレベルの報告構造に統合することにより、2008年には、FSAによる先進的

IRB認可に基づき要求されている新しい基準による取締役会向け報告および規制上の報告が可能になる。

次へ 
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延滞しているが、減損していない貸付金

2007年12月31日現在、延滞しているが減損していない貸付金は以下のとおりである。

グループ

顧客に対する貸付金

2007年 2006年

百万ポンド 百万ポンド

延滞期間30日未満 756 776

延滞期間30日から59日 308 310

延滞期間60日から89日 210 205

1,274 1,291

延滞期間90日から179日 96 105

延滞期間180日超、１年未満 3 14

延滞期間１年以上 2 2

1,375 1,412

当行

顧客に対する貸付金

2007年 2006年

百万ポンド 百万ポンド

延滞期間30日未満 594 635

延滞期間30日から59日 274 276

延滞期間60日から89日 188 183

1,056 1,094

延滞期間90日から179日 93 102

延滞期間180日超、１年未満 1 1

延滞期間１年以上 － 1

1,150 1,198

延滞債権の年齢分析は、延滞期間が90日未満で、延滞の初期段階にある貸付金からの損失を補填するため

の集合的減損引当金が設定されている貸付金を含む。

「延滞」に分類された特定の貸付金が減損していないとみなされる理由は様々である。減損しているこ

とを示すその他の情報が存在しない限り、延滞期間90日未満の貸付金はすべて減損していないとみなされ

る。また、短期貿易金融の貸付金が、文書の遅延等、相手先の信用力に関する懸念にはつながらない理由によ

り90日以上延滞することもよくある。さらに、現金担保によって全額保証されている延滞貸付金は減損とみ

なされず、担保価値が負債を弁済し、最低１年間の利息を支払うのに充分である場合は、90日以上延滞して

いる住宅ローンも減損とみなされない。
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顧客および銀行に対する貸付金－正味信用リスク合計

金融負債と相殺する法的権利をグループが有している貸付金は以下のとおりである。

グループ

2007年12月31日現在

帳簿価額

グループが相殺

する法的権利を

有する金額
(1)

信用リスク

合計
(2)

百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド

顧客に対する貸付金 227,687 (31,816) 195,871 

銀行に対する貸付金 60,764 (135) 60,629 

288,451 (31,951) 256,500 

2006年12月31日現在

帳簿価額

グループが相殺

する法的権利を

有する金額
(1)

信用リスク

合計
(2)

百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド

顧客に対する貸付金 200,416 (33,254) 167,162 

銀行に対する貸付金 44,428 (229) 44,199 

244,844 (33,483) 211,361 

当行

2007年12月31日現在

帳簿価額

グループが相殺

する法的権利を

有する金額
(1)

信用リスク

合計
(2)

百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド

顧客に対する貸付金 150,649 (29,974) 120,675 

銀行に対する貸付金 32,028 － 32,028 

182,677 (29,974) 152,703 

2006年12月31日現在

帳簿価額

グループが相殺

する法的権利を

有する金額
(1)

信用リスク

合計
(2)

百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド

顧客に対する貸付金 143,964 (31,138) 112,826 

銀行に対する貸付金 25,121 － 25,121 

169,085 (31,138) 137,947 

(1) 同一の相手先の金融負債と相殺される。
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(2) 保有する担保または保証の価値を除く。

その他有価証券

負債証券およびその他手形に関する格付会社の区分

下表は、スタンダード＆プアーズ（「S＆P」）またはその他の同等の格付会社の区分に基づいて、負債証

券およびその他の類似する証券（貸付金を除く）を分析した結果である。

グループ

2007年12月31日現在

短期国債
その他の

適格手形
負債証券 合計

百万ポンド

AAA 562 114 69,783 70,459

AA－からAA＋ 1,043 59 25,308 26,410

A－からA＋ 85 － 12,487 12,572

A－より下 465 － 3,658 4,123

無格付 － － 17,046 17,046

連動型保険および投資契約関連 24 － 2,875 2,899

合計 2,179 173 131,157 133,509

発行元：

－国債 2,042 － 36,511 38,553

－地方債 134 － 495 629

－アセット・バック証券 － － 41,942 41,942

－社債およびその他 3 173 52,209 52,385

合計 2,179 173 131,157 133,509

分類：

－公正価値評価の指定を受けた金融商

品
25 － 7,822 7,847

－売却可能有価証券 1,709 173 64,556 66,438

－満期保有目的投資 － － 38 38

－トレーディング目的 445 － 58,741 59,186

合計 2,179 173 131,157 133,509

2006年12月31日現在

短期国債
その他の

適格手形
負債証券 合計

百万ポンド

AAA 2,800 144 41,447 44,391

AA－からAA＋ 54 111 16,930 17,095

A－からA＋ 41 － 12,797 12,838

A－より下 246 － 3,254 3,500
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無格付 － － 10,727 10,727

連動型保険および投資契約関連 28 － 1,593 1,621

合計 3,169 255 86,748 90,172

発行元：

－国債 2,935 － 28,793 31,728

－地方債 41 － 341 382

－アセット・バック証券 － － 12,649 12,649

－社債およびその他 193 255 44,965 45,413

合計 3,169 255 86,748 90,172

分類：

－公正価値評価の指定を受けた金融商

品
28 － 2,361 2,389

－売却可能有価証券 2,944 255 37,210 40,409

－満期保有目的投資 － － 76 76

－トレーディング目的 197 － 47,101 47,298

合計 3,169 255 86,748 90,172

短期格付の負債証券は、短期負債証券の発行体による長期格付と比較して報告される。主要な格付会社の

間で同一の負債証券に対する格付が異なる場合、低い方の格付によって報告される。

当行

2007年12月31日現在

短期国債
その他の

適格手形
負債証券 合計

百万ポンド

AAA 350 － 17,809 18,159

AA－からAA＋ 1,031 － 9,199 10,230

A－からA＋ 17 － 8,617 8,634

A－より下 436 － 2,921 3,357

無格付 － － 14,292 14,292

連動型保険および投資契約関連 － － － －

合計 1,834 － 52,838 54,672

発行元：

－国債 1,813 － 9,078 10,891

－地方債 21 － 147 168

－アセット・バック証券 － － 12,572 12,572

－社債およびその他 － － 31,041 31,041

合計 1,834 － 52,838 54,672

分類：

－公正価値評価の指定を受けた金融商

品
－ － 3,439 3,439

－売却可能有価証券 1,397 － 11,497 12,894

－満期保有目的投資 － － － －

－トレーディング目的 437 － 37,902 38,339
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合計 1,834 － 52,838 54,672

2006年12月31日現在

短期国債
その他の

適格手形
負債証券 合計

百万ポンド

AAA 2,756 － 13,738 16,494

AA－からAA＋ 41 － 7,467 7,508

A－からA＋ － － 9,128 9,128

A－より下 194 － 2,782 2,976

無格付 － － 1,068 1,068

連動型保険および投資契約関連 － － － －

合計 2,991 － 34,183 37,174

発行元：

－国債 2,757 － 8,299 11,056

－地方債 41 － 65 106

－アセット・バック証券 － － － －

－社債およびその他 193 － 25,819 26,012

合計 2,991 － 34,183 37,174

分類:

－公正価値評価の指定を受けた金融商

品
－ － － －

－売却可能有価証券 2,826 － 8,923 11,749

－満期保有目的投資 － － － －

－トレーディング目的 165 － 25,260 25,425

合計 2,991 － 34,183 37,174

負債証券およびその他手形－正味信用リスク合計

金融負債と相殺する法的権利をグループが有している負債証券およびその他手形は以下のとおりであ

る。

グループ

2007年12月31日現在

帳簿価額

グループが相殺

する法的権利を

有する金額
(1)

信用リスク

合計
(2)

百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド

トレーディング資産：

－短期国債およびその他類似手形 445 － 445

－負債証券 58,741 － 58,741

－銀行に対する貸付金 37,020 － 37,020
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－顧客に対する貸付金 34,581 (3,307) 31,274

130,787 (3,307) 127,480

公正価値評価の指定を受けた金融資産：

－短期国債およびその他類似手形 25 － 25

－負債証券 7,822 － 7,822

－銀行に対する貸付金 89 － 89

－顧客に対する貸付金 － － －

7,936 － 7,936

デリバティブ 60,470 (30,452) 30,018

金融投資：

－短期国債およびその他類似手形 1,882 － 1,882

－負債証券 64,594 － 64,594

66,476 － 66,476

その他資産

支払承諾見返および裏書 375 (111) 264

266,044 (33,870) 232,174

(1) 同一の相手先の金融負債と相殺される。

(2) 保有する担保または保証の価値を除く。

2006年12月31日現在

帳簿価額

グループが相殺

する法的権利を

有する金額
(1)

信用リスク

合計
(2)

百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド

トレーディング資産：

－短期国債およびその他類似手形 197 － 197

－負債証券 47,101 － 47,101

－銀行に対する貸付金 10,233 － 10,233

－顧客に対する貸付金 17,627 － 17,627

75,158 － 75,158

公正価値評価の指定を受けた金融資産：

－短期国債およびその他類似手形 28 － 28

－負債証券 2,361 － 2,361

－銀行に対する貸付金 120 － 120

－顧客に対する貸付金 － － －

2,509 － 2,509

デリバティブ 32,090 (14,335) 17,755

金融投資：

－短期国債およびその他類似手形 3,199 － 3,199

－負債証券 37,286 (1) 37,285

40,485 (1) 40,484

その他資産

支払承諾見返および裏書 353 (95) 258

150,595 (14,431) 136,164

(1) 同一の相手先の金融負債と相殺される。

(2) 保有する担保または保証の価値を除く。
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当行

2007年12月31日現在

帳簿価額

グループが相殺

する法的権利を

有する金額
(1)

信用リスク

合計
(2)

百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド

トレーディング資産：

－短期国債およびその他類似手形 437 － 437

－負債証券 37,902 － 37,902

－銀行に対する貸付金 59,451 － 59,451

－顧客に対する貸付金 38,217 (3,307) 34,910

136,007 (3,307) 132,700

公正価値評価の指定を受けた金融資産

－負債証券 3,439 － 3,439

デリバティブ 46,325 (17,813) 28,512

金融投資：

－短期国債およびその他類似手形 1,397 － 1,397

－負債証券 11,497 － 11,497

12,894 － 12,894

その他資産

支払承諾見返および裏書 251 － 251

198,916 (21,120) 177,796

(1) 同一の相手先の金融負債と相殺される。

(2) 保有する担保または保証の価値を除く。

2006年12月31日現在

帳簿価額

グループが相殺

する法的権利を

有する金額
(1)

信用リスク

合計
(2)

百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド

トレーディング資産：

－短期国債およびその他類似手形 197 － 197

－負債証券 47,101 － 47,101

－銀行に対する貸付金 10,233 － 10,233

－顧客に対する貸付金 17,627 － 17,627

75,158 － 75,158

公正価値評価の指定を受けた金融資産：

－短期国債およびその他類似手形 28 － 28

－負債証券 2,361 － 2,361

－銀行に対する貸付金 120 － 120

－顧客に対する貸付金 － － －
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2,509 － 2,509

デリバティブ 32,090 (14,335) 17,755

金融投資：

－短期国債およびその他類似手形 3,199 － 3,199

－負債証券 37,286 (1) 37,285

40,485 (1) 40,484

その他資産

支払承諾見返および裏書 353 (95) 258

150,595 (14,431) 136,164

(1) 同一の相手先の金融負債と相殺される。

(2) 保有する担保または保証の価値を除く。

減損評価

経営陣は、貸付金ポートフォリオを詳細にレビューし、返済実績および延滞に関する統計データを過去の

傾向と比較し、現在の経済状況の影響を評価することによって、減損引当金が適切に設定されているかどう

かを定期的に評価している。

２種類の減損引当金（個別評価および集合的評価）が設定されており、その詳細については以下に記載

している。

個別に評価される減損引当金

個別に評価される減損引当金は、個別に重要と見なされるすべての勘定および集合的評価アプローチの

適用が認められないすべての勘定の損失に対するエクスポージャーを個別に評価することにより決定され

る。概要は以下のとおりである。

個別に評価される勘定の引当金は、下記の要因を考慮して決定される。

－顧客に対するエクスポージャー総額

－顧客のビジネス・モデルの実行可能性および債務を弁済するための充分なキャッシュ・フローを生

成し、財政困難な状況下で取引を成功させる顧客の能力

－現地通貨を用いていない場合、貸付金の通貨で調達し支払を行う借り手の能力

－予測される受取および回収の金額および時期

－グループより優先順位が上位または同位のその他の債権者のコミットメントの範囲、およびその他の

債権者が会社を継続的に支援する可能性

－債権者の請求総額および優先順位を決定する際の複雑性、ならびに法的事項および保険に関する不確

実性が明確になっている範囲

－担保（またはその他の信用補完）の実現可能価額および担保権実行の成功の可能性

－清算または破産時の分配金の予測受取可能額

－回収費用による貸付金残高の予測減少額

－入手可能であれば、負債の流通市場価格
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グループの方針は、重要性の基準値を超えている個別貸付金に対して少なくとも半年に１度、または個々

の状況に応じて必要であればより頻繁に引当水準に関するレビューを実施することを要求している。この

レビューには通常、保有する担保（法的強制力の再確認を含む）および受領した実額と受領予定額の評価

が含まれる。重要な商業および企業の債務に対しては、支払不能や特定の市場分野に精通している専門の貸

付金作業チームが重要な個別のエクスポージャーにおける損失の可能性を判断している。個別に評価され

た減損引当金は、グループが、損失見込額が減少したと判断する合理的かつ客観的な証拠を得た場合にのみ

戻し入れられる。

集合的に評価される減損引当金

以下の２つの状況において、減損の集合的評価が行われる。

・個別評価の対象となる貸付金において、発生しているが未だ特定されていない損失を補償する場合

・個別には重要と見なされない同種の貸付金グループの場合

発生しているが未だ特定されていない減損

個別評価の結果、減損の証拠が明確に特定されなかった貸付金は、信用リスク特性に従ってグループ化さ

れる。集合的な貸し倒れに対する引当金は、貸借対照表日現在において発生しており、将来にのみ個別に特

定される減損を反映するために計算される。

集合的な減損に対する引当金は、以下を考慮して決定される。

・同様の信用リスク特性（産業部門、リスク格付または商品セグメント等）を有するポートフォリオの

過去の損失実績

・減損の発生からその損失が特定され個別の貸付金に対して適切な引当金が設定されるまでの見積期

間

・現在の経済および信用状況に基づく実際の固有の損失が過去の実績によって示される損失を上回る、

または下回る可能性についての経営陣の経験に基づく判断

損失の発生から特定までの期間は、特定されたポートフォリオごとに、現地の実績を基準にして見積もら

れる。一般的に、見積期間は４～12ヶ月である。

同種の貸付金グループ

以下のような多数の比較的少額の資産がポートフォリオ・アプローチを用いて管理されている場合、減

損引当金を計算するために、通常、ロール・レート法と定型的アプローチ法の２つの方法が用いられる。

・資産価値の低い同種の小規模事業

・クレジット・カードおよびその他の無担保消費者貸付商品

適切かつ経験に基づく情報が入手可能な場合、グループはロール・レート法を用いている。この方法は、

同種の貸付金ポートフォリオ内の貸付金の延滞に基づいて、債務不履行および結果的損失額の実績に関す

る統計分析を取り入れている。固有の損失を補償するために必要な減損引当金の適切な水準を計算する際

には、その他の過去のデータおよび現在の経済状況の評価も行われる。特定の成熟した市場においては、破
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産や債務の再編等の統計に示される財務活動および管理の状況を考慮したモデルが用いられる。

ポートフォリオの規模が小さい場合やロール・レート法を用いるための充分な情報が得られない、ある

いは情報が信頼できない場合、顧客の貸付金の延滞期間が長くなるにつれて徐々に高い損失率を割り当て

るという定型的アプローチが用いられる。損失率はポートフォリオの割引将来キャッシュ・フローを反映

している。

通常、各ポートフォリオに固有の損失を評価するために最も客観的で適切な情報は、過去の実績である。

経済状況や法規制の変更等により、過去の損失実績からは貸借対照表日現在の特定のポートフォリオに固

有の損失について関連性のある情報が得られない場合、経営陣は、統計モデルに適切に反映されない可能性

のあるポートフォリオ・リスク要因における最近の傾向を考慮し、グループ・ファイナンス部門およびグ

ループ・クレジット・リスク部門の助言に従い、適宜、減損引当金を調整している。

ロール・レート、損失率および見積将来回収時期は適切性を確保するために、定期的に実際の結果と比較

している。

集合的に評価される引当金は通常、毎月計算されており、新規の引当金に関する費用、または既存の引当

金の戻入は個別に特定されたポートフォリオごとに決定される。

減損引当金

減損が生じた場合、グループは貸付金および満期保有目的金融投資の帳簿価額を引当金を取り崩すこと

によって減額している。売却可能金融資産に減損が生じた場合、当該資産の帳簿価額を直接減額している。

減損損失額が減損認識後の期間に減少し、その減少を、減損が認識された後に発生した事象に客観的に関

連付けることができる場合、減損引当金を相当額減少させることによって超過分が戻し入れられる。戻入額

は損益計算書に計上される。

貸付金と引換えに取得した資産

順当な回収の一部として貸付金と引換えに取得した非金融資産は、売却目的資産として「その他資産」

に計上される。取得した資産は、交換日における公正価値（売却費用控除後）または貸付金の帳簿価額（減

損引当金控除後）のいずれか低い方の金額で計上される。売却目的資産に関する減価償却は費用計上しな

い。その後の売却費用控除後の取得資産の公正価値への評価減は、損益計算書の「その他営業収益」に認識

される。また、その後の売却費用控除後の公正価値の増加についても、評価減の累計額を上限として、処分に

係る実現損益と共に「その他営業収益」に認識される。

償却

貸付金および関連する減損引当金は、担保価値でカバーされていない貸付金の場合には貸付金残高を回

収できる見通しがほとんどない場合、また担保付貸付金の場合には担保の処分代金が回収できた後に、通

常、その一部あるいは全額を償却する。無担保の個人向け貸付金は、通常150日から210日延滞した場合に償

却される。

延滞期間が360日を超えてから償却されることはほとんどないが、特定の消費者金融勘定が、360日の延滞

期間を超えても未だ回収可能とみなされる場合、または一部の国において、規制または法律が早期償却を制

限している場合は例外である。
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破産または類似の法的手続きが行われた場合は、早期償却が行われる。

減損貸付金

産業部門別および地域別に分類された個別に減損している貸付金

グループ

2007年12月31日に終了した事業年度

英国 欧州大陸 その他の国

顧客に

対する貸付

金総額

貸付金総額に

対する

産業部門別

貸付金総額

の割合

百万ポンド ％

個人向け貸付金 253 282 － 535 24

商業および法人向け貸付金 951 786 － 1,737 76

顧客に対する減損貸付金総額 1,204 1,068 － 2,272 100

2006年12月31日に終了した事業年度

英国 欧州大陸 その他の国

顧客に

対する貸付

金総額

貸付金総額に

対する

産業部門別

貸付金総額

の割合

百万ポンド ％

個人向け貸付金 295 200 － 495 24

商業および法人向け貸付金 822 734 1 1,557 76

顧客に対する減損貸付金総額 1,117 934 1 2,052 100

当行

2007年12月31日に終了した事業年度

英国 欧州大陸 その他の国

顧客に

対する貸付

金総額

貸付金総額に

対する

産業部門別

貸付金総額

の割合

百万ポンド ％

個人向け貸付金 236 － － 236 20

商業および法人向け貸付金 923 30 － 953 80

顧客に対する減損貸付金総額 1,159 30 － 1,189 100

2006年12月31日に終了した事業年度
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英国 欧州大陸 その他の国

顧客に

対する貸付

金総額

貸付金総額に

対する

産業部門別

貸付金総額

の割合

百万ポンド ％

個人向け貸付金 272 － － 272 25

商業および法人向け貸付金 790 31 1 822 75

顧客に対する減損貸付金総額 1,062 31 1 1,094 100

減損引当金

減損が生じた場合、グループは貸付金および満期保有目的金融投資の帳簿価額を引当金によって減額し

ている。売却可能金融資産に減損が生じた場合には、当該資産の帳簿価額は直接減額される。

貸付金総額に対する引当金の変動

グループ

2007年12月31日に終了した事業年度

個別評価 集合的評価 合計

百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド

１月１日現在 882 884 1,766

貸倒損失 (185) (1,112) (1,297)

不要な引当金の解除 (194) (113) (307)

損益計算書への計上額 390 1,228 1,618

振替額 － － －

為替およびその他の変動 30 (14) 16

12月31日現在 923 873 1,796

2006年12月31日に終了した事業年度

個別評価 集合的評価 合計

百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド

１月１日現在 910 975 1,885

貸倒損失 (294) (944) (1,238)

不要な引当金の解除 (240) (109) (349)

損益計算書への計上額 388 1,123 1,511

振替額 149 (149) －

為替およびその他の変動 (31) (12) (43)

12月31日現在 882 884 1,766

当行

2007年12月31日に終了した事業年度

個別評価 集合的評価 合計
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百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド

１月１日現在 334 572 906

貸倒損失 (96) (1,018) (1,114)

不要な引当金の解除 (78) (46) (124)

損益計算書への計上額 211 1,004 1,215

振替額 － － －

為替およびその他の変動 (12) (34) (46)

12月31日現在 359 478 837

2006年12月31日に終了した事業年度

個別評価 集合的評価 合計

百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド

１月１日現在 408 518 926

貸倒損失 (169) (839) (1,008)

不要な引当金の解除 (100) (47) (147)

損益計算書への計上額 208 943 1,151

為替およびその他の変動 (13) (3) (16)

12月31日現在 334 572 906

顧客に対する貸付金に関する減損引当金

グループ

2007年 2006年

％ ％

貸付総額に対する減損引当金総額
(1)

個別評価による減損引当金 0.43 0.45

集合的評価による減損引当金 0.41 0.45

合計 0.84 0.90

当行

2007年 2006年

％ ％

貸付総額に対する減損引当金総額
(1)

個別評価による減損引当金 0.24 0.23

集合的評価による減損引当金 0.32 0.40

合計 0.56 0.63

(1) リバース・レポ取引および決済勘定を控除後

正味減損の地域別損益計算書計上額

グループ
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2007年12月31日に終了した事業年度

英国 欧州大陸 その他の国 合計

百万ポンド

個別評価による減損引当金

新規引当金 233 157 － 390

不要な引当金の解除 (82) (112) － (194)

償却債権の取立益 (17) (4) － (21)

134 41 － 175

集合的評価による減損引当金

新規引当金 1,116 112 － 1,228

不要な引当金の解除 (47) (66) － (113)

償却債権の取立益 (250) 3 － (247)

819 49 － 868

減損総額 953 90 － 1,043

　銀行 － － － －

　顧客 953 90 － 1,043

その他の信用リスク引当金 － － － －

貸付金の減損およびその他の信用リスク

引当金
953 90 － 1,043

期末貸付金総額に対する顧客減損額の割

合
0.59％ 0.14％ － 0.45％

2007年12月31日残高

不良貸付金 1,789 1,170 － 2,959

減損引当金 1,075 721 － 1,796

貸付金総額 192,489 90,804 6,954 290,247

不良貸付金に対する引当金の割合 60.09％ 61.62％ － 60.70％

2006年12月31日に終了した事業年度

英国 欧州大陸 その他の国 合計

百万ポンド

個別評価による減損引当金

新規引当金 230 158 － 388

不要な引当金の解除 (111) (129) － (240)

償却債権の取立益 (8) (11) － (19)

111 18 － 129

集合的評価による減損引当金

新規引当金 1,042 81 － 1,123

不要な引当金の解除 (46) (63) － (109)

償却債権の取立益 (208) － － (208)

788 18 － 806

減損総額 899 36 － 935

　銀行 － － － －

　顧客 899 36 － 935

その他の信用リスク引当金 5 (2) － 3
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貸付金の減損およびその他の信用リスク

引当金
904 34 － 938

期末貸付金総額に対する顧客減損額の割

合
0.58％ 0.08％ － 0.46％

2006年12月31日残高

不良貸付金 1,779 992 2 2,773

減損引当金 1,120 645 1 1,766

貸付金総額 175,120 66,181 5,309 246,610

不良貸付金に対する引当金の割合 62.96％ 65.02％ 50.00％ 63.69％

当行

2007年12月31日に終了した事業年度

英国 欧州大陸 その他の国 合計

百万ポンド

個別評価による減損引当金

新規引当金 210 1 － 211

不要な引当金の解除 (78) － － (78)

償却債権の取立益 (22) － － (22)

110 1 － 111

集合的評価による減損引当金

新規引当金 1,001 3 － 1,004

不要な引当金の解除 (46) － － (46)

償却債権の取立益 (244) － － (244)

711 3 － 714

減損総額 821 4 － 825

　銀行 － － － －

　顧客 821 4 － 825

その他の信用リスク引当金 － － － －

貸付金の減損およびその他の信用リスク

引当金
821 4 － 825

期末貸付金総額に対する顧客減損額の割

合
0.56％ 0.07％ － 0.54％

2007年12月31日残高

不良貸付金 1,470 32 － 1,502

減損引当金 822 15 － 837

貸付金総額 177,067 5,898 549 183,514

不良貸付金に対する引当金の割合 55.92％ 43.75％ － 55.73％

2006年12月31日に終了した事業年度

英国 欧州大陸 その他の国 合計

百万ポンド

個別評価による減損引当金

新規引当金 204 4 － 208
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不要な引当金の解除 (99) (1) － (100)

償却債権の取立益 (7) － － (7)

98 3 － 101

集合的評価による減損引当金

新規引当金 941 2 － 943

不要な引当金の解除 (46) (1) － (47)

償却債権の取立益 (198) － － (198)

697 1 － 698

減損総額 795 4 － 799

　銀行 － － － －

　顧客 795 4 － 799

その他の信用リスク引当金 5 1 － 6

貸付金の減損およびその他の信用リスク

引当金
800 5 － 805

期末貸付金総額に対する顧客減損額の割

合
0.57％ 0.09％ － 0.55％

2006年12月31日残高

不良貸付金 1,486 32 1 1,519

減損引当金 893 12 1 906

貸付金総額 163,771 5,269 951 169,991

不良貸付金に対する引当金の割合 60.09％ 37.50％ 100.00％ 59.64％

担保およびその他の信用補完

2007年において、グループは入手した担保の管理、またはその他の信用補完を通じて、以下の資産を入手

している。

2007年の帳簿価額 2006年の帳簿価額

グループ 当行 グループ 当行

百万ポンド 百万ポンド

資産の種類

住宅 67 65 20 19

商業用および事業用不動産 － － 1 －

その他資産 － － 3 3

67 65 24 22

現金に容易に変換できない資産を処分する方法は、事業会社ごとに関連する資産の性質に基づいて決定

されている。

条件緩和貸付金

再編活動は、顧客関係の管理、債権回収の促進、および担保権実行の回避を目的として行われている。再編

後、個人の延滞債権は通常、延滞から現在の状態に調整される。再編の方針および慣行は、現地の経営陣が支

払の継続を証明できると判断した指標または基準に基づいて決定される。これらの方針は見直しが行われ、

市場の性質、商品ならびに経験データの有無により異なって適用される。経験的証拠から、条件緩和貸付金
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が債務不履行に陥る可能性が高いと判断できる場合には、減損引当金の計算にロール・レート法を用いる

ことで債務不履行の可能性の上昇が減損引当金に反映される。

条件が緩和され、延滞または減損でなくなった貸付金

グループ

2007年 2006年

百万ポンド 百万ポンド

顧客に対する貸付金 813 813

銀行に対する貸付金 － －

813 813

当行

2007年 2006年

百万ポンド 百万ポンド

顧客に対する貸付金 642 705

銀行に対する貸付金 － －

642 705

流動性および資金調達管理

流動性リスクは、グループが期日の到来した債務を履行するための十分な資金を保有していない、または

債務を履行するために過剰な費用負担が生じるリスクである。当該リスクは、キャッシュ・フローのタイミ

ングの不一致から生じる。資金調達リスク（一種の流動性リスク）は、流動性の低い資産ポジションの資金

調達を行うために必要な流動性を、望ましい条件で必要な時に得ることができない場合に生じる。

グループの流動性および資金調達管理の目的は、預金の引き出しを含む、すべての予測可能な資金調達コ

ミットメントの期日が到来した時に確実に対応し、ホールセール市場へのアクセスを確実に調整および統

制できるようにすることである。この目的のために、グループは、主要な個人および法人顧客の預金や金融

機関の残高から構成される多岐にわたる安定した資金調達基盤を維持しており、また、予測不可能な流動性

の要求にも迅速かつ滞りなく対応できるように、ホールセール市場における資金調達ならびに多様な通貨

および満期をもつ流動性の高い資産のポートフォリオによって補完されている。

グループは、キャッシュ・フローの適切な残高を維持し、期日の到来した資金調達債務を履行するため

に、傘下の事業会社に対して良好な流動性ポジションを維持し、その資産、負債および契約債務の流動性プ

ロファイルを管理することを求めている。

方針および手続き

流動性および資金調達管理は主に、実務慣行およびグループのリスク管理会議で定められた与信枠に従

い、グループの各事業会社で実施されている。これらの与信枠は、各事業会社が営業する市場の厚みと流動
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性を考慮しているため、地域の財務部門ごとに異なる。各銀行が資金調達において自己完結的であるという

のがグループの一般的な方針である。特定の短期資金取引の資金調達および現地の預金市場にアクセスし

ていない新規事業または支店に対する効率的な資金調達を可能にするために例外が認められており、これ

らのすべては、厳格な内部および規制上のガイドラインならびにグループの最大の銀行業務による与信枠

のもとで実行されている。このような内部および規制上の与信枠ならびにガイドラインは、グループ会社間

の資金の移転に正式な制限を課す役割を果たしており、グループが営業する地域の多様な通貨、市場、およ

び時間帯を反映することが要求されている。

グループの流動性および資金調達管理の方針は、以下を要求している。

－ 様々なストレス・シナリオのもとで主要通貨ごとにキャッシュ・フローを予測し、それに関連して必要

な流動資産の水準を検討すること。

－ 内部および規制上の要件に照らして貸借対照表の流動性比率を監視すること。

－ 適切なバックアップ・ファシリティを有する多様な資金調達源を維持すること。

－ 債務の満期の集中およびプロファイルを管理すること。

－ 偶発的流動性コミットメントに対するエクスポージャーをあらかじめ設定された上限内で管理するこ

と。

－ 負債資金調達計画を維持すること。

－ 大口預金者に過度に依存することを避け、要件を満たした総合的な資金調達の構成を確保するために、

預金者の集中を監視すること。

－ 流動性および資金調達に関する危機管理計画を維持すること。これらの計画は、困難な状況の初期の兆

候を特定し、事業に及ぼす不利な長期的影響を最小限に抑えつつ組織的危機またはその他の危機から生

じる困難な事態へ対処する方法について記述するものでなくてはならない。

主要な資金調達源

要求払いまたは短期通知払いの当座預金および貯蓄預金は、グループの重要な資金調達源である。グルー

プは、これらの預金の安定性を維持することに重点を置いている。

グループは、預金を受け入れていない銀行以外の子会社の資金調達、現地の短期金融市場における存在の

維持およびコア預金による資金調達とは必然的には満期の一致しない資産に対する資金調達の最適化のた

めに専門機関取引市場にアクセスしている。

2007年12月31日現在の負債合計5,970億ポンドのうち、顧客からの資金調達は2,680億ポンドであり、うち

2,650億ポンドは１年以内に契約上の返済期日が到来する。しかし、多くの顧客の契約上の返済条件は要求

払いまたは短期通知払いであるものの、短期預金残高は収支がほぼ一致しているため実際は安定している。

貸借対照表日における残存契約期間ごとの金融負債に基づくグループおよび当行の未払キャッシュ・フ

ローの分析は、注記32に記載されている。

これらの負債を満たすため、および未実行の貸付契約（6,220億ポンド）をカバーするために利用可能な

資産は、現金、中央銀行預け金、回収中の項目ならびに短期国債およびその他の手形（120億ポンド）、銀行

に対する貸付金（１年以内に返済期日が到来する550億ポンドを含む610億ポンド）、顧客に対する貸付金

（１年以内に返済期日が到来する1,190億ポンドを含む2,280億ポンド）を含んでいる。通常の事業過程に
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おいて、契約上１年以内に返済期日が到来する顧客に対する貸付金の一部は延長される。さらに、グループ

は1,310億ポンドの市場価値のある負債証券を保有している。これらの資産のうち、負債証券ならびに短期

国債およびその他の手形1,020億ポンドは、負債に対する担保として差し入れられている。

上述したように、グループは、顧客に対する貸付の資金調達源として当座預金および貯蓄預金に重点を置

き、専門機関からの短期資金調達への依存を抑制している。この目標を達成するために、銀行業に従事する

グループ会社に対して、コアの当座預金および貯蓄預金が増加しなければ、顧客に対する貸付金を増加させ

ることができないようにする上限を設定している。当該指標は「預金に対する貸付金」の割合と称され、顧

客に対する貸付金の、コアの当座預金および貯蓄預金、ならびに１年超の残存期間をもつ特定のその他の安

定した資金源（銀行からの貸付金、ノンバンク専門機関からの資金調達および発行済証券を含む）に対す

る割合を比較したものである。「専門機関」と見なされる顧客からの預金は除外されている。専門機関とみ

なされる顧客の定義は、階層分類を適用して、顧客の預金総額の規模を考慮している。一般に、１百万ポンド

超の預金残高を有する顧客は専門機関であると見なされる。コア預金者と専門機関である預金者を区別し

ているため、グループの預金に対する貸付金の指標は、公表された財務諸表から推測されるものよりも限定

的なものとなっている。

預金に対する貸付金の割合

グループ 当行

2007年 2006年 2007年 2006年

％ ％ ％ ％

事業年度末 89.2 92.0 97.5 100.7 

最高 92.2 102.8 101.7 104.3 

最低 86.0 92.0 92.6 98.1 

平均 89.1 98.4 97.1 102.0 

預金に対する貸付金の割合の上限はリスク管理会議により設定されている。

グループは、不測の現金流出が生じた場合、有価証券の売却や、銀行間市場またはアセット・バック証券

市場などのその他の資金調達源の利用により対応する予定である。上述の預金に対する貸付金の割合に加

え、グループは、流動性リスク管理のためにさまざまな指標を用いている。これらの指標には、顧客負債に対

する正味流動資産の割合および予想キャッシュ・フロー・シナリオ分析が含まれる。

正味流動資産は、流動資産からすべてのホールセール市場資金および専門機関とみなされる顧客からの

30日以内に期日を迎える資金を差し引いたものである。グループは、流動性比率を計算するにあたり、流動

資産を現金残高、短期銀行間預金および即時に売却可能で厚みのある流動的な市場が存在する高格付けの

負債証券と定義している。上述したように、専門機関顧客の定義は、顧客の預金の規模を考慮している。

顧客負債に対する正味流動資産の割合の上限は、銀行事業体ごとに定められている。

グループは、グループ特有および市場全体の流動性危機の両方をモデル化した標準的な予想キャッシュ

・フロー・シナリオを多く用いている。当該シナリオは、預金の引き出しおよび融資枠の実行に関する割合

および時期、銀行間資金調達および期限付債務市場へのアクセス制限ならびに資産ポートフォリオからの

資金調達能力を変更させている。シナリオは、すべてのグループの銀行業務によりモデル化されている。各

シナリオに用いられる仮定の妥当性については、定期的に見直しが行われている。グループの標準的な予想

キャッシュ・フロー・シナリオに加え、各事業体は各地特有の市況、商品および資金調達基盤を反映した独

自のシナリオを策定することが求められている。
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ストレス・シナリオのもとでの累積正味キャッシュ・フローの上限は、銀行事業体ごとに設定されてい

る。

割合およびキャッシュ・フローの上限はいずれも、現地の市況、利用可能な資金源の多様性および大口預

金者の集中リスクを反映している。事業体レベルで設定されている上限への準拠状況は監視され、リスク管

理会議および現地の資産負債管理委員会に定期的に報告されている。

顧客負債に対する正味流動資産の割合

グループ 当行

2007年 2006年 2007年 2006年

％ ％ ％ ％

事業年度末 14.3 20.4 12.1 16.3

最高 22.1 21.8 21.5 19.1

最低 14.3 17.5 12.1 12.8

平均 19.0 19.3 15.6 15.1

偶発的流動性リスク

通常の事業において、グループは、顧客に融資枠を提供している。これらの融資枠は、グループがスポン

サーとなっている導管ビークルに対するバック・ストップ・ラインを含む。上述したように、グループ企業

が提供するこれらの融資枠の実行による流動性リスクの影響は、予想キャッシュ・フロー・シナリオ分析

に反映されており、各ストレス・シナリオのもとで異なる実行水準が用いられている。グループは、取消不

能の偶発的な資金調達コミットメントに関する想定元本総額の上限をグループ会社ごとに設定している。

当該上限は、融資枠が全額実行された場合の事業体の資金調達能力を慎重に検討した上で、グループのリス

ク管理会議により設定されている。この上限は、債務者、原資産の流動性および与信枠の規模に応じて分割

されている。

偶発的流動性リスク上限構造のもとでの2007年12月31日現在のグループのエクスポージャーは、下表に

示されている。

グループ 当行

2007年 2006年 2007年 2006年

十億ポンド 十億ポンド 十億ポンド 十億ポンド

導管会社－顧客実行資産
(1)

与信枠合計 4.5 3.0 3.2 2.0

個別与信枠の最大額 0.8 0.8 0.5 0.5

グループの管理資産
(2) 12.9 13.2 12.9 13.2

単独の発行体の流動性枠

上位５社
(3) 5.0 5.5 2.3 3.0

最大市場部門
(4) 5.8 4.9 4.2 3.4

(1) これらのビークルは、分散された顧客実行資産プールを担保とする債券を発行することにより、グループ顧客に対

して資金を提供している。

(2) これらのビークルは、グループが管理する高格付けのアセット・バック証券によって担保された債券を発行してい

る。

(3) これらの数値は、導管会社に対する流動性枠以外の顧客に提供された流動性枠の上位５つを表す。

(4) これらの数値は、最大の市場部門に提供されたすべての流動性枠の合計を表す。
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上記の表のエクスポージャーは、契約金額ベースである。グループは、市場が厳しい状況に陥っている時

には、グループ以外がスポンサーとなっている特定のビークルまたはグループ推奨商品に対して契約外の

流動性サポートを提供する場合がある。このような潜在的サポートについては、サポートが法的拘束力を持

つまでグループの流動性リスク測定には含まれず、潜在的な資金調達の必要額および事業体の全体的な流

動性レベルに対する影響を十分に検討した後にのみ実行される。

このケースに該当するのが、2007年11月に発表された、グループがスポンサーとなっている２つの仕組投

資ビークル（「SIV」）、カリナン・ファイナンス・リミテッドおよびアッシャー・ファイナンス・リミ

テッドの再編計画である。これらのSIVに関する追加情報は以下に記載している。

市場リスク管理

グループの市場リスク管理の目的は、金融商品およびサービスの主要な提供者としてのグループの地位

にふさわしい市場プロファイルを維持しつつ、リスクに対する収益を最適化するために、市場リスクへのエ

クスポージャーを管理することである。

市場リスクは、為替レート、金利、信用スプレッド、ならびに株価およびコモディティ価格などの市場リス

ク要因の変動がグループの収益またはポートフォリオの価値を減少させるリスクである。

グループは、市場リスクに対するエクスポージャーをトレーディングまたは非トレーディング・ポート

フォリオに分類している。トレーディング・ポートフォリオは、値付け、自己勘定取引およびトレーディン

グ目的に指定されたその他の時価評価される取引から生じるポジションを含む。

非トレーディング・ポートフォリオは、グループの個人向けおよび法人向けの銀行資産および負債の金

利管理から生じるポジション、売却可能および満期保有目的の金融資産、ならびにグループの保険業務から

生じるエクスポージャーを含む。

市場リスク管理は、リスク管理会議が承認したリスク限度額を用いて主にグローバル・マーケット部門

で行われる。主に市場の流動性に基づき限度額の水準が決定され、ポートフォリオ、商品およびリスク・タ

イプ別の限度額が設定される。エイチエスビーシー・グループのマネジメント・オフィス内の独立部門で

あるトレーデッド・クレジット・アンド・リスク部門は、エイチエスビーシー・グループの市場リスク管

理方針および測定手法を策定する。主要な各事業会社には、独立した市場金利部門があり、そこがトレー

デッド・クレジット・アンド・マーケット・リスク部門の規定する方針に従って、市場リスク・エクス

ポージャーを測定し、これらのエクスポージャーを規定された制限に照らして日次で監視する責任を負っ

ている。

各事業会社は、その事業活動において各商品に生じる市場リスクを評価し、これらのリスクの管理を現地

のグローバル・マーケット部門に委ねるか、あるいは資産負債管理委員会(「ALCO」)の指揮下で管理され

る別個の帳簿にリスクを移転することが要求される。その目的は、すべての市場リスクが、リスクを専門的

に管理するために必要なスキル、ツール、管理および統制を有するオペレーションのもとで一元管理される

ことを保証することである。

グループは、市場リスク・エクスポージャーを監視し限定する幅広いツールを使用している。これらの

ツールは、バリュー・アット・リスクの感応度分析およびストレス・テストを含む。下表は、当セクション

内のリスク報告の概要を示している。
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ポートフォリオ

トレーディング 非トレーディング

リスク・タイプ

為替 VAR VAR

金利 VAR VAR

株式 VAR 感応度

信用スプレッド VAR VAR

バリュー・アット・リスク（「VAR」）

VARは、特定の対象期間および一定の信頼水準のもとで、市場金利および価格が変動した結果、リスク・ポ

ジションに発生しうる潜在的な損失を見積る手法である。

グループが使用しているVARモデルは、大部分がヒストリカル・シュミレーションに基づいている。ヒス

トリカル・シュミレーション・モデルは、例えば金利と為替レートなど、異なる市場および相場の相互関係

を考慮して、過去の市場相場および価格の時系列データから信憑性のある将来のシナリオを導くものであ

る。当該モデルは、原エクスポージャーにオプション特性の影響を組み込んでいる。

グループが使用するヒストリカル・シュミレーション・モデルには以下の特性がある。

－ 市場価格の潜在的な変動は、過去２年間のデータを参照することによって算定される。

－ 過去の市場相場および価格は、為替レート、商品価格、金利、株価および関連するボラティリティを参照

することによって算定される。

－ VARは99パーセントの信頼水準で算定される。

－ VARは保有期間を１日として算定される。

グループは、手数料などのモデル化されていない項目を除外する調整後の実際の日次損益を、それに対応

するVARの数値と比較することにより、そのVARモデルの正確性を定期的に認証している。統計的には、グ

ループが１年間という期間においてVARを超える損失をこうむる確立は１パーセントにすぎないと予想さ

れる。したがって、この期間に実際に発生した超過回数により、モデルの有効性を評価することができる。

VARモデルは、2006年12月１日より特定金利リスク（「信用VAR」）を含むものへと拡大された。2006年

は、VARモデルのこの要素を導入後の期間が短かったため、2006年について開示されている平均、最高、最低

VARの数値には、信用VARは含まれていない。

VARはリスクの算定に有用ではあるが、以下に例示する限界があることを常に考慮しておかなければなら

ない。

－ 将来の事象を見積もるためにヒストリカル・データを使用しているため、特に極端な事象など、すべて

の潜在的事象を含まない可能性がある。

－ 保有期間を１日とする場合、すべてのポジションが１日で清算可能またはヘッジ可能であると仮定して

いる。すべてのポジションを１日で完全に清算またはヘッジできないような、流動性に困難が生じてい

る状況における市場リスクは完全に反映されていない。

－ 99パーセントの信頼水準を使用する場合、定義上、この信頼水準を超えて発生する可能性のある損失は

考慮されていない。

－ VARは営業終了時のエクスポージャーに基づいて算定されるため、必ずしも日中のエクスポージャーを
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反映していない。

グループは、その他のポジションや感応度の限界の構造と組み合わせることによって、VARの限界を認識

している。さらに、グループは、個々のポートフォリオおよびグループの連結ポジションの両方について、広

範なストレス・テストを行っている。グループのトレーディングおよび非トレーディングVARは、以下のと

おりである。

百万ポンド

合計

2007年12月31日現在
(1) 32.0

2006年12月31日現在
(2) 17.9

平均 最低 最高

百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド

2007年
(2) 20.7 14.3 34.8

2006年
(3) 17.8 9.2 37.7

(1) トレーディングおよび非トレーディングの信用VARを含む。

(2) 非トレーディングの信用VARを除外している。

(3) トレーディングおよび非トレーディングの信用VARを除外している。

グループのトレーディングおよび非トレーディングVARの主な要因はグローバル・マーケットであった。

以下の柱状グラフは、グローバル・マーケットのトレーディング、バランス・シート管理およびその他の

トレーディング活動から生じる日次収益の発生頻度を示している。そこから稼得した平均日次収益は、2006

年の5.3百万ポンドに比較して2007年は５百万ポンドであった。これらの日次収益の標準偏差は、2006年の

4.1百万ポンドに比較して2007年は8.4百万ポンドであった。標準偏差は、日次収益の変動をそれらの収益の

中間値について測定したものである。

日次収益の発生頻度の分布は、マイナス収益の日が2006年は16日間であったのに対して、2007年には42日

間あったことを示している。

2007年におけるグローバル・マーケットのトレーディング、バランス・シート管理、およびその他のト

レーディング収益の１日当たり分布図

日数
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収益（百万ポンド）

特定の日次の市場変動に帰属しない月末調整の影響は、当該月内の日数にわたり均等に按分されている。

2006年におけるグローバル・マーケットのトレーディング、バランス・シート管理、およびその他のト

レーディング収益の１日当たり分布図

日数

収益（百万ポンド）
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特定の日次の市場変動に帰属しない月末調整の影響は、当該月内の日数にわたり均等に按分されている。

公正価値および価格照合管理

特定の金融商品がグループの貸借対照表に公正価値で計上される場合、評価および関連する価格照合プ

ロセスはグループ全体で独立したテストを受けることがグループの方針で定められている。公正価値に基

づいて会計処理される金融商品には、トレーディング・ポートフォリオに保有される資産、公正価値評価の

指定を受けている金融商品、空売りの有価証券に関連する債務、すべてのデリバティブ金融商品、および売

却可能有価証券が含まれる。

そのため、公正価値の決定は、グループのグローバル・マーケット活動の報告において重要な要素であ

る。

エイチエスビーシー・グループの財務取締役に職務上報告する独立した財務部門が、評価および検証を

規定する会計方針および手続きを決定する最終責任を負う。すべての重要な評価方針およびその変更は、エ

イチエスビーシーの上級財務担当管理者の承認を受けなければならない。財務報告に関するグループの統

制により、グループの各財務管理部門は、リスクの発生する事業部門から独立していることが要求されてお

り、財務部門は、財務諸表に記載される公正価値の決定、およびグループの採用している方針がすべての関

連する会計基準に準拠していることについて最終的な責任を負っている。

トレーディング・ポートフォリオ

グループの市場リスクの管理は、各現場でトレーデッド・クレジット・アンド・マーケット・リスクの

承認を受けた金融商品リストの範囲内にそれぞれのトレーディング業務を限定し、新商品に対する厳格な

承認手続きを実施し、より複雑なデリバティブ商品のトレーディングをその金融商品に関する適切な水準

の専門知識と厳格な管理システムを有するオフィスに限定する方針に基づき行われている。

さらに、トレーディング・ポートフォリオにおける市場リスクは、複数の手法を組み合わせて用いること

により、ポートフォリオおよびポジションの両レベルで監視され、管理されている。これらには、VARおよび

金利リスクに対しては金利におけるベーシス・ポイント変動の現在価値、ならびにストレス・テストおよ

び感応度テスト、集中度の制限が含まれる。これらの手法は、特定の市場における変動が資本に及ぼす影響

を定量化している。

値付けおよび自己勘定における売買取引は、グローバル・マーケットが行っている。2007年12月31日現在

の当該トレーディング活動のVARは、24.4百万ポンド（2006年：14百万ポンド）であった。これは、リスク・

タイプ別に以下のように分析されている。

リスク・タイプ別の合計トレーディングVAR

為替 金利 株式 信用
(1) 合計

百万ポンド

2007年12月31日現在 4.6 18.7 8.2 14.4 24.4

2006年12月31日現在 2.7 10.3 3.2 5.6 14.0

平均

2007年 4.9 12.5 5.0 7.3 16.5

2006年 3.1 9.6 2.9 － 10.2
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最低

2007年 1.9 7.6 2.9 3.1 11.3

2006年 1.5 5.3 1.3 － 6.5

最高

2007年 12.2 19.6 8.9 17.5 26.6

2006年 6.3 16.4 4.3 － 15.8

(1) 信用VARモデルは、2006年12月１日以降グループによって使用されているため、2006年について開示され

ている平均、最低および最高VARの数値から除外されている。2007年のVARの数値はトレーディングの信

用VARを含む。

非トレーディング・ポートフォリオ

非トレーディング・ポートフォリオの市場リスク管理の主な目的は、正味受取利息を最大化することで

ある。

非トレーディング・ポートフォリオの市場リスクは主に、金利変動による資産の将来利回りと資金調達

コストのミスマッチから生じている。このリスクの分析は、特定の商品分野の選択性（例えば、抵当貸付の

期限前返済）について仮定を用いなければならないこと、また契約上要求に応じて返済が可能な負債（例

えば当座預金）の残存年数について行動仮定を使用することによって複雑になっている。このような非ト

レーディング・ポートフォリオから生じる将来正味受取利息の予想変動は、これらのポジションが満期前

に売却または清算される場合の、現在の実現可能価額に反映される。このリスクに対する最適な管理を目的

として、非トレーディング・ポートフォリオの市場リスクは、グローバル・マーケットまたは現地のALCOの

指揮下で管理される別個の帳簿に移転される。

グローバル・マーケットまたはALCOによって管理されるトレーディング・ブックへの市場リスクの移転

は、通常、事業単位およびそのトレーディング・ブック間の一連の内部取引によって行われる。商品の行動

特性が契約上の特性と異なる場合、本質的な金利リスクを決定するために行動特性が評価される。現地の

ALCOは定期的に、すべてのこのような行動仮定および金利リスク・ポジションを監視し、これらがエイチエ

スビーシー・グループ経営管理委員会の定める金利リスク制限に準拠していることを確認している。

上述のように、一部の事例において、商品の非線型特性は、リスク移転プロセスによって適切に把握され

ない可能性がある。例えば、顧客預金口座から代替投資商品へのフロー、および抵当貸付の正確な期前返済

率は金利水準によって異なることになる。このような状況において、シミュレーション・モデルは、多様な

シナリオが評価および正味受取利息に与える影響を識別するために用いられる。

市場リスクがグローバル・マーケットまたはALCOの管理する帳簿で一元管理されれば、正味エクスポー

ジャーは通常、合意された限度内で金利スワップを用いることによって管理される。これらのポートフォリ

オのVARはグループのVARに含まれている。

固定利付証券

グローバル・マーケットについて報告されたVARに含まれない主な非トレーディング・リスクは、2006年

に発行された固定利付劣後債から生じている。これらの証券に関連するVARは、2007年12月31日現在15.6百

万ポンド（2006年：8.5百万ポンド）であった。一方、当事業年度における平均、最低、および最高値は、それ

ぞれ10.3百万ポンド、6.7百万ポンド、および18.1百万ポンド（2006年：8.4百万ポンド、7.6百万ポンドおよ

び10.3百万ポンド）であった。
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売却可能持分証券

市場リスクは、売却可能持分証券において生じる。2007年12月31日現在のこれらの有価証券の公正価値

は、2,691百万ポンド（2006年：1,605百万ポンド）であり、プライベート・エクイティの保有額1,170百万

ポンド（2006年：254百万ポンド）を含んでいる。プライベート・エクイティへの投資は主に、運用ファン

ドを通じて行われている。新たな潜在コミットメントは、ポートフォリオ全体の産業別および地域別集中を

容認レベルに維持するためのリスク評価の対象となる。ポートフォリオ内の投資評価を実証するために定

期的なレビューが行われ、財務部門は投資の帳簿価額をレビューする責任を負う。マネー・マーケット・

ファンドは923百万ポンド（2006年：648百万ポンド）であり、一般に短期資金管理のために保有されてい

るファンドに関連している。政府系機関および現地の証券取引所への投資など、継続的な業務を可能にする

ために保有している投資は、194百万ポンド（2006年：247百万ポンド）であった。売却可能持分証券の構成

要素の公正価値は、大幅に変動する可能性がある。2007年12月31日現在の売却可能持分証券の価値が10パー

セント下落した場合、資本が269百万ポンド（2006年：161百万ポンド）減少することになる。

確定給付年金制度

市場リスクは、また、グループの確定給付年金制度の負債が確定可能なキャッシュ・フローを有する資産

と完全に一致しない場合にも発生する。このリスクは主に、将来の年金債務に備えて年金制度に保有されて

いる株式に由来するものである。市場リスクとは、市場における株価変動の結果、資産が予測される負債を

やがてカバーできなくなる可能性のことである。経営陣は、年金制度の受益者の代理として業務を行う受託

会社と共に、社外の独立した保険数理士の作成する報告書を用いて市場リスクの水準を評価している。

グループの確定給付年金制度の負債の現在価値は、2006年12月31日現在の130億ポンドに比較して、2007

年12月31日現在120億ポンドであった。2007年12月31日現在における確定給付制度の資産構成は次のとおり

である。株式投資21パーセント（2006年12月31日現在：25パーセント）、負債証券66パーセント（2006年12

月31日現在：59パーセント）、その他（不動産を含む）13パーセント（2006年12月31日現在：16パーセン

ト）。

正味受取利息の感応度

非トレーディング・ポートフォリオにおけるグループの市場リスク管理の主要な役割は、さまざまな変

動金利シナリオに基づく予想正味受取利息の感応度を監視することである（シミュレーション・モデリン

グ）。グループの目的は、非トレーディング・ポートフォリオにおける市場リスク管理を通じて、そのよう

な活動に要する費用と現在の収入とのバランスをとりつつ、将来の正味受取利息を減らす可能性のある将

来の金利変動の影響を軽減することである。

各事業では、シミュレーション・モデリングに、現地の業務および市場に関連するシナリオとグループ全

体で要求されている標準的なシナリオを組み合わせて使用している。標準的なシナリオは、グループの連結

ポートフォリオ評価および正味受取利息に対する合算見積影響を示すために統合されている。

構造的為替リスクのエクスポージャー

構造的為替リスクのエクスポージャーは、機能通貨がポンド以外の通貨である子会社、支店、または関連

会社への正味投資を表わす。
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構造的エクスポージャーにおける為替換算差額は、連結認識収益費用計算書に計上されている。グループ

子会社の主要な事業（機能）通貨は、ポンド、ユーロ、米ドル、スイス・フラン、トルコ・リラ、およびマルタ

・リラである。

グループの方針は、限られた状況でのみ構造的為替リスクのエクスポージャーをヘッジすることである。

グループの構造的為替リスクのエクスポージャーは、実務的であれば、グループの連結資本比率および各銀

行子会社の資本比率を為替レート変動の影響から保護するという主目的によって管理される必要がある。

この目的は通常、各銀行子会社のある通貨建てのリスク加重資産に対する当該通貨の構造的エクスポー

ジャーの比率が、当該子会社の資本比率と広義において等しくなることを確保することによって達成され

る。

2007年下半期において、米国のサブプライム・ローン市場から発生した信用リスク懸念により、サブプラ

イム・ローンを裏付けとする資産の公正価値が下落した。しかし、サブプライム関連ほどの重要性はなかっ

たものの、サブプライム関連資産以外の重大な影響により、全般的に米国の抵当貸付関連の金融商品の公正

価値が下落し、特に米国政府がスポンサーとなっている機関発行の金融商品と比べて、米国政府がスポン

サーとなっていない金融商品がより重大な影響を受けた。

下表は、米国のモーゲージ・バック証券（「MBS」）に対するグループの市場リスク・エクスポージャー

を示している。MBSには、債務担保証券で示されるものが含まれる。

元本
(1) 帳簿価額

未認識

損益
(2)

認識

損益
(2)

発生済

減損
(3)

認識され

た公正価

値の変動
(4)

百万ポンド

2007年12月31日に終了し

た事業年度

米国サブプライム・ロー

ン関連資産
(5)

MBSおよびMBS CDO
(6) 2,285 2,116 (75) (1) － (92)

－高格付（AAAまた

はAA）
2,240 2,082 (63) － － (92)

－AからC 32 23 (8) － － －

－無格付 13 11 (4) － － －

合計 2,285 2,116 (75) (1) － (92)

その他の米国抵当貸付関

連資産

MBSおよびMBS CDO
(6) 10,965 10,369 (81) 23 － (514)

－高格付（AAAまた

はAA）
10,917 10,338 (63) － － (514)

－AからC 48 31 (18) － － －

－無格付 － － － － － －

合計 10,965 10,369 (81) 23 － (514)

米国抵当貸付関連資産合

計
13,250 12,485 (156) 22 － (606)

2006年12月31日に終了し

た事業年度

米国サブプライム・ロー

ン関連資産

MBSおよびMBS CDO
(6) 1,171 1,173 － － － 1
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－高格付（AAAまた

はAA）
1,101 1,103 － － － 1

－AからC 50 50 － － － －

－無格付 20 20 － － － －

合計 1,171 1,173 － － － 1

その他の米国抵当貸付関

連資産

MBSおよびMBS CDO
(6) 4,096 4,101 － 1 － (5)

－高格付（AAAまた

はAA）
4,034 4,039 － － － (5)

－AからC 60 60 － － － －

－無格付 2 2 － － － －

合計 4,096 4,101 － 1 － (5)

米国抵当貸付関連資産合

計
5,267 5,274 － 1 － (4)

(1) 元本は満期時の償還額または分割償還型商品の場合は有価証券の残存期間を通じての将来の償還額の合計である。

(2) 損益計算書に当期中に認識された。

(3) 当期中に発生した減損は実現および未実現損失の両方を含む。

(4) 当期中に資本に認識された時価評価による損益。

(5) グループは、資産がサブプライムに分類されるどうかを決定する基準として、主に貸付金の取引相手のクレジット

・スコアを用いている。

(6) モーゲージ・バック証券（「MBS」）および債務担保証券（「CDO」）。

上述したエクスポージャーに加え、エイチエスビーシーは、帳簿価額336百万ポンド（2006年：32百万ポ

ンド）のMBSおよび帳簿価額19百万ポンド（2006年：126百万ポンド）のMBS CDOに関するロング・ポジ

ションを保有しており、これらのエクスポージャーに対応する特定の信用デリバティブが、モノラインおよ

びその他の金融機関との間で締結されている。

保険リスク

保険リスクは、金融リスク以外のリスクであり、保険契約者から発行会社に移転される。サービスの提案

として、グループは、個人顧客に幅広い保険商品を提供しており、その多くはその他の銀行商品を補完する

ものである。グループの事業は、生命保険に焦点を当てており、したがって、保険債務合計の86パーセントは

生命保険契約に関連している。契約の性質は保険債務に影響を与える。損害保険債務は、保険会社に対する

通知済保険金および既発生未報告保険金に基づき設定され、通常１年間の保証期間を反映している。生命保

険契約債務は、契約期間（複数年に及ぶ可能性がある）にわたり予想される保険金を反映して、契約開始時

に設定される。

グループの保険事業は、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクを含む幅広い金融リスクにさらされ

ている。これらのリスクの性質と管理方法は以下に記載している。グループが直面している主な保険リスク

とは、保険金支払費用ならびに契約獲得費用および事務管理費用が受取り保険料と投資収入の合計額を上

回る可能性があるということである。例えば、金融資産からの収益が、非連動型保険および投資契約から生

じる債務の履行に必要な金額に満たない場合、保険引受子会社は金融リスクにさらされている。

生命保険事業
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生命保険契約は、定期保険および重病保障保険、収入および支払保険、年金保険、投資債券、年金、および養

老保険などの配当付き保険を含む。グループが締結する主な契約は以下のとおりである。生命保険事業の保

険リスクは、事業の種類によって大きく異なる。主なリスクは、死亡、疾病、契約の失効および解約、投資利回

りおよび費用水準に関連している。現地の引受業務、保険金支払処理、および費用管理の機能に加えて、グ

ループの生命保険事業の商品が多様化していることで、保険リスクに対するエクスポージャーは効果的に

軽減されている。

一般的に、死亡および疾病リスクは、医療保険の引受業務と、多くの場合は経験料率の変動を考慮した保

険料改定によって軽減されている。市場リスクは通常、債務と保険契約者が共有するリスクを一致させる投

資方針の組合せによって軽減される。ユニット連動型事業の場合、市場リスクは保険契約者によって負担さ

れる。任意加入型の生命保険事業の場合、当該リスクは、特別配当金の管理によって保険契約者と共有され

る。

生命保険の主な区分は、連動型と非連動型で分けられる。非連動型の生命保険には多数の主要なサブ・カ

テゴリーがある。任意加入型の保険契約は、利益型事業を含む。表面上、この事業は重要な市場リスクを伴う

ようであるが、これは投資方針および特別配当率の調整によって他のリスクと共に管理されている。すなわ

ち、これは、実際には市場リスクの大部分を保険契約者が負担することを意味する。この商品に伴う主なリ

スクは、割り当てられた資産の価値が給付金支払を支えるために必要な価値に満たないことである。グルー

プは、特別配当率の維持可能性について保険数理上の調査を定期的に行うことでこのリスクを管理してい

る。

信用生命保険事業は、銀行および金融商品に関連して実行され、死亡または失業時に保障を提供する。こ

の保険リスクは、貸付期間の死亡および疾病リスクに関連している。保険金支払実績は継続して監視されて

おり、それに伴って保険料率が調整されている。当該事業の多くは、信用リスクのエクスポージャーの平均

期間が２年から３年間であり、保険リスクのエクスポージャーは制限されている。

年金保険は、一定期間または年金受給者の生存期間のいずれかの間に、一連の定期的な払込で支払われた

資本投資の収入を提供する契約である。支払が契約開始時に開始される即時年金とは反対に、据置年金は、

年金受給者への支払が将来の指定日に開始される契約である。年金事業に関連する主なリスクは、保険契約

者の余命に関連するものであり、さらには投資を保険契約の予想キャッシュ・フロー・プロファイルに一

致させる必要があることから生じる市場リスクにも関連している。これらのリスクは、実質的に、グループ

から再保険に出されている。

「定期保険およびその他の長期契約」カテゴリーの主な構成要素は、英国で実行された定期収益債券、収

入保障、および重病保障である。その主なリスクは、死亡および疾病に関連しており、引受業務、実績変動を

考慮した保険料調整、および再保険の組合せによって管理されている。

連動型生命保険事業は、通常、契約を裏付ける投資の価値を参照して決定される給付金を、保険契約者に

支払う。連動型保険事業の市場リスクは、通常、保険契約者によって負担されている。グループが負担する主

なリスクはこれらの商品の管理費用に関連するものであるが、死亡、障害、および疾病リスクもこれらの商

品に関連しており、非連動型保険に関する上述の手法を用いて管理されている。

損害保険事業

損害保険契約は、自動車保険、火災およびその他損害保険を含む。自動車保険事業は、車両損害および人身

傷害の賠償を保証する。当事業は提供を終了した過年度の多くの契約を含んでいる。再保険による対応は、
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特に人身事故による保険金の支払等、多額の損失に対する過剰なエクスポージャーを回避する必要がある

場合に契約される。

火災およびその他損害保険事業では、主な保険対象は住宅および家財である。大災害による損失リスクの

すべてのポートフォリオは、リスク・モデル作成の専門機関から入手した情報に基づいて、再保険によって

対応されている。

損害保険事業に関連する主なリスクは、引受リスクおよび保険金支払実績リスクである。引受リスクは、

グループが保険対象範囲に見合った保険料を請求しないリスクであり、保険金支払実績リスクは、ポート

フォリオの支払実績が見込みを上回るリスクである。グループは、価格設定（例えば、保険契約条件によっ

て制限および控除額の設定をする）、商品設計、リスク選定、保険金支払処理、投資戦略および再保険契約な

どによってこれらのリスクを管理している。すべての損害保険契約は１年ごとに更新可能であるが、保険会

社は更新を拒否する権利、または更新時に契約の諸条件を変更する権利を有している。

保険リスク

グループは、正規の引受、再保険、および保険金支払手続きを通じて保険リスクを管理している。これらの

手続きは、法令順守を保証することも意図されている。保険リスクに対するグループ全体のアプローチは、

リスク・タイプ別に多様性のある保険事業を維持し、管理が容易なリスクや、基礎となる銀行活動に直接的

に関連することの多いリスクに焦点を当てることを目指している。

保険事業、特に生命保険事業の主な特徴は、資産、負債、およびリスクを個別ではなく体系的に管理するこ

とである。これは、生命保険事業におけるこれらの３つの要素が、通常、損害保険事業の場合よりも相互依存

関係にあることを反映している。多くの事業部門において特に重要となるのは、キャッシュ・フローの予想

パターンを一致させることであり、年金保険のように長期にわたって実行される場合もある。

生命保険事業および損害保険事業は共に、現地および集中管理における手続きおよび方針を組み合わせ

て管理されている。これらは、特定事業の実行を承認する際に集中管理によるアプローチを使用することを

含んでいる。リスク・エクスポージャーを監視するためにリスク管理委員会を設置する方法もとられてい

る。市場リスクの制限は、保持している保険リスクへの追加的な管理として集中的に用いられている。

特定クラスに関連する特定のコメントに示されているとおり、エクスポージャーを更に軽減する手段と

して、再保険も行われている。

下表は、事業の種類ごとの保険リスクのエクスポージャーの分析結果を表示している。これらは、リスク

が分散していることを示すものでもある。生命保険事業および損害保険事業について個別の表が作成され

ており、それぞれに特有のリスクの特徴が反映されている。生命保険事業は、損害保険事業よりも契約期間

が長く、契約に貯蓄および投資の要素を組み込んでいることが多い。そのため、生命保険リスクの表には、保

険エクスポージャーを総合的に評価するための最善の方法として、保険債務の分析が含まれている。これと

対照的に、損害保険事業は、リスク・エクスポージャーを評価する最善の方法として、計上保険料を用いて

いる。

生命保険リスクの分析－再保険前の保険契約者負債
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2007年 2006年

百万ポンド 百万ポンド

生命保険（非連動型）

DPF保険契約
(1) 469 100

信用生命 117 25

年金 205 138

定期保険およびその他の長期契約 337 573

生命保険（非連動型）合計 1,128 836

生命保険（連動型） 858 647

生命保険契約者債務 1,986 1,483

(1) 任意加入型（「DPF」）の保険契約は、保険契約者に対して、保証された給付金を補完するものとして、契約給付金

合計の重要な一部となる可能性が高く、金額または支払時期は契約上グループの裁量で決定される追加給付金を受

け取る権利を与えている。追加給付金は、契約上、特定の契約または資産プールの運用成績、または契約発行会社の

利益に基づいている。

損害保険リスクの分析－正味計上保険料
(1)

2007年 2006年

百万ポンド 百万ポンド

火災保険およびその他損害保険 64 28

信用保険（生命保険以外） 18 34

傷害保険および医療保険 11 －

自動車保険 183 －

その他（生命保険以外） 23 5

正味計上保険料合計 299 67

(1) 正味計上保険料は、計上保険料総額から再保険会社に出再された計上保険料総額を差し引いた額である。

金融リスク

グループの保険事業は、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクを含む幅広い金融リスクにさらされ

ている。これらのリスクの性質と管理方法は以下に記載している。

下表は、2007年12月31日現在、グループの保険引受子会社が保有する資産を負債の種類別に分析した結果

であり、金融リスクに対するエクスポージャーの概要を示している。

保険契約業務が保有する金融資産

2007年12月31日現在

連動型生命

保険契約

非連動型生

命保険契約
損害保険 その他資産 合計

百万ポンド

公正価値評価の指定を受けた

金融資産

短期国債 25 － － － 25

負債証券 2,873 502 － 943 4,318

EDINET提出書類

エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー(E22630)

有価証券届出書（通常方式）

711/794



持分証券 3,482 3,211 － 340 7,033

6,380 3,713 － 1,283 11,376

売却可能

短期国債 － － 57 59 116

その他の適格手形 － － 88 86 174

負債証券 － 6,133 152 145 6,430

持分証券 － － 7 － 7

－ 6,133 304 290 6,727

デリバティブ 150 39 － 15 204

その他の金融資産 439 298 375 350 1,462

6,969 10,183 679 1,938 19,769

2006年12月31日現在

連動型生命

保険契約

非連動型生

命保険契約
損害保険 その他資産 合計

百万ポンド

公正価値評価の指定を受けた

金融資産

短期国債 28 － － － 28

負債証券 1,593 359 － 358 2,310

持分証券 3,429 27 － 18 3,474

5,050 386 － 376 5,812

売却可能

その他の適格手形 － － 181 73 254

負債証券 － － 99 8 107

－ － 280 81 361

デリバティブ 367 － － － 367

その他の金融資産 97 1 77 33 208

5,514 387 357 490 6,748

連動型生命保険では、費用控除後の収入保険料は、ユニット連動型ファンドに投資される。グループは、分

離されたファンドまたはポートフォリオに適切な資産を保有し、それに負債を連動させることで当該商品

の金融リスクを管理している。これにより、金融リスクは実質的に保険契約者に移転される。連動型生命保

険債務を裏付けるために保有されている資産は、2007年末現在、グループの保険引受子会社の金融資産合計

の35パーセント（2006年：82パーセント）であった。

市場リスク

市場リスクは、金利リスクおよび株価リスクに細分類される。各カテゴリーについては以下に詳述してい

る。

金利リスク
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グループの保険引受子会社は、資産と負債のデュレーションまたは利回りに関してミスマッチが生じた

場合に金利リスクにさらされている。

グループは、一元的に限度額を設定することにより保険引受子会社から生じる金利リスクを管理してい

る。これらは、価値の算定に用いられるディスカウント・カーブが１ベーシス・ポイント上方に平行移動し

た場合の、子会社の資産および負債からの予想キャッシュ・フローの正味現在価値の感応度を管理してい

る。これらの限度額への準拠状況は、現地のALCOが監視している。また、金利リスクは、金利イールド・カー

ブの一定の変動が、保険引受子会社の税引後利益および正味資産に及ぼす影響を測定することによっても

評価されている。グループの保険子会社が営業するすべての地域において、2007年12月31日現在の金利イー

ルド・カーブが即座にかつ永続的に変動した場合の、当期利益および2007年12月31日現在の純資産への影

響は以下のとおりである。

2007年 2006年

当期利益に

対する影響

純資産に

対する影響

当期利益に

対する影響

純資産に

対する影響

百万ポンド 百万ポンド

イールド・カーブにおける100ベーシ

ス・

ポイントの増加

(2) (14) (27) (31)

イールド・カーブにおける100ベーシ

ス・

ポイントの減少

4 17 32 37

上述の金利感応度は、説明目的のみであり、簡略化したシナリオを用いている。影響が直線的ではなく、し

たがって、結果を推定することができない場合がある。当該感応度は、金利変動の影響を軽減するために経

営陣が講じる可能性のある措置を考慮しておらず、また、そのような状況に対する保険契約者の行動の変化

についても考慮していない。

株価リスク

株価リスクは、持分商品の公正価値が変動するリスクである。グループは、各保険引受子会社が保有する

ことのできる株式の最大市場価値に対する上限を一元的に設定することにより、持分証券の保有から生じ

る株価リスクを管理している。また株価リスクは、既定された株価の変動が、保険引受子会社の利益および

純資産合計に及ぼす影響を見積もることによっても監視されている。下表は、株価が合理的に可能性のある

10パーセント変動した場合の当期利益合計および純資産に対する影響を表している。

2007年 2006年

当期利益に

対する影響

純資産に

対する影響

当期利益に

対する影響

純資産に

対する影響

百万ポンド 百万ポンド

株価における10パーセントの増加 8 8 8 8

株価における10パーセントの減少 (7) (7) (4) (4)

これらの株価感応度は、説明目的のみであり、簡略化したシナリオを用いている。影響が直線的ではなく、

したがって、結果を推定することができない場合がある。それらは、株価の下落を軽減するために経営陣が

講じる可能性のある措置を考慮しておらず、また、そのような下落に伴い生じる可能性のある保険契約者の

行動の変化も考慮していない。
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信用リスク

信用リスクは、金融商品の一方の当事者が債務を履行できないことによりもう一方の取引相手に損失を

生じさせるリスクである。グループの保険引受事業において、信用リスクに対するエクスポージャーは主

に、保有投資資産および再保険契約から生じる。グループの保険引受子会社は、投資ポートフォリオおよび

再保険取引に関して、信用リスクにさらされている。

グループの保険引受子会社は、投資ポートフォリオの質および運用成績の責任を負っている。投資ガイド

ラインはグループレベルで設定されている。現地の子会社のALCOは、グループのガイドラインの枠組みの中

で、現地の環境にふさわしい投資パラメーターを設定し、投資運用成績およびガイドラインの準拠状況のレ

ビューを行う。発行体および取引相手の信用度評価は主に、国際的に認められた信用格付けおよびその他の

公表されている情報に基づいている。さらに、個々の事業会社または産業部門の不履行の影響を低減するた

めに、発行体および産業部門の集中に関して一元的に決定された限度額に準拠している。投資信用エクス

ポージャーは、エイチエスビーシー・グループのクレジット・アンド・リスク部門にまとめて報告されて

いる。

下表は、スタンダード＆プアーズまたは同等の格付会社の区分に基づいてグループの保険事業が保有す

る短期国債、その他適格手形および負債証券を分析した結果である。

短期国債
その他の

適格手形
負債証券 合計

百万ポンド

2007年12月31日現在

非連動型保険契約に基づく負債関連

AAA 57 33 3,943 4,033

AA－からAA＋ － 56 2,105 2,161

A－からA＋ － － 1,152 1,152

A－より下 － － 226 226

無格付 － － 122 122

57 89 7,548 7,694

株主資本関連
(1)

AAA 59 82 143 284

AA－からAA＋ － 3 132 135

A－からA＋ － － 37 37

A－より下 － － 1 1

無格付 － － 13 13

59 85 326 470

合計

AAA 116 115 4,086 4,317

AA－からAA＋ － 59 2,237 2,296

A－からA＋ － － 1,189 1,189

A－より下 － － 227 227

無格付 － － 135 135

116 174 7,874 8,164

発行元：

－事業会社およびその他 116 174 7,875 8,165

116 174 7,875 8,165
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分類：

－公正価値評価の指定を受けた金融商

品
－ － 1,444 1,444

－売却可能証券 116 174 6,431 6,721

116 174 7,875 8,165

短期国債
その他の

適格手形
負債証券 合計

百万ポンド

2006年12月31日現在

非連動型保険契約に基づく負債関連

AAA － 74 278 352

AA－からAA＋ － 107 41 148

A－からA＋ － － 136 136

無格付 － － 3 3

－ 181 458 639

株主資本関連
(1)

AAA － 69 206 275

AA－からAA＋ － 4 109 113

A－からA＋ － － 47 47

A－より下 － － 1 1

無格付 － － 2 2

－ 73 365 438

合計
(2)

AAA － 143 483 626

AA－からAA＋ － 111 150 261

A－からA＋ － － 185 185

A－より下 － － 1 1

無格付 － － 5 5

－ 254 824 1,078

発行元：

－事業会社およびその他 － 254 824 1,078

－ 254 824 1,078

分類：

－公正価値評価の指定を受けた金融商

品
－ － 717 717

－売却可能証券 － 254 107 361

－ 254 824 1,078

(1) 株主資本は弁済可能資産および負債に対応しない資産から構成されている。

(2) 保険関連会社、エイチエスビーシー・アシュアランスが保有する短期国債、その他の適格手形および負債証券を除

く。

信用リスクは、グループに発生した保険リスクの一部を再保険会社が引き受ける場合にも発生する。再保

険会社の信用リスク・エクスポージャーは、一元的に監視されている。スタンダード＆プアーズの再保険信

用格付データまたは同等のデータに基づく、再保険会社に出再された負債の内訳および再保険債権残高は、
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以下のとおりである。

保険契約に基づく負債の再保険会社の持分

連動型
保険契約

非連動型
保険契約

合計 再保険債権

百万ポンド

2007年12月31日現在

AAA 3 9 12 －

AA－からAA＋ 14 105 119 7

A－からA＋ － 284 284 2

A－より下 11 3 14 －

無格付 － 97 97 －

合計
(1) 28 498 526 9

2006年12月31日現在

AAA 5 31 36 －

AA－からAA＋ 17 328 345 14

A－からA＋ － 181 181 1

A－より下 8 10 18 －

無格付 － 54 54 －

合計
(2) 30 604 634 15

流動性リスク

保険金支払の金額および時期に不確実性が存在するのは、ほぼすべての保険契約に内在する特徴であり、

これが流動性リスクにつながる。流動性リスク・エクスポージャーの管理の一環として、保険事業の多くの

部門について、貸借対照表日において保険資金から生じると予想されるキャッシュ・フローが見積もられ

ている。この見積りは、常に、将来の更改保険料および新規事業のキャッシュ・フローを含んでいる。

生命保険事業の予想存続期間には大きな幅があり、その中で大きな割合を占めるのは、流動性リスクが保

険契約者と共に負担されるケースである（ユニット連動型事業の場合は全リスクを負担）。多額の保険金

請求が発生した結果として生じる可能性のある短期資金要求を満たすために利用できる十分な資金源を確

保するために、保険業務は、流動性を慎重に管理するという目的を有している。下表は、2007年12月31日現在

における保険契約負債の予想満期を示している。

保険契約負債の予想満期

予想キャッシュ・フロー（割引前）

１年未満 １～５年 ５～15年 15年超 合計

百万ポンド

2007年12月31日現在

損害保険 402 381 36 － 819

生命保険（非連動型） 329 294 424 217 1,264

生命保険（連動型） 75 301 411 191 978

806 976 871 408 3,061

2006年12月31日現在
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損害保険 360 362 14 － 736

生命保険（非連動型） 38 69 153 928 1,188

生命保険（連動型） 75 257 281 36 649

473 688 448 964 2,573

投資契約負債の残存契約期間

保険引受子会社による投資契約に基づく負債

連動型

投資契約

非連動型

投資契約

DPF付

投資契約
合計

百万ポンド

2007年12月31日現在

残存契約期間:

－１年未満 137 － － 137

－１年～５年 615 － － 615

－５年～10年 475 － － 475

－10年超 1,679 － － 1,679

－期限なし 2,899 36 9,447 12,382

5,805 36 9,447 15,288

2006年12月31日現在

残存契約期間:

－１年未満 124 － － 124

－１年～５年 628 － － 628

－５年～10年 425 － － 425

－10年超 1,644 － － 1,644

－期限なし 1,733 － － 1,733

4,554 － － 4,554

有効な長期保険業務の現在価値（「PVIF」）

グループの生命保険事業は、とりわけ、保険および関連リスクの評価について包括的な枠組みを提供する

組込価格アプローチを用いて会計処理されている。2007年12月31日現在におけるPVIF資産の価値は444百万

ポンド（2006年：407百万ポンド）であった。2007年12月31日現在有効な保険契約の全体から見込まれる収

益における株主持分の現在価値は、生命保険事業がマイナスの展開に対応できるかどうかの能力を査定す

るためにストレス・テストを受けることがある。

下表は、グループの主要な保険引受子会社において、主な経済仮定および事業仮定に合理的に可能性のあ

る変動が生じた場合の2007年12月31日現在のPVIFに及ぼす影響を示している。

2007年 2006年

百万ポンド 百万ポンド

無リスク金利における100ベーシス・ポイントの増加 9 －

無リスク金利における100ベーシス・ポイントの減少 (20) －

リスク割引率における100ベーシス・ポイントの増加 (21) (14)

リスク割引率における100ベーシス・ポイントの減少 23 14
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費用インフレ率における100ベーシス・ポイントの増加 6 (3)

費用インフレ率における100ベーシス・ポイントの減少 (5) 3

失効率における100ベーシス・ポイントの増加 (6) (3)

失効率における100ベーシス・ポイントの減少 6 3

上記のPVIFへの影響は説明目的のみであり、簡略化したシナリオを用いている。それらは、影響を軽減す

るために経営陣が講じる可能性のある措置を組み入れておらず、また、結果として生じる保険契約者の行動

の変化も考慮していない。

下表は、すべての保険引受子会社において、2007年12月31日現在の条件に合理的に可能性のある変動が生

じた場合の当事業年度の利益および純資産の感応度を示している。

2007年

税引後利益に

対する影響

2007年

12月31日現在

の純資産に対

する影響

2006年の

税引後利益に

対する影響

2006年

12月31日現在

の純資産に対

する影響

百万ポンド 百万ポンド

保険金支払費用における20パーセントの

増加
(32) (32) (1) (1)

保険金支払費用における20パーセントの

減少
32 32 1 1

死亡および/または疾病率の10パーセント

の増加
6 6 8 8

死亡および/または疾病率の10パーセント

の減少
(9) (9) － －

失効率の50パーセントの増加 (28) (28) (24) (24)

失効率の50パーセントの減少 45 45 35 35

費用割合の10パーセントの増加 (5) (5) (5) (5)

費用割合の10パーセントの減少 5 5 5 5

特別目的会社（オン・バランスシートおよびオフ・バランスシート契約を含む）

グループは、通常業務の一環として特別目的会社（「SPE」）の設立を含む特定の取引契約を顧客と締結

しており、その一部はグループの連結貸借対照表に含まれている。

取引がSPEを利用して行われる場合、適切な目的の達成と統制の確保のために、これらの取引契約は締結

時に中枢部門の承認を受ける。グループが管理するSPEの事業活動は、上級経営陣によって厳重に監視され

ている。SPEの利用はグループの事業活動の重要部分ではなく、グループは事業運営または収益性のいかな

る重要部分についてもSPEの利用に依存していない。グループが関与するSPE取引の詳細は、以下のとおりで

ある。

グループによって資金提供を受ける事業体

金融資産の証券化またはリース契約の実行といった特定の明確な目的を達成するために、グループは事

業体の設立に資金を提供している。取引関係の実体が、グループがSPEを支配していることを示す場合、グ

ループはこれらのSPEを連結する。支配を評価する際には関連するすべての要素を考慮する必要がある。こ
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のような要素は、以下に例示するように定性的要素および定量的要素がある。

定性的要素－実質的に以下の場合

・　SPEの活動がグループの特定の事業のニーズに合わせてグループのため行われており、当該SPEの事業活

動によってグループが利益を得ている。これは、例えば、グループがSPEに対して重要な水準の支援を提

供しているという事例によって証明され得る。

・　グループがSPEの活動による利益の大部分を得るための意思決定権を有している。

定量的要素（以下、「所有によるリスクおよび便益の大部分」と称する）－実質的に以下の場合

・　グループがSPEの利益の大部分を得る権利を有しており、その結果、SPEの活動に伴うリスクに晒される可

能性がある。

・　グループがSPEもしくはその資産に関連する残存リスクまたは所有リスクの大部分を、SPEの活動から利

益を得るために保有している。

多くの事例において、グループがSPEの所有によるリスクおよび便益の大部分を有していない場合、これ

らのSPEは、IFRSに基づいてオフ・バランスシートで会計処理されている。しかし、特定の状況において、事

実を入念に検討した結果、グループが所有によるリスクおよび便益の大部分を有していないものの、グルー

プの関与に関する定性的な特徴が、SPEの事業活動が実質的にグループのために行われているということを

示している場合、グループはSPEを連結する。

グループは、グループの関与に変更があった場合、または準拠法、契約上の取り決め、もしくはSPEの資本

構造に変更があった場合など、グループとSPEの関係に実質的な変更が生じたときは常に、規定の連結会計

テストを再評価している。SPEの最も重要なカテゴリーを以下に詳述する。

仕組投資ビークル（「SIV」）

SIVは、通常、金融機関または金融会社によって発行されたアセット・バック証券およびその他証券で構

成される分散された利付き資産ポートフォリオに投資するために設立されたSPEである。SIVは、一般的に、

コマーシャル・ペーパー(「CP」)、中期債またはその他の上位債（「上位債務」と総称する）、買戻契約、

および劣後債またはメザニン債（一般的に「キャピタル・ノート」という）の発行を通して資金調達され

ている。SIVの出資者は頻繁に、CPおよび中期債の発行市場における一時的な市場の混乱に対処することが

意図された流動性枠契約を通して、上位債務の投資家に対する限定的な流動性支援を行っている。

SIVは、リスク選好に応じてさまざまな資産に投資する機会を投資家に提供するための仕組みである。SIV

によって発行された上位債務は通常、高い格付けをされており、SIVは厳格な運営基準の範囲内で管理され

ている。SIVの流動性は主に、満期時における負債の借り換えによって管理されるか、またはそれができない

場合は、上位債の保有者を保護するために資産を売却することによって管理される。SIVは一般的に、上位社

債に関する外部の信用格付けの根拠となる市場価値および純資産価値基準の影響を受ける。SIVの流動性リ

スクは、一定期間における最大累積支出をコントロールすることによって管理されている。

グループは、カリナン・ファイナンス・リミテッド(「カリナン」)およびアッシャー・ファイナンス・

リミテッド(「アッシャー」)という２つのSIVを、それぞれ2005年８月および2007年５月に設立し、投資家

からの資金調達に成功している。投資家は、上位債務とキャピタル・ノートを引受けている。グループが所

有によるリスクおよび便益の大部分を得ておらず、これらのSIVに対する重要な資金提供を行うことを予測

していなかったため、これらのSIVは事業開始時に連結されなかった。グループは、これら２つのSIVのファ

ンド・マネージャーであり、一般取引条件に基づく契約上の流動性供与枠を通して限定的な資金の提供の
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みを行っていた。

SIV合計資産の公正価値によって測定された2007年度の各SIVの最大規模、およびグループが契約上の流

動性枠のもとで有している最大エクスポージャーは、以下のとおりであった。

最大規模
当行契約流動性

ファシリティ

十億ポンド 十億ポンド

カリナン 21.0 0.25

アッシャー 4.3 0.12

25.3 0.37

2007年８月中旬より、主に米国のサブプライム・ローンに関連した有価証券の評価に対する懸念などか

らホールセール市場における通常の資金調達が厳しくなり、その結果、SIVを含む多くのSPEにとって資金調

達が困難となっている。サブプライム問題が発生した当初、当行が出資しているSIVはそれほど影響を受け

ず、カリナンおよびアッシャーは引き続きCP市場で資金調達を行っていた。

2007年第３四半期末までに、SIVがCPを発行することによって資金調達する債券市場の混乱が一過性のも

のではないことが明確になった。そのためグループは、買戻契約、CPの買取りおよびカリナンから公正価値

20億ポンドの資産を取得する形で、カリナンおよびアッシャーに83億ポンドの資金提供を行った。

同時期に、市場の流動性ポジションが悪化し信用スプレッドが拡大したため、カリナンおよびアッシャー

が保有していた一部資産の市場価値が下落した。

2007年10月より、カリナンのすべてのキャピタル・ノート保有者は、保有しているキャピタル・ノートと

SIVの資産持分を交換するオプションを供与された。このオファーの一部として、エイチエスビーシーは、カ

リナンのキャピタル・ノートの全保有分をカリナンの資産と交換した。購入した資産の額面価額および市

場価格は、それぞれ353百万ポンドおよび341百万ポンドとなった。支払対価の内訳は、額面総額25百万ポン

ド（公正価値12百万ポンド）のキャピタル・ノートおよび328百万ポンドの現金であった。さらに、2008年1

月、エイチエスビーシーは既存の保有者から額面価額85百万ポンド（公正価値19百万ポンド）でカリナン

のキャピタル・ノートを購入し、その後、このカリナンのキャピタル・ノートと現金1,147百万ポンドを額

面価額1,233百万ポンド（市場価格1,167百万ポンド）のカリナンの資産と交換した。

2007年11月、グループは、カリナンとアッシャーの投資家に対して、オプションを提案する意向があると

発表した。このオプションにより、投資家は、グループの定期資金提供および流動性によって設立される新

しいSPEへ投資できる。

すべての事実および状況の綿密な評価に基づき、グループは、この発表がグループとSIVとの関係を実質

的に変更するものであると結論付けた。よってグループは、2007年11月末よりカリナンとアッシャーを連結

した。

2007年11月の発表後、アセット・バック・コマーシャル・ペーパー（「ABCP」）導管会社と定期資金調

達ビークルの２つの新しいSPEが、カリナンに関連して設立された。各SPEは、その継続事業が、基礎を成す資

産の市場価値の変動に対してカリナンほど敏感に影響を受けないように設立されたものである。これらの

SPEは、当行の流動性ファシリティで保証されたCP、またはグループの提供する定期資金によって資金調達

される。この再編は、資産を売却せざるを得なくなる可能性のあるSIV事業にとっての２つの主な課題に対

処するものである。それらの課題とは、CP市場において資金調達ができなくなる、および基礎を成す資産の
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市場価値が変動することによってSIVの継続事業が敏感に影響を受けるという問題である。

新しいSPEは、カリナンの上位債務の満期と一致すると予想される期間において、カリナンの資産を購入

することに合意している。購入価格は、2008年１月21日現在のカリナンの資産の公正価値に基づく。

2008年１月、カリナンによって発行されたキャピタル・ノートの投資家は、既存のキャピタル・ノートを

新しいSPEのキャピタル・ノートと交換するオプションを与えられた。

カリナンのすべてのキャピタル・ノートの保有者は、キャピタル・ノートを新しいSPEのキャピタル・

ノートと交換することを選択した。このようなキャピタル・ノート保有者は、保有するキャピタル・ノート

の額面を上限として、新しいSPEにおいて発生する損失リスクを負うことになる。

アッシャーのキャピタル・ノートの保有者は、SIVの保有資産の第一損失のリスクを引き続き負ってい

る。カリナンの交換完了後にアッシャーの再編を行うことが提案されている。

カリナンおよびアッシャーを連結したことにより、2007年11月末時点で、グループの貸借対照表に206億

ポンドの資産および負債が計上された。これは、キャピタル・ノート18百万ポンドおよびCP23億ポンド、な

らびにグループの貸借対照表上に過去に計上されていた買戻契約42億ポンドを含んでいた。

カリナンおよびアッシャーによって保有されている資産の分析は、以下のとおりである。

カリナン－資産クラス別格付け

2007年 2006年

百万ポンド 百万ポンド

S&P格付け

AAA 11,057 11,753

AA 1,451 1,149

A 1,536 1,807

BBB 85 44

投資合計 14,129 14,753

現金および現金同等物 2,479 777

資産合計 16,608 15,530

カリナン－資産ポートフォリオの構成

2007年 2006年

百万ポンド 百万ポンド

資産クラス

ストラクチャード・ファイナンス

住宅ローン担保証券 4,962 6,058

商業用不動産担保証券 1,866 1,972

債務担保証券 1,894 1,569

学生ローン 1,109 1,180

ホーム・エクイティ・ローン 640 1,040

自動車ローン 157 186

信用貸付 27 93
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その他ABS 2,238 388

ストラクチャード・ファイナンス資産合計 12,893 12,486

ファイナンス

商業銀行債務 3,124 2,593

投資銀行債務 344 280

金融会社債務 247 171

金融資産合計 3,715 3,044

16,608 15,530

これらの資産は、米国のサブプライム・ローンに対するエクスポージャー991百万ポンド（2006年：

1,372百万ポンド）を含んでいる。

カリナン－貸借対照表分類別資産合計

2007年

百万ポンド

デリバティブ資産 95

銀行に対する貸付金 1,212

金融投資 15,197

その他資産 104

16,608

カリナン－資産の加重平均満期

金融投資
現金および

現金同等物

百万ポンド 百万ポンド

2007年

０－６ヶ月 590 2,478

６－12ヶ月 801 －

12ヶ月超 12,739 －

14,130 2,478

2006年

０－６ヶ月 48 777

６－12ヶ月 449 －

12ヶ月超 14,256 －

14,753 777

2007年12月31日現在のポートフォリオの加重平均期間は４年（2006年：3.63年）であった。

カリナン－資金調達の構成

2007年
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合計
グループによる

提供分

百万ポンド 百万ポンド

2007年

キャピタル・ノート 478 －

コマーシャル・ペーパーおよび中期債 12,495 2,998

ターム・レポの行使 3,541 3,627

16,514 6,625

2006年

キャピタル・ノート 946 －

コマーシャル・ペーパーおよび中期債 14,399 －

15,345 －

CPによる資金調達の加重平均期間は0.56年（2006年：0.13年）であり、中期債による資金調達の加重平

均期間は1.13年（2006年：0.64年）であった。

アッシャー－資産の格付け分析

2007年

百万ポンド

S&P格付け

AAA 3,059

AA 194

A 153

投資合計 3,406

現金および現金同等物 282

資産合計 3,688

アッシャー－資産ポートフォリオの構成

2007年

百万ポンド

資産クラス

ストラクチャード・ファイナンス

住宅ローン担保証券 1,492

商業用不動産担保証券 626

債務担保証券 544

学生ローン 190

ホーム・エクイティ・ローン 158

自動車ローン 0

信用貸付 34

その他ABS 72

ストラクチャード・ファイナンス資産合計 3,116

ファイナンス

商業銀行債務 483
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投資銀行債務 58

金融会社債務 31

金融資産合計 572

3,688

これらの資産は、米国のサブプライム・ローンに対するエクスポージャー21百万ポンドを含んでいる。

アッシャー－貸借対照表分類別資産合計

2007年

百万ポンド

デリバティブ資産 37

銀行に対する貸付金 371

金融投資 3,265

その他資産 15

3,688

アッシャー－資産の加重平均満期

金融投資
現金および

現金同等物

百万ポンド 百万ポンド

2007年

０－６ヶ月 98 282

６－12ヶ月 289 －

12ヶ月超 3,019 －

3,406 282

2007年12月31日現在のポートフォリオの加重平均期間は3.7年であった。

アッシャー－資金調達の構成

2007年

合計
グループによる

提供分

百万ポンド 百万ポンド

メザニン債 155 10

コマーシャル・ペーパーおよび中期債 2,760 746

ターム・レポの行使 799 570

3,714 1,326

CPによる資金調達債務の加重平均期間は0.44年であり、中期債による資金調達債務の加重平均契約期間

は1.03年であった。

マネー・マーケット・ファンド
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グループは、顧客に対して、ニーズに合った投資機会を提供する多数のマネー・マーケット・ファンドを

設立し、それを管理している。これらのSPEは限定的で明確な目的を有しており、通常、グループは、所有によ

るリスクおよび便益の大部分を示すのに十分な規模のSPE持分を保有していない。

グループは、2007年12月31日現在、合計210億ポンド（2006年：170億ポンド）の資産を有するマネー・

マーケット・ファンドを設立した。

当該マネー・マーケット・ファンドは以下の３つの主なカテゴリーから構成されている。

・　50億ポンド（2006年：10億ポンド）の資産を有するコンスタント・ネット・アセット・バリュー

(「CNAV」)ファンド。これは、投資家に流動性の高い安全な投資を提供することを目的として、短期

の高格付けのマネー・マーケット証券に投資するファンドである。

・　40億ポンド（2006年：40億ポンド）の資産を有するエンハンスド・バリアブル・ネット・アセット

・バリュー（「エンハンスドVNAV」）ファンドという名称のフランスを拠点とするダイナミック・

ファンド。これは、従来のマネー・マーケット・ファンドより高い収益を投資家にもたらすことを目

的として、長期のマネー・マーケット証券に投資するファンドである。

・　120億ポンド（2006年：120億ポンド）の資産を有するバリアブル・ネット・アセット・バリュー

（「VNAV」）ファンド。これは、フランス、ドイツおよびトルコを拠点とする様々なその他のマネー

・マーケット・ファンドである。

これらのマネー・マーケット・ファンドは、SIVによって発行された証券への限定的な投資を含め、高格

付けの負債証券の多様なポートフォリオに投資している。2007年12月31日現在、SIVに対するこれらのファ

ンドのエクスポージャーは、401百万ポンド（2006年：55百万ポンド）であった。

CNAVファンド

CNAVファンドは、その資産を償却原価で設定しているが、ポートフォリオの償却後帳簿価額が市場価格の

50ベーシス・ポイントの範囲内になることが条件である。これによってCNAVファンドは、一定価格でファン

ドの投資証券を組成および流動化することができる。ポートフォリオの償却後の価値がその市場価格の50

ベーシス・ポイントを超えて変動した場合、CNAVファンドは市場価値で資産を評価するよう要求されるた

め、一定価格で投資証券を組成および流動化できなくなる。これは一般に「ブレーク・ザ・バック（価格割

れ）」として知られている。CNAVファンドが価格割れになった場合、グループは財政支援を行う法的債務を

負うことはない。

グループのCNAVファンドは、多数のSIVによって発行された上位債を保有しているが、市場の流動性の現

状およびこれを受けた格付機関の格下げにより、SIV証券の市場価値は下落した。こういった状況によって、

CNAVファンドは、SIV投資に関する未実現損失を計上した。これらのSIVの大半は銀行の資金提供を受けてお

り、減損しているとの判断はなされていないが、困難な局面に直面している３つの独立したSIVの持分を有

している。そのうちの２つに対してグループのCNAVファンドは20百万ポンドの投資を行っていたが、2008年

初頭に強制手続きが執られ、その手続きによって独立したSIVの縮小と有担保債権者への償還が開始され

た。

SIV証券の持分の市場価値の下落によって、一部のCNAVファンドが潜在的償還額を満たすために流動資産

の実現を余儀なくされる可能性が高まった。この潜在的影響に対応するため、2007年12月24日、エイチエス

ビーシーは、2007年12月31日現在合計30億ポンドの管理資産（「AUM」）を有するCNAVファンドのSIV資産

における一部持分に関連して、４百万ポンドを上限とする一定限度額補償状を発行した。
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グループは、引き続き、一定価格ですべてのCNAVファンドの投資証券を組成および流動化している。

エンハンスドVNAVファンド

エンハンスドVNAVファンドは、公正価値に基づいて資産価格を設定しており、その結果、価格は日々変動

する。これらのファンドは、投資家が高い利回りを期待して、より高い信用および期間リスクを戦略の一環

として引き受けるエンハンスド投資戦略を実施している。

当座勘定の利息支払にこれまで制限がかけられてきたために、フランスではマネー・マーケットでの取

引活動が非常に発達している。高い利回りを求めた結果出現したのが、基本的には現金に代替するものとし

て利用される高度な技術を用いたマネー・マーケット・ファンドである。しかしながら、2007年７月以降、

フランスのダイナミック・マネー・マーケット・ファンドは、主に米国のサブプライム資産のエクスポー

ジャーを内包するファンドに対する市場の信用が失われたことによって、前例のない償還要請に直面して

いる。2007年８月、フランスの金融機関２社が一部のアセット・バック証券ファンドからの引き出しを一時

停止する決定を行い、これがダイナミック・マネー・マーケット・ファンドの償還を加速させる要因と

なった。

2007年第３四半期において、グループは、資産償還の資金を供給するため、ダイナミック・マネー・マー

ケット・ファンドの２つのファンドにおける基礎を成す資産および株式それぞれ12億ユーロ（880百万ポ

ンド）および590百万ユーロ（396百万ポンド）を取得した。第４四半期において、追加の株式取得は行われ

なかった。2007年12月31日現在、グループの当ファンドにおける持分は合計896百万ユーロ（657百万ポン

ド）であった。2007年12月31日現在におけるこれらの２つのファンドのAUM合計は、21億ユーロ（15億ポン

ド）であった。グループはファンドの株式の追加取得を行ったが、所有によるリスクおよび便益の大部分を

保有するに至らなかったために、2007年12月31日現在、これらのファンドはグループに連結されなかった。

しかし、ユニット所有者による償還が続いたことで、グループのファンドにおける持分割合が所有によるリ

スクおよび便益の大部分を保有する水準にまで上昇し、その結果、１つのファンドが年度末以降、グループ

によって連結された。

グループのマネー・マーケット・ファンドの資産合計

2007年 2006年

百万ポンド 百万ポンド

持分の規模

CNAVファンド 5,213 955

エンハンスドVNAVファンド 3,900 3,717

VNAVファンド 11,627 12,074

20,740 16,746

グループのマネー・マーケット・ファンドの大部分はオフ・バランスシートである。2007年12月31日現

在のこれらオフ・バランスシートのファンドに対するグループの金融投資は７億ポンド（2006年：83百万

ポンド）であった。これらの金融投資は、グループの貸借対照表上に公正価値で計上されている。2007年12

月31日現在のオン・バランスシートのグループのマネー・マーケット・ファンドにおける総資産は、25億

ポンド（2006年：11億ポンド）であった。これらの資産は公正価値で測定されている。
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マネー・マーケット以外の投資ファンド

グループは、顧客が株式や負債証券などの幅広い資産に投資できるよう、多数のマネー・マーケット以外

の投資ファンドも立ち上げている。ファンド設立時に、ファンド・マネージャーであるグループが通常、

ファンドの資産購入を可能にするための「シード・キャピタル」として知られる一定限度額の資本を提供

する。これらの持分は通常、一定期間にわたって償還される。グループの経済的持分が限られていることを

考慮すると、グループは所有によるリスクおよび便益の大部分を有していないと判断されるため、これらの

ファンドの大半はオフ・バランスシートである。

グループのマネー・マーケット以外の投資ファンドにおける総資産

2007年 2006年

百万ポンド 百万ポンド

管理資産

スペシャリスト・ファンド 30,556 31,144

ローカル・インベストメント・マネジメント・ファンド 31,864 28,299

マルチ・マネージャー 2,167 724

64,587 60,167

グループのマネー・マーケット以外のファンドにおける総資産－オン・バランスシート

2007年 2006年

百万ポンド 百万ポンド

スペシャリスト・ファンド 71 53

ローカル・インベストメント・マネジメント・ファンド 19 18

90 71

上記のオン・バランスシートの資産はすべて、金融投資として分類されている。

グループのマネー・マーケット以外のファンドにおける持分－オフ・バランスシート

2007年 2006年

百万ポンド 百万ポンド

スペシャリスト・ファンド 30,485 31,091

ローカル・インベストメント・マネジメント・ファンド 31,845 28,281

マルチ・マネージャー 2,167 724

64,497 60,096

2007年12月31日現在のオフ・バランスシートのマネー・マーケット・ファンドに対するグループの金融

投資は、263百万ポンド（2006年：257百万ポンド）であった。これらの金融投資は、グループの貸借対照表

に公正価値で計上されている。

導管会社
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グループは、マルチセラー導管会社を利用してグループの顧客に代替的な資金調達源を提供するため

（自動車ローン債権などが例に挙げられる）、または証券投資導管会社によってニーズに合った投資機会

を投資家に提供するために設立されたSPEに出資し、それを管理している。

マルチセラー導管会社は、通常CPの発行による第三者投資家の資金を用いた貸付金など、第三者が組成し

た多様な資産プールにおける持分を購入する。資産プールにおいて導管会社が受領したキャッシュ・フ

ローは、投資家によって提供された資金を返済するために使われる。グループは、第三者オリジネータ向け

資金調達源の分散化を促進し、多様なリスク選好の幅広い投資家を引き付けるために、導管会社の債券発行

を様々なリスク等級に分散できるように管理している。またグループは、マルチセラー導管会社に対して、

信用状などプログラム全体にわたる信用補完や流動性枠を提供している。グループのマルチセラー導管会

社には、リージェンシー・アセッツ・リミテッド（「リージェンシー」）およびブライアント・パーク・

ファンディング・エルエルシー（「ブライアント・パーク」）がある。グループは、リージェンシーおよび

ブライアント・パークに100パーセントの流動性枠を提供した。

ソリティア・ファンディング・リミテッド（「ソリティア」）などの証券投資導管会社は、マルチセ

ラー導管会社と同じような方法で運営されているが、貸付金のかわりにAAA格付けのアセット・バック証券

を第三者市場参加者から購入している。この点においては、証券投資導管会社はマルチセラー導管会社より

もSIVに類似している。カリナンやアッシャーと異なり、グループはソリティアに信用状と100パーセントの

流動性枠を提供した。

ソリティア－資産クラス別格付け

2007年 2006年

百万ポンド 百万ポンド

S&P格付け

AAA 10,772 10,368

投資合計 10,496 10,289

その他資産 276 79

資産合計 10,772 10,368

ソリティア－貸借対照表分類別資産合計

2007年 2006年

百万ポンド 百万ポンド

公正価値評価の指定を受けた金融商品 50 50

デリバティブ資産 30 10

銀行に対する貸付金 125 －

金融投資 10,291 10,229

その他資産 276 79

10,772 10,368

ソリティアの金融投資は、グループの貸借対照表に公正価値で計上されている。

ソリティア－資金調達の構成

合計 当行の資金提供
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百万ポンド 百万ポンド

2007年

コマーシャル・ペーパー 11,452 3,869

2006年

コマーシャル・ペーパー 10,309 －

グループは、リスクおよび便益の大部分を得ているため、これらの導管会社を設立時より連結している。

証券化

グループは、資金調達源を分散化することを目的として、さらにこの資金調達源の費用効率および資本効

率が良い場合に、顧客に対する貸付金を証券化するためにグループが組成したSPEを利用している。グルー

プが所有によるリスクと便益の大部分を有していないためSPEが連結されない１件の小口の証券化を除い

て、その他のSPEは連結されている。信用補完は、SPEによって発行された上位債務について投資適格格付け

を得るために用いられる。

グループはさらに、ドイツにおいて定期証券化プログラムを設立し、第三者貸付金を証券化している。グ

ループは、SPEの所有によるリスクと便益を得ていないため、当該証券化ビークルの大部分を連結していな

い。

その他

グループは、例えば顧客との仕組取引を促進するため、また公共部門および民間部門のインフラ計画、資

産およびストラクチャード・ファイナンス取引に資金を提供するために、通常の業務の一環としてSPEを設

立している。グループはこれらSPEの所有によるリスクおよび便益の大部分を有していないため、これらの

オフ・バランスシートのビークルを連結していない。

グループは、これらのビークルについて保証もしくは損失補償を与えておらず、支援も提供していない。

「その他」のSPEのカテゴリーには、以下の種類のSPEが含まれている。

ストラクチャード・クレジット取引

グループは、ときにレバレッジに基づいて負債証券の参照ポートフォリオに対するエクスポージャーを

入手したいと考えている第三者の機関投資家に対して、ストラクチャード・クレジット取引を提供してい

る。投資家は、SPEによって発行された債券を購入することによって関連する参照ポートフォリオのリスク

および便益を得ている。SPEは、参照ポートフォリオのリスクおよび便益をSPEに引き渡すために、通常はデ

リバティブの形で、グループと契約を締結する。SPEとのデリバティブ契約に関連するグループのリスクは、

グループのトレーディング市場リスク枠組の範囲内で管理される。153ページの「市場リスク管理」を参照

のこと。

投資家に発行された債券の格付けを可能にするため、SPEを通した取引が促進されている。グループが特

定のSPEにおける債券を所有している場合を除き、投資家が債券を通じて所有によるリスクと便益のほぼ全

てを負担しているため、当該SPEはグループに連結されていない。

EDINET提出書類

エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー(E22630)

有価証券届出書（通常方式）

729/794



公共部門および民間部門のインフラ計画

グループは、政府当局によって着手されているインフラ計画に資金援助を行うため、「公共－民間パート

ナーシップ」に参加している。資金調達は、通常、SPEを利用して行われる。グループは、ビークルのリスクお

よび便益の大部分を有しているため、当該SPEを連結している。

資産ファイナンス取引

グループの資産およびストラクチャード・ファイナンス（「ASF」）事業は、SPEを利用して制限を課す

ことが慣習となっている航空機およびその他の物的資産のリースおよび資金調達契約、ならびにSPEが費用

効率を導入しているストラクチャード・ローンおよび預金に特化している。関係の実体が、グループがSPE

を支配していることを示す場合、グループはこれらのSPEを連結している。

第三者出資SPE

第三者から資金提供を受けているSIV、導管会社および証券化に対するグループのエクスポージャーは、

標準的な市場条件に基づく通常の銀行業務契約から生じている。グループは、第三者SIV、導管会社、および

証券化に対して信用補完を提供していない。

その他のオフ・バランスシート契約

金融保証、信用状および類似する引受業務

注記39は、様々な種類の保証について説明しており、このような契約に基づく潜在的な将来最高支払額を

開示している。すべての形式の保証に関連する信用リスクは、オン・バランスシートの信用供与と同じ方法

で評価され、必要に応じて、評価された減損についての引当金が「その他引当金」として計上される。

貸付契約

未実行の与信枠は、178ページ（訳注：原文のページ数である）の注記39に開示されている。未実行の与

信枠の大部分は、個人向けクレジット・カードの「購買余力」与信枠、事前承認貸付金を提供する潜在的顧

客に発行された小切手、通知貸越枠、および顧客承諾待ちの抵当貸付申込から生じている。

グループは通常、個人顧客への貸越、クレジット・カードまたはその他の与信枠の諸条件について、顧客

への通知を行うことで変更または終了させる権利を有している。法人向け貸付契約については、重要な悪影

響を及ぼす変更がある場合には、資金へのアクセスを制限することによって、多くの契約においてグループ

のポジションが保護される。

レバレッジド・ファイナンス取引

レバレッジド・ファイナンス取引に関連する貸付契約は、組成後にその貸付金を売却することがグルー

プの意思である場合、デリバティブとして会計処理されている。2007年12月31日現在、レバレッジド・ファ

イナンス取引に関連するグループの契約債務は29億ポンドであり、そのうち20億ポンドは既に資金調達さ

れており、９億ポンドが未調達である。2007年度中に、市場の混乱が発生する以前に価格設定されていた取

引に関連して、55百万ポンドの損失がトレーディング収益に計上された。残りの取引については、信用スプ
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レッドが拡大した後に価格設定されており、額面で評価されている。

39 偶発債務、契約債務および保証

偶発債務および契約債務

グループ 当行

2007年 2006年 2007年 2006年

百万ポンド 百万ポンド

契約金額

偶発債務

保証および担保に供される取消不能信用状 18,972 23,698 10,816 16,723

その他偶発債務 75 59 － －

19,047 23,757 10,816 16,723

契約債務

信用状および短期貿易関連取引 1,621 1,414 447 532

先渡資産購入および先々預金 38 54 － －

未実行のノート発行枠およびリボルビング引

受枠
19 32 － －

未実行の公式スタンドバイ契約、クレジットラ

インおよびその他の貸付契約債務
(1)
：

－１年以下 108,149 100,248 78,934 74,111

－１年超 36,192 29,604 22,945 19,693

146,019 131,352 102,326 94,336

(1) 契約上の当初満期に基づく。

上表は偶発債務、契約債務および保証の額面元本を開示している。それらは主に信用関連商品であり、金

融および非金融保証ならびに信用供与に関する契約債務を含む。額面元本は、契約がすべて実行され、顧客

が債務不履行となった場合のリスク金額を表している。保証および契約債務の大部分が未実行のまま失効

すると予想されるため、契約金額合計は将来必要となる流動性の金額を表すものではない。

保証

グループは第三者顧客およびグループ会社のために保証および同様の取引を提供している。これらの保

証は一般的にグループの通常の銀行業務において提供されている。提供された主な保証の種類、および2007

年12月31日においてグループが将来要求され得る潜在的支払金額の最大額は以下のとおりである。

グループ

2007年12月31日現在 2006年12月31日現在

第三者を受益

者とする保証

他のエイチエ

スビーシー

グループ会社

を受益者とす

るグループに

よる保証

第三者を受益

者とする保証

他のエイチエ

スビーシー

グループ会社

を受益者とす

るグループに

よる保証

百万ポンド 百万ポンド
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保証の種類

金融保証
(1) 8,957 1,266 8,925 729

金融保証であるスタンドバイ信用状
(2) 752 68 32 －

その他直接信用補完
(3) 191 6 846 19

契約履行保証債
(4) 1,751 29 505 19

入札保証債
(4) 129 4 82 4

特定の取引に関連するスタンドバイ信用状
(4) 412 － 320 －

その他取引関連保証
(4) 5,215 71 12,156 48

その他項目 196 － 72 －

合計 17,603 1,444 22,938 819

当行

2007年12月31日現在 2006年12月31日現在

第三者を受益

者とする保証

他のエイチエ

スビーシー

グループ会社

を受益者とす

るグループに

よる保証

第三者を受益

者とする保証

他のエイチエ

スビーシー

グループ会社

を受益者とす

るグループに

よる保証

百万ポンド 百万ポンド

保証の種類

金融保証契約
(1) 6,382 1,069 6,786 557

金融保証であるスタンドバイ信用状
(2) － － － －

その他直接信用補完
(3) 1 － 6 －

契約履行保証債
(4) 648 22 495 19

入札保証債
 (4) 19 3 30 3

特定の取引に関連するスタンドバイ信用状
(4) 74 － 90 －

その他取引関連保証
(4) 2,461 16 8,713 15

その他項目 121 － 9 －

合計 9,706 1,110 16,129 594

(1) 金融保証は、債券の当初または変更後の支払期限が到来した際に、特定の債務者が約定返済を行わなかったことに

より発生する保有者の損失を弁済するために、発行者に所定の金額の支払を要求する契約である。上表の金額は額

面元本である。

(2) 金融保証契約であるスタンドバイ信用状は、顧客が契約の履行を怠った場合にエイチエスビーシー・バンク・ピー

エルシーに第三者への支払義務が生じる取消不能債務である。

(3) その他直接信用補完には、発行者が対象船積への所有権を留保することに関する条件なしに発行される再保険信用

状および貿易関連信用状を含む。

(4) 契約履行保証債、入札保証債、スタンドバイ信用状およびその他取引関連保証は、グループに対する支払義務が将来

事象の結果に基づき発生する取引である。

上表に開示された金額は、多数の個別保証約定に基づくグループの支払債務の最大額を反映している。保

証から生じるリスクおよびエクスポージャーは、グループの総合的な信用リスク管理方針および手続に

従って把握され管理されている。

契約期間が１年を超える保証は毎年グループによる信用レビューを受けている。
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グループが顧客のために保証を提供する場合、グループは保証に基づいて支払った金額を顧客から回収

する権利を留保している。

既存の保証契約に基づくグループの債務に関する引当金

2007年 2006年

百万ポンド 百万ポンド

保証および担保として供された項目 5 14

その他項目 5 4

2007年12月31日現在、グループは多数のサプライヤーから土地および建物ならびにその他固定資産を282

百万ポンド（2006年：330百万ポンド）で１年以内に購入する契約を有している。

グループには合弁事業および関連会社に関連して共同または単独で負っている偶発債務および契約債務

はなかった。

40 リース契約

ファイナンス・リース契約

2007年 2006年

将来の最低

支払額合計
金利費用 現在価値

将来の最低

支払額合計
金利費用 現在価値

百万ポンド 百万ポンド

１年以内 13 (12) 1 15 (14) 1

１年超５年以内 51 (51) － 66 (63) 3

５年超 415 (87) 328 356 (32) 324

479 (150) 329 437 (109) 328

2007年12月31日現在、取消不能サブリースに基づいて受領される予定の将来の最低サブリース料は232百

万ポンド（2006年：83百万ポンド）であった。

オペレーティング・リース契約

2007年12月31日現在、グループは有形固定資産に関する多数の解約不能オペレーティング・リース契約

を有しており、その将来の最低リース支払額が複数年にわたり発生することになっている。

土地および建物

2007年 2006年

百万ポンド 百万ポンド

以下の期間に期日が到来する解約不能オペレーティング・リース

に基づく将来の最低リース支払額
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－１年以内 110 94

－１年超５年以内 367 307

－５年超 540 361

1,017 762

2007年12月31日現在、解約不能サブリースに基づき受領される予定の将来の最低サブリース支払額は、ゼ

ロ（2006年：ゼロ）であった。

2007年に、リースおよびサブリース契約に関して「一般管理費」に計上された金額は117百万ポンド

（2006年：100百万ポンド）であり、全額が最低リース支払額に関連するものだった。

ファイナンス・リース債権

2007年 2006年

将来の最低

支払額合計

前受金融

収益
現在価値

将来の最低

支払額合計

前受金融

収益
現在価値

百万ポンド 百万ポンド

リース債権

－１年以内 729 (141) 588 486 (87) 399

－１年超５年以内 2,222 (493) 1,729 2,049 (380) 1,669

－５年超 3,502 (1,146) 2,356 3,535 (1,169) 2,366

6,453 (1,780) 4,673 6,070 (1,636) 4,434

2007年12月31日現在、85百万ポンド（2006年：77百万ポンド）の無保証残存価額が計上されており、回収

不能の最低リース料債権に対する累積引当金はゼロ（2006年：９百万ポンド）であった。

2007年に、偶発賃借料としてゼロ（2006年：25百万ポンド）が受領され、「その他営業収益」に計上され

た。

オペレーティング・リース債権

設備

2007年 2006年

百万ポンド 百万ポンド

以下の期間に期日が到来する解約不能オペレーティング・リース

に基づく将来の最低リース支払額

－１年以内 237 228

－１年超５年以内 670 737

－５年超 199 292

1,106 1,257

グループはオペレーティングおよびファイナンス・リース契約に基づいて第三者に様々な資産（車両、

不動産、航空機および一般的な機械設備を含む）をリースしている。

41 訴訟
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2007年７月27日に、英国公正取引庁（「OFT」）は、当行を含む数多くの英国の金融機関に対し、高等法院

の法的手続きを提起した。この法的手続きは、これらの金融機関の個人顧客に対する未承認の当座貸越に関

する特定の請求額（「請求」）の法律上の扱いおよび法的強制力を決定するためのものである。2008年１

月17日に高等法院の商事法廷で公判が開かれ、これらの法的手続きの予備審問が行われた。当該公判は、

2008年２月８日に結審し、予備審問の判決が待たれている。

当該法的手続きは非常に初期の段階にあり、予備審問（またはその後の重要な案件）が上訴された場合、

判決が言い渡されるまでに何年もかかる可能性がある。高等法院が、公正性に関して請求の一部または全部

を審理すべきか、または全く審理すべきではないか、および/またはコモン・ロー上の刑罰として審理すべ

きかを判断することによって、また、高等法院が請求の一部または全部を審理すべきであると判断した場合

は、調査対象期間の各請求に関する高等法院の評価によって、様々な結果が生じる可能性がある。2001年７

月以降、当時の契約に基づいて当行が行った請求は、多岐にわたっており、請求期間も異なっている。当行

は、これらの請求は現時点で、または過年度分についても有効かつ法的強制力があると考えており、強硬に

抗弁を行う予定である。

当行の現在の評価に反して、高等法院が最終的（上訴後）に当行に負債をもたらすような不利な判決を

下した場合、多数の異なる結果が生じる可能性があり、その結果の１つ１つが異なる財務的影響を及ぼすで

あろう。現在入手可能な事実および数多くの仮定に基づき、当行は、財務的影響は約300百万ポンドになる可

能性があると見積もっている。特に案件の複雑性、様々な結果が起こり得る可能性および当該法的手続きが

初期段階にあるという理由から、現段階で潜在的な財務的影響を正確に見積ることは極めて困難である。さ

らに、当行の仮定が正しくないことが判明する可能性もある。

グループは、多数のグループ子会社を通じて、通常の業務から生じた様々な司法管轄における訴訟の当事

者であり、抗弁を行っている。これらの法的手続きにより、グループの財政状態に重大な悪影響が及ぶとは

想定されていない。

42 関連当事者間取引

グループの最終的な親会社は英国で設立されたエイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー

である。

グループの関連当事者には、親会社、兄弟会社、関連会社、合弁事業、エイチエスビーシーの従業員のため

の退職後給付制度、主な経営陣、主な経営陣の近親者および主な経営陣またはその近親者によって支配、共

同支配または重要な影響を受けている会社が含まれる。

取締役およびその他が関与する取引および契約

下表はIAS第24号「関連当事者についての開示」に基づき開示すべき、グループと当行および親会社エイ

チエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシーの主な経営陣、ならびにその関係者またはその支配企

業との間の取引を示している。

主な経営陣は、エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーおよびエイチエスビーシー・グループの活

動を計画、指示および管理する権限および責任を持つ者と定義され、エイチエスビーシー・バンク・ピーエ

ルシーおよびエイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシーの取締役ならびにエイチエスビー

シー・ホールディングス・ピーエルシーの常務取締役が含まれる。

EDINET提出書類

エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー(E22630)

有価証券届出書（通常方式）

735/794



2007年 2006年

人数
当期中最高

残高
(1)

12月31日

現在残高
(1) 人数

当期中最高

残高
(1)

12月31日

現在残高
(1)

千ポンド 千ポンド 千ポンド 千ポンド

主な経営陣ならびにそ

の関係者およびその支

配会社

貸付金 110 379,869 271,991 54 158,512 103,069

クレジットカード 47 635 267 47 681 443

保証 17 14,811 13,224 3 5,911 5,202

(1) 当期末残高および当期中最高残高の開示は、当期中の取引を表す最も有用な情報と考えられている。

IAS第24号に基づく主な経営陣との関連当事者間取引の開示に加えて、グループは、1985年会社法第232条

により、エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーおよびその子会社による取締役、関係者およびその支

配企業ならびにエイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーの役員との間で締結された取引および契約の

詳細を開示するよう求められている。会社法では、当行の親会社エイチエスビーシー・ホールディングス・

ピーエルシーの主な経営陣との取引に関する開示は求められていない。

2007年 2006年

人数
12月31日

現在残高
人数

12月31日

現在残高

千ポンド 千ポンド

取締役、関係者およびその支配企業

貸付金 12 11,038 17 8,369

クレジットカード 20 68 18 92

保証 1 12 1 12

役員

貸付金 19 7,018 32 7,003

クレジットカード 21 108 20 113

保証 － － － －

すべての取引は、通常の業務において、同様の状況にある個人またはその他の従業員との比較可能な取引

に適用されるものと実質的に同一の条件（金利や担保を含む）で行われた。当該取引は、返済に関する一般

水準を上回るリスクや、その他の不利な要素を伴うものではなかった。

IAS第24号に基づくグループの主な経営陣に対する報酬

2007年 2006年

千ポンド 千ポンド

短期従業員給付 6,665 5,534

退職後給付 395 400

株式に基づく報酬 4,432 3,081

11,492 9,015
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取締役およびその他の主な経営陣の株式保有およびオプション

2007年12月31日

現在残高

2006年12月31日

現在残高

取締役およびその他の主な経営陣（およびその関係者）が保有す

る資本参加制度に基づく株式オプション数
904,327 1,571,328

取締役およびその他の主な経営陣（およびその関係者）が保有す

る株式数
7,297,558 3,900,008

その他の関連当事者との取引

関連会社および合弁事業

グループ

2007年 2006年

当期中

最高残高
(1)

2007年12月31

日現在残高
(1)

当期中

最高残高
(1)

2006年12月31

日現在残高
(1)

百万ポンド 百万ポンド

合弁事業に対する債権

－劣後 － － － －

－非劣後 216 202 342 24

関連会社に対する債権

－劣後 19 － 19 19

－非劣後 33 － 54 33

合弁事業に対する債務 20 20 804 12

関連会社に対する債務 166 1 166 166

(1) 当期末残高および当期中最高残高の開示は、当期中の取引を表す最も有用な情報と考えられている。

当行

2007年 2006年

当期中

最高残高
(1)

12月31日

現在残高
(1)

当期中

最高残高
(1)

12月31日

現在残高
(1)

百万ポンド 百万ポンド

合弁事業に対する債権

－劣後 － － － －

－非劣後 161 161 342 －

関連会社に対する債権

－劣後 － － － －

－非劣後 1 － 18 1

合弁事業に対する債務 4 4 763 －

関連会社に対する債務 29 1 47 29

(1) 当期末残高および当期中最高残高の開示は、当期中の取引を表す最も有用な情報と考えられている。
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上記の残高は、通常の業務において、第三者との比較可能な取引に適用されるものと実質的に同一の条件

（金利や担保を含む）で実行された取引から生じたものである。

グループとエイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシーおよびエイチエスビーシー・ホール

ディングス・ピーエルシー兄弟会社との取引

以下の取引には、エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシーに対する債権債務が含まれる。

2007年 2006年

当期中

最高残高
(1)

当期末

現在残高
(1)

当期中

最高残高
(1)

当期末

現在残高
(1)

百万ポンド 百万ポンド

資産

トレーディング資産 37 7 159 9

公正価値評価の指定を受けた金融資産 15 15 － －

デリバティブ － － － －

銀行に対する貸付金 － － － －

顧客に対する貸付金 60 33 35 35

金融投資 1 1 1 1

その他資産 － － － －

2007年 2006年

当期中

最高残高
(1)

当期末

現在残高
(1)

当期中

最高残高
(1)

当期末

現在残高
(1)

百万ポンド 百万ポンド

負債

トレーディング負債 13 12 2,561 13

銀行からの預金 － － － －

顧客からの預金 3,308 2,931 2,287 2,287

デリバティブ － － － －

保証 － － － －

2007年12月31日に

終了した年度

2006年12月31日に

終了した年度

百万ポンド 百万ポンド

損益計算書

受取利息 － －

支払利息 111 123

配当金 14 10

受取手数料 － －

支払手数料 － －

トレーディング収益 － －

その他営業収益 － －

一般管理費 48 50
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(1) 当期末残高および当期中最高残高の開示は、当期中の取引を表す最も有用な情報と考えられている。

以下の取引にはエイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー兄弟会社に対する債権債務が含

まれる。

2007年 2006年

当期中

最高残高
(1)

当期末

現在残高
(1)

当期中

最高残高
(1)

当期末

現在残高
(1)

百万ポンド 百万ポンド

資産

トレーディング資産 9,895 7,453 2,859 2,314

デリバティブ 24,494 7,445 12,981 4,061

銀行に対する貸付金 5,968 5,968 5,441 3,685

顧客に対する貸付金 1,646 1,102 2,626 625

金融投資 5,829 5,829 6,341 5,493

その他資産 1,983 716 2,996 370

2007年 2006年

当期中

最高残高
(1)

当期末

現在残高
(1)

当期中

最高残高
(1)

当期末

現在残高
(1)

百万ポンド 百万ポンド

負債

トレーディング負債 19,563 17,345 2,780 2,780

銀行からの預金 6,962 6,095 7,837 4,345

顧客からの預金 2,131 1,429 2,758 1,537

デリバティブ 26,536 8,966 14,564 5,722

保証 151 116 137 137

2007年12月31日に

終了した事業年度

2006年12月31日に終

了した事業年度

百万ポンド 百万ポンド

損益計算書

受取利息 556 491

支払利息 379 322

配当金 － －

受取手数料 99 102

支払手数料 135 111

トレーディング収益 316 120

その他営業収益 27 30

一般管理費 120 33

(1) 当期末残高および当期中最高残高の開示は、当期中の取引を表す最も有用な情報と考えられている。

上記の残高は、通常の業務において、第三者との比較可能な取引に適用されるものと実質的に同一の条件

（金利や担保を含む）で実行された取引から生じたものである。
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エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーとその子会社、エイチエスビーシー・ホールディングス・

ピーエルシーおよびエイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー兄弟会社との間の取引

以下の取引には、エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーとその子会社に対する債権債務が含まれ

る。

2007年 2006年

当期中

最高残高
(1)

当期末現在

残高
(1)

当期中

最高残高
(1)

当期末現在

残高
(1)

百万ポンド 百万ポンド

資産

トレーディング資産 40,138 40,138 6,706 4,961

デリバティブ 8,341 8,341 4,612 4,612

銀行に対する貸付金 5,026 3,798 9,667 3,521

顧客に対する貸付金 7,930 7,594 8,930 6,546

金融投資 － － － －

その他資産 － － － －

負債

トレーディング負債 16,153 13,567 5,523 2,991

銀行からの預金 12,695 10,827 12,557 8,345

顧客からの預金 11,470 11,470 10,144 10,144

デリバティブ 8,056 8,056 4,487 4,020

保証 998 998 496 460

(1) 当期末残高および当期中最高残高の開示は、当期中の取引を表す最も有用な情報と考えられている。

以下の取引には、エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーとエイチエスビーシー・ホールディング

ス・ピーエルシーに対する債権債務が含まれる。

2007年 2006年

当期中

最高残高
(1)

当期末現在

残高
(1)

当期中

最高残高
(1)

当期末現在

残高
(1)

百万ポンド 百万ポンド

資産

トレーディング資産 37 7 86 9

デリバティブ － － － －

銀行に対する貸付金 － － － －

顧客に対する貸付金 60 33 35 35

金融投資 － － － －

その他資産 － － － －

負債

トレーディング負債 13 12 2,554 13

銀行からの預金 － － － －

顧客からの預金 3,289 2,919 2,273 2,273

デリバティブ － － － －

保証 － － － －

(1) 当期末残高および当期中最高残高の開示は、当期中の取引を表す最も有用な情報と考えられている。
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以下の取引には、エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーとエイチエスビーシー・ホールディング

ス・ピーエルシー兄弟会社に対する債権債務が含まれる。

2007年 2006年

当期中

最高残高
(1)

当期末現在

残高
(1)

当期中

最高残高
(1)

当期末現在

残高
(1)

百万ポンド 百万ポンド

資産

トレーディング資産 8,803 6,634 2,863 2,195

デリバティブ 5,335 5,255 2,602 2,366

銀行に対する貸付金 4,890 4,329 5,122 3,075

顧客に対する貸付金 982 982 2,425 509

金融投資 － － － －

その他資産 204 36 232 98

2007年 2006年

当期中

最高残高
(1)

当期末現在

残高
(1)

当期中

最高残高
(1)

当期末現在

残高
(1)

百万ポンド 百万ポンド

負債

トレーディング負債 19,497 16,272 2,720 2,720

銀行からの預金 4,323 4,200 4,317 2,105

顧客からの預金 1,850 1,147 2,318 1,289

デリバティブ 5,826 5,826 3,667 3,667

保証 113 70 97 97

(1) 当期末残高および当期中最高残高の開示は、当期中の取引を表す最も有用な情報と考えられている。

上記の残高は、通常の業務において、第三者との比較可能な取引に適用されるものと実質的に同一の条件

（金利や担保を含む）で実行された取引から生じたものである。

年金基金

2007年12月31日現在、グループの運用年金基金に係る管理サービスに対する手数料として、1.6百万ポン

ド（2006年：1.6百万ポンド）がグループ会社によって稼得された。グループの年金基金により、215百万ポ

ンド（2006年：143百万ポンド）が銀行子会社に預金されている。

上記の残高は、通常の業務において、第三者との比較可能な取引に適用されるものと実質的に同一の条件

（金利や担保を含む）で実行された取引から生じたものである。

エイチエスビーシー・バンク（UK）年金制度（「制度」）は、負債のインフレおよび金利感応度を管理

するために、当行とスワップ取引を締結している。2007年12月31日現在、スワップの名目元本合計は、14,994

百万ポンド（2006年：7,390百万ポンド）で、スワップは当行に対して124百万ポンドの負の公正価値

（2006年：当行に対して139百万ポンドの正の公正価値）を有しており、当行は、当該スワップに関して制

度に378百万ポンド（2006年：133百万ポンド）の担保を差し入れていた。すべてのスワップは、市場レート

で標準の市場のビッド／オファー・スプレッドの範囲内で実行された。
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分散要件を満たすため、受託会社は当行および制度との間のスワップ取引に対し特別担保条項を求めて

いる。当該担保契約は、制度から当行へ担保を差し入れることはないと規定している。当行は、当行が契約を

履行できなかった場合のスワップ取引再構築費用として十分であると受託会社が確信する金額を担保とし

て制度に差し入れる。契約条件に基づき、担保の増額が必要な場合、当行は日次で追加差入れを行い、担保の

減額については月次で当行に返済される。

上述の特別担保契約を除き、当行と制度との間のスワップ取引はすべて、第三者との比較可能な取引に適

用されるものと実質的に同一の条件で行われている。

43 後発事象

貸借対照表日の後、2007年12月31日現在の財務諸表に開示または調整が必要となる重要な事象は発生し

ていない。

2008年２月29日に、当行の完全所有子会社であるエイチエスビーシー・フランスは、傘下のフランスの地

方銀行７行の買収に関して、21億ユーロ（15億ポンド）の確定オファーをバンク・フェデラーレ・デ・バ

ンク・ポピュレールから受取った。当該オファーに基づき、エイチエスビーシー・フランスはバンク・フェ

デラーレ・デ・バンク・ポピュレールとの間で独占交渉を行っている。エイチエスビーシー・フランスは、

最終決定を下す前に関連する従業員代表組織の代表者と協議を開始する予定である。すべての取引に対し

て、フランス規制当局の承認が必要となる。

2007年12月31日現在、フランスの地方銀行子会社７行に帰属する資産総額は84億ユーロ（62億ポンド）

で、2007年12月31日に終了した事業年度の税引後利益は100百万ユーロ（71百万ポンド）であった。

2008年３月３日、取締役会は当財務諸表の公表を承認した。

次へ 
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(2) 　中間財務書類

① 連結損益計算書

６月30日に終了した６ヶ月（未監査） 2008年12月31日に

終了した事業年度2009年 2008年

注記 百万ポンド 百万円 百万ポンド 百万円 百万ポンド 百万円

受取利息 6,9831,032,716 9,1651,355,412 18,998 2,809,614 

支払利息 (2,834)(419,120)(6,793)(1,004,617)(13,301)(1,967,085)

正味受取利息 4,149 613,596 2,372 350,795 5,697 842,529 

受取手数料 2,817 416,606 2,850 421,487 5,453 806,444 

支払手数料 (777)(114,911)(741) (109,586)(1,496)(221,243)

正味受取手数料 2,040 301,696 2,109 311,900 3,957 585,201 

トレーディング収

益（正味受取利息

を除く）

622 91,988 826 122,157 1,165 172,292 

トレーディング活

動による正味受取

利息

954 141,087 976 144,341 1,802 266,498 

トレーディング純

収益
1,576 233,075 1,802 266,498 2,967 438,790 

公正価値評価の指

定を受けた金融商

品からの純収益／

（費用）

236 34,902 (541) (80,008)(1,097)(162,235)

金融投資による純

収益
(162) (23,958) 284 42,001 82 12,127 

配当金 17 2,514 21 3,106 85 12,571 

正味保険料収入 1,437 212,518 1,157 171,109 2,891 427,550 

その他営業収益 485 71,727 551 81,487 1,593 235,589 

営業収益合計 9,7781,446,068 7,7551,146,887 16,175 2,392,121 

正味発生保険金お

よび保険契約準備

金の変動

(1,580)(233,666)(704) (104,115)(1,835)(271,378)

正味営業収益（貸

倒損失およびその

他の信用リスク引

当金控除前）

8,1981,212,402 7,0511,042,772 14,340 2,120,743 

貸倒損失およびそ

の他の信用リスク

引当金

4 (1,795)(265,463)(572) (84,593)(1,861)(275,223)

正味営業収益 6,403 946,940 6,479 958,179 12,479 1,845,519 

従業員報酬および

給付
5 (2,252)(333,048)(2,219)(328,168)(4,498)(665,209)
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一般管理費 (1,515)(224,053)(1,398)(206,750)(3,049)(450,917)

有形固定資産の減

価償却および減損
(223) (32,979) (217) (32,092) (466) (68,917)

無形資産の償却お

よび減損
(69) (10,204) (47) (6,951) (109) (16,120)

営業費用合計 (4,059)(600,286)(3,881)(573,961)(8,122)(1,201,163)

営業利益 2,344 346,654 2,598 384,218 4,357 644,357 

関連会社および合

弁事業における利

益持分

14 2,070 - - 9 1,331 

税引前当期純利益 2,358 348,725 2,598 384,218 4,366 645,688 

法人所得税費用 (516) (76,311) (568) (84,002) (843)(124,671)

当期純利益 1,842 272,413 2,030 300,217 3,523 521,016 

親会社株主に帰属

する利益
1,806 267,089 1,984 293,414 3,441 508,889 

少数株主に帰属す

る利益
36 5,324 46 6,803 82 12,127 

② 連結包括利益計算書

６月30日に終了した６ヶ月（未監査）

2009年 2008年

百万ポンド 百万円 百万ポンド 百万円

当期純利益 1,842 272,413 2,030 300,217 

その他包括利益

売却可能投資：

－資本に計上された公正価値に係る利

益／（損失）
1,396 206,454 (3,080) (455,501)

－損益計算書へ振替えられた公正価値に

係る損失／（利益）
90 13,310 (275) (40,670)

－減損に関する損益計算書への振替額 375 55,459 29 4,289 

－法人税 (138) (20,409) 158 23,367 

キャッシュ・フロー・ヘッジ：

－資本に計上された公正価値に係る利益/

（損失）
71 10,500 (195) (28,839)

－損益計算書へ振替えられた公正価値に

係る損失/（利益）
2 296 (16) (2,366)

－法人税 (20) (2,958) 60 8,873 

確定給付制度に係る数理上の損失

－法人税引前 (2,396) (354,344) (335) (49,543)

－法人税 666 98,495 91 13,458 

換算差額 (1,567) (231,744) 1,032 152,622 
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当期その他包括利益（税引後） (1,521) (224,941) (2,531) (374,310)

当期包括利益合計 321 47,473 (501) (74,093)

以下に帰属する当期包括利益合計：

－親会社株主 342 50,578 (563) (83,262)

－少数株主 (21) (3,106) 62 9,169 

321 47,473 (501) (74,093)

③ 連結財政状態計算書

2009年６月30日現在

（未監査）

2008年６月30日現在

（未監査）
2008年12月31日現在

注記 百万ポンド 百万円 百万ポンド 百万円 百万ポンド 百万円

資産

現金および中央銀

行

預け金

13,6832,023,579 2,960 437,754 9,4701,400,518 

他行から回収中の

項目
2,229 329,647 2,554 377,711 1,917 283,505 

トレーディング資

産
6 158,63723,460,826 171,31925,336,367 172,02625,440,925 

公正価値評価の指

定を受けた金融資

産

6 14,6692,169,398 14,1642,094,714 13,8952,054,932 

デリバティブ 6 138,16520,433,222 86,49212,791,302 243,08435,949,693 

銀行に対する貸付

金
4,6 49,6947,349,246 54,7418,095,646 50,7197,500,833 

顧客に対する貸付

金
4,6 279,50941,336,586 258,11438,172,479 298,30444,116,179 

金融投資 6 91,75313,569,351 68,99210,203,227 103,51115,308,242 

その他資産 6,257 925,348 7,3921,093,203 8,8021,301,728 

当期税金資産 66 9,761 - - 215 31,796 

売却目的資産 - - 6,427 950,489 - -

前払金および未収

収益
4,387 648,793 4,946 731,464 5,625 831,881 

関連会社および合

弁事業における持

分

77 11,388 65 9,613 73 10,796 

のれんおよび無形

資産
10,8081,598,395 9,9001,464,111 11,7801,742,144 

有形固定資産 4,541 671,568 4,110 607,828 4,697 694,639 

繰延税金資産 336 49,691 39 5,768 113 16,712 

資産合計 774,811114,586,799 692,215102,371,676924,231136,684,523

負債および資本

EDINET提出書類

エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー(E22630)

有価証券届出書（通常方式）

745/794



負債

銀行からの預金 6 56,6348,375,602 61,0649,030,755 61,4319,085,031 

顧客からの預金 6 351,38751,966,623 293,50943,407,046 369,88054,701,553 

他行へ送金中の項

目
1,680 248,455 1,695 250,674 1,802 266,498 

トレーディング負

債
6 119,05317,606,748 120,81417,867,182 124,45018,404,911 

公正価値評価の指

定を受けた金融負

債

6 14,9912,217,019 15,8862,349,381 15,1842,245,562 

デリバティブ 6 134,97719,961,749 85,79312,687,927 241,03135,646,075 

発行済負債証券 6 37,3915,529,755 49,3637,300,294 52,3087,735,830 

売却目的処分グ

ループ負債
- - 5,391 797,275 - -

その他負債 5,307 784,852 7,2021,065,104 6,8971,019,997 

当期未払税金 443 65,515 339 50,135 197 29,134 

保険契約に基づく

負債
15,3382,268,337 13,5171,999,029 16,1322,385,761 

未払費用および繰

延収益
4,086 604,279 5,049 746,697 5,464 808,071 

引当金 387 57,233 356 52,649 428 63,297 

繰延税金負債 131 19,374 234 34,606 443 65,515 

退職給付債務 2,701 399,451 892 131,918 664 98,199 

劣後債務 6 6,654 984,060 5,767 852,882 7,2591,073,534 

負債合計 751,160111,089,052 666,87198,623,552 903,570133,628,967

2009年６月30日現在

（未監査）

2008年６月30日現在

（未監査）
2008年12月31日現在

注記 百万ポンド 百万円 百万ポンド 百万円
百万ポン

ド
百万円

資本

払込済株式資本 797 117,868 797 117,868 797 117,868 

資本剰余金勘定 20,0262,961,645 16,4992,440,037 17,2492,550,955 

その他持分商品 1,750 258,808 1,750 258,808 1,750 258,808 

その他準備金 (7,576)(1,120,415)(2,327)(344,140)(7,842)(1,159,753)

利益剰余金 8,062 1,192,289 8,0191,185,930 7,9691,178,535 

株主資本合計 23,0593,410,196 24,7383,658,503 19,9232,946,412 

少数株主持分 592 87,551 606 89,621 738 109,143 

資本合計 23,6513,497,746 25,3443,748,124 20,6613,055,555 

資本および負債

合計
774,811114,586,799 692,215102,371,676924,231136,684,523

MF ゲーガン（取締役会副会長）
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2009年８月３日

④ 連結株主資本変動計算書

2009年６月30日

その他準備金

払込済

株式資本

資本

剰余金

その他

持分商品

利益

剰余金

売却可能公

正価値準備

金

キャッシュ

・フロー・

ヘッジ準備

金

為替

準備金

株主資本

合計

少数株主

持分

資本

合計

百万ポンド

１月１日現在 797 17,249 1,750 7,969 (11,627) 327 3,458 19,923 738 20,661

株式資本発行（費

用控除後）
1

- 2,777 - - - - - 2,777 - 2,777

株主への配当金 - - - (77) - - - (77) - (77)

持分決済型の株式

報酬の正味影響額
- - - 94 - - - 94 - 94

少数株主持分の取

得
2

- - - - - - - - (125) (125)

当期包括利益合計 - - - 76 1,723 53 (1,510) 342 (21) 321

６月30日現在 797 20,026 1,750 8,062 (9,904) 380 1,948 23,059 592 23,651

1
 2009年６月30日に終了した６ヶ月における引受済新規資本はすべてエイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシーに対して発

行された。詳細は注記11を参照のこと。
2
 エイチエスビーシー・プライベート・バンク（スイス）エスエーの少数株主持分の取得に関連している。注記10「関連当事者間取引」を

参照のこと。

2009年６月30日

その他準備金

払込済

株式資本

資本

剰余金

その他

持分商品

利益

剰余金

売却可能

公正価値

準備金

キャッ

シュ・フ

ロー・

ヘッジ準

備金

為替

準備金

株主資本

合計

少数株主

持分

資本

合計

百万円

１月１日

現在
117,868 2,550,955 258,808 1,178,535 (1,719,517)48,360 511,404 2,946,412 109,143 3,055,555 

株式資本

発行（費

用控除

後）
1

- 410,691 - - - - - 410,691 - 410,691 

株主への

配当金
- - - (11,388) - - - (11,388) - (11,388)

持分決済

型の株式

報酬の正

味影響額

- - - 13,902 - - - 13,902 - 13,902 

少数株主

持分の取

得
2

- - - - - - - - (18,486)(18,486)

当期包括

利益合計
- - - 11,240 254,814 7,838 (223,314)50,578 (3,106)47,473 
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６月30日

現在
117,868 2,961,645 258,808 1,192,289 (1,464,703)56,198 288,090 3,410,196 87,551 3,497,746 

1
 2009年６月30日に終了した６ヶ月における引受済新規資本はすべてエイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシーに対して発

行された。詳細は注記11を参照のこと。
2
 エイチエスビーシー・プライベート・バンク（スイス）エスエーの少数株主持分の取得に関連している。注記10「関連当事者間取引」を

参照のこと。

2008年６月30日

その他準備金

払込済

株式資本

資本

剰余金

その他

持分商品

利益

剰余金

売却可能

公正価値

準備金

キャッ

シュ・フ

ロー・

ヘッジ準

備金

為替

準備金

株主資本

合計

少数株主

持分

資本

合計

百万ポンド

１月１日現在

－報告額
797 15,499 1,000 7,587 (757) (60) 357 24,423 576 24,999

株式資本発行

（費用控除後）
- 1,000 - - - - - 1,000 - 1,000

資本証券発行 - - 750 - - - - 750 - 750

株主への配当金 - - - (1,036) - - - (1,036) - (1,036)

持分決済型の株

式報酬の正味影

響額

- - - 177 - - - 177 - 177

その他の変動額 - - - (13) - - - (13) (32) (45)

当期包括利益合

計
- - - 1,741 (3,165)(151) 1,012 (563) 62 (501)

６月30日現在 797 16,499 1,750 8,456 (3,922)(211) 1,369 24,738 606 25,344

2008年６月30日

その他準備金

払込済

株式資本

資本

剰余金

その他

持分商品

利益

剰余金

売却可能

公正価値

準備金

キャッ

シュ・フ

ロー・

ヘッジ準

備金

為替

準備金

株主資本

合計

少数株主

持分

資本

合計

百万円

１月１日現

在

－報告額

117,8682,292,147147,8901,122,041(111,953)(8,873)52,797 3,611,91785,185 3,697,102 

株式資本発

行（費用控

除後）

- 147,890 - - - - - 147,890 - 147,890 

資本証券発

行
- - 110,918 - - - - 110,918 - 110,918 

株主への配

当金
- - - (153,214) - - - (153,214) - (153,214)
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持分決済型

の株式報酬

の正味影響

額

- - - 26,177 - - - 26,177 - 26,177 

その他の変

動額
- - - (1,923) - - - (1,923)(4,732) (6,655)

当期包括利

益合計
- - - 257,476 (468,072)(22,331)149,665 (83,262)9,169 (74,093)

６月30日現

在
117,8682,440,037258,8081,250,558(580,025)(31,205)202,4613,658,50389,621 3,748,124 

⑤ 連結キャッシュ・フロー計算書

６月30日に終了した６ヶ月（未監査） 2008年12月31日に

終了した事業年度2009年 2008年

百万ポンド 百万円 百万ポンド 百万円 百万ポンド 百万円

営業活動によるキャッ

シュ・フロー

税引前利益 2,358 348,725 2,598 384,218 4,366 645,688 

調整：

－税引前利益に含まれ

る非現金項目
2,179 322,252 888 131,326 2,733 404,183 

－営業資産の変動 22,9133,388,604 (43,440)(6,424,342)(72,242)(10,683,869)

－営業負債の変動 (41,963)(6,205,908)35,7835,291,948 118,194 17,479,711 

－換算差額の消去
1 14,0322,075,192 (4,722)(698,337)(24,765)(3,662,496)

－投資活動による純利

益
(176) (26,029)(523) (77,346)(1,284) (189,891)

－関連会社および合弁

事業における利益持

分

(14) (2,070) - - (9) (1,331)

－関連会社からの分配

金
(8) (1,183) - - 2 296 

－確定給付年金制度に

対する拠出額
(141) (20,852) 135 19,965 (273) (40,374)

－法人所得税支払額 (120) (17,747)(476) (70,396)(795) (117,573)

営業活動（に使用した）

から生じた純資金
(940) (139,017)(9,757)(1,442,963)25,927 3,834,344 

投資活動に使用した

キャッシュ・フロー

金融投資の購入 (47,337)(7,000,669)(24,654)(3,646,080)(102,333)(15,134,027)

金融投資の売却による収

入
50,2927,437,684 24,0703,559,712 71,626 10,592,769 

有形固定資産の購入 (273) (40,374)(228) (33,719)(782) (115,650)

有形固定資産の売却によ

る収入
77 11,388 55 8,134 281 41,557 
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のれんおよび無形資産の

購入
(74) (10,944) (78) (11,535)(182) (26,916)

のれんおよび無形資産の

売却による収入
- - - - 18 2,662 

子会社の買収および持分

の増加による純資金支出
(247) (36,529) - - (28) (4,141)

関連会社の買収および持

分の増加による純資金支

出

(14) (2,070) (1) (148) (1) (148)

子会社の処分による収入 - - - - 1,554 229,821 

関連会社の処分による収

入
187 27,655 62 9,169 62 9,169 

株式報酬取引に備えるた

めのエイチエスビーシー

・ホールディングス・

ピーエルシーの株式の購

入

(21) (3,106) (187) (27,655)(197) (29,134)

投資活動から生じた（に

使用した）純資金
2,590 383,035 (961) (142,122)(29,982)(4,434,038)

財務活動によるキャッ

シュ・フロー

株式資本の発行 2,777 410,691 1,000 147,890 1,750 258,808 

資本証券の発行 - - 750 110,918 750 110,918 

劣後ローン実行額 - - 350 51,762 1,014 149,960 

劣後ローン返済額 (99) (14,641) - - (51) (7,542)

株主への配当金支払額 (77) (11,388)(1,036)(153,214)(2,974) (439,825)

少数株主への配当金支払

額
- - (13) (1,923) (25) (3,697)

財務活動から生じた純資

金
2,601 384,662 1,051 155,432 464 68,621 

現金および現金同等物の

正味増加／（減少）
4,251 628,680 (9,667)(1,429,653)(3,591) (531,073)

現金および現金同等物―

期首現在
60,8558,999,846 51,2357,577,144 51,235 7,577,144 

現金および現金同等物に

係る換算差額
(5,665)(837,797)2,766 409,064 13,211 1,953,775 

現金および現金同等物―

期末現在
59,4418,790,729 44,3346,556,555 60,855 8,999,846 

1 
期首残高と期末残高との変動を平均レートにするための調整。非合理的費用なしでは詳細を特定できないため、調整は項目

ごとに行われるものではない。

次へ 
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要約財務諸表注記（未監査）

1 表示の基礎

(a) 国際財務報告基準の準拠

グループの中間連結財務諸表は、国際会計基準審議会（「IASB」）が公表し、EUが承認しているIAS第34

号「中間財務報告」に準拠して作成されている。

2008年12月31日現在のグループの連結財務諸表は、IASBが公表し、EUが承認している国際財務報告基準

（「IFRS」）に準拠して作成された。EU承認のIFRSはある時点で新規または改訂版のIFRSをEUが承認しな

い場合、IASBが公表しているIFRSとは異なる可能性がある。2008年12月31日現在、2008年12月31日に終了し

た事業年度に有効となる、2008年12月31日現在の連結財務諸表に影響を及ぼす未承認の基準はなく、グルー

プへの適用に関してEU承認のIFRSとIASB公表のIFRSとの間に差異はない。よって、2008年12月31日に終了し

た事業年度のグループの財務諸表は、IASBが公表しているIFRSに準拠して作成された。

2009年６月30日現在、2009年６月30日に終了した期間に有効となる連結財務諸表に影響を及ぼす未承認

の基準はなく、グループへの適用に関してEU承認のIFRSとIASB公表のIFRSとの間に差異はない。

IFRSは、IASBおよびその前身団体が公表している会計基準と国際財務報告基準解釈指針委員会

（「IFRIC」）およびその前身団体が公表している解釈指針を含んでいる。

2009年６月30日に終了した期間に、グループは以下の重要な基準および基準の改訂を適用した。

・　2009年１月１日、グループは、IAS第14号「セグメント報告」と差し換えられたIFRS第８号「事業セ

グメント」（IFRS第８号）を適用した。IFRS第８号はセグメントに関する情報を開示することを

事業体に求めており、これにより財務諸表利用者は、当該事業体の事業活動および当該事業体が活

動する経済環境の性格ならびに財務的影響について評価を行うことが可能となる。グループは、英

国リテール、欧州大陸リテール、グローバル・バンキング・アンド・マーケッツ、プライベート・

バンキングおよびその他という５つのセグメントで構成されている。グループの性質により、グ

ループの最高意思決定者は、地域別、顧客グループ別ならびにリテール事業およびグローバル事業

別など様々な基準のもとで、事業活動を定期的に見直している。最高意思決定者は、資源の配分お

よび業績評価の判断を行う際にセグメント情報を利用する。

IFRS第８号は、セグメント情報を、当該セグメントへの資源配分およびその業績評価の判断を行う

ために最高意思決定者に報告する手段と同一の手段を用いて報告することを求めている。事業セグ

メントの資源配分および業績評価の判断を行うためにグループの最高意思決定者に提供された情

報は、IFRSに準拠して測定される。

・　2009年１月１日、グループは、IAS第１号（改訂版）「財務諸表の表示」（IAS第１号）を適用した。

この基準の改訂は、財務諸表利用者の財務諸表に表示された情報を分析し比較する能力を向上さ

せることを目的としている。IAS第１号（改訂版）の適用は、グループの連結財務諸表に報告され

る業績に影響を及ぼしていないが、以下を含むグループの財務諸表の表示は、これに伴って一部変

更されている。

・　２つの財務諸表（「損益計算書」および「包括利益計算書」）における収益および費用の全

項目の表示

・　財務諸表の注記「資本」に代わる財務諸表として「株主資本変動計算書」の表示
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2009年６月30日に終了した期間に、グループは連結財務諸表に重要でない影響を及ぼす様々な基準およ

び解釈指針の改訂を適用した。これらについては、2008年年次報告書の34および35ページ（訳注：原文の

ページ数である。）に記載されている。

(b) 比較情報

IAS第34号および英国の情報開示と透明性に関する規則で求められるとおり、当該中間連結財務諸表には

比較情報が含まれている。

(c) 仮定および見積りの使用

財務情報の作成には、将来の状況に関する見積りおよび仮定の使用が求められている。見積りの作成にあ

たり、入手可能な情報の使用および判断が必要不可欠である。将来の実際の結果は、報告された結果とは異

なる可能性がある。経営陣は、判断が必要となるグループの重要な会計方針は、貸付金の減損、のれんの減

損、金融商品の評価、売却可能金融資産の減損および繰延税金資産に関連した会計方針であると考えてい

る。これらの重要な会計方針は、2008年年次報告書の52ページから55ページ（訳注：原文のページ数であ

る。）に記載されている。

(d) 連結

グループの中間連結財務諸表は、エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーおよび子会社の要約財務

諸表を含んでいる。グループが子会社を連結する際の方法は、2008年年次報告書の33ページおよび34ページ

（訳注：原文のページ数である。）に記載されている。

2 会計方針

グループが当該中間連結財務諸表に適用した会計方針および計算方法は、2008年年次報告書の36ページ

から52ページ（訳注：原文のページ数である。）に記載されている会計方針および計算方法と一致してい

る。ただし、注記１「表示の基礎」で説明されている会計方針を除く。

3 配当金

親会社の株主への配当金は以下のとおりである。

2009年６月30日に
終了した６ヶ月

2008年12月31日に
終了した事業年度

一株当たり
ポンド

合計
百万ポンド

一株当たり
ポンド

合計
百万ポンド

普通株式に係る配当金

過年度に関する第２回中間配当金 - - 1.25 1,000

当期に関する第１回中間配当金 - - 1.04 825

当期に関する第２回中間配当金 - - 1.30 1,037

- - 3.59 2,862
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資本に分類される優先株式に係る配当金

2009年上半期にエイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーの非累積型第三ドル建て優先株式に関し

て、配当金は支払われなかった。（2008年：上半期に配当金は支払われず、下半期に一株当たり1.17ポンド、

合計41百万ポンドが支払われた）

資本に分類される資本証券に係る利息

2009年上半期に永久劣後債に関して取締役会の単独の完全な決議によって支払われた利息は、77百万ポ

ンドであった。（2008年：上半期に36百万ポンドが支払われ、下半期に35百万ポンドが支払われた）

4 減損引当金および費用

貸倒損失およびその他の信用リスク引当金の内訳は以下のとおりである。

６月30日に終了した６ヶ月

2009年 2008年

百万ポンド 百万ポンド

貸付金合計

－新たな引当金（引当金戻入控除後） 1,612 644

－過年度償却額の回収 (86) (86)

1,526 558

負債証券の減損費用およびその他の信用リスク引当金 269 14

1,795 572 

貸付金総額に対する減損引当金の変動

個別評価 集合的評価 合計

百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド

2009年１月１日現在 1,423 1,122 2,545

償却額 (169) (570) (739)

過年度償却額の回収 15 71 86

損益計算書計上額 864 662 1,526

為替およびその他の変動 (108) (38) (146)

2009年６月30日現在 2,025 1,247 3,272

2008年１月１日現在 923 873 1,796

償却額 (114) (400) (514)

過年度償却額の回収 8 78 86

損益計算書計上額 104 454 558

為替およびその他の変動
1 (133) (84) (217)

2008年６月30日現在 788 921 1,709
1
 2008年６月30日に終了した６ヶ月間に、フランスの地方銀行子会社に関連する個別評価による150百万ポ
ンドの引当金および集合的評価による15百万ポンドの引当金は、売却目的資産に再分類された。

5 退職後給付
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「従業員報酬および給付」には、グループの確定給付年金制度およびその他の退職後給付に関する正味

期間給付費用の構成要素が含まれており、その内訳は以下のとおりである。

６月30日に終了した６ヶ月

2009年 2008年

百万ポンド 百万ポンド

当期勤務費用 121 116

利息費用 350 353

制度資産の期待収益 (320) (383)

清算による利益 - (37)

その他の利益 (322) -

正味確定給付費用 (171) 49

グループは制度の現地保険数理士と相談の上、毎年12月31日に退職後確定給付制度を再評価している。算

定基準となる仮定は、次年度の損益計算書への予想計上額を決定する際に用いられる。

　グループは、毎年６月30日に現行市場価格を参照してすべての制度資産を再評価している。またグループ

は、確定給付債務（制度の負債）を算定する際に用いられる仮定も見直し、仮定の変動の結果として大幅な

変動があった場合には、当該債務の帳簿価額を更新する。

2009年上半期における一部地域での高格付（AAまたは同様）負債証券の平均利回りの低下と、予想イン

フレ率の上昇により、確定給付債務の評価は大幅に変動した。したがって、グループは、大幅な影響のあった

特定の制度債務の再評価を行った。

数理上の仮定の変動により、エイチエスビーシー・バンク(UK)年金制度の確定給付債務は15億ポンドの

増加となった。また、エイチエスビーシー・バンク(UK)年金制度の制度資産の実際運用収益は、期待収益を

約９億ポンド下回った。予想された変動による差異はすべて、数理上の損失として直接資本に計上された。

エイチエスビーシー・バンクの従業員（またはその相続人）は、在職中に死亡した場合には給与の倍数

に相当する金額を、あるいは特定の重病と診断された場合には数年にわたり給与の一定割合を受け取る権

利を有する。2009年６月まで、UK年金制度の負債には、過去の勤務に基づく範囲でこれらの給付を行うため

に将来の支払金額に関する保険数理評価が含まれていた。従業員に対する柔軟な給付を導入する一環とし

て、当行は、今後UK年金制度を通じてこれらの給付が行われないように支給基準を変更した。確定給付制度

加入者向けの重病補償は、引き続きUK年金制度の債務である。

2009年６月にこれらの新しい取り決めが確定したことにより、当該年金制度の負債の算定には、これらの

費用の支払いに関する数理上の予測はもはや含まれず、これに対応する会計上の便益322百万ポンドが損益

計算書に認識された。

6 金融商品の公正価値

公正価値は2008年年次報告書の33ページから52ページ（訳注：原文のページ数である。）の会計方針お

よび108ページから113ページ（訳注：原文のページ数である。）の注記31に示されている手法に従って決

定される。

公正価値で測定・計上されている金融資産および金融負債の評価の基礎

評価手法
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市場価格

観察可能な
入力データ
の使用

重要な
観察不能な
入力データ
の使用 合計

レベル１ レベル２ レベル３  

百万ポンド

2009年６月30日現在

資産

トレーディング資産 112,389 44,512 1,736 158,637 

公正価値評価の指定を受けた金融資
産

8,931 5,738 － 14,669 

デリバティブ 3,840 132,157 2,168 138,165 

金融投資：売却可能 38,770 43,823 3,192 85,785 

負債

トレーディング負債 67,245 49,507 2,301 119,053 

公正価値評価の指定を受けた金融負
債

4,192 10,799 － 14,991 

デリバティブ 4,933 128,452 1,592 134,977 

2008年12月31日現在

資産

トレーディング資産 100,829 69,001 2,196 172,026 

公正価値評価の指定を受けた金融資
産

7,530 6,365 － 13,895 

デリバティブ 4,866 236,090 2,128 243,084 

金融投資：売却可能 38,201 60,942 4,368 103,511 

負債

トレーディング負債 58,226 63,815 2,409 124,450 

公正価値評価の指定を受けた金融負
債

4,174 11,010 － 15,184 

デリバティブ 6,093 233,961 977 241,031 

重要な観察不能な入力データによる評価手法を用いて評価されたトレーディング資産には、様々なア

セット・バック証券、グループが引き受けたレバレッジド・ローン、ならびに証券化目的の企業向けローン

および住宅ローンが含まれている。

重要な観察不能な入力データによる評価手法を用いて評価されたデリバティブ商品には特定の種類の相

関商品（特に株式為替バスケット・オプションおよび為替金利複合取引）、長期オプション取引（特に株

式オプション）、金利為替オプションおよび特定のクレジット・デリバティブ（トランシェ・クレジット

・デフォルト・スワップ取引や特定のモノライン保証付きクレジット・デリバティブなど）が含まれる。

売却可能な金融投資および公正価値評価の指定を受けた金融資産で観察不能な入力データにより評価さ

れたものには、プライベート・エクイティやアセット・バック証券が含まれる。

公正価値で計上されていない金融商品の公正価値

2009年６月30日 2008年12月31日

帳簿価額 公正価値 帳簿価額 公正価値
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百万ポンド 百万ポンド

資産

銀行に対する貸付金 49,694 49,687 50,719 50,703

顧客に対する貸付金 279,509 272,464 298,304 292,059

金融投資：負債証券 5,968 6,044 25 25

負債

銀行からの預金 56,634 56,610 61,431 61,454

顧客からの預金 351,387 351,538 369,880 369,857

発行済負債証券 37,391 36,167 52,308 51,461

劣後債務 6,654 5,929 7,259 6,589

次へ 
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7　金融商品の信用の質

信用の質について2008年年次報告書の132ページ（訳注：原文のページ数である。）に記載され、定義さ

れた４つの分類は、グループの貸出金、負債証券ポートフォリオおよびデリバティブの信用の質を示してい

る。これらの分類はそれぞれ、法人および個人向け貸出業務に付与されたより精細な内部信用格付けの等級

ならびに外部機関が負債証券に対して付与した外部格付けを含んでいる。

下表は、グループにおける信用の質に基づく金融商品の区分を示す。

2009年６月30日現在

延滞も減損もしていない

高 中 基準以下

延滞して

いるが減

損してい

ない

減損して

いる

減損

引当金 合計

百万ポンド

他行から回収中の項目 2,191 38 － － － － 2,229

トレーディング資産 106,68836,907 1,086 144,681

－短期国債およびその他の

適格手形
－ 1 34 35

－負債証券 58,146 9,521 590 68,257

－銀行に対する貸付金 18,623 8,159 372 27,154

－顧客に対する貸付金 29,919 19,226 90 49,235

公正価値評価の指定を受けた

金融資産
5,021 4,209 6 9,236

－短期国債およびその他の

適格手形
207 － － 207

－負債証券 4,257 4,209 6 8,472

－銀行に対する貸付金 110 － － 110

－顧客に対する貸付金 447 － － 447

デリバティブ 110,67326,656 836 138,165

償却原価で保有されている貸

付金
196,287114,05113,686 2,093 6,358 (3,272)329,203

－銀行に対する貸付金 42,122 7,241 321 － 53 (43) 49,694

－顧客に対する貸付金 154,165106,81013,365 2,093 6,305 (3,229)279,509

金融投資 81,962 7,070 275 － 362 89,669

－短期国債およびその他の

類似手形
2,321 2 3 － － 2,326

－負債証券 79,641 7,068 272 － 362 87,343

その他資産 3,288 1,320 7 12 4 4,631

－裏書および支払承諾見返 3 315 2 － － 320

－その他 3,285 1,005 5 12 4 4,311

2008年12月31日現在

延滞も減損もしていない
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高 中 基準以下

延滞して

いるが減

損してい

ない

減損して

いる

減損

引当金 合計

百万ポンド

他行から回収中の項目 1,917 － － － － － 1,917

トレーディング資産 117,33540,822 743 158,900

－短期国債およびその他の適

格手形
－ 21 － 21

－負債証券 66,27210,969 － 77,241

－銀行に対する貸付金 32,006 5,892 － 37,898

－顧客に対する貸付金 19,05723,940 743 43,740

公正価値評価の指定を受けた金

融資産
1,649 6,424 － 8,073

－短期国債およびその他の適

格手形
22 21 － 43

－負債証券 977 6,403 － 7,380

－銀行に対する貸付金 153 － － 153

－顧客に対する貸付金 497 － － 497

デリバティブ 201,34041,336 408 243,084

償却原価で保有されている貸付

金
195,187138,83611,462 2,339 3,744 (2,545)349,023

－銀行に対する貸付金 41,824 8,656 240 － 42 (43) 50,719

－顧客に対する貸付金 153,363130,18011,222 2,339 3,702 (2,502)298,304

金融投資 94,540 5,518 521 － 264 100,843

－短期国債およびその他の類

似手形
10,551 － 11 － － 10,562

－負債証券 83,989 5,518 510 － 264 90,281

その他資産 4,229 3,290 239 － 1 7,759

－裏書および支払承諾見返 165 191 13 － 1 370

－その他 4,064 3,099 226 － － 7,389

8 偶発債務、契約債務および保証

2009年６月30日

現在

2008年12月31日

現在

百万ポンド 百万ポンド

保証およびその他の偶発債務

保証および担保に供される取消不能信用状 18,292 21,310

その他偶発債務 26 110

18,318 21,420

契約債務

信用状および短期貿易関連取引 1,608 2,204

将来購入資産および将来実行預金 432 493

未実行のノート発行枠およびリボルビング引受枠 － －
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未実行の公式スタンドバイ契約、与信枠およびその他の

貸付契約債務
131,852 151,694

133,892 154,391

上表は、注記12に開示されている訴訟関連の偶発債務を除く、偶発債務、契約債務および保証の額面元本

を開示している。契約債務および保証は主に信用関連商品であり、金融および非金融保証ならびに信用供与

に関する契約債務を含む。額面元本は、契約がすべて実行され、顧客が債務不履行となった場合のリスク金

額を表している。保証および契約債務の大部分が未実行のまま失効すると予想されるため、額面元本の合計

は将来必要となる流動性の金額を表すものではない。

金融サービス補償制度

金融サービス補償制度（「FSCS」）は2008年におけるブラッドフォード・アンド・ビングレイ・ピーエ

ルシー、ヘリタブル・バンク・ピーエルシーおよびカウプシング・シンガー・アンド・フリードランダー

・リミテッド等、多数の預金金融機関の倒産を受け、預金者に補償金を支払った。預金者に支払われた補償

金は現在、英国財務省からの融資によって調達されたものである。当行は、FSCSが英国財務省から借りた借

入金（2009年３月31日現在、182億ポンド）の支払義務を一部負担する可能性がある。また当行は、FSCSの下

で保護されている預金の当行の市場占有率を基準とした予測管理費用の負担分も支払わなければならな

い。

2008/9年、2009/10年および2010/11年の徴収年度の金利費用を含む予測管理費用の負担に関して、2009年

６月30日現在、当行は121百万ポンドを計上した。この計上額は、それぞれ2007年および2008年12月31日現

在、ならびに2009年６月30日現在の市場の保護預金における当行の占有率の見積りに基づいている。

2008年12月31日現在、当行はそれぞれ2007年および2008年12月31日現在の市場の保護預金における当行

の占有率の見積りに基づき、2008/9年および2009/10年の徴収年度に関して、86百万ポンドを計上していた。

しかし、FSCSによる資産の回収可能性、金利の変動、保護預金水準およびその時点のFSCSメンバーの数等、

様々な不確実な要因に左右されるため、2008年の複数企業の倒産の結果を受けた業界に対するFSCSの最終

的な徴収について、現時点で正確に見積もることはできない。

9 セグメント別分析

2009年１月１日、グループはIAS第14号「セグメント報告」と差し換えられたIFRS第８号を適用した。適

用日以降、グループのセグメントは英国リテール、欧州大陸リテール、グローバル・バンキング・アンド・

マーケッツ、プライベート・バンキングおよびその他の５つのセグメントに再編成された。セグメントは、

最高意思決定者が資源の配分や業績評価について意思決定を行うために財務情報のレビューをどのように

行うかについて反映している。

正味営業収益

英国

リテール

欧州大陸

リテール

グローバル・

バンキング・

アンド・

マーケッツ

プライベート・

バンキング
その他

セグメ

ント間
合計
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百万ポンド

以下の日付に終

了した６ヶ月：

2009年６月30日1,994 928 3,017 890 (400) (26) 6,403

2008年６月30日
1

2,939 959 1,833 794 (19) (27) 6,479

税引前利益／(損失)

英国

リテール

欧州大陸

リテール

グローバル・

バンキング・

アンド・

マーケッツ

プライベート・

バンキング
その他

セグメ

ント間
合計

百万ポンド

以下の日付に終

了した６ヶ月：

2009年６月30日 666 142 1,595 401 (446) - 2,358

2008年６月30日
1 1,452 221 599 365 (39) - 2,598

資産合計

英国

リテール

欧州大陸

リテール

グローバル・

バンキング・

アンド・

マーケッツ

プライベート

・

バンキング

その他
セグメ

ント間
合計

百万ポンド

2009年６月30

日現在
155,858 57,205 583,697 69,495 12,883 (104,327)774,811

2008年12月31

日現在
1 145,753 69,913 781,999 88,676 5,195 (167,305)924,231

1
 比較情報は2009年６月30日現在の事業セグメントを反映するよう修正再表示されている。

10 関連当事者間取引

エイチエスビーシー・バンク（UK）年金制度（「制度」）は、インフレおよび負債の金利感応度を管理

するために、グループとスワップ取引を締結する。2009年６月30日現在、スワップの名目元本合計は、125億

ポンド（2008年12月31日現在：121億ポンド）で、スワップは当制度に対して368百万ポンド（2008年12月

31日現在：12億ポンド）の正の公正価値を有しており、グループは、当該スワップに関して当制度に14億ポ

ンド（2008年12月31日現在：17億ポンド）の担保を差し入れていた。すべてのスワップは、市場レートで標

準の市場のビッド／オファー・スプレッドの範囲内で実行された。

分散要件を満たすため、受託会社はグループおよび当制度との間のスワップ取引に対し特別担保条項を

求めている。当該担保契約は、当制度からグループへ担保を差し入れることはないと規定している。グルー

プは、当行が契約を履行できなかった場合のスワップ取引再構築費用として十分であると受託会社が確信

する金額を担保として当制度に差し入れる。契約条件に基づき、担保の増額が必要な場合、当行は日次で追

加差入れを行い、担保の減額については月次でグループに返済される。

上述の特別担保契約を除き、当行と当制度との間のスワップ取引はすべて、第三者との比較可能な取引に

適用されるものと実質的に同一の条件で行われている。
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2009年３月、グループはエイチエスビーシー・バンク・ユーエスエイ・ナショナル・アソシエーション

の直接子会社であるエイチエスビーシー・インベスター・ピービーアールエス・コーポレーション（デラ

ウェア）が所有していたエイチエスビーシー・プライベート・バンク（スイス）エスエーの少数株主持分

を現金対価247百万ポンドで取得した。

11 株式資本の発行

2009年１月に、エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシーは、エイチエスビーシー・バンク

・ピーエルシーの額面１ポンドの普通株式１株に対して527百万ポンドを支払った。受け取った対価は、全

額払込済普通株式資本および資本剰余金として計上された。

2009年３月に、エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシーは、エイチエスビーシー・バンク

・ピーエルシーの額面１ポンドの普通株式１株に対して500百万ポンドを支払った。受け取った対価は、全

額払込済普通株式資本および資本剰余金として計上された。

2009年５月に、エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシーは、エイチエスビーシー・バンク

・ピーエルシーの額面１ポンドの普通株式１株に対して17.5億ポンドを支払った。受け取った対価は、全額

払込済普通株式資本および資本剰余金として計上された。

12 訴訟

2007年７月27日に、英国公正取引庁（「OFT」）は、エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーを含む

数多くの英国の金融機関に対し、高等法院の法的手続きを提起した。この法的手続きは、これらの金融機関

の個人顧客に対する未承認の当座貸越に関する特定の手数料（「手数料」）の法律上の扱いおよび法的強

制力を決定するためのものである。OFTは手数料の公平性について調査を行っている。金融サービス機構

（「FSA」）は、手続きの決議を待つ一方で、企業（エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーを含む）

が手数料に関する申し立てを保留できるように免責を与え、州裁判所はすべての個人顧客の訴訟を停止し

た。

これまでに下された裁判所の判決により、エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーの現在および過

去の手数料は違約金の対象にはなりえないが公平性に関して審査されうることが確認された。エイチエス

ビーシー・バンク・ピーエルシー（および当該法的手続きに関与するその他のすべての金融機関）は後者

の決定を不服として貴族院に上訴し、審理は2009年６月23日から25日に実施された。判決はまだ言い渡され

ていない。当該法的手続きは、貴族院への上訴の結果によって、また手数料が評価可能であればOFTの調査結

果および調査対象期間の各手数料の公平性に関する高等法院の最終評価によって、様々な結果が生じる可

能性がある。

2001年７月以降、当時の既存の契約に基づいてエイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーが課した手

数料は多岐にわたっており、課金期間も異なっている。

エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーの現在の評価に反して、エイチエスビーシー・バンク・

ピーエルシーに法的責任があるとする最終判決が言い渡された場合、多数の異なる結果が生じる可能性が

あり、その結果の１つ１つが異なる財務的影響を及ぼすことになる。OFTの調査が継続中であり、公平性の評

価方法や是正すべき顧客の権利（不公正が判明した場合）の計算方法に関して権限が限られていることを

考慮すると、エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーは不利な判決が下された場合の潜在的な財務的
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影響を正確に見積もることは現実的ではないと考えている。

ビジネス・イノベーション・技能大臣が2009年７月２日に国会に提出した白書「消費者のためのより良

い取引」、および財務大臣が2009年７月８日に国会に提出した白書「金融市場の改革」には、OFTによる銀

行手数料に関する案件は解決まで数年かかる可能性があることが特記事項として記されている。いずれの

白書においても、政府は手数料に関する預金者からの申し立てを解決するために追加の訴訟を行うよりも

迅速な手段がないかどうかを検討するよう規制当局および銀行に呼びかけており、その手段によって規制

当局や銀行が必要とする確実性が得られるとも述べている。

エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーは、これらの手数料は現時点で、また過去においても公正、

有効かつ法的強制力があると引き続き考えており、裁判手続きを通じて、強硬に抗弁を行う予定である。

2008年12月11日、バーナード・L・マドフ（「マドフ」）が証券詐欺の容疑で逮捕され、ニューヨーク州

南部地区連邦地方裁判所に起訴された。同日、米国証券取引委員会（「SEC」）はマドフおよび同氏が所有

するバーナード・L・マドフ・インベストメント・セキュリティーズ・エルエルシー（「マドフ・セキュ

リティーズ」）（証券会社および投資アドバイザーとしてSECに登録）を証券詐欺の疑いで起訴した。刑事

告訴およびSECによる告訴においてマドフが実際にマドフ・セキュリティーズの幹部職員に投資アドバイ

ザリー事業は詐欺であったと告げていたことが申し立てられた。2008年12月15日、証券投資家保護公社への

申請上、ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所はマドフ・セキュリティーズの破産手続きを行う管財人

を指定し、ニューヨーク州南部地区の破産裁判所への破産手続きを取り下げた。2009年２月９日、マドフの

同意のもと、ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所はSECの告訴に対する一部判決として、マドフに米国

証券取引法の特定の不正防止条項の違反に関する恒久的な禁止命令を下し、不当利得の返還、判決前利息お

よび民事制裁金の支払い（金額は後日決定）、ならびに以前課せられた特定の他の訴訟上の救済命令（マ

ドフの資産凍結を含む）の継続を命じた。2009年３月12日、マドフは証券詐欺、投資顧問詐欺、郵便詐欺、有

線通信詐欺、３件のマネー・ロンダリング、虚偽申し立て、偽証、SECへの虚偽書類の提出、従業員福利制度か

らの窃盗を含む11件の重罪を認めた。2009年６月29日、マドフには150年の禁固刑が言い渡された。米国の関

連当局は、詐欺容疑の調査を継続中である。詐欺容疑の事実ならびに最終的にマドフ・セキュリティーズの

管財人によって分配されうる資産の総額に関しては依然として不透明な部分が多い。

米国外の様々なエイチエスビーシーのグループ会社は、マドフ・セキュリティーズに資産を投資してい

る米国外に設立された多数のファンドに管理、事務および類似のサービスを提供している。マドフ・セキュ

リティーズから得た情報によると、これらのファンドの2008年11月30日現在の正味資産価値合計額（投資

元本および未実現利益を含む）は84億ドルであった。

マドフおよびマドフ・セキュリティーズに関する訴訟は様々な司法管轄において、様々な原告（ファン

ド、ファンド投資家、およびマドフ・セキュリティーズの管財人を含む）によって多くの被告に対して既に

行われており、エイチエスビーシーは、マドフ・セキュリティーズの管財人によるものを含め、追加の訴訟

が行われると予想している。様々なエイチエスビーシーのグループ会社が米国、アイルランド、ルクセンブ

ルグやその他の司法管轄での訴訟の被告として挙げられている。エイチエスビーシーのグループ会社が被

告として挙げられた訴訟はすべて最も初期の段階である。エイチエスビーシーはこれらの申し立てに対し

て適切な抗弁を備えていると考えており、今後も積極的な抗弁を続ける予定である。このような申し立てか

ら負債が生じることもあるとしても、エイチエスビーシーは当該負債を正確に見積もることはできない。

様々なエイチエスビーシーのグループ会社がマドフの詐欺容疑に関連して様々な規制当局および法執行

機関、ならびにマドフ・セキュリティーズの管財人から情報の提供を要求されている。エイチエスビーシー

のグループ会社は情報提供に協力している。
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13 2009年中間報告書および法定財務諸表

2009年中間報告書の情報は未監査であり、2006年会社法第434条第３項に準拠する法定財務諸表を構成す

るものではない。2009年中間報告書は、2009年８月３日に取締役会で承認された。2008年12月31日に終了し

た事業年度の法定財務諸表は、1985年会社法第242条に準拠して、イングランドおよびウェールズの会社登

記所へ提出されている。監査人は、これらの財務諸表について報告書を作成している。当該報告書は、（ⅰ）

無限定適正意見を表明しており、（ⅱ）監査人が意見を限定することなく強調して注意を喚起するような

事項についての言及がなく、（ⅲ）1985年会社法第237条第２項または第３項に基づく記載も含まれていな

い。
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２【主な資産・負債及び収支の内容】

　　上記「１　財務書類　－　(1) 年次財務書類　－　A.2008年12月31日終了事業年度　－　財務諸表注記」を参照のこ

と。

３【その他】

　(1)　後発事象 

該当事項なし

　(2)　訴訟

訴訟については、上記「１　財務書類　－　(2)中間財務書類　－　財務諸表注記」注記12「訴訟」を参照の

こと。

４【英国（IFRS）と日本との会計原則の相違】

英国で適用されている国際財務報告基準（以下「IFRS」）と、日本において一般に公正妥当と認められる会計

原則（以下「日本の会計原則」）との間には、2007年12月31日、2008年12月31日および2009年６月30日現在、以

下を含む相違点がある。

　(1)　連結

IFRS

IFRSでは、連結財務諸表には、親会社および親会社が支配する会社（すなわち子会社。特別目的会社を含

む。）の財務諸表が含まれている。「支配」は、親会社がその会社の財務および経営に関する方針を左右す

る力を（直接的にまたは子会社を通じて間接的に）有する場合に存在し、一般的には議決権の過半数を保

有することにより生じる。（国際会計基準（以下「IAS」）第27号）

連結財務諸表は、統一した会計方針を使用して作成される。（IAS第27号）

日本の会計原則

日本の会計原則では、実質支配力基準により連結範囲が決定され、被支配会社の財務諸表は連結される。

親会社および子会社が連結財務諸表を作成するために採用する会計原則は、原則として統一されなけれ

ばならない。ただし、当面の取扱いとして、在外子会社と親会社の会計原則の相違により合理的でない結果

が生じない限り、連結財務諸表は在外子会社の所在地国の会計原則に準拠して作成された財務諸表を基に

して作成することが認められている。

2008年４月１日以後開始する事業年度から適用されている在外子会社の会計処理の統一に関する新た

な当面の取扱いによれば、所在地国の会計原則に代えて、在外子会社の財務諸表がIFRSまたは米国会計基

準に準拠して作成されている場合は、のれんの償却、退職給付会計における数理計算上の差異の費用処理、

研究開発費の支出時費用処理、投資用物件の時価評価、会計方針を自主的に変更した場合の遡及的適用、お

よび少数株主持分に帰属する純利益の会計処理等の一定の項目の修正を除き、これを連結決算手続上利用

できることと規定された。

　(2)　企業結合およびのれん

IFRS

IFRSでは、企業結合はパーチェス法で会計処理されている。企業結合により取得されたのれんは、当初、

取得原価で認識され、その後は取得原価から減損損失累計額を控除して計上されている。のれんについて
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は年に一回、および減損の兆候がある場合にはいつでも、減損テストが実施される。（IFRS第３号および

IAS第36号）

日本の会計原則

日本の会計原則では、企業結合は原則としてパーチェス法により会計処理される。なお、一定の厳格な条

件の下で持分の結合と識別される限られた場合には、パーチェス法ではなく持分プーリング法により会計

処理される。また、のれんは20年以内の期間にわたり定額法その他の合理的方法により規則的に償却され、

必要に応じて減損テストの対象となる。

　(3)　非金融資産の減損

IFRS

IFRSでは、各事業年度末において当該報告企業は、資産の減損の兆候について評価している。そのような

兆候が存在する場合、会社は当該資産の回収可能価額および当然に減損損失を見積もっている。減損損失

は、一定の場合には戻し入れることができるが、戻入により増加する資産額は、減損処理前の価額を超えて

はならない。なお、のれんに係る減損損失の戻入は行われない。（IAS第36号およびIAS第39号）

日本の会計原則

日本の会計原則では、減損の兆候が認められ、かつ割引前の見積将来キャッシュ・フロー（20年以内の

合理的な期間に基づく）が帳簿価額を下回ると見積られる場合において、回収可能価額と帳簿価額の差額

につき減損損失を計上する。減損損失の戻入は認められない。

　(4)　ヘッジ会計

IFRS

一定の条件が満たされた場合は、下記の種類のヘッジ関係に係るヘッジ会計が認められている。

・　　公正価値ヘッジ（すなわち、特定のリスクに起因し、損益に影響を与える可能性がある、公正価値の

変動に対するエクスポージャーのヘッジ） － ヘッジ会計上、ヘッジ手段の損益は損益計算書に

認識されている。また、ヘッジされたリスクに起因するヘッジ対象の損益はヘッジ対象の帳簿価

額により調整され、損益計算書に認識されている。

・　　キャッシュ・フロー・ヘッジ（すなわち、特定のリスクまたは発生の可能性の高い予定取引に起因

し、損益に影響を与える可能性がある、キャッシュ・フローの変動可能性に対するエクスポー

ジャーのヘッジ） － ヘッジ会計上、ヘッジ手段の損益のうち有効なヘッジと判断される部分は

資本の部において直接認識され、非有効部分は損益計算書に認識されている。

・　　国外事業への純投資のヘッジ － ヘッジ会計上、ヘッジ手段の損益のうち有効なヘッジと判断され

る部分は資本の部において直接認識され、非有効部分は損益計算書に認識されている。

（IAS第21号およびIAS第39号）

日本の会計原則

日本の会計原則では、デリバティブ金融商品について、会計基準により定められたヘッジ会計の要件を

満たす場合には、原則として、「繰延ヘッジ会計」（ヘッジ手段の損益を貸借対照表の「純資産の部」に

計上し、ヘッジ対象が損益認識されるのと同一の会計期間に損益計算書に認識する。）を適用し、ヘッジ対

象である資産または負債に係る相場変動等を会計基準に基づき損益に反映させることができる場合には、

「時価ヘッジ会計」（ヘッジ手段の損益を発生時に認識するとともに、同一の会計期間にヘッジ対象の損
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益も認識する。）を適用できる。

　(5)　株式報酬

IFRS

従業員株式オプション制度の費用は、オプションが付与された日の公正価値に基づいて測定されてい

る。公正価値は、オプションの行使価格、有効期間、現在の株価、株価の予想ボラティリティーおよびリスク

・フリー金利を考慮した評価方法を用いて見積られる。権利確定条件は、公正価値測定の際には考慮され

ていないが、認識された金額が最終的に確定したオプションの数を反映するように、取引の測定において

含まれるオプションの数を調整することで考慮されている。費用は権利確定期間にわたり損益に認識され

ている。（IFRS第２号およびIFRIC第11号）

日本の会計原則

日本の会計原則では、2005年12月27日に公表された「ストック・オプション等に関する会計基準」に基

づき、会社法施行日（2006年５月１日）以後に付与されたストック・オプションについては、ストック・

オプションの付与日から権利確定日までの期間にわたり、付与日現在のストック・オプションの公正価値

に基づいて報酬費用が認識され、対応する金額は純資産の部に新株予約権として計上される。当該会計基

準は上記の会社法施行日前に付与されたストック・オプションについては適用されない。

　(6)　退職後給付

IFRS

確定給付型制度においては、制度負債は、数理的手法に基づき測定され、予測単位積増方式を用いて給付

が割り引かれている。制度資産は、公正価値で測定されている。当該制度の資産が負債を超える場合は資産

（超過額）として、不足する場合は負債（不足額）として、それぞれ貸借対照表に計上されている。当期勤

務費用、利息費用、制度資産に対する期待運用収益および過去勤務費用は、損益に認識されている。数理計

算上の損益の会計処理については、直接資本に認識するという選択肢があり、この場合、当該損益は認識収

益・費用計算書または包括利益計算書に表示されることになる。（IAS第19号）

日本の会計原則

日本の会計原則では、確定給付型年金制度について、退職給付債務に未認識過去勤務債務および未認識

数理計算上の差異を加減した額から年金資産の額を控除した額を退職給付に係る負債として計上する。退

職給付に係る費用は、数理計算上の損益も含め、すべて営業費用として損益計算書に計上される。

　(7)　金融保証

IFRS

IFRSでは、金融保証契約については、当初は公正価値で計上し、その後は、（過去の事象、発生可能性の高

い資源流出および信頼できる金額の見積りにより、現在債務が存在するために）必要とされる引当金と、

当初認識額から償却費用を差引いた後の金額とのいずれか高い方の金額で計上することを要求している。

（IAS第37号およびIAS第39号）

日本の会計原則

日本では、金融資産または金融負債の消滅の認識の結果生じる債務保証を除いて、保証を当初より公正

価値で貸借対照表に計上することは求められておらず、債務保証額について、支払承諾を貸借対照表に計
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上する金融機関を除き、財務諸表に注記として計上する。保証に起因して、将来の損失が発生する可能性が

高く、かつその金額を合理的に見積ることができる場合には、引当金を計上する。

　(8)　認識収益・費用計算書および包括利益計算書

IFRS

IFRSでは、2009年１月１日より前に開始する年度については、資本における変動をすべて表示する計算

書または認識収益・費用計算書が主要な計算書として表示されなければならない。認識収益・費用計算書

は、株主としての地位に基づく株主との取引に起因するものを除く、資本の変動を表示する。（IAS第１

号）。また、2009年１月１日以降開始する事業年度からは、包括利益計算書を財務諸表として表示しなけれ

ばならなくなった。包括利益計算書は、株主としての地位に基づく株主との取引による変動を除く資本の

変動を、以下のいずれかの方法で表示する。

・　１つの計算書（すなわち包括利益計算書）

・　２つの計算書（すなわち損益計算書と損益計算書の純損益からはじまり他の包括利益の構成要素を

表示する計算書）

(IAS第１号(改訂版))

日本の会計原則

日本の会計原則では、認識収益・費用計算書および包括利益計算書に関する会計基準はなく、純資産の

部に直接計上される項目は株主資本等変動計算書において表示される。

　(9)　金融資産の認識の中止

IFRS

金融資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅し、または金融資産が譲渡され、かつ

その譲渡が認識の中止の要件を満たす場合、金融資産の認識は中止される。（IAS第39号）

譲渡においては、報告企業は、資産のキャッシュ・フローを受取る契約上の権利を移転すること、または

資産のキャッシュ・フローの権利を留保するが、そのキャッシュ・フローを第三者に支払う契約上の義務

を引受けることのいずれかを要求される。譲渡に際して、会社は、譲渡した資産の所有に係るリスクおよび

便益がどの程度留保されているかを評価する。実質的にすべてのリスクおよび便益が留保されている場合

は、その資産は引続き貸借対照表で認識される。実質的にすべてのリスクおよび便益が移転された場合は、

当該資産の認識は中止される。（IAS第39号）

実質的にすべてのリスクおよび便益が留保も移転もされない場合は、会社はその資産の支配を引続き留

保しているかどうかについて評価をする。支配を留保していない場合は、当該資産の認識は中止される。一

方、会社が支配を留保している場合、継続関与の程度に応じて、引続きその資産を認識する。（IAS第39号）

日本の会計原則

日本では、「金融商品に係る会計基準」により、金融資産は金融資産の契約上の権利を行使したとき、権

利を喪失したときまたは権利に対する支配が他に移転したときに認識が中止される。金融資産の契約上の

権利に対する支配が他に移転するのは、(a) 譲渡された金融資産に対する譲渡人の契約上の権利が譲渡人

およびその債権者から法的に保全され、（b）譲受人が譲渡された金融資産の契約上の権利を直接または

間接に通常の方法で享受でき、（c）譲渡人が譲渡した金融資産を当該金融資産の満期前に買戻すまたは

償還する権利および義務を実質的に有していない場合である。
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　(10)　公正価値オプション

IFRS

一定の場合に使用可能な取消不能のオプションとして、金融資産または金融負債を最初の認識時に「損

益計算書を通じて公正価値で測定する」項目に分類することができる（IAS第39号）。

日本の会計原則

金融商品の公正価値オプションは日本の会計原則では認められていない。

　(11)　リース

IFRS

資産の所有に伴うリスクと経済価値が実質的にすべて移転するリースは、ファイナンス・リース取引と

して扱われる。賃借人のリース資産は貸借対照表に計上されるが、これに対し、オペレーティング・リース

における資産は賃貸人の貸借対照表に計上される（IAS第17号）。

日本の会計原則

日本では、2008年４月１日より前に開始する事業年度について、所有権が賃借人に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・リース取引については、一定の注記を財務諸表に開示することを条件にオペ

レーティング・リース取引として会計処理することが認められている。2008年４月１日以降に開始する事

業年度からは、リース資産の所有権に関連する実質的にすべてのリスクおよび便益が契約によって移転さ

れる場合に、ファイナンス・リースとして会計処理することが要求されている。
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第７【外国為替相場の推移】

当行の財務書類の表示に用いられた通貨(ポンド)と本邦通貨との間の為替相場が、国内において時事に関する

事項を掲載する２以上の日刊新聞紙に最近５年間の事業年度および最近６か月間において掲載されているため、

記載を省略する。
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第８【本邦における提出会社の株式事務等の概要】

該当事項なし
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第９【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

該当事項なし

２【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から本書提出日までの期間において提出された書類および提出日は以下のとおりであ

る。

提出書類 提出年月日

１

２

３

４

５

６

７

８

９

有価証券届出書およびその添付書類

有価証券届出書の訂正届出書（上記１の訂正）

有価証券報告書(自　平成20年１月１日　至　平成20年12月31日)

半期報告書(自　平成21年１月１日　至　平成21年６月30日)

有価証券届出書およびその添付書類

有価証券届出書の訂正届出書（上記５の訂正）

有価証券届出書の訂正届出書（上記５の訂正）

有価証券届出書の訂正届出書（上記５の訂正）

有価証券届出書の訂正届出書（上記５の訂正）

平成21年２月６日

平成21年２月18日

平成21年６月29日

平成21年８月28日

平成21年８月31日

平成21年９月11日

平成21年９月15日

平成21年９月16日

平成21年９月17日
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第三部【提出会社の保証会社等の情報】

第１【保証会社情報】

該当事項なし
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第２【保証会社以外の会社の情報】

該当事項なし
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第３【指数等の情報】

１ 当該指数等の情報の開示を必要とする理由

本社債は、満期償還額がHSCEIの水準により決定されるため、HSCEIについての開示を必要とする。

２ 当該指数等の推移

HSCEI終値の過去の推移（終値ベース）

最近５年間の

年別最高・最低値

年度 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年

最高 5,391.28 5,539.3910,363.2820,400.0716,139.46

最低 3,546.25 4,501.615,412.998,528.464,990.08

最近６ヶ月間の

月別最高・最低値

月 2009年５月2009年６月2009年７月2009年８月2009年９月2009年10月

最高 10,428.1911,088.7712,424.5812,368.2012,668.2513,316.02

最低 9,448.5310,280.1310,279.2511,260.8311,192.3911,526.32

出典：ブルームバーグ・エルピー

HSCEI終値の過去の推移はHSCEIの将来の動向を示唆するものではなく、本社債の時価の動向を示すものでもない。

過去の上記の期間においてHSCEIが上記のように変動したことによって、HSCEIおよび本社債の時価が本社債の償還まで同様に推移すること

も示唆するものではない。
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第四部【特別情報】

第１【最近の財務書類】

該当事項なし
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第２【有価証券の様式】

1.　CGN仮大券の様式

本社債は、1933年米国証券法（その後の改正を含む。）（以下「米国証券法」という。）に基づき登録されておら

ず、今後登録される予定もない。米国内において、または米国人（米国証券法に基づくレギュレーションSに定義

される。）に対し、本社債およびその一部の勧誘または売り付けを行ってはならない。

本大券を保有する米国人は、内国歳入法第165条(j)および第1287条(a)に規定される制限を含む、米国所得税法上

の制限に服する。

エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー

(有限責任で英国において設立された。)

[本社債の元金総額]

[本社債の名称]

を表章する

CGN仮大券

　本仮大券は、エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー（以下「発行会社」という。）により、元金総額[シ

リーズの元金総額]の[本社債の名称]（以下「本社債」という。）に関して発行される。

　発行会社は、受領した対価に対し、発行会社により作成された2009年7月30日付基本目論見書（以下「基本目論

見書」という。）および本社債に関連して作成された最終条件書（以下「最終条件書」という。）に定める本社

債の要項（以下「要項」という。）に従い、本仮大券の呈示または提出（場合による。）と引換に、[満期日]また

はかかる日より前に要項に従い支払期限の到来する日に、[文字および数字による各社債券の金額]の元金額の合

計または要項に定められるその他の償還金額[または分割払込社債の場合、仮大券により随時表章されるその

時々の各当該社債について、要項に定める日の要項に定める分割支払金額、または当該社債がその他の日におい

て期限の利益を失う場合、要項に定める償還金額]を、仮大券の所持人に支払うこと、また、利息および要項に従っ

て支払われるその他の金額のすべてを本仮大券に従って支払うことを約束する。

　本仮大券の所持人は、本仮大券中に別段の記載のない限り、要項の利益、および本仮大券により表章される本社

債の所持人に対して発行会社が履行しなければならない義務から受ける利益と同一の利益を享受する権利があ

り、また、特に仮大券に適用あるかかる要項の規定（およびそれに記載された発行会社が履行しなければならな

い義務）の利益を享受する権利があり、本仮大券に基づく、本仮大券の所持人に対する一切の支払いにより、本社

債に関する発行会社の義務の履行は有効になされたものとし、本社債に関する義務から発行会社は免除されるも

のとする。

　本仮大券は、要項および発行会社が署名した2009年7月30日付約束証書（その後の随時の修正、補足または差し

替えを含み、以下「約束証書」という。）に従って、かつ、その利益を享受して発行される。

　本仮大券は、エイチエスビーシー・インベストメント・バンク（ネザーランド）エヌブイ、主支払代理人として

のエイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー（かかる資格において、以下「主支払代理人」といい、かかる表

現にはかかる資格におけるエイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーの承継者が含まれる。）およびその他と
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の間で当初締結された1999年2月24日付発行および支払代理契約（2000年2月25日、2001年3月29日、2002年6月18

日、2005年8月1日、2006年6月29日、2006年8月2日、2007年8月2日、2008年7月31日および2009年7月30日付で修正、改

訂または補足済であり、その後の随時の補足、修正または差し替えを含み、以下「発行および支払代理契約」とい

う。）に従って発行される。

　一部払込済社債に関して要項に規定される通り、本仮大券は、実質上発行および支払代理契約の別紙2第二部

（CGN恒久大券の様式）に記載の様式（その後完成される。）または無記名式確定社債券（以下「確定社債券」

という。）の最終条件書に規定される場合には実質上発行および支払代理契約の別紙3（無記名式確定社債券の

様式）に記載の様式（その後完成される。）で、本社債を表章する恒久大券（以下「恒久大券」という。）のすべ

てまたは一部と交換することができる。恒久大券または確定社債券（場合による。）との交換は、最終条件書に記

載された交換日以降に限り、本社債に関して主支払代理人の指定事務所において本仮大券の呈示または提出（場

合による。）と引換に、かつ、主支払代理人に対して関連ある最終条件書で合意する振替機関が発行した、実質上

当該振替機関が本仮大券のアネックスⅡの様式で受領した証明に関する実質上本仮大券のアネックスⅠに記載

された様式の、交換日より後の日付の証明書が交付された場合にその交付がなされた限りにおいて、なされる。確

定社債券は、要項および発行および支払代理契約に従って入手可能である。交換日より前にその他の方法で支払

期限が到来する利息の支払いは、本社債に関して主支払代理人の指定事務所において本仮大券の呈示と引換にの

み、かつ、主支払代理人に対して最終条件書で合意する振替機関が発行した、実質上本仮大券のアネックスⅠに記

載された様式の、関連ある利払期日より後の日付の証明書が交付された場合にその交付がなされた限りにおい

て、なされる。

　本仮大券の所持人は、（恒久大券との（すべてもしくは一部の）交換または確定社債券の交付のために本仮大

券を適式に呈示した場合において、当該交換または交付が不当に留保または拒絶され、当該留保または拒絶が関

連ある支払日に継続している場合を除き、）交換日以後に支払期限の到来する本仮大券により表章される本社債

に関する支払いを受領する権利、または交換日後に選択権を行使する権利を有する。

　本仮大券に関して利息の支払いがなされる場合には、その都度、発行会社は本仮大券の別紙Ⅰにその旨を記載さ

せるものとする。

　本仮大券に関して元金もしくは償還金額の支払いがなされる場合、または本仮大券のすべてもしくは一部が上

記の通り交換される場合、または本仮大券により表章される本社債が消却もしくは失効する場合、その都度、発行

会社は(ⅰ)かかる支払いがなされた本社債の元金総額（または一部支払いの場合、その対応する部分）、または

確定券面もしくは記名式の形式で交付される本社債の元金総額、または恒久大券と交換される本社債の元金総

額、または消却もしくは失効する本社債の元金総額、および(ⅱ)本仮大券の残存元金額（それまでの本仮大券の

元金額から上記(ⅰ)の金額を控除した額）を、本仮大券の別紙Ⅱに記載させ、かかる場合には、本仮大券の元金額

は、あらゆる目的上、直近に記載されたものとする。

　一部払込済社債の場合、本仮大券により表章される本社債に関して一部払込済社債の要項に従って発行会社に

支払いがなされた場合には、その都度、発行会社は、

(ⅰ)　かかる支払いがなされる元金総額、および

(ⅱ)　本仮大券の増加元金額（それまでの本仮大券の元金額に上記(ⅰ)の金額を加えた額）

を本仮大券の別紙Ⅱに記載させ、かかる場合には、本仮大券の元金額は、あらゆる目的上、直近に記載された

ものとする。

　要項第9項（デノミネーション）に従った本社債の通貨呼称の変更後、本仮大券により表章される本社債に関し

て支払期日の到来した利息額は、当該本社債の元金総額を参照して計算され、当該支払金額は、0.01ユーロ未満の

端数を切り捨てる。本段落において、「ユーロ」とは、欧州共同体設立条約（欧州連合条約によるその後の修正を

含む。）に従って単一通貨を採用した欧州連合(EU)加盟国の法定通貨を意味する。
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　要項第13項（通知）にかかわらず、本社債のすべてが本大券（または本大券およびその他の大券）により表章

される間は、本社債またはそれに付された利札の所持人に対するすべての通知は、大券の様式による本社債の場

合には、ユーロクリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルクおよび/または（発行会社とディーラー

間で合意する）その他の関連ある振替機関もしくは預託機関に対して、その各々の記録に持分を有していると記

されている者に通信を行うために交付された場合に有効となる。ただし、本社債がいずれかの上場認可機関、証券

取引所および/もしくは相場システムにより上場、取引および/もしくは相場付けを許可された場合、当該上場認

可機関、証券取引所および/または相場システムの規則が遵守されている。かかる通知は、かかる交付日または公

告日（要求された場合。）（または公告が2回以上なされた場合には、最初の公告日（または2紙以上の新聞への

公告が要求された場合には、要求された新聞すべてに公告がなされた最初の日））になされたものとみなされ

る。

　本仮大券および当該本仮大券から生じるまたは当該本仮大券に関連するあらゆる契約的非契約的事項は、英国

法に準拠し、英国法に従って解釈される。

　本仮大券は、発行代理人であるエイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーの代理人により認証がなされるま

では、いかなる目的においても効力を有しないものとする。

別　紙　Ⅰ

利息支払い

利払期日 支払日 支払われるべき利息の

総額

支払利息額 発行会社またはその代理

人による支払確認

第1回

第2回*
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*　特定シリーズの本社債に関する利払期日の回数が、適切な数に達するまで番号が付される。

別　紙　Ⅱ

支払い、確定社債券の交付、恒久大券との交換ならびに本社債の失効および消却

支払い、交付、

失効または消

却の実行日

支払われた一

部払込済部分

の総額（一部

払込済社債の

場合）

支払われた元

金額または償

還金額

交付された確

定社債券の元

金総額

恒久大券と交

換された元金

総額

消却または失

効された本社

債の元金総額

本仮大券の残

存元金額

権限ある者の

署名

　発行会社の代理人として権限ある役員により署名がなされたことを証する。

エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー

署　名：

(授権された署名者)
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発行代理人としてのエイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーの代理人によって認証された。(償還義務、保証

または責任を伴わない。)

署　名： 署　名：

(授権された署名者) (授権された署名者)

2.　CGN恒久大券の様式

[本社債は、1933年米国証券法（その後の改正を含む。）（以下「米国証券法」という。）に基づき登録されてお

らず、今後登録される予定もない。米国内において、または米国人（米国証券法に基づくレギュレーションSに定

義される。）に対し、本大券およびその一部の勧誘または売り付けを行ってはならない。]
1

1　かかる文言は
、仮大券が恒久大券と交換される日が販売遵守期間後である場合は、記載を要しない。

本大券を保有する米国人は、内国歳入法第165条(j)および第1287条(a)に規定される制限を含む、米国所得税法上

の制限に服する。

エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー

(有限責任で英国において設立された。)

[本社債の元金総額]

[本社債の名称]

を表章する

CGN恒久大券

　本大券は、エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー（以下「発行会社」という。）により、元金総額[シリー

ズの元金総額]の[本社債の名称]（以下「本社債」という。）に関して発行される。

　発行会社は、受領した対価に対し、発行会社により作成された2009年7月30日付基本目論見書（以下「基本目論

見書」という。）および本社債に関連して作成された最終条件書（以下「最終条件書」という。）に定める本社

債の要項（以下「要項」という。）に従い、本恒久大券の呈示または提出（場合による。）と引換に、[満期日]ま

たはかかる日より前に要項に従い支払期限の到来する日に、[文字および数字による各社債券の金額]の元金額の

合計または要項に定められるその他の償還金額[または分割払込社債の場合、恒久大券により随時表章されるそ

の時々の各当該社債について、要項に定める日の要項に定める分割支払金額、または当該社債がその他の日にお

いて期限の利益を失う場合、要項に定める償還金額]を、恒久大券の所持人に支払うこと、また、利息および要項に

従って支払われるその他の金額のすべてを支払うことを約束する。

　本恒久大券の所持人は、本恒久大券中に別段の記載のない限り、要項の利益、および本恒久大券により表章され

る本社債の所持人に対して発行会社が履行しなければならない義務から受ける利益と同一の利益を享受する権

利があり、また、特に恒久大券に適用あるかかる要項（およびそれに記載された発行会社が履行しなければなら

ない義務）の利益を享受する権利があり、本大券に基づく、本大券の所持人に対する一切の支払いにより、本社債
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に関する発行会社の義務の履行は有効になされたものとし、本社債に関する義務から発行会社は免除されるもの

とする。

　本大券は、要項および発行会社が署名した2009年7月30日付約束証書（以下「約束証書」という。）に従って、か

つ、その利益を享受して発行される。

　本恒久大券は、エイチエスビーシー・インベストメント・バンク（ネザーランド）エヌブイ、主支払代理人とし

てのエイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー（かかる資格において、以下「主支払代理人」といい、かかる

表現にはかかる資格におけるエイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーの承継者が含まれる。）およびその他

との間で当初締結された1999年2月24日付発行および支払代理契約（2000年2月25日、2001年3月29日、2002年6月

18日、2005年8月1日、2006年6月29日、2006年8月2日、2007年8月2日、2008年7月31日および2009年7月30日付で修正、

改訂または補足済であり、その後の随時の補足、修正または差し替えを含み、以下「発行および支払代理契約」と

いう。）に従って発行される。

　一部払込済社債に関して要項に規定される通り、本大券は、以下の裁量により、実質上発行および支払代理契約

の別紙3に記載の様式（その後完成される。）で、発行会社による費用および経費負担により、そのすべて（一部

は不可。ただし、下記(b)の場合を除く。）を無記名式確定社債券（以下「確定社債券」という。）と交換すること

ができる。

(a)　(ⅰ)　関連あるシリーズの本社債が要項第10項（債務不履行事由）に従って直ちに支払われるべきことと

なった場合、または

(ⅱ)　ユーロクリア・バンク・エスエー/エヌブイ（以下「ユーロクリア」という。）またはクリアスト

リーム・バンキング・ソシエテ・アノニム、ルクセンブルク（以下「クリアストリーム・ルクセンブ

ルク」という。）またはその他の関連ある振替機関もしくは預託機関が、（祝日以外の理由により）

14日間連続して休業している場合、または業務を永久に中止する旨を発表した場合、または実際に業

務を中止した場合、

当該恒久大券の所持人の裁量による。

(b)　発行会社が、本社債が確定券面もしくは記名式の形式（場合による。）であれば被ることのなかった、いずれ

かの法域における（租税その他の）法令の変更を理由として社債に関して重大な不利益を被る場合、発行

会社の裁量による（また、一部払込済社債の場合、発行会社は一部のみの交換を行うことを選択すること

ができる。）。

　確定社債券は、主支払代理人の指定事務所にて当該確定社債券の権利を有する者が回収目的で入手可能である。

記名式社債は、要項および発行および支払代理契約（本大券により表章される本社債の所持人と同じく本大券の

所持人に適用される。）に従って交換により入手可能である。

　本大券に関して利息の支払いがなされる場合には、その都度、発行会社は本大券の別紙Ⅰにその旨を記載させる

ものとする。

　本大券に関して元金もしくは償還金額の支払いがなされる場合、または本大券が上記の通り交換される場合、ま

たは本大券により表章される本社債が消却もしくは失効する場合、その都度、発行会社は(ⅰ)かかる支払いがな

された本社債の元金総額（または一部支払いの場合、その対応する部分）、または確定券面もしくは記名式の形

式で交付される本社債の元金総額、または消却もしくは失効する本社債の元金総額、および(ⅱ)本大券の残存元

金額（それまでの本大券の元金額から上記(ⅰ)の金額を控除した額）を、本大券の別紙Ⅱに記載させ、かかる場

合には、本大券の元金額は、あらゆる目的上、直近に記載されたものとする。

　当初本社債を表章する仮大券の一部のみが本大券と交換され、その後さらに残存元金額またはその一部が本大

券と交換される場合、本社債に関して主支払代理人の指定事務所において本大券の呈示と引換に、かつ、当該仮大

券の元金総額がかかるその後の交換により減額される限度において、発行会社は、(ⅰ)かかるその後の交換がな
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される本社債の元金総額および(ⅱ)本大券の新しい元金額（それまでの本大券の元金額に上記(ⅰ)の金額を加

えた額）を、本大券の別紙Ⅱに記載させ、かかる場合には、本大券の元金額は、あらゆる目的上、直近に記載された

ものとする。

　一部払込済社債の場合、本恒久大券により表章される本社債に関して一部払込済社債の要項に従って発行会社

に支払いがなされた場合には、その都度、発行会社は、

(ⅰ)　かかる支払いがなされる元金総額、および

(ⅱ)　本恒久大券の増加元金額（それまでの本恒久大券の元金額に上記(ⅰ)の金額を加えた額）

を本恒久大券の別紙に記載させ、かかる場合には、本恒久大券の元金額は、あらゆる目的上、直近に記載され

たものとする。

　要項第9項（デノミネーション）に従った本社債の通貨呼称の変更後、

(ⅰ)　本社債が確定券面での発行を要求された場合、当該本社債は、額面金額0.01ユーロ、1,000ユーロ、10,000

ユーロ、100,000ユーロ、および主支払代理人が決定し、本社債権者に通知したその他の額面金額で、発行会社

の費用負担により発行され、かつ、

(ⅱ)　本恒久大券により表章される本社債に関して支払期日の到来した利息額は、当該本社債の元金総額を参照

して計算され、当該支払金額は、0.01ユーロ未満の端数を切り捨てる。本段落において、「ユーロ」とは、欧州

共同体設立条約（欧州連合条約によるその後の修正を含む。）に従って単一通貨を採用した欧州連合(EU)加

盟国の法定通貨を意味する。

　要項第13項（通知）にかかわらず、本社債のすべてが本大券（または本大券およびその他の大券）により表章

される間は、本社債の所持人に対するすべての通知は、ユーロクリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセン

ブルクおよび/または（発行会社とディーラー間で合意する）その他の関連ある振替機関もしくは預託機関に対

して、その各々の記録に持分を有していると記されている者に通信を行うために交付された場合に有効となる。

ただし、本社債がいずれかの上場認可機関、証券取引所および/もしくは相場システムにより上場、取引および/も

しくは相場付けを許可された場合、当該上場認可機関、証券取引所および/または相場システムの規則が遵守され

ている。かかる通知は、かかる交付日または公告日（要求された場合。）（または公告が2回以上なされた場合に

は、最初の公告日（または2紙以上の新聞への公告が要求された場合には、要求された新聞すべてに公告がなされ

た最初の日））になされたものとみなされる。

　本大券および当該本大券から生じるまたは当該本大券に関連するあらゆる契約的非契約的事項は、英国法に準

拠し、英国法に従って解釈される。

　本大券は、発行代理人であるエイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーの代理人により認証がなされるまで

は、いかなる目的においても効力を有しないものとする。

別　紙　Ⅰ

利息支払い

利払期日 支払日 支払われるべき利息の

総額

支払利息額 発行会社またはその代理

人による支払確認
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第1回

第2回*

*　特定シリーズの本社債に関する利払期日の回数が、適切な数に達するまで番号が付される。

別　紙　Ⅱ

支払い、仮大券との交換、確定社債券の交付

ならびに本社債の失効（一部払込済社債の場合）および消却

支払い、交換、

交付、失効ま

たは消却の実

行日

支払われた一

部払込済部分

の総額（一部

払込済社債の

場合）

支払われた元

金額または償

還金額

交付された確

定社債券の元

金総額

恒久大券と交

換された元金

総額

消却または

（一部払込済

社債の場合）

失効された本

社債の元金総

額

本恒久大券の

新しい元金額

権限ある者の

署名
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　発行会社の代理人として権限ある役員により署名がなされたことを証する。

エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー

署　名：

(授権された署名者)

発行代理人としてのエイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーの代理人によって認証された。(償還義務、保証

または責任を伴わない。)

署　名： 署　名：

(授権された署名者) (授権された署名者)

3.　無記名式確定社債券の様式

[レギュレーションSに依拠して勧誘または売り付けられる無記名式社債には、以下が含まれる。]

本社債は、1933年米国証券法（その後の改正を含む。）（以下「米国証券法」という。）に基づき登録されておら
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ず、今後登録される予定もない。米国内において、または米国人（米国証券法に基づくレギュレーションSに定義

される。）に対し、本社債の勧誘または売り付けを行ってはならない。

本社債を保有する米国人は、内国歳入法第165条(j)および第1287条(a)に規定される制限を含む、米国所得税法上

の制限に服する。

エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー

(有限責任で英国において設立された。)

[本社債の元金総額]

[本社債の名称]

　エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー（以下「発行会社」という。）は、受領した対価に対し、[本社債に

裏書き/添付された]本社債の要項[および本社債の要項に記載され、かつ、本社債に関連して作成された最終条件

書]（以下「要項」という。）に従い、本社債の提出と引換に、[満期日]またはかかる日より前に要項に従い支払

期限の到来する日に、

[文字および数字による各社債券の金額]

の元金額または要項に定められるその他の償還金額[または本社債が分割払込社債の場合、要項に定める日の要

項に定める分割支払金額、または当該本社債がその他の日において期限の利益を失う場合、要項に定める償還金

額]を、本社債の所持人に支払うこと、また、利息および要項に従って支払われるその他の金額のすべてを本社債

に従って支払うことを約束する。

　本社債は、要項および発行会社が署名した2009年7月30日付約束証書（その後の随時の修正、補足または差し替

えを含み、以下「約束証書」という。）に従って、かつ、その利益を享受して発行される。

　要項で定義された用語および表現が、本社債の券面上で使用される場合には、当該定義と同じ意味を有する。

　本社債、利札および利札引換券（以下に定義する。）の権利は、交付により移転する。発行会社は、本社債の所持

人を、あらゆる目的において、本社債の完全な所有者として取り扱うことができる。

　本社債、本社債に付された利札（以下「利札」という。）および本社債に付された利札引換券（以下「利札引換

券」という。）はいずれも、発行代理人であるエイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーの代理人により認証

がなされるまでは、いかなる目的においても効力を有しないものとする。

　発行会社の代理人として権限ある役員により署名がなされたことを証する。

エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー

署　名：

(授権された署名者)

20[  ]年[  ]月[  ]日付でロンドンで発行された。
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発行代理人としてのエイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーの代理人によって認証された。(償還義務、保証

または責任を伴わない。)

署　名： 署　名：

(授権された署名者) (授権された署名者)

[本社債の裏面]

社債の要項

[基本目論見書において企図されるとおりとし、関連ある最終条件書により修正、補足または差し替えられる。社

債の要項の内容については、「第一部 証券情報、第２ 売出要項、２ 売出しの条件」中の「売出社債のその他の

主要な事項」を参照のこと。]

[社債の要項の末尾：]

発行代理人：　エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー

E14 5HQロンドン市カナダ・スクエア8

(8 Canada Square, London E14 5HQ)

4.　利札の様式

[(利付き、固定利率であり、かつ、利札のある)本社債に添付：]

[利札の表面]

エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー

(有限責任で英国において設立された。登記番号：第14259号)

[本社債の金額および名称]

シリーズ番号：[          ]

[      ]満期[            ]の利札

　かかる金額は、（本利札が付される[本社債の名称]に適用があり、その時点で当該本社債に添付されているか否

かを問わず、本利札の所持人を拘束する本社債の要項に従って）本利札の裏面に記載される主支払代理人または

その他の支払代理人（もしいれば）のいずれかの指定事務所（または当該目的上その時々に当該本社債の要項

に従って適式になされた通知により指定されたその他のもしくは追加の支払代理人および/もしくは指定事務
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所）において本利札の提出と引換に支払われる。

　[利札の所持人は要項第8項(a)（支払－無記名式社債）を参照されたい。本利札が付される本社債は、当該要項

に記載された一定の状況下において、本利札に関する支払期日より前に償還日が到来する可能性がある。かかる

場合、当該本社債の償還のために呈示を受ける支払代理人は、上記第8項(a)（支払－無記名式社債）に従って、本

利札が無効となるかを決定することができる。]
2

2
　本記載は、関連ある本社債に関して支払われるべき利息の総額が、当該本社債に関して支払われるべき償還金額を上回る可能性がある範

囲で、要項第8項(a)の規定が適用される場合にのみ要求される。

本利札を保有する米国人は、内国歳入法第165条(j)および第1287条(a)に規定される制限を含む、米国所得税法上

の制限に服する。

エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー

署名：
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第３【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】

該当事項なし 
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独立監査人の監査報告書

エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー

株主各位

私たちは、2008年12月31日に終了した事業年度のエイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーおよび

その子会社（「グループ」）の連結財務諸表ならびに親会社であるエイチエスビーシー・バンク・

ピーエルシー（「当行」）の財務諸表の監査を行った。当該財務諸表は、グループの損益計算書、グルー

プおよび当行の貸借対照表、グループおよび当行のキャッシュ・フロー計算書、グループおよび当行の

認識収益費用計算書ならびに関連する注記で構成されている。当該財務諸表はその中に記載されている

会計方針に基づいて作成されている。

当監査報告書は、1985年会社法第235条に準拠し、全体としての当行の株主に対してのみ作成されてい

る。私たちの監査は、私たちが監査報告書へ記載を要求されている事項を株主に提示することを唯一の

目的として実施された。私たちは、法律によって強制されない限り、私たちの監査業務、当報告書、または

私たちの監査意見に関する責任を、当行および全体としての株主以外に対して負うことはない。

取締役および監査人の責任

取締役の責任は、該当する法律および欧州連合（「EU」）が採択した国際財務報告基準（「IFRS」）

に準拠して取締役報告書および財務諸表を作成することであり、これらは24頁（訳注：原文のページ数

である。）の取締役の責任に関する報告書に記載されている。

私たちの責任は、関連する法規制の要件および国際監査基準(英国およびアイルランド)に準拠して財

務諸表を監査することにある。

私たちは、財務諸表が真実かつ公正な概観を提供しているかどうか、また財務諸表が1985年会社法に

従って、そしてグループ財務諸表がIAS規則第４条に従って適正に作成されているかどうかについて意

見を表明する。また、私たちは、取締役報告書の情報が財務諸表と一致しているかどうかについての私た

ちの意見も報告する。

さらに、私たちの意見において当社が適切な会計記録を保持していない場合、私たちが監査で必要と

するすべての情報や説明を入手できなかった場合、または、法律により要求されている取締役報酬およ

びその他の取引に関する情報が開示されていない場合にも報告する。

私たちは、取締役報告書に含まれている他の情報を読み、監査済み財務諸表との整合性について検討

を行う。私たちは、明白な虚偽の表示または財務諸表との重要な不一致に気づいた場合、私たちの報告書

への影響を検討する。その他のいかなる情報も、私たちの責任の範疇には含まれない。

監査意見の基礎

私たちは、監査実務審議会によって公表された国際監査基準（英国およびアイルランド）に準拠して

監査を実行した。監査は、財務諸表の金額と開示を裏付ける証拠を試査により検証することを含んでい

る。監査はまた、財務諸表を作成するにあたって、取締役によって行われた重要な見積りおよび判断の評

価とともに、会計方針が、グループおよび当行の状況に照らして適切であるか、継続的に適用されている

か、そして十分に開示されているか否かについての評価も含んでいる。
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私たちは、財務諸表に不正またはその他の不法行為や誤謬による重要な虚偽の表示がないかどうかに

ついて合理的な保証を得るために必要と考えるすべての情報と説明を入手するために監査を計画し、実

行した。意見を形成するにあたって、私たちは、財務諸表における情報の表示についての全体的な適切性

についても評価した。

監査意見

私たちは、

■　グループの財務諸表は、EUが採択したIFRSに準拠して、2008年12月31日現在のグループの財政状態

および同日をもって終了した年度のグループの利益について、真実かつ公正な概観を提供してい

るものと認める。

■　当行の財務諸表は、1985年会社法の規定に基づき適用したEUが採択したIFRSに準拠して、2008年12

月31日現在の当行の財政状態について、真実かつ公正な概観を提供しているものと認める。

■　財務諸表は1985年会社法に準拠し、またグループの財務諸表はIAS規則第４条に準拠して適正に作

成されているものと認める。

■　取締役報告書に記載されている情報は、財務諸表の内容に一致しているものと認める。

ケーピーエムジー・オーディット・ピーエルシー（署名）

勅許会計士

登録監査人

ロンドン 2009年３月２日

次へ
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Independent Auditors’ Report to the Member of HSBC Bank plc

We have audited the consolidated financial statements of HSBC Bank plc and its subsidiaries (‘the group’) and parent
company financial statements of HSBC Bank plc (‘the bank’) for the year ended 31 December 2008 which comprise the group
Income Statement, the group and bank Balance Sheets, the group and bank Cash Flow Statements, the group and bank Statement
of Recognised Income and Expense and the related notes. These financial statements have been prepared under the accounting
policies set out therein.

This report is made solely to the bank’s member, as a body, in accordance with section 235 of the Companies Act 1985.
Our audit work has been undertaken so that we might state to the bank’s member those matters we are required to state to
them in an auditor’s report and for no other purpose. To the fullest extent permitted by law, we do not accept or assume
responsibility to anyone other than the bank and the bank’s member as a body, for our audit work, for this report, or for
the opinions we have formed.

Respective responsibilities of directors and auditor

The directors’ responsibilities for preparing the Directors’ Report and the financial statements in accordance with
applicable law and International Financial Reporting Standards (‘IFRSs’) as adopted by the European Union (‘EU’) are
set out in the Statement of Directors’ Responsibilities on page 24.

Our responsibility is to audit the financial statements in accordance with relevant legal and regulatory requirements and
International Standards on Auditing (UK and Ireland).

We report to you our opinion as to whether the financial statements give a true and fair view and whether the financial
statements have been properly prepared in accordance with the Companies Act 1985 and, as regards the group financial
statements, Article 4 of the IAS Regulation. We also report to you whether in our opinion the information given in the
Directors’ Report is consistent with the financial statements.

In addition we report to you if, in our opinion, the company has not kept proper accounting records, if we have not
received all the information and explanations we require for our audit, or if information specified by law regarding
directors’ remuneration and other transactions is not disclosed. 

We read the other information contained in the Directors’ Report and consider whether it is consistent with the audited
financial statements. We consider the implications for our report if we become aware of any apparent misstatements or
material inconsistencies with the financial statements. Our responsibilities do not extend to any other information.

Basis of audit opinion

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (UK and Ireland) issued by the Auditing
Practices Board. An audit includes examination, on a test basis, of evidence relevant to the amounts and disclosures in the
financial statements. It also includes an assessment of the significant estimates and judgements made by the Directors in
the preparation of the financial statements, and of whether the accounting policies are appropriate to the group’s and
bank’s circumstances, consistently applied and adequately disclosed.

We planned and performed our audit so as to obtain all the information and explanations which we considered necessary in
order to provide us with sufficient evidence to give reasonable assurance that the financial statements are free from
material misstatement, whether caused by fraud or other irregularity or error. In forming our opinion we also evaluated the
overall adequacy of the presentation of information in the financial statements.

Opinion

In our opinion:
・　the group’s financial statements give a true and fair view, in accordance with IFRSs as adopted by the EU, of the state
of the group’s affairs as at 31 December 2008 and of its profit for the year then ended;

・　the bank’s financial statements give a true and fair view, in accordance with IFRSs as adopted by the EU as applied in
accordance with the provisions of the Companies Act 1985, of the state of the bank’s affairs as at 31 December 2008;

・　the financial statements have been properly prepared in accordance with the Companies Act 1985 and, as regards the group
financial statements, Article 4 of the IAS Regulation; and

・　the information given in the Directors' Report is consistent with the financial statements.

/s/ KPMG Audit Plc
Chartered Accountants
Registered Auditor
London

2 March 2009

（※）上記は、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものです。その原本は本有価証券届出書提
出会社が別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書

エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー

株主各位

私たちは、2007年12月31日に終了した事業年度のエイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーおよび

その子会社（「グループ」）の連結財務諸表ならびに親会社であるエイチエスビーシー・バンク・

ピーエルシー（「当行」）の財務諸表の監査を行った。当該財務諸表は、グループの損益計算書、グルー

プおよび当行の貸借対照表、グループおよび当行のキャッシュ・フロー計算書、グループおよび当行の

認識収益費用計算書ならびに関連する注記で構成されている。当該財務諸表はその中に記載されている

会計方針に基づいて作成されている。

当監査報告書は、1985年会社法第235条に準拠し、当行の株主に対してのみ作成されている。私たちの

監査は、私たちが監査報告書へ記載を要求されている事項を株主に提示することを唯一の目的として実

施された。私たちは、法律によって強制されない限り、私たちの監査業務、当報告書、または私たちの監査

意見に関する責任を、当行および全体としての株主以外に対して負うことはない。

取締役および監査人の責任

取締役の責任は、該当する法律およびEUが採択した国際財務報告基準（「IFRS」）に準拠して取締役

報告書および財務諸表を作成することであり、これらは28頁（訳注：原文のページ数である。）の取締

役の責任に関する報告書に記載されている。

私たちの責任は、関連する法規制の要件および国際監査基準(英国およびアイルランド)に準拠して財

務諸表を監査することにある。

私たちは、財務諸表が真実かつ公正な概観を提供しているかどうか、また財務諸表が1985年会社法に

従って、そしてグループ財務諸表がIAS規則第４条に従って適正に作成されているかどうかについて意

見を表明する。また、私たちは、取締役報告書の情報が財務諸表と一致しているかどうかについての私た

ちの意見も報告する。

さらに、私たちの意見において当社が適切な会計記録を保持していない場合、私たちが監査で必要と

するすべての情報や説明を入手できなかった場合、または、法律により要求されている取締役報酬およ

びその他の取引に関する情報が開示されていない場合にも報告する。

私たちは、2007年度の年次報告書に含まれている他の情報を読み、監査済み財務諸表との整合性につ

いて検討を行う。私たちは、明白な虚偽の表示または財務諸表との重要な不一致に気づいた場合、私たち

の報告書への影響を検討する。その他のいかなる情報も、私たちの責任の範疇には含まれない。

監査意見の基礎

私たちは、監査実務審議会によって公表された国際監査基準（英国およびアイルランド）に準拠して

監査を実行した。監査は、財務諸表の金額と開示を裏付ける証拠を試査により検証することを含んでい

る。監査はまた、財務諸表を作成するにあたって、取締役によって行われた重要な見積りおよび判断の評

価とともに、会計方針が、グループおよび当行の状況に照らして適切であるか、継続的に適用されている

か、そして十分に開示されているか否かについての評価も含んでいる。
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私たちは、財務諸表に不正またはその他の不法行為や誤謬による重要な虚偽の表示がないかどうかに

ついて合理的な保証を得るために必要と考えるすべての情報と説明を入手するために監査を計画し、実

行した。意見を形成するにあたって、私たちは、財務諸表における情報の表示についての全体的な適切性

についても評価した。

監査意見

私たちは、

■　グループの財務諸表は、EUが採択したIFRSに準拠して、2007年12月31日現在のグループの財政状態

および同日をもって終了した年度のグループの利益について、真実かつ公正な概観を提供してい

るものと認める。

■　当行の財務諸表は、1985年会社法の規定に基づき適用したEUが採択したIFRSに準拠して、2007年12

月31日現在の当行の財政状態について、真実かつ公正な概観を提供しているものと認める。

■　財務諸表は1985年会社法に準拠し、またグループの財務諸表はIAS規則第４条に準拠して適正に作

成されているものと認める。

■　取締役報告書に記載されている情報は、財務諸表の内容に一致しているものと認める。

ケーピーエムジー オーディット・ピーエルシー（署名）

勅許会計士

登録監査人

ロンドン 2008年３月３日
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Independent Auditors’ Report to the Member of HSBC Bank plc

We have audited the consolidated financial statements of HSBC Bank plc and its subsidiaries (‘the group’)
and parent company financial statements of HSBC Bank plc (‘the bank’) for the year ended 31 December 2007
which comprise the group Income Statement, the group and bank Balance Sheets, the group and bank Cash Flow
Statements, the group and bank Statement of Recognised Income and Expense and the related notes. These
financial statements have been prepared under the accounting policies set out therein.

This report is made solely to the bank’s member, in accordance with section 235 of the Companies Act 1985.
Our audit work has been undertaken so that we might state to the bank’s member those matters we are required
to state to them in an auditor’s report and for no other purpose. To the fullest extent permitted by law, we
do not accept or assume responsibility to anyone other than the bank and the bank’s member as a body, for our
audit work, for this report, or for the opinions we have formed.

Respective responsibilities of Directors and Auditors

The Directors’ responsibilities for preparing the Directors Report and the Financial Statements in accordance
with applicable law and International Financial Reporting Standards (IFRSs) as adopted by the EU are set out
in the Statement of Directors’ Responsibilities on page 28.

Our responsibility is to audit the financial statements in accordance with relevant legal and regulatory
requirements and International Standards on Auditing (UK and Ireland).

We report to you our opinion as to whether the financial statements give a true and fair view and whether
the financial statements have been properly prepared in accordance with the Companies Act 1985 and, as regards
the group financial statements, Article 4 of the IAS Regulation. We also report to you whether in our opinion
the information given in the Directors’ Report is consistent with the financial statements.

In addition we report to you if, in our opinion, the company has not kept proper accounting records, if we
have not received all the information and explanations we require for our audit, or if information specified
by law regarding Directors’ remuneration and other transactions is not disclosed. 

We read the other information contained in the Annual Report and Accounts 2007 and consider whether it is
consistent with the audited financial statements. We consider the implications for our report if we become
aware of any apparent misstatements or material inconsistencies with the financial statements. Our
responsibilities do not extend to any other information.

Basis of audit opinion

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (UK and Ireland) issued by the
Auditing Practices Board. An audit includes examination, on a test basis, of evidence relevant to the amounts
and disclosures in the financial statements. It also includes an assessment of the significant estimates and
judgements made by the directors in the preparation of the financial statements, and of whether the accounting
policies are appropriate to the group’s and bank’s circumstances, consistently applied and adequately
disclosed.

We planned and performed our audit so as to obtain all the information and explanations which we considered
necessary in order to provide us with sufficient evidence to give reasonable assurance that the financial
statements are free from material misstatement, whether caused by fraud or other irregularity or error. In
forming our opinion we also evaluated the overall adequacy of the presentation of information in the financial
statements.

Opinion

In our opinion:
・　the group’s financial statements give a true and fair view, in accordance with IFRSs as adopted by the EU,
of the state of the group’s affairs as at 31 December 2007 and of its profit for the year then ended;

・　the bank’s financial statements give a true and fair view, in accordance with IFRSs as adopted by the EU
as applied in accordance with the provisions of the Companies Act 1985, of the state of the bank’s affairs
as at 31 December 2007;

・　the financial statements have been properly prepared in accordance with the Companies Act 1985 and, as
regards the group financial statements, Article 4 of the IAS Regulation; and

・　the information given in the Directors' Report is consistent with the financial statements.

/s/ KPMG Audit Plc
Chartered Accountants
Registered Auditor
London

3 March 2008

（※）上記は、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものです。その原本は本有価証券届出書提出

会社が別途保管しております。
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